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発
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に
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国
際
大
学

東
洋
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想
研
究
所
所
長

　
　
　
　
　
　

松　

岡　

幹　

夫

　

世
に
「
机
上
の
空
論
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
現
実
の
社
会
で
悪
戦
苦
闘
す
る
者
か
ら
見
れ
ば
、
学
者
が
机
の
上
で
考
え
出
し
た
理
屈
な

ど
空
虚
で
役
に
た
た
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
学
者
の
仕
事
も
豆
腐
屋
の
仕
事
も
同
じ
と
言
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
実
学

の
分
野
に
当
て
は
ま
る
話
か
と
思
う
。
非
実
学
的
な
哲
学
・
思
想
の
探
究
が
、
社
会
的
な
分
業
の
一
形
態
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
。
哲
学
者
の
中
に
は
自
分
た
ち
の
仕
事
を
虚
業
と
割
り
切
る
人
が
い
て
、
い
よ
い
よ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
サ
ロ
ン
の
世
界
に
閉
じ
こ

も
る
姿
が
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
真
に
虚
業
な
る
も
の
は
世
の
中
に
存
在
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
存
在
で
き
な
い
。
た
と
え
観
念
の
遊
戯
で
あ
っ
て
も
、
現
実

を
違
っ
た
角
度
か
ら
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
で
き
る
し
、
純
粋
に
思
考
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
も
な
る
。
哲
学
や
思
想
を
語
る
営
み
に
は
、

あ
る
種
の
実
用
的
な
価
値
が
あ
る
。
哲
学
者
、
思
想
家
と
い
っ
た
職
業
が
世
に
あ
る
の
は
、
一
つ
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
ま
だ
本
質
的
な
論
点
で
は
な
い
。
思
想
の
根
本
的
な
役
割
は
、
発
想
の
転
換
な
ど
よ
り
も
心
の
触
発
に
あ
ろ
う
。「
文

は
人
な
り
」
と
言
う
。
人
の
心
が
形
と
な
っ
た
も
の
が
文
字
で
あ
り
、
文
で
あ
る
。
詩
や
小
説
と
同
じ
く
、
客
観
的
に
書
か
れ
た
論
文
も
、

作
者
の
心
の
現
れ
と
言
え
る
。
精
緻
な
学
説
は
理
性
の
産
物
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
理
性
を
使
っ
て
い
る
の
は
心
に
他
な
ら
な
い
。
科

学
理
論
で
さ
え
、
実
は
心
の
結
晶
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
書
物
を
通
じ
て
著
者
の
心
を
受
け
取
る
。
思
想
書
を
読
む
場
合
は
、
思
想
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
著
者
の
心
が
読
者
の
心
に

染
み
渡
っ
て
い
く
。
読
書
と
は
、
著
者
の
心
が
読
者
の
心
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
読
者
の
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
人

の
生
き
方
が
変
わ
り
、
行
動
が
変
わ
り
、
周
囲
に
影
響
を
与
え
、
引
い
て
は
社
会
全
体
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

技
術
者
は
物
を
動
か
し
、
政
治
家
は
国
家
を
動
か
す
。
思
想
家
は
心
を
動
か
す
。
思
想
を
語
る
者
は
、
心
と
い
う
最
も
根
源
的
な
所
か
ら

社
会
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
歴
史
が
証
明
し
て
い
よ
う
。
思
想
は
、
決
し
て
机
上
の
空
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
東
洋
の
思
想
を
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
現
代
社
会
に
果
た
し
得
る
役
割
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
西
洋
が
物
の
論
理
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
に
対
し
、
東
洋
で
は
心
の
論
理
を
追
求
し
て
き
た
。
心
の
論
理
は
物
の
論
理
の
根
底

に
あ
っ
て
、一
切
を
包
容
す
る
。
そ
の
た
め
、ど
ん
な
人
の
心
に
も
直
接
響
い
て
く
る
。「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
無
き
な
り
」
と
の
『
論
語
』

の
言
葉
は
、心
の
論
理
で
あ
る
。
道
理
を
踏
ま
え
た
勇
気
の
心
を
、わ
れ
わ
れ
に
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
。
人
間
の
心
が
衰
弱
し
た
現
代
に
あ
っ

て
、
心
の
論
理
を
説
い
た
東
洋
の
思
想
は
、
社
会
を
変
え
る
最
も
強
力
な
武
器
と
な
る
だ
ろ
う
。　

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
吉
日

発刊によせて
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研究　東洋

■
総
力
特
集
学
校
法
人
昌
平
黌
創
立
一
一
〇
周
年
記
念
学
術
活
動
■

第
五
回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」

「
東
日
本
国
際
大
学
か
ら
世
界
へ
」
を
掲
げ
る
本
法
人
は
、
二
〇
一

三
年
、
創
立
一
一
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
六

月
二
二
日
、第
二
五
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭
を
学
内
で
執
り
行
い
、

祭
主
の
緑
川
浩
司
理
事
長
が
玉
串
を
捧
げ
た
。
式
典
に
続
い
て
、
二

名
の
有
識
者
に
よ
る
記
念
基
調
講
演
、
さ
ら
に
創
立
一
一
〇
周
年
記

念
式
典
が
、
ア
リ
オ
ス
大
ホ
ー
ル
に
て
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。

　

基
調
講
演
は
本
学
学
生
、
附
属
昌
平
中
学
・
高
校
を
あ
わ
せ
約

一
〇
〇
〇
名
以
上
が
熱
心
に
聴
講
、
前
文
部
科
学
事
務
次
官
の
清
水

潔
先
生
に
よ
る
「
今　

大
学
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」、
麗
澤
大
学

教
授
・
松
本
健
一
先
生
に
よ
る「
孟
子
の
革
命
思
想
」が
講
演
さ
れ
た
。

　

ま
た
翌
二
三
日
に
は
、
第
五
回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」
が
、
本
学
主
催
で
行

わ
れ
、
中
国
・
韓
国
・
台
湾
か
ら
有
識
者
を
招
き
、
数
時
間
に
わ
た

る
白
熱
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
今
回
の
特
集
で
は
、
特
に
こ
の

学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
を
示
し
、
当
日
の
白
熱
し
た
議
論
を
報

告
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
五
回　

大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
半
～
午
前
十
一
時
二
〇
分　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
一
号
館　

大
成
殿

　
　
　
　
　
　

第
二
十
五
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　
　
　
　

午
後
一
時
～
午
後
四
時
一
〇
分　

ア
リ
オ
ス
大
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　

記
念
講
演　
　
　

　
　
　
　
　

演　

題　

「
今　

大
学
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」

　
　
　
　
　

講　

師　

前
文
部
科
学
事
務
次
官　

清
水　

潔　

先
生

　
　
　
　
　

演　

題　

「
孟
子
の
革
命
思
想
」

　
　
　
　
　

講　

師　

麗
澤
大
学
教
授　
　

松
本　

健
一　

先
生
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■総力特集：昌平黌 110 周年記念学術活動　第五回日中韓国際学術シンポジウム

第
五
回
　
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」

日
程
表

基調講演
8:50
～

11:00

緑川浩司 日本 学校法人昌平黌 理事長 昌平黌建学と平和経済

葉國良 台湾 国立台湾大学中国文学部 
教授

「『春秋』に義戦無し」思想と
東アジアの平和

休憩（10分）
呉錫源 韓国 成均館大学校　教授 儒教の平和思想と大同の世界

傅永軍 中国 山東大学哲学学部 学部長
哲学・社会発展学院 教授

人性と平和 ―― 墨子の平和思
想の現代的価値 ――

論文発表
11:10
～

12:10

湯恩佳 香港 孔教学院 院長 孔子教育の平和思想
小島康敬 日本 国際基督教大学 教授 華夷パラダイムを越えて

陳治国
中国 山東大学哲学・社会発展
学院
山東大学中国解釈学研究セン
ター　副教授

都市国家、人、正義：アリスト
テレスと荀子の間の対話

徐坰遙 日本 東日本国際大学儒学文化
研究所　所長

儒家共同体の洪範経世と中和

12:10
～

13:00
昼食

13:00
～

13:45
朴惠榮 韓国 成均館大学校儒学科 博士

修了生
聖学の人間らしい生き方

宋開玉
（孫微）

中国 山東大学儒学高等研究院 
教授
（中国 河北大学文学院 教授）

『哀王孫』「朔方健児」の学術
史的考察

山本修一 日本 創価大学工学部 教授 21世紀の科学技術とその課題
休息（15分）

14:00
～

14:45
王新春 中国 山東大学哲学・社会発展

学院 副院長
孔子の生命主体性の自覚

倉田貢 日本 東日本国際大学経済情報
学部 教授

生きること、苦悩すること ―― 
逆説的な真理 ――

金景美 韓国 成均館大学校儒学科 博士
修了生

論語における融合的指導者像の
考察

休息（15分）
15:00
～

15:45
片岡龍 日本 東北大学大学院 准教授 「憲法十七条」の「和」を読み

直す

高在錫 韓国 成均館大学校儒学大学 副
教授

‘仁’が実践される孔子の理想社会
という甘美な夢を見る

蔡祥元
中国 山東大学儒学高等研究院 
講師

天道により人道を弘む
 ―― 古代中国の人 ‐ 道の思想
とその現代的意義 ――

休息（15分）
16:00
～

16:45 林官憲
韓国 成均館大学校儒学大学 招
聘教授
平和問題研究所副理事長
（アメリカ）

グローバル時代における東アジ
ア平和のための提言
 ―― 孔子の大同と古朝鮮の弘
益人間を中心に ――

牛建科
中国 山東大学ユダヤ教・多宗
教研究センター　副主任
哲学・社会発展学院 副院長

仏教の平和思想と持続可能な発
展

松岡幹夫 日本 東日本国際大学東洋思想
研究所 所長

ガンディーと仏教的非暴力

18:00
～ 晩餐会（いわきワシントンホテル）
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は
じ
め
に

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
大タ

チ
ャ
ハ
オ

家
好
！ 

안ア
ン

녕
ニ
ョ
ン

하ハ

세セ

요ヨ

！

　

本
日
こ
こ
に
開
催
さ
れ
ま
す
日
中
韓
三
カ
国
国
際
学
術
会
議
に
お

い
て
、
主
催
側
の
挨
拶
を
兼
ね
、
こ
こ
で
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ

け
ま
す
こ
と
を
、
大
変
に
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
か
ら
の
ご
支
援
の
お
か
げ
で
、
今
年
、
本
学
校
法
人
昌
平
黌

は
、
創
立
110
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

国
際
学
術
会
議
の
場
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
学
の
建
学
の
精
神
と
、

そ
れ
を
日
々
の
教
育
活
動
に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
る
か
と
い
う

話
も
少
し
だ
け
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
と
言
い
ま

す
の
も
、
そ
れ
は
同
時
に
、
経
済
活
動
が
私
た
ち
の
社
会
的
な
活
動

の
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
の
世
界
に
お
い
て
平
和
を

考
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
経
済
に
お
け
る
平
和
を
考
え
る
こ
と
と
も
繋

が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
儒
学
思
想

の
中
で
と
り
わ
け
大
切
に
さ
れ
、
私
た
ち
も
大
切
に
し
て
参
り
ま
し

た
「
仁
」
と
「
義
」
に
つ
い
て
話
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
特
に
教

育
の
現
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
「
仁
」
と
、
経
済
活
動
に
お
け
る

平
和
を
考
え
る
た
め
に
必
須
の
「
義
」、
こ
れ
が
本
日
の
私
の
二
つ

の
テ
ー
マ
で
す
。

１
．
今
日
の
世
界
に
お
い
て
平
和
と
は
何
か

　

さ
て
、
本
日
の
学
術
会
議
全
体
の
主
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る

現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
思
想
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
り
う
る
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
主
題
は
、
人
間

の
生
命 

―
― 

人
々
の
い
の
ち 

―
― 

を
基
礎
と
し
た
う
え
で
、
人

間
が
生
活
を
送
る
際
に
か
か
わ
っ
て
く
る
、
哲
学
、
倫
理
、
政
治
、

経
済
、
文
化
、
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、
社
会
、
教
育
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
み
よ
う
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

一
般
に
、
平
和
と
は
戦
争
の
反
対
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

基
調
講
演
①　
昌
平
黌
建
学
と
平
和
経
済

学
校
法
人
昌
平
黌　

理
事
長
　
緑
　
川
　
浩
　
司
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■総力特集：昌平黌 110 周年　第五回日中韓国際学術シンポジウム　基調講演

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
、
武
力
に
よ
る
直
接
的
な
戦
争
の
な
い

地
域
の
経
済
活
動
を
見
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
不
信
と
争
奪
の

連
続
で
す
。
そ
れ
は
、
相
手
が
勝
つ
こ
と
は
必
ず
自
分
の
負
け
を
意

味
す
る
、
だ
か
ら
自
分
が
勝
つ
た
め
に
は
何
と
し
て
も
相
手
を
打
ち

負
か
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
を
前
提
と

し
た
戦
場
の
よ
う
な
光
景
で
す
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
「
平
和
」
な
世

界
の
中
で
も
、こ
の
よ
う
に
争
い
が
日
々
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、平
和
と
は
、一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
れ
は
、
他
人
と
私
が
共
存
共
栄
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
私
が
生
き
、
あ
な
た
が
生
き
る
。
そ
し
て
、
共
に
生
き
る
。
ま
た

そ
の
こ
と
がW

in-W
in

の
関
係
と
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
お
互

い
に
何
か
を
受
け
取
る
関
係
に
あ
る
こ
と
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
中
で
、
経
済
的
競
争
が

日
々
激
化
す
る
今
に
お
い
て
平
和
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
狭
い
意

味
で
の
「
軍
事
力
に
よ
る
戦
争
」
と
「
そ
う
し
た
戦
争
の
な
い
平
和
」

と
い
う
対
比
で
で
は
な
く
、「
競
争
」
と
「
共
存
」
と
い
う
対
比
で

こ
そ
考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

現
在
、
と
り
わ
け
経
済
活
動
を
つ
う
じ
て
東
西
南
北
で
の
交
渉
が

活
発
に
な
り
、地
球
は
一
つ
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

経
済
活
動
を
行
う
た
め
に
は
必
ず
資
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
深
刻
な
対
立
も
地
球
の
至
る
所
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
近

い
う
ち
に
、
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
に
か
か
せ
な
い
水
す
ら
も
そ
う

し
た
対
立
の
掛
け
金
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
経
済
活
動
の
世

界
的
な
発
達
に
よ
り
、
た
し
か
に
私
た
ち
の
生
活
は
豊
か
で
便
利
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
経
済
発
展
を
優
先
し
た
た
め
に

環
境
汚
染
は
悪
化
し
、
普
段
の
生
活
す
ら
脅
か
さ
れ
る
状
況
が
生
ま

れ
、
ま
た
経
済
的
争
奪
戦
の
歯
車
と
し
て
要
求
さ
れ
る
努
力
の
大
き

さ
に
よ
り
、身
体
や
精
神
を
壊
す
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
、

皆
様
方
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
「
平
和
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
今

日
の
現
実
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
文
明
が
経
済
と
経
営
（
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
）
を
中
心
に
回
っ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
日
常
の
一
部

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
争
い
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
の
、
生
命
と
生

命
の
共
存
の
道
な
の
で
す
。

　

さ
て
こ
こ
で
、問
題
を
よ
り
大
き
な
視
点
で
眺
め
て
み
る
た
め
に
、

「
平
和
」の
意
味
を
、そ
の
漢
字
の
語
源
か
ら
少
し
考
え
て
見
ま
し
ょ

う
。
平
と
い
う
漢
字
は
鼻
で
正
し
く
息
を
す
る
形
を
あ
ら
わ
し
た
文

字
で
す
。
ま
た
和
と
い
う
漢
字
は
楽
器
を
吹
い
て
調
和
す
る
音
を
出

す
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
語
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考

え
て
み
ま
す
と
、
自
ら
が
息
を
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
も
せ
ず
、
自

然
な
呼
吸
が
で
き
る
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、
私
た
ち
は
、
心
の
平
穏

と
身
体
の
調
和
を
享
受
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
私

た
ち
人
間
の
生
命
は
心
身
を
一
体
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
で
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す
か
ら
、
私
た
ち
は
精
神
的
な
生
活
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
肉
体
的

な
生
命
活
動
に
お
い
て
も
、
共
に
穏
や
か
で
あ
る
時
に
、
平
和
を
実

感
す
る
の
で
す
。

２
．
教
育
と
仁

　

と
こ
ろ
で
、
教
育
と
は
、
人
間
が
動
物
を
飼
育
す
る
よ
う
に
、
一

方
が
他
方
に
一
方
的
に
物
質
的
栄
養
を
与
え
、
ひ
た
す
ら
肉
体
的
に

成
長
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
人

間
だ
け
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
営
み
で
あ
り
、
人
間
ら
し
く

生
き
て
い
く
姿
勢
と
そ
の
た
め
の
方
法
を
互
い
に
学
び
教
え
合
う
、

心
身
が
一
体
と
な
っ
た
活
動
で
す
。
家
庭
に
お
け
る
教
育
で
は
、
子

供
た
ち
は
親
子
関
係
の
生
命
的
な
交
わ
り
の
中
で
育
て
ら
れ 

―
― 

そ
こ
で
は
、
親
も
ま
た
親
に
な
る
こ
と
を
学
び
ま
す 
―
―
、
学
校

に
お
け
る
教
育
で
は
、
師
弟
関
係
の
智
徳
体
の
三
位
一
体
の
習
得
の

中
で
育
成
さ
れ 

―
― 

師
弟
関
係
の
中
で
教
師
も
ま
た
教
師
と
し
て

育
っ
て
い
き
ま
す 

―
―
、
ま
た
社
会
に
お
け
る
教
育
で
は
、
上
下

関
係
の
指
導
と
実
行
の
中
で
、
人
間
は
互
い
に
成
熟
し
て
い
く
の
で

す
。

　

本
学
昌
平
黌
の
建
学
精
神
は
、
儒
学
の
基
本
理
念
で
あ
る
仁
義
礼

智
（
よ
り
後
代
の
分
類
に
従
え
ば
仁
義
礼
智
信
）
の
実
践
、
と
り
わ

け
仁
を
育
て
、
義
を
貫
く
あ
り
か
た
を
伝
え
る
こ
と
を
そ
の
中
核
と

し
て
い
ま
す
。
こ
の
儒
学
教
育
が
目
標
と
す
る
も
の
は
、
人
間
が
本

来
持
っ
て
い
る
徳
性
を
開
花
さ
せ
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
姿
勢
と
方

法
を
若
者
た
ち
へ
と
伝
え
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
儒
学
の
祖
で
あ
り
、
中
国
山
東
省
の
昌
平
県
の

生
ま
れ
で
あ
る
孔
子
の
偉
大
な
業
績
の
一
つ
と
し
て
、
私
学
と
い
う

も
の
を
創
設
し
た
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
教
育
上
の
大
き
な
貢
献
で
す
。

　

孔
子
は
古
代
の
文
・
史
・
哲
、
す
な
わ
ち
、
文
学
、
歴
史
、
哲
学

を
記
録
し
た
五
経
を
集
大
成
し
、
そ
れ
ら
を
教
育
の
テ
キ
ス
ト
と
し

ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
一
言
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
人
倫
と
日
常
の
道 

―
― 

つ
ま
り
、
人
と
人
の
間
の
信
頼
を
育
て
あ
げ
、
共
に
日
々
を

生
き
て
い
く
た
め
の
適
切
な
心
遣
い
と
振
る
舞
い
の
方
法 

―
― 

を

示
す
も
の
で
す
。
孔
子
は
春
秋
時
代
の
乱
世
時
に
み
ら
れ
た
「
下
剋

上
」
に
よ
る
秩
序
の
破
壊
を
憂
慮
し
、
確
固
た
る
信
念
で
、
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
状
況
を
現
実
的
に
考
察
し
な
が
ら
、
人
々
が
互
い
に
恨

む
こ
と
な
く
、
戦
う
こ
と
も
な
い
「
無
怨
不
争
（
む
お
ん
ふ
そ
う
）」

の
統
治
が
実
現
し
、
平
和
な
世
の
中
へ
と
回
復
す
る
こ
と
を
強
く

願
っ
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
伝
統
を
受
け
継
ぐ
私
学
は
、
教
育
機
関
と

し
て
そ
の
目
標
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

昌
平
黌
の
最
初
の
校
名
は
「
開
成
中
学
」
で
し
た
。
や
が
て
、
働
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く
青
少
年
の
学
び
の
場
と
し
て
、開
成
中
学
内
に
夜
学
が
開
設
さ
れ
、

そ
の
翌
年
に
昌
平
夜
学
中
学
と
改
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
「
開
成
」
と
い
う
名
前
は
、『
周
易
』
の
繋
辞
伝
上
に
あ
る
「
夫

易
開
物
成
務
、
冒
天
下
之
道
」、「
孔
子
曰
く
、
そ
れ
易
は
、
万
物
の

志
を
開
き
、
天
下
の
務
め
を
成
し
遂
げ
て
、
そ
の
道
が
天
下
を
冒お

お

う
」

と
注
釈
さ
れ
る
一
説
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
万
物
の
志
を

開
く
」と
は
、事
物
の
理

こ
と
わ
りを

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
そ

の
道
が
天
下
を
お
お
う
」
と
は
、
人
間
世
界
に
、
人
間
ら
し
い
、
人

間
と
し
て
の
生
き
方
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

そ
う
し
た
理
想
の
も
と
、
昌
平
黌
（
中
学
）
の
創
立
者
で
あ
る
田

辺
新
之
助
先
生
は
、本
学
の
建
学
理
念
を
実
践
す
る
方
法
と
し
て『
修

為
要
領
十
七
ヶ
条
』 

を
学
生
た
ち
に
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
敢
え
て

一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
生
ま
れ
つ
き
与
え
ら
れ
た
徳
性

を
育
て
、
社
会
の
中
で
他
の
人
々
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
人
間
と
な
る
た
め
の
道
を
示
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
関
係
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
自
分
と
他
人
の
関

係
性
の
構
造
で
す
。
人
と
人
の
付
き
合
い
は
、
お
互
い
の
間
に
闘
争

し
か
選
択
肢
が
な
い
よ
う
な
競
合
・
対
立
関
係
に
基
づ
く
の
で
は
な

く
、
互
い
を
補
い
合
う
陰
陽
の
関
係
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
す
。
そ

の
一
例
と
し
て
、男
女
、夫
婦
関
係
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
儒
学
思
想
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
他
人
と
関
わ
っ
て

い
く
人
間
に
、「
徳
性
」
と
い
う
無
限
の
能
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、

と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
生
得

的
な
本
能
と
言
っ
て
も
良
い
能
力
で
す
。

　

こ
の
「
徳
性
」
に
は
三
つ
の
顔
と
で
も
い
う
べ
き
三
つ
の
側
面
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
自
分
の
た
め
に
何
か
を
勝
ち
取
る

能
力
と
い
う
側
面
。
第
二
に
、
自
分
だ
け
で
な
く
他
人
を
変
化
さ
せ

る
能
力
と
い
う
側
面
。
ま
た
最
後
に
、
す
べ
て
の
も
の
た
ち
を
惜
し

ん
で
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
と
い
う
側
面
で
す
。
つ
ま
り
、
自

発
的
な
、
自
分
自
身
へ
と
向
か
う
能
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
人
に

関
わ
り
、
他
人
を
も
感
化
し
て
い
く
よ
う
な
、
外
へ
と
、
他
者
へ
と

向
か
う
外
向
的
能
力
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
誰
も
が
生
ま
れ

つ
き
持
っ
て
い
る
、と
儒
学
思
想
は
考
え
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

人
間
に
賢
い
と
か
愚
か
だ
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
の
は
、
成
長
し
て

い
く
中
で
、
後
天
的
で
利
己
主
義
的
な
「
わ
た
し
」
に
と
ら
わ
れ
て

し
ま
い
、
他
の
人
た
ち
と
交
わ
る
「
公

お
お
や
け」

へ
と
自
ら
を
啓ひ

ら

い
て
い
く

こ
と
を
知
ら
ず
に
育
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
、人
間
が
も
し
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
、

動
物
の
よ
う
に
私
欲
だ
け
で
生
き
て
い
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
教
育
を
通
し
て
、
よ
り
具

体
的
に
は
、
誠
、
忠
恕
と
い
っ
た
徳
目
の
実
践
を
行
う
こ
と
を
通
じ

て
、
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
こ
う
し
た
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
る
の
で
す
。
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孔
子
は
「
人
間
ら
し
い
、と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」

と
質
問
し
た
弟
子
の
顔
淵
に
「
克
己
復
礼
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
自
ら
の
個
人
的
な
欲
望
（
私
欲
）
を
克
服
し
、
礼
を
尽
く

し
て
こ
そ
人
間
ら
し
い
と
い
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ

り
、
生
ま
れ
持
っ
た
徳
性
を
開
花
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

は
ま
た
、
自
分
の
正
直
な
心
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
「
正
直
さ
」
と
は
「
偽
り
」
の
反
対
語

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
理
性
的
思
考
に
よ
る
正
し
い
判
断
力
と
、

感
性
的
な
繋
が
り
を
通
じ
た
感
化
の
能
力
を
意
味
し
、
そ
の
力
は
ま

さ
に
率
直
さ
か
ら
湧
き
出
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
．
経
済
と
経
営
の
今

　

21
世
紀
に
入
っ
て
も
、
様
々
な
国
際
的
な
経
済
摩
擦
が
世
界
の
至

る
所
で
続
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
生
産
者
と
生
産
者
が
、
生
産
者

の
集
団
と
生
産
者
の
集
団
が
争
っ
て
い
ま
す

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
摩
擦
の
底
に
は
、
よ
り
大
き
な
、
良
い
方
向

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
新
し
い
流
れ
も
潜
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
生

産
者
が
別
の
生
産
者
と
利
益
を
巡
っ
て
争
い
対
立
す
る
だ
け
で
は
な

く
、消
費
者
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
可
能
性
で
す
。

た
と
え
ば
、
市
場
の
規
模
が
地
球
規
模
に
な
る
中
で
、
す
な
わ
ち
グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
生
産
者
が
主
導
す
る
市
場
か

ら
消
費
者
が
主
導
す
る
市
場
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
見

ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
経
済
活
動
の
中
心
が
生
産
活
動
か
ら
消

費
活
動
へ
と
移
動
し
、
商
品
の
開
発
者
の
方
針
も
、「
個
性
」
を
求

め
る
消
費
者
の
心
理
に
合
わ
せ
た
「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
経
済
」
へ
と

変
わ
っ
て
き
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
消
費
者
は
、
大
量
生
産
で
作

ら
れ
た
既
成
服
は
あ
た
か
も
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
よ
う
だ
と
嫌
い
、
自

分
が
直
接
デ
ザ
イ
ン
し
た
よ
う
な
商
品
を
望
む
よ
う
に
な
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
商
品
開
発
者
は
、
単
に
自
分
た
ち
の
技
術
と
大

量
生
産
能
力
を
誇
示
す
る
商
品
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
消
費
者
の
気
に
入
る
商
品
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
商

品
開
発
の
現
場
に
お
い
て
、
開
発
者
が
自
分
た
ち
の
満
足
だ
け
を
基

準
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
と
い
う
他
人
を
大
切
に
し
、
他

の
人
々
の
あ
り
か
た
に
配
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
本
来
の
人
間
ら
し
い
徳
性
を
発
揮
す
る
状
況
が
生
ま

れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
消
費
者
が
中
心
と
な
る
こ
と
で
、
他
方
で
は
、
消
費

者
の
財
布
の
状
況
が
厳
し
く
な
れ
ば
、
生
産
者
の
側
は
、
さ
ら
に
賃

金
の
安
い
国
に
生
産
地
を
移
し
、
消
費
者
の
「
現
在
の
」
欲
求
に
合

わ
せ
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
生
産
地
の
生
産
者
の
生
活
を
犠
牲
に
し

て
、
ひ
た
す
ら
商
品
を
提
供
し
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
っ

た
状
況
に
も
容
易
に
繋
が
り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
日
の
バ
ン
グ
ラ
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デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
工
場
で
の
事
故
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ

る
フ
ァ
ス
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
（Fast Fashion

）
―
― 

多
様
で

そ
れ
な
り
に
良
く
で
き
て
い
る
が
格
安
な
洋
服 

―
― 

が
引
き
起
こ

し
て
い
る
南
北
問
題
で
す
。

　

確
か
に
、
そ
う
し
た
国
の
間
の
格
差
を
含
ん
だ
問
題
に
、
簡
単
な

解
決
策
が
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
と
は

い
え
、
生
産
者
主
導
の
時
代
の
、
と
に
か
く
技
術
革
新
の
内
容
を
何

で
も
よ
い
か
ら
放
り
込
ん
だ
、
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
単
調
な
製
品
を

量
産
す
る
だ
け
の
段
階
、
そ
れ
か
ら
、
消
費
者
主
導
の
、
多
様
性
を

求
め
な
が
ら
も
、安
さ
を
何
よ
り
も
の
売
り
に
し
て
、消
費
者
の
「
現

在
の
」
欲
求
だ
け
を
満
た
す
製
品
を
作
り
出
す
段
階
の
後
に
、
さ
ら

に
、
よ
り
普
遍
的
に
「
人
間
に
と
っ
て
何
が
本
当
に
必
要
な
の
か
」

を
考
え
、
時
に
は
製
品
の
機
能
を
削
り
さ
え
し
な
が
ら
（
か
つ
て
は

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
）、
新
し
い
何
か
を
提
案
し
て
未
来

を
作
り
だ
し
て
い
く
経
営
者
が
認
め
ら
れ
る
段
階
に
来
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
経
営
者
や
企
業
は
、
消
費
者
が
人
間
と
し
て
本

当
に
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
、
消
費
者
と
対
話
し
な
が
ら
引
き
出

し
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
創
意
あ
る
経
営
に
は
志

こ
こ
ろ
ざ
しが

重
要
で
す
。
私
た
ち
は
、

よ
く
「
す
べ
て
は
気
の
持
ち
方
で
変
わ
る
」
と
話
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
自
分
た
ち
の
利
益
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
他
者
へ
と
、

公お
お
や
けへ

と
啓
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
ー
プ
ン
・
マ
イ
ン
ド
（O

pen 

M
ind

）」に
よ
っ
て
こ
そ
本
当
の
成
果
が
上
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

生
産
者
は
、
消
費
者
が
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
「
易
地
思
之
（
立

場
を
替
え
て
考
え
る
）」
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
心
の
目
を
開
い

て
知
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
同
時
に
、
生
産
者

は
消
費
者
が
現
在
求
め
て
い
る
も
の
を
た
だ
提
供
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
両
者
の
間
に
真
の
対
話
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
お
互
い
に
、
自

身
の
中
に
眠
っ
て
い
る
、
人
間
と
し
て
の
普
遍
的
な
可
能
性
を
、
未

来
に
向
け
て
引
き
出
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
す
。

　

こ
こ
で
儒
学
思
想
の
話
に
少
し
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

儒
家
は
歴
代
に
渡
っ
て
、
徳
治
、
礼
治
、
考
治
等
の
政
策
で
天
下

を
営
ん
で
き
ま
し
た
。自
分
の
正
直
さ
に
よ
っ
て
他
人
に
譲
る
心
と
、

両
親
に
対
す
る
心
で
、
上
下
左
右
の
全
て
の
人
々
が
穏
や
か
に
生
き

る
こ
と
を
願
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
垂
直
的

な
身
分
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
方
便
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
身
分
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
役
割
と
責
任
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
何
か
を
実
現
す
る
た
め
の
組
織
に
お
い
て
は
、
現
在
に

至
る
ま
で
、
水
平
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
目
的
を
共
有
し
た
垂
直

の
関
係
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
力
は
生
ま

れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
縦
糸
と
横
糸
の
関
係
が
綺
麗
に
編
み
上
が

り
、
自
律
的
な
姿
を
と
っ
た
時
に
こ
そ
、
良
質
な
成
果
は
多
く
生
ま

れ
て
き
た
の
で
す
。ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
経
営
学
者
バ
ー
ナ
ー
ド
も
、
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現
代
の
経
営
組
織
に
つ
い
て
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

徳
治
も
ま
た
、
そ
れ
と
似
て
い
ま
す
。
徳
治
は
、
人
間
ひ
と
り
ひ

と
り
の
自
発
的
な
心
に
訴
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
生
ま
れ
持
っ

た
徳
を
引
き
出
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
平
和
を

実
現
す
る
の
で
す
。
孟
子
の
王
道
主
義
も
、
他
律
主
義
で
も
な
け
れ

ば
、
決
し
て
強
圧
的
な
も
の
で
は
な
く
、
徳
に
結
実
す
る
人
間
ら
し

さ
を
引
出
し
、
そ
れ
に
形
を
与
え
る
と
い
う
「
以
徳
行
仁
」
の
営
み

で
す
。
孔
子
の
お
話
に
「
徳
は
孤
な
ら
ず 

必
ず
隣
有
り
（
徳
不
孤

必
有
隣
）」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る「
隣
」を
、

生
産
者
と
消
費
者
、
そ
し
て
教
育
者
と
学
生
の
関
係
と
解
釈
す
る
な

ら
ば
、
生
産
者
と
消
費
者
、
教
育
者
と
学
生
は
敵
対
す
る
の
で
も
な

く
、
単
な
る
上
下
関
係
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
種
の
上
下
関
係

を
含
み
な
が
ら
も
、
社
会
的
に
、
と
も
に
人
間
ら
し
さ
を
実
現
し
て

い
く
同
志
な
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、

現
代
の
企
業
は
、
環
境
と
福
祉
面
で
ど
れ
だ
け
社
会
的
寄
与
が
あ
る

の
か
、
つ
ま
り
社
会
の
一
員
と
し
て
行
動
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
も

評
価
さ
れ
る
も
の
で
す
。

４
．
義
を
実
現
す
る
経
済
へ

『
尚
書
正
義
』
の
大
禹
謨
編
の
注
釈
を
見
る
と
、
人
間
ら
し
い
社
会

生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
三
つ
の
事
柄
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、
人
間
の
徳
性
を
正
し
い
も
の
へ
と

導
い
て
い
く
「
正
徳
」、
第
二
に
、
日
々
の
生
活
に
必
要
な
も
の
が

う
ま
く
行
き
渡
り
、
人
々
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
「
利

用
」、
第
三
に
、
そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
人
間
の
生
活
を
豊
か
に
す

る
「
厚
生
」
で
す
。
こ
の
三
点
が
互
い
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

現
代

に
お
い
て
、
物
資
を
用
い
生
活
を
豊
か
に
す
る
活
動 

―
― 

つ
ま
り

経
済
活
動 

―
― 

は
、
肯
定
的
に
で
あ
れ
否
定
的
に
で
あ
れ
、
し
ば

し
ば
、
精
神
的
・
文
化
的
活
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
動
物
の
よ
う
に
身
体
的
充
足
だ
け
を
目

的
と
し
た
、
物
質
的
領
域
だ
け
に
閉
じ
た
活
動
だ
と
み
な
さ
れ
が
ち

だ
、と
い
う
こ
と
で
す
。し
か
し
、そ
う
で
は
な
く
経
済
活
動
も
ま
た
、

人
間
同
士
の
作
り
出
す
多
様
な
社
会
的
関
係
の
中
に
お
い
て
、
精
神

的
な
豊
か
さ
を
発
展
さ
せ
る
活
動
と
密
接
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
し

て
あ
る
、そ
う
い
っ
た
こ
と
を
こ
の
一
説
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
徳
性
に
基
づ
い
た
倫
理
と
、
物
質
的
な
充
足
を
目
指
す
経

済
活
動
は
一
体
と
な
っ
て
人
間
の
社
会
生
活
を
形
作
っ
て
い
る
、
そ

う
し
た
鋭
い
洞
察
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
昌
平
黌
短
期
大
学
の
創
設
者
で
あ
る
田
久
孝
翁
元
理
事
長

は
、
一
九
八
九
（
平
成
元
年
）
年
に
「
平
和
経
済
学
の
理
論
的
構
成

に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
私
学
振
興
事
業
団
か
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ら
研
究
助
成
金
を
受
け
研
究
活
動
を
推
進
さ
せ
、
二
〇
〇
二
（
平
成

14
）
年
『
平
和
経
済
学
研
究
』
創
刊
号
の
巻
頭
言
で
、『
平
和
経
済

学
基
本
要
領
十
七
ヵ
条
』 

を
提
示
し
ま
し
た
。

　

そ
の
内
容
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、平
和
な
経
済
の
確
立
は
、

経
済
活
動
と
経
営
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
経
済
倫
理
を
確
立
で
き
る

か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
目
標
と
す
る
の
は
、
儒
学
思
想
で
い
う
“
経
世
済
民
”
の
実
現
で

す
。
た
し
か
に
、
経
済
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
独
立
し
て
自
律
し
た
領

域
と
考
え
る
な
ら
ば
、
経
済
の
領
域
は
市
場
に
ま
か
せ
、
時
代
の
要

請
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
ま
ま
に
ま
か
せ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
自
由
経
済
を
過
度
に
推
し
進
め
た
結
果
起
き
た
バ

ブ
ル
経
済
は
、
世
界
の
経
済
に
異
常
な
ま
で
の
混
乱
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
自
国
だ
け
を
優
先
し

て
産
業
の
活
性
化
を
推
し
進
め
た
結
果
、
私
た
ち
は
経
済
的
な
戦
争

に
突
入
し
た
か
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
平
和
経
済
学
の
確
立
が
必
要

に
な
る
訳
で
す
が
、
そ
の
基
本
的
な
視
点
は
以
下
の
三
点
に
要
約
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

　

１
．
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
と
は
、
全
地
球
的
で
全
人
類
的
な

立
場
に
立
つ
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
自
国
の
利
益
だ
け
を
追
い

求
め
て
単
独
で
行
動
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
よ
う
な
視
点
で

あ
っ
て
、
全
世
界
的
な
（
グ
ロ
ー
バ
ル
な
）
市
場
で
、
自
分

だ
け
が
競
争
を
生
き
残
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
な
視
点
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

２
．
各
国
各
民
族
の
主
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
各

民
族
の
文
化
の
進
展
、
そ
し
て
資
源
開
発
を
援
助
す
る
と
い

う
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
口
実
の
も
と
で
、
相
手
の

利
に
反
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

３
．
自
由
経
済
の
原
則
は
、
社
会
正
義
に
立
脚
し
樹
立
さ
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
た
だ
弱
肉
強
食
の
原
理
だ
け
が

経
済
活
動
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
経
済
倫
理
を

確
立
し
、
実
現
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
文
明
は
、
経
済
と
経
営
（
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
）
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
経
済
活
動
に

お
け
る
倫
理
、
経
済
倫
理
が
な
け
れ
ば
何
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

い
え
、
何
が
起
き
た
で
し
ょ
う
か
？ 

お
互
い
に
相
手
か
ら
利
益
だ

け
を
得
よ
う
と
す
る
戦
略
を
推
し
進
め
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
不
信

感
は
、
社
会
全
体
に
、
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
文
明
社
会
に
逆

行
す
る
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
経
済
倫
理
の
な
い
経
済

戦
略
が
生
み
出
す
も
の
は
、
相
互
報
復
的
な
経
済
戦
争
で
し
か
な
い
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の
で
す
。

　

し
か
し
、
経
済
活
動
も
ま
た
、
人
間
の
活
動
で
す
。
そ
し
て
人
間

は
精
神
と
身
体
の
両
方
を
あ
わ
せ
も
っ
た
存
在
で
す
。
で
す
か
ら
、

経
済
活
動
に
参
加
す
る
一
人
一
人
は
、
精
神
文
化
と
物
質
文
明
の
両

方
を
一
つ
に
考
え
る
視
点
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
参
加
者
の
間
に
信
頼
関
係
が
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。他
人
が
ど
う
な
ろ
う
と
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
ば
か
り
に
、

自
分
の
利
益
だ
け
を
利
己
主
義
的
に
求
め
る
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ

マ
ル
、つ
ま
り
経
済
動
物
で
は
駄
目
な
の
で
す
。な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？ 

な
ぜ
な
ら
ば
、
経
済
活
動
も
ま
た
、
人
と
人
の
交
わ
り
の
中
で
、
人

の
集
団
と
人
の
集
団
の
交
わ
り
の
中
で
行
わ
れ
る
人
間
の
活
動
だ
か

ら
で
す
。
そ
れ
も
ま
た
、
社
会
的
な
活
動
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
こ
に
、
相
互
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
誰
も
が
連
帯
感
を
持
ち
、
お

互
い
に
人
間
と
し
て
尊
重
し
合
う
礼
節
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
活
動
は

ば
ら
ば
ら
な
個
体
の
間
の
競
争
・
闘
争
の
連
鎖
に
と
ど
ま
り
、「
共
存
」

や
平
和
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
共
に
生
き
る
た
め
の「
社
会
」

が
成
立
し
な
い
の
で
す
。
礼
節
の
あ
る
経
済
と
経
営
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
平
穏
な
状
況
は
も
た
ら
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
共
に
幸
福
を
追
求
す
る
生
活
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
福
祉

事
業
も
そ
う
し
た
次
元
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
学
の
名
誉
学
長
で
あ
る
山
岡
荘
八
先
生
は
著
名
な
文
筆
家
で
も

あ
り
ま
す
が
、昌
平
黌
の
教
育
目
標
を
、『
論
語
』
第
16
季
氏
篇
の
「
義

を
行
い
以
っ
て
、
其
の
道
に
達
す
（
行
義
以
達
其
道
）」
に
定
め
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
日
々
の
ど
ん
な
活
動
に

お
い
て
も 

―
― 

経
済
活
動
に
お
い
て
も 

―
― 

調
和
と
正
義
の
精

神
を
実
践
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
儒
家
の
思
想
に
は「
義
理
之
辨
」

と
い
う
、
平
和
を
考
え
る
た
め
の
基
本
的
な
概
念
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、利
益
が
目
の
前
に
あ
っ
て
も
、果
た
し
て
そ
れ
が
義
に
か
な
っ

て
い
る
か
を
良
く
考
え
て
み
よ
（「
見
利
思
義
」）
と
い
う
警
句
で
あ

り
、
経
済
的
な
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
倫
理
的
な
義
理
を

土
台
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
理
念
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
経
済
的
利
益
と
社
会
正
義
が
調
和
で
き
る
の
で
す
。

　

現
在
の
世
界
経
済
は
、
互
い
に
競
争
を
起
こ
し
、
争
奪
し
あ
う
こ

と
こ
そ
が
理
想
的
な
経
済
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
強
迫
観
念
に

と
ら
わ
れ
、結
果
と
し
て
経
済
上
の
「
戦
争
」
が
日
常
化
し
て
し
ま
っ

た
状
況
で
す
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
も
呼
ば
れ
る
そ
の
体
制
に
お

い
て
は
、
何
よ
り
も
競
争
が
褒
め
称
え
ら
れ
、
お
互
い
が
経
済
的
に

争
う
こ
と
が
促
進
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
誰
も
が
利
益
を
逃
し
た

く
な
い
と
い
う
一
心
か
ら
、
互
い
に
睨
み
合
い
、
不
信
感
を
募
ら
せ

る
と
い
う
非
人
間
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
経
済
活

動
に
お
け
る
過
剰
な
競
争
の
促
進
に
よ
り
生
じ
て
し
ま
っ
た
摩
擦
を

取
り
除
く
に
は
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も
人
が
他
人
に
対
し
て
正
直

に
か
か
わ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
人
と
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人
の
あ
い
だ
に
信
頼
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
平
和
が
、
共
存
の
道
が
再
構
築
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
れ
は
時
代
が
か
っ
た
古
臭
い
経
済
観
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
う
だ

と
は
思
い
ま
せ
ん
。「
温
故
知
新
」
と
い
う
言
葉
を
、
古
臭
い
格
言

と
し
て
追
い
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
体

験
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
は
、
未
来
へ
向
か
う
新
し
い
創
造
の

た
め
の
肥
や
し
に
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
今
日
の
過

度
に
個
人
的
な
競
争
・
争
奪
を
礼
賛
す
る
新
自
由
主
義
に
別
れ
の
言

葉
を
告
げ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
経
済
上
の
終
わ
り
の
な
い
戦
争
状
態

に
し
か
繋
が
ら
な
い
か
ら
で
す
。個
人
が
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
、

社
会
の
中
で
平
穏
に
調
和
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
道
を
目
指
し

て
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。
現
代
の
人
間
社
会
は
経
済
と
経
営
を
中
心

と
し
て
動
い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
今
日
の
社
会
に
お
け
る
平
和

と
は
、
日
々
の
経
済
活
動
の
中
で
こ
そ
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
何
か
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
内
容
を
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
要
点
は
二
点
あ
り
ま
し
た
。

　

第
一
に
、
私
た
ち
は
教
育
の
実
践
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
仁
の
育

成
を
大
切
に
し
、
人
間
が
生
ま
れ
持
っ
た
徳
を
伸
ば
し
開
花
さ
せ
て

や
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し

ま
し
た
。

　

第
二
に
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も
、
義
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
平
和
経
済
学
は
、
平
穏
で
調
和
あ
る
、
つ

ま
り
平
和
な
経
済
を
実
現
す
る
た
め
の
倫
理
を
探
求
し
ま
す
。
そ
の

視
点
か
ら
す
る
と
、
お
互
い
が
お
互
い
を
人
間
と
し
て
尊
重
し
な
が

ら
経
済
生
活
を
送
れ
る
社
会
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
実
現

を
目
指
し
て
現
代
の
経
済
人
は
自
己
と
社
会
を
形
成
し
て
い
く
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

　

ど
ち
ら
も
、
人
と
人
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
倫
理
を
基
礎
と
し
た

も
の
で
す
。
人
間
は
社
会
を
作
り
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
、
生
き
、
死

ん
で
い
く
社
会
的
な
存
在
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
人
間
の
生

ま
れ
持
つ
徳
性
を
啓
発
し
、
そ
し
て
平
和
な
経
済
を
実
現
す
る
た
め

の
倫
理
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
社
会
共
同
体
の
営
み
に
必
ず
必
要
と

な
る
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
本
学
は
、
儒
学
思
想
に
基

づ
い
て
徳
を
育
て
る
教
育
と
、
経
済
倫
理
を
基
礎
と
し
た
平
和
経
済

学
の
探
求
に
力
を
注
い
で
ま
い
り
ま
し
た
し
、
今
後
も
全
力
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

学
校
法
人
昌
平
黌
は
、
大
学
、
短
大
、
附
属
中
高
校
、
附
属
幼
稚

園
等
を
有
す
る
学
校
法
人
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
儒
学
精
神
に

基
づ
い
た
一
貫
教
育
を
実
施
す
る
た
め
に
努
力
を
積
み
重
ね
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
経
済
に
お
け
る
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
、
平
和
経

済
学
の
探
求
を
日
々
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
理
想
を
実
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現
す
る
た
め
に
、
短
大
で
は
〈
儒
学
と
昌
平
黌
〉
講
座
を
教
養
必
修

科
目
に
、
大
学
で
は
〈
論
語
を
学
ぶ
〉
と
〈
平
和
経
済
学
〉
を
必
修

に
、
そ
し
て
〈
論
語
素
読
〉
と
〈
儒
学
と
経
済
〉
を
選
択
科
目
で
履

修
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
般
市
民
を
対
象
に
、
公

開
講
座
〈
論
語
素
読
会
〉
を
継
続
し
て
開
講
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
昌
平
黌
の
「
昌
平
」
の
意
味
を
、
今
日
の
学
術
会
議
の
主

題
に
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
社
会
・
経
済
の
繁
栄
を
、
共
存

の
う
ち
に
、
平
和
の
う
ち
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
各
個
人
が
他
人
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
願
い
、

共
に
住
ま
う
社
会
共
同
体
の
た
め
に
自
発
的
な
能
力
を
積
極
的
に
発

揮
す
る
時
、
平
和
な
世
界
は
実
現
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

現
在
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
す
。
そ
の
中
で
世
界
中
の
国
々
が
、

経
済
的
に
は
成
長
と
分
配
と
い
う
二
兎
の
ウ
サ
ギ
を
同
時
に
捕
ま
え

よ
う
と
、
躍
起
に
な
っ
て
知
恵
を
振
り
絞
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

状
況
の
な
か
、
私
た
ち
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
経
済
活
動
に
お
い
て

も
、
自
分
自
身
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
義
を
、
社
会
的
な
正
義
を

貫
い
て
実
現
さ
せ
よ
う
行
動
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
現

代
の
経
済
と
経
営
が
中
心
と
な
っ
た
世
界
に
お
い
て
平
和
を
も
た
ら

す
道
な
の
だ
と
明
確
に
知
る
こ
と
、
こ
れ
が
何
よ
り
も
大
切
な
の
だ

と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
回
の
学
術
会
議
で
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統

思
想
が
、
い
か
に
平
和
経
済
学
と
交
差
す
る
か
に
つ
い
て
、
様
々
な

観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
本
編
は
こ
れ

か
ら
で
す
が
、
遠
方
か
ら
は
る
ば
る
と
お
越
し
い
た
だ
い
た
先
生
方

に
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

取
り
と
め
の
な
い
私
の
挨
拶
を
最
後
ま
で
ご
静
聴
い
た
だ
き
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

非
フ
ェ
イ

常チ
ャ
ン

感カ
ン
シ
エ谢

、
감カ
ム

사サ

합ハ
ム

니ニ

다ダ

！ 

〈
参
考
文
献
〉

１
．『
尚
書
正
義
』

２
．『
周
易
』

３
．『
礼
記
』

４
．『
論
語
集
注
』

５
．『
大
學
章
句
』

６
．『
中
庸
章
句
』

７
．
田
久
孝
翁
『
苦
節
九
十
年
昌
平
黌
学
園
の
歩
み
』
い
わ
き
短
期

大
學
出
版
局
、
一
九
九
三
年
．

８
．
昌
平
黌
（
中
学
）
創
立100

周
年
記
念
『
儒
学
と
平
和
経
済

学
に
関
す
る
国
際
学
術
会
議
報
告
集
』
学
校
法
人
昌
平
黌
、

二
〇
〇
二
年
六
月
．

９
．
鎌
倉
孝
夫
「
田
久
理
事
長
の
『
平
和
経
済
学
』
に
つ
い
て
」、『
平
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和
経
済
学
研
究
』
第
2
号
、
三
～
一
四
頁
、
東
日
本
国
際
大
学

平
和
経
済
学
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
．

ⅰ
修
為
要
領
十
七
ヶ
条

一
、
人
の
貴
き
所
以
は
外
物
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
己
の
心
に
あ
る

こ
と
を
思
ふ
べ
し
。

一
、
自
ら
重
ん
ず
る
と
共
に
他
を
尊
む
べ
し
。

一
、
自
身
を
厚
う
す
べ
し
、
善
に
遷
る
に
吝
か
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
独
立
の
心
を
強
う
す
べ
し
、
協
同
の
念
を
離
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
誠
実
な
る
べ
し
、
己
を
欺
く
こ
と
勿
れ
、
人
を
欺
く
こ
と
勿
れ
。

一
、
勇
敢
な
る
べ
し
、
狂
暴
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
謙
譲
な
る
べ
し
、
卑
屈
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
質
素
な
る
べ
し
、
不
潔
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
労
苦
に
耐
ふ
べ
し
、
心
身
の
鍛
錬
を
怠
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
己
に
克
つ
べ
し
、
外
物
に
心
を
奪
は
る
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
心
を
専
一
に
す
べ
し
、
妄
念
に
駆
ら
る
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
秩
序
を
重
ん
ず
べ
し
、
自
恣
放
逸
の
言
行
あ
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
趣
味
を
高
尚
な
ら
し
む
べ
し
、
天
然
に
親
し
む
べ
し
。

一
、
同
情
を
有
す
べ
し
、己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
は
、人
に
施
す
こ
と
勿
れ
。

一
、
義
気
あ
る
べ
し
、
幼
弱
を
扶
く
べ
し
、
強
暴
に
屈
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
知
る
は
知
る
に
止
ど
ま
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
修
為
の
た
め
な
る
こ
と

を
忘
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
自
利
の
念
を
離
る
る
に
随
ひ
て
、
人
格
の
高
大
を
致
す
も
の
な
る
を

記
す
べ
し
。

ⅱ
平
和
経
済
学
基
本
要
領

１
．
グ
ロ
ー
バ
ル
的
視
点
に
立
っ
て
考
え
る
。

２
．
各
国
各
民
族
の
主
権
を
尊
重
す
る
。

３
．
倫
理
を
経
済
運
営
の
基
本
と
す
る
。

４
．
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
（
経
済
動
物
）
的
思
想
を
排
除
す
る
。

５
．
核
、
原
子
力
生
産
を
抑
止
す
る
。

６
．
戦
争
経
済
を
排
除
す
る
。

７
．文
明
は
、文
化
に
基
づ
き
、各
民
族
の
文
化
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

８
．
資
源
の
開
発
は
、
衣
食
住
の
充
足
を
基
本
と
し
、
人
々
の
生
活
権
を

損
な
わ
な
い
。

９
．
人
間
の
貴
さ
は
、
経
済
倫
理
の
実
行
（
実
現
）
に
あ
る
。

10
．
社
会
的
経
済
の
基
本
は
義
商
の
精
神
に
あ
る
。

11
．
物
販
の
基
本
は
薄
利
多
売
を
旨
と
す
る
。

12
．
生
産
性
の
原
則
は
、
質
の
向
上
を
旨
と
し
、
世
界
人
口
と
の
比
較
に

従
う
。

13
．
経
済
の
運
営
は
経
世
済
民
の
思
想
に
従
っ
て
行
う
。

14
．
文
化
の
発
展
と
生
活
権
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
。

15
．
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
不
均
衡
な
経
済
運
営
を
是
正
す
る
。

16
．
自
由
経
済
の
原
理
は
、
社
会
正
義
の
上
に
樹
立
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

17
．
地
球
上
全
て
の
資
源
は
、
地
域
的
民
族
の
主
権
で
あ
り
、
利
権
に
よ

る
侵
略
は
許
さ
れ
な
い
。
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成
均
館
大
学
校
教
授　

呉
　
　
　
錫
　
源

基
調
講
演
②　
儒
教
の
平
和
精
神
と
大
同
思
想

１
．
平
和
の
重
要
性
と
問
題
点

　

平
和
は
人
類
社
会
が
望
む
一
つ
の
共
同
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

平
和
と
は
何
で
あ
り
、
平
和
を
ど
の
よ
う
に
具
現
化
す
る
か
に
つ
い

て
は
多
様
な
意
見
が
あ
る
。
ま
ず
、
平
和
の
概
念
を
細
分
化
し
て
み

る
と
、
個
人
に
つ
い
て
は
‘
心
と
体
が
平
安
な
状
態
’、
社
会
的
に

は
‘
人
間
関
係
で
の
和
睦
と
平
穏
が
な
さ
れ
た
状
態
’、
国
家
的
に

は
‘
国
家
社
会
に
内
憂
と
外
患
が
な
い
状
態
’、
国
際
的
に
は
‘
人

類
が
協
力
し
共
存
す
る
一
つ
の
世
界
共
同
体
を
指
向
す
る
状
態
’
と

い
え
る
。
す
な
わ
ち
平
和
と
は
、
人
間
個
人
の
平
安
な
状
態
か
ら
始

ま
り
、
人
間
社
会
の
和
睦
な
関
係
を
維
持
し
、
国
家
と
民
族
間
の
戦

争
や
争
い
事
が
な
い
社
会
を
成
し
、国
際
間
の
理
解
と
協
力
に
よ
り
、

世
界
共
同
体
を
指
向
す
る
理
念
を
包
括
し
た
用
語
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
平
和
の
理
念
が
現
実
的
に
実
現
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
は
こ
う
し
た
平
和
を
阻
害
す
る
数
多
い
要

因
が
露
呈
し
て
い
る
。
人
間
は
良
心
と
愛
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
あ

る
が
、
現
実
的
に
は
感
覚
的
本
能
と
強
い
欲
望
に
支
配
さ
れ
、
激
烈

な
生
存
競
争
の
現
実
の
中
で
、
理
解
と
協
力
よ
り
も
対
立
と
葛
藤
が

優
先
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
無
知
と
経
済
的
貧
困
、
人

間
の
尊
厳
性
と
人
権
に
対
す
る
糾
圧
と
持
続
的
な
戦
争
の
脅
威
、
産

業
社
会
の
構
造
的
問
題
で
あ
る
公
害
と
生
態
系
の
破
壊
状
態
等
、
平

和
を
阻
害
す
る
要
因
が
随
所
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
要
因
が

人
間
の
理
想
と
所
望
す
る
平
和
を
無
力
な
も
の
に
し
て
い
ま
っ
て
い

る
こ
と
こ
そ
我
々
が
直
面
し
て
い
る
現
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
い
く
ら
難
し
い
と
い
っ
て
も
、
平
和
を
具
現
す
る
た
め
の

我
々
の
努
力
を
中
断
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
人
間
と
い
う

我
々
の
存
在
自
体
に
、
す
で
に
人
間
の
道
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
招
命
意
識
が
原
初
的
に
付
随
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
を
徹
底
し
て
準
備
、
備
え
た
者
に
だ
け
与
え
ら
れ
る
も
の
が
平
和

で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
平
和
を
な
す
た
め
の
努
力
に
我
々
は
、
外
部

で
起
こ
っ
た
社
会
構
造
的
な
問
題
と
政
治
的
問
題
の
解
決
に
も
力
を

注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
よ
り
も
内
部
に
存
在
す
る
人
間

個
人
の
精
神
的
安
定
の
問
題
に
も
深
い
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

翻
訳　

山
　
田
　
紀
　
浩
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な
い
。
人
間
社
会
の
平
和
を
破
壊
す
る
根
本
原
因
が
無
知
と
憎
悪
と

欲
望
か
ら
出
さ
れ
た
、
人
間
の
悪
い
価
値
意
識
を
定
礎
そ
し
て
派
生

し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
儒
教
で
指
向
す
る
平
和
の
問

題
を
探
り
理
想
的
な
未
来
社
会
の
代
案
と
し
て
『
礼
記
』「
禮
運
篇
」

の
大
同
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

２
．
儒
教
と
人
間
尊
厳
思
想
と
社
会
性

　

儒
教
の
個
人
観
は
人
間
の
生
命
を
尊
重
す
る
思
想
で
あ
る
。
孔
子

は
主
体
性
と
尊
厳
性
を
信
頼
す
る
基
盤
の
上
で
、
社
会
で
の
人
間
愛

を
実
践
し
、
人
間
の
道
徳
的
価
値
を
具
現
し
よ
う
と
し
た
（
修
己
以

安
人
）。
し
た
が
っ
て
孔
子
は
、
人
間
の
人
権
と
生
命
を
阻
害
す
る

一
切
の
非
人
道
的
行
為
に
対
し
、
強
い
批
判
精
神
を
み
せ
た
。
孟
子

も
や
は
り
人
間
の
本
性
が
本
来
は
善
で
あ
る
と
い
う
性
善
説
を
強
調

し
、
仁
政
の
基
盤
‘
不
忍
人
之
心
’
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
儒
教
で

は
、
真
正
な
意
味
の
真
の
平
和
と
は
、
天
賦
的
な
人
権
を
尊
重
す
る

人
間
観
を
土
台
と
し
て
、
他
人
の
人
格
を
尊
重
し
、
他
人
を
理
解
し
、

愛
す
る
仁
道
精
神
を
実
践
す
る
時
、
正
し
い
人
間
社
会
の
基
盤
を
な

す
と
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
精
神
が
ま
さ
に
平
和
社
会
を
開
い
て
行

く
最
初
の
一
歩
と
な
っ
て
い
く
と
言
え
る
。

　

儒
教
の
社
会
観
は
、
人
間
の
共
同
体
の
最
も
基
本
的
な
単
位
で
あ

る
家
庭
を
重
要
視
し
て
い
る
。
人
間
の
社
会
化
の
過
程
と
愛
の
実
践

も
家
庭
か
ら
始
ま
り
、
人
類
社
会
へ
と
拡
大
す
る
時
、
真
正
な
力
を

発
揮
で
き
る
と
考
え
た
。
結
局
、
個
人
と
社
会
と
国
家
の
平
和
は
、

家
庭
共
同
体
の
幸
福
と
直
結
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、

家
庭
で
の
縦
的
な
愛
で
あ
る
孝
と
横
的
な
愛
で
あ
る
悌
の
持
続
的
な

実
践
を
通
し
て
、
社
会
へ
と
拡
大
す
る
時
、
孔
子
の
仁
道
が
具
現
化

さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
大
学
』
に
も
理
想
的
な
人
間
関
係
の
た
め
の

具
体
的
な
方
法
が
提
示
さ
れ
、
自
分
の
心
を
磨
き
他
人
の
意
を
汲
み

取
る
‘
絜
矩
之
道
’
を
示
し
て
お
り
、
孟
子
も
や
は
り
こ
う
し
た
家

庭
間
の
真
正
な
愛
（
親
親
）
を
磨
き
、
人
類
を
愛
（
仁
民
）
し
、
こ

れ
を
拡
充
し
万
物
と
自
然
を
愛
（
愛
物
）
で
き
る
ま
で
こ
れ
を
強
調

し
た
。
ま
た
孔
子
は
、
正
し
い
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要

な
徳
目
と
し
て
、
社
会
の
構
成
員
が
各
自
、
自
分
の
役
割
を
行
う
正

名
思
想
を
根
拠
と
し
た
信
義
を
強
調
し
た
。
も
し
人
民
か
ら
信
任
を

得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
結
局
、
政
治
的
な
基
盤
自
体
が
崩
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
儒
教
で
の
聖
人
と
は
、
修
養
を
通
し

自
己
を
完
成
さ
せ
、
円
満
な
人
間
関
係
を
成
し
な
が
ら
、
究
極
的
に

は
自
然
と
の
調
和
ま
た
は
王
道
と
の
合
一
を
な
す
人
を
指
す
の
で
あ

る
。

３
．
儒
教
の
理
想
社
会
と
大
同
思
想

『
礼
記
』
の
「
禮
運
篇
」
で
は
孔
子
が
弟
子
の
子
游
に
、
当
時
の
時

代
状
況
を
嘆
き
な
が
ら
、私
利
を
中
心
に
す
る
小
康
社
会
と
対
比
し
、

公
儀
を
中
心
に
す
る
大
同
社
会
に
対
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
内



20

研究　東洋

容
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
整
理
で
き
る
。

　

一
つ
目
、
仁
儀
の
大
道
が
具
現
化
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
。
人
間
関

係
で
も
信
頼
と
和
睦
が
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
天
下
を
治
め
る
最
高

の
指
導
者
も
能
力
と
人
格
を
備
え
た
人
才
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
愛
と
正
義
を
基
盤
に
真
の
仁
道
の
精
神
が
具
現
さ
れ
た
道
徳

社
会
と
な
れ
ば
、
邪
悪
な
智
謀
や
窃
盗
、
亂
賊
が
な
く
な
り
、
ド
ア

を
開
け
た
ま
ま
で
も
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
、
天
下
を
公
と
認
め
る
共
同
社
会
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世

界
を
一
つ
の
共
同
体
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
公
有
制
と
し
て
、

小
康
社
会
の
私
有
制
と
対
比
を
な
し
て
い
る
。
公
の
概
念
は
私
的
な

こ
と
や
不
平
等
の
な
い
公
平
無
私
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し

た
公
有
意
識
に
よ
り
物
質
の
重
要
性
を
認
識
し
同
時
に
、
経
済
的
独

占
に
よ
る
社
会
的
弊
害
が
な
く
な
り
、
自
分
の
両
親
と
子
供
だ
け
を

愛
す
る
血
統
意
識
を
超
え
て
、
真
正
な
人
類
愛
を
実
現
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
邪
悪
な
智
謀
や
窃
盗
、
亂
賊
が
な
く
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
究
極
的
に
は
全
て
の
存
在
と
の
共
存
が
可
能
に
な
る
と

い
え
る
。

　

三
つ
目
、
構
成
員
全
て
が
、
自
分
の
力
量
を
発
揮
し
同
時
に
、
障

碍
者
を
優
先
に
す
る
社
会
で
あ
る
。
男
子
と
女
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職

分
に
従
い
、
子
供
の
成
長
と
壮
年
の
活
動
が
保
障
さ
れ
、
老
人
が
余

生
を
よ
く
過
ご
せ
、
障
碍
者
が
全
て
扶
養
さ
れ
れ
ば
真
な
る
福
祉
社

会
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
発
的
な
労
働
の

神
聖
性
と
共
に
、
他
人
の
た
め
の
奉
仕
精
神
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
儒
教
が
指
向
す
る
理
想
社
会
の
具
体
的
な
方
案
を
提

示
し
て
い
る
大
同
思
想
は
、
古
代
の
舜
堯
が
太
平
盛
大
を
謳
歌
し
た

社
会
で
あ
り
、
孔
子
の
正
名
思
想
を
基
盤
に
し
た
仁
道
精
神
と
、
孟

子
の
王
道
思
想
を
基
盤
に
し
た
仁
政
を
具
現
さ
せ
よ
う
し
た
理
想
社

会
と
い
え
る
。

４
．
現
代
社
会
の
価
値
観
と
儒
教
の
役
割

　

現
代
社
会
の
価
値
観
は
道
徳
と
精
神
的
価
値
よ
り
は
、
経
済
と
物

質
的
な
価
値
に
優
位
性
を
持
た
せ
て
お
り
、
共
同
体
と
し
て
の
社
会

よ
り
は
、
個
体
と
し
て
の
個
人
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
代
社
会
の
価
値
観
は
、
科
挙
の
発
展
を
触
発
さ
せ
、
物
質

の
豊
か
さ
と
人
権
の
伸
長
そ
し
て
自
由
の
拡
大
を
促
進
さ
せ
て
き

た
。
し
か
し
、
手
段
で
あ
る
は
ず
の
物
質
が
目
的
に
な
る
こ
と
に
よ

り
、
価
値
観
の
混
乱
を
招
き
人
間
の
尊
厳
性
を
損
失
し
、
多
く
の
葛

藤
と
闘
争
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
責
任
意
識
が
伴
わ
な
い
自
由

放
任
主
義
に
流
れ
、
共
同
体
意
識
を
失
く
し
、
個
人
的
ま
た
は
集
団

的
な
利
己
主
義
に
陥
っ
て
い
る
。

　

人
間
優
越
主
義
の
立
場
か
ら
限
り
な
い
人
間
の
物
欲
を
充
足
さ
せ

る
た
め
に
行
わ
れ
る
蛮
行
的
な
自
然
破
壊
現
状
と
環
境
汚
染
は
、
人

類
の
生
存
自
体
を
も
脅
威
に
さ
ら
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
物
質
と
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私
利
を
中
心
に
す
る
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
特
徴
を
『
礼
記
』
で
い

う
小
康
の
時
代
と
比
喩
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
小
康
の
時

代
を
超
え
、
道
徳
性
を
基
盤
に
し
、
人
類
の
共
同
体
を
指
向
す
る
大

同
社
会
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
未
来
社
会
は
、
真
正
な

意
味
に
お
い
て
、
人
間
が
回
復
さ
れ
、
人
間
化
さ
れ
た
社
会
を
指
向

す
る
世
界
に
転
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
方
向
の
課

題
は
、
道
徳
性
を
基
盤
に
し
た
物
質
の
追
求
、
共
同
体
意
識
と
責
任

意
識
を
基
盤
に
し
た
個
人
主
義
、
人
類
の
平
和
的
共
存
と
自
然
と
の

親
和
的
関
係
を
維
持
す
る
新
し
い
共
同
体
意
識
の
模
索
と
い
え
る
。

　

儒
教
思
想
の
特
徴
は
、
個
人
的
に
は
人
間
の
生
命
を
尊
重
し
愛
を

実
践
、
そ
し
て
社
会
的
に
は
人
間
関
係
の
信
義
と
和
睦
を
重
要
視
し

家
庭
で
孝
悌
と
愛
を
基
盤
と
し
、社
会
で
人
類
愛
を
実
践
し
な
が
ら
、

自
然
と
親
和
的
関
係
を
成
し
、
政
治
的
に
は
経
済
的
均
分
と
障
碍
者

優
先
の
福
祉
政
策
を
具
現
さ
せ
な
が
ら
、
究
極
的
に
は
人
類
の
平
和

的
共
存
と
大
同
社
会
を
指
向
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で

儒
教
思
想
と
特
に
孔
子
の
大
同
思
想
に
込
め
ら
れ
た
内
容
は
、
今
日

の
国
際
社
会
の
分
争
・
対
立
と
戦
争
が
持
続
し
て
い
る
現
代
社
会
で
、

人
類
が
平
和
に
共
存
で
き
る
多
様
な
方
案
中
の
一
つ
と
し
て
重
要
な

意
味
を
含
ん
で
あ
り
、
人
類
平
和
の
定
着
に
重
要
な
示
唆
点
を
与
え

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

呉先生の基調講演より
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東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
の
中
に
は
、
豊
富
な
平
和
思
想
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
は
、
は
る
か
昔
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
人
類
の
核
心

文
明
の
発
端
、
い
わ
ゆ
る
「
枢
軸
時
代
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
枢
軸
時
代
」
は
、
お
お
よ
そ
古
代
中
国
の
春

秋
戦
国
時
代
に
相
当
す
る
。
そ
の
時
代
は
中
国
の
学
術
が
大
い
に
繁

栄
し
、
発
展
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

周
王
室
の
東
遷
よ
り
後
、
中
国
の
学
術
の
中
心
は
民
間
に
移
り
、

孔
子
・
老
子
の
後
を
継
い
で
、
一
群
の
偉
大
な
思
想
家
ら
が
湧
き
出

で
て
き
た
。
例
え
ば
墨
子
・
孟
子
・
荘
子
・
荀
子
・
韓
非
子
な
ど
で

あ
る
。
こ
れ
ら
「
先
秦
諸
子
」
と
呼
ば
れ
る
思
想
的
な
偉
人
ら
は
、

み
な
書
を
著
し
て
説
を
成
し
、
一
家
の
言
を
成
し
た
。
そ
し
て
、
彼

ら
の
学
説
と
思
想
は
、
中
国
な
い
し
は
東
ア
ジ
ア
地
域
の
思
想
史
上

に
、
後
世
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
崇
高
な
地
位
を
占
め
、
後
世

の
諸
思
想
・
諸
学
派
の
淵
源
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
な
い
し
東
ア
ジ
ア
の
思
想
が
何
故
今
日
の
よ
う
な
様
相
と
な
っ

た
の
か
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
さ
し
く
、
常
に
先
秦
諸
子
の
独
特
で

山
東
大
学　

哲
学
・
社
会
発
展
学
院
教
授　

傅
　
　
　
永
　
軍

基
調
講
演
③　
人
性
と
平
和　
―
― 

墨
子
の
平
和
思
想
の
現
代
的
価
値 

―
―

翻
訳　

城
　
山
　
陽
　
宣

創
意
の
あ
る
性
質
の
思
想
に
遡
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
秦
諸
子
の
学
説
の
中
で
、
墨
子
の
学
説
は
儒
家
の
学
説
と
並

び
行
わ
れ
た
二
大
学
説
で
あ
る
。
我
々
は
今
日
、
墨
子
（
紀
元
前

四
六
八
年
～
紀
元
前
三
七
六
年
）
の
思
想
の
中
に
、
東
方
古
来
の
平

和
の
智
恵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

墨
子
の
平
和
思
想
が
渉
猟
し
た
方
面
は
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
お
り
、「
天
志
」「
明
鬼
」
な
ど
の
篇
で
説
明
さ
れ
て
い
る
形

而
上
の
角
度
か
ら
は
、墨
子
の
述
べ
た
「
天
の
天
下
の
百
姓
を
愛
す
」

る
こ
と
を
分
析
し
た
も
の
で
も
あ
る
し
、「
兼
ね
て
之
を
明
ら
か
に

す
」

１ 

る
と
い
う
大
道
か
ら
は
、
異
な
る
政
治
共
同
体
の
平
和
共
存

の
た
め
に
哲
学
的
論
証
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。ま
た
、

「
親
士
」「
尚
賢
」「
尚
同
」
な
ど
の
篇
で
説
明
さ
れ
て
い
る
社
会
政

治
哲
学
の
角
度
か
ら
は
、
徳
・
才
兼
備
の
才
幹
を
分
析
し
取
り
出
し

て
国
家
を
治
め
、
王
道
政
治
を
実
行
し
て
、
強
き
を
恃
み
弱
き
を
虐

げ
る
覇
道
政
治
の
具
体
的
な
行
動
を
取
り
除
い
た
。さ
ら
に
、「
修
身
」

「
兼
愛
」「
非
攻
」
な
ど
の
篇
で
説
明
し
た
道
徳
哲
学
に
立
足
し
て
、
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墨
子
の
「
兼
ね
て
相
い
愛
し
、交
ご
も
相
い
利
す
（
博
く
愛
し
合
い
、

お
互
い
に
利
益
を
与
え
あ
う
）」（『
墨
子
』
兼
愛
中
）
思
想
よ
り
国

際
交
際
倫
理
規
範
を
演
繹
し
、
世
界
の
永
久
平
和
の
た
め
に
徳
性
の

基
礎
を
追
求
し
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

こ
の
短
文
の
中
で
、
私
は
全
面
的
に
墨
子
の
平
和
思
想
を
説
明
し

よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
の
目
的
は
、
わ
ず
か
に
人
性
と
平
和

の
関
連
の
角
度
か
ら
、
墨
子
の
平
和
思
想
に
つ
い
て
道
徳
哲
学
に
よ

る
分
析
を
行
い
、
墨
子
の
平
和
思
想
の
現
代
的
価
値
を
発
掘
し
て
、

そ
の
一
端
か
ら
全
貌
を
窺
う
と
同
時
に
大
方
の
ご
批
正
を
請
う
こ
と

と
し
た
い
だ
け
で
あ
る
。

１
．
墨
子
の
人
性
に
対
す
る
解
釈

　

人
性
論
の
問
題
に
つ
い
て
、
墨
子
は
人
の
性
が
生
ま
れ
た
後
に
作

ら
れ
る
と
い
う
説
を
堅
持
し
て
い
る
。
墨
子
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、人
の
性
は
善
や
悪
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
の
性
は
、

決
し
て
、
人
に
と
っ
て
の
天
が
生
ん
だ
自
然
の
「
傾
向
」
や
、
も
と

か
ら
の
資
質
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
の
性

が
善
を
根
本
と
す
る
と
か
悪
に
本
づ
く
と
い
う
単
純
な
思
惟
の
制
限

を
超
越
し
、
そ
の
上
で
、
人
の
性
が
善
で
あ
る
と
か
悪
で
あ
る
と
い

う
二
元
並
立
論
的
な
思
考
の
制
限
を
越
え
て
、
人
の
性
が
人
の
生
ま

れ
た
後
に
自
ら
作
り
出
し
た
性
質
で
あ
り
、
人
が
善
や
悪
の
性
状
を

獲
得
す
る
の
は
、
人
と
環
境
及
び
要
素
の
互
い
の
作
用
の
過
程
の
中

か
ら
取
り
決
め
ら
れ
た
自
身
の
選
択
を
鍵
と
す
る
と
理
解
さ
れ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

『
墨
子
』
所
染
篇
に
よ
る
と
、
墨
子
は
人
の
性
の
養
成
と
絹
糸
を
染

め
る
こ
と
を
互
い
に
比
較
し
て
い
る
。
人
の
性
は
絹
糸
の
よ
う
な
も

の
で
、本
来
善
悪
の
区
別
は
な
く
、そ
の
善
悪
は
全
て
染
ま
っ
て
い
っ

た
も
の
で

２ 

、
後
天
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
と
明
確
に
取
り
決
め

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
の
本
性
は
人
自
身
と
居
住
す
る
環
境
の

相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
善
い
環
境
及
び
要
素
（
お
も
に
人
と
事

を
包
括
し
て
い
る
）
の
影
響
を
受
け
れ
ば
善
の
本
性
が
養
成
さ
れ
、

悪
の
環
境
及
び
要
素
を
受
け
れ
ば
悪
の
本
性
が
養
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
墨
子
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

蒼
に
染
む
れ
ば
則
ち
蒼
と
な
り
、
黄
に
染
む
れ
ば
則
ち
黄
と

な
る
。
入
る
所
の
者
変
ず
れ
ば
、
其
色
も
亦
た
変
ず
。
五
入
ら

ば
必
ず
、
而
し
て
已
に
則
ち
五
色
と
為
る
。
故
に
染
は
慎
ま
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　

 

（
染
于
蒼
則
蒼
、
染
于
黄
則
黄
、
所
入
者
変
、
其
色
亦
変
、
五

入
必
、
而
已
則
為
五
色
矣
。
故
染
不
可
不
慎
也
）。

３ 
『
墨
子
』
七
患
篇
に
あ
る
語
句
に
は
具
体
的
に
人
の
性
の
善
悪
が
い

か
に
環
境
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
て
い
く
か
を
描
写
し
て
い
る
。
彼
の

論
証
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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故
に
時
に
年
歳
善
な
れ
ば
、
則
ち
民
仁
に
し
て
且
つ
良
く
、

時
に
年
歳
凶
な
れ
ば
、
則
ち
民
吝
に
し
て
且
つ
悪
し
。

　
　

 

（
故
時
年
歳
善
、
則
民
仁
且
良
。
時
年
歳
凶
、
則
民
吝
且
悪
）。４

『
墨
子
』
所
染
篇
で
は
、
さ
ら
に
例
を
挙
げ
て
、
人
が
友
達
と
交
わ

る
の
は
人
の
本
性
の
品
位
に
養
成
さ
れ
た
影
響
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。
墨
子
は
正
反
対
の
二
つ
の
方
面
か
ら
論
証
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 　

其
の
友
皆
な
仁
義
を
好
み
、
淳
謹
み
て
霊
を
畏
る
れ
ば
、
則

ち
家
日
び
に
益
し
、
身
日
び
に
安
く
、
名
日
び
に
榮
え
、
官
に

處
り
て
其
の
理
を
得
ん
。
則
ち
段
干
木
・
禽
子
・
傅
説
の
徒
是

れ
な
り
。
其
の
友
皆
な
矜
奇
を
好
み
、
創
作
比
周
な
れ
ば
、
則

ち
家
日
び
に
損
し
、
身
日
び
に
危
く
、
名
日
び
に
辱
め
ら
れ
、

官
に
處
り
て
其
の
理
を
失
は
ん
。
則
ち
子
西
・
易
牙
・
竪
刀
の

徒
是
れ
な
り
。

　
　

 

（
其
友
皆
好
仁
義
、淳
謹
畏
令
、則
家
日
益
、身
日
安
、名
日
榮
、

處
官
得
其
理
矣
、
則
段
干
木
・
禽
子
・
傅
説
之
徒
是
也
。
其
友

皆
好
矜
奇
、
創
作
比
周
、
則
家
日
損
、
身
日
危
、
名
日
辱
、
處

官
失
其
理
矣
、
則
子
西
・
易
牙
・
竪
刀
之
徒
是
也
）。

５ 

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
人
の
性
を
養
成
す
る
の
は
絹
糸
を
染
め
る
よ
う

に
、必
ず
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

た
だ
、「
兼
ね
て
相
い
愛
す
」
る
善
良
な
本
性
が
人
に
影
響
を
与
え

れ
ば
、「
交
ご
も
相
い
利
し
、
交
ご
も
相
い
害
せ
ず
」
と
い
う
通
り
、

人
々
を
互
い
に
友
愛
に
向
か
わ
せ
、
互
い
に
害
を
加
え
る
こ
と
は
な

い
。
そ
し
て
、
は
じ
め
て
悪
の
本
性
を
造
成
す
る
環
境
と
要
素
か
ら

遠
ざ
か
り
、
健
全
で
善
良
な
人
性
を
培
養
し
、
自
愛
や
人
を
愛
す
る

心
を
生
み
、
互
恵
後
世
の
利
を
求
め
、
積
極
的
・
主
動
的
に
人
の
価

値
と
尊
厳
を
宣
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
社
会
は
複
雑
で
謎
め
い
て
い
て
察
知
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
、
人
の
世
の
中
で
の
生
活
は
予
測
す
る
こ
と
が
難
し
く
、

徳
性
は
決
し
て
福
利
に
拮
抗
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

墨
子
の
人
性
の
塑
造
説
を
具
体
的
に
社
会
個
体
の
本
性
生
成
の
上
に

実
行
し
て
み
る
な
ら
ば
、
世
界
上
に
す
で
に
存
在
す
る
人
性
の
善
を

造
成
す
る
環
境
・
要
素
や
、
存
在
す
る
人
性
の
悪
を
造
成
す
る
環
境
・

要
素
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
性
が
善
に
向
か
う
の

と
悪
に
向
か
う
の
は
、
同
様
の
理
性
的
根
拠
を
備
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
墨
子
の
人
性
塑
造
説
で
は
、
す
で
に
人
の
性
が

悪
に
本
づ
く
必
然
性
を
承
認
し
て
い
る
と
同
時
に
、
人
の
性
が
善
に

本
づ
く
必
然
性
を
承
認
し
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
墨

子
は
、
実
際
上
人
の
本
性
の
規
定
を
動
態
化
し
、
環
境
と
要
素
に
よ

る
変
化
が
自
然
の
角
度
に
よ
る
と
、
人
の
本
性
は
（
悪
）
と
な
る
と
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理
解
し
、
ま
た
、
環
境
と
要
素
に
よ
る
変
化
が
自
然
の
角
度
よ
り
道

徳
教
化
の
理
性
の
結
果
と
い
う
角
度
に
変
化
す
る
と
、
人
の
本
性
は

（
善
）
と
な
る
と
理
解
で
き
て
い
た
。
つ
ま
り
、
も
し
人
が
私
利
私

欲
の
心
の
蔽
い
を
受
け
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
悪
の
本
性
が

芽
生
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
仮
に
、
人
が
兼
愛
を
根
本
と
し
て
、

本
心
を
涵
養
す
れ
ば
、
私
利
私
欲
の
小
愛
よ
り
転
化
し
て
、
お
互
い

に
善
を
ほ
ど
こ
す
天
下
の
大
愛
と
な
り
、「
人
の
國
を
視
る
こ
と
其

の
國
を
視
る
が
若
く
し
、
人
の
家
を
視
る
こ
と
其
の
家
を
視
る
が
若

く
し
、
人
の
身
を
視
る
こ
と
其
の
身
を
視
る
が
若
く
す
（
視
人
之
國

若
視
其
國
、
視
人
之
家
若
視
其
家
、
視
人
之
身
若
視
其
身
）」

６ 

と

い
う
崇
高
な
境
地
に
到
達
し
、
善
の
人
性
は
ま
ぶ
し
く
光
り
輝
く
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
か
に
自
然
と
協
調
す
る
か
と
い
う

意
義
か
ら
理
解
さ
れ
る
人
の
本
性
と
、
理
性
化
さ
れ
た
道
徳
意
義
上

に
理
解
さ
れ
る
人
の
本
性
に
つ
い
て
、
墨
子
は
解
釈
を
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
両
者
が
相
対
的
に
独
立
し
た
存
在
と
い
う
に
任
せ
て
い
た

ら
し
い
。墨
子
は
歴
史
目
的
論
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、

ま
た
進
歩
史
観
的
な
主
張
を
提
出
し
て
も
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
決
し
て
彼
は
人
の
歴
史
を
理
性
の
角
度
よ
り
、
一
つ
の
自
然

状
態
か
ら
自
由
の
状
態
や
道
徳
の
状
態
に
向
か
っ
て
い
く
歴
史
と
理

解
す
る
こ
と
が
な
く
、
理
性
の
角
度
か
ら
人
の
歴
史
を
善
が
悪
を
克

服
し
て
善
に
向
か
っ
て
い
く
過
程
と
し
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
墨
子
は
人
の
性
を
善
や
悪
と
し
て
経
験
に
依
拠
し
た

感
性
や
事
実
と
見
な
し
、
他
者
に
利
益
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

倫
理
観
と
利
己
的
な
倫
理
観
を
分
類
す
る
と
と
も
に
、
人
類
発
展
の

二
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
。
墨
子
は
人
の
性
に
関
す
る
こ
の
融
通
性

を
持
っ
た
理
解
を
借
り
て
、
人
の
性
の
悪
を
用
い
て
戦
乱
の
現
象
を

解
釈
し
、
人
の
性
の
善
を
用
い
て
平
和
な
現
象
を
解
釈
し
、
進
ん
で

天
下
の
乱
か
ら
天
下
の
大
治
へ
と
解
決
す
る
方
案
を
提
出
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
墨
子
の
人
性
論
は
彼
の
治
乱
平
和
思
想
の
理
論
的
基
礎

で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

２
．
平
和
の
人
性
の
基
礎

　

墨
子
が
提
出
し
た
「
非
攻
」
の
思
想
は
、
す
べ
て
の
国
と
国
と
の

間
に
発
生
し
た
侵
略
戦
争
を
非
難
し
、
こ
の
戦
争
が
不
義
の
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
弾
し
て
い
る
。

　

お
も
に
「
義
」
の
問
題
を
論
述
す
る
魯
問
篇
の
中
で
、
墨
子
は
明

確
に
「
国
家
奪
を
務
め
て
侵
凌
す
れ
ば
、
即
ち
之
に
兼
愛
・
非
攻
を

語
る（
国
家
務
奪
侵
凌
、即
語
之
兼
愛
・
非
攻
）」７ 

と
提
起
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、「
今
天
下
の
士
君
子
、
忠
實
に
天
下
の
富
を
欲
し
て

其
の
貧
を
悪
み
、
天
下
の
治
を
欲
し
て
其
の
乱
を
悪
ま
ば
、
當
に
兼

ね
て
相
い
愛
し
、
交
ご
も
相
い
利
す
。
此
れ
聖
王
の
法
、
天
下
の
治

道
な
り
。
務
め
て
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り（
今
天
下
之
士
君
子
、

忠
實
欲
天
下
之
富
而
悪
其
貧
、
欲
天
下
之
治
而
悪
其
乱
、
當
兼
相
愛
、

交
相
利
。
此
聖
王
之
法
、
天
下
之
治
道
也
。
不
可
不
務
為
也
）」８ 

と
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旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
自
身
の
平
和
主
義
的
政
治
理
想
を
表
明
し
た
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
墨
子
は
、「
兼
愛
」「
非
攻
」
の
和
平
主
張
の
所
以
を
、
一

種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
式
の
政
治
理
念
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
墨
子
に
お

け
る
彼
自
身
の
平
和
主
張
が
、
彼
の
人
性
に
対
す
る
分
析
の
上
か
ら

組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
主
な
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
私
は
人
性
と
戦
争
・
人
性
と
平
和
の
二
つ
の
角
度

か
ら
私
の
観
点
を
説
明
し
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
墨
子
の
人
性
と
戦
争
に
関
す
る
観
点
を
分
析
し
よ
う
。
私

の
先
の
論
証
に
よ
る
と
、
墨
子
は
人
の
本
性
が
後
天
的
に
塑
像
さ
れ

る
と
い
う
説
を
主
張
し
て
い
る
。
人
は
後
天
的
に
良
好
な
環
境
の
作

用
に
よ
っ
て
善
良
な
本
性
を
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

ま
た
、
後
天
的
に
邪
悪
な
環
境
の
作
用
に
よ
っ
て
邪
悪
な
本
性
に
染

め
ら
れ
て
し
ま
う
、と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、

人
性
の
問
題
に
お
い
て
、
墨
子
は
決
し
て
人
の
性
が
悪
を
根
本
と
す

る
こ
と
を
排
除
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
は
お
そ
ら
く
私
利
私
欲

の
原
因
に
よ
り
、
自
己
の
本
性
を
、
教
化
を
受
け
て
い
な
い
自
然
状

態
の
中
に
留
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
と
人
・
国
と
国
の
間
に
ひ

と
つ
の
「
悪
の
関
係
」
を
築
き
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
も
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
悪
の
関
係
」
の
厳
し
い
包
囲
の
下
で
、

「
人
々
は
其
の
身
を
自
愛
し
、
其
の
家
を
自
愛
し
、
其
の
国
を
自
愛

し
、
そ
し
て
人
の
身
・
人
の
家
・
人
の
国
を
愛
さ
な
い
。
こ
の
自
愛
、

つ
ま
り
自
利
の
存
在
こ
そ
が
、
自
己
の
私
的
利
益
に
満
足
し
、
逆
に

他
人
を
利
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」９ 

根
源
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が

天
下
の
乱
れ
の
根
源
で
あ
り
、
自
ら
天
下
の
平
和
を
失
い
戦
争
に
陥

る
根
源
な
の
で
あ
る
。
墨
子
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

盗
は
其
の
室
を
愛
し
て
其
の
異
室
を
愛
せ
ず
。
故
に
異
室
を

竊
み
て
以
て
其
の
室
を
利
す
。
賊
は
其
の
身
を
愛
し
て
人
を
愛

せ
ず
。
故
に
人
を
賊
ひ
て
以
て
其
の
身
を
利
す
。
此
れ
何
ぞ
や
。

皆
な
相
愛
せ
ざ
る
に
起
る
。
大
夫
の
家
を
相
い
乱
し
、
諸
侯
の

國
を
相
い
攻
む
る
者
に
至
る
と
雖
も
亦
た
然
り
。
大
夫
各
お
の

其
の
家
を
愛
し
、
異
家
を
愛
せ
ず
。
故
に
異
家
を
亂
し
て
以
て

其
の
家
を
利
す
。
諸
侯
各
お
の
其
の
國
を
愛
し
、
異
國
を
愛
せ

ず
。
故
に
異
國
を
攻
め
て
以
て
其
の
國
を
利
す
。
天
下
之
亂
物
、

此
に
具
は
る
の
み
。

　
　

 

（
盗
愛
其
室
不
愛
其
異
室
。
故
竊
異
室
以
利
其
室
。
賊
愛
其
身

不
愛
人
。
故
賊
人
以
利
其
身
。
此
何
也
。
皆
起
不
相
愛
。
雖
至

大
夫
之
相
亂
家
、
諸
侯
之
相
攻
國
者
亦
然
。
大
夫
各
愛
其
家
、

不
愛
異
家
。故
亂
異
家
以
利
其
家
。諸
侯
各
愛
其
國
、不
愛
異
國
。

故
攻
異
國
以
利
其
國
。
天
下
之
亂
物
、
具
此
而
已
矣
）。

10 
　

こ
れ
に
よ
る
と
、
天
下
大
乱
や
攻
伐
征
討
の
戦
争
が
世
に
絶
え
な

い
主
な
原
因
は
、
人
が
悪
の
本
性
に
染
め
上
げ
ら
れ
、
自
利
（
私
欲
）
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に
よ
っ
て
人
の
性
が
善
良
で
積
極
的
な
方
面
に
発
展
し
て
い
く
の
を

抑
圧
し
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
度
で
も
、
こ

の
「
別
」
の
「
自
利
（
私
欲
）
は
人
に
依
拠
す
る
」
と
い
う
主
張
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
解
き
放
た
れ
、「
兼
愛
」
を
選
択
し
て
公
義

の
価
値
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
天
下
の
乱
れ
の
か
た
ち
が

制
止
さ
れ
、
平
和
の
状
態
が
世
に
降
臨
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

労
思
光
先
生
は
、「
非
攻
」
が
「
兼
愛
」
よ
り
直
接
的
に
推
し
出
さ

れ
た
も
の
で
、
た
だ
、
人
々
の
間
に
相
親
相
愛
や
自
利
の
う
ち
他
者

を
利
す
る
心
が
あ
れ
ば
、
攻
伐
征
討
の
一
連
の
出
来
事
は
無
く
な
っ

て
い
く
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。（「
考
え
て
み
る
に
、
人
が
兼
ね
て
相

い
愛
し
、
交
ご
も
相
い
利
す
（
博
く
愛
し
合
い
、
お
互
い
に
利
益
を

与
え
あ
う
）
な
ら
ば
、
自
然
と
戦
争
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」。

11 

）

　

一
般
的
に
、
墨
子
の
「
非
攻
」
三
篇
は
、
主
に
戦
争
の
不
義
と
不

利
を
討
論
し
、
戦
争
の
罪
悪
に
つ
い
て
批
評
を
進
め
、
戦
争
を
消
滅

さ
せ
る
こ
と
を
呼
び
掛
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
墨
子
は
こ
う

主
張
し
て
い
る
。

　
　

 　

古
は
王
公
大
人
、
情
に
得
る
を
欲
し
て
失
う
を
悪
み
、
安
を

欲
し
て
危
き
を
悪
む
。
故
に
攻
戰
に
當
り
て
は
、
非
と
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　

 

（
古
者
王
公
大
人
、
情
欲
得
而
悪
失
、
欲
安
而
悪
危
。
故
當
攻

戰
、
而
不
可
不
非
）。

12 

　

戦
争
状
態
の
終
結
は
、
平
和
の
到
来
を
意
味
す
る
。
そ
ん
な
、
平

和
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
非
攻
」
三
篇
の
主
題
は

戦
争
に
反
対
す
る
こ
と
で
あ
り
、
平
和
に
論
及
す
る
人
の
性
の
基
礎

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
「
非
攻
」
と
「
兼
愛
」
と

を
関
連
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
墨
子
が
実
際
に
人

の
性
が
善
を
根
本
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
が
平
和
の
人
類
学

の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
、
き
っ
と
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
墨
子
の
兼
愛
は
、
人
の
性
が
善
を
根
本
と
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
依
拠
し
て
お
り
、
兼
愛
は
、
ち
ょ
う
ど
人
が
自
然

状
態
を
脱
し
て
理
性
的
な
社
会
の
人
と
な
る
道
徳
的
要
求
で
あ
る
か

ら
で
、
こ
れ
に
よ
り
兼
愛
は
、
人
の
良
知
良
能
を
喚
起
し
て
戦
争
を

終
結
さ
せ
、
平
和
に
向
か
う
普
遍
的
な
理
性
の
基
礎
で
あ
り
、
人
類

を
平
和
に
導
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
墨
子
は
明
確
に
、
人
と

人
の
「
相
い
賊
い
、
相
い
害
す
（
お
互
い
に
傷
付
け
合
い
、
お
互
い

に
害
い
合
う
）」
こ
と
が
戦
争
の
根
源
で
あ
り
、
人
と
人
の
「
相
い

親
し
み
、
相
い
愛
す
（
お
互
い
に
親
し
み
合
い
、
愛
し
合
う
）」
こ

と
が
平
和
へ
の
基
礎
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
我
々
は
兼
愛
中
篇

に
以
下
の
文
章
が
あ
る
こ
と
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　

是
の
故
に
諸
侯
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
野
戰
せ
ず
。
家
主
相
愛

す
れ
ば
、
則
ち
相
い
簒
は
ず
。
人
、
人
と
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
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相
い
賊
は
ず
。
君
臣
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
惠
忠
す
。
父
子
相
愛

す
れ
ば
、
則
ち
慈
孝
す
。
兄
弟
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
和
調
す
。

天
下
の
人
、
皆
な
相
愛
す
れ
ば
、
強
き
は
弱
き
を
執
へ
ず
、
衆

は
寡
を
劫
さ
ず
、
富
は
貧
を
侮
ら
ず
、
貴
は
賤
に
敖
ら
ず
、
詐

は
愚
を
欺
か
ず
。
凡
そ
天
下
の
禍
簒
怨
恨
、
起
る
な
か
ら
し
む

べ
き
者
は
、相
愛
す
る
を
以
て
生
ず
る
な
り
。
是
を
以
て
仁
者
、

之
を
誉
む
。

　
　

 

（
是
故
諸
侯
相
愛
、
則
不
野
戰
。
家
主
相
愛
、
則
不
相
簒
。
人

與
人
相
愛
、
則
不
相
賊
。
君
臣
相
愛
、
則
惠
忠
。
父
子
相
愛
、

則
慈
孝
。
兄
弟
相
愛
、則
和
調
。
天
下
之
人
皆
相
愛
、強
不
執
弱
、

衆
不
劫
寡
、
富
不
侮
貧
、
貴
不
敖
賤
、
詐
不
欺
愚
。
凡
天
下
禍

奪
怨
恨
、
可
使
毋
起
者
、
以
相
愛
生
也
。
是
以
仁
者
誉
之
）。

13 

　

上
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
墨
子
は
、
た
だ
人
の
性

の
中
に
他
者
を
利
す
る
徳
性
の
要
素
が
充
満
し
て
お
り
、
か
つ
、
人

の
性
の
中
の
他
者
を
利
す
る
要
素
が
「
自
愛
し
て
己
を
利
す
る
」
不

善
の
欲
望
を
十
分
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
類
が
き
っ
と
戦
争

を
終
結
し
て
平
和
な
状
態
に
突
入
す
る
と
い
う
理
性
的
な
選
択
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
和
と
は
天
道
を

体
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
が
万
物
に
公
平
無
私
に
恩
沢
を
施
す
実

際
的
な
表
現
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
愛
し
互
い
に
利

益
を
与
え
合
い
、
平
和
に
共
存
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

３
．
根
本
に
回
帰
し
て
新
地
平
を
開
く
：
国
際
交
流
倫
理
の
建
設

　

墨
子
は
、「
兼
愛
」
や
「
非
攻
」
の
思
想
を
主
体
と
し
て
平
和
思

想
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
新
た
な
解
釈
か
ら
考
え
て
み

る
と
、世
界
平
和
の
基
本
理
論
を
構
築
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
、
国
と
国
の
間
の
平
和
共
存
や
互
い
に
恵
み
利
益
を
与
え

合
う
こ
と
・
共
に
勝
っ
て
発
展
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
近
現
代

の
二
度
の
残
酷
な
世
界
大
戦
の
後
、
各
国
国
民
の
間
に
血
の
代
償
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
基
本
認
識
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は

実
際
上
で
も
、
世
界
各
国
の
人
類
の
生
存
状
況
に
心
を
く
だ
く
哲
学

家
た
ち
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
唯
一
の
政
治
的
理
想
で
あ
る
。
古

今
東
西
、
多
く
の
哲
学
者
が
存
在
し
た
が
、
彼
ら
は
み
な
自
己
の
哲

学
的
活
動
の
中
で
、
人
類
の
平
和
問
題
を
深
く
検
討
し
、
す
で
に
多

く
の
充
実
し
た
新
知
見
や
理
論
を
提
供
し
、
さ
ら
に
、
多
く
の
具
体

的
で
実
際
に
応
用
で
き
る
実
践
的
な
方
案
も
提
出
し
て
き
た
。

　

遠
く
、世
界
に
影
響
を
与
え
た
近
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、

か
つ
て
自
己
の
非
凡
な
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
、
人
類
の
永
久
平
和
の
理

想
の
理
論
を
探
索
し
た
。
一
七
九
五
年
、
す
で
に
高
齢
の
カ
ン
ト
は

『
永
遠
平
和
の
た
め
に
―
― 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
よ
る
哲
学

的
構
想
』
を
著
し
た
が
、
そ
こ
に
は
彼
の
人
類
永
遠
の
友
愛
・
共
存

へ
の
渇
望
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
哲
学
者
の
経
世
済
民
へ
の
思

い
が
充
満
し
た
長
編
の
中
で
、
カ
ン
ト
は
、
自
身
に
基
づ
き
歴
史
に
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つ
い
て
、
人
の
本
性
が
悪
か
ら
善
に
向
か
う
歴
史
目
的
論
の
思
想
を

披
歴
し
、
主
権
国
家
の
角
度
か
ら
人
類
が
永
久
的
な
平
和
を
実
現
で

き
る
道
筋

14 

を
検
討
し
た
。

　

あ
ま
り
に
も
偶
然
で
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
説
明
も
ま
た
人
性
の

観
点
か
ら
永
久
平
和
の
可
能
性
に
つ
い
て
究
明
を
加
え
た
も
の
で
あ

り
、
墨
子
と
異
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
人
性
の
悪
の
角
度
か
ら
、
自

身
の
平
和
思
想
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
人
の

性
に
つ
い
て
一
種
の
悲
観
主
義
的
な
態
度
を
採
っ
て
い
た
た
め
、
人

の
道
徳
的
本
性
の
実
現
は
、
基
本
的
に
現
実
の
世
界
に
お
い
て
完
成

さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
人
の
性
が
悪
か
ら
善
に
遷
る
の
は
、
人

類
が
自
身
の
歴
史
を
完
成
さ
せ
る
過
程
の
中
で
、
歴
史
の
最
終
的
な

目
的
の
た
め
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ

の
道
徳
的
自
覚
の
世
界
は
、
事
実
上
一
つ
の
可
能
性
の
世
界
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
カ
ン
ト
は
、

永
久
的
な
平
和
の
基
礎
が
徳
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
治
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
永
久
的
な
平
和
に
よ
る
国
際
秩
序

を
建
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
徳
の
力
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
類
の
永
久
的
な
平
和
に
は
、
た
だ
法

治
の
実
現
だ
け
が
そ
れ
を
達
成
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を

換
え
て
言
う
と
、
人
類
の
永
久
的
な
平
和
は
、
国
と
国
の
間
の
取
り

決
め
と
普
遍
的
な
国
際
法
や
規
範
を
遵
守
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
総

体
的
に
は
近
代
に
形
成
さ
れ
た
国
際
法
の
構
造
の
下
で
、
権
利
を
基

礎
と
す
る
国
際
平
和
関
係
の
法
治
が
表
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

一
種
の
国
家
平
和
関
係
の
法
治
実
現
の
モ
デ
ル
を
指
向
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
に
対
し
て
、
墨
子
は
、
平
和
を
人
の
性
の
善
の
基
礎
上
に

建
設
し
た
。
墨
子
の
見
解
に
よ
る
と
、
人
類
の
平
和
の
状
態
と
は
、

人
類
が
、
生
存
す
る
世
界
と
人
の
歴
史
の
功
利
的
な
態
度
を
改
変
・

対
処
で
き
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
と
り
わ
け
、
国
と
国
の

間
の
関
係
は
、
さ
ら
に
功
利
の
目
的
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
人
と
人
・
国
と
国
と
の
間
は
、
お
互
い
が
道
徳

的
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
墨

子
は
人
類
平
和
の
可
能
性
を
倫
理
規
範
の
上
に
構
築
し
、
一
種
の
国

と
国
と
の
間
の
道
徳
化
を
交
際
の
普
遍
的
倫
理
規
範
と
し
て
訴
求
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
墨
子
が
描
写
し
た
人
類

平
和
の
状
態
と
は
、
友
愛
の
概
念
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
た
国
際

平
和
の
関
係
が
倫
理
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は

国
際
関
係
の
一
種
の
倫
理
的
信
任
モ
デ
ル

15 

を
規
範
と
し
て
構
築
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

人
類
の
永
久
的
な
平
和
の
実
現
に
は
、
一
種
の
権
力
を
尊
重
す
る

法
治
の
基
礎
を
必
要
と
す
る
一
方
で
、
一
種
の
友
愛
や
配
慮
の
倫
理

の
基
礎
も
必
要
と
し
、両
者
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
永
久
的
な
平
和
へ
法
治
の
基
礎
を
提
供
し
た
が
、
墨
子
の

平
和
思
想
は
現
代
性
へ
の
転
換
を
経
て
、
世
界
平
和
の
た
め
に
一
種
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の
交
際
倫
理
の
理
論
的
資
源
を
提
供
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
墨
子
の
平
和
思
想
の
現
代
的
価
値
な
の
で
あ

る
。

〈
注
〉

１ 

『
墨
子
』
天
志
上
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

二
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

２ 

馮
友
蘭『
中
国
哲
学
史
』、上
海
：
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、二
〇
〇
〇
年
、

七
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

３ 

『
墨
子
』
所
染
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

４ 

『
墨
子
』
七
患
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

三
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

５ 

『
墨
子
』
所
染
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

６ 

『
墨
子
』
兼
愛
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

７ 

『
墨
子
』
魯
問
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

四
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

８ 

『
墨
子
』
兼
愛
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

９ 

呉
進
安
『
墨
家
哲
学
』、
台
北
：
五
南
図
書
出
版
公
司
、
二
〇
〇
三
年
、

一
七
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

10 

『
墨
子
』
兼
愛
上
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
〇
～
一
二
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

11 

「（
蓋
人
既
應
兼
相
愛
、交
相
利
、則
自
不
能
互
為
攻
伐
）」。
労
思
光『
新

編
中
国
哲
学
史
』
一
巻
、
桂
林
：
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五

年
、
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

12 

『
墨
子
』
非
攻
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
六
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

13 

『
墨
子
』
兼
愛
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

14 

カ
ン
ト
は
『
永
遠
平
和
の
た
め
に 

―
― 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
よ

る
哲
学
的
構
想
』
の
中
で
、国
家
間
に
永
久
平
和
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、

六
項
目
か
ら
な
る
「
予
備
条
項
」
と
三
項
目
か
ら
な
る
「
確
定
条
項
」

を
提
示
し
た
。
六
項
目
の
予
備
条
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑴
「
将

来
の
戦
争
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
留
保
を
秘
密
裏
に
含
ん
で
締
結
さ
れ

る
平
和
条
約
は
、
決
し
て
平
和
条
約
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」

⑵
「
独
立
し
て
存
続
し
て
い
る
い
か
な
る
国
家
（
そ
の
大
小
は
こ
こ
で

は
問
題
と
は
な
ら
な
い
）
も
、
相
続
、
交
換
、
買
収
、
贈
与
に
よ
っ
て
、

他
の
国
家
の
所
有
と
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。」
⑶
「
常
備
軍
は
、
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や
が
て
全
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
⑷
「
国
家
の
対
外
的
な
紛
争
の

た
め
に
、
い
か
な
る
国
債
も
発
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
⑸
「
い
か

な
る
国
家
も
他
の
国
家
の
体
制
や
統
治
に
、
武
力
的
に
干
渉
す
べ
き
で

は
な
い
。」
⑹
「
い
か
な
る
国
家
も
他
国
と
の
戦
争
に
お
い
て
、
将
来

平
和
が
訪
れ
た
際
に
、
相
互
の
信
頼
関
係
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
よ

う
な
敵
対
的
行
動
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。」
ま
た
、
三
項
目
の
確
定

条
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑴「
各
国
家
に
お
け
る
市
民
の
体
制
は
、

共
和
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
⑵ 

「
国
際
法
は
、
自
由
な
諸
国
家

の
連
盟
に
基
礎
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。」
⑶
「
世
界
市
民
法
は
、
普
遍

的
な
友
好
関
係
が
実
現
す
る
限
り
で
、
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
こ
う
し
た
条
項
が
示
し
て
い
る
の
は
、
実
践
理

性
が
政
治
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
際
に
、
カ
ン
ト
は
、
す
べ
て
の
政
治

の
、
法
へ
の
従
属
を
最
重
要
視
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
語
版

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
八
巻
、
李
秋
零
主
編
，
北
京
：
中
国
人
民
大
学
出

版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
八
―
三
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
の
こ
と
〔
訳
注

　

ド
イ
ツ
語
原
文
：
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第
8
巻
、
三
四
一
―
三
八
六
ペ
ー

ジ
／
カ
ッ
シ
ラ
ー
版
、
第
6
巻
、
四
二
五
―
四
七
四
ペ
ー
ジ
。
日
本
語

訳
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
遠
山
義
孝
訳
、『
歴
史
哲
学
論
集
』（
カ
ン

ト
全
集
、
第
14
巻
）、
東
京
：
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
七
―

三
一
五
ペ
ー
ジ
〕（
翻
訳
協
力　

関
沢
和
泉
）。

15 

中
国
哲
学
者
の
馮
友
蘭
先
生
は
、
墨
子
一
種
の
普
遍
的
社
会
公
共
道
德

を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
尽
力
し
て
以
普
遍
的
社
会
配
慮
を
実
現
し
た
と

主
張
し
て
い
る
。
彼
は
、「
墨
子
は
主
義
信
条
を
持
つ
戦
争
の
専
門
家

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
国
を
治
め
る
道
を
論
じ
、
侠
の

集
団
の
中
に
自
ず
と
道
徳
を
持
た
せ
た
。
ま
た
、
墨
子
は
そ
の
道
徳
を

実
行
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
道
徳
を
系
統
化
・
理
論
化
し
て
、

こ
れ
を
普
遍
化
さ
せ
、
一
般
社
会
の
公
共
道
徳
と
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。馮
友
蘭「
原
儒
墨
」、『
三
松
堂
学
術
文
集
』（
北

京
：
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
掲
載
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

傅先生発表中の会場の様子
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国
立
台
湾
大
学　

中
国
文
学
部
教
授　

葉
　
　
　
國
　
良

基
調
講
演
④　
「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
思
想
と
東
ア
ジ
ア
の
平
和

翻
訳　

戸
　
田
　
聖
　
子

１
．「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
と
い
う
言
葉
が
『
孟
子
・
尽
心
下
』
に

見
え
る
。
そ
の
意
味
は
、『
春
秋
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
二
百
四
十

余
年
の
間
に
起
こ
っ
た
戦
争
に
つ
い
て
、
孔
子
は
そ
の
全
て
を
正
義

で
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、『
論

語
・
憲
問
篇
』
に
は
「
陳
成
子
、
簡
公
を
弑
す
。
孔
子
、
沐
浴
し
て

朝
し
、
哀
公
に
告
げ
て
曰
く
、
陳
恒
、
其
の
君
を
弑
す
。
請
う
、
こ

れ
を
討
た
ん
と
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
孔
子
は
、
陳
恒
が
臣
下
の
身

分
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
の
君
主
を
殺
害
し
た
こ
と
は
不
正
義
の
行
為

で
あ
る
と
し
て
、
魯
の
哀
公
に
陳
恒
を
討
伐
す
る
た
め
の
戦
争
を
発

動
す
る
よ
う
建
議
し
て
い
る
。
以
上
の
二
か
所
の
記
載
は
相
反
す
る

も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
全
く
矛
盾
し
て
い
な
い
。
な

ぜ
な
ら
孔
子
は
、
戦
争
の
目
的
は
不
正
義
を
除
く
こ
と
に
あ
り
、
不

正
義
を
作
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
『
孟
子
』
孫
奭
の
疏
で
は
、「
春
秋
の
世
の
戦
い
で
は
、
小

国
は
大
国
に
使
わ
れ
、
弱
者
は
強
者
に
使
わ
れ
る
。
怒
り
に
よ
り
軍

を
組
織
し
、
礼
を
捨
て
て
利
を
貪
る
。
こ
れ
ま
で
に
、
凶
暴
な
勢
力

を
抑
制
し
て
混
乱
の
局
面
を
治
め
る
義
の
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。

こ
れ
を
も
っ
て
『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
と
す
る
」
と
言
う
。
孫
奭
は
、

春
秋
時
代
の
戦
争
は
貪
欲
と
怒
り
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
指

摘
す
る
。
貪
欲
の
目
指
す
も
の
は
権
力
、
土
地
、
人
民
、
資
源
で
あ

り
、
怒
り
は
積
も
り
積
も
っ
た
恨
み
或
い
は
猜
疑
心
か
ら
来
る
も
の

で
あ
る
。
貪
欲
は
他
国
の
領
土
を
侵
略
し
、
他
国
の
資
源
を
略
奪
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
怒
り
は
戦
火
を
引
き
起
こ
し
、
人
々
を
迫
害

す
る
。
ゆ
え
に
孔
子
は
『
春
秋
』
に
み
ら
れ
る
戦
争
は
全
て
不
正
義

で
あ
る
と
考
え
た
。

　

孔
子
の
観
点
は
、
歴
代
の
儒
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
儒
者
は
基

本
的
に
戦
争
に
反
対
し
て
き
た
。
戦
争
や
む
な
し
、
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
暴
虐
な
政
治
を
打
倒
す
る
か
、
或
い
は

侵
略
を
防
ぐ
場
合
に
限
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
武
王
が
紂
を
討
っ
た
こ

と
や
斉
の
桓
公
が
戎
狄
を
防
い
だ
こ
と
な
ど
は
儒
家
に
称
揚
さ
れ

た
。
こ
の
種
の
反
戦
思
想
は
、
王
覇
の
弁
え
を
導
く
。『
孟
子
・
公
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孫
丑
上
』
に
「
力
を
以
て
仁
を
仮
る
者
は
覇
な
り
。
覇
は
必
ず
大
国

有
り
。
徳
を
以
て
仁
を
行
う
者
は
王
な
り
。
王
は
大
い
な
る
を
待
た

ず
。
湯
は
七
十
里
を
以
て
し
、
文
王
は
百
里
を
以
て
す
。
力
を
以
て

人
を
服
す
る
者
は
、
心
服
す
る
に
非
ず
。
力
た
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
徳

を
以
て
人
を
服
す
る
者
は
、
中
心
悦
ん
で
誠
に
服
す
。
七
十
子
の
孔

子
に
服
せ
る
が
如
し
」
と
言
う
。「
力
を
以
て
人
を
服
す
」
と
は
、

侵
略
者
が
武
力
に
よ
っ
て
他
国
を
征
服
す
る
こ
と
を
指
す
が
、
武
力

に
頼
る
以
上
、
そ
れ
は
必
ず
暴
虐
な
政
治
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ

の
種
の
覇
権
は
長
期
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

抑
圧
を
受
け
る
者
の
恨
み
が
積
み
重
な
っ
て
行
っ
て
復
讐
の
気
持
ち

を
引
き
起
こ
し
、
侵
略
者
は
結
局
ひ
ど
い
目
に
遭
う
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
儒
家
は
王
道
を
提
唱
す
る
。
王
道
と
は
、
徳
を

以
て
人
を
従
わ
せ
、
他
国
に
苦
痛
で
は
な
く
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
人
々
は
王
道
を
行
う
者
を
心
の
底
か
ら
支
持

し
、
彼
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
。
互
い
の
間
に
は
矛
盾
や
摩
擦
は
な
く
、

長
期
的
な
平
和
が
ご
く
自
然
に
訪
れ
る
。
王
道
を
行
う
者
も
ま
た
自

然
の
う
ち
に
指
導
者
と
な
る
。
そ
れ
以
下
の
な
ら
ず
者
国
家
に
至
っ

て
は
、『
荀
子
・
王
覇
篇
』
に
「
権
謀
立
て
ば
す
な
わ
ち
亡
ぶ
」
と

言
う
。
こ
の
手
の
、
謀
略
に
よ
っ
て
人
を
欺
く
国
家
に
は
、
国
と
し

て
必
要
と
さ
れ
る
信
義
が
欠
落
し
て
お
り
、
外
か
ら
の
力
の
介
入
を

待
た
ず
に
、
自
ら
人
民
の
反
対
に
遭
っ
て
滅
亡
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
貪
欲
と
怒
り
を
人
の
心
か
ら
取
り
除
く
の
は
と
て
も
難

し
い
。
春
秋
時
代
だ
け
が
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
古
今
東
西
み
な
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
は
、
貪
欲
の
一
言

以
外
に
は
解
釈
が
不
可
能
で
あ
る
。
９
・
11
後
の
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ

ク
進
攻
は
、
憤
怒
に
よ
り
報
復
を
加
え
る
と
宣
言
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
双
方
の
死
傷
者
は
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
た
。

し
か
し
一
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
出
兵
は
イ
ラ
ク
の
石
油
を
掌
握
せ
ん

が
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
な
ら
ば
そ
れ
は
貪
欲
よ
り
発
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
ど

の
よ
う
に
弁
解
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恨
み
や
憎
し
み
の
気

持
ち
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
平
和

と
王
道
の
尊
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

２�

．
戦
争
は
人
に
損
を
さ
せ
る
も
の
で
、
自
ら
を
利
す
る
こ
と
に
も

な
ら
な
い

　

戦
争
の
正
当
性
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
反
戦
の
も
う
一
つ
の
重
要

な
理
由
は
、
戦
争
が
人
に
損
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
利

益
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
孟
子
・

離
婁
上
』
に
「
地
を
争
い
て
以
て
戦
い
、
人
を
殺
し
て
野
に
盈
て
、

城
を
争
い
て
以
て
戦
い
、
人
を
殺
し
て
城
に
盈
つ
。
此
れ
所
謂
土
地

を
率
い
て
人
肉
を
食
ま
し
む
。
罪
死
に
も
容
れ
ら
れ
ず
。
故
に
善
く

戦
う
者
は
上
刑
を
服
す
」
と
言
う
。
一
将
功
成
り
て
万
骨
枯
れ
、
人

を
殺
し
て
そ
れ
が
野
に
満
ち
、
城
に
満
ち
る
。
そ
こ
に
は
自
ず
と
双
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方
の
人
馬
が
共
に
含
ま
れ
、
善
く
戦
う
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
殺
す

人
も
多
く
な
る
。
そ
こ
で
孟
子
は
、
罪
死
に
も
容
れ
ら
れ
ず
、
上
刑

を
服
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
道
家
は
中
華
文
化
の
重

要
な
流
れ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
ま
た
こ
の
理
由
に
よ
り
戦
争

に
反
対
す
る
。『
老
子
』
は
「
師
の
処
る
所
、
荊
棘
生
ず
。
大
軍
の

後
に
は
、
必
ず
凶
年
有
り
」
と
言
う
。
作
者
は
戦
争
の
破
壊
力
が
き

わ
め
て
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
嫌
悪
感
を
抱
く
。『
老
子
』

は
ま
た
「
果
た
し
て
已
む
を
得
ず
」、「
戦
い
勝
ち
て
喪
礼
を
以
て
之

に
処
る
」
と
も
言
う
。
作
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
：
応
戦
や

む
な
き
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
勝
利
を
得
た
と
こ
ろ
で
戦
い
を
止
め

る
べ
き
で
あ
り
、
敵
方
を
殺
し
尽
く
し
、
国
家
を
滅
ぼ
し
尽
く
し
て

は
な
ら
な
い
。
葬
礼
に
参
加
す
る
の
と
同
様
に
、
悲
し
み
と
憐
み
の

心
を
抱
い
て
敵
味
方
の
双
方
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
敵
味

方
共
に
そ
の
損
失
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

ト
イ
ン
ビ
ー
（A

rnold J. T
oynbee

）
の
『
歴
史
研
究
』
の
分

析
に
よ
れ
ば
、
兵
力
を
総
動
員
し
、
み
だ
り
に
戦
い
を
仕
掛
け
る
こ

と
は
、
帝
国
滅
亡
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
征

服
の
代
価
は
莫
大
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
戦
い
続
け
た
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
の
広
大
な
領
土
は
、
彼
が
死
ん
だ
後
す
ぐ
に
分
裂
し
、
十
数

年
に
わ
た
る
努
力
は
春
の
夜
の
夢
の
よ
う
に
儚
い
も
の
と
な
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
席
巻
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
死
し
て
は
国
の
恥
と
な
り
、
ド
イ

ツ
を
再
度
恥
辱
に
塗
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
一

方
で
、
正
義
の
た
め
に
参
戦
し
て
勝
利
を
得
た
と
し
て
も
、
回
復
不

能
な
人
的
損
害
と
莫
大
な
る
国
力
の
損
失
を
被
り
、
徐
々
に
衰
退
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
。
近
代
の
イ
ギ

リ
ス
が
そ
の
例
で
あ
る
。
過
去
の
教
訓
は
明
白
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま

た
人
々
が
戦
争
に
反
対
す
る
主
要
な
理
由
で
あ
る
。

　

参
戦
し
た
双
方
が
必
ず
損
失
を
被
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
国

家
も
ま
た
と
ば
っ
ち
り
を
受
け
る
。
二
十
世
紀
以
来
壊
滅
的
な
威
力

を
持
つ
に
至
っ
た
軍
備
は
、
日
本
へ
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
悲
惨
な

苦
し
み
を
与
え
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
全
世
界
の
人
々
の
生
活
を
長

い
間
恐
怖
に
陥
れ
て
い
る
。
現
代
の
人
類
は
も
し
か
し
た
ら
歴
史
上

最
も
不
幸
な
一
群
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
兆
し
は
各
国
の
多
く

の
大
人
た
ち
の
心
に
重
く
の
し
か
か
り
、
憂
鬱
で
煩
わ
し
い
気
持
ち

に
さ
せ
、
若
者
の
生
活
を
退
廃
的
で
怠
惰
に
、
目
標
の
持
て
な
い
も

の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
莫
大
な
社
会
コ
ス

ト
と
経
済
的
な
代
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
症
状
は
、
国
家
が
強
く
な
り
豊
か
に
な
っ
た
り
、
医

学
が
進
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
治
療
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
決

し
て
な
い
。
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３
．
戦
禍
の
原
因
は
政
府
に
あ
り

　

以
上
の
分
析
に
よ
り
、
貪
欲
と
怒
り
を
断
ち
切
る
こ
と
が
、
戦
争

を
防
止
す
る
主
要
な
方
法
で
あ
り
、
ま
た
心
を
治
療
す
る
こ
と
か
ら

始
め
て
、
そ
れ
を
民
衆
、
政
党
、
政
府
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　

人
々
に
対
し
て
、
修
養
或
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
個
人
の
貪
欲
と
怒

り
を
断
ち
切
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
大
い
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、

学
術
界
と
宗
教
界
が
継
続
的
に
道
徳
教
育
と
宗
教
信
仰
を
推
し
進
め

る
こ
と
が
、
大
部
分
の
人
々
に
己
の
本
分
を
守
ら
せ
、
平
和
を
愛
好

さ
せ
、
戦
争
を
嫌
悪
さ
せ
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
上

の
戦
争
は
、
一
部
の
民
衆
の
行
為
が
政
府
に
口
実
を
与
え
る
こ
と
は

あ
っ
た
に
せ
よ
、
決
し
て
人
民
大
衆
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。

　

一
方
で
、
修
養
或
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
貪
欲
と
怒
り
を
断
ち
切
る

こ
と
を
、
民
衆
が
政
府
或
い
は
そ
の
上
層
機
構
に
要
求
す
る
の
は
大

変
に
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
方
面
に
お
い
て
、
人
類
は
比
較
的
効

果
の
あ
る
防
止
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ま
だ
生
み
出
し
て
は
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
古
来
よ
り
、大
権
を
掌
握
す
る
政
府
と
そ
の
上
層
機
構
は
、

ど
う
や
ら
そ
の
行
い
、
中
で
も
対
外
的
な
措
置
に
お
い
て
、
道
徳
性

や
正
当
性
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
、
大
部

分
の
国
家
が
政
党
政
治
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
多

く
の
政
治
屋
た
ち
は
常
に
自
ら
の
利
益
を
国
家
の
利
益
の
上
に
置

き
、
目
先
の
こ
と
し
か
考
え
ず
、
未
来
の
子
孫
の
こ
と
な
ど
顧
み
る

こ
と
は
な
く
、も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
憂
え
る
こ
と
な
ど
全
く
な
い
。人
々

が
投
票
権
を
有
し
、
情
報
が
か
な
り
発
達
し
た
今
日
で
あ
っ
て
も
、

平
和
で
合
理
的
に
見
え
る
よ
う
に
取
り
繕
わ
れ
た
陰
謀
が
存
在
し
て

い
な
い
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
自
国
で
は
自
然

環
境
の
保
持
を
重
視
し
て
い
な
が
ら
、
他
国
の
森
林
を
大
量
に
伐
採

し
て
自
分
た
ち
の
た
め
に
使
用
し
た
り
、
或
い
は
真
実
が
覆
い
隠
さ

れ
た
状
況
の
下
で
、
高
汚
染
の
工
業
を
他
国
に
移
植
し
た
り
す
る
。

こ
れ
は
災
い
を
人
に
転
嫁
す
る
不
義
の
行
為
で
あ
り
、
侵
略
と
遠
く

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
科
学
研
究
を
口
実
に
、

他
国
の
領
土
や
資
源
を
我
が
物
と
せ
ん
と
す
る
の
は
、
未
来
の
侵
略

の
た
め
の
準
備
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
政
府
は
そ
の
行
為
を

全
て
国
家
の
長
期
的
な
利
益
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
、

民
衆
は
国
家
の
利
益
と
い
う
大
義
名
分
を
聞
か
さ
れ
て
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
そ
れ
を
見
逃
し
て
し
ま
い
、
間
接
的
に
正
当
で
な
い

行
為
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
政
府
が
不
義
の
行
為
を

行
っ
た
な
ら
ば
、
民
衆
も
そ
の
部
分
的
な
責
任
を
負
わ
な
け
ら
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

歴
史
上
内
戦
が
頻
発
し
て
い
る
と
は
い
え
、
東
ア
ジ
ア
の
各
国
間

の
侵
略
戦
争
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
れ
ば
非
常
に
少
な
い
。
一
つ

に
は
様
々
な
地
理
的
障
害
に
よ
り
国
々
が
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
、
ま
た
一
つ
に
は
東
ア
ジ
ア
の
儒
・
道
・
仏
・
神
各
宗
教
に
は
戦
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い
を
好
む
文
化
が
な
い
た
め
、
か
な
り
の
程
度
戦
争
の
発
生
率
を
抑

制
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
今
や
交
通
は
便

利
に
な
り
、
地
理
的
な
障
害
は
取
り
除
か
れ
、
お
互
い
の
接
触
は
何

百
倍
、
何
千
倍
も
に
増
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
利
益
の
吸
引
力
も
大

き
く
な
り
、紛
争
も
そ
れ
に
伴
い
増
強
さ
れ
た
大
き
な
も
の
と
な
り
、

大
き
な
衝
突
の
種
が
ま
か
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
国
際
紛
争
の
交
渉

に
お
い
て
は
、
現
在
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
西
側
列
強
が
定

め
た
暗
黙
裡
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
そ
こ
で
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
武
力

と
経
済
力
で
あ
っ
て
、頼
み
と
す
る
の
は
後
ろ
盾
の
大
き
さ
で
あ
り
、

伝
統
的
な
道
徳
或
い
は
普
遍
的
な
価
値
は
唱
導
さ
れ
な
い
。
最
近
各

国
が
領
土
・
領
海
紛
争
を
処
理
す
る
方
法
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
が
、

そ
の
や
り
方
で
は
衝
突
を
な
く
す
こ
と
は
難
し
く
、
い
た
ず
ら
に
お

互
い
の
猜
疑
心
と
敵
愾
心
を
深
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時

に
は
、
民
衆
は
政
府
を
監
督
し
、
平
和
の
伝
統
を
発
揚
し
、
過
去
の

傷
跡
を
縫
い
合
わ
せ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
の
文

化
の
違
い
を
尊
重
し
、
お
互
い
の
福
祉
を
促
進
し
、
互
恵
を
以
て
独

占
に
替
え
、
温
情
を
以
て
恨
み
の
気
持
ち
を
消
し
去
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
戦
争
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
を
起
こ
し

て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
破
滅
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し

て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

４
．
民
衆
は
い
か
に
政
府
を
監
督
す
べ
き
か

　

二
十
一
世
紀
の
科
学
技
術
の
発
展
は
、
貪
欲
と
怒
り
に
関
し
て
、

政
府
或
い
は
政
党
に
対
し
て
一
つ
の
転
機
と
な
る
考
え
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
資
源
は
積
極
的
な
研
究
開
発
と
合

理
的
な
貿
易
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
簒
奪
に
依
拠
す
る

必
要
な
し
に
、
豊
か
な
社
会
を
作
り
出
す
こ
と
は
可
能
だ
。
戦
後
の

日
本
が
戦
前
よ
り
も
豊
か
に
な
っ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
政
府

は
資
源
の
獲
得
の
た
め
に
様
々
な
手
段
を
尽
く
す
必
要
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
手
段
は
コ
ソ
泥
の
す
る
こ
と
で
、
猜
疑
心
し
か

も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
紛
争
が
も
た
ら
す
恨
み
と
怒
り
は
、

早
急
に
情
報
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
通
の
関
心
事

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政

府
は
何
か
と
い
う
と
す
ぐ
に
武
力
で
対
立
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
よ
う
な
行
為
は
な
ら
ず
者
の
す
る
こ
と
で
、
恨
み
の
気
持

ち
し
か
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

政
府
の
行
為
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
民
衆
は
輿
論
に
よ
っ
て
実
際
に

政
府
を
監
督
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
時
儒
者
は
反
戦
思
想
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
王
覇
の
弁
え
を
評
価
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政

府
の
企
て
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
、
民
衆
は
貪
欲
に
よ
っ
て
ご
ま
か

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
は
そ
の
判
断
は

非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
民
衆
は
後
の
世
代
の
子
孫
の
た
め
に
考
え
、

政
府
が
王
道
を
施
し
、貪
欲
の
念
と
正
当
な
ら
ざ
る
行
為
を
放
棄
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
子
孫
に
災
い
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求

め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
東
ア
ジ
ア
の
各
国
の
言
語
、
文
化
、
信
仰
は
お
互
い
に

か
な
り
隔
た
り
が
あ
り
、
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
。
そ
こ
で
民

衆
が
異
文
化
を
理
解
し
尊
重
す
る
よ
う
教
え
諭
し
続
け
る
こ
と
が
、

平
和
を
獲
得
す
る
根
本
と
な
る
。
現
在
、
各
国
の
交
流
は
頻
繁
で
あ

る
が
、
各
国
の
文
化
の
違
い
を
尊
重
し
、
お
互
い
の
福
祉
を
促
進
し
、

各
国
の
教
育
体
系
の
中
で
異
文
化
を
多
く
学
ば
せ
る
よ
う
に
し
て
、

相
互
理
解
に
よ
っ
て
摩
擦
を
な
く
し
、
頻
繁
な
交
流
に
よ
っ
て
協
力

を
促
す
こ
と
が
、
以
前
に
も
増
し
て
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
残
念
な

こ
と
に
、
現
今
の
東
ア
ジ
ア
各
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
異
文

化
教
育
へ
の
投
資
は
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
る
。
中
に
は
、
異
文
化

教
育
を
重
視
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
強
烈
な
自
己
本
位
主
義
に
よ
り
、

教
科
書
の
中
に
事
実
と
異
な
る
情
報
や
恨
み
つ
ら
み
の
種
を
ま
き
散

ら
し
、
純
粋
な
学
生
を
利
用
し
て
、
政
府
が
領
土
や
資
源
を
簒
奪
す

る
た
め
の
後
ろ
盾
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
も
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
東
ア
ジ
ア
世
界
の
大
い
な
る
危
機
で
あ
る
。こ
う
い
っ
た
状
況
は
、

良
心
的
で
、
将
来
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
学
者
が
立
ち
上
が
っ
て

正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（Sam

uel Phillips H
untington

）
の
『
文
明

の
衝
突
』
の
説
に
は
、
大
い
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
。
お
互
い
の
文

化
の
違
い
を
尊
重
せ
ず
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
悲
劇
は
、
今
も
世
界
各

地
で
発
生
し
て
い
る
。
例
え
ば
欧
米
文
化
と
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
衝
突

な
ど
は
そ
れ
が
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
お
互
い
に
「
歯
に
は
歯
を
、

血
に
は
血
を
」、
状
況
は
徐
々
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
際
限
が
な
い

よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
種
の
悲
劇
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
家
に
と
っ
て

は
特
に
戒
め
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
東
ア
ジ
ア
世
界
は
そ

も
そ
も
極
め
て
脆
弱
で
あ
り
、
人
口
は
多
く
、
資
源
は
乏
し
い
。
植

民
地
か
ら
抜
け
出
し
て
間
も
な
い
国
家
も
あ
れ
ば
、
戦
火
の
中
か
ら

よ
う
や
く
復
興
し
始
め
た
国
家
も
あ
る
。
ま
た
、
貧
困
か
ら
抜
け
出

し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
り
、依
然
と
し
て
貧
困
の
中
の
国
家
も
あ
り
、

強
大
な
ど
と
は
全
く
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
消

費
す
る
元
手
も
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
も
し
衝
突
が
あ
れ
ば
、

こ
の
い
く
ば
く
か
の
成
果
も
大
幅
に
後
退
し
、
ひ
い
て
は
烏
有
に
帰

し
、
落
ち
ぶ
れ
て
物
の
数
に
も
入
ら
な
い
国
家
と
な
り
果
て
る
だ
ろ

う
。
い
っ
た
ん
悪
夢
が
真
実
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に

は
、
誇
り
に
胸
を
張
る
こ
と
の
で
き
る
日
は
お
そ
ら
く
二
度
と
訪
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。

５
．
結
び
に
か
え
て

　

現
在
、
東
ア
ジ
ア
内
部
で
は
、
日
本
海
、
黄
海
、
東
シ
ナ
海
、
南

シ
ナ
海
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
領
土
、
領
海
の
紛
争
が
存
在
し
、
資

源
を
求
め
、
或
い
は
環
境
上
の
災
い
を
他
国
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と

す
る
動
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
衝
突
の
潜
在
的
な
導
火
線
と
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な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
強
権
の
関
与
が
あ
っ
た
り
、
何
ら
か

の
メ
デ
ィ
ア
の
評
価
に
基
づ
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
要
素
は
、
東
ア
ジ
ア
を
し
て
も
っ
と
も
た
や
す
く
戦
争
の
発
生
す

る
地
域
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
確
率
は
中
東
に

次
い
で
高
い
。
加
え
て
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
の
状
況
は
、
第
一
次
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
の
列
強
の
軍
備
競
争
の
再
現
と
も
言
う
べ
き

も
の
で
、
ミ
サ
イ
ル
の
密
度
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
極
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
各
国
政
府
は
、
恐
れ
慎
む
気
持
ち

を
も
っ
て
こ
の
事
実
を
直
視
し
、
前
車
の
轍
を
踏
む
こ
と
の
な
い
よ

う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
こ
の
二
、三
世
紀
の
間
、
植
民
帝
国
の
侵
略

と
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
屈
辱
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア

の
民
衆
に
は
、
平
和
を
愛
す
る
伝
統
が
あ
り
、
ま
た
強
靭
な
性
格
が

あ
る
。
こ
の
伝
統
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
覇
権
主
義
の
考
え
に
立

ち
向
か
う
べ
き
で
あ
る
。
当
面
の
急
務
は
、
東
ア
ジ
ア
の
従
来
の
価

値
観
を
回
復
さ
せ
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
秩
序
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
う
し
て
初
め
て
、
外
か
ら
の
力
の
侵
略
を
食
い
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
東
ア
ジ
ア
に
不
必
要
な
の
は
戦
争

と
覇
権
で
あ
り
、
必
要
な
の
は
平
和
と
団
結
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
各
国
の
教
育
界
は
、
職
業
教
育
或
い
は
科
学

研
究
に
偏
る
こ
と
な
く
、
道
徳
の
薫
陶
と
異
文
化
教
育
を
強
化
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
お
互
い
の
理
解
と
協
力
関
係
を
促
進
し
、「『
春
秋
』

に
義
戦
無
し
」
の
思
想
を
宣
揚
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
平
和
の
共
通
認

識
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
。
強
大
な
国
家
は
王
道
を
行
い
、
弱
小
国

家
を
助
け
、
正
義
を
守
り
、
平
和
を
保
障
す
る
た
め
に
努
力
し
、
推

戴
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
武
力
に
頼
り
、

ほ
し
い
ま
ま
に
要
求
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
奪
っ
て
、
人
か
ら
恐
れ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

東
ア
ジ
ア
の
平
和
は
保
障
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

原稿を確認される葉先生
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発
表
①　
儒
家
共
同
体
の
洪
範
経
世
と
中
和

東
日
本
国
際
大
学　

名
誉
教
授

　

儒
学
文
化
研
究
所　

所
長
　
徐
　
　
　
坰
　
遙

１
．
共
生
意
識

　

人
類
は
原
始
時
代
か
ら
共
同
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
自
然
環
境
と

同
和
し
、
人
間
同
士
が
親
し
く
な
り
、
生
命
を
維
持
し
、
衣
食
住
を

は
じ
め
と
し
た
経
済
活
動
を
営
ん
で
き
た
。
し
か
し
時
代
が
過
ぎ
れ

ば
過
ぎ
る
ほ
ど
、
人
間
の
自
分
だ
け
を
考
え
る
私
欲
が
増
え
、
自
然

と
共
の
共
生
の
た
め
の
公
心
に
陰
り
を
見
せ
て
き
て
い
る
。

　

儒
家
思
想
は
、
人
間
社
会
を
経
綸
す
る
哲
学
的
な
基
盤
を
人
間
ら

し
く
生
き
て
い
く
生
活
に
置
い
て
い
る
。〈
大
学
〉の
明
徳
と〈
中
庸
〉

の
天
命
に
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
人
性
は
、徳
性
の
本
来
の
志
で
あ
り
、

人
間
の
自
生
力
、
社
会
性
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
徳
性
を
涵
養
す

る
こ
と
は
、
自
分
ば
か
り
で
な
く
他
人
の
た
め
の
心
を
持
つ
、
人
間

ら
し
さ
を
忘
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
仁
愛
す
る
と
い
う
善
良
な
気
持

ち
は
、
他
で
も
な
く
、
人
間
ら
し
さ
で
他
人
に
人
情
を
分
け
与
え
る

こ
と
で
あ
る
。

　

人
倫
社
会
は
、
共
同
体
の
生
活
を
営
む
た
め
に
自
分
と
他
人
が
人

間
関
係
を
成
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
は
、
今
日

で
い
う
社
会
性
で
あ
る
。
社
会
性
と
は
自
他
が
互
い
に
仲
睦
ま
し
く

一
緒
に
暮
ら
す
潜
在
力
で
あ
り
自
発
性
を
意
味
す
る
。
今
日
、
個
人

の
偶
像
化
に
よ
る
評
価
基
準
も
や
は
り
、
他
人
を
配
慮
す
る
志
を
社

会
に
ど
れ
く
ら
い
貢
献
し
た
か
の
度
数
で
見
計
ら
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
徳
性
の
啓
発
は
、
自
己
発
展
ば
か
り
で
な
く
他
人
も
一
緒
に
発

展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。〈
易
経
〉繋
辞
傳
の
崇
徳
広
業
、厚
徳
載
物
、

称
物
平
施
等
の
言
表
も
そ
う
し
た
点
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
儒
学

は
最
も
人
間
ら
し
い
理
想
的
な
人
間
で
あ
る
君
子
、
聖
人
に
似
よ
う

と
す
る
希
聖
学
と
言
っ
た
り
も
す
る
。

　

漢
字
文
化
圏
で
良
く
使
わ
れ
る
平
和
、
和
平
と
い
う
概
念
は
、
西

方
の
戦
争
、
闘
争
の
反
対
語
で
は
な
い
。
寧
ろ
社
会
的
に
太
平
、
平

安
、
均
安
で
あ
っ
た
り
中
和
を
示
唆
す
る
合
成
語
と
し
て
使
わ
れ
て

き
た
。
こ
う
し
た
東
西
の
概
念
的
な
違
い
は
、
人
間
の
生
活
空
間
が

東
方
は
農
耕
社
会
の
環
境
の
中
で
共
生
す
る
た
め
、
植
物
的
な
思
惟

翻
訳　

山
　
田
　
紀
　
浩
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に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
植
物
は
あ
る
地
域
に
固
定
的
に
定
着
し
て
お

り
、
動
物
は
餌
を
求
め
て
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
、
世

界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
先
進
化
と
は
全
て
の

都
市
が
密
集
化
を
追
求
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
都

市
化
は
人
口
密
度
が
高
く
な
り
、
有
物
的
な
生
活
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
半
面
、
個
人
の
単
独
化
あ
る
い
は
、
孤
立
化
が

過
重
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
技
術
の
開
発
を
優
先
す
る
機
能
産
業

化
で
、
成
長
経
済
を
目
標
に
技
術
融
合
を
通
し
た
尖
端
産
業
社
会
を

追
求
し
て
い
る
。
し
か
し
古
代
で
の
自
然
と
共
存
し
た
農
村
化
と
、

近
代
の
環
境
公
害
の
都
市
化
は
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
独
占
さ
れ
て
は

だ
め
で
あ
り
、
適
切
な
標
準
化
を
成
す
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

現
代
社
会
で
も
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
が
生
命
的

な
活
動
力
で
人
生
を
生
き
て
い
く
人
類
社
会
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

儒
家
の
経
世
観
は
人
間
社
会
を
一
つ
の
共
同
体
と
見
、
生
命
を
維
持

し
て
い
く
家
族
共
同
体
と
生
活
を
営
ん
で
い
く
国
家
共
同
体
を
、
ど

う
す
れ
ば
経
倫
で
き
る
の
か
を
重
要
な
要
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
〈
大
学
〉
で
の
至
善
世
界
の
平
天
下
の
平
ら
概
念
と
〈
中
庸
〉
で

の
天
下
の
大
本
は
中
概
念
で
あ
り
、
達
道
と
し
て
は
和
概
念
と
い
う

中
和
者
の
九
経
を
提
示
し
て
い
る
。

　

儒
家
が
持
っ
て
い
る
共
同
体
に
関
す
る
概
念
は
、
人
倫
社
会
を
指

す
。
儒
家
共
同
体
に
関
す
る
意
識
は
、
ま
さ
に
平
天
下
の
概
念
で
あ

る
。
天
下
世
界
は
、
人
間
社
会
を
指
す
。
そ
れ
は
自
然
と
万
物
を
度

外
視
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
れ
ら
と
中
和
を
成
し
、
天
地

が
自
ら
の
場
を
知
り
、
万
物
が
育
ち
人
間
の
生
活
を
主
と
す
る
三
才

思
想
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。（〈
中
庸
〉）
い
わ
ゆ
る
中
庸
之
道

は
儒
家
の
‘
一
以
貫
之
’
の
思
想
体
系
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仁
民
愛

物
の
思
想
や
君
子
之
道
、
聖
賢
之
道
な
ど
と
密
接
な
連
携
が
あ
る
。

儒
家
の
中
庸
概
念
は
、
折
衝
、
妥
協
な
ど
、
平
面
的
な
も
の
と
誤
解

さ
れ
る
が
、
中
庸
の
真
義
は
〈
論
語
〉
で
は
中
道
、
時
中
、〈
孟
子
〉

で
は
兼
善
、〈
大
学
〉
で
は
‘
誠
於
中
、形
於
外
’、絜
矩
、至
善
、〈
中

庸
〉
で
は
‘
執
中
致
和
’、‘
合
外
内
之
道
’
な
ど
立
体
的
に
指
摘
し

て
い
る
。

２
．
洪
範
九
疇
と
経
世
観
念

　

経
世
と
は
人
倫
関
係
を
成
し
共
生
す
る
人
間
社
会
で
あ
り
、
内
在

的
に
は
修
身
、
外
在
的
に
は
氏
族
国
家
を
治
国
す
る
経
綸
を
意
味
す

る
。
こ
う
し
た
内
聖
外
王
の
道
理
は
、
均
和
と
均
平
を
成
す
こ
と
を

目
標
に
し
て
い
る
。
内
聖
と
は
人
間
ら
し
さ
、
爲
仁
と
し
て
情
感
を

分
け
自
分
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
外
王
と
は
一
緒
に
交
わ
り
共
生

し
他
人
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
は
単
独
的
な
個
々
人
が
共
生
す
る
構
成
員
な
の
か
。
こ
こ
か

ら
派
生
さ
れ
る
公
私
、
義
利
、
名
利
等
の
問
題
は
根
本
的
に
は
対
立

的
な
自
他
の
区
分
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
自
分
と
他
人

と
の
関
係
の
問
題
に
帰
結
さ
れ
る
。
そ
し
て
個
人
と
は
自
発
性
、
社
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会
性
等
の
生
命
力
で
あ
る
。

　

儒
家
の
為
政
の
目
標
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
世
界
を
治
め
よ
う

と
す
る
徳
治
、
礼
治
、
孝
治
な
ど
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
中
核
は
、

一
つ
の
よ
う
に
人
間
中
心
の
道
徳
率
が
基
本
で
あ
っ
た
。
現
代
の
法

治
国
家
で
は
法
律
が
優
先
さ
れ
る
が
、
道
徳
政
治
は
人
間
中
心
の
徳

性
を
根
本
と
す
る
教
化
で
あ
る
。
そ
の
徳
性
は
合
理
的
な
義
利
に
つ

い
て
考
え
る
よ
り
は
、
情
理
的
な
感
性
を
通
し
、
主
観
と
客
観
が
合

一
す
る
正
直
思
想
と
し
て
生
ま
れ
た
。“
我
々
の
村
の
正
直
な
者
は

そ
の
と
こ
ろ
が
違
う
。
親
は
子
供
の
た
め
に
隠
し
て
あ
げ
、
子
供
は

親
の
た
め
に
隠
し
て
あ
げ
る
が
、正
直
さ
は
そ
の
間
に
あ
る
。”（〈
論

語
、
子
路
〉）
と
は
、
天
理
と
人
情
に
交
わ
る
率
直
さ
に
関
し
て
は
、

や
は
り
情
理
に
よ
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
だ
。

　

一
方
〈
詩
経
〉
で
は
皇
極
条
で
‘
無
偏
無
党
、
王
道
蕩
蕩
。
無
党

無
偏
、
王
道
平
平
。’
の
蕩
平
を
中
庸
で
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
堯

舜
禹
が
相
授
し
た
心
法
で
精
一
執
中
を
示
し
、
商
湯　

周
武
が
相
伝

し
た
心
法
で
建
中
建
極
を
示
し
、
王
天
下
す
る
た
め
の
洪
範
九
疇
を

示
し
て
い
る
。〈
漢
志
〉
で
‘
禹
王
が
洪
水
を
治
め
る
こ
と
に
洛
書

を
与
え
見
習
っ
て
施
行
す
る
よ
う
に
し
た
が
、
こ
れ
を
洪
範
と
言
っ

た
。’
史
記
に
武
王
が
殷
の
国
に
勝
っ
て
箕
子
を
訪
ね
て
行
き
天
道

に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
箕
子
が
洪
範
を
施
行
す
る
よ
う
に
と

言
っ
た
。
こ
れ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
洪
範
は
禹
王
が
言
っ
た

こ
と
だ
が
、
そ
の
意
味
を
拡
大
し
〈
書
経
〉
の
洪
範
篇
に
出
て
い
る

の
で
あ
る
。
天
が
禹
王
に
洪
範
九
疇
を
与
え
、
人
倫
が
拡
が
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
九
つ
の
範
疇
が
中
心
に
な
り
天
下
を
治
め
る
法
で

あ
る
。

　
　

 　

偏
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
傾
く
こ
と
が
な
く
し
、
王
の
義
利
に

よ
り
私
的
な
嗜
好
を
作
ら
ず
、
王
の
道
に
よ
り
私
的
な
も
の
を

憎
み
王
の
道
を
進
み
な
さ
い
。
偏
り
が
な
け
れ
ば
不
公
平
が
な

く
、
王
の
道
が
広
く
遠
大
に
な
る
だ
ろ
う
。
不
公
平
さ
が
な
く

偏
り
が
な
け
れ
ば
、
王
の
道
が
平
平
し
、
常
道
に
よ
じ
れ
が
な

く
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
王
の
道
が
正
直
で
あ
り
、

標
準
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
標
準
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
偏
陂
、
好
悪
、
篇
党
、
反
則
は
、
私
的
な
心
か
ら
出

て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
蕩
平
は
王
の
標
準
と
し
て
、
正
大

な
本
体
で
あ
る
。
そ
の
九
疇
の
中
で
人
間
の
政
経
社
会
と
関
連
し
た

八
政
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
代
社
会
の
農
政
を
厚
用
す
る
た
め
の
も

の
だ
が
、民
の
基
本
的
な
生
活
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
八
政
と
は
、

人
間
生
活
を
安
楽
に
す
る
た
め
の
行
政
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
食
（
農

業　

勧
奨
）、貨
（
物
資　

実
用
）、祀
（
鬼
神　

恭
敬
と
し
て
成
教
）、

司
空
（
住
居
地　

管
轄
）、
司
徒
（
礼
儀　

教
化
）、
司
寇
（
姦
淫
犯
、

盗
賊
罪　

主
管
）、
賓
（
賓
客　

接
待
）、
師
（
治
安
隊　

士
卒　

訓

練
）
で
あ
り
、
人
間
の
経
済
活
動
と
人
間
関
係
の
交
流
を
通
し
た
安
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定
と
繁
栄
の
た
め
で
あ
る
。

　

食
べ
る
も
の
が
民
に
と
っ
て
の
一
番
の
急
務
で
あ
り
、
生
活
物
資

は
そ
の
次
だ
。
食
貨
は
養
生
の
た
め
の
基
本
で
あ
る
。
祭
祀
は
人
間

生
命
に
対
し
て
報
い
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
を
勧
奨
す
る
こ
と
は
民

の
安
住
の
た
め
で
あ
り
、
司
徒
が
教
育
を
勧
奨
す
る
こ
と
は
性
情
を

育
て
る
た
め
で
あ
り
、
司
寇
が
掌
禁
す
る
こ
と
は
姦
を
治
め
る
た
め

で
あ
り
、
賓
は
禮
と
し
て
書
候
と
遠
人
の
往
来
を
接
待
、
交
際
す
る

の
で
あ
り
、
師
は
警
察
と
し
て
社
会
の
中
で
残
暴
な
者
を
無
く
す
し

防
ぐ
も
の
で
あ
る
。（〈
書
経
〉
蔡
沈
の
註
）

３
．
執
中
致
和
と
人
倫
九
経

　

中
の
概
念
の
始
ま
り
は
、
尭
舜
の
素
朴
な
‘
執
中
’（〈
論
語
〉
尭

日
）、（〈
孟
子
〉
盡
心
上
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
繋
が
り
の
よ

う
に
人
道
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
集
中
力
を
発
揮
し
ろ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
中
庸
、
中
行
、
中
正
、
中
枢
、
適
中
な
ど
で
解
釈
し
た
り

も
し
た
が
、
そ
の
意
味
は
普
遍
的
に
妥
当
な
も
の
を
選
ぶ
澤
善
固
執

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
過
不
及
の
極
端
な
も
の
を

避
け
、
両
端
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
施
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

人
倫
社
会
の
共
同
体
を
引
っ
張
っ
て
い
く
天
下
の
達
道
を
行
う
徳

目
は
智
仁
勇
で
あ
る
。
智
仁
勇
は
天
下
の
達
道
と
し
て
そ
れ
を
行
う

理
由
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
は
誠
で
あ
り
、
一
如
終
始
、
一

様
で
あ
る
。
天
道
は
自
然
の
摂
理
で
あ
り
、
保
合
太
和
（〈
周
易
〉

繋
辞
傳
〉）
し
、
自
然
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
道
は
人
間
の
当
為

の
道
理
を
言
い
、
執
中
致
知
（〈
中
庸
〉）
し
、
自
然
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
道
は
天
人
合
一
を
成
し
、
人
間
が

人
間
社
会
を
生
き
て
い
く
世
道
の
方
法
で
あ
る
。
人
間
は
や
は
り
自

然
の
生
命
体
で
あ
る
。し
か
も
感
性
活
動
が
豊
か
な
生
物
体
で
あ
る
。

人
間
は
小
宇
宙
と
し
て
、
自
然
に
似
て
お
り
、
人
間
は
全
て
性
情
が

似
た
も
の
で
あ
る
。

　

人
間
社
会
で
行
わ
れ
る
五
達
道
は
君
臣
、
父
子
、
夫
妻
、
兄
弟
、

盟
友
等
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
大
道
を
実
行
す
る
品
徳
は
智
慧
、
仁

愛
、
勇
敢
で
あ
る
（〈
中
庸
〉）。
九
経
と
は
、
九
つ
の
人
間
関
係
を

そ
の
ま
ま
維
持
す
る
方
法
で
あ
る
。
天
下
国
家
を
治
理
す
る
九
つ
の

普
遍
の
原
則
が
あ
る
。自
分
を
修
養
す
れ
ば
そ
の
大
道
を
掌
握
で
き
、

賢
人
を
尊
重
す
れ
ば
迷
惑
を
受
け
ず
、
親
族
を
親
愛
す
れ
ば
怨
望
が

生
ま
れ
ず
、
大
臣
を
敬
重
す
れ
ば
政
事
を
処
理
す
る
時
に
混
乱
が
な

く
、一
般
の
臣
下
を
深
く
思
い
や
れ
ば
士
人
が
礼
儀
を
持
ち
尽
力
し
、

平
民
を
我
が
子
の
よ
う
に
接
す
れ
ば
全
て
の
民
が
労
働
を
頑
張
り
工

夫
も
自
分
の
仕
事
に
打
ち
込
み
、
し
い
て
は
財
豊
の
用
途
が
充
足
さ

れ
、
辺
境
地
域
の
人
々
が
安
ら
ぐ
よ
う
に
な
れ
ば
四
方
の
人
々
が
集

ま
る
よ
う
に
な
り
、
各
国
の
書
候
た
ち
が
信
頼
を
抱
く
よ
う
に
な
れ

ば
天
下
が
安
定
す
る
よ
う
に
な
る
（〈
中
庸
〉）。
こ
の
よ
う
に
九
経

も
や
は
り
、
人
間
関
係
の
社
会
性
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
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４
．
兼
善
天
下
と
均
平

　

人
類
が
共
同
体
の
生
活
を
維
持
す
る
道
は
自
分
と
他
人
が
人
間
関

係
を
素
直
に
結
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
社
会
を
生

き
て
い
く
人
道
が
ま
さ
に
修
己
治
人
の
方
法
で
あ
る
。‘
物
有
本
末

あ
り
事
有
終
始
あ
り
。
知
所
先
后
な
ら
則
近
道
矣
で
あ
る
。’（〈
大

学
〉）
こ
の
よ
う
に
先
後
を
知
る
こ
と
が
重
要
だ
。
ま
ず
自
分
を
知

れ
ば
他
人
を
理
解
し
包
容
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
完
全
な
自
分
が

他
人
を
感
化
す
る
よ
う
に
し
、
感
動
を
し
、
感
銘
を
受
け
、
自
ら
自

信
と
自
発
心
を
呼
び
起
こ
し
、
共
同
体
の
た
め
に
協
力
す
る
よ
う
に

な
る
。
孟
子
の
‘
窮
則
獨
善
其
身 

達
則
兼
善
天
下
’ （〈
孟
子
〉 

盡
心

上
）
と
は
、古
訓
も
ま
さ
に
修
己
安
人
の
道
を
教
え
る
言
葉
で
あ
る
。

自
分
の
修
養
を
通
し
て
徳
性
で
あ
る
社
会
性
を
拡
大
さ
せ
、
他
人
に

感
動
を
感
化
さ
せ
れ
ば
、
自
発
的
で
創
造
的
に
仕
事
に
打
ち
込
む
よ

う
に
な
る
。

　

現
代
社
会
で
の
世
界
的
な
大
都
市
は
、
産
業
経
済
が
集
中
し
規
模

が
大
き
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
市
民
の
幸
福
指
数
が
高
い
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
経
済
的
に
は
貧
し
く
と
も
、
自
然
環
境
と
人
間
環

境
が
良
い
所
の
幸
福
指
数
が
高
い
。
産
業
都
市
化
は
人
間
関
係
の
基

本
で
あ
る
孝
悌
の
家
族
社
会
を
離
散
さ
せ
、
自
然
環
境
を
も
汚
染
さ

せ
て
い
る
。
今
日
、
注
目
さ
れ
て
い
る
儒
教
資
本
主
義
は
、
貨
幣
を

資
本
と
す
る
の
で
は
な
く
人
間
関
係
の
家
族
を
資
本
と
す
る
こ
と
が

特
徴
だ
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。
家
族
と
は
血
統

関
係
で
あ
り
、
学
縁
や
地
縁
の
よ
う
な
人
為
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と

で
は
な
く
、
天
符
的
に
結
ば
れ
た
天
倫
で
あ
る
。

　

人
間
は
一
人
で
は
何
の
仕
事
も
で
き
ず
、
共
同
生
活
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
陰
陽
現
象
に
似
た
人
間
の
男
女
が
夫
婦
と
し

て
出
会
い
、
子
供
を
産
ん
で
家
庭
を
築
く
。
人
間
の
男
女
は
身
体
を

生
理
的
に
補
完
す
る
陰
陽
待
対
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
新
し
い
人

間
の
生
命
体
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
も
協
力
し
な
け
れ
ば
不
可
能
で

あ
る
。
力
を
使
う
こ
と
で
も
、
力
学
的
に
‘
男
負
女
戴
’
す
る
違
い

が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
特
徴
で
は
な
く
、
男
女
の
役
割
分
担
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
社
会
の
基

本
的
単
位
は
家
族
関
係
で
な
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
産
業
化
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
様
々
な
不
条
理
な
現
象
は
、
家
族
社
会
が
核
家
族
化
に

よ
っ
た
家
族
単
位
構
造
の
喪
失
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
春
秋
戦
国

時
代
も
一
つ
の
国
際
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
の
狂
気
的
な
現
象

は
、
子
供
が
親
を
殺
害
し
臣
下
が
王
を
殺
す
た
め
に
家
族
が
無
く
な

り
、
国
家
も
無
く
な
る
と
い
う
‘
無
父
無
君
’
の
乱
世
で
あ
っ
た
た

め
に
、
憂
患
意
識
が
逆
流
し
た
の
で
あ
る
。
修
身　

齊
家　

治
国　

平
天
下
を
な
す
に
は
、‘
天
子
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
修
身
を
基
本

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
’
と
い
う
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の

天
賦
的
な
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
個
人
的
な
修
心
が
基
本
に
な
る
。

個
人
は
家
族
共
同
体
の
同
じ
釜
の
飯
を
食
べ
る
一
人
の
家
族
と
し
て
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含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
国
家
共
同
体
と
天
下
共
同
体
の
全
体

を
構
成
す
る
構
成
員
と
し
て
国
民
の
中
の
一
人
の
個
人
で
あ
る
だ
け

で
あ
る
。

　

自
然
の
道
理
と
は
、
天
道
は
終
始
如
一
す
る
誠
と
し
て
保
合
太
一

す
る
も
の
で
あ
り
‘
自
然
に
’
な
る
こ
と
を
言
い
、
人
間
の
道
理
で

あ
る
人
道
は
執
中
致
和
す
る
誠
と
し
て
中
和
を
成
す
こ
と
で
あ
り

‘
あ
り
の
ま
ま
に
’
行
う
こ
と
を
言
う
（〈
中
庸
〉）。
こ
こ
で
の
自

然
に
と
は
自
然
そ
の
ま
ま
を
言
い
、
あ
り
の
ま
ま
に
は
人
間
が
自
分

の
思
う
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
と
一
緒
に
行
う
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
善
行
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
至
善
の
世
界

と
は
、
人
間
が
天
道
を
追
っ
て
自
然
に
似
て
い
く
人
道
を
実
践
す
る

段
階
で
も
あ
る
。

　

団
体
の
公
益
性
と
個
人
の
義
理
性
を
分
け
ら
れ
な
く
な
る
。
個
人

的
な
私
利
の
た
め
の
貧
欲
で
は
な
く
、
社
会
的
な
公
益
（
兼
善
）
の

た
め
の
欲
心
を
少
な
く
し
中
和
さ
せ
る
、
寡
欲
の
個
人
的
な
徳
行
の

修
養
が
必
要
で
あ
る
。
自
他
と
公
私
が
一
緒
に
関
係
性
を
結
び
な
が

ら
、
人
間
ら
し
い
社
会
を
生
き
て
い
く
こ
と
を
自
他
が
兼
善
す
る
天

下
と
い
え
る
。

　

自
然
の
土
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
が
死
ん
で
土
に
帰
る
自
然
原
理
の

通
り
、
生
き
て
い
る
生
前
に
取
り
込
ん
だ
財
産
を
社
会
に
公
的
に
還

元
す
る
こ
と
が
、
最
も
共
同
体
社
会
の
た
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

歓迎懇親会の様子
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発
表
②　
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
仏
教
的
非
暴
力

は
じ
め
に

　

Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ン
デ
ィ
―（M

ohandas K
aram

chand Gandhi

）は
、

二
〇
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
イ
ン
ド
の
政
治
指
導
者
で
あ
る
。
そ
の

名
は
、
と
り
わ
け
「
非
暴
力
」
の
実
践
者
と
し
て
世
界
中
に
知
ら
れ

る
。
彼
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
育
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
に
遊
学

し
、
一
八
九
三
年
に
南
ア
フ
リ
カ
で
弁
護
士
と
し
て
出
発
し
た
。
そ

し
て
、
人
種
差
別
政
策
を
取
る
南
ア
フ
リ
カ
で
公
民
権
運
動
に
参
加

し
、
帰
国
後
は
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
を
指
導
し
た
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
運
動
方
針
は
、「
非
暴
力
」「
不
服
従
」
の
二
点
に

集
約
さ
れ
る
。
ま
た
、
諸
宗
教
の
対
立
に
関
し
て
は
融
和
主
義
を
唱

え
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
狂
信
的
な

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
凶
弾
に
倒
れ
、
一
九
四
八
年
一
月
、
七
十
八
歳

で
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
実
践
の
核
と
な
る
非
暴
力
の
信
条
は
、
純
粋
に
宗

教
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
を
殺
そ
う
と
す
る
相
手
に
対
し
、
怒

り
も
、
恐
怖
も
、
復
讐
心
も
抱
か
ず
、
非
暴
力
を
貫
い
て
死
ぬ
。
そ

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所
所
長
　
松
　
岡
　
幹
　
夫

う
し
た
超
然
た
る
態
度
は
、
彼
が
言
う
よ
う
に
「
神
へ
の
生
き
た
信

仰
（a living faith in God

）
な
く
し
て
は
不
可
能
」

１
な
こ
と
だ

ろ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
標
榜
し
た
が
、
彼

の
信
ず
る
神
と
は
、
す
べ
て
の
人
の
良
心
に
宿
る
真
理
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
真
理
こ
そ
「
神
の
別
名
」
で
あ
り
、
宗
教
や
宗
派
の
枠
を

超
え
て
宗
教
的
な
生
き
た
真
理
に
従
う
こ
と
が
非
暴
力
へ
の
道
で

あ
る
と
さ
れ
る
。「
真
理
の
道
は
非
暴
力
の
道
で
も
あ
る
」

２
と
も
、

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
強
調
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
と
い
っ
た
世
界
の
主
要
な
宗
教

を
等
し
く
尊
敬
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
仏
教
の
生
命
尊
重
の
精
神
を

高
く
評
価
し
、
讃
嘆
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
。ガ
ン
デ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、仏
教
の
創
唱
者
で
あ
る
釈
尊（
ブ
ッ
ダ
）

や
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、「
不
殺
生
」
を
掲
げ

た
非
暴
力
運
動
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
釈
尊
の
肉
声
を
伝
え
る
原
始

仏
典
を
読
む
と
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対
し
て
暴
力
を
用
い
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な
い
」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』）
な
ど
と

３ 

、
非
暴
力
の
教
え
が
随
所
に

説
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
釈
尊
は
政
治
的
な
分
野
で
は
非
暴
力
を
行

わ
な
か
っ
た
と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

の
政
治
的
な
非
暴
力
運
動
は
新
し
い
「
実
験
」
と
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

彼
が
自
ら
を
釈
尊
の
後
継
者
と
位
置
づ
け
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、「
仏
陀
の
非
暴
力
の
行
為
の
結
果
は
、
い
つ
ま

で
も
滅
び
る
こ
と
な
く
、
年
と
と
も
に
増
大
し
て
ゆ
く
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
ま
す
」

４ 

と
い
う
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

る
。

　

小
論
で
は
、
簡
略
な
が
ら
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
思
想
と
仏
教
的

な
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
み

た
い
と
思
う
。

１
．
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
慈
悲

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は
、
宗
教
的
な
真
理
を
体
す
る
こ
と

が
前
提
と
な
る
。
こ
の
真
理
の
体
得
を
「
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ

satyāgraha

」
と
言
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
い
て
真
理
と
は
神
を
意
味
し

た
。
よ
っ
て
、
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
は
神
へ
の
忠
誠
で
も
あ
り
、
す

な
わ
ち
神
の
愛
に
生
き
抜
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
己
の
内
な
る
怒
り

や
臆
病
を
乗
り
越
え
、
神
の
愛
の
ご
と
く
人
々
を
愛
す
る
。
こ
れ

が
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
言
え
よ
う
。「
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
信

奉
者
は
、
暴
力
の
圧
政
に
対
し
て
神
の
庇
護
に
す
が
り
」、
そ
れ
に

よ
っ
て
疑
い
や
恐
れ
を
打
ち
払
い
、「
精
神
の
強
者 the strong in 

spirit

」
と
し
て
立
ち
上
が
る

５ 

。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
当
初
、
こ
の
運
動
を
「
受
動
的
抵
抗 passive 

resistance

」
と
称
し
て
い
た
。
そ
れ
は
肉
体
の
力
や
武
力
で
な
く
、

魂
の
力
、
愛
の
力
、
真
理
の
力
に
よ
っ
て
不
当
な
支
配
に
抗
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
苦
難
を
甘
受
す
る
の
は
受
動
的
だ
が
、真
理
の
力
、

愛
の
力
に
よ
る
抵
抗
は
こ
の
上
な
く
積
極
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
や

が
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
受
動
的
抵
抗
を
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
い
う

自
身
の
造
語
で
言
い
換
え
る
よ
う
に
な
る
。
真
理
を
持
ち
、
純
粋
な

愛
の
力
で
暴
力
に
勝
つ
。
そ
の
ひ
た
む
き
な
信
念
に
、
受
動
的
と

い
う
消
極
的
な
言
葉
は
確
か
に
似
合
わ
な
い
。「
わ
た
し
は
、
不
道

徳
に
対
す
る
精
神
的
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
道
徳
的
反
抗
（m

oral 
opposition

）
を
考
え
て
い
る
」

６
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
精
神
は
、
ま
さ
し
く
仏
教
の
慈
悲
の

教
え
を
想
起
さ
せ
る
。
宇
宙
根
源
の
真
理
に
目
覚
め
、
一
切
平
等

の
愛
に
よ
っ
て
万
物
を
慈
し
む
。
こ
れ
が
仏
教
に
説
く
慈
悲
（Skt., 

m
aitrī

）
で
あ
る
。
真
理
に
殉
ず
る
人
に
は
、
全
世
界
に
対
す
る
慈

し
み
の
心
が
溢
れ
て
い
る
。
慈
悲
は
、
自
己
と
他
者
、
愛
す
る
者
と

憎
む
者
な
ど
を
区
別
す
る
執
着
か
ら
離
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
し

て
平
等
な
慈
し
み
の
念
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
は
教
え
た
。「
あ

た
か
も
、
母
が
己
が
独
り
子
を
命
を
賭
け
て
も
護
る
よ
う
に
、
そ
の
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よ
う
に
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
ど
も
に
対
し
て
も
、
無
量
の

（
慈
し
み
の
）
こ
こ
ろ
を
起
す
ベ
し
」「
全
世
界
に
対
し
て
無
量
の
慈

し
み
の
心
を
起
こ
す
べ
し
」 ７
と
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
唱
道
し
た
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
は
、
神
の
愛
を
体

現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
神
教
的
な
宗
教
観
で
あ
り
、
本
来
な
ら

ば
、
神
に
背
く
悪
人
は
厳
し
く
罰
す
る
、
と
い
う
裁
き
の
信
仰
も
唱

え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
暴
力
に

対
す
る
断
固
た
る
抵
抗
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
敵
に
対
し
て
怒
り
を

抱
か
ず
、
敵
を
愛
し
、
非
暴
力
を
貫
い
て
自
己
を
犠
牲
に
せ
よ
と
説

い
て
や
ま
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
こ
に
、
東
洋
の
汎
神
論
的
な
信
仰

を
認
め
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
言
う
「
愛
」
は
、
一
神
教
の
愛
よ
り
も

仏
教
の
「
慈
悲
」
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
説
く
神
は
真
理

と
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
万
物
に
平
等
に
内
在
す
る
と
考
え
て
よ

い
。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
思
想
的
背
景
に
は
、
一
種
の
汎
神
論
的

な
信
仰
が
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
に
み
ら
れ
る
精
神
面
の
積
極

性
も
、
仏
教
的
な
慈
悲
の
実
践
と
通
じ
合
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
区
別
へ
の
執
着
を
排
し
て
万
物
一
体
の
真
理
に
立
ち
、
仏
の
慈

悲
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
に
は
、
熾
烈
な
道
徳
的
戦
い
が
待
ち
受
け

て
い
る
。「
わ
た
し
は
神
聖
な
者
で
あ
り
、
無
比
で
あ
り
、
悪
魔
の

軍
勢
を
撃
破
し
、
あ
ら
ゆ
る
敵
を
降
伏
さ
せ
て
、
な
に
も
の
を
も
恐

れ
る
こ
と
な
し
に
喜
ぶ
」

８
と
釈
尊
は
宣
言
し
た
。

「
悪
魔
の
軍
勢
」
と
は
欲
望
や
怒
り
な
ど
の
執
着
心
を
指
す
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
の
撃
破
は
精
神
的
な
闘
争
と
な
る
。

　

仏
教
の
悟
り
と
い
う
と
、
い
か
に
も
静
寂
で
観
想
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
が
、
偽
り
の
自
己
、
悪
し
き
自
己
に
打
ち
克
つ
に
は
戦
闘
的

な
精
神
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
釈
尊
は
、
内
な
る
悪
魔
で
あ
る
怒

り
を
容
赦
な
く
斬
り
殺
せ
と
教
え
た

９
。「
情
欲
に
ひ
と
し
い
激
流

は
存
在
し
な
い
」

10 

が
ゆ
え
に
「
自
分
と
い
う
も
の
は
、
ま
こ
と
に

制
し
難
い
」

11 

の
で
あ
り
、自
制
は
精
神
的
格
闘
の
異
名
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、
非
暴
力
の
実
践
に
お
い
て
「
内
な
る
獣
性 the brute in 

him

」
か
ら
脱
す
る
自
己
抑
制
の
努
力
を
求
め
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
態

度
と
同
じ
で
あ
ろ
う

12 

。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
運
動
に
お
い
て
も
、

真
の
勝
利
と
は
自
己
に
打
ち
克
つ
こ
と
で
あ
っ
た 

13
。

　

自
己
を
制
し
、
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
の
力
で
非
暴
力
の
勝
利
者
と

な
る
。
自
己
抑
制
に
よ
る
愛
の
平
和
を
説
く
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の

理
念
は
、
仏
教
が
掲
げ
る
慈
悲
の
政
治
の
理
想
に
も
通
じ
て
い
く
だ

ろ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
、
非
暴
力
の
歴
史
的
な
実
例
と
し
て
、
武

力
を
用
い
ず
法ダ

ル
マと

い
う
真
理
の
力
で
慈
悲
の
統
治
を
行
っ
た
仏
教
徒

の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
名
を
挙
げ
て
い
る 

14

。

２
．
ア
ヒ
ン
サ
ー
と
不
殺
生
戒

 

ア
ヒ
ン
サ
ーahi ṃ

sā

と
は
、
殺
害
（
ヒ
ン
サ
ー
）
の
否
定
（
ア
）

を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
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等
が
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
教
義
を
強
調
し
た
た
め
、
イ
ン
ド
で
は
古
代
か

ら
不
殺
生
の
伝
統
が
根
づ
い
て
い
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
に
よ
る
と
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
真
理
と
区
別
で
き
な

い
ほ
ど
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
真
理
を
求
め
る
の
に
不
可
欠
な
手

段
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
彼
は
、
こ
の
ア
ヒ
ン
サ
ー
を
非
暴
力
主
義

の
鍵
概
念
と
し
、
自
ら
を
「
ア
ヒ
ン
サ
ー
―
―
非
暴
力
―
―
の
教

義
の
全
き
信
奉
者 an out-and-out believer in the religion of 

A
him

sa—
non-violence

」
と
称
し
た

15

。
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
対
象
に

は
、
人
間
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
生
き
物
が
含
ま
れ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
対
し
て
ア
ヒ
ン
サ
ー
を
守
る
と
な
れ
ば
、
生

物
を
食
し
て
生
物
が
生
き
る
、
と
い
う
自
然
の
法
則
か
ら
言
っ
て
不

可
能
な
義
務
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
訴
え
た
の
は

「
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
行
動
」に
も
増
し
て「
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
心
」で
あ
っ

た
。「
た
ん
な
る
非
殺
生
と
言
う
意
味
で
の
非
暴
力
は
、
わ
た
し
に

は
、
暴
力
的
方
法
か
ら
一
歩
も
進
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
」

16

と

彼
は
言
う
。
つ
ま
り
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
、
殺

害
の
禁
止
と
い
う
外
面
的
な
規
定
よ
り
も
内
面
的
な
愛
の
心
を
重
視

す
る
と
み
ら
れ
る
。
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
最
高
の
義
務
ゆ
え
、
完
全
に
実

践
で
き
な
く
と
も
、
で
き
る
だ
け
暴
力
を
避
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
大
事
な
の
は
非
暴
力
の
心
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
愛
で

あ
り
、
人
類
が
こ
の
ア
ヒ
ン
サ
ー
に
向
か
っ
て
進
化
し
続
け
る
こ
と

で
は
な
い
か
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
う
唱
え
た
。

　

実
際
、
彼
の
言
う
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
自
制
心
や
宗
教
性
を
格
別
に
重

視
す
る
。
な
る
ほ
ど
現
実
の
世
界
で
は
、
ど
う
し
て
も
争
い
ご
と
や

殺
生
が
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
心
が
そ
こ
に
あ
れ

ば
、
勝
者
も
敗
者
も
、
殺
す
者
も
殺
さ
れ
る
者
も
、
共
に
魂
を
高
め

て
い
け
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
う
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。

　

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
心
を
忘
れ
た
、
単
な
る
理
性

的
な
正
義
や
平
和
の
議
論
な
ど
に
は
頑
な
に
反
対
し
た
。「
わ
た
し

は
い
か
な
る
戦
争
も
正
当
な
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
。そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
戦
争
の
賛
否
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
領
域
外

で
あ
る
」17

。
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
あ
っ
て
は
、い
わ
ゆ
る
「
正
義
の
戦
争
」

を
論
ず
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
冷
酷
か
つ
無
慈
悲
な
観
念
論
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
原
子
爆
弾
の
出
現
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
地
上
に
ア
ヒ
ン

サ
ー
が
実
現
さ
れ
る
と
の
見
方
に
対
し
て
も
批
判
的
で
あ
り
、「
原

子
爆
弾
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
久
し
く
人
類
を
支
え
て
き
た
高
尚
な

感
情
が
死
滅
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」

18 

と
慨
嘆
し
て
い
る
。
核
抑

止
論
と
は
非
暴
力
の
魂
を
失
っ
た
力
の
法
則
論
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的

に
は
暴
力
的
な
思
想
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
「
万
物
へ
の
慈
悲

心
」
と
要
言
で
き
る

19

。
慈
悲
の
心
で
怒
り
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、

一
歩
一
歩
、
堅
実
に
非
暴
力
の
世
界
を
構
築
し
て
い
く
。
こ
う
し
た

ア
ヒ
ン
サ
ー
は
、
ま
さ
し
く
仏
教
的
な
実
践
の
理
想
で
も
あ
ろ
う
。

「
殺
す
人
は
殺
さ
れ
、
怨
む
人
は
怨
み
を
買
う
。
ま
た
罵
り
わ
め
く
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人
は
他
の
人
か
ら
罵
ら
れ
、
怒
り
た
け
る
人
は
他
の
人
か
ら
怒
り
を

受
け
る
」
と
い
う
釈
尊
の
言
葉
が
あ
る
。
暴
力
の
連
鎖
、
怒
り
の
連

鎖
か
ら
万
物
へ
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
自
由
に
な
る
こ
と
―
―
そ
れ
が

釈
尊
の
説
く
不
殺
生
戒
の
真
意
で
あ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ア
ヒ
ン

サ
ー
と
同
じ
く
、
仏
教
の
不
殺
生
戒
に
お
い
て
も
、
最
も
問
わ
れ
る

べ
き
は
「
不
殺
生
の
心
」
で
あ
る
。
不
殺
生
戒
は
、い
う
な
れ
ば
「
殺

す
心
を
殺
す
」
実
践
に
他
な
ら
な
い

20

。

　

非
暴
力
は
行
動
の
理
論
で
は
な
い
。暴
力
の
対
立
概
念
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
一
切
の
暴
力
を
生
み
出
す
根
源
の
心
を
変
え
ゆ
く
実
践
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
実
践
は
自
己

と
の
闘
い
に
尽
き
る
も
の
だ
っ
た
。「
戦
場
に
お
い
て
百
万
人
の
敵

に
勝
つ
と
も
、
唯
だ
一
つ
の
自
己
に
克
つ
者
こ
そ
、
実
に
不
敗
の
勝

利
者
で
あ
る
」

21

。
釈
尊
の
こ
の
教
え
こ
そ
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ア

ヒ
ン
サ
ー
思
想
の
核
心
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

３
．
教
育
的
非
暴
力

　

激
流
の
ご
と
き
怒
り
を
制
す
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
の
実
践

は
、
内
な
る
悪
魔
と
の
戦
闘
と
呼
び
う
る
激
し
さ
を
と
も
な
う
。
だ

が
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
道
徳
的
な
力
を
ど
こ
ま
で
も
信
ず
る
、

人
間
信
頼
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
立
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
わ

た
し
は
手
に
負
え
な
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
（an irrepressible 

optim
ist

）
で
す
。
わ
た
し
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
非
暴
力
を
発

揮
し
う
る
個
人
の
能
力
の
、
無
限
の
可
能
性
へ
の
信
念
に
も
と
づ
い

て
い
ま
す
」

22 

と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
公
言
し
た
。
人
間
の
善
性
に
対

す
る
確
固
不
動
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
愛
の
力
は
剣

の
力
に
勝
る
と
し
て
、
非
暴
力
に
よ
る
対
決
が
頑
な
に
唱
道
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

敵
を
信
じ
、
敵
を
愛
し
、
そ
の
暴
力
性
と
は
徹
底
的
に
戦
う
。
ガ

ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は
、戦
闘
的
で
あ
り
つ
つ
も
教
育
的
で
あ
っ
た
。

戦
闘
的
な
非
暴
力
を
実
践
し
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
同
時
に
教
育
的
な

非
暴
力
の
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
た
と
え
善
に
も
せ
よ
、力
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
人
間
の
個
性
を
破
棄
す
る
」
と
い

う
考
え
方
を
と
り
、「
愛
と
い
う
説
得
力
を
も
っ
て
改
革
が
成
就
で

き
た
な
ら
、
人
間
の
個
の
本
質
は
失
わ
れ
ず
、
恒
久
的
な
ほ
ん
と
う

の
進
歩
が
世
界
に
約
束
さ
れ
よ
う
」
と
人
々
に
呼
び
か
け
た
の
が

23

、

ガ
ン
デ
ィ
ー
そ
の
人
で
あ
っ
た
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
に
か
か
れ
ば
、
歴
史
上
に
悪
名
高
い
暴
君
ネ
ロ
で
さ

え
、
奥
底
に
は
人
間
ら
し
い
心
を
持
っ
た
人
物
と
な
る
。
ま
た
、
彼

と
同
時
代
に
現
れ
た
破
滅
的
な
独
裁
者
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
や
ヒ
ト

ラ
ー
に
つ
い
て
も
、
愛
の
接
近
に
は
必
ず
応
え
る
は
ず
だ
と
主
張
し

て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た

24

。
そ
し
て
、
こ
の
信
念
を
自
ら
実
行
に
移

し
て
も
い
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
後
、
ド
イ
ツ
の
ア

ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
宛
て
て
手
紙
を
認
め
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
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手
紙
の
論
調
が
対
決
的
と
い
う
よ
り
説
得
的
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ

の
手
紙
は
「
親
愛
な
る
友
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
り
、「
あ
な

た
が
、
あ
な
た
の
敵
た
ち
の
言
う
よ
う
な
怪
物
だ
と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
」「
ひ
と
と
き
の
平
和
の
た
め
に
努
力
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
あ

な
た
に
お
願
い
す
る
」
な
ど
の
丁
重
な
言
葉
が
続
き
、
最
後
は
「
あ

な
た
の
誠
実
な
友　

Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー I am

, Y
our sincere 

friend, M
. K

. Gandhi 
」
の
署
名
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
行
為
を
「
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る

恐
る
べ
き
も
の
」「
人
間
性
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
」と
厳
し
く
断
罪
し
、

「
あ
な
た
が
戦
争
で
勝
利
を
お
さ
め
た
と
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
、

あ
な
た
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
た

だ
、
あ
な
た
の
破
壊
力
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と

で
す
」
な
ど
と
教
え
諭
し
つ
つ
、
人
類
の
名
に
お
い
て
戦
争
を
停
止

す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る

25

。

　

同
様
な
手
紙
を
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
中
国
へ
の
侵
略
を
進
め
る
日

本
人
に
宛
て
て
も
書
い
た
。「
す
べ
て
の
日
本
人
へ T

o Every 
Japanese

」
と
題
す
る
、そ
の
手
紙
で
は
、日
本
の
中
国
侵
略
を
「
帝

国
主
義
的
な
野
望
」
と
指
弾
し
、
彼
が
読
ん
だ
す
べ
て
の
文
書
の
中

で
日
本
人
は
「
い
か
な
る
訴
え
に
も
耳
を
傾
け
よ
う
と
は
な
さ
ら
な

い
、
た
だ
剣
に
の
み
耳
を
か
す
民
族
だ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹

介
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
「
そ
の
よ
う
に
考
え
る

の
は
あ
な
た
が
た
を
は
な
は
だ
し
く
誤
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
そ
し
て
、
わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
の
心
の
正
し
い
琴
線

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
と
、
ど
ん
な
に
か
念
じ
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
」
と
自
ら
の
心
情
を
記
し
、「
人
間
性
に
は
相
反
応

し
合
う
も
の
が
あ
る
と
の
不
滅
の
信
念
」
に
基
づ
き
日
本
人
を
道
徳

的
に
救
済
し
た
い
と
願
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
情
け
容
赦
の
な
い
戦
争

が
だ
れ
の
独
占
物
で
も
な
い
こ
と
に
、
あ
な
た
が
た
が
気
づ
か
れ
て

い
な
い
と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
そ
れ

が
連
合
国
で
な
く
と
も
、
ど
こ
か
他
の
国
が
、
き
っ
と
あ
な
た
が
た

の
方
法
に
改
良
を
加
え
、
あ
な
た
が
た
自
身
の
武
器
を
も
っ
て
あ
な

た
が
た
を
打
ち
負
か
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
か
り
に
あ
な
た
が
た
が
戦

争
に
勝
っ
た
と
し
て
も
、
国
民
が
誇
り
に
思
う
よ
う
な
遺
産
を
な
に

一
つ
遺
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
等
々
と
書
き
連
ね
、
侵

略
戦
争
の
愚
か
さ
を
諄
々
と
教
え
諭
し
た
の
で
あ
る

26

。

　

か
く
の
ご
と
く
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
に
は
教
育
的
な
態
度
が

鮮
明
に
見
て
と
れ
る
。
彼
が
非
暴
力
の
急
速
な
普
及
を
目
指
さ
ず
漸

進
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
の
も
、
人
類
の
良
心
の
教
育
的
な
啓
発
を

第
一
義
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
非
暴
力
の
あ

り
方
を
教
育
的
非
暴
力
と
呼
ん
で
み
た
い
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
行
っ
た
教
育
的
非
暴
力
は
、
仏
教
の
非
暴
力
に
お

い
て
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。釈
尊
の
思
想
は
、暴
力
に
慣
れ
た
人
々

に
教
育
的
な
態
度
で
改
心
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
殺
そ
う
と
争

闘
す
る
人
々
を
見
よ
。
武
器
を
執
っ
て
打
と
う
と
し
た
こ
と
か
ら
恐
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怖
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
ぞ
っ
と
し
て
そ
れ
を
厭
い
離

れ
た
そ
の
衝
撃
を
宣
べ
よ
う
」

27 

「
殺
す
人
は
殺
さ
れ
、
怨
む
人
は

怨
み
を
買
う
。
ま
た
罵
り
わ
め
く
人
は
他
の
人
か
ら
罵
ら
れ
、
怒
り

た
け
る
人
は
他
の
人
か
ら
怒
り
を
受
け
る
」

28

「
生
き
と
し
生
け
る

も
の
に
対
し
て
暴
力
を
用
い
な
い
人
こ
そ
、〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
も
、〈
道

の
人
〉
と
も
、
ま
た
〈
托
鉢
遍
歴
僧
〉
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
」

29

―
―
こ
う
し
た
言
葉
の
数
々
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
釈
尊
が
紛
れ
も

な
く
教
育
的
非
暴
力
の
人
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
と

き
、
古
代
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
の
王
が
隣
国
の
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
を
侵
略

し
よ
う
と
思
い
、
一
人
の
大
臣
を
使
い
に
立
て
て
釈
尊
の
意
見
を

伺
っ
た
。
釈
尊
は
、
使
者
の
大
臣
で
な
く
、
傍
ら
に
い
た
仏
弟
子
の

ア
ー
ナ
ン
ダ
に
語
り
か
け
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
人
に
関
す
る
七
つ
の
質
問
を

行
う
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
、
そ
れ
ら
に
次
々
と
答
え
て
い
っ
た
。
こ
の

や
り
取
り
か
ら
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
の
人
々
は
理
想
的
な
共
和
政
治
を
行

い
、
遵
法
精
神
に
富
み
、
道
徳
的
で
あ
る
な
ど
、
七
つ
の
衰
亡
し
な

い
法
を
守
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
王

の
使
者
た
る
大
臣
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。
七
つ
の
法
と
は
か
つ
て
私

（
釈
尊
）
が
ヴ
ァ
ッ
ジ
人
に
教
え
た
も
の
で
あ
る
、
こ
の
七
つ
の
法

を
守
る
限
り
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
人
は
繁
栄
し
、
衰
亡
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
。

こ
れ
を
聞
い
た
大
臣
は
、
戦
争
で
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
を
征
服
す
る
の
は
無

理
だ
と
思
い
知
り
、
喜
ん
で
座
を
立
ち
、
去
っ
て
い
っ
た

30

。

　

以
上
の
説
話
に
お
い
て
、
釈
尊
は
直
接
的
に
戦
争
の
停
止
を
要
求

し
て
い
な
い
。
彼
が
用
い
た
の
は
弟
子
と
の
対
話
を
通
し
、
そ
れ
と

な
く
政
治
権
力
者
に
暴
力
的
な
征
服
の
無
意
味
さ
を
わ
か
ら
せ
る
よ

う
な
方
法
で
あ
っ
た
。
実
に
巧
み
な
教
育
的
非
暴
力
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
独
裁
者
や
帝
国
主
義
者
に
対
し
て
も
堂
々

と
暴
力
や
戦
争
の
悪
徳
を
訴
え
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
、
違
う
と
い
え
ば

違
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
争
を
望
む
者
と
真
っ
向

か
ら
対
立
せ
ず
、
む
し
ろ
戦
争
支
持
者
た
ち
の
内
面
に
分
け
入
っ
て

彼
ら
自
身
が
非
を
悟
れ
る
よ
う
仕
向
け
て
い
く
言
論
の
方
向
性
に
お

い
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
釈
尊
は
完
全
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
二
人
は
共
に
非
暴
力
の
心
を
啓
発
す
る
教
育
的
非
暴
力
の
実
践

者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
教
育
的
非
暴
力
が
批
判
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
実

効
性
へ
の
疑
問
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
非
暴
力
と
い
う
神
の
理
念
を
人

類
に
教
育
し
、
実
際
に
根
づ
か
せ
る
に
は
多
大
な
時
間
と
労
力
を
要

す
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
浸
透
に
は
数
世
代
を
要
す

る
と
述
べ
、
非
暴
力
の
実
験
は
一
歩
一
歩
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
た

31

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
今
こ
こ
に
あ
る
暴
力
と
流

血
を
止
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
侵
略
者
も
や
が
て
は
精
神
的

に
、
あ
る
い
は
肉
体
的
に
も
、
非
暴
力
の
抵
抗
者
を
殺
害
す
る
の
に

飽
き
る
だ
ろ
う
」

32

と
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
信
念
は
、
現
実
的
な
人
道

主
義
者
か
ら
は
強
い
反
発
を
受
け
る
に
違
い
な
い
。
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さ
ら
に
、
釈
尊
の
教
育
的
非
暴
力
に
つ
い
て
は
、
悲
劇
的
な
運
命

を
諦
観
す
る
傾
向
も
指
摘
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。『
増
一
阿

含
経
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
釈
尊
は
自
分
の
出
身
部
族
で
あ
る

シ
ャ
カ
族
が
コ
ー
サ
ラ
国
に
攻
め
ら
れ
た
と
き
、
何
度
か
そ
れ
を
押

し
と
ど
め
た
が
、
最
後
に
は
「
釈
種
は
今
日
宿
縁
す
で
に
熟
す
。
い

ま
ま
さ
に
報
を
受
く
べ
し
」

33 

と
述
べ
て
一
族
滅
亡
の
宿
命
を
諦
観

し
、
そ
の
と
お
り
に
シ
ャ
カ
族
は
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
。

　

教
育
的
な
非
暴
力
こ
そ
が
恒
久
的
な
平
和
を
確
立
す
る
真
の
道
で

あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
否
定
し
な
い
と
思
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
と
と
も
に
、
目
の
前
の
暴
力
的
な
惨
劇
を
制
止
す
る
力
を
も
切

実
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
感
情
は
、
一
つ
の
意
見
と
い
う
よ
り
も
万

人
の
道
徳
的
直
観
で
あ
ろ
う
。
教
育
的
非
暴
力
が
決
し
て
無
視
で
き

な
い
根
本
的
な
課
題
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

４
．
諸
宗
教
へ
の
寛
容

　

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
非
暴
力
を
語
る
際
に
は
、
宗
教
の
問
題
を
避

け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
教
は
暴
力
と
非
暴
力
の
両
義
性
を

持
つ
。
宗
教
は
、
外
在
的
に
せ
よ
、
内
在
的
に
せ
よ
、
人
間
を
超
え

た
存
在
を
説
く
。
そ
の
超
越
的
な
権
威
に
お
い
て
、
人
間
を
裁
く
暴

力
性
と
人
間
を
赦
す
非
暴
力
性
と
が
矛
盾
の
ま
ま
緊
張
関
係
を
保
っ

て
い
る
の
が
、
生
き
た
宗
教
の
世
界
で
あ
ろ
う
。

　

宗
教
の
暴
力
性
が
顕
在
化
す
る
最
大
の
契
機
は
、
何
と
い
っ
て
も

異
な
る
宗
教
間
の
対
立
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
と
ム
ス
リ
ム
の
対
立
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主

義
者
の
凶
弾
に
倒
れ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

で
あ
り
な
が
ら
も
、
諸
宗
教
を
平
等
に
扱
う
立
場
を
と
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
の
主
な
す
べ
て
の
宗
教
に
つ
い
て
、
ひ

と
し
く
尊
敬
の
念
（regard

）を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 34

と
の
信
念
に
立
ち
、
異
教
徒
を
憎
悪
す
る
人
々
に
非
暴
力
と
愛
を
呼

び
か
け
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は
平
等
主
義
的
な
宗
教
理

解
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
彼
は
諸
宗
教
を
平
等
に
尊
重
す
る
の
か
。
そ
れ
は
一

言
で
い
え
ば
、
真
理
＝
神
に
対
す
る
人
間
の
認
識
の
不
完
全
性
と
い

う
信
条
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
あ
く
ま
で
真
理
の
探
究
者
、

求
道
者
で
あ
っ
て
、
真
理
な
る
神
と
合
一
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
探
究
者
と
し
て
の
不
完
全
さ
を
自
覚
す
れ
ば
、
宗
教
の

優
劣
を
比
較
す
る
と
い
っ
た
問
題
も
起
こ
り
え
な
い
。「
ど
の
宗
教

も
み
な
、
真
理
の
啓
示
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
は
い
ま
す
が
、
同
時

に
み
な
不
完
全（im

perfect

）で
あ
り
、
過
ち（error

）を
免
れ
ま

せ
ん
」

35

と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
力
説
す
る
。

　

そ
し
て
、
数
多
く
の
宗
教
が
存
在
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
つ

の
宇
宙
霊
が
多
く
の
肉
体
に
宿
る
か
ら
だ
と
す
る
。「
真
の
完
全
な

宗
教
」「
一
な
る
完
全
な
宗
教 T

he one Religion

」
は
一
切
の
言

語
を
超
え
て
い
る
が
、「
不
完
全
な
人
間
が
、
そ
れ
を
自
分
に
駆
使
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で
き
る
言
語
で
語
り
、
そ
の
言
葉
が
ま
た
、
同
じ
不
完
全
な
他
の
人

び
と
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
」
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
に
他
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
宗
教
も
誤
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
こ
と

も
な
く
、
こ
こ
に
寛
容
の
必
要
性
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る

36

。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
人
間
の
宗
教
的
認
識
の
不
完
全
性
を
認
め
、
諸

宗
教
は
完
全
な
る
真
理
の
一
部
を
様
々
な
言
語
で
表
現
し
た
も
の
と

し
て
平
等
に
尊
重
す
べ
き
だ
と
説
く
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
今
日

で
言
う
宗
教
多
元
主
義
の
立
場
に
あ
た
る
。
と
い
う
よ
り
、
今
日
の

宗
教
多
元
主
義
を
生
み
だ
し
た
源
流
の
一
つ
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
宗

教
理
解
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
宗
教
多
元
主
義
の
代
表
的
な

論
客
で
あ
る
神
学
者
の
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
同
じ
く
人

間
の
認
識
は
真
理
を
完
全
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
偉
大

な
世
界
宗
教
が
提
唱
す
る
神
や
真
理
は
唯
一
の
究
極
的
な
「
実
在
者

the Real

」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
通
じ
て
様
々
に
表
象
し
た
も
の

だ
と
主
張
す
る
。
ヒ
ッ
ク
の
実
践
活
動
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
人
物
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
で
あ
る
と
い
う
。
ヒ
ッ
ク
的
な
宗
教
多
元

主
義
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
宗
教
理
解
と
酷
似
す
る
点
は
特
筆
さ
れ
て
よ

い
。

　

真
理
と
の
合
一
を
理
想
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
伝
統
を
継
承
し
な

が
ら
、
神
の
絶
対
性
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
も
少
な
か
ら
ず
影
響

を
受
け
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
信
仰
で
は
、
真
理
と
の
合
一
を
目
指
す
人

間
の
有
限
性
が
強
調
さ
れ
た
。真
理
と
し
て
の
神
を
把
握
す
べ
き
だ
、

し
か
し
完
全
に
は
把
握
で
き
な
い
、
有
限
な
人
間
が
解
釈
し
た
諸
宗

教
は
み
な
不
完
全
で
あ
る
、
ゆ
え
に
諸
宗
教
を
平
等
に
尊
重
し
つ
つ

永
遠
に
完
全
を
目
指
せ
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
信
仰
と
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
真
理
へ
の
目
覚
め
を
説
く
東
洋
の
宗
教
と
、

神
に
よ
る
世
界
創
造
を
説
く
西
洋
の
宗
教
と
の
融
合
を
見
る
の
は
、

筆
者
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
諸
宗
教
の
優
劣
を
論
ず
る
こ
と
に
反
対
し
、
い

わ
ば
諸
宗
教
を
統
合
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
視
座
か
ら
そ
れ
ら
の
平
等

な
尊
重
を
訴
え
た
わ
け
で
あ
る
。
思
想
や
宗
教
を
メ
タ
レ
ベ
ル
で
考

え
る
べ
き
こ
と
は
、
仏
教
の
創
始
者
で
あ
る
釈
尊
も
唱
え
て
い
た
。

釈
尊
は
、
一
つ
の
見
解
に
固
執
す
る
な
、
一
切
の
断
定
を
捨
て
よ
、

と
説
き
、「
汝
ら
は
、
無
論
争
の
境
地
を
安
穏
で
あ
る
と
観
じ
て
、

論
争
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

37

と
弟
子
た
ち
を
誡
め
た
と
い
う
。
し

か
し
、
こ
の
こ
と
は
釈
尊
が
真
理
の
把
握
を
放
棄
し
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
。「
真
理
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
（
真
理
）
を
知
っ
た
人
は
、
争
う
こ
と
が
な
い
」

38

と
も
釈
尊

は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
当
に
唯
一
の
真
理
を
把
握
す
れ
ば
他

の
思
想
家
や
宗
教
家
と
論
争
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
教
え
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
唯
一
の
真
理
は
、
一
般
に
論
争
さ
れ
る
真
理

の
次
元
を
超
え
た
メ
タ
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
釈
尊
も
一
種
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
宗
教
観
に
立
ち
、

異
な
る
思
想
信
条
に
対
す
る
寛
容
を
説
い
た
と
み
て
も
よ
い
。
た
だ
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し
、
釈
尊
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
到
達
不
可
能
と
す
る
「
真
の
完
全
な

宗
教
」「
一
な
る
完
全
な
宗
教
」に
自
ら
到
達
し
た
と
の
立
場
を
と
る
。

「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
は
、
一
切
の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で

あ
る
」

39 
と
す
る
、
そ
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）
の
悟
り
を
得
た

人
こ
そ
仏
陀
（
釈
尊
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
仏
教
は
真
理
の
完

全
な
把
握
を
は
っ
き
り
と
標
榜
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
尊
が

異
な
る
見
解
の
人
々
と
争
う
な
と
説
い
た
の
は
、
真
理
の
完
全
な
把

握
を
あ
く
ま
で
メ
タ
レ
ベ
ル
に
置
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
的
な
考
え
方
だ
と
、
真
理
の
完
全
な
把
握
を
主
張
し

た
時
点
で
、
も
は
や
メ
タ
レ
ベ
ル
で
な
く
な
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
的
な
メ
タ
理
論
は
無
限
の
否
定
で
あ
り
、
一
切
の

区
別
を
排
除
す
る
。
そ
こ
に
は
完
全
／
不
完
全
の
区
別
も
な
く
、
区

別
／
無
区
別
の
〈
区
別
〉
さ
え
な
い
。
す
べ
て
に
お
い
て
自
由
自
在

な
る
境
地
、
そ
れ
が
仏
の
悟
り
で
あ
る
。
完
全
／
不
完
全
の
区
別
に

立
っ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
宗
教
的
理
想
を
さ
ら
に
大
き
く
包
み
込
む
、

極
限
的
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
真
理
把
握
に
仏
教
の
真
骨
頂
が
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
仏
教
で
は
人
間
を
不
完
全
に
し
て
完
全
と
見
な
し
、

不
完
全
な
ま
ま
で
完
全
な
真
理
の
把
握
に
達
す
る
こ
と
も
認
め
る
と

い
え
る
。
ゆ
え
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
み
ら
れ
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
宗
教

的
完
成
を
想
定
し
た
諸
宗
教
の
尊
重
に
本
質
的
に
同
意
し
な
が
ら

も
、
神
と
合
一
し
た
完
全
な
人
間
が
存
在
し
う
る
と
の
立
場
を
捨
て

ず
、
そ
の
意
味
か
ら
人
間
の
絶
対
的
尊
厳
に
基
づ
く
寛
容
の
態
度
が

導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
唱
道
し
た
非
暴
力
は
純
粋
に
宗
教
的
で
あ
り
、
仏

教
の
創
始
者
で
あ
る
釈
尊
の
非
暴
力
の
教
え
と
も
共
通
す
る
点
が
多

い
。
す
な
わ
ち
、
真
理
の
力
へ
の
信
仰
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ

の
慈
愛
、
自
己
抑
制
の
提
唱
、
不
殺
生
の
心
の
重
視
、
教
育
的
な
非

暴
力
、
異
な
る
信
仰
に
対
す
る
寛
容
の
精
神
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
み
な
、
人
間
を
ど
こ
ま
で
も
信
頼
す
る
強
靭
な
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。ガ
ン
デ
ィ
ー
に
も
、

そ
し
て
釈
尊
に
も
、
人
間
は
必
ず
よ
く
変
わ
れ
る
、
と
の
揺
る
が
ぬ

信
念
が
あ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
「『
悪
行
は
善
行
に
よ
っ
て
帳
消

し
に
な
る A

 bad turn is neutralized by a good

』
と
は
、
日

常
の
実
践
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
賢
明
な
諺
で
あ
る
」

40

と
述
べ
、
釈

尊
も
「
も
し
も
愚
者
が
『
わ
れ
は
愚
か
で
あ
る
』
と
知
れ
ば
、
す
な

わ
ち
賢
者
で
あ
る
」

41 

と
語
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
悪
人
で
も
、
心
一

つ
で
善
人
に
変
っ
て
い
け
る
。
そ
う
固
く
信
じ
、
人
間
性
へ
の
希
望

を
持
ち
続
け
た
か
ら
こ
そ
、
二
人
は
人
々
の
心
の
変
革
に
す
べ
て
を

賭
け
、
教
育
的
非
暴
力
を
貫
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
二
人
の
間
に
対
照
的
な
相
違
点
も
見
出
さ
れ

る
。
釈
尊
は
主
に
脱
世
俗
的
な
出
家
集
団
の
中
で
非
暴
力
を
説
い
た
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が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
世
俗
の
社
会
で
非
暴
力
の
理
想
を
実
現
し
よ
う

と
奮
闘
し
た
。
こ
の
点
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
が「
イ
エ
ス
も
仏
陀
も
、

政
治
的
な
分
野
で
は
非
暴
力
を
行
わ
な
か
っ
た
」

42

と
自
覚
し
て
い

た
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
的
積
極
性
の
有
無
に
お
い
て
、
両
者
に
は

明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
釈
尊
の
実
践
を
評
し
て
、
ド
イ
ツ
の
哲
学

者
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
世
界
は
あ
る
が
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
。
仏
陀
は

こ
の
た
だ
中
を
ゆ
き
、
し
か
も
、
一
切
の
も
の
の
た
め
の
改
革
を
考

え
る
こ
と
を
し
な
い
。
か
れ
の
教
え
は
、
世
の
中
か
ら
脱
す
る
こ
と

で
あ
り
、
世
の
中
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
い
」

43

と
述
べ
た
。
ガ
ン

デ
ィ
ー
は
、
釈
尊
が
唱
え
た
非
暴
力
を
脱
世
俗
か
ら
世
俗
の
領
域
に

拡
大
す
る
役
割
を
担
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

た
だ
、
釈
尊
が
志
向
し
た
徹
底
的
な
無
執
着
の
真
理
を
熟
考
す
る

と
、
事
は
そ
う
単
純
に
運
ば
な
い
。
仏
教
で
は
、
一
般
倫
理
の
相
対

的
次
元
で
暴
力
と
非
暴
力
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
執
着
す
る
こ
と
を
誡

め
る
は
ず
だ
ろ
う
。
暴
力
へ
の
執
着
が
思
い
が
け
ず
冷
戦
的
な
非
暴

力
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
に
、
非
暴
力
へ
の
執
着
は
自
己
犠
牲
の
流

血
と
い
う
暴
力
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。
硬
直
化
し
た
考
え
方
に
と
ら

わ
れ
て
い
て
は
、
真
に
暴
力
な
き
世
界
を
築
く
こ
と
は
で
き
ま
い
。

釈
尊
は
倫
理
的
な
断
定
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
自
在
無
碍
な
る
非
暴

力
の
心
、
要
す
る
に
「
非
暴
力
の
智
慧
」
を
教
え
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
王
権
に
向
か
っ
て
遠
回
し
な
言
い
方
で
戦
争
回
避
を
勧
め
た
事

跡
な
ど
は
、
ま
さ
に
「
非
暴
力
の
智
慧
」
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
場
合
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ご
と
く
世
俗
に
お

け
る
非
暴
力
を
宗
教
上
の
絶
対
的
規
則
と
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
原
始
仏
教
か
ら
発
展
し
た
大
乗
仏
教
に
な

る
と
「
戦
争
が
続
く
時
は
実
力
の
あ
る
者
に
な
っ
て
残
虐
な
者
た
ち

を
滅
ぼ
し
、
後
に
憂
い
や
恐
れ
が
な
い
よ
う
に
し
て
や
り
た
い
。
苦

し
み
な
が
ら
死
ん
だ
り
、
牢
獄
に
縛
ら
れ
た
り
、
打
た
れ
た
り
、
水

や
火
な
ど
に
責
め
ら
れ
た
り
、
王
や
盗
賊
に
苦
し
め
ら
れ
た
り
、
貧

窮
に
な
っ
た
り
、
悪
が
は
び
こ
り
、
無
法
状
態
に
な
っ
た
り
し
て
世

間
の
人
々
が
恐
怖
に
お
の
の
く
の
を
取
り
除
け
る
よ
う
に
な
り
た

い
」

44 

な
ど
と
記
す
『
涅
槃
経
』
の
よ
う
な
経
典
も
出
て
く
る
。
非

暴
力
の
実
現
の
た
め
に
最
小
限
の
暴
力
を
生
か
し
て
使
う
の
は
、
暴

力
と
区
別
さ
れ
た
非
暴
力
の
倫
理
で
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。だ
が
、

自
在
な
智
慧
と
し
て
の
非
暴
力
の
心
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
認
め
る

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
暴
力
に
対
す
る
力
の
制
止
は
、
そ
れ
が
慈

愛
の
発
露
で
あ
る
限
り
、
暴
力
と
区
別
さ
れ
な
い
非
暴
力
と
も
い
え

よ
う
。
暴
力
と
非
暴
力
の
区
別
を
生
み
出
す
根
源
の
心
に
立
ち
返
れ

ば
、
自
在
な
「
非
暴
力
の
智
慧
」
が
発
現
し
て
く
る
。
智
慧
の
自
在

さ
は
、
あ
え
て
戦
闘
の
世
界
に
我
が
身
を
投
じ
、
人
々
と
同
苦
し
な

が
ら
平
和
を
目
指
す
、と
い
っ
た
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。『
法
華
経
』

の
観
音
品
に
、
観
世
音
菩
薩
は
将
軍
の
身
を
も
っ
て
救
う
べ
き
者
に

は
将
軍
の
姿
で
法
を
説
く
、
と
示
さ
れ
る

45

。
仏
教
の
非
暴
力
主
義

者
は
、
同
苦
の
ゆ
え
に
武
装
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
や
む
な
く
暴
力
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の
世
界
で
同
苦
す
る
非
暴
力
の
あ
り
方
を
、必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。

仏
教
に
は
、
清
浄
か
つ
自
由
な
心
で
世
俗
の
倫
理
を
柔
軟
に
捉
え
る

一
面
が
あ
る

46

。
教
育
的
非
暴
力
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
も
い
え
る
実
効

性
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
、
こ
う
し
た
「
非
暴
力
の
智
慧
」
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

断
っ
て
お
く
が
、
筆
者
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
主
義
に
ま
っ
た

く
柔
軟
性
が
な
い
、
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
彼
が
「
卑
怯
か

暴
力
か
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
以
外
に
道
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
た
し
は

暴
力
を
す
す
め
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
」

47

と
述
べ
た
り
、
非
暴

力
的
な
肉
食
主
義
者
に
敬
意
を
払
っ
た
り
し
た
の
は

48

、
倫
理
的
な

柔
軟
性
の
現
れ
と
み
て
も
よ
か
ろ
う
。
非
暴
力
の
心
を
最
も
重
視
す

る
以
上
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
い
て
も
行
為
の
規
律
は
二
次
的
な
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
基
本
的
に
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は

厳
格
主
義
的
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
を
行

う
と
は
、
射
殺
さ
れ
よ
う
が
、
海
に
投
げ
込
ま
れ
よ
う
が
、
さ
れ
る

が
ま
ま
に
な
る
こ
と
だ
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
こ
う
語
っ
て
は
ば
か
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る

49 

。

　

け
だ
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
釈
尊
が
倫
理
的
な
態
度
を
異
に
す
る
理

由
は
、
最
終
的
に
は
彼
ら
の
宗
教
的
世
界
観
の
違
い
に
求
め
ら
れ

よ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
人
間
に
よ
る
真
理
の
把
握
が
常
に
不
完

全
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
神
に
対
す
る
自

己
の
卑
小
さ
を
強
調
し
、
自
ら
を
「
不
完
全
な
器 an im

perfect 

instrum
ent

」
と
謙
称
し
た

50

。
不
完
全
な
人
間
の
自
己
は
、
完
全

な
真
理
す
な
わ
ち
神
の
前
で
は
否
定
さ
れ
る
し
か
な
い
。
そ
の
自
己

否
定
の
極
限
に
、
自
己
犠
牲
と
い
う
神
聖
な
義
務
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。

　

一
方
、
釈
尊
は
、
人
間
の
姿
の
ま
ま
で
真
理
を
完
全
に
把
握
し
た

覚
者
（Buddha

）
と
さ
れ
た
。
釈
尊
自
身
、「
わ
れ
に
は
い
か
な
る

師
も
存
在
し
な
い
。
わ
れ
に
等
し
い
者
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
世
に

お
い
て
唯
だ
一
人
の
完
全
に
覚
っ
た
者
で
あ
り
、
最
上
の
完
き
さ
と

り
を
得
た
の
で
あ
る
」

51

と
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
自
己
の
本
質
は

宇
宙
の
真
理
と
同
一
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
真
の
自
己
に
目
覚
め
、
帰

依
せ
よ
。
釈
尊
は
こ
う
説
き
教
え
、
世
を
去
る
前
に
は
「
わ
た
し
は

自
己
に
帰
依
す
る
こ
と
を
な
し
と
げ
た
」52 

と
語
り
残
し
た
と
い
う
。

仏
教
と
い
え
ば
、
無
我
の
自
己
否
定
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ

は
偽
り
の
自
己
、
虚
像
の
自
己
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

原
始
仏
典
に
描
か
れ
た
釈
尊
は
、
は
っ
き
り
と
自
己
の
尊
厳
を
高
唱

し
て
い
る
。
人
間
に
よ
る
真
理
の
完
全
な
把
握
（
悟
り
）
を
標
榜
す

る
仏
教
は
、
本
質
的
に
自
己
を
肯
定
し
、
こ
の
上
な
く
尊
重
す
る
宗

教
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、自
発
的
献
身
な
ら
と
も
か
く
、ガ
ン
デ
ィ
ー

の
よ
う
に
自
己
犠
牲
の
倫
理
的
義
務
を
示
そ
う
と
す
る
傾
向
は
み
ら

れ
な
い
。

　

不
可
思
議
な
究
極
の
真
理
を
完
全
に
把
握
し
た
と
す
る
仏
教
は
、

あ
ら
ゆ
る
区
別
か
ら
―
―
区
別
を
す
る
・
し
な
い
と
い
う
〈
区
別
〉
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か
ら
も
―
―
自
由
な
立
場
を
と
る
た
め
、
自
己
犠
牲
の
義
務
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。「
来
る
こ
と
も
無
く
、
行
く
こ

と
も
無
く
、
生
ず
る
こ
と
も
無
く
、
没
す
る
こ
と
も
無
い
。
住
し
て

と
ど
ま
る
こ
と
も
無
く
、
依
拠
す
る
こ
と
も
無
い
―
―
そ
れ
が
苦
し

み
の
終
滅
で
あ
る
と
説
か
れ
る
」

53

。
こ
れ
は
釈
尊
の
直
説
と
さ
れ

る
。
か
く
も
徹
底
的
に
区
別
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
、
自
己
と
他
者
の

区
別
、
引
い
て
は
自
己
と
絶
対
者
の
断
絶
ま
で
も
が
溶
解
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
ろ
う
。
自
己
に
対
す
る
一
方
的
な
否
定
も
な
け
れ
ば
、
そ

の
一
方
的
な
肯
定
も
な
い
。
自
己
は
自
己
に
あ
ら
ず
、
他
者
は
他
者

に
あ
ら
ず
、
絶
対
者
は
絶
対
者
に
あ
ら
ず
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
自
己

は
自
己
、
他
者
は
他
者
、
絶
対
者
は
絶
対
者
で
あ
る
。
後
の
大
乗
仏

教
で
中
道
の
哲
学
と
し
て
大
成
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
自
由
自
在
な
真

理
観
に
立
つ
限
り
、
自
己
犠
牲
の
み
を
殊
更
に
強
調
す
べ
き
道
理
は

な
い
。

　

何
も
の
で
も
な
く
何
も
の
で
も
あ
る
自
己
は
、
す
べ
て
を
生
か
そ

う
と
す
る
根
源
的
な
〈
非
暴
力
〉
の
心
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

自
在
な
智
慧
を
発
揮
し
、
暴
力
で
あ
れ
、
非
暴
力
で
あ
れ
、
一
切
を

調
和
の
方
向
に
導
い
て
い
く
。
仏
教
的
非
暴
力
の
本
義
と
は
、
恐
ら

く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、「
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
仏
教
的
非
暴
力
」と
い
う
テ
ー
マ
の
下
で
、

両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
種
々
考
察
し
た
次
第
で
あ
る
。最
後
に
、

両
者
の
非
暴
力
思
想
が
共
に
抱
え
て
い
る
、
深
刻
な
問
題
を
一
つ
提

起
し
た
い
。
肉
体
の
蔑
視
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
を
鳥
籠
（cage

）
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
。「
享
楽
へ
の
欲
求
が
霊
魂
に
た
い
し
て

肉
体
を
生
み
だ
し
〔
そ
れ
を
維
持
し
〕
て
き
た
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
で
す
。
欲
望
が
消
滅
す
れ
ば
、
も
は
や

肉
体
の
必
要
性
は
な
く
な
り
、
人
は
生
死
の
循
環
か
ら
解
放
さ
れ

ま
す
。
霊
魂
は
遍
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
霊
魂

は
鳥
籠
の
よ
う
な
肉
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
が
る
の
で
し
ょ
う
か
」

54

。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
解
脱
の
理
想
が
、
こ
こ
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
是
非
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
肉
体
の
蔑
視
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お

け
る
自
己
犠
牲
や
自
己
放
棄
の
理
念
を
後
押
し
し
た
こ
と
は
疑
い
え

な
い
。「
婦
人
た
ち
は
髪
一
本
で
さ
え
穢
さ
れ
る
前
に
、
自
ら
命
を

断
つ
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」

55 

と
い
っ
た
潔
癖
主
義
は
、
ガ
ン

デ
ィ
ー
が
肉
体
に
対
す
る
精
神
の
圧
倒
的
な
優
位
を
考
え
て
い
た
証

左
で
あ
ろ
う
。

　

釈
尊
の
教
団
も
ま
た
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
違
っ
て
自
己
否
定
的
で
は

な
か
っ
た
も
の
の
、
肉
体
を
蔑
視
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
肉
体
の
不
浄
は
、
当
時
の
出
家
修
行
者
た
ち
の
共
通
認
識

で
あ
っ
た
と
い
う
。「
身
体
は
厭
わ
し
き
か
な
！
悪
臭
を
放
ち
、
悪

魔
の
徒
党
で
あ
り
、（
体
内
か
ら
）
惨
み
出
て
い
る
」

56 

等
々
と
彼

ら
は
語
り
合
い
、
肉
体
の
束
縛
か
ら
の
解
放
を
願
っ
て
修
行
に
励
ん

だ
の
で
あ
る
。
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宗
教
的
な
信
仰
を
離
れ
て
非
暴
力
の
実
践
を
考
え
た
と
き
、
肉
体

を
蔑
視
す
る
非
暴
力
の
意
義
に
疑
問
を
持
つ
人
が
い
た
と
し
て
も
決

し
て
お
か
し
く
は
な
い
。
幾
千
幾
万
の
血
の
犠
牲
を
と
も
な
う
非
暴

力
の
抵
抗
や
、
焼
身
自
殺
に
よ
る
僧
侶
の
反
戦
行
動
は
、
魂
の
価
値

を
最
優
先
す
る
宗
教
的
な
人
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
世
俗
的
な
良
識
派
や
知
識
人
は
、
そ
れ
ら
を
か
え
っ
て
自
己
の

肉
体
に
対
す
る
暴
力
行
為
と
見
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
運
動
に
よ
る
犠
牲
が
「
最
小
限
の
生
命
の
損

失
に
終
わ
る
」
と
強
調
し
た
が

57

、
そ
う
し
た
こ
と
で
な
く
、
要
は

肉
体
を
蔑
視
す
る
非
暴
力
が
非
暴
力
た
り
う
る
の
か
と
い
う
点
が
問

題
な
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
仏
教
の
思
想
的
展
開
を
追
う
と
、
肉
体
の
蔑
視
か
ら

脱
し
た
面
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
い
え
る
。
大
乗
の
『
涅
槃
経
』

は「
解
脱
は
肉
体
が
有
る
と
も
肉
体
が
な
い
と
も
言
う
」と
主
張
し

58

、

『
華
厳
経
』
は
「
一
本
の
毛
の
孔
の
な
か
に
無
量
の
仏
国
土
が
荘
厳

さ
れ
て
お
り
、
悠
々
と
し
て
安
定
し
て
い
る
」
な
ど
と
説
く

59

。
肉

体
的
欲
望
に
関
し
て
も
、
そ
の
消
滅
で
な
く
活
用
を
唱
え
る
教
説
が

み
ら
れ
る
。
区
別
と
い
う
執
着
的
な
見
方
か
ら
の
完
全
な
解
放
が
仏

教
の
悟
り
な
ら
ば
、
本
来
、
仏
教
者
は
精
神
と
肉
体
の
区
別
に
も
と

ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
釈
尊
の
無
執
着
は
、
最
終
的
に
は
肉
体

の
尊
厳
に
ま
で
到
る
は
ず
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
徒
が
言
う
よ
う
に
、

精
神
と
肉
体
と
は
不
二
（
色
心
不
二
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釈

尊
は
言
語
を
絶
す
る
無
執
着
の
真
理
を
開
示
す
る
前
段
階
に
お
い

て
、
ひ
と
ま
ず
肉
体
や
肉
体
的
欲
望
の
消
滅
を
教
え
た
、
と
推
察
す

る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

今
日
の
世
界
で
起
き
て
い
る
暴
力
の
現
実
は
、
ま
す
ま
す
複
雑
で

多
面
的
な
様
相
を
帯
び
て
い
る
。
非
暴
力
の
愛
の
抵
抗
に
よ
っ
て
怒

り
狂
う
敵
を
改
心
さ
せ
高
め
て
い
く
、
と
い
う
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴

力
は
、
基
本
的
に face to face

の
対
面
倫
理
を
前
提
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
で
は
原
水
爆
や
化
学
兵
器
、
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
等
が

広
が
り
、
非
対
面
的
な
倫
理
と
し
て
の
非
暴
力
も
重
要
に
な
っ
て
き

た
。あ
る
い
は
、構
造
的
暴
力
に
対
抗
す
る
非
暴
力
と
は
何
か
と
い
っ

た
議
論
も
不
可
欠
だ
ろ
う
。
非
暴
力
の
思
想
も
、
新
し
い
時
代
の
要

請
に
応
答
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
い
つ
い
か
な
る
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人
格
の
光
こ
そ
が

非
暴
力
の
最
大
の
力
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
思
想
家
は
深
く
銘
記

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
や
釈
尊
は
、
何
よ
り
も
人
格
的

な
感
化
を
通
じ
て
人
々
を
非
暴
力
の
実
践
に
導
い
た
。
一
人
か
ら
一

人
へ
の
心
の
伝
播
が
、非
暴
力
の
実
践
の
要
諦
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

非
対
面
の
倫
理
が
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
も
何
ら
変
わ
ら
な
い
だ

ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
、
一
人
の
非
暴
力
の
心
は
表
情
や
肉
声
に
と

ど
ま
ら
ず
、
文
字
、
芸
術
作
品
、
電
波
、
液
晶
の
画
面
等
に
も
な
っ

て
他
の
人
々
の
心
に
呼
び
か
け
る
。
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運
動
の
指
導

者
Ｍ
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
は
、
書
物
と
い
う
非
対
面
の
世
界
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
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の
心
に
触
れ
、
愛
の
倫
理
の
社
会
的
力
を
確
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う

60

。
非
暴
力
の
思
想
や
理
論
は
、
い
つ
も
慈
愛
の
人
格
を

説
明
す
る
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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発
表
③　
「
仁
」
が
実
践
さ
れ
る
孔
子
の
理
想
社
会
と
い
う
甘
美
な
夢
を
見
る翻

訳　

山
　
田
　
紀
　
浩

成
均
館
大
学
校
儒
学
大
学　

副
教
授
　
高
　
　
　
在
　
錫

　

新
し
い
理
想
社
会
が
話
題
に
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
新
自
由

主
義
に
武
装
し
た
資
本
主
義
を
通
し
て
全
て
の
人
々
が
満
足
す
る
理

想
社
会
を
追
求
し
て
き
た
が
、
寧
ろ
利
己
主
義
と
無
限
経
済
の
病
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
、
私
た
ち
は
既
存
の
概
念
と
価
値
基
準
を
修

正
し
、
新
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
夢
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
に
来
て

い
る
。
理
想
・
合
理
性
・
資
本
主
義
・
民
族
主
義
に
武
装
し
た
近
代

的
価
値
と
制
度
は
、
す
で
に
自
分
の
力
で
は
治
す
こ
と
が
で
き
な
い

問
題
を
起
こ
し
て
お
り
、
近
代
西
欧
の
科
学
技
術
や
文
明
観
そ
し
て

産
業
社
会
の
開
発
お
よ
び
成
長
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
修
正
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
学
者
の
推
想
的
な
空
論
に
過
ぎ
る
の

で
は
な
く
、
思
惟
的
で
革
命
的
な
転
換
が
な
け
れ
ば
、
破
滅
の
道
へ

進
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
切
迫
し
た
全
地
球
的
な
問
題
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
思
惟
の
根
本
的
な
転
換
は
、
多
元
化
さ
れ
た
価
値
が
抹
殺
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
方
式
に
よ
り
主
導
さ
れ
る
も
の
で

も
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
数
千
年
の
間
、
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
の
根

幹
と
な
っ
て
き
た
儒
学
は
、
我
々
に
新
し
い
世
界
に
対
す
る
東
ア
ジ

ア
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
理
想
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

孔
子
が
生
涯
を
通
し
念
願
し
果
た
そ
う
と
し
た
理
想
社
会
は
、
遥

か
遠
く
の
空
の
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
今
ま
さ
に
こ
こ
に
我
々

が
二
本
足
で
立
っ
て
い
る
現
実
に
あ
る
。
こ
れ
以
上
、
商
の
国
末
期

の
よ
う
に
、
巫
女
や
祭
事
を
通
し
て
受
動
的
に
天
の
意
思
を
把
握
す

る
必
要
も
な
く
、
周
の
国
初
期
の
よ
う
に
、「
天
命
」
が
統
治
権
力

を
維
持
す
る
た
め
、
王
だ
け
が
独
占
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ

は
、「
天
の
内
在
化
」
と
い
う
能
動
的
な
方
式
に
転
換
し
、
主
体
的

に
天
と
通
じ
、
一
人
独
占
で
は
な
く
全
て
の
人
が
、
そ
の
気
に
な
れ

ば
天
の
意
思
を
理
解
で
き
る
方
式
を
選
択
す
る
。
そ
の
た
め
彼
が
夢

見
た
理
想
社
会
は
、
一
度
も
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
死
後
に

よ
う
や
く
経
験
で
き
る
遥
か
遠
い
夢
物
語
で
は
な
く
、
現
実
で
必
ず

実
現
可
能
で
、
後
世
に
持
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
で
に
実
現

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
「
過
去
の
記
憶
」
で
あ
る
。
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孔
子
は
こ
う
し
た
人
間
の
内
在
化
さ
れ
た
徳
性
を
「
仁
」
と
表
現

し
た
。
彼
は
弟
子
た
ち
の
徳
性
や
資
質
、
学
問
水
準
等
に
よ
り
其
々

ち
が
う
方
式
で
説
明
し
た
り
し
た
。「
私
的
な
欲
望
に
勝
ち
、
時
に

合
わ
せ
た
禮
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
（
復
己
復
禮
）」、「
人
を
愛

す
る
こ
と
で
あ
る
（
愛
人
）」、「
己
が
欲
せ
ざ
る
こ
と
を
人
に
施
す

こ
と
勿
れ
（
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
）」
ち
ょ
う
ど
胎
児
と
母
親
が

臍
の
緒
で
繋
が
っ
た
一
つ
の
体
の
よ
う
に
、
人
は
肉
体
だ
け
見
れ
ば

個
別
的
で
独
立
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
仁
に
よ
り
有
機
的
に
繋
が
っ

た
一
体
が
本
質
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

孔
子
が
「
70
歳
に
な
る
と
思
う
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
て
そ
れ
で
も
道

を
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
（
七
十
而
從
心
所
欲
、
不
踰
矩
）
と

言
っ
た
こ
と
も
、
他
人
の
拘
束
や
制
約
か
ら
逃
れ
て
肉
体
的
な
自
由

を
享
受
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
生
活
の
重
要
な
領
域
で
あ
る

「
社
会
性 sociality

」
に
該
当
す
る
社
会
的
規
範
や
人
々
の
価
値
判

断
を
一
緒
に
考
慮
す
る
自
由
を
拡
げ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
西
欧

社
会
が
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
自
分
の
問
題
は
誰
の
干

渉
も
受
け
ず
、
自
分
が
決
定
で
き
る
権
利
が
あ
り
、
個
人
の
権
利
を

強
く
擁
護
し
、
少
し
ず
つ
個
人
の
権
利
を
抑
圧
し
て
き
た
多
様
な
形

態
の
集
団
主
義
へ
の
挑
戦
と
不
信
を
表
現
し
て
き
た
こ
と
と
明
ら
か

に
違
い
が
あ
る
。

　

儒
学
は
社
会
か
ら
分
離
さ
れ
た
個
人
の
絶
対
的
な
自
由
や
自
立
性

は
偽
り
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
。
仁
を
回
復
し
自
然
に
他
人
と
の
調
和

を
な
し
共
存
で
き
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
人
と
の

調
和
が
個
人
の
犠
牲
を
強
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。孔
子
が
言
う「
和

而
不
同
」
は
、
調
和
の
理
想
的
な
方
向
を
提
示
し
て
い
る
。
自
分
だ

け
の
差
別
性
を
捨
て
て
、
利
益
と
状
況
に
合
わ
せ
和
を
装
う
こ
と
が

同
で
あ
る
。
花
畑
の
花
が
そ
れ
ぞ
れ
の
色
と
香
り
を
持
ち
共
存
す
る

よ
う
に
、
自
分
の
個
性
を
忘
れ
ず
、
自
分
美
外
の
共
存
者
と
仁
に
よ

り
調
和
を
成
す
こ
と
が
自
然
で
あ
り
美
し
い
。

　

し
か
し
儒
学
で
は
、
仁
を
実
践
し
人
間
ら
し
さ
の
本
質
を
完
成
す

る
こ
と
が
生
活
の
目
的
に
な
る
。
注
目
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
愛

の
実
践
が
墨
家
の
普
遍
的
な
愛
で
あ
る
「
兼
愛
」
と
は
異
な
る
こ
と

で
あ
る
。
他
人
を
自
分
の
よ
う
に
大
切
に
し
愛
せ
よ
と
言
っ
て
、
自

分
の
近
く
に
い
る
全
て
を
蔑
に
し
て
、
他
人
を
愛
し
、
両
親
や
子
ど

も
に
対
す
る
愛
を
置
き
去
り
に
し
て
、
他
人
の
両
親
や
子
供
を
ま
ず

愛
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
末
転
倒
を
明
確
に
区
分
し
、
瞬
間
ご
と

に
敬
虔
に
自
分
の
心
を
振
り
返
り
、
本
心
の
通
り
自
分
の
両
親
と
子

供
を
愛
し
、
こ
の
心
を
磨
き
隣
人
と
全
て
の
人
を
愛
す
る
こ
と
が
差

別
的
な
愛
の
実
体
で
あ
る
。

　

そ
し
て
儒
学
は
、
仁
の
究
極
的
な
実
現
の
範
囲
を
自
分
と
共
同
体

だ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
調
和
の
関
係
完
成
に
置
い
て
い

る
。
或
子
は
孔
子
が
「
馬
小
屋
で
火
事
が
起
こ
っ
た
時
、
人
は
大
丈

夫
か
と
聞
き
、
馬
に
対
し
て
は
聞
き
も
し
な
か
っ
た
（
廐
焚
、
子
退

朝
曰 :

「
傷
人
乎
？
」
不
問
馬
）」
と
い
う
記
録
を
土
台
に
、
儒
学
が
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環
境
破
壊
の
主
犯
と
し
て
注
目
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
と
脈
が
同
じ

と
評
価
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
近
い
所
か
ら
遠
い
所
へ
の
次
等
式

の
愛
を
実
践
す
る
過
程
で
、
優
先
的
に
同
類
で
あ
る
人
に
対
し
た
関

心
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
馬
の
よ
う
な
動
物
に
関
心
が
な
か
っ
た

訳
で
は
な
い
。
孔
子
が
「
釣
り
を
し
て
も
網
を
使
わ
ず
、
飛
ぶ
鳥
を

狙
っ
て
も
巣
で
寝
る
鳥
は
射
な
い
（
釣
而
不
綱
、
弋
不
射
宿
）」
と

い
う
の
は
、
人
間
と
自
然
が
互
い
に
影
響
を
受
け
合
っ
て
自
然
を
利

用
す
る
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
が
、
人
間
の
思
う
ま
ま
開
発
し
蹂

躙
す
る
の
で
は
な
く
、内
在
的
価
値
に
よ
り
無
分
別
な
犠
牲
を
禁
じ
、

生
命
の
重
要
性
を
実
践
し
な
が
ら
、
自
然
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
を

見
せ
て
い
る
。

　

反
面
、
孔
子
は
調
和
の
と
れ
た
社
会
の
完
成
を
法
と
制
度
に
だ
け

頼
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
断
言
し
て
い
る
。「
政
令
に
よ
り
導
き
刑

罰
で
整
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
民
は
都
合
を
合
わ
せ
よ
う
と
だ
け
し
恥

ず
か
し
さ
を
知
ら
な
い
が
、
徳
に
よ
り
導
き
禮
で
整
え
よ
う
と
す
れ

ば
、
民
は
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
自
然
と
明
る
く
な
っ
て
い
く
（
道
之

以
政
、
齊
之
以
刑
、
民
免
而
無
耻
。
道
之
以
德
、
齊
之
以
禮
、
有
耻

且
格
）。」
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
個
々
人
が
自
分
の

善
な
る
本
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
心
に
よ
り
自
律
的
に
思

考
し
行
動
す
る
こ
と
を
否
認
し
、
た
だ
刑
罰
と
制
度
だ
け
で
民
を
導

く
な
ら
ば
、
間
違
い
を
起
こ
し
て
も
恥
ず
か
し
さ
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
反
対
に
民
を
信
頼
し
徳
で
導
く
な
ら
、
状
況
に
合
っ
た
禮
を

尽
く
し
、
自
分
の
間
違
い
に
羞
恥
心
を
感
じ
、
自
然
と
自
分
の
間
違

い
を
修
正
す
る
と
考
え
る
。

　

こ
こ
で「
教
育
」の
重
要
性
が
示
さ
れ
る
。
孔
子
が
魏
の
国
に
行
っ

た
時
、
人
口
が
多
く
て
驚
い
た
弟
子
で
あ
る
顔
淵
が
、
人
口
が
こ
の

よ
う
に
多
け
れ
ば
次
に
必
要
な
も
の
は
何
か
と
聞
い
た
。「
保
有
す

る
こ
と
で
あ
る
（
豊
之
）」
と
答
え
た
。
ま
た
顔
淵
が
保
有
し
た
次

に
何
が
必
要
か
と
聞
い
た
ら
孔
子
が
、「
人
々
に
教
え
る
こ
と
で
あ

る
（
教
之
）」
と
答
え
た
。
人
口
の
増
加
と
経
済
の
豊
か
さ
は
理
想

社
会
に
な
る
た
め
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
教
育
で
あ
る
。
人
間
な
ら
ば
誰
で

も
な
い
面
に
内
在
さ
れ
た
本
来
の
価
値
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
り
理

想
社
会
を
実
現
す
る
権
利
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
孔
子
は
教
育
を
す

る
こ
と
に
特
定
の
部
類
を
定
め
教
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
誰
で
も
教
育

を
通
し
て
仁
が
実
現
さ
れ
る
社
会
を
完
成
で
き
る
と
考
え
た
。

　

20
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
は
、
西
欧
近
代
の
理
想
・
合
理
・
自
由
・

科
学
等
を
核
心
価
値
と
し
て
定
め
、
自
ら
の
思
想
文
化
を
貶
し
否
定

し
な
が
ら
、「
西
欧
化
が
す
な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
こ
と
を

強
固
に
信
じ
実
践
し
て
き
た
。
し
か
し
最
近
の
近
代
的
価
値
は
、
西

欧
社
会
で
も
廃
棄
処
分
の
要
求
を
受
け
て
お
り
、
新
し
い
価
値
の
追

求
の
た
め
に
多
様
な
認
識
の
転
換
を
試
み
て
い
る
。
極
度
の
利
己
主

義
で
陥
っ
た
社
会
の
雰
囲
気
と
、
隣
に
誰
が
住
む
の
か
も
知
ら
な
い

断
絶
さ
れ
た
人
間
関
係
の
中
に
い
る
我
々
に
、
人
間
に
対
し
た
深
い
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信
頼
と
本
性
に
よ
っ
て
自
律
的
に
戻
っ
て
い
く
社
会
を
完
成
さ
せ
よ

う
と
し
た
孔
子
の
理
想
社
会
は
、
明
ら
か
に
我
々
に
平
安
さ
を
も
た

ら
す
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
孔
子
が
描
い
た
儒
学
的
理
想
社

会
が
実
現
さ
れ
る
姿
を
想
像
し
て
み
る
。何
と
甘
美
な
夢
だ
ろ
う
か
。

シンポジウムは新一号館の設備を活用して行われた
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再
論
董
仲
舒
対
策　
―
第
一
策
・
第
三
策
の
対
策
文
書
の
史
料
性
を
中
心
に
―

■
論
文
Ⅰ
■

序
言　

　

董
仲
舒
の
対
策
は
、
一
般
に
天
人
三
策
や
賢
良
対
策
と
も
呼
ば
れ

る
。
こ
の
対
策
文
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
に
お

い
て
も
、
広
く
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

古
来
、
こ
の
対
策
を
契
機
に
五
経
博
士
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

儒
家
の
独
尊
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
近
代
以
降
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
出
来
事
を
儒

教
の
国
教
化
と
称
し
、
東
ア
ジ
ア
の
社
会
体
制
構
築
上
の
重
大
な
転

換
点
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
一
因
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う

１ 

。

　

そ
の
た
め
に
、
董
仲
舒
の
対
策
を
研
究
の
主
題
と
す
る
場
合
、
従

来
は
、前
漢
代
の
顕
学
で
あ
る
春
秋
公
羊
学
の
な
ん
ら
か
の
事
象
や
、

董
仲
舒
対
策
の
思
想
性
・
理
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
対
策
文
が
様
々
な
疑
問
点
を
含

む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
文
章
が

も
の
さ
れ
て
き
た
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

董
仲
舒
の
対
策
文
書
に
お
け
る
具
体
的
な
疑
義
が
指
摘
さ
れ
始
め

た
の
は
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
、
平
井
正
士

氏
は
、
董
仲
舒
対
策
の
第
二
策
中
の
地
名
「
夜
郎
・
康
居
」
に
矛
盾

す
る
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
資
料
性
に
疑
義
を
提

起
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
一
策
と
第
三
策
の
年
次
が
五
経
博
士
の
設
置

よ
り
以
後
の
元
光
元
年
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
過
程
で
、
そ
れ
ま

で
定
説
と
さ
れ
て
き
た
儒
教
の
国
教
化
モ
デ
ル
に
お
け
る
董
仲
舒
像

が
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
直
し
を
必
要
と
す
る
旨
に

つ
い
て
、
は
じ
め
て
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
る

２
。
こ
う
し
た
平
井
氏

の
説
明
は
、
当
初
、
そ
れ
ほ
ど
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
今
日
、
平
井
氏
の
主
張
は
、
お
お
む
ね
、
多
く
の

研
究
者
に
よ
り
妥
当
な
説
明
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と

東
日
本
国
際
大
学　

経
済
情
報
学
部
専
任
講
師

東
洋
思
想
研
究
所
・
儒
学
文
化
研
究
所
研
究
員
　
城
　
山
　
陽
　
宣
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な
っ
て
い
る
。

 
一
九
六
七
年
、
福
井
重
雅
氏
は
、
五
経
博
士
の
設
置
と
董
仲
舒
対

策
へ
の
全
面
的
な
疑
義
を
主
張
す
る
論
考
を
発
表
さ
れ
た

３
。
こ
う

し
た
平
井
氏
・
福
井
氏
の
説
明
に
対
し
て
、
佐
川
修
氏
や
冨
谷
至
氏

ら
の
反
証
が
加
え
ら
れ

４
、
こ
の
論
争
は
一
時
的
な
決
着
を
見
た
か

に
思
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
福
井
氏
は
、
精
緻
な
検
証

と
重
大
な
結
論
を
示
す
二
編
の
論
考
を
発
表
さ
れ
た
。
一
九
九
五
年

に
発
表
さ
れ
た
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
」
で
は
、
董
仲
舒
の
対
策
を

研
究
の
主
題
と
す
る
場
合
、「
そ
の
理
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
上
申
が
い
か
な
る
書
式
や
文
言
に
も
と
づ
い
て
施

行
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
必
須
の
前
提
条
件

と
な
る
」
と
し
て
、
そ
の
対
策
文
書
の
形
式
を
規
定
さ
れ

５
、九
七

年
発
表
の
「
董
仲
舒
の
対
策
の
基
礎
的
研
究
」
で
は
、
先
の
論
考
を

基
礎
に
文
書
学
の
観
点
か
ら
、
董
仲
舒
の
対
策
を
後
世
の
附
会
と
見

な
す
と
の
結
論
を
提
起
さ
れ
、
そ
の
文
書
の
資
料
性
を
根
本
的
に
否

定
さ
れ
た
の
で
あ
る

６
。

　

こ
れ
ら
対
策
文
書
学
の
諸
論
考
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
正
面
か

ら
向
き
合
っ
た
批
判
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
た
め
か

７
、
今
日

で
は
、
福
井
重
雅
氏
の
説
明
は
多
く
の
研
究
者
や
有
力
な
学
会
に
認

め
ら
れ
、「
両
漢
思
想
研
究
を
深
化
さ
せ
る
上
で
、
い
ま
な
お
き
わ

め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る

８
。

　

筆
者
も
、
そ
の
「
両
漢
思
想
研
究
を
深
化
さ
せ
る
」
と
い
う
主
旨

に
は
、
お
お
む
ね
同
意
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
福
井
氏
の
文
書
学
に
よ

る
検
証
法
で
漢
代
の
対
策
文
書
を
研
究
し
て
い
け
ば
、
そ
の
真
偽
を

判
定
す
る
有
効
な
一
助
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に

存
在
す
る
諸
々
の
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
可
能
性
を
も
秘
め
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
の
研
究
の
結
論

で
あ
る
「
董
仲
舒
の
対
策
を
後
世
の
附
会
と
見
な
す
」
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
し
か
に
福
井
氏
の
結
論
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
の
史
学
の
一
部
か

ら
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
に
ぶ
ん
、
そ
れ
は
中

国
史
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
重
大
な
要
件
で
あ
り
、
漢
代

思
想
史
、
ひ
い
て
は
中
国
思
想
史
の
大
幅
な
書
き
換
え
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、
現
在
、
諸
外
国
の
董
仲
舒
に
関
係
す
る
研
究
に
お
い
て
、

そ
の
対
策
文
書
の
資
料
性
を
疑
っ
た
も
の
が
存
在
し
な
い
点
も
看
過

し
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

９
。
諸
外
国
で
そ
う
し
た
風
潮
が
な
い
こ

と
は
、
文
書
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
問
題
意
識
・
研
究

水
準
の
高
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

福
井
氏
の
提
出
さ
れ
た
結
論
が
、
こ
れ
ま
で
の
前
漢
史
や
中
国
思
想

史
の
理
解
に
重
大
な
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
問

題
に
関
わ
る
検
証
や
議
論
に
は
、
十
分
に
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な



69

■論文

ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
真
偽
問
題
を
あ
る
一
定
程
度
解
決
し
な

い
こ
と
に
は
、
董
仲
舒
対
策
に
関
わ
る
諸
問
題
、
と
り
わ
け
前
漢
代

の
儒
教
の
国
教
化
に
関
係
す
る
研
究
分
野
に
つ
い
て
は
、
停
滞
を
強

い
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
漢
代
史
・
ひ
い
て
は

中
国
思
想
史
研
究
の
た
め
に
も
、
董
仲
舒
対
策
の
真
偽
問
題
の
解
決

が
、
焦
眉
の
急
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
福
井
重
雅
氏
の
董
仲
舒

対
策
の
対
策
文
書
学
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
点
を
検
証
し
、
大

方
の
ご
批
正
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
の
研
究
と
そ
の
問
題
点

　

ま
ず
本
章
で
は
、
具
体
的
に
検
証
が
必
要
な
項
目
に
つ
い
て
順
を

追
っ
て
説
明
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

一
九
九
〇
年
代
、
平
井
正
士
氏
に
続
き
、
福
井
重
雅
氏
は
、
漢
代

対
策
文
書
学
の
新
地
平
を
開
き
、
董
仲
舒
対
策
に
対
し
て
対
策
文
書

研
究
を
通
じ
た
史
料
批
判
を
行
い
、
そ
の
資
料
性
に
対
し
て
根
本
的

な
疑
義
を
提
起
さ
れ
た
。
ま
さ
し
く
、
董
仲
舒
対
策
の
研
究
を
志
す

者
に
と
っ
て
、
福
井
氏
の
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
文
書
学
研
究
法
を

理
解
す
る
こ
と
は
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
性
質
の
も
の
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
福
井
氏
の
説
明
は
、
非
常
に
詳
細
・
精
緻
な
部
分
が
あ
る
。

氏
の
説
明
の
問
題
点
を
検
証
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
相
応
の

理
解
は
必
須
で
あ
ろ
う
。そ
こ
で
次
章
以
降
の
検
討
の
準
備
と
し
て
、

煩
瑣
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
、
福
井
氏
の
董
仲
舒
対
策
の
文
書
学
研
究

の
あ
ら
ま
し
を
ま
と
め
、
そ
こ
か
ら
検
証
が
必
要
な
部
分
を
提
示
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

　

序
言
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
福
井
氏
は
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
」

に
お
い
て
、
鼂
錯
・
公
孫
弘
・
杜
欽
の
対
策
を
採
り
上
げ
、
詳
細
に

検
証
を
加
え
て
い
る

10

。
そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
鼂
錯
の
対
策
こ

そ
が
、も
っ
と
も
対
策
文
書
と
し
て
の
原
貌
を
保
っ
て
い
る
と
し
て
、

漢
代
対
策
文
書
の
基
準
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
冗
長
で
は
あ
る

が
、
ま
ず
、『
漢
書
』
鼂
錯
伝
に
あ
る
対
策
文
よ
り
要
所
を
抜
粋
し
、

福
井
氏
の
対
策
文
書
学
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ

う
。

�

鼂
錯
対
策

〔
詔
策
〕

〈
前
文
〉

　

惟
十
有
五
年
九
月
壬
子
、
皇
帝
曰
、
昔
者
大
禹
勤
求
賢
士
、
施
及

方
外
。
…
…
。
近
者
獻
其
明
、
遠
者
通
厥
聰
、
比
善
戮
力
、
以
翼
天

子
。
是
以
大
禹
能
亡
失
德
、
夏
以
長
楙
。
高
皇
帝
親
除
大
害
、
去
亂

從
、
並
建
豪
英
、
以
為
官
師
。
為
諫
爭
、
輔
天
子
之
闕
、
而
翼
戴
漢
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宗
也
。
…
…
、
今
朕
獲
執
天
子
之
正
、
以
承
宗
廟
之
祀
。
…
…
故
詔

有
司
、
諸
侯
王
、
三
公
、
…
…
、
各
帥
其
志
、
以
選
賢
良
。

〈
策
問
〉

　
　
　
　

明
於
國
家
之
大
體
。

　
　
　
　

通
於
人
事
之
終
始
。

　
　
　
　

及
能
直
言
極
諫
者
。
各
有
人
數
。

　
　
　
　

 

將
以
匡
朕
之
不
逮
。
二
三
大
夫
之
行
、
當
此
三
道
。
朕
甚

嘉
之
。
故
登
大
夫
于
朝
、
親
諭
朕
志
。

　
　
　
　

大
夫
其
上
三
道
之
要
、
及
永
惟
朕
之
不
德
。

　
　
　
　

吏
之
不
平
、
政
之
不
宣
、
民
之
不
寧
、
四
者
之
闕
。

　
　
　
　

悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
。

〈
後
文
〉

　

上
以
薦
先
帝
之
宗
廟
、
下
以
興
愚
民
之
休
利
。
著
之
于
篇
、
朕
親

覽
焉
。
…
…
、
大
夫
其
正
論
、
毋
枉
執
事
。
烏
虖
戒
之
。
二
三
大
夫
、

其
帥
志
毋
怠
。

〔
対
策
〕

〈
前
文
〉

　

平
陽
侯
臣
窋
、
汝
陰
侯
臣
竈
、
潁
陰
侯
臣
何
、
廷
尉
臣
宜
昌
、
隴

西
太
守
臣
昆
邪
、
所
選
賢
良
、
太
子
家
令
臣
錯
、
昧
死
再
拜
言
。
臣

竊
聞
、
古
之
賢
主
、
莫
不
求
賢
、
以
為
輔
翼
。
故
黃
帝
得
力
牧
而
為

五
帝
先
、
大
禹
得
咎
繇
而
為
三
王
祖
、
齊
桓
得
筦
子
而
為
五
伯
長
。

今
陛
下
講
于
大
禹
及
高
皇
帝
之
建
豪
英
也
。
退
託
於
不
明
、
以
求
賢

良
、
讓
之
至
也
。
…
…
、
今
臣
窋
等
、
乃
以
臣
錯
充
賦
、
甚
不
稱
明

詔
求
賢
之
意
。
臣
錯
屮
茅
臣
、
亡
識
知
、
昧
死
上
愚
對
曰
、

〈
答
問
〉

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
明
於
國
家
大
體
」。
愚
臣
竊
以
古
之
五

帝
明
之
。
臣
聞
、
五
帝
神
聖
、
其
臣
莫
能
及
、
故
自
親
事
、
…
…
。

此
謂
配
天
地
、
治
國
大
體
之
功
也
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
通
於
人
事
終
始
」。
愚
臣
竊
以
古
之
三

王
明
之
。
臣
聞
、
三
王
臣
主
俱
賢
、
故
合
謀
相
輔
、
…
…
。
此
明
於

人
情
終
始
之
功
也
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
直
言
極
諫
」。
愚
臣
竊
以
五
伯
之
臣
明

之
。
臣
聞
、
五
伯
不
及
其
臣
。
故
屬
之
以
國
、
任
之
以
事
。
…
…
。

此
可
謂
直
言
極
諫
之
士
矣
。
…
…
、
而
使
得
直
言
極
諫
、
補
其
不
逮

之
功
也
。
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　

策
曰
、「
匡
朕
之
不
逮
」。
愚
臣
何
足
以
識
陛
下
之

高
明
、
而
奉
承
之
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
吏
之
不
平
、
政
之
不
宣
、
民
之
不
寧
」。

愚
臣
竊
以
秦
事
明
之
。
臣
聞
、
秦
始
并
天
下
之
時
、
其
主
不
及
三
王
、

而
臣
不
及
其
佐
。
…
…
、
此
吏
不
平
、
政
不
宣
、
民
不
寧
之
禍
也
。

…
…
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
永
惟
朕
之
不
德
」。
愚
臣
不
足
以
當
之
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」。
愚
臣
竊
以

策
問
第
一
の
覆
奏

策
問
第
二
の
覆
奏

策
問
第
三
の
覆
奏

策
問
第
四
の
覆
奏

策
問
第
六
の
覆
奏

策
問
第
五
の
覆
奏

策
問
第
七
の
覆
奏

策
問
第
一

策
問
第
二

策
問
第
五

策
問
第
三

策
問
第
六

策
問
第
四

策
問
第
七
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五
帝
之
賢
臣
明
之
。
臣
聞
、
五
帝
其
臣
莫
能
及
。
…
…
。
故
各
當
其

世
而
立
功
德
焉
。
…
…
。
譬
之
猶
五
帝
之
佐
也
。

〈
後
文
〉

　

陛
下
不
自
躬
親
、
而
待
不
望
清
光
之
臣
。
臣
竊
恐
神
明
之
遺
也
。

…
…
。
愚
臣
不
自
度
量
、
竊
為
陛
下
惜
之
。
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚

臣
言
、
唯
陛
下
財
擇

11

。

　

鼂
錯
の
対
策
文
書
の
形
式
に
つ
い
て
、
氏
は
「
ま
ず
皇
帝
の
下
す

詔
策
の
全
文
を
掲
げ
る
。
つ
ぎ
に
対
策
で
は
、
前
文
を
置
い
た
後
、

詔
策
を
い
く
つ
か
に
区
分
し
て
、
そ
の
条
文
ご
と
に
回
答
す
る
「
条

奏
」の
形
式
を
と
る
。そ
こ
で
は
、㈠
、該
当
す
る
詔
策
の
条
文
を
一
々

反
復
し
た
上
で
、
対
策
者
の
所
信
を
表
明
す
る
「
覆
奏
」
の
制
度
を

遵
守
し
、
㈡
、「
臣
聞
」
な
ど
の
発
語
を
使
用
し
、
㈢
、
そ
れ
ら
の

対
策
の
末
尾
に
詔
策
に
相
応
す
る
「
小
結
」
を
配
す
。
こ
の
㈠
～
㈢

を
繰
り
返
し
、
最
後
に
対
策
全
体
を
総
括
す
る
後
文
を
置
く
」
と
説

明
す
る

12

。
そ
の
詔
策
文
と
対
策
文
の
形
式
を
簡
易
に
ま
と
め
る
と

以
下
の
通
り
と
な
る
。

〔
詔
策
〕

　
　
　
〈
前
文
〉�（
親
策
、
策
詔
な
ど
）
惟
□
□
年
□
月
□
□
、
皇
帝

曰
、
…
…
。

　
　
　
〈
策
問
〉
策
問
第
一
…
…
。

　
　
　
　
　
　

策
問
第
二
…
…
。

　
　
　

〈
後
文
〉
諭
旨
（
親
覧
、
著
篇
、
勿
有
所
諱
な
ど
）
…
…
。

〔
対
策
〕

　
　
　

〈
前
文
〉
謙
辞
（
昧
死
上
言
な
ど
）
…
…
。

　
　
　

〈
答
問
〉
策
問
第
一
の
覆
奏
、
詔
策
曰
（
策
曰
）
…
…
。
愚

臣
竊
…
…
、
臣
聞
…
…
、
…
…
。

策
問
第
一
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
（
條
奏
形

式
）。

策
問
第
二
の
覆
奏
、
詔
策
曰
（
策
曰
）
…
…
。
愚

臣
竊
…
…
、
臣
聞
…
…
、
…
…
。

策
問
第
二
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
（
以
下
同

様
の
條
奏
形
式
を
繰
り
返
す
）。

　
　
　

〈
後
文
〉
謙
辞
（
臣
竊
恐
、
臣
愚
戇
な
ど
）
…
…
。

13 

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
鼂
錯
の
対
策
文
書
の
形
式
は
、
前
文
・
答

問
・
後
文
に
乱
れ
た
部
分
が
無
く
、
ま
た
、
條
奏
の
形
式
や
覆
奏
の

制
度
も
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
福
井
氏
の
指
摘
の
通
り
、
漢
代
対
策
文

書
の
基
本
形
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、さ
ら
に
『
漢
書
』

中
の
鼂
錯
・
公
孫
弘
・
杜
欽
の
対
策
文
書
の
形
式
も
検
証
の
俎
上
に

の
せ
て
、漢
代
対
策
文
書
の
形
式
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

〔
詔
策
〕
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〈
前
文
〉（
親
策
、策
詔
な
ど
）惟
□
□
年
□
月
□
□
、皇
帝
曰
、

…
…
。

　
　
　

〈
策
問
〉（
第
一
・
第
二
…
…
）

　
　
　

〈
後
文
〉
諭
旨
（
親
覧
、
著
篇
、
勿
有
所
諱
な
ど
）。

〔
対
策
〕

　
　
　

〈
前
文
〉
謙
辞
（
昧
死
上
言
な
ど
）

　
　
　

〈
答
問
〉
対
曰
、（
條
奏
）、
…
…
、
策
曰
、

策
問
第
一
の
覆
奏
、
臣
聞
、
…
…
、

策
問
第
一
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
、
策
曰
、

策
問
第
二
の
覆
奏
、
臣
聞
、
…
…
、

策
問
第
二
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
（
以
下
、

同
様
）

　
　
　

〈
後
文
〉
謙
辞
（
臣
竊
恐
、
臣
愚
戇
な
ど
）

14 

　

こ
の
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
」
に
お
け
る
対
策
文
書
学
の
構
築
と

い
う
成
果
は
、
多
方
面
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
具

体
的
に
は
、一
九
九
七
年
発
表
の
「
董
仲
舒
の
対
策
の
基
礎
的
研
究
」

で
、
董
仲
舒
対
策
の
検
証
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、

第
一
策
か
ら
第
三
策
ま
で
の
詔
策
と
対
策
を
上
下
に
対
照
さ
せ
、
対

策
文
書
学
の
観
点
に
基
づ
き
問
題
点
を
列
挙
し
て
い
る

15

。
第
一
策
・

第
三
策
に
お
け
る
具
体
的
な
検
証
は
次
章
以
降
に
詳
し
く
見
て
い
く

こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
問
題
点
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

①　

 

第
一
策
の
答
問
⑴
・
⑹
・
⑺
や
第
三
策
の
答
問
⑷
に
つ
い
て
、

上
段
の
策
問
の
「
空
白
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
応
す

べ
き
武
帝
の
質
問
は
、詔
策
の
文
中
に
一
言
半
句
も
存
在
せ
ず
」

（
三
三
五
頁
）、「
策
問
の
文
中
の
質
問
条
項
を
直
接
復
命
し
て

上
奏
す
る「
覆
奏
」の
制
度
が
全
く
守
ら
れ
て
い
な
い
」（
三
三
六

頁
）。
ま
た
、「
い
ず
れ
も
策
問
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
な
い
題

目
に
対
し
て
、
不
自
然
な
発
言
…
…
の
あ
り
方
は
、
そ
も
そ
も

対
策
本
来
の
形
式
に
乖
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
賢
良
の
察
挙
に

さ
い
し
て
行
わ
れ
た
対
策
の
答
問
と
は
認
め
が
た
い
」（
三
三
六

頁
）
こ
と
。

②　

 

第
三
策
の
答
問
⑷
に
つ
い
て
、「「
臣
仲
舒
の
能
く
及
ぶ
所
に
非

ざ
る
な
り
」と
い
う
筆
法
と
比
較
し
て
、「
民
従
う
所
を
知
ら
ん
」

と
い
う
結
文
は
、
い
か
に
も
中
途
半
端
で
、
対
策
の
掉
尾
を
飾

る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
」（
三
六
三

頁
）
こ
と
。

③　

 

第
一
策
の
⑴
・
⑹
・
⑺
の
「
答
問
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
「
臣

謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」と
い
う〝
案
語
〟に
よ
っ
て
起
筆
さ
れ
、

「
臣
聞
く
」
と
い
う
対
策
に
必
要
な
発
語
の
二
字
が
使
用
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
答
問
ご
と
に
小
さ
な
結
論
を
示

す
「
小
結
」
に
相
当
す
る
部
分
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
こ

と
（
三
三
七
頁
）。「
こ
れ
ら
の
三
條
は
い
ず
れ
も
「
臣
謹
ん
で
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…
…
案
ず
る
に
」
と
し
て
発
言
の
最
初
か
ら
特
定
の
経
書
を
引

用
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
意
見
を
陳
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
答
問
は
、
漢
代
の
対
策
文
に
は
見
出
し
が
た
い
変
則
的
な

書
式
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
、「
臣
聞
く
」
の
二
字

が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ

か
も
し
れ
な
い
が
、「
臣
聞
く
」
と
「
臣
謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」

と
い
う
二
系
統
の
発
語
句
が
、
同
時
に
重
複
し
て
使
用
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
漢
代
の
対
策
文
書
に
は
存
在
し
な
い
用

例
で
あ
る
」（
三
四
一
頁
）
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

④　

 

次
に
第
二
策
の
問
題
点
に
つ
い
て
。「
夜
郎
・
康
居
」（
三
五
〇

頁
）―「
答
問
⑸
に
登
場
す
る
康
居
の
帰
義
は
、榎
説
に
よ
れ
ば
、

い
か
に
早
く
と
も
元
光
二
年
以
前
に
は
遡
り
得
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
第
二
点

と
し
て
取
り
上
げ
た
答
問
⑹
に
お
け
る
官
吏
選
抜
の
新
法
は
、

建
元
六
年
以
前
に
提
言
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
の
も
の
で

あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
得
ら
れ
る
結
論
は
、
同
一
の

対
策
内
に
お
い
て
、
年
代
的
に
絶
対
に
両
立
し
な
い
二
種
類
の

発
言
が
、
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
」（
三
五
六
頁
）
と
、
こ
れ

ま
で
の
学
説
を
総
括
す
る
。

⑤　

 

以
上
、
全
三
策
の
文
書
か
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
そ
の
性
格
に

関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、「
疑
問
視
さ
れ
る
対
策
の
文
中
に

は
、
現
「
今
」
を
直
視
し
、
武
帝
や
官
僚
に
対
し
て
忌
憚
の
な

い
批
判
を
浴
び
せ
、
そ
の
暗
鬱
な
世
相
を
剔
出
す
る
言
辞
が
点

綴
し
て
」（
三
六
五
頁
）
お
り
、「
董
仲
舒
の
対
策
の
ば
あ
い
の

よ
う
な
過
激
な
発
言
が
、
武
帝
に
対
し
て
直
接
行
な
わ
れ
た
と

す
る
の
は
、通
常
で
は
と
う
て
い
想
像
し
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
不
自
然
な
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
」（
三
六
七
頁
）
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。

⑥　

 

ま
た
、
こ
う
し
た
推
論
を
基
礎
と
し
て
、
董
仲
舒
対
策
と
「
董

仲
舒
書
」
の
形
成
に
関
し
て
、「
こ
れ
ら
逆
鱗
に
触
れ
る
惧
れ

の
あ
る
問
題
を
含
む
対
策
は
、
…
…
元
来
、
そ
れ
は
董
仲
舒
と

は
全
く
関
係
の
な
い
作
品
で
、
彼
以
外
の
別
人
の
対
策
を
彼
に

仮
託
し
て
、
そ
れ
を
「
董
仲
舒
書
」
に
収
録
し
た
蓋
然
性
も
否

定
で
き
な
い
。「
董
仲
舒
書
」
は
こ
の
よ
う
に
信
頼
し
が
た
い

多
く
の
疑
点
を
含
む
書
物
で
あ
っ
た
。
班
固
は
そ
の
よ
う
な
性

格
の
「
董
仲
舒
書
」
を
粉
本
と
し
て
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
を

撰
述
し
た
」（
三
六
七
～
三
七
八
頁
）
と
疑
惑
を
表
明
さ
れ
る
。

⑦　

 

そ
し
て
最
後
に
、「
全
三
策
が
す
べ
て
董
仲
舒
の
手
筆
に
な
る

対
策
で
は
な
く
、
一
部
は
そ
の
学
派
に
よ
る
後
世
の
附
会
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
不
可
解
で
不
合
理
な
疑
念
が
見
出

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
し
も
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。

そ
し
て
上
述
の
よ
う
に
董
仲
舒
の
対
策
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
と

い
う
年
代
決
定
が
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
た
だ
以
上
の
よ
う
な

結
論
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
了
解
し
得
る
こ
と
な
の
で
あ
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る
」（
三
七
八
頁
）
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

以
上
が
、
福
井
氏
の
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
に
関
す
る

研
究
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
文
④
の
第
二
策
の
「
夜
郎
・
康
居
」
の
疑
義
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
諸
先
学
が
議
論
を
重
ね
て
き
た
た
め
、
贅
言
を
要
し
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
筆
者
は
、
浅
野
裕
一
氏
が
言
わ
れ
る
よ

う
な
衍
字
・
衍
文
説
を
妥
当
と
考
え
て
い
る

16

。
し
か
し
、
ど
ち
ら

に
せ
よ
、
こ
の
議
論
は
字
句
の
有
無
を
主
題
と
す
る
も
の
な
の
で
、

完
全
な
決
着
を
見
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
状
で
は
、
対
策
に

お
け
る
未
解
決
の
問
題
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
定
説
の

通
り
、
第
二
策
は
資
料
的
に
や
や
時
代
が
下
っ
た
も
の
で
、
第
一
策

と
第
三
策
と
は
別
の
対
策
文
書
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ

う
。
本
稿
の
検
討
課
題
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

目
を
移
し
て
、
福
井
氏
の
提
唱
す
る
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒

対
策
の
検
証
の
部
分
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

「
漢
代
対
策
文
書
の
研
究
」
を
中
心
に
、
鼂
錯
の
対
策
文
書
を
基
準

に
漢
代
の
対
策
文
書
の
形
式
を
規
定
し
、
董
仲
舒
対
策
に
お
い
て
も

対
策
文
書
の
形
式
に
着
目
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
序
言
で
述

べ
た
と
お
り
、
そ
の
真
偽
を
判
定
す
る
方
法
論
と
な
り
う
る
可
能
性

を
秘
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
想
力
・
発
想
の
精
緻
さ
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
い
に
評
価
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
文
①
～
③
ま
で
が
漢
代
対
策
文
書
の
形
式
を
踏
ま
え
た
文

書
学
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
文
献
批
判
の
後
に
結
論
を
導

き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
文
献
批
判
的
な
考
察
を
も

と
に
、
文
⑤
～
⑦
で
は
、
董
仲
舒
対
策
と
「
董
仲
舒
書
」
の
形
成
と

そ
こ
か
ら
剔
出
さ
れ
た
疑
義
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
と
い
う
構

成
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
文
⑤
～
⑦
の
後
半
部
分
は
、
前
半
部
分
の
文
書
学
の
文

献
批
判
の
結
果
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
董
仲
舒
対
策

の
主
要
な
検
証
部
分
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
そ
の
①
～
③
の
文
書
学

研
究
の
部
分
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

序
言
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
福
井
氏
の
結
論
に
頷
く
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
対
策
文
書
学
に
よ

る
董
仲
舒
対
策
の
検
証
方
法
の
妥
当
性
に
対
す
る
疑
問
が
あ
る
。

　

こ
れ
以
降
、
福
井
氏
の
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
に
つ
い

て
、
董
仲
舒
対
策
の
段
落
の
対
応
と
対
策
文
書
の
用
語
の
問
題
に
分

類
し
、
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
次
章
で
は
、
ま
ず
董

仲
舒
対
策
の
第
一
策
の
段
落
対
応
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。

二
、
董
仲
舒
対
策
・
第
一
策
の
段
落
問
題
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
董
仲
舒
対
策
文
書
の
段
落
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
が
、
こ
う
し
た
董
仲
舒
対
策
に
お
け
る
段
落

の
対
応
の
確
認
に
つ
い
て
、
浅
野
裕
一
氏
の
「
董
仲
舒
・
天
人
対
策
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の
再
検
討
」
は
有
効
と
考
え
ら
れ
る

17

。

　

な
ぜ
な
ら
、
浅
野
氏
の
論
考
は
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
対
策

文
書
学
の
観
点
を
備
え
て
は
い
な
い
も
の
の
、
武
帝
の
詔
策
に
逐
一

対
応
さ
せ
る
形
で
、
董
仲
舒
の
対
策
の
要
点
を
掲
げ
て
お
り
、
福
井

氏
と
筆
者
の
説
の
ど
ち
ら
に
も
与
さ
な
い
、
中
間
的
な
第
三
者
と
し

て
、
客
観
的
な
視
点
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

董
仲
舒
対
策
に
お
け
る
段
落
の
対
応
の
確
認
に
つ
い
て
、
最
も
大

切
な
問
題
意
識
は
、
客
観
性
の
保
持
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者

が
客
観
に
徹
し
て
本
文
批
判
的
な
方
法
論
で
検
証
を
行
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
中
に
は
、
印
象
批
判
的
な
要
素
が
強
い
部
分
や
我
田
引
水

的
な
議
論
が
生
ず
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

福
井
氏
と
筆
者
の
意
見
だ
け
で
は
、
ど
う
し
て
も
両
論
が
対
峙
す
る

だ
け
に
終
わ
り
、
議
論
が
水
掛
け
論
に
終
始
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、第
三
者
の
意
見
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
う
し
た
危
険
性
は
格
段
に
低
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
以
降
の
検
討
で
は
、
随
時
、
浅
野
氏
の
詔
策
と
対
策
の
段

落
対
応
も
参
照
す
る
が
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
意
味
の

上
か
ら
の
段
落
対
応
の
確
認
と
、
対
策
文
書
学
で
最
も
重
視
さ
れ
て

い
る
形
式
上
の
段
落
対
応
の
確
認
の
二
点
が
必
要
な
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
検
証
で
は
、
福
井
氏
・
浅
野
氏
・

筆
者
の
段
落
対
応
を
並
べ
て
挙
げ
、
説
明
を
加
え
て
い
き
た
い
。
な

お
、以
下
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
に
つ
い
て
は
筆
者
の
考
察
に
よ
り
、

⑴
⑵
な
ど
の
数
字
は
、
福
井
氏
が
設
定
し
た
段
落
番
号
を
、
①
②
な

ど
の
数
字
は
、
浅
野
氏
が
設
定
し
た
段
落
番
号
を
示
し
て
い
る
。
筆

者
の
段
落
に
も
便
宜
上
、
福
井
氏
と
同
様
の
番
号
を
振
っ
て
お
く
こ

と
と
す
る
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

�

第
一
策
（
そ
の
一
）

〔
詔
策
〕

⑴
（
欠
）

⑵
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
、
改
制
作
樂
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。
當

虞
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。
聖
王
已
沒
、
鐘
鼓
筦
絃
之

聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
。
陵
夷
至
虖
桀
紂
之
行
、
王
道
大
壞
矣
。

〔
対
策
〕

⑴
臣
謹
案
春
秋
之
中
、
視
前
世
已
行
之
事
、
以
觀
天
人
相
與
之
際
、

甚
可
畏
也
。
國
家
將
有
失
道
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告
之
。

…
…
彊
勉
行
道
、
則
德
日
起
而
大
有
功
。
此
皆
可
使
還
至
而
有
效
者

也
。
詩
曰
「
夙
夜
匪
解
」、
書
云
「
茂
哉
茂
哉
」。
皆
彊
勉
之
謂
也
。

⑵
道
者
、
所
繇
適
於
治
之
路
也
、
仁
義
禮
樂
皆
其
具
也
。
故
聖
王
已

沒
、
而
子
孫
長
久
安
寧
數
百
歲
、
此
皆
禮
樂
教
化
之
功
也
。
…
…
故

王
道
雖
微
缺
、
而
筦
絃
之
聲
未
衰
也
。
夫
虞
氏
之
不
為
政
久
矣
、
然

而
樂
頌
遺
風
猶
有
存
者
、
是
以
孔
子
在
齊
而
聞
韶
也
。（『
漢
書
』
董

仲
舒
伝
）
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福
井
氏
の
第
一
策
の
こ
の
部
分
の
段
落
分
割
は
、
荀
悦
『
漢
紀
』

巻
十
一
に
従
い
、
荀
悦
が
「
皆
な
彊
勉
の
謂
な
り
」
ま
で
を
第
一
段

落
と
理
解
し
て
区
分
し
て
い
た
と
し
、
第
一
策
の
対
策
の
段
落
を
⑴

と
⑵
に
分
割
し
、
第
一
策
の
対
策
の
段
落
⑴
に
相
当
す
る
詔
策
が
無

い
と
見
な
し
て
い
る
。

　

段
落
⑵
の
対
策
の
答
問
に
お
い
て
は
、
詔
策
の
傍
線
「
鐘
鼓
・
筦

絃
の
聲
、
未
だ
衰
え
ず
、
而
る
に
大
道
、
微
缺
陵
夷
す
（
鐘
鼓
筦
絃

之
聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
陵
夷
）」
を
一
部
引
用
し
、「
故
に
王
道
、

微
缺
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
筦
絃
の
聲
、
未
だ
衰
え
ざ
る
な
り
（
故

王
道
雖
微
缺
、
而
筦
絃
之
聲
未
衰
也
）」
と
文
を
結
ぶ
、「
小
結
」
と

い
う
体
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。

　

な
お
、「
臣
謹
ん
で
案
ず
る
に
…
」
の
文
書
用
語
に
つ
い
て
も
、

氏
が
問
題
視
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
段
落
の
対
応
に
集
中

す
る
た
め
、
の
ち
の
第
四
章
で
論
及
し
た
い
。

　

次
に
、
浅
野
氏
の
段
落
対
応
を
見
て
い
こ
う
。

【
浅
野
氏
の
段
落
対
応
】

�

第
一
策
（
そ
の
一
）

〔
詔
策
〕

① 

蓋
聞
、
五
帝
三
王
之
道
、
改
制
作
樂
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。

當
虞
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。
聖
王
已
沒
、
鐘
鼓
筦

絃
之
聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
、
陵
夷
至
虖
桀
紂
之
行
、
王
道
大
壞

矣
。
夫
五
百
年
之
間
、
守
文
之
君
、
當
塗
之
士
、
欲
則
先
王
之
法

以
戴
翼
其
世
者
甚
衆
。然
猶
不
能
反
、日
以
仆
滅
、至
後
王
而
後
止
。

豈
其
所
持
操
或
誖
繆
而
失
其
統
與
、
固
天
降
命
不
可
復
反
、
必
推

之
於
大
衰
而
後
息
與
。

〔
対
策
〕

‘
① 

臣
謹
案
春
秋
之
中
、
視
前
世
已
行
之
事
、
以
觀
天
人
相
與
之
際
、

甚
可
畏
也
。
國
家
將
有
失
道
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告

之
。
不
知
自
省
、
又
出
怪
異
以
警
懼
之
。
尚
不
知
變
、
而
傷
敗

乃
至
。
以
此
見
天
心
之
仁
愛
人
君
而
欲
止
其
亂
也
。
自
非
大
亡

道
之
世
者
、
天
盡
欲
扶
持
而
全
安
之
。
事
在
彊
勉
而
已
矣
。

〝
① 

道
者
所
繇
適
於
治
之
路
也
。（
中
略
）
夫
人
君
莫
不
欲
安
存
而

惡
危
亡
、
然
而
政
亂
國
危
者
甚
衆
。
所
任
者
非
其
人
、
而
所
繇

者
非
其
道
。
是
以
政
日
以
仆
滅
也
。（
中
略
）
故
治
亂
廢
興
在

於
己
。
非
天
降
命
不
可
得
反
、其
所
操
持
誖
謬
失
其
統
也
。（『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
）

　

浅
野
氏
は
、第
一
策
の
詔
策
の
段
落
①
を
「
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
」

か
ら
「
必
推
之
於
大
衰
而
後
息
與
」
ま
で
と
見
な
す
。
第
一
策
の
詔

策
の
段
落
①
を
も
っ
と
幅
広
く
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
氏
の
所
論

の
目
的
で
あ
る
武
帝
の
詔
策
に
董
仲
舒
が
追
従
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
、
意
味
の
対
応
を
も
っ
と
も
重
ん
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。



77

■論文

た
だ
、
詔
策
と
対
策
の
対
応
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
明
ら
か
に

福
井
氏
と
異
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
点
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
る

詔
策
と
対
策
の
対
応
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
筆
者
の
段
落
対
応
】

�

第
一
策
（
そ
の
一
）

〔
詔
策
〕

⑴
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
、
改
制
作
樂
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。
當

虞
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。
聖
王
已
沒
、
鐘
鼓
筦
絃
之

聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
。
陵
夷
至
虖
桀
紂
之
行
、
王
道
大
壞
矣
。

〔
対
策
〕

⑴ 

臣
謹
案
春
秋
之
中
、
視
前
世
已
行
之
事
、
以
觀
天
人
相
與
之
際
、

甚
可
畏
也
。
國
家
將
有
失
道
之
敗
、而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告
之
。

…
…
彊
勉
行
道
、
則
德
日
起
而
大
有
功
。
此
皆
可
使
還
至
而
有
效

者
也
。
詩
曰「
夙
夜
匪
解
」、書
云「
茂
哉
茂
哉
」。
皆
彊
勉
之
謂
也
。

道
者
、
所
繇
適
於
治
之
路
也
、
仁
義
禮
樂
皆
其
具
也
。
故
聖
王
已

沒
、
而
子
孫
長
久
安
寧
數
百
歲
、
此
皆
禮
樂
教
化
之
功
也
。
…
…

故
王
道
雖
微
缺
、而
筦
絃
之
聲
未
衰
也
。
夫
虞
氏
之
不
為
政
久
矣
、

然
而
樂
頌
遺
風
猶
有
存
者
、是
以
孔
子
在
齊
而
聞
韶
也
。（『
漢
書
』

董
仲
舒
伝
）

　

筆
者
は
、
福
井
氏
が
設
定
し
て
い
る
第
一
策
の
詔
策
の
段
落
⑵
に

対
応
す
る
対
策
の
「
道
者
」
～
「
是
以
孔
子
在
齊
而
聞
韶
也
」
の
部

分
は
、
第
一
策
の
対
策
の
段
落
⑴
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
本
文
に
波
線
で
示
す
よ
う
に
、
本
詔
策
に
お
い
て
武
帝
は
、

五
帝
・
三
王
の
道
と
楽
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
董

仲
舒
は
、
対
策
に
お
い
て
、
ま
ず
天
人
と
道
に
つ
い
て
述
べ
、
の
ち

に
道
と
楽
に
言
及
す
る
形
式
で
対
策
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
、
意
味

の
上
か
ら
、
そ
れ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
段
落
分
け
で
あ
っ
て
も
福
井
氏
が
指
摘
し
て
い
た
対

策
の
文
章
に
詔
策
の
傍
線
「
鐘
鼓
筦
絃
之
聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
」

を
一
部
引
用
し
、「
故
王
道
雖
微
缺
、
而
筦
絃
之
聲
未
衰
也
」
と
文

を
結
ぶ
「
小
結
」
の
体
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
点

に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
対
策
文
書
学
で
強
調
さ
れ
て
い
る
段
落

の
形
式
の
観
点
か
ら
も
、
こ
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
で
あ
れ
ば
問
題

点
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
福
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
段
落
の
覆
奏
の
形
式
や

「
臣
聞
」
の
字
句
の
欠
如
な
ど
、い
く
つ
か
の
不
備
が
存
在
す
る
が
、

そ
の
う
ち
、
対
策
の
段
落
⑴
・
⑹
・
⑺
の
「
答
問
は
い
ず
れ
も
共
通

し
て
「
臣
謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」
と
い
う
“
案
語
”
に
よ
っ
て
起

筆
さ
れ
、「
臣
聞
く
」
と
い
う
対
策
に
必
要
な
発
語
の
二
字
が
使
用

さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
そ
の
通
り

で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
段
（
本
稿
四
章
）
に
お
い

て
論
究
す
る
。
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次
に
、
第
一
策
の
後
半
部
分
の
段
落
対
応
を
見
て
い
く
こ
と
と
し

よ
う
。
こ
こ
で
は
、
福
井
氏
・
浅
野
氏
・
筆
者
の
段
落
対
応
を
列
挙

し
て
か
ら
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

�

第
一
策
（
そ
の
二
）

〔
詔
策
〕

⑹
（
欠
）

⑺
（
欠
）

⑻
伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
、
何

脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百
穀
登
、
德
潤
四
海
、
澤
臻
屮
木
、 

三
光
全
、

寒
暑
平
、
受
天
之
祜
、
享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施
虖
方
外
、
延

及
羣
生
。

〔
対
策
〕

⑹
臣
謹
案
春
秋
之
文
、
求
王
道
之
端
、
得
之
於
正
。
…
…
天
道
之
大

者
在
陰
陽
。
陽
為
德
、陰
為
刑
。
…
…
以
此
見
天
之
任
德
不
任
刑
也
。

…
…
虐
政
用
於
下
、
而
欲
德
教
之
被
四
海
、
故
難
成
也
。

⑺
臣
謹
案
春
秋
謂
一
元
之
意
、
一
者
萬
物
之
所
從
始
也
、
元
者
辭
之

所
謂
大
也
。
…
…
故
為
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以
正
百

官
、
正
百
官
以
正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
、
四
方
正
、
遠
近
莫
敢

不
壹
於
正
、
而
亡
有
邪
氣
奸
其
間
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風
雨
時
、
羣

生
和
而
萬
民
殖
、
五
穀
孰
而
屮
木
茂
、
天
地
之
間
被
潤
澤
而
大
豐
美
、

四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
、
諸
福
之
物
、
可
致
之
祥
、
莫
不
畢
至
、

而
王
道
終
矣
。
…
…
。

⑻
夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭
也
。
五
者
脩
飭
、
故

受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、
德
施
于
方
外
、
延
及
羣
生
也
。（『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
）

【
浅
野
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
二
）

〔
詔
策
〕

⑥ 

伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
。
何

脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百
穀
登
、
德
潤
四
海
、
澤
臻
魇
木
、
三
光
全
、

寒
暑
平
、
受
天
之
祜
、
享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施
虖
方
外
、

延
及
羣
生
。

〔
対
策
〕

‘
⑥ 

天
道
之
大
者
在
陰
陽
、
陽
為
德
、
陰
為
刑
。
刑
主
殺
而
德
主
生
。

是
故
陽
常
居
大
夏
、
而
以
生
育
養
長
為
事
。
陰
常
居
大
冬
、
而

積
於
空
虛
不
用
之
處
。
以
此
見
天
之
任
德
不
任
刑
也
。（
中
略
）

此
天
意
也
。
王
者
承
天
意
以
從
事
。
故
任
德
教
而
不
任
刑
。（
中

略
）
今
廢
先
王
德
教
之
官
、
而
獨
任
執
法
之
吏
治
民
、
毋
乃

任
刑
之
意
與
。（
中
略
）
虐
政
用
於
下
、
而
欲
德
教
之
被
四
海
。

故
難
成
也
。

‘
⑥ 
為
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以
正
百
官
、
正
百
官
以

正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
。
四
方
正
、
遠
近
莫
敢
不
壹
於
正
、
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而
亡
有
邪
氣
奸
其
間
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風
雨
時
、
羣
生
和
而

萬
民
殖
、
五
穀
孰
而
魇
木
茂
、
天
地
之
間
被
潤
澤
而
大
豐
美
。

四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
。
諸
福
之
物
、
可
致
之
祥
、
莫
不

畢
至
、
而
王
道
終
矣
。

‘
⑥ 

古
之
王
者
明
於
此
。
是
故
南
面
而
治
天
下
、
莫
不
以
教
化
為
大

務
。
立
大
學
以
教
於
國
、
設
庠
序
以
化
於
邑
。
漸
民
以
仁
、
摩

民
以
誼
、
節
民
以
禮
。
故
其
刑
罰
甚
輕
而
禁
不
犯
者
、
教
化
行

而
習
俗
美
也
。

‘
⑥ 

漢
得
天
下
以
來
、
常
欲
善
治
而
至
今
不
可
善
治
者
、
失
之
於
當

更
化
而
不
更
化
也
。（
中
略
）
今
臨
政
而
願
治
七
十
餘
歲
矣
、

不
如
退
而
更
化
。
更
化
則
可
善
治
。
善
治
則
災
害
日
去
、
福
祿

日
來
。（
中
略
）
夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭

也
。
五
者
脩
飭
、
故
受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、
德
施
于
方

外
、
延
及
羣
生
也
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

【
筆
者
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
二
）

〔
詔
策
〕

⑹ 

伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
、
何

脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百
穀
登
、
德
潤
四
海
、
澤
臻
屮
木
、 

三
光
全
、

寒
暑
平
、
受
天
之
祜
、
享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施
虖
方
外
、

延
及
羣
生
。

〔
対
策
〕

⑹ 

臣
謹
案
春
秋
之
文
、
求
王
道
之
端
、
得
之
於
正
。
…
…
天
道
之
大

者
在
陰
陽
。
陽
為
德
、
陰
為
刑
。
…
…
以
此
見
天
之
任
德
不
任
刑

也
。
…
…
虐
政
用
於
下
、
而
欲
德
教
之
被
四
海
、
故
難
成
也
。

　

 　

臣
謹
案
春
秋
謂
一
元
之
意
、
一
者
萬
物
之
所
從
始
也
、
元
者
辭

之
所
謂
大
也
。
…
…
故
為
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以

正
百
官
、
正
百
官
以
正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
、
四
方
正
、
遠

近
莫
敢
不
壹
於
正
、
而
亡
有
邪
氣
奸
其
間
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風

雨
時
、
羣
生
和
而
萬
民
殖
、
五
穀
孰
而
屮
木
茂
、
天
地
之
間
被
潤

澤
而
大
豐
美
、
四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
、
諸
福
之
物
、
可
致

之
祥
、
莫
不
畢
至
、
而
王
道
終
矣
。
…
…
。

　

 　

夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭
也
。
五
者
脩
飭
、

故
受
天
之
祐
、而
享
鬼
神
之
靈
、德
施
于
方
外
、延
及
羣
生
也
。（『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
）

　

こ
こ
で
も
福
井
氏
は
、
第
一
策
の
対
策
段
落
⑹
・
⑺
に
相
当
す
る

詔
策
が
無
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
意
味
上
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
本
文
に
波
線
で
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
詔
策
で
武
帝
は
、
後
に
「
子
大
夫
明
先
聖
之
業
、
習

俗
化
之
變
、
終
始
之
序
」
と
発
言
し
て
い
る
通
り
、
ど
の
よ
う
に
刑

や
徳
を
修
め
れ
ば
、
風
俗
が
教
化
さ
れ
、
終
始
の
順
序
に
通
ず
る
こ

と
が
出
来
る
の
か
を
質
し
、
そ
れ
に
対
し
て
董
仲
舒
は
、
刑
・
徳
な
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ど
の
表
層
的
な
質
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
陰
陽
や
天
・
道
か
ら

論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
始
の
序
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
。
つ
ま

り
、
詔
策
と
対
策
の
文
脈
な
ど
意
味
上
の
対
応
か
ら
見
れ
ば
、
福
井

氏
が
示
す
第
一
策
の
詔
策
段
落
⑻
は
、
対
策
段
落
⑹
・
⑺
・
⑻
に
対

応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
浅
野
氏

と
筆
者
が
設
定
し
た
意
味
上
の
段
落
の
対
応
が
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

点
に
も
注
目
す
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
が
、
福
井
氏
の
示
す
詔
策
の
対

応
は
、
文
意
の
上
か
ら
見
て
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

次
に
、
対
策
文
書
学
の
面
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。「
そ
し
て
そ
こ

に
は
答
問
ご
と
に
小
さ
な
結
論
を
示
す
「
小
結
」
に
相
当
す
る
部
分

が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
と
の
福
井
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は

18

、

氏
が
示
す
第
一
策
の
詔
策
段
落
⑻
が
、
対
策
段
落
⑹
・
⑺
・
⑻
に
対

応
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
小
結
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
対
策
の
文
章
で
は
、
詔
策
の
傍
線
部
「
受
天
之
祜
、

享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施
虖
方
外
、
延
及
羣
生
」
を
引
用
し
て
、

「
故
に
天
の
祐
を
受
け
、
而
し
て
鬼
神
の
靈
を
享
け
、
德
を
方
外
に

施
し
、
羣
生
に
延
べ
及
ぶ
な
り
（
故
受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、

德
施
于
方
外
、延
及
羣
生
也
）」
と
文
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
「
小

結
」
に
あ
た
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
文

書
学
の
観
点
か
ら
も
対
策
の
形
式
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
て
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

三
、
董
仲
舒
対
策
・
第
三
策
の
段
落
問
題
に
つ
い
て

　

次
に
、
董
仲
舒
対
策
・
第
三
策
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
こ
こ
で
も
、
ま
ず
、
福
井
氏
・
浅
野
氏
・
筆
者
の
段
落
対
応
を

挙
げ
て
か
ら
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
三
策

〔
詔
策
〕

⑷
（
欠
）

〈
後
文
〉
今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之

究
之
、
孰
之
復
之
。

〔
対
策
〕

⑷
然
而
臣
竊
有
怪
者
。
夫
古
之
天
下
亦
今
之
天
下
、
今
之
天
下
亦
古

之
天
下
、
共
是
天
下
、
古
以
大
治
、
…
…
以
古
準
今
、
壹
何
不
相
逮

之
遠
也
。
安
所
繆
盭
而
陵
夷
若
是
。
意
者
有
所
失
於
古
之
道
與
。
有

所
詭
於
天
之
理
與
。
試
迹
之
於
古
、
返
之
於
天
、
黨
可
得
見
乎
。
夫

天
亦
有
所
分
予
、
予
之
齒
者
去
其
角
、
傅
其
翼
者
兩
其
足
、
是
所
受

大
者
不
得
取
小
也
。
古
之
所
予
祿
者
、
不
食
於
力
、
不
動
於
末
、
是

亦
受
大
者
不
得
取
小
、
與
天
同
意
者
也
。
…
…
故
受
祿
之
家
、
食
祿

而
已
、
不
與
民
爭
業
、
然
後
利
可
均
布
、
而
民
可
家
足
。
此
上
天
之

理
、
而
亦
太
古
之
道
、
天
子
之
所
宜
法
以
為
制
、
大
夫
之
所
當
循
以
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為
行
也
。
…
…
春
秋
大
一
統
者
、
天
地
之
常
經
、
古
今
之
通
誼
也
。

今
師
異
道
、
人
異
論
、
百
家
殊
方
、
指
意
不
同
、
是
以
上
亡
以
持
一

統
。
法
制
數
變
、
下
不
知
所
守
。
臣
愚
以
為
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子

之
術
者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使
並
進
。
邪
辟
之
說
滅
息
、
然
後
統
紀
可

一
而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

【
浅
野
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
三
策

〔
詔
策
〕

④ 

今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
。
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
。

〔
対
策
〕

④ 

夫
天
亦
有
所
分
予
。
予
之
齒
者
去
其
角
、
傅
其
翼
者
兩
其
足
。
是

所
受
大
者
不
得
取
小
也
。
古
之
所
予
祿
者
、
不
食
於
力
、
不
動
於

末
、
是
亦
受
大
者
不
得
取
小
、
與
天
同
意
者
也
。（
中
略
）
身
寵

而
載
高
位
、
家
溫
而
食
厚
祿
、
因
乘
富
貴
之
資
力
、
以
與
民
爭
利

於
下
、
民
安
能
如
之
哉
。
是
故
衆
其
奴
婢
、
多
其
牛
羊
、
廣
其
田

宅
、
博
其
產
業
、
畜
其
積
委
、
務
此
而
亡
已
、
以
迫
龀
民
。（
中
略
）

故
受
祿
之
家
、
食
祿
而
已
、
不
與
民
爭
業
、
然
後
利
可
均
布
、
而

民
可
家
足
。
此
上
天
之
理
、
而
亦
太
古
之
道
。
天
子
之
所
宜
法
以

為
制
、
大
夫
之
所
當
循
以
為
行
也
。

④ 

春
秋
大
一
統
者
、
天
地
之
常
經
、
古
今
之
通
誼
也
。
今
師
異
道
、

人
異
論
、
百
家
殊
方
、
指
意
不
同
。
是
以
上
亡
以
持
一
統
、
法
制

數
變
、
下
不
知
所
守
。
臣
愚
以
為
、
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子
之
術

者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使
並
進
、
邪
辟
之
說
滅
息
。
然
後
統
紀
可
一

而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

【
著
者
の
段
落
対
応
】

�

第
三
策

〔
詔
策
〕

⑷ 

今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
。

〔
対
策
〕

⑷
然
而
臣
竊
有
怪
者
。
夫
古
之
天
下
亦
今
之
天
下
、
今
之
天
下
亦
古

之
天
下
、
共
是
天
下
、
古
以
大
治
、
…
…
以
古
準
今
、
壹
何
不
相
逮

之
遠
也
。
安
所
繆
盭
而
陵
夷
若
是
。
意
者
有
所
失
於
古
之
道
與
。
有

所
詭
於
天
之
理
與
。
試
迹
之
於
古
、
返
之
於
天
、
黨
可
得
見
乎
。
夫

天
亦
有
所
分
予
、
予
之
齒
者
去
其
角
、
傅
其
翼
者
兩
其
足
、
是
所
受

大
者
不
得
取
小
也
。
古
之
所
予
祿
者
、
不
食
於
力
、
不
動
於
末
、
是

亦
受
大
者
不
得
取
小
、
與
天
同
意
者
也
。
…
…
故
受
祿
之
家
、
食
祿

而
已
、
不
與
民
爭
業
、
然
後
利
可
均
布
、
而
民
可
家
足
。
此
上
天
之

理
、
而
亦
太
古
之
道
、
天
子
之
所
宜
法
以
為
制
、
大
夫
之
所
當
循
以

為
行
也
。
…
…
春
秋
大
一
統
者
、
天
地
之
常
經
、
古
今
之
通
誼
也
。

今
師
異
道
、
人
異
論
、
百
家
殊
方
、
指
意
不
同
、
是
以
上
亡
以
持
一

‘‘
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統
。
法
制
數
變
、
下
不
知
所
守
。
臣
愚
以
為
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子

之
術
者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使
並
進
。
邪
辟
之
說
滅
息
、
然
後
統
紀
可

一
而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

　

福
井
氏
は
、
第
三
策
の
対
策
段
落
⑷
に
相
当
す
る
詔
策
が
無
い
と

す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
浅
野
氏
と
筆
者
の
段
落
の
対
応
は
意
味

上
か
ら
も
、ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、福
井
氏
の
段
落
対
応
の
み
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
筆
者
の
観
点
に
よ
る
と
、
こ
の
問
題
の
核
心
に
つ
い
て
は
福

井
氏
が
〈
後
文
〉
に
置
い
た
「
今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治

亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、
孰
之
復
之
」
の
文
章
が
、
こ
の
対
策
部

分
に
対
応
す
る
詔
策
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
福
井
氏
独
特
の
段
落
対
応
に
つ
い
て
は
、
氏
の
文
章
で
言
及

し
て
い
る
部
分
が
あ
ま
り
無
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
回
答
は
福
井
氏

が
提
唱
し
て
い
る
対
策
文
書
学
に
お
い
て
漢
代
対
策
文
の
基
本
形
と

あ
る
鼂
錯
の
対
策
文
の
中
に
発
見
し
う
る
。

　

董
仲
舒
対
策
・
第
三
策
の
詔
策
の
末
尾
に
は
、「
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
鼂
錯
の
対
策
文
に
あ
る
最
後
の
詔
策

の
「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」
と
ほ
ぼ
同
種
の
言
辞
に
他
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
福
井
氏
が
設
定
し
た
段

落
の
対
応
で
あ
る
。
以
下
に
確
認
し
た
い
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

 

鼂
錯
対
策

〔
詔
策
〕

　
　
　
　

 

悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
。

〈
後
文
〉

上
以
薦
先
帝
之
宗
廟
、下
以
興
愚
民
之
休
利
。著
之
于
篇
、朕
親
覽
焉
。

…
…
、
大
夫
其
正
論
、
毋
枉
執
事
。
烏
虖
戒
之
。
二
三
大
夫
、
其
帥

志
毋
怠
。

〔
対
策
〕

　
　
　
　
　
　
　

 

詔
策
曰
、「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」。
愚
臣
竊

以
五
帝
之
賢
臣
明
之
。
臣
聞
、
五
帝
其
臣
莫
能
及
。
…
…
。
故
各
當

其
世
而
立
功
德
焉
。
…
…
。
譬
之
猶
五
帝
之
佐
也
。

〈
後
文
〉

　

陛
下
不
自
躬
親
、
而
待
不
望
清
光
之
臣
。
臣
竊
恐
神
明
之
遺
也
。

…
…
。
愚
臣
不
自
度
量
、
竊
為
陛
下
惜
之
。
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚

臣
言
、
唯
陛
下
財
擇
。（『
漢
書
』
鼂
錯
伝
）

　

策
問
の
第
七
の
「
悉
陳
甚
志
、
母
有
所
隱
」
に
つ
い
て
、
鼂
錯
は

覆
奏
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
大
枠
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
同
意

見
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
る
段
落
対
応
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

策
問
第
七
の
覆
奏

策
問
第
七
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【
筆
者
の
段
落
対
応
】

 
鼂
錯
対
策

〔
詔
策
〕

　
　
　
　

 
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
。

〈
後
文
〉

上
以
薦
先
帝
之
宗
廟
、下
以
興
愚
民
之
休
利
。著
之
于
篇
、朕
親
覽
焉
。

…
…
、
大
夫
其
正
論
、
毋
枉
執
事
。
烏
虖
戒
之
。
二
三
大
夫
、
其
帥

志
毋
怠
。

〔
対
策
〕

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」、
愚
臣
竊
以

五
帝
之
賢
臣
明
之
。
臣
聞
五
帝
其
臣
莫
能
及
、
則
自
親
之
。
三
王
臣

主
俱
賢
、
則
共
憂
之
。
五
伯
不
及
其
臣
、
則
任
使
之
。
此
所
以
神
明

不
遺
、
而
聖
賢
不
廢
也
、
故
各
當
其
世
而
立
功
德
焉
。
傳
曰
「
往
者

不
可
及
、
來
者
猶
可
待
、
能
明
其
世
者
謂
之
天
子
」、
此
之
謂
也
。

竊
聞
戰
不
勝
者
易
其
地
、民
貧
窮
者
變
其
業
。
今
以
陛
下
神
明
德
厚
、

資
財
不
下
五
帝
、
臨
制
天
下
、
至
今
十
有
六
年
、
民
不
益
富
、
盜
賊

不
衰
、
邊
竟
未
安
、
其
所
以
然
、
意
者
陛
下
未
之
躬
親
、
而
待
羣
臣

也
。
今
執
事
之
臣
皆
天
下
之
選
已
、
然
莫
能
望
陛
下
清
光
、
譬
之
猶

五
帝
之
佐
也
。
陛
下
不
自
躬
親
、
而
待
不
望
清
光
之
臣
、
臣
竊
恐
神

明
之
遺
也
。
日
損
一
日
、
歲
亡
一
歲
、
日
月
益
暮
、
盛
德
不
及
究
於

天
下
、
以
傳
萬
世
、
愚
臣
不
自
度
量
、
竊
為
陛
下
惜
之
。

〈�

後
文
〉
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚
、
臣
言
唯
陛
下
財
擇
。（『
漢
書
』

鼂
錯
伝
）

　

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
鼂
錯
の
対
策
文
書
は
、
鼂
錯
伝
に
「
故

に
其
の
施
行
の
語
を
論
じ
て
篇
に
著
す
（
故
論
其
施
行
之
語
著
于

篇
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
班
固
に
よ
っ
て
文
書
が
節
録
さ
れ
ず
、

本
来
の
対
策
文
書
の
形
式
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

し
か
に
鼂
錯
の
対
策
文
書
で
は
、
ま
ず
、
覆
奏
「
詔
策
曰
…
…
」
の

こ
と
ば
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
、「
愚
臣
竊
…
…
」、「
臣
聞
…
…
」
と

続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
対
策
文
書
の
基
本
的
な
定
型
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
鼂
錯
の
対
策
文
書
の
中
か
ら
、
董
仲
舒
対
策
と
比
較
す
る
う

え
で
、
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
、
文
帝
の
詔
策
に
、「
悉
陳
其
志
、

毋
有
所
隱
」
と
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
「
悉
く
其
の
志

を
陳
べ
、
隱
す
所
有
る
な
か
れ
（
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
）」
と
は
、

「
そ
な
た
の
考
え
を
す
べ
て
述
べ
、隠
し
だ
て
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
で
あ
る
。
そ
れ
に
回
答
す
る
鼂
錯
の
対
策
文
の
内
容
は
、

古
代
の
五
帝
時
代
か
ら
現
今
を
風
刺
す
る
も
の
で
あ
る
。「
民
益
富

せ
ず
、
盗
賊
衰
え
ず
、
邊
竟
未
だ
安
か
ら
ず
（
民
不
益
、
盗
賊
不
衰
、

邊
竟
未
安
）」
な
ど
と
、
波
線
に
示
し
た
よ
う
に
、
あ
る
意
味
に
お

い
て
直
諌
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

じ
つ
は
、こ
の
鼂
錯
対
策
の
策
問
第
七
以
前
の
覆
奏
の
文
章
で
は
、

文
帝
の
詔
策
に
「
匡
朕
之
不
逮
」
や
「
永
惟
朕
之
不
德
」
と
直
諌
を

策
問
第
七
の
覆
奏

策
問
第
七
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求
め
て
い
る
よ
う
な
文
言
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
而
賜
愚
臣
策
曰
、

匡
朕
之
不
逮
。
愚
臣
何
足
以
識
陛
下
之
高
明
而
奉
承
之
」
と
か
、「
詔

策
曰
、
永
惟
朕
之
不
德
。
愚
臣
不
足
以
當
之
」
な
ど
と
皇
帝
に
対
す

る
厳
し
い
言
葉
を
極
力
避
け
て
い
た
。

　

し
か
し
、
最
後
の
詔
策
の
「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」
と
い
う
、

こ
の
文
言
に
対
し
て
は
、
相
当
き
わ
ど
い
言
辞
を
使
い
覆
奏
を
行
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
代
対
策
文
書
の
基
本
形
と
も
言
え
る
、
こ
の

鼂
錯
の
対
策
文
か
ら
は
、
文
帝
の
詔
策
の
最
後
の
「
悉
陳
其
志
、
毋

有
所
隱
」
の
よ
う
な
文
言
に
対
し
て
、
相
当
に
自
由
な
発
言
が
許
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

董
仲
舒
の
対
策
文
に
話
を
戻
し
て
、
鼂
錯
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み

る
と
、
武
帝
の
詔
策
の
末
尾
に
お
い
て
も
、
文
帝
の
詔
策
と
同
様
の

趣
旨
で
あ
る
、「
其
れ
之
を
悉
し
て
之
を
究
め
、
之
を
孰
し
て
之
を

復
せ
（
其
悉
之
究
之
、
孰
之
復
之
）」
と
の
こ
と
ば
を
見
い
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
自
由
な
発
言
を
求
め
て
い
る
形
式
の
文
章

で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

ま
た
、
鼂
錯
の
対
策
と
比
較
し
て
み
る
と
、
良
く
分
か
る
の
で
あ

る
が
、
董
仲
舒
の
対
策
の
答
問
の
段
落
⑷
の
冒
頭
の
「
然
而
臣
竊
有

怪
者
」と
は
、お
そ
ら
く
覆
奏
の
定
型
の
う
ち
、「
詔
策
曰
…
…
」と「
臣

聞
…
…
」
が
省
略
さ
れ
、「
臣
竊
…
」
の
み
が
残
存
し
た
状
態
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
第
三
策
の
詔
策
の
冒
頭
で
、
武
帝
は
、「
制
曰
、
蓋
聞
、

善
言
天
者
必
有
徵
於
人
、
善
言
古
者
必
有
驗
於
今
。
故
朕
垂
問
乎
天

人
之
應
」
と
述
べ
て
、
古
・
今
と
天
人
に
関
す
る
内
容
の
対
策
を
求

め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
董
仲
舒
は
、
古
か
ら
今
を
述
べ
、

天
が
道
の
一
統
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
対
策
を
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
策
の
対
策
の
最
後
の
覆
奏

に
は
、

　
　

 　

春
秋
の
一
統
を
大
ぶ
は
、
天
地
の
常
經
、
古
今
の
通
誼
な
り
。

今
、
師
、
道
を
異
に
し
、
人
、
論
を
異
に
し
、
百
家
、
方
を
殊

に
し
、
指
意
同
じ
か
ら
ず
。
是
を
以
て
、
上
は
以
て
一
統
を
持

す
る
こ
と
な
く
、
法
制
數
た
び
變
じ
、
下
守
る
所
を
知
ら
ず
。

臣
愚
以
爲
ら
く
、
諸
も
ろ
六
藝
の
科
、
孔
子
の
術
に
あ
ら
ざ
る

者
は
、
皆
な
其
の
道
を
絶
ち
、
竝
び
進
ま
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

邪
辟
の
説
滅
息
し
、
然
る
後
、
統
紀
一
な
る
べ
く
、
法
度
明
ら

か
な
る
べ
く
、
民
從
ふ
所
を
知
ら
ん
。

19

と
の
文
章
が
続
く
が
、
こ
こ
で
も
同
様
に
、
古
・
今
・
天
・
人
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
用
い
て
対
策
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

覆
奏
の
文
章
は
、
先
の
鼂
錯
対
策
の
例
と
同
様
、
武
帝
か
ら
、「
其

れ
之
を
悉
し
て
之
を
究
め
、
之
を
孰
し
て
之
を
復
せ
」
と
促
さ
れ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
対
策
の
詔

策
と
対
策
の
文
章
の
対
応
か
ら
見
れ
ば
、
福
井
氏
が
設
定
し
て
い
る

対
策
の
段
落
⑷
に
対
応
す
る
詔
策
は
、
武
帝
の
詔
策
「
今
子
大
夫
既

已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、
孰
之
復
之
」
の
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部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
少
々
の
定
型
の
崩
れ
や
言
辞

の
欠
如
が
、
こ
の
文
章
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
氏
が
武
帝
の
詔
策

段
落
⑷
を
欠
文
と
見
な
し
て
い
る
の
は
、
頷
首
し
難
い
判
断
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
に
、
董
仲
舒
対
策
・
第
一
策
を
検
討
し
た
折
に
、
福
井
氏
が
、

第
一
策
の
答
問
⑴
・
⑹
・
⑺
や
第
三
策
の
答
問
⑷
に
つ
い
て
、
上
段

の
策
問
の
「
空
白
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
武
帝

の
質
問
は
、
詔
策
の
文
中
に
一
言
半
句
も
存
在
せ
ず
」、「
策
問
の
文

中
の
質
問
条
項
を
直
接
復
命
し
て
上
奏
す
る
「
覆
奏
」
の
制
度
が
全

く
守
ら
れ
て
い
な
い
」
と
の
旨
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

ふ
れ
た
が

20

、
こ
の
様
に
董
仲
舒
対
策
・
第
一
策
と
第
三
策
の
詔
策

と
対
策
を
、
文
脈
の
上
か
ら
対
照
さ
せ
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

詔
策
と
対
策
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
基
本
的
に
は
対
応
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
に

つ
い
て
、
対
策
文
書
学
の
観
点
か
ら
も
、
大
き
な
問
題
は
存
在
し
な

い
こ
と
も
見
て
取
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
井
氏
の
主
張
す
る

詔
策
の
欠
文
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
第
一
章
の
文
②
に
ま
と
め
て
あ
る
よ
う
に
、
福
井

氏
が
、「
民
従
う
所
を
知
ら
ん
、
と
い
う
結
文
は
、
い
か
に
も
中
途

半
端
で
、
対
策
の
掉
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
で
あ
る
と
は
考

え
が
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は

21

、
注
意
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
氏
の
主
張
と
観
点
を
異
に
す
る
が
、
た
し
か

に
、
漢
代
の
対
策
文
の
手
本
と
も
い
え
る
鼂
錯
の
対
策
文
の
後
文
に

置
か
れ
て
い
る
「
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚
、
臣
言
唯
陛
下
財
擇
」
と

い
う
よ
う
な
表
現
・
謙
辞
が
存
在
し
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ

の
第
三
策
の
末
尾
に
は
、「
昧
死
」
な
ど
の
文
言
を
含
ん
だ
後
文
が

省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
福
井
氏
が
示
さ
れ
た
疑
問
点
の
う
ち
、
未

回
答
の
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
省
略
の
問
題
に
つ
い
て
や
対
策
文

書
学
の
「
用
語
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
を
加

え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

四
、
対
策
文
書
学
の
用
語
の
問
題
に
つ
い
て

　

福
井
氏
の
提
唱
す
る
対
策
文
書
学
に
お
い
て
は
、「
用
語
」
言
辞

の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
対
策
文
書
の
形
式
や
そ
の
術
語
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
同
意
で
き
る
も
の
が
多
い
が
、
董
仲
舒
対
策

に
関
連
す
る
一
部
の
用
語
に
つ
い
て
は
疑
問
に
感
じ
る
も
の
も
あ

る
。
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、「
今
」と「
臣
謹
案
」の
問
題
に
絞
っ

て
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
今
」
の
問
題
に
つ
い
て
だ
が
、
福
井
氏
は
「
疑
問
視
さ

れ
る
対
策
の
文
中
に
は
、
現
「
今
」
を
直
視
し
、
武
帝
や
官
僚
に
対

し
て
忌
憚
の
な
い
批
判
を
浴
び
せ
た
と
す
る
の
は
、
通
常
で
は
と
う

て
い
想
像
し
が
た
い
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る

22

。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
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第
三
策
の
答
問
段
落
⑷
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

疑
問
に
感
じ
る
の
は
、
も
っ
と
も
対
策
文
書
と
し
て
の
原
貌
を
保
っ

て
い
る
と
し
て
、
漢
代
対
策
文
書
の
基
準
と
さ
れ
る
鼂
錯
の
対
策
に

お
い
て
も
、「
今
」
の
言
辞
に
よ
っ
て
対
策
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　

○ 

今
以
陛
下
神
明
德
厚
、
資
財
不
下
五
帝
、
臨
制
天
下
。（『
漢
書
』

鼂
錯
伝
）

　

○ 

至
今
十
有
六
年
、
民
不
益
富
、
盜
賊
不
衰
、
邊
竟
未
安
、
其
所

以
然
、意
者
陛
下
未
之
躬
親
、而
待
羣
臣
也
。（『
漢
書
』鼂
錯
伝
）

　

○ 

今
執
事
之
臣
皆
天
下
之
選
已
、
然
莫
能
望
陛
下
清
光
、
譬
之
猶

五
帝
之
佐
也
。（『
漢
書
』
鼂
錯
伝
）

右
の
文
章
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
董
仲
舒
の
対
策
の
み
な

ら
ず
、
鼂
錯
の
対
策
に
お
い
て
も
、
漢
代
の
対
策
文
書
で
「
今
」
を

述
べ
る
こ
と
は
、
別
段
不
思
議
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う
。

　

次
に
、第
一
章
で
紹
介
し
た
文
③
で
主
張
さ
れ
る
用
語
「
臣
謹
案
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
福
井
氏
は
、
第
一
策
の
答
問
⑴
・
⑹
・

⑺
の
「
三
條
は
い
ず
れ
も
「
臣
謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」
と
し
て
発

言
の
最
初
か
ら
特
定
の
経
書
を
引
用
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
意
見
を

陳
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
答
問
は
、
漢
代
の
対
策
文
に
は
見

出
し
が
た
い
変
則
的
な
書
式
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

23

。
た

だ
し
、
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
特
定
の
経
書
を
引
用
し
」、「
漢
代
の

対
策
文
」と
二
重
の
制
約
を
課
せ
ば
、当
然
用
例
は
存
在
し
な
く
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
対
策
文
で
、
特
定
の
経
書
を
引
用
し
た
も
の
で
は
な

け
れ
ば
、「
功
令
」
に
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

○ 

臣
謹
案
詔
書
律
令
下
者
、
明
天
人
分
際
、
通
古
今
之
誼
、
文
章

爾
雅
、
訓
辭
深
厚
、
恩
施
甚
美
。（『
漢
書
』
儒
林
傳
）

　

ま
た
、
対
策
文
で
は
な
い
が
、
上
疏
文
で
あ
れ
ば
数
例
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来
る
。

　

○ 

謹
案
春
秋
二
百
四
十
二
年
、
日
蝕
三
十
六
、
襄
公
尤
數
、
率
三

歲
五
月
有
奇
而
壹
食
。（『
漢
書
』
楚
元
王
傳
・
劉
向
）

　

○ 

謹
案
周
官
『
兆
五
帝
於
四
郊
』、
山
川
各
因
其
方
、
今
五
帝
兆

居
在
雍
五
畤
、
不
合
於
古
。（『
漢
書
』
郊
祀
志
第
五
下
）

　

○ 

臣
相
不
能
悉
陳
、
昧
死
奏
故
事
詔
書
凡
二
十
三
事
。
臣
謹
案
王

法
必
本
於
農
而
務
積
聚
、
量
入
制
用
以
備
凶
災
、
亡
六
年
之
畜
、

尚
謂
之
急
。（『
漢
書
』
魏
相
傳
）

果
た
し
て
、「
臣
謹
案
」
と
い
う
文
言
が
福
井
氏
の
言
う
ほ
ど
変
則

的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ

の
例
の
よ
う
に
多
く
の
制
約
を
課
せ
ば
、
用
例
が
少
な
く
な
っ
て
い

く
の
は
必
然
で
あ
り
、
故
意
に
用
例
を
絞
ろ
う
と
し
て
い
る
と
取
ら

れ
て
も
致
し
方
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
用
語
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
わ
ず
か
数
例
の
用
例
の
み
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
対
策
文

書
以
外
の
同
様
な
性
質
を
持
つ
上
疏
文
の
例
に
つ
い
て
も
、
検
証
の
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幅
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
福
井
重
雅
氏
は
対
策
文
書

学
の
形
式
論
に
依
拠
し
て
、
董
仲
舒
対
策
の
第
一
策
と
第
三
策
の
詔

策
と
対
策
の
不
備
や
、
対
策
文
の
一
部
の
言
辞
の
不
適
当
を
理
由
と

し
て
、
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
疑
義
に
つ
い
て
、
論
証
を
進
め
て
き

た
。

　

し
か
し
、
福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
詔
策
と
対
策
の
不
備
に
つ
い
て

は
、
基
礎
的
な
錯
誤
や
曲
解
が
存
在
す
る
文
章
を
も
と
に
立
論
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
し
、本
章
で
見
て
き
た
用
語
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

残
念
で
は
あ
る
が
、
妥
当
と
評
価
で
き
る
部
分
は
は
な
は
だ
少
な
い

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
井
氏
の
一
連
の
論
証
は
、
董
仲
舒
対
策
の

資
料
性
を
故
意
に
貶
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
か
、
も
し
く
は
、
結
論
あ
り
き
の
立
論
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
疑
念
さ
え
生
ず
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
福
井
氏
が
導
き
出
し
た
結
論
で
あ
る
「
元
来
、
そ

れ
は
董
仲
舒
と
は
全
く
関
係
の
な
い
作
品
で
、
彼
以
外
の
別
人
の
対

策
を
彼
に
仮
託
し
て
、
そ
れ
を
「
董
仲
舒
書
」
に
収
録
し
た
蓋
然
性

も
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
仮
託
説
に
つ
い
て
も
、
到
底
、
そ
れ
を

承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
氏
が
指
摘
す
る

「
董
仲
舒
書
」
と
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
・
董
仲
舒
対
策
に
関
す
る
問

題
つ
い
て
は
、
少
々
贅
言
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

も
と
よ
り
、
福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
稿
の
第
一
章
の

文
①
～
③
に
あ
っ
た
覆
奏
や
「
臣
聞
」
な
ど
対
策
文
書
の
形
式
や
用

語
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
董
仲
舒
の
対
策
の
場
合
、
確
実
に
真
偽
を

判
定
す
る
材
料
に
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う

24

。
な
ぜ
な
ら
、
本
段

落
の
覆
奏
の
形
式
や
「
臣
聞
」
の
字
句
の
欠
如
な
ど
、
い
く
つ
か
の

不
備
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
、「
其
の
當

世
に
切
に
し
て
朝
廷
に
施
す
者
を
掇
り
て
篇
に
著
す
（
掇
其
切
當
世

施
朝
廷
者
著
于
篇
）」
と
あ
る
よ
う
に
、彼
の
対
策
文
が
班
固
に
よ
っ

て
節
録
さ
れ
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
節
録
が
ど
こ
に
及
ん

で
い
る
か
判
然
と
し
な
い
以
上
、
董
仲
舒
対
策
の
一
部
を
捉
え
て
、

決
定
的
な
証
拠
と
す
る
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
た
め
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
班
固
の
節
録
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
、
類
推

を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。『
漢
書
』
賈
誼
伝
に
は
、
多
く
の
上
疏
文

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
董
仲
舒
対
策
の
場
合
と
ほ
ぼ
同

様
、
賈
誼
伝
に
「
凡
所
著
述
五
十
八
篇
、
掇
其
切
於
世
事
者
著
于
傳

云
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
賈
誼
書
」
か
ら
節
録
が
施
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、董
仲
舒
対
策
と
異
な
る
の
は
、『
漢
書
』

賈
誼
伝
所
収
の
上
疏
文
の
場
合
、
現
行
本
賈
誼
『
新
書
』
と
本
文
批

判
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
程
度
の
節
録
が
行
わ
れ
た
の
か
を
、

ほ
ぼ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
ま
で
、多
く
の
先
学
ら
は
、『
漢



88

研究　東洋

書
』
賈
誼
伝
と
『
新
書
』
と
の
本
文
批
判
を
行
い
、
そ
の
資
料
性
に

つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
が

25

、
賈
誼
伝
所
収
の
上
疏
文
の
節
録

の
具
合
は
、
一
部
に
不
都
合
が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
原
貌
を

保
持
し
た
、
文
章
の
整
理
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
漢
書
』
の
節
録
の
方
法
は
、こ
の
『
漢
書
』

賈
誼
伝
と
『
新
書
』
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
様
な
も
の
と
考
え
る
。
お
そ

ら
く
、
董
仲
舒
伝
所
収
の
対
策
文
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
文
章
の
刪
定
が

行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
福
井
重
雅
氏
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
の
疑
問
点

に
再
検
討
を
加
え
て
き
た
。
論
旨
が
複
雑
で
錯
綜
し
て
い
る
部
分
も

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

㈠　

 

序
章
・
第
一
章
に
お
い
て
は
、
福
井
氏
の
提
唱
す
る
対
策
文
書

学
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
き
た
が
、
そ
の
趣
旨
の
一
部
分
に

つ
い
て
は
有
用
な
部
分
が
多
く
、
今
後
の
検
証
に
応
用
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

㈡　

 

第
一
章
～
第
三
章
で
は
、
お
も
に
福
井
氏
が
提
出
さ
れ
た
董
仲

舒
対
策
の
第
一
策
と
第
三
策
に
お
け
る
詔
策
と
対
策
の
対
応
に

つ
い
て
考
察
を
深
め
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
氏
の
対
策
文
書

に
対
す
る
検
証
の
手
法
は
、
恣
意
的
で
特
異
な
部
分
が
あ
り
、

そ
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
意
味
上
か
ら
も
、
対

策
文
書
学
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

㈢　

 

第
四
章
で
は
、「
今
」
や
「
臣
謹
案
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て

検
証
を
行
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て
は
、
福
井
氏

の
主
張
す
る
特
異
性
を
規
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
た
。

㈣　

 

以
上
の
よ
う
に
、
福
井
氏
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
文
献

批
判
に
お
い
て
、
基
礎
的
な
錯
誤
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

当
然
、
こ
の
成
果
を
基
礎
と
し
た
氏
の
結
論
も
根
本
的
に
成
立

し
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
董
仲
舒
対
策
の
後
人
に

よ
る
仮
託
説
や
後
世
の
附
会
と
い
う
氏
の
結
論
に
つ
い
て
も
根

本
的
に
成
立
し
難
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
福
井
重
雅
氏
の
董
仲
舒
の
対
策
に
対
す
る
検
証
作
業
の
一

部
を
再
確
認
し
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
福
井
氏
の
董
仲
舒
対
策

に
関
す
る
資
料
解
釈
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
極
端
に
疑
う
と
い

う
方
向
性
が
強
す
ぎ
る
た
め
か
ら
か
、
段
落
の
対
応
や
用
語
の
問
題

に
お
け
る
基
礎
的
な
文
献
操
作
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
、
こ
の
成
果
を
基
礎
と
し
た
氏
の
結
論
は
、
取
り
急
ぎ

根
本
的
な
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

26

。
現

時
点
で
は
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
所
収
の
一
連
の
対
策
文
書
に
対
す

る
資
料
的
疑
義
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
、
そ
の
疑
い
が
晴
ら
さ
れ
た

と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
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<

注>

１ 

儒
教
国
教
化
の
定
説
に
つ
い
て
は
、
狩
野
直
喜
『
中
國
哲
學
史
』（
岩

波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
二
六
二
頁
、
狩
野
直
喜
「
儒
學
と
漢
武
帝
」

（『
支
那
學
文
藪
』
み
す
ず
書
房　

一
九
七
三
年
）、
狩
野
直
喜
『
支
那

文
學
史
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
本
田
濟
「
儒
學
」（『
岩
波

哲
學
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
宇
佐
美
一
博
「
董

仲
舒
」（『
岩
波
哲
學
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
な
ど

参
照
。
な
お
、
新
た
に
、
こ
の
問
題
に
論
及
す
る
も
の
に
、
平
井
正
士

「
漢
代
の
儒
學
國
敎
化
に
つ
い
て
」（『
多
賀
秋
五
郎
博
士
古
稀
記
念
論

文
集
・
ア
ジ
ア
の
敎
育
と
社
會
』
不
昧
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
）、
浅

野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）、
關
口

順
「「
儒
敎
國
敎
化
」
論
へ
の
異
議
」（『
中
國
哲
學
』
北
海
道
中
國
哲

學
會
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
用
い

る
「
儒
教
」
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
近
代
以
降
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
き
た
学
術
用
語
と
し
て
の
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、「
儒
教
の
国
教

化
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
渡
邉
義
浩
『
後
漢
に
お
け
る

「
儒
敎
國
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
の
序
章
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
国
教
化
が
達
成
さ
れ
た
年
代
を
考
え
る
の
で
は

な
く
、
定
説
に
従
っ
て
前
漢
武
帝
期
に
儒
教
が
国
教
化
さ
れ
た
初
め
を

意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

２ 
平
井
正
士
「
董
仲
舒
賢
良
對
策
の
年
次
に
就
い
て
」（『
史
潮
』
一
一
―

二
、一
九
四
一
年
）。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
周
桂
鈿
『
董
學

探
微
』（
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、一
九
八
九
年
）
第
一
章
「
董
仲
舒
考
」

　

た
だ
し
、
筆
者
は
董
仲
舒
の
対
策
文
を
妄
信
す
べ
し
と
の
お
墨
付

き
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
事
実
、
福
井
氏
が
こ
こ
ま
で
疑
う

に
は
、
や
は
り
、
そ
れ
な
り
の
理
由
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た

と
え
ば
、
本
稿
に
お
い
て
何
度
も
述
べ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

対
策
文
は
班
固
に
節
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
欠

け
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
、
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
対
策
の
年
に
つ
い
て
も
、
い
ま

だ
確
証
が
得
ら
れ
て
は
い
な
い
の
も
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二

策
に
つ
い
て
も
、
史
料
的
な
疑
義
は
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
は
漢
代
の
文
献
資
料
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
古
典

に
通
じ
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
古
典
史
料
の
検
証
に
、

細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
存
資
料
に
お
い
て
、
我
が
国
に
限
定
さ
れ
た
董
仲
舒

対
策
の
問
題
の
検
証
を
ひ
と
ま
ず
終
え
た
こ
と
の
意
義
も
存
在
す
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
は
、
こ
れ
ら
の
疑
わ
し
い
部
分
を
、
い
か
に

究
明
し
て
い
く
か
、
ま
た
、
こ
う
し
た
資
料
を
い
か
に
分
析
・
解
釈

し
て
い
く
か
を
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。関
連
す
る
諸
問
題
の
う
ち
、

と
り
わ
け
、
武
帝
期
の
儒
教
国
教
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
検

証
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が

27

、
与
え
ら
れ
た
紙
面
も

尽
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
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三
、
對
策
之
年　

十
九
頁
。

３ 
福
井
重
雅
「
儒
敎
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
―
五
經
博
士
の
設
置
と

董
仲
舒
の
事
蹟
に
關
す
る
疑
義
―
」（『
史
學
雜
誌
』
七
十
六
―
一
、

一
九
六
七
年
）。
先
の
平
井
氏
の
ほ
か
、
西
嶋
定
生
・
板
野
長
八
両
氏

も
前
漢
武
帝
期
の
儒
教
国
教
化
に
お
け
る
董
仲
舒
の
役
割
を
限
定
す
る

方
向
で
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
西
嶋
定
生
「
儒
敎
の
國
敎
化
と
王
莽
政

權
の
出
現
」（『
中
國
の
歴
史
２
秦
漢
帝
國
』
講
談
社
、
一
九
七
四
年
）

三
四
五
、三
八
四
頁
。
板
野
長
八
「
圖
讖
と
儒
敎
の
成
立
」（『
儒
敎
成

立
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
三
二
九
頁
（
原
載
『
史

學
雜
誌
』
八
十
四
―
二
・
三
、一
九
七
五
年
）。
平
井
正
士
「
漢
代
の
儒

學
國
敎
化
に
つ
い
て
」（『
多
賀
秋
五
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
・
ア
ジ

ア
の
敎
育
と
社
會
』
不
昧
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
）。 

４ 

佐
川
修
「
武
帝
の
五
經
博
士
と
董
仲
舒
天
人
三
策
―
福
井
氏
の
所
説
に

對
す
る
疑
義
―
」（『
春
秋
學
論
考
』
東
方
書
店
、
一
九
八
三
年
）（
原

載
『
集
刊
東
洋
學
』
第
十
七
號
、
一
九
六
七
年
）、
冨
谷
至
「「
儒
敎
の

國
敎
化
」
と
「
儒
學
の
官
學
化
」」（『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
七
卷
第

四
號
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
。

５ 

福
井
重
雅「
前
漢
対
策
文
書
再
探
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備
的
考
察
―
」

（『
社
会
文
化
史
学
』
三
十
四
、一
九
九
五
年
）、
の
ち
『
陸
賈
『
新
語
』

の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
の
付
節
三
に
、「
漢
代
対
策
文

書
の
研
究
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備
的
考
察
―
」
と
解
題
し
て
収
録
。

本
書
、
二
〇
〇
頁
参
照
。

６ 

福
井
重
雅
「
董
仲
舒
の
対
策
の
基
礎
的
研
究
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
六

‐
二
、一
九
九
七
年
）、
の
ち
『
漢
代
儒
敎
の
史
的
研
究
―
儒
敎
の
官
學

化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
檢
討
―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）、
第
二

篇
「
董
仲
舒
の
研
究
」
の
第
三
章
に
「
董
仲
舒
の
対
策
の
再
検
討
」
と

改
題
し
て
所
収
。「
班
固
と
董
仲
舒
―
儒
教
の
国
教
化
と
い
う
虚
構
譚

の
成
立
」（『
中
国
』
十
六
、二
〇
〇
一
年
）
な
ど
、
関
係
す
る
論
考
も

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
本
書
を
「
福
井
著
書
」
と
略
称
す

る
。
な
お
、
本
書
の
緒
言
で
は
研
究
史
が
あ
り
、
こ
の
問
題
の
全
貌
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
際
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。

７ 

冨
谷
至
「
書
評
・
福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
敎
の
史
的
研
究
―
儒
敎
の

官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
檢
討
―
』（『
東
洋
史
研
究
』
第
六
十
四

卷　

第
一
號
、
東
洋
史
研
究
會
、
二
〇
〇
五
年
）、
澤
田
多
喜
男
「
儒

敎
官
學
化
を
め
ぐ
る
論
争
に
對
す
る
創
見
」（『
東
方
』
二
九
四
號
、

二
〇
〇
五
年
）、吉
永
慎
二
郎
「
董
仲
舒
対
策
に
お
け
る
「
天
」
と
「
命
」

―
「
儒
教
国
教
化
」
の
思
想
史
的
構
造
へ
の
一
考
察
―
」（『
中
国
学
の

十
字
路
―
加
地
伸
行
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六

年
）
な
ど
。
冨
谷
・
澤
田
両
氏
の
意
見
は
、
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
諸

研
究
と
五
経
博
士
に
関
す
る
も
の
を
ま
と
め
ら
れ
た
『
漢
代
儒
敎
の
史

的
研
究
』
と
い
う
著
書
に
対
す
る
書
評
形
式
で
あ
る
た
め
、
問
題
の
一

部
を
批
評
す
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、
吉
永
氏
の
論
考
は
、
異
な

る
角
度
か
ら
の
反
論
で
あ
る
た
め
、
福
井
氏
に
対
す
る
直
接
的
な
反
論

と
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
斎
木
哲
郎
氏
に
は
、
董
仲

舒
に
関
す
る
有
力
な
論
考
が
あ
る
。『
秦
漢
儒
教
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
四
年
）
所
収
論
文
参
照
。
以
下
斎
木
著
書
と
略
称
す
る
。
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８ 
渡
邉
義
浩
『
後
漢
國
家
の
支
配
と
儒
敎
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
）

の
序
章
、
池
田
知
久
「
第
一
章　

秦
漢
帝
國
に
よ
る
天
下
統
一
」（『
中

國
思
想
史
』
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
七
年
）、
四
、
儒
敎
國
敎
化

と
道
敎
・
佛
敎
、
儒
敎
國
敎
化
、
六
十
五
頁
。
市
來
津
由
彦
氏
執
筆
『
日

本
中
國
學
會
報
』
第
五
十
八
集
の
學
會
展
望
（
哲
學
）。
渡
邉
義
浩
編

『
兩
漢
の
儒
敎
と
政
治
權
力
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）「
合
評
會

　

福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
敎
の
史
的
研
究
』」
一
六
九
～
二
一
八
頁
に

も
同
樣
な
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
福
井
説
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
渡
邉

義
浩
氏
に
よ
る
多
く
の
著
作
が
存
在
す
る
。
渡
邉
義
浩
『
後
漢
に
お
け

る
「
儒
教
國
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
著
『
西

晉
「
儒
教
國
家
」
と
貴
族
制
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

ま
た
、
渡
邉
氏
が
指
摘
す
る
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
に
お
け
る
董
仲
舒

の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
単
純
に
字
数
に
依
拠
し

て
、
そ
の
史
料
の
真
偽
を
考
察
す
る
の
は
、
少
々
無
理
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
筆
者
は
、『
史
記
』
と
『
漢

書
』
そ
れ
ぞ
れ
の
成
書
の
あ
ら
ま
し
に
、
問
題
が
存
在
す
る
の
か
、
も

し
く
は
司
馬
遷
の
董
仲
舒
に
対
す
る
評
価
と
班
固
の
そ
れ
と
の
乖
離
に

つ
い
て
、
い
か
に
読
み
解
く
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
渡

邉
義
浩
『
儒
教
と
中
国 

「
二
千
年
の
正
統
思
想
」
の
起
源
』（
講
談
社
、

二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

９ 

王
葆
玹
「「
罷
黜
百
家
、
獨
尊
儒
術
」
與
經
學
史
的
分
期
問
題
」（『
西

漢
經
學
源
流
』
東
大
圖
書
公
司
、一
九
九
四
年
）、余
治
平
「
董
仲
舒
：“
天

人
三
策
”
与
《
春
秋
繁
露
》」（『
唯
天
為
大
―
建
基
于
信
念
本
体
的
董

仲
舒
哲
学
研
究
』
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
陳
啓
雲
「
西
漢
時

“
子
学
没
落
、
儒
学
独
尊
”
的
問
題
」（『
儒
学
与
漢
代
歴
史
文
化
―
陳

啓
雲
文
集
二
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
劉
国
民
「
董

仲
舒
対
策
之
年
考
辨
」（『
董
仲
舒
的
経
学
詮
釈
及
天
的
哲
学
』
中
国
社

会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）〔
美
〕
桂
思
卓
「《
漢
書
》
第
五
十
六

卷
所
裁
之
策
論
的
完
成
時
間
」（『
从
編
年
史
到
経
典 

董
仲
舒
的
春
秋

詮
釈
学
』
中
国
法
政
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
参
照
。

10 

注
５
の
福
井
重
雅
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備
的

考
察
―
」（『
社
会
文
化
史
学
』三
十
四
、一
九
九
五
年
）参
照
。
の
ち『
陸

賈
『
新
語
』
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
。

11 

『
漢
書
』
鼂
錯
伝
参
照
。
福
井
重
雅
「
漢
代
対
策
文
書
の
研
究
」（『
陸

賈
『
新
語
』
の
研
究
』
汲
古
書
院
、二
〇
〇
二
年
）
二
〇
〇
頁
、（
原
載
、

一
九
九
五
年
）
所
収
。
な
お
、
本
文
中
に
施
し
て
あ
る
傍
線
な
ど
は
、

福
井
氏
の
論
文
に
依
拠
す
る
が
、必
要
に
応
じ
て
、筆
者
が
一
部
改
め
た
。

12 

福
井
著
書
、
三
二
八
頁
参
照
。
な
お
、
本
文
は
氏
の
文
章
を
一
部
要
約

し
て
い
る
。
以
降
、本
文
中
に
（
○
○
○
頁
）
と
頁
数
が
あ
る
場
合
は
、

す
べ
て
福
井
著
書
の
頁
数
を
指
す
。

13 

福
井
著
書
、
三
二
八
～
三
二
九
頁
の
文
章
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
。
な

お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
を
原
文
の
み

と
し
、
適
時
必
要
な
部
分
に
書
き
下
し
文
・
日
本
訳
を
付
し
た
。

14 
福
井
重
雅
「
漢
代
対
策
文
書
の
研
究
」（『
陸
賈
『
新
語
』
の
研
究
』
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
〇
頁
、（
原
載
、
一
九
九
五
年
）
所
収
。

な
お
、
本
文
中
に
施
し
て
あ
る
傍
線
な
ど
は
、
福
井
氏
の
論
文
に
依
拠
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す
る
が
、
一
部
、
筆
者
が
改
め
た
部
分
が
あ
る
。 

15 
注
６
の
福
井
論
文
参
照
。

16  
浅
野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）、

六
六
七
頁
参
照
。
な
お
斎
木
哲
郎
氏
は
「
夜
郎
・
康
居
」
に
つ
い
て
矛

盾
し
な
い
と
の
立
場
を
取
る
。
斎
木
著
書
三
五
五
頁
参
照
。

17 

浅
野
裕
一
「
董
仲
舒
・
天
人
対
策
の
再
検
討
」（『
黄
老
道
の
成
立
と
展

開
』（
創
文
社
、一
九
九
二
年
）
所
収
）。
以
下
の
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
・

鼂
錯
伝
所
収
の
文
章
の
本
文
中
に
施
し
て
あ
る
傍
線
な
ど
は
、福
井
氏
・

浅
野
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
依
拠
す
る
が
、
一
部
、
必
要
に
応
じ
て

筆
者
が
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

18
福
井
著
書
、
三
三
七
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
①
参
照
。

19 

春
秋
大
一
統
者
、天
地
之
常
經
、古
今
之
通
誼
也
。
今
師
異
道
、人
異
論
、

百
家
殊
方
、
指
意
不
同
、
是
以
上
亡
以
持
一
統
。
法
制
數
變
、
下
不
知

所
守
。
臣
愚
以
為
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子
之
術
者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使

並
進
。
邪
辟
之
說
滅
息
、
然
後
統
紀
可
一
而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。

（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

20 

福
井
著
書
、
三
三
五
～
三
三
六
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
①
や
第
二
章

で
の
検
証
を
参
照
の
こ
と
。

21
福
井
著
書
、
三
六
三
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
②
参
照
。

22
福
井
著
書
、
三
六
五
～
三
六
七
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
⑤
参
照
。 

23
福
井
著
書
、
三
四
一
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
③
参
照
。

24 

た
と
え
ば
、
福
井
氏
は
、
文
③
で
「
臣
聞
く
」
の
二
字
が
省
略
さ
れ
て

い
る
可
能
性
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
、「
臣
聞
…
…
謹
案

…
…
」
と
な
ろ
う
。
ま
た
第
三
策
の
末
尾
に
は
、「
昧
死
」
な
ど
の
文

言
を
含
ん
だ
後
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

25 

賈
誼
『
新
書
』
の
文
献
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
は
、
余
嘉
錫

『
四
庫
提
要
辨
證
』
子
部
、
儒
家
類
。
魏
建
功
、
陰
法
魯
、
呉
競
存
、

孫
欽
善｢

關
于
賈
誼
《
新
書
》
眞
僞
問
題
的
探
索｣

（『
北
京
大
學
學
報
』

第
五
期
、
一
九
六
一
年
）、
徐
復
觀
『
兩
漢
思
想
史
』（
臺
灣
學
生
書
局
、

一
九
七
六
年
）｢

賈
誼
思
想
的
發
現｣

二
、｢

新
書
的
問
題｣

な
ど
が
あ
り
、

我
が
国
で
は
、
𢎭
和
順｢

賈
誼
『
新
書
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
點
―

道
術
・
六
術
・
道
德
説
篇
を
中
心
に
し
て
―｣

（『
名
古
屋
大
學
文
學
部

研
究
論
集
』
哲
學
三
五
、一
九
八
八
年
）、
宇
野
茂
彦
「
賈
誼
新
書
札

記
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
』
哲
學
三
十
四
、一
九
八
八
）、

芳
賀
良
信
『
禮
と
法
の
閒
隙
―
前
漢
政
治
思
想
研
究
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
〇
）
所
収
論
考
、
拙
著
「
賈
誼
『
新
書
』
成
立
説
に
關
す
る

史
料
批
判
的
研
究
」（『
關
西
大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
第
二
十
二
號
、

二
〇
〇
一
年
）、
工
藤
卓
司
「
賈
誼
と
『
賈
誼
新
書
』」（『
東
洋
古
典
學

研
究
』
第
十
六
集
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

26
福
井
著
書
、
三
六
五
～
三
七
八
頁
、
本
稿
第
一
章
の
文
⑤
～
⑦
を
参
照
。

27 

な
お
、
筆
者
は
五
經
博
士
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。

拙
稿
「
五
經
博
士
の
設
置
に
關
す
る
疑
義
の
再
檢
討
」（『
關
西
大
學
中

國
文
學
會
紀
要
』
二
十
八
、二
〇
〇
七
年
）
参
照
。
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■論文

会
津
藩
日
新
館
の
釈
奠
礼
に
つ
い
て

　
　
　
　
―
―
「
学
統
」
の
後
退
・「
公
論
」
の
登
場
―
―

は
じ
め
に

　

孔
子
を
は
じ
め
と
し
た
先
聖
先
師
を
祀
る
釈
奠
は
、
東
ア
ジ
ア
諸

国
に
み
ら
れ
た
祭
祀
儀
礼
で
あ
る
。
近
世
日
本
の
場
合
、
幕
府
の
学

問
所
を
始
め
、
各
藩
校
で
は
釈
奠
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。

１
し

か
し
こ
の
儀
礼
の
実
態
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
研
究
は
充
分
に
さ

れ
た
と
は
言
い
難
い
。

２
近
世
日
本
の
武
士
社
会
で
は
中
国
式
の
儒

教
儀
礼
が
ほ
と
ん
ど
定
着
せ
ず
、「
礼
」
の
実
践
に
大
き
な
障
碍
が

あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、

３
儀
礼
の
受
容
に
関
し
て
は
「
家
礼
」

と
「
王
礼
」
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
釈
奠
礼
」
が
如
何
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

４
釈
奠
は
儒
学
を
修

め
る
者
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
祭
典
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
世
日
本
の

儒
者
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
の
整
備
に
当
た
っ
て
、

日
本
の
儒
者
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
託
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
実
際

に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
釈
奠
が
実
現
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の

究
明
は
、
近
世
日
本
の
儒
者
及
び
儒
学
の
在
り
方
を
理
解
す
る
た
め

の
一
助
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　

そ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
釈
奠
の
従
祀
制
度

５
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
祭
祀
の
対
象
を
孔
子
だ
け
で
は
な
く
、
儒
教
の
継
承
者
の

先
哲
先
儒
も
孔
子
の
従
祀
と
し
て
祀
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
釈
奠

は
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
政
治
と
文
化
の
合
流
点
で
あ
り
、
そ
の

従
祀
制
度
の
変
遷
は
儒
学
の
主
流
思
想
の
変
化
を
表
す
。

６
朝
鮮
で

は
、
釈
奠
の
従
祀
（
士
林
各
学
派
の
先
儒
）
は
、
正
統
性
の
代
表
と

し
て
学
派
闘
争
・
政
治
闘
争
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。

７
そ
れ
に
対

し
、
近
世
日
本
の
釈
奠
の
従
祀
制
度
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
実

態
さ
え
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
論
は
実
態
究
明
の
一
事

例
と
し
て
、
会
津
藩
日
新
館
の
釈
奠
礼
を
取
り
あ
げ
、
先
ず
日
新
館

に
お
け
る
釈
奠
の
整
備
の
過
程
を
整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に

■
論
文
Ⅱ
■

東
北
大
学
大
学
院　

文
学
研
究
科
日
本
思
想
史
研
究
室
博
士
課
程
　
李
　
　
　
月
　
珊
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す
る
。
次
に
釈
奠
の
整
備
に
大
い
に
役
立
っ
た
儒
者
古
屋
昔
陽
と
、

彼
の
従
祀
制
度
に
関
す
る
意
見
に
注
目
す
る
。

８

会
津
藩
の
改
革
と
日
新
館
の
設
立

　

会
津
藩
家
老
田
中
玄
宰
（
一
七
四
八
～
一
八
〇
八
）
は
、
熊
本
藩

の
「
宝
暦
の
改
革
」
と
い
う
藩
政
改
革
の
成
功
に
関
心
を
抱
き
、
そ

の
推
進
者
で
あ
る
家
老
の
堀
勝
名
と
対
座
し
、
改
革
の
詳
細
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。
熊
本
藩
の
改
革
に
お
け
る
文
教
政
策
の
一
環
と
し

て
藩
校
時
習
館
が
設
立
さ
れ
、
初
代
教
授
に
秋
山
玉
山
（
一
七
〇
二

～
一
七
六
四
）
が
任
命
さ
れ
た
。
秋
山
玉
山
の
門
人
の
一
人
に
、

古
屋
昔
陽
（
一
七
三
四
～
一
八
〇
六
）
と
い
う
人
物
が
い
る
。
彼

は
熊
本
藩
士
古
屋
安
親
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
兄
の
古
屋
愛
日

斎
と
と
も
に
秋
山
に
習
い
、
師
の
影
響
で
古
学
・
古
註
を
重
ん
じ

た
。
そ
の
兄
が
家
禄
を
継
い
で
藩
儒
と
な
っ
た
が
、
昔
陽
は
明
和
七

年
（
一
七
七
〇
）
江
戸
に
出
て
、
日
本
橋
に
私
塾
を
開
く
。
そ
の

名
声
が
高
く
な
り
、
玄
宰
も
や
が
て
彼
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
江
戸
勤
番
の
折
に
し
ば
し
ば
そ
の
講
義
を
聞
い
た
。
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
玄
宰
は
昔
陽
を
顧
問
に
し
、
藩
学
を
振
興
し
藩
政
を

改
革
し
よ
う
と
し
た
が
許
さ
れ
ず
、
一
時
は
託
病
辞
職
す
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
が
、
復
職
後
の
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
反
対
派
を
斥
け

て
学
制
改
革
を
実
行
し
た
。

９
そ
し
て
改
革
の
細
則
の
決
定
は
昔
陽

の
助
言
に
従
い
、
講
所
増
築
な
ど
学
問
奨
励
の
措
置
を
採
っ
た
。
特

に
古
註
書
の
充
足

10

な
ど
、
講
所
内
部
の
学
風
の
変
更
が
見
ら
れ
、

藩
祖
保
科
正
之
以
来
の
朱
子
学
の
伝
統
は
古
学
へ
移
行
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
昔
陽
か
ら
の
影
響
の
も
と
会
津
藩
が
古
学
へ
の
移
行
を
果

た
し
た
原
因
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、
当
時
の
改
革
を
実
行
す
る

の
に
古
学
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
や
、
昔
陽
の
代

表
す
る
「
徂
徠
学
」
が
藩
政
刷
新
に
必
要
な
政
治
政
策
を
提
供
し
て

い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

11 

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
文
武
を
総
合
的
に
教
え
る
学
校
と
し

て
藩
校
日
新
館
が
新
た
に
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

そ
れ
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
講
所
が
藩
内
各
地
に
分
散
し
て
い
て
、

教
学
の
点
で
効
率
が
悪
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
日
新
館
は
寛
政
十
一

年
（
一
七
九
九
）
に
着
工
し
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
落
成
し

た
。
本
論
が
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
儀
礼
面
に
お
け
る
整
備
の
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
儀
礼
の
中
心
的
建
物
で
あ
る
「
大
成
殿
」
の
造
設
を
見

て
み
る
。
寛
文
年
間
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
～
一
六
八
二
）
が
正

之
に
献
上
し
た
孔
子
像
は
以
後
文
庫
に
納
め
ら
れ
、
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
）「
郭
内
講
堂
」
の
中
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
講
堂
に
は
学
生
が
集
会
し
「
清
潔
の
所
」
に
は
な
ら
ず
、
孔

子
像
に
対
す
る
「
恭
敬
の
儀
」
が
疎
か
に
さ
れ
る
と
懸
念
さ
れ
た
た

め
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）、
孔
子
像
を
収
め
る
た
め
に
講
堂
の

東
に
「
小
堂
」
が
建
て
ら
れ
た
。

12

た
だ
し
そ
の
規
模
は
小
さ
く
、
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講
堂
の
附
属
的
な
施
設
と
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
日
新
館
の

建
設
に
当
た
り
、
新
た
に
建
て
ら
れ
た
「
大
成
殿
」
は
、
学
校
の
中

心
的
な
位
置
に
な
る
。
こ
の
大
成
殿
は
、
明
朝
遺
臣
朱
舜
水
が
日
本

に
も
た
ら
し
た
「
談
綺
図
式
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、「
両

楹
諸
柱
」、「
節
棁
橑
椽
」な
ど
建
築
の
細
部
は
い
ず
れ
も
そ
れ
に
則
っ

て
い
る
。

13

屋
根
は
銅
板
で
葺
か
れ
、
棟
の
両
端
に
黄
金
の
鍍
金
を

施
し
た
「
鬼
犾
頭
」
と
い
う
銅
獣
が
据
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
軒
先
に

は
そ
れ
ぞ
れ
「
鬼
龍
子
」
と
い
う
銅
獣
が
飾
ら
れ
る
な
ど
、
壮
麗
な

建
物
で
あ
っ
た
。
釈
奠
の
儀
礼
上
に
必
要
な
「
東
西
両
階
」
の
制
も

意
識
さ
れ
、「
各
為
五
級
、
諸
侯
之
制
也
」
と
、
五
級
の
階
段
を
「
諸

侯
の
学
」と
し
て
相
応
し
い
と
す
る
。

14

そ
の「
室
堂
戸
牖
の
制
」は
、

「
皆
唐
土
三
代
の
典
故
に
倣
う
」
と
さ
れ
る
。

15 

　

次
は
、大
成
殿
の
前
に
あ
る
「
泮
水
」（
泮
池
）

16

に
注
目
し
た
い
。

日
新
館
の
泮
水
は
、他
藩
の
藩
校
に
類
を
見
な
い
形
を
採
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
岡
山
藩
の
閑
谷
学
校
や
長
州
藩
の
明
倫
館
の
よ
う
な
、

朱
舜
水
の『
朱
氏
舜
水
談
綺
』所
収「
孔
廟
總
図
」に
準
じ
た
矩
形
や
、

岡
山
藩
校
の
よ
う
な
半
月
形
と
は
異
な
り
、
日
新
館
は
線
状
の
半
円

形
（
半
環
状
）
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
は
北
宋
・
陳
祥

道
の
『
礼
書
』
の
「
諸
侯
学
」
と
「
魯
四
代
学
」
に
見
え
、
図
で
比

較
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
（
図
一
、
図
二
参
照
）。

 

図
一
、
魯
四
代
学
（『
礼
書
』
巻
四
十
八
、『
四
庫
全
書
』）

図
二
、 
日
新
館
の
泮
宮
・
泮
水
（『
会
津
藩
教
育
考
』
第
一
巻
、「
日

新
館
図
」）
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ま
た
吉
村
寛
泰

17

の
書
い
た
「
泮
宮
再
興
叙
」
に
は
、「
礼
書
曰
、

四
代
之
学
、
虞
則
上
庠
下
庠
、
夏
則
東
序
西
序
、
商
則
右
学
左
学
、

周
則
東
膠
虞
庠
」

18

と
あ
り
、つ
ま
り
『
礼
書
』
の
記
録
に
よ
る
「
四

代
之
学
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
礼
書
』「
魯
四
代
学
」

に
は
「
半
者
、
象
璜
也
」

19

と
あ
り
、
泮
水
の
形
を
礼
器
「
璜
」

20

の
形
に
す
る
説
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
日
新
館
は
泮
宮

（
大
成
殿
）・
泮
水
の
礼
制
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
、「
泮
宮
四
塾
」
の
制
が
採
用
さ
れ
、塾
舎
が
尚
書
塾
、

毛
詩
塾
、
二
経
塾
、
三
礼
塾
と
い
う
古
学
風
の
名
称
に
さ
れ
て
い
る
。

21

要
す
る
に
、
藩
校
の
全
体
図
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ば

「
古
式
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
大
学
校
之
図
面

古
式
に
寄
致
吟
味
雛
拵
候
様
、（
中
略
）
勿
論
古
屋
重
次
郎
へ
も
致

面
会
、
古
式
之
内
不
相
分
儀
は
承
合
」

22

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
古

式
」
に
関
し
て
は
古
屋
昔
陽
（
重
次
郎
）
の
意
見
を
常
に
伺
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

釈
奠
礼
の
整
備
と
従
祀
制
度
に
関
す
る
議
論

　

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
講
所
に
お

い
て
孔
子
像
を
安
置
す
る
た
め
の
「
小
堂
」
が
建
て
ら
れ
、
以
後
こ

の
「
孔
子
堂
」
で
釈
奠
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
礼
典
は
整

備
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
陳
設
祭
器
、
薦
奠
庶
羞
、
因
循
方
俗
、
雑
用

其
式
」 23

と
あ
る
よ
う
に
、一
定
の
礼
制
に
準
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
釈
奠
の
整
備
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
、
日
新
館
設
立
以
後
で

あ
る
。「
考
定
古
礼
、
祭
法
一
新
」

24

と
あ
る
よ
う
に
、「
古
礼
」
に

基
づ
く
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
そ
の
制
定
に
携
わ
っ
た
の
は
、
司
業

の
安
部
井
鱗
と
、
古
屋
昔
陽
で
あ
る
。

25

特
に
昔
陽
は
官
名
、
祭
器
、

服
装
、
儀
節
に
つ
い
て
考
証
し
、
重
要
な
顧
問
役
を
果
た
し
た
。

　

日
新
館
の
釈
奠
の
初
献
官
を
掌
る
の
は
「
大
司
成
」
で
、
亜
献
官

と
終
献
官
を
司
る
の
は「
小
司
成
」で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
官
名
は『
礼

記
・
文
王
世
子
』
に
よ
る
も
の
で
、
学
校
奉
行
と
添
役
を
指
す
も
の

と
し
て
昔
陽
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

26

ま
た
釈
奠
の
祭
器
に
つ
い

て
、『
日
新
館
志
』「
祭
器
陳
設
」
に
は
「
苴
則
小
方
漆
器
中
有
茅
藉
、

編
以
五
彩
絲
、
古
屋
謂
茅
沙
非
古
、
故
有
所
考
而
製
之
」

27

と
あ
る
。

釈
奠
の
時
、「
茅
沙
盤
」
を
置
く
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
昔
陽
は
「
茅

沙
」
の
制
を
古
礼
と
相
違
す
る
と
し
、
そ
の
代
わ
り
に
編
ん
だ
茅
を

用
い
る
。
さ
ら
に
釈
奠
の
服
制
に
つ
い
て
、「
曽
聞
布
衣
者
、
本
邦

古
代
之
服
、
雖
無
官
者
得
服
之
、
固
以
其
事
問
古
屋
鬲
、
鬲
答
以
為

可
、
宜
従
之
」 

28

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
古
代
の
「
布
衣
」
を
祭
服

に
す
る
こ
と
の
可
否
も
昔
陽
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日

新
館
の
釈
奠
は
全
部
昔
陽
の
意
思
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
釈
奠
の
従
祀
制
度
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
記
録

が
、『
家
世
実
紀
』
享
和
三
年
八
月
の
条
に
あ
る
。

　
　

日
新
館
御
造
営
被
成
、
大
成
殿
御
建
立
、
聖
像
御
安
置
御
祭
有
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之
儀
に
付
、
司
業
安
部
井
吉
蔵
義
、
釈
奠
儀
節
取
調
候
得
共
難

相
分
廉
々
、
古
屋
重
次
郎
に
致
相
談
、
大
凡
出
来
寄
候
、
然
処

聖
像
配
祀
之
事
、
皇
朝
之
古
礼
并
唐
土
に
て
は
種
々
沿
革
有
之

一
様
な
ら
す
候
に
付
、
重
次
郎
見
込
候
所
は
、
従
配
は
先
儒
孔

安
国
鄭
玄
抔
古
注
家
之
拾
二
人
を
配
り
可
然
由
、
吉
蔵
は
皇
朝

之
古
礼
に
依
て
十
哲
配
祀
相
当
之
由
申
、
司
業
中
ケ
間
共
も
、

先
儒
拾
二
人
に
究
候
て
は
人
々
毁
誉
に
随
、
此
後
人
之
取
捨
有

之
、
定
見
無
之
は
差
見
候
事
に
候
（
後
略
）

29 

　

日
新
館
の
司
業
安
部
井
鱗
が
釈
奠
儀
節
の
こ
と
に
つ
い
て
古
屋
昔

陽
と
相
談
し
た
後
、儀
節
の
ほ
と
ん
ど
が
決
め
ら
れ
た
が
、た
だ
「
聖

像
配
祀
之
事
」、
つ
ま
り
従
祀
制
度
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
た
の

で
あ
る
。
従
祀
制
度
に
は
「
種
々
沿
革
」
が
あ
り
、
昔
陽
の
意
見
で

は
、
孔
安
国
、
鄭
玄
な
ど
十
二
人
の
「
先
儒
」
―
―
「
古
注
家
」
を

従
祀
に
す
べ
き
と
す
る
。
し
か
し
安
部
は
孔
門
十
哲
（
顔
淵
、
閔
子

騫
、
冉
伯
牛
、
仲
弓
、
宰
我
、
子
貢
、
冉
有
、
子
路
、
子
游
、
子
夏
）

を
配
す
べ
き
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
皇
朝
之
古
礼
」
―
―
つ
ま

り
日
本
平
安
時
代
の
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
釈
奠
が
あ
る
と
し
て
い

る
。
他
の
司
業
も
安
部
の
意
見
に
同
調
し
、
昔
陽
の
主
張
す
る
先
儒

十
二
人
の
多
く
は
後
人
に
よ
る
「
毁
誉
」
が
あ
り
、
従
祀
に
さ
れ
た

り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
た
め
、
そ
の
地
位
は
一
定
で
は
な
か
っ
た

と
す
る
。
そ
こ
で
、こ
こ
で
い
う
古
注
者
に
対
す
る
「
毁
誉
」
や
「
後

人
之
取
捨
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
中
国
に
お
け
る
釈

奠
の
従
祀
制
度
の
変
遷
を
少
し
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

古
注
者
が
初
め
て
従
祀
制
度
に
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
唐
貞
観

二
十
一
年
（
六
四
七
）
の
時
で
あ
る
。
孔
子
の
弟
子
子
夏
の
ほ
か
、

秦
漢
魏
晋
の
経
師
を
含
む
二
十
一
人
が
先
師
顔
回
と
と
も
に
太
学
で

祀
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
左
丘
明
、卜
子
夏
、公
羊
高
、穀
梁
赤
、伏
勝
、

高
堂
生
、
戴
聖
、
毛
萇
、
孔
安
国
、
劉
向
、
鄭
衆
、
杜
子
春
、
馬
融
、

廬
植
、
鄭
玄
、
服
虔
、
何
休
、
王
粛
、
王
弼
、
杜
預
、
范
寧
」
で
あ

る
。

30

そ
の
者
た
ち
の
入
祀
の
理
由
と
し
て
は
「
代
用
其
書
、
垂
於

国
胄
」

31

と
あ
り
、
ま
た
後
世
の
評
価
で
は
「
諸
儒
従
祀
孔
子
、
皆

其
有
功
於
聖
人
之
経
」

32

と
、「
伝
経
の
功
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

昔
陽
が
孔
安
国
や
鄭
玄
な
ど
の
入
祀
を
主
張
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う

な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
先
儒
た
ち
の
入
祀
が
大
い
に
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
明
朝
嘉

靖
帝
の
時
で
あ
る
。

33

嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
朝
廷
の
釈
奠
改
制

は
、近
世
日
本
の
儒
者
に
も
多
く
意
識
さ
れ
る
有
名
な
事
件
で
あ
り
、

34

改
制
の
一
環
と
し
て
従
祀
制
度
が
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
唐
貞

観
年
間
に
入
祀
さ
れ
た
経
師
の
多
く
は
廃
祀
さ
れ
、
或
い
は
郷
に
改

祀
さ
れ
た
（
改
祀
於
郷
）。

35

そ
の
廃
祀
や
改
祀
の
理
由
に
つ
い
て
い

く
つ
か
の
例
を
見
て
み
る
と
、
戴
聖
は
「
治
行
不
法
、
身
為
贓
吏
」、

劉
向
は
「
喜
誦
神
仙
方
術
、
流
為
陰
陽
術
家
」、
馬
融
は
「
不
拘
儒

者
之
節
、
献
頌
以
美
（
梁
）
冀
」、
何
休
は
「
黜
周
王
魯
、
異
端
邪



98

研究　東洋

説
」、
王
弼
は
「
倡
為
清
談
、
専
祖
老
荘
」、
杜
預
は
「
以
吏
則
不
廉
、

以
将
則
不
義
」
と
、
批
評
さ
れ
て
い
る
。

36

こ
の
よ
う
な
人
格
や
道

徳
上
の
理
由
の
外
、
儒
学
内
部
に
お
け
る
学
術
的
な
原
因
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
鄭
衆
、
廬
植
、
鄭
玄
、
服
虔
、
范
寧
と
い
う
五
人
の
祭
祀

の
規
格
が
下
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
著
述
が
い
ず
れ
も
「
聖
学
」
を

発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

37

彼
ら
の
学
問

は
「
訓
詁
之
学
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
決
し
て
「
聖
道
之
伝
」
を
得

る
も
の
で
は
な
く
、
貞
観
年
間
の
礼
官
は
「
旧
注
疏
」
に
拘
り
、
訓

詁
の
経
師
を
入
祀
す
る
の
は
大
い
な
る
過
ち
だ
と
す
る
。

38

朱
子
学

流
行
以
後
、
経
書
は
そ
れ
ぞ
れ
『
易
経
』
に
程
頤
・
朱
熹
、『
詩
経
』

に
朱
熹
、『
書
経
』
に
蔡
沈
、『
春
秋
』
に
胡
安
国
の
新
注
を
用
い
る

た
め
、
漢
唐
儒
者
の
古
注
は
既
に
そ
の
権
威
を
失
っ
た
。
昔
の
「
伝

経
之
儒
」
に
取
っ
て
代
わ
る
の
は
「
伝
道
之
儒
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

明
嘉
靖
帝
時
代
の
従
祀
の
標
準
に
な
っ
て
い
る
。
嘉
靖
の
改
制
で
実

際
に
欧
陽
修
、
陸
九
淵
な
ど
が
新
た
に
従
祀
に
加
え
ら
れ
た
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
「
毁
誉
」「
後
人
之
取
捨
」
が
あ
る
た
め
に
、
日

新
館
に
お
い
て
も
古
注
者
の
入
祀
が
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、「
皇
朝
之
古
礼
」
は
適
切
で
あ
る
と
安
部
井
鱗
は
考

え
て
い
る
。『
延
喜
式
』
の
従
祀
方
法
を
具
体
的
に
見
る
と
、
卷
第

十
九
の
「
式
部
省
下
」
で
は
「
釈
奠
、
毎
年
春
秋
二
仲
之
月
上
丁
、

釈
奠
先
聖
文
宣
王
、
先
師
顔
子
、
並
九
哲
於
大
学
」
と
あ
り
、
ま

た
卷
第
二
十
「
大
学
寮
」
に
は
「
釈
奠
十
一
座
（
中
略
）
二
座
先
聖

文
宣
王
先
師
顔
子
、（
中
略
）
従
祀
九
座
閔
子
騫
、
冉
伯
牛
、
仲
弓
、

冉
有
、
季
路
、
宰
我
、
子
貢
、
子
游
、
子
夏
」
と
あ
る
。

「
十
哲
」（
先
師
顔
子
、
従
祀
九
座
）
と
い
う
従
祀
方
法
は
一
応
同

意
さ
れ
た
が
、
し
か
し
日
新
館
で
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
、
問
題

が
起
こ
る
。
つ
ま
り
、
日
新
館
の
大
成
殿
は
「
両
廡
」
と
い
う
構
造

を
持
た
ず
、
正
殿
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
多
人
数
の
者
を
一
緒
に
祀

る
こ
と
が
難
し
い
。「
十
哲
」
を
正
殿
で
並
べ
た
ら
、
空
間
が
狭
い

故
そ
れ
ぞ
れ
に
陳
列
す
る
「
觶
豆
鍘
敦
之
類
」
の
祭
器
は
置
け
な
く

な
る
。
よ
っ
て
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
祭
器
の
寸
法
を
も
と
の
三
分

の
一
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
議
論
の
結
果
、
祭
器
の
寸
法
を

勝
手
に
縮
小
す
る
の
は
礼
制
に
適
わ
な
い
と
し
、
従
祀
の
人
数
を
減

少
さ
せ
、
顔
子
の
み
を
配
祀
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

40

先
に
述
べ
た

よ
う
に
『
延
喜
式
』
の
「
大
学
寮
」
式
に
は
「
先
聖
文
宣
王
、
先
師

顔
子
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
諸
国
釈
奠
式
」
に
は
こ
の
二
座
が
専
ら

祭
祀
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
。 

　

し
か
し
、
昔
陽
は
こ
の
祀
り
方
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
の
理
由
と

し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

41

猶
又
吉
蔵
義
配
祀
之
事
を
以
、
重
次
郎
了
簡
承
合
候
処
、
古
学

を
主
と
致
候
儒
者
に
候
へ
は
、
最
初
見
込
之
通
、
先
儒
十
二
人

配
食
に
立
可
然
由
に
て
申
候
は
、
釈
奠
之
義
古
礼
は
先
聖
壱
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人
、
其
外
は
学
館
に
て
学
士
に
教
へ
功
を
立
候
人
之
徳
に
報
候

た
め
、
先
聖
に
配
し
大
師
執
礼
典
書
之
三
人
を
祭
、
魏
之
世
に

至
り
、
孔
子
へ
顔
子
を
配
し
候
事
有
之
候
へ
共
、
学
中
に
祭
候

先
師
之
功
無
之
、
七
十
子
之
中
顔
子
独
り
を
取
候
事
、
魏
之
世

之
失
礼
に
有
之
、
依
て
は
注
家
に
て
毛
公
孔
安
国
鄭
玄
、
此
三

人
を
配
し
可
然
、
其
上
に
も
室
中
広
く
候
は
々
杜
預
王
弼
可
然

候
、
先
聖
之
外
壱
人
先
師
を
立
候
は
々
孔
門
に
て
子
夏
、
漢
儒

に
て
は
鄭
玄
、
何
れ
も
後
学
に
功
あ
る
人
に
候
間
、
此
二
人
可

然
（
後
略
）。

42 

　

昔
陽
は
、「
古
学
」
を
修
め
る
者
は
「
先
儒
十
二
人
」
を
祭
る
べ

き
だ
と
再
び
主
張
し
、釈
奠
の
「
古
礼
」
の
本
義
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
の
古
礼
は
本
来
、「
先
聖
」
一
人
の
ほ
か
、
学
校
で
学
生
に
教
え

る
功
績
の
あ
る
者
―
―
「
大
師
」、「
執
礼
」、「
典
書
」
と
い
う
三
人

を
祭
る
。
こ
の
三
人
を
「
先
師
」
に
す
る
の
は
、『
礼
記
・
文
王
世

子
』
に
「
春
誦
、
夏
弦
、
大
師
詔
之
瞽
宗
。
秋
学
礼
、
執
礼
者
詔
之
。

冬
読
書
、
典
書
者
詔
之
。
礼
在
瞽
宗
、
書
在
上
庠
」
と
あ
る
よ
う
に
、

春
夏
は
「
大
師
」
か
ら
詩
と
楽
を
、
秋
は
「
執
礼
」
か
ら
礼
を
、
冬

は
「
典
書
」
か
ら
書
を
学
ぶ
と
い
う
。
ま
た
「
凡
学
、
春
官
釈
奠
於

其
先
師
、
秋
冬
亦
如
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
学
校
に
お
い
て
教
官
は

春
、
秋
、
冬
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
先
師
」
を
「
釈
奠
」
す
る
。
つ
ま
り

昔
陽
は
、
釈
奠
は
「
先
師
」
の
恩
徳
に
報
い
る
た
め
に
行
う
も
の
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
釈
奠
を
専
ら
孔
子
と
孔
子
以
後
の

聖
賢
を
祀
る
た
め
の
儀
礼
で
は
な
く
、
孔
子
以
前
の
時
代
に
そ
の
根

拠
を
求
め
る
。
先
師
三
人
を
配
祀
に
す
る
こ
と
は
、
昔
陽
独
特
な
考

え
方
と
い
え
よ
う
。

　

続
い
て
昔
陽
は
孔
子
の
配
祀
に
七
十
人
の
弟
子
か
ら
「
顔
子
独
り

を
取
」
り
だ
す
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
配
祀
方
式
の
始
ま

り
は
魏
斉
王
正
始
年
間
の
辟
雍
の
釈
奠
で
あ
る
が
、

43

昔
陽
は
そ
れ

を
「
魏
之
世
之
失
礼
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
顔
子
に
は
「
学

中
に
祭
候
先
師
之
功
」
が
な
い
た
め
、
そ
の
祭
り
は
古
礼
の
本
義
に

背
く
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
昔
陽
は
「
注
家
」
の
「
毛
公
」、「
孔
安

国
」、「
鄭
玄
」
を
挙
げ
、
そ
れ
を
「
先
師
」
三
人
に
当
て
は
め
る
の

を
妥
当
な
祀
り
方
と
し
、
も
し
そ
れ
以
上
室
内
に
空
間
の
余
裕
が
あ

れ
ば
、
さ
ら
に
杜
預
と
王
弼
を
従
祀
に
い
れ
る
べ
き
と
す
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
五
人
は
孔
穎
達
『
五
経
正
義
』
に
採
用
さ
れ
る
伝
注
の

作
者
と
一
致
す
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
昔
陽
は
妥

協
案
を
打
ち
出
し
、
つ
ま
り
も
し
先
師
を
一
人
し
か
立
て
な
い
と
し

た
ら
、孔
門
の
子
夏
、或
い
は
漢
儒
の
鄭
玄
に
す
る
と
主
張
す
る
。「
後

学
」
に
一
番
「
功
あ
る
人
」
は
、
こ
の
二
人
を
除
い
て
は
ほ
か
に
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
結
局
、
昔
陽
の
意
見
は
日
新
館
の
釈
奠
に
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、安
部
井
鱗
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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如
様
之
論
は
明
末
清
初
之
諸
儒
如
何
程
も
有
之
事
に
て
、
公
論

と
は
難
申
。

44 

　

つ
ま
り
昔
陽
の
議
論
は
明
末
清
初
の
儒
者
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と

で
、
い
ず
れ
も
一
私
論
に
終
わ
る
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
。

　

昔
陽
が
古
注
者
の
入
祀
を
主
張
す
る
の
は
、
彼
の
学
問
観
と
大
い

に
関
わ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
主
張
に
よ
っ
て

昔
陽
の
姿
が
明
末
清
初
の
儒
者
の
姿
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
こ
と
が
安
部
ら
に
意
識
さ
れ
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
か

な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
次
の
一
章
で
は
、
昔
陽
の
学
問
観
と
、
明

末
清
初
の
儒
者
の
議
論
を
具
体
的
に
分
析
し
て
み
る
。

古
屋
昔
陽
の
学
問
観
と
明
末
清
初
の
儒
者

　

昔
陽
が
江
戸
で
私
塾
を
開
く
時
、
そ
の
教
学
内
容
は
「
以
経
学
教

授
諸
生
、
詩
者
本
何
楷
世
本
古
義
、
有
所
増
補
、
書
亦
準
之
」

45

と

あ
る
よ
う
に
、
専
ら
「
経
学
」
を
講
じ
、
ま
た
『
詩
』
に
つ
い
て
は

明
朝
学
者
何
楷
（
？
～
一
六
四
五
）
の
『
詩
経
世
本
古
義
』
を
用
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
昔
陽
は
「
経
学
」
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
こ
こ

で
は
彼
の
文
章
「
古
今
学
変
」
に
お
け
る
「
古
へ
の
学
問
」
に
対
す

る
考
え
方
を
見
て
み
た
い
。

古
へ
の
学
問
と
申
候
は
詩
書
礼
楽
の
四
術
を
正
業
と
致
是
を
四

時
に
致
学
習
候
こ
と
礼
記
の
王
制
文
王
世
子
の
篇
等
に
見
へ
申

候
夫
故
へ
孔
夫
子
も
興
於
詩
立
於
礼
成
於
楽
と
被
仰
候（
中
略
）

夫
子
之
教
必
始
於
詩
書
而
終
於
礼
楽
雑
説
不
興
焉
と
被
申
候
。

46 

　

つ
ま
り
、
古
の
学
問
は
詩
書
礼
楽
の
「
四
術
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ

そ
「
正
業
」
で
あ
り
孔
子
の
教
え
で
も
あ
る
。
ま
た
昔
陽
は
『
荀
子
・

勧
学
』「
学
悪
乎
始
、
悪
乎
終
、
曰
其
数
始
乎
誦
経
、
終
乎
読
礼
」

を
引
用
し
、「
経
と
は
詩
書
の
二
経
を
指
て
申
候
、
戦
国
以
後
は
礼

も
記
録
に
て
伝
へ
候
ゆ
へ
礼
を
読
む
と
申
候
」
と
述
べ
、『
詩
』『
書
』

『
礼
』
の
三
経
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
礼
楽
」
を
強
調
し
、「
殊
に
礼
楽
は
聖
人
の
道
の
本
躰

に
て
、天
下
国
家
を
風
化
致
し
候
術
」で
あ
る
と
述
べ
る
。昔
陽
は「
礼

楽
」
を
「
道
」
の
「
本
体
」、
治
国
の
術
と
し
て
捉
え
る
が
、
殊
に

彼
が
最
も
強
調
し
た
い
の
は
、「
古
の
学
問
は
専
ら
礼
楽
に
力
を
用

ひ
候
こ
と
」、つ
ま
り
「
古
の
学
問
」
と
し
て
の
「
礼
楽
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
立
場
か
ら
昔
陽
は
後
世
の
「
学
問
」
を
批
判
し
て
、　

詩
書
礼
楽
を
捨
て
事
物
の
理
を
窮
め
人
欲
の
私
を
去
り
候
な
ど

学
問
と
致
し
候
こ
と
は
孔
門
の
教
に
は
曽
て
無
之
こ
と
に
御
座

候
其
上
窮
理
と
申
こ
と
本
聖
人
の
易
を
作
り
玉
へ
る
こ
と
を
賛

し
候
語
に
て
学
問
の
こ
と
に
て
は
無
之
候
。
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と
述
べ
る
。
つ
ま
り
昔
陽
に
よ
れ
ば
「
事
物
の
理
を
窮
め
」
る
こ
と

も
、「
人
欲
の
私
を
去
」
る
こ
と
も
、「
学
問
」
の
正
し
い
在
り
方
で

は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
理
」
と
い
う
も
の
は
「
人
々
の
取
り
様

に
て
如
何
や
う
に
も
付
き
候
も
の
」
で
あ
り
、「
理
を
定
め
」
る
こ

と
な
ど
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
聖
人
の
教
え
は
「
欲
を
去
」
る
と

い
う
よ
り
は
、「
以
道
制
欲
」「
以
礼
制
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
利

欲
の
念
起
り
候
所
を
礼
義
を
省
み
て
蹈
止
り
候
こ
と
」
が
肝
心
で
あ

る
。「
克
己
復
礼
」
と
い
う
時
に
一
番
大
事
な
の
は
「
礼
義
制
度
を

慎
」
む
こ
と
、「
道
の
矩
に
違
」
わ
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

「
礼
楽
の
教
を
尊
信
」
す
る
学
者
は
、「
佛
家
の
教
」
の
よ
う
に
「
専

ら
心
の
詮
議
の
み
」を
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
昔
陽
は
、

古
の
道
に
志
し
候
人
孔
子
の
教
法
に
従
ひ
詩
書
礼
楽
を
本
業
と

し
て
論
語
学
庸
等
の
正
義
を
自
得
い
た
し
候
は
々
聖
人
の
旨
に

畔
き
申
間
敷
候
。

と
述
べ
、
理
学
の
学
問
態
度
を
否
定
し
、
詩
書
礼
楽
を
一
番
大
事
に

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
論
理
は
朱
子
学
、

仁
斎
学
の
四
書･

論
孟
中
心
主
義
を
「
義
理
孤
行
」
と
批
判
し
、
六

経
と
『
論
語
』
に
よ
る
古
道
復
元
を
提
唱
す
る
荻
生
徂
徠
の
主
張
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
。

47 

た
だ
昔
陽
は
こ
の
よ
う
な
学
問
観
を
、
藩

校
に
お
け
る
釈
奠
の
従
祀
制
度
に
託
し
て
い
る
。
実
は
当
時
、
幕
府

学
問
所
を
始
め
、
釈
奠
の
従
祀
制
度
に
「
四
配
‐
六
従
祀
」
と
い
う

形
を
採
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。「
四
配
」
と
は
「
顔
子
、
曽
子
、

子
思
子
、
孟
子
」
で
あ
り
、「
六
従
祀
」
は
「
周
敦
頤
、
程
明
道
、

程
伊
川
、
張
載
、
邵
雍
、
朱
熹
」
と
い
う
朱
子
学
者
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
従
祀
方
式
は
、
理
学
の
「
道
統
」
を
代
表
す
る
も
の
と

い
え
る
。
し
か
し
昔
陽
は
理
学
を
否
定
し
、漢
学
を
重
視
す
る
た
め
、

『
詩
』『
書
』『
礼
』
三
つ
の
経
典
に
大
い
に
貢
献
し
た
者
に
、毛
公
、

孔
安
国
、
鄭
玄
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

昔
陽
と
同
じ
く
、「
古
注
者
」
の
復
祀
を
主
張
す
る
者
は
、
昔
の

中
国
、
明
末
清
初
の
時
代
に
多
く
現
れ
た
。
嘉
靖
改
制
に
お
い
て
秦

漢
諸
儒
が
廃
祀
、
或
い
は
改
祀
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
先
述
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
の
嘉
靖
改
制
に
対
し
て
、
明
万
暦
年
間
の
王
世
貞

（
一
五
二
六
～
一
五
九
〇
）は
以
下
の
よ
う
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

先
朝
之
黜
漢
儒
、
凛
乎
斧
鉞
矣
。
夫
卑
漢
者
所
以
尊
宋
、
而
不

知
其
陥
宋
儒
於
背
本
也
。
今
訓
故
之
学
不
伝
、即
明
哲
如
二
程
、

朱
子
、
亦
何
所
自
而
釈
其
義
乎
。

48 

　

嘉
靖
改
制
に
お
い
て
漢
儒
の
祭
祀
を
や
め
る
こ
と
は
宋
学
を
尊
崇

す
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、し
か
し
そ
れ
は
本
末
転
倒
の
こ
と
で
あ
り
、

「
訓
故
之
学
」
が
な
け
れ
ば
宋
学
者
の
注
釈
も
拠
り
所
を
失
う
と
い

う
。
王
世
貞
は
漢
儒
の
復
祀
と
、
訓
故
学
の
地
位
の
向
上
を
望
ん
で
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い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
は
あ
ま
り
効
果
を
見
せ
ず
、
釈
奠

の
従
祀
制
度
に
お
い
て
は
む
し
ろ
朱
子
学
者
の
地
位
が
上
が
る
一
方

で
あ
る
。
明
末
の
崇
禎
十
五
年
（
一
六
四
二
）
に
は
、周
敦
頤
、張
載
、

程
明
道
、
程
伊
川
、
邵
雍
、
朱
熹
は
「
先
儒
」
か
ら
「
先
賢
」
に
格

上
げ
さ
れ
、
漢
唐
の
儒
者
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

49 

　

し
か
し
な
が
ら
漢
儒
の
復
祀
を
要
求
す
る
声
は
絶
え
な
か
っ
た
。

清
初
の
顧
炎
武
（
一
六
一
三
～
一
六
八
二
）
も
嘉
靖
九
年
の
従
祀
改

革
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
儒
の
「
一
事
之
瑕
」
を
も
っ
て

そ
の
「
伝
経
之
祀
」
を
廃
止
し
、
代
わ
り
に
荀
况
、
楊
雄
、
韓
愈
な

ど
「
伝
注
の
功
」
の
無
い
者
を
祀
る
と
い
う
こ
の
改
革
は
過
ち
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。

50

ま
た
顧
炎
武
は
「
棄
漢
儒
保
残
守
缺
之
功
、
而

奨
末
流
論
性
談
天
之
学
、
於
是
語
録
之
書
日
増
月
益
、
而
『
五
経
』

之
義
委
之
榛
蕪
、
自
明
人
之
議
従
祀
始
也
。
有
王
者
作
、
其
必
遵
貞

観
之
制
乎
」
と
述
べ
、

51

嘉
靖
改
制
に
よ
っ
て
漢
儒
な
ど
の
古
注
者

の
権
威
が
失
わ
れ
、
性
理
の
「
末
流
」
の
学
が
正
統
を
得
て
、
語
録

の
書
が
世
に
流
行
り
『
五
経
』
の
学
問
が
衰
え
る
始
末
に
な
っ
た
と

い
う
。
そ
こ
で
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
「
貞
観
従
祀
制
」
に
返

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、貞
観
の
従
祀
制
こ
そ
、

「
古
人
」
の
「
敬
学
尊
師
」
の
意
を
得
て
い
る
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
は
、「
理
学
即
経
学
」

52

と
唱
え
る
顧
炎
武
は
経
学
の
復
興
を

望
み
、
い
わ
ゆ
る
経
学
重
視
・
伝
注
尊
重
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。

　

さ
ら
に
、
清
初
の
朱
彝
尊
（
一
六
二
九
～
一
七
〇
九
）
は
『
鄭
康

成
不
当
罢
従
祀
議
』
を
著
し
、
鄭
玄
の
入
祀
を
主
張
し
て
い
る
。

53

彼
は
、
嘉
靖
帝
が
程
敏
政
の
進
言
を
受
け
入
れ
鄭
玄
の
従
祀
を
や
め

る
こ
と
は
、一
学
派
の「
私
」を
も
っ
て
公
論
を
廃
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
鄭
玄
は
『
詩
』『
書
』『
易
』『
礼
』『
論
語
』『
孝
経
』
に
注
釈

を
施
し
、い
わ
ば
「
群
経
」
を
兼
ね
て
治
め
る
後
漢
屈
指
の
儒
者
で
、

経
学
の
集
大
成
者
で
あ
り
、
秦
漢
以
来
の
経
書
や
典
制
が
世
に
伝
わ

る
の
は
、
鄭
玄
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
今
世
で
は
科
挙
に
よ
っ
て

「
四
書
」
が
重
視
さ
れ
、経
学
が
衰
退
し
た
現
状
を
朱
彝
尊
は
嘆
き
、

経
書
の
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
彼
は
鄭
玄
の
入

祀
の
ほ
か
、子
夏
の
祠
堂
を
建
て
る
こ
と
を
主
張
す
る
。「
詩
書
礼
楽
、

定
自
孔
子
、
発
明
章
句
、
始
於
子
夏
」

54

と
、
孔
子
の
歿
後
か
ら
前

漢
ま
で
の
四
百
年
の
間
、
子
夏
の
伝
経
の
貢
献
が
多
大
な
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。

55

　

こ
の
よ
う
に
、
鄭
玄
な
ど
漢
儒
の
復
祀
の
要
求
は
、
儒
学
を
経

学
主
体
の
正
統
に
復
す
る
要
求
で
も
あ
っ
た
。

56

そ
し
て
雍
正
二

年
（
一
七
二
四
）、
鄭
玄
と
范
寧
の
経
師
二
人
を
廷
議
の
裁
決
を
通

し
て
再
び
従
祀
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
す
で
に
康
熙

五
十
一
年
（
一
七
一
二
）
頃
、
朱
子
が
「
十
哲
」
に
列
さ
れ
、
そ

の
地
位
が
漢
唐
の
儒
者
よ
り
遥
か
に
上
回
り
、
ま
た
雍
正
二
年

（
一
七
二
四
）
で
も
朱
子
学
者
十
三
人
が
新
た
に
入
祀
さ
れ
る
こ
と
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が
あ
っ
た
。
朱
子
学
が
官
側
思
想
の
基
調
と
な
る
中
、
鄭
玄
と
范
寧

の
入
祀
は
、
五
経
の
学
を
唱
え
る
儒
者
た
ち
の
い
さ
さ
か
の
勝
利
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、古
屋
昔
陽
の
「
詩
書
礼
楽
」
の
経
学
重
視
と
、

明
末
清
初
の
儒
者
の
経
学
復
帰
の
要
求
が
一
致
し
、
ま
た
い
ず
れ
も

鄭
玄
な
ど
の
古
注
者
を
従
祀
に
入
れ
よ
う
と
働
き
か
け
た
こ
と
が
分

か
る
。
明
末
清
初
の
学
者
は
、
新
た
な
「
学
統
」
の
創
建
を
意
識
し

て
、
漢
儒
の
孔
子
廟
に
お
け
る
正
統
の
地
位
を
復
帰
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
そ
し
て
昔
陽
が
鄭
玄
な
ど
漢
儒
の
入
祀
を
要
求
す
る
の
も
、「
万

古
不
易
之
道
」

57

を
体
現
す
る
釈
奠
礼
な
ど
一
連
の
礼
制
の
設
定
に

お
い
て
、
古
注
者
に
代
表
さ
れ
る
古
学
の
「
正
統
性
」
を
保
と
う
と

す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
「
学
統
」
の
追
求
と
「
公
的
」
権
威　
　

　

次
は
、
会
津
藩
日
新
館
の
釈
奠
が
近
世
日
本
の
釈
奠
の
歴
史
全
体

に
お
い
て
占
め
る
位
置
を
考
え
た
い
。

　

実
は
、
昔
陽
の
よ
う
に
、
自
分
の
学
問
信
仰
（
学
統
観
・
道
統
観
）

を
釈
奠
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
儒
者
は
、
近
世
日
本
の
初
期
か
ら
存

在
し
て
い
る
。
例
え
ば
林
鵞
峰
は
『
庚
戌
釈
菜
記
』
の
中
で
「
夫
子

之
経
得
文
公
而
正
、
夫
子
之
道
得
文
公
而
明
」

58

と
述
べ
、
朱
子
を

孔
子
の
道
統
の
継
承
者
と
見
な
し
、
さ
ら
に
そ
の
道
統
を
自
ら
受
け

継
い
で
い
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
ま
た
中
村
惕
斎
は
『
釈
菜
儀

節
考
議
』
の
中
で
従
祀
制
度
に
つ
い
て
「
既
祭
夫
子
則
不
必
祀
諸
子
、

但
顔
曽
思
孟
是
道
統
正
的
、不
可
不
配
享
也
」
と
述
べ
、四
配
を
「
道

統
正
的
」
と
し
て
そ
の
祭
祀
の
必
要
性
を
強
調
し
、
ま
た
「
継
諸
子

集
其
大
成
者
、
朱
子
也
。
孟
子
没
後
再
興
斯
道
、
而
足
以
師
表
於
万

世
者
、
豈
出
五
君
子
之
外
哉
」
と
述
べ
、
朱
子
学
者
を
「
孟
子
」
に

継
い
で
「
斯
道
」
を
興
す
も
の
と
し
て
い
る
。

59

さ
ら
に
「
道
統
」

を
継
ぐ
者
と
し
て
山
崎
闇
斎
や
浅
見
絅
斎
な
ど
を
釈
奠
の
従
祀
に
入

れ
よ
う
と
し
た
、
闇
斎
学
派
の
蟹
養
斎
や
山
口
景
徳
な
ど
も
そ
う
で

あ
る
。
昔
陽
の
主
張
す
る
学
統
は
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
者

た
ち
の
道
統
と
は
正
反
対
の
も
の
に
見
え
る
が
、
し
か
し
釈
奠
の
歴

史
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
釈
奠
の
従
祀
制
度
に
は
い
ず
れ
も
儒
学
者
の
学
問
信
仰
が
託

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
釈
奠

に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
儒
者
の
普
遍
的
な
姿

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
近
世
日
本
に
お
い
て
釈
奠
が

推
進
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
昔
陽
の
学
統
の
追
求
は
何
故
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
議
論
の
出
て
き
た

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
と
い
う
時
点
で
、既
に
「
寛
政
異
学
の
禁
」

が
頒
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
実
は
昔
陽
が
会
津
藩
に
招
聘
さ

れ
る
当
初
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
〇
月
に
藩
主
容
頌
の
嗣
子

容
住
の
師
と
い
う
名
目
で
会
津
藩
へ
の
招
聘
が
決
ま
り
、
寛
政
三
年
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（
一
七
九
一
）
い
よ
い
よ
会
津
に
赴
か
せ
よ
う
と
し
た
時
、
昔
陽
の

登
用
に
関
し
て
幕
府
の
ほ
う
か
ら
疑
惑
の
声
が
挙
げ
ら
れ
た
。
一
月

二
〇
日
に
幕
府
の
儒
官
岡
田
清
助
（
寒
泉
）
は
、「
重
次
郎
被
差
下

候
て
は
、
御
改
政
之
御
障
に
も
可
相
成
哉
之
趣
」

60

と
問
う
た
。
つ

ま
り
そ
の
前
年
に
「
異
学
の
禁
」
と
い
う
学
問
統
制
令
が
出
さ
れ
て

か
ら
間
も
な
い
時
期
に
徂
徠
学
を
奉
じ
る
昔
陽
を
招
聘
す
る
こ
と

は
、
幕
府
の
趣
旨
に
背
く
と
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
会
津
藩

は
直
接
に
定
信
に
打
診
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
定
信
の
返
答
は
正

之
の
遺
法
を
踏
襲
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
異
学

抑
制
の
意
図
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
昔
陽
を
罷
免
す
る
と
い
う
よ
う

な
強
制
的
な
も
の
と
し
て
働
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
昔
陽
の
招

聘
は
既
定
通
り
に
実
現
さ
れ
た
が
、
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
は
、
昔
陽
の
会
津
藩
に
お
け
る
立
場
で
あ
る
。『
日
新
館
志
』

に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
師
儒
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
賓
師
」

で
あ
る
。

61

家
老
に
講
学
す
る
と
い
い
、
世
子
容
住
の
師
と
い
い
、

各
藩
主
の
諮
問
に
答
え
る
と
い
い
、
彼
は
会
津
藩
に
お
い
て
政
治
の

中
心
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
立
場
と
し
て
は
「
顧

問
役
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
は
そ
の
自
ら
の
姿
を
、
詩
書
礼
楽
を

教
え
る
「
大
師
」「
執
礼
」「
典
書
」
と
い
う
「
先
師
」
た
ち
の
姿
と

重
ね
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
昔
陽
が
重
視
す
る
孔
子

の
弟
子
子
夏
も
、
孔
子
の
死
後
魏
国
の
西
河
に
移
り
弟
子
を
育
て
、

の
ち
に
魏
の
文
侯
の
師
と
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
に「
師

儒
」
と
し
て
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
自
ら
の
学

問
に
身
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
昔
陽
の
よ
う
な
「
師
儒
」
は
、

儀
礼
の
整
備
に
力
を
尽
く
さ
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
彼
の
望
む
一
学

派
の
学
統
の
た
め
の
祭
祀
方
式
は
藩
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
当
時

の
会
津
藩
で
は
、
幕
府
の
顰
蹙
を
買
っ
て
ま
で
異
学
に
固
執
す
る
こ

と
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
は
、同
様
の
こ
と
が
幕
府
学
問
所
に
お
い
て
も
生
起
し
て
い
た
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、朱
子
学
の
正
統
性
を
代
表
す
る
従
祀
制
度
、

「
孔
子
‐
四
配
‐
六
従
祀
」
と
い
う
形
は
林
家
の
聖
堂
に
存
在
し
て

い
た
が
、
寛
政
改
革
の
一
環
と
し
て
釈
奠
の
改
革
も
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
改
革
と
し
て
二
つ
の
出
来
事
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
釈

奠
が
幕
府
の
管
轄
下
に
お
さ
ま
る
「
官
祭
之
事
」
と
な
り
、
こ
の
儀

式
を
主
宰
す
る
の
は
す
で
に
林
家
の
者
で
は
な
く
、「
聖
堂
の
儒
者
」

と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
二
月

の
釈
奠
の
献
官
を
実
際
に
務
め
た
の
は
、
儒
臣
柴
野
栗
山
で
あ
っ
た
。62

も
う
一
つ
は
釈
奠
を
『
延
喜
式
』
の
様
式
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

よ
っ
て
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
釈
奠
儀
節
は
『
延
喜
式
』
に

よ
っ
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

63

し
か
し
こ
の
よ

う
な
改
革
は
む
し
ろ
釈
奠
の
形
式
に
矛
盾
を
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り

祭
祀
で
採
用
す
る
『
延
喜
式
』
に
載
せ
て
あ
る
祝
文
に
は
、「
以
先

師
顔
子
等
配
」
と
あ
り
、そ
れ
は
実
際
に
継
続
さ
れ
て
い
る
「
四
配
」

「
六
従
祀
」
の
従
祀
制
度
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。64

こ
の
儀
礼
改
革
の
目
的
は
、「
私
的
」
な
林
家
の
釈
奠
を
幕

府
の
管
理
下
の
「
公
的
」
な
も
の
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
「
公
的
」
な
性
質
の
代
表
を
、『
延
喜
式
』
に
求
め
た
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
釈
奠
の
「
正
統
性
」
を
、
そ
の
従
祀
制

度
に
含
ま
れ
る
「
学
問
正
統
（
学
統
）」・「
道
統
」
の
内
部
に
求
め

る
の
で
は
な
く
、
外
部
に
あ
る
既
有
の
古
来
の
法
典
、
い
わ
ば
「
治

統
」
の
具
象
化
と
い
え
る
も
の
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
傾
向
は
、
当
時
の
正
学
朱
子
派
に
見
ら
れ
る
代
表
的
な
「
学
統

論
」
の
内
容
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

65 

　

こ
の
よ
う
な
幕
府
学
問
所
の
釈
奠
改
革
の
傾
向
に
一
致
す
る
こ
と

は
、
会
津
藩
日
新
館
が
享
和
三
年
「
孔
子
‐
顔
子
」
と
い
う
『
延
喜

式
』
に
も
見
ら
れ
る
祭
祀
方
法
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
日
新
館
が
、
釈
奠
の
整
備
に
お
け
る
重
要
な
指
導
役
を
果
た
し

た
昔
陽
の
意
見
を
採
り
入
れ
ず
、「
毛
公
、
公
安
国
、
鄭
玄
」
と
い

う
経
学
の
「
学
統
」
を
反
映
す
る
従
祀
方
式
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、

昔
陽
の
従
祀
の
形
を
「
是
迄
配
祀
無
之
事
」

66

と
し
、
日
本
の
釈
奠

の
歴
史
を
配
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。

67

『
延
喜
式
』
へ
の
復
帰
に
同

調
す
る
の
は
、
釈
奠
を
一
学
派
・
一
学
問
の
「
私
」
の
た
め
の
も
の

で
は
な
く
、「
公
論
」
を
意
識
し
た
、
藩
の
全
体
政
策
の
一
環
と
な

す
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
近
世
日
本
の
釈
奠
を
全
体
的
に
見
れ
ば
、
学
者
の

「
学
統
」
観
を
反
映
す
る
釈
奠
の
様
式
は
重
要
性
を
失
い
、『
延
喜

式
』
な
ど
の
法
典
に
記
さ
れ
る
釈
奠
は
意
識
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ

る
。
近
世
前
期
に
お
い
て
朱
子
学
的
な
従
祀
方
式
を
と
る
釈
奠
は
一

般
的
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
以
後
、
こ
の
よ
う
な
従
祀
制
度
は
各
藩

で
徐
々
に
解
体
し
て
い
く
。
例
え
ば
天
明
年
間
、
名
古
屋
藩
明
倫
館

は
「
孔
子
‐
四
配
」
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ

に
含
ま
れ
る
考
え
と
し
て
、
顔
子
、
曾
子
を
「
七
十
二
」
の
弟
子
の

代
表
と
し
、
子
思
、
孟
子
を
孔
子
時
代
以
後
の
先
賢
の
代
表
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
朱
子
学
的
な
「
道
統
」
意
識
は
既
に
希
薄
で
あ
る
。

68

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
寛
政
期
に
出
て
き
た
「
学
統
」
を
統
一

さ
せ
よ
う
と
す
る
禁
令
は
、
一
見
朱
子
学
の
「
道
統
」
を
回
復
す
る

動
き
の
よ
う
だ
が
、
実
は
こ
れ
も
朱
子
学
内
部
か
ら
の
学
問
の
正
当

性
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
は
、「
政
治
的
」
な
「
統
一
」
性
を
図

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

69

同
時
に
、釈
奠
と
い
う
儀
礼
に「
権
威
」

を
も
た
ら
す
た
め
に
、
日
本
の
昔
の
朝
廷
儀
礼
の
一
つ
、『
延
喜
式
』

の
釈
奠
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
会
津
藩
日
新
館

は
幕
府
学
問
所
と
は
学
風
が
違
う
が
、
し
か
し
釈
奠
儀
礼
の
様
式
の

選
択
に
は
同
じ
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
寛
政
期
以
後
、「
顔
子
」
或

い
は
「
十
哲
」
を
従
祀
に
す
る
様
式
を
と
る
藩
校
が
多
く
出
て
お
り
、

例
え
ば
出
石
藩
弘
道
館
、
水
口
藩
翼
輪
堂
は
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
幕

末
に
は
京
都
学
習
院
の
よ
う
に
『
延
喜
式
』「
大
学
寮
」
の
釈
奠
を

復
興
さ
せ
た
例
も
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　

本
論
は
会
津
藩
日
新
館
に
お
け
る
儀
礼
面
の
整
備
、
特
に
釈
奠
礼

の
整
備
過
程
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
壮
麗
な
大
成
殿
の
造
設
は

儀
礼
整
備
を
重
視
す
る
こ
と
を
示
し
、
他
藩
に
類
似
を
見
な
い
古
式

の
泮
水
の
形
は
、
整
備
に
当
た
っ
て
常
に
「
古
礼
」
を
求
め
る
復
古

の
傾
向
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
天
明
八
年
田
中
玄
宰
が

行
っ
た
学
制
改
革
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
会
津
藩
旧
来
の
朱
子
学

の
学
統
が
改
変
さ
れ
、
古
注
書
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
古
屋
昔
陽
が
活
躍
し
、
古
礼
の
整
備
に
大
い

に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
昔
陽
は
釈
奠
の
祭
器
、
儀
節
の
設
定
に
参

与
し
た
ほ
か
、
従
祀
に
古
注
者
の
祭
祀
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
彼
が

『
詩
』『
書
』『
礼
』
を
最
も
重
視
し
、
古
注
を
主
張
す
る
と
い
う
学

問
観
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
学

問
の
信
念
を
従
祀
制
度
に
託
し
た
こ
と
は
明
末
清
初
の
儒
者
に
も
見

ら
れ
る
。
明
末
清
初
の
儒
者
は
、
秦
漢
以
来
自
分
な
り
の
学
術
伝
統

と
知
識
性
質
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
従
祀
制
度
を
通
し
て
自
分
の

「
学
統
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
昔
陽
も
同
じ
目
的
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
昔
陽
の
学
統
が
幕
府
儒
官
に

問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、「
師
儒
」と
し
て
会
津
藩
に
臨
む
彼
は
、

学
問
の
正
統
性
を
釈
奠
と
い
う
場
に
求
め
る
チ
ャ
ン
ス
を
見
逃
す
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
統
の
追
求
は

ま
た
近
世
前
期
の
儒
者
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
昔
陽
の
時

「
寛
政
異
学
の
禁
」
が
頒
布
さ
れ
、
朱
子
学
が
「
官
学
」
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
た
。昔
陽
の
従
祀
に
関
す
る
意
見
が
安
部
に
よ
っ
て「
公

論
と
は
難
申
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
正
学
」
朱
子
学
に
対
す
る
配
慮

も
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
会
津
藩
の
釈
奠
を
全
体
的
に
考
え

れ
ば
、「
孔
子
‐
顔
子
」
と
い
う
従
祀
方
法
は
、「
皇
朝
之
古
礼
」
を

意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
府
学
問
所
の
釈
奠
に
お
け
る

『
延
喜
式
』
へ
復
帰
す
る
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
近
世
日
本
の
釈
奠
の
在

り
方
と
近
世
儒
者
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
近
世
前
期
を
通

し
て
、
釈
奠
と
い
う
儀
式
は
林
家
の
儒
者
を
始
め
と
す
る
日
本
の
儒

者
た
ち
に
学
問
信
仰
（
道
統
意
識
）
を
託
さ
れ
る
場
を
提
供
し
て
い

る
。
聖
堂
の
設
立
と
釈
奠
の
挙
行
に
よ
っ
て
、
儒
者
の
理
想
も
あ
る

程
度
実
現
さ
れ
た
。
日
新
館
の
設
立
を
機
に
、
古
屋
昔
陽
が
そ
こ
に

働
き
か
け
た
の
も
、
同
じ
よ
う
な
「
学
統
」
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
の
儒
者
や
朝
鮮
の
儒
者
に
相
通
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
科
挙
制
度
の
な
い
近
世
武
士
社
会
に
お
い
て
、
各

地
の
学
校
に
多
く
の
聖
堂
が
建
て
ら
れ
、
釈
奠
と
い
う
儒
教
儀
礼
が

多
く
執
り
行
わ
れ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
徐
々
に
日
本
古

代
の
朝
廷
（
大
学
寮
）
儀
礼
と
し
て
の
釈
奠
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
釈
奠
を
権
威
づ
け
る
方
法
を
学
問
内
部
で
な
く
、
権
力
側
に

求
め
る
こ
と
が
善
し
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
日
本
近
世
の
釈
奠
を
考
え
る
時
、
学
問
信
仰
と
政
治
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一
九
九
七
年
）、
須
藤
敏
夫
『
近
世
日
本
釈
奠
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
一
年
）、
吾
妻
重
二
「
江
戸
初
期
に
お
け
る
学
塾
の
発
展

と
中
国
・
朝
鮮
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
第
二
号
、
関
西
大
学
、

二
〇
〇
九
年
）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
武
家
の
釈
奠
を
め
ぐ
っ

て
―
―
徳
川
時
代
の
孔
子
祭
礼
―
―
」（『
公
家
と
武
家
Ⅲ　

王
権
と
儀

礼
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
荻

生
徂
徠
、
松
平
定
信
と
寛
政
期
の
孔
子
崇
拝
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』

四
十
五
号
、二
〇
一
三
年
）
等
が
あ
る
。
以
上
の
研
究
に
よ
っ
て
幕
府
・

藩
校
に
お
け
る
釈
奠
の
実
態
・
変
遷
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

釈
奠
に
含
ま
れ
る
政
治
・
思
想
的
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
だ
足
り

な
い
と
言
え
る
。

３
例
え
ば
渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
初
版
）
に
は
、
日
本
近
世
寺
請
制
度
の
も
と
で
「
家
礼
」

と
い
う
葬
祭
儀
礼
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
儒
者
の
苦
し
い
妥
協
の

姿
、
ま
た
「
王
礼
」
の
制
作
を
望
み
な
が
ら
も
遂
に
失
敗
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
新
井
白
石
や
荻
生
徂
徠
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

４
礼
書
に
よ
っ
て
儀
礼
の
分
類
の
仕
方
も
異
な
る
。『
周
礼
』
に
は
吉
礼
、

凶
礼
、
賓
礼
、
軍
礼
、
嘉
礼
と
五
種
類
に
分
け
ら
れ
、
後
世
の
官
修
典

礼
は
ほ
ぼ
こ
の
分
類
に
忠
実
で
あ
る
。
例
え
ば
『
開
元
礼
』、『
政
和
五

礼
新
儀
』『
大
金
集
礼
』『
明
集
礼
』『
清
通
礼
』
は
そ
う
で
あ
る
。「
釈

奠
」
を
「
吉
礼
」
の
一
種
と
す
る
の
は
普
通
で
あ
る
。
他
に
は
朱
子
の

『
儀
礼
経
伝
通
解
』
の
よ
う
に
家
礼
、
郷
礼
、
学
礼
、
邦
国
礼
、
王
朝

礼
、
喪
礼
、
祭
礼
と
い
う
違
う
分
類
の
仕
方
も
あ
る
。

〈
注
〉

１ 

近
世
日
本
の
場
合
、「
釈
奠
」
の
ほ
か
、「
釈
菜
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
も

多
い
。
学
校
に
お
い
て
春
秋
仲
月
の
上
丁
日
に
執
り
行
わ
れ
る
も
の
を

「
釈
奠
」
と
し
、
毎
月
朔
日
に
行
わ
れ
る
釈
奠
の
簡
略
式
を
「
釈
菜
」

と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
近
世
日
本
の
場
合
そ
の
区
別
は
明
確
に
は
さ

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
会
津
藩
関
係
の
史
料
に
は
「
釈
奠
」
と
い
う
名
し

か
出
て
い
な
い
た
め
、
本
論
は
そ
の
両
者
の
区
別
に
踏
み
込
ま
な
い
こ

と
を
断
っ
て
お
く
。

２ 

釈
奠
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
日
本
古
代
の
釈
奠
制
度
（
弥
永
貞
三

氏
、
翠
川
文
子
氏
、
倉
林
正
次
氏
等
）
に
関
す
る
研
究
の
他
、
近
世
日

本
の
釈
奠
に
関
し
て
は
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
の
総
合
的
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
高
橋
章
則
「
近
世
初
期
の
儒
教
と
「
礼
」

―
―
林
家
塾
に
お
け
る
釈
菜
礼
の
成
立
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
国

家
と
宗
教
：
日
本
思
想
史
論
集
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
所

功
「
日
本
に
お
け
る
釈
奠
祭
儀
の
特
色
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
』、

の
二
大
勢
力
が
釈
奠
と
い
う
場
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
よ
う
。
本
論
は
会
津
藩
日
新
館
の
場
合
に
限
定
し
、
幕
府
学
問
所

の
場
合
と
比
較
し
て
み
た
が
、
今
後
は
他
藩
の
例
も
採
り
上
げ
、
よ

り
広
い
視
野
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
に
し
た
い
。
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日
本
に
お
け
る
朱
子
『
家
礼
』
受
容
に
つ
い
て
は
田
尻
祐
一
郎
氏
、
高

橋
文
博
氏
、
田
世
民
氏
等
の
研
究
が
あ
る
。
他
に
祭
祀
儀
礼
に
つ
い
て

は
関
口
順
「
禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察
─
─
日
本
に
お
け
る
神
祇

祭
祀
と
對
比
し
て
─
─
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』六
十
四
、二
〇
一
二
年
）

は
、日
本
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
「
礼
」
観
念
の
欠
落
に
注
目
し
て
い
る
。

５
「
従
祀
制
度
」
の
様
式
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
が
、
孔
子
と

一
緒
に
祀
ら
れ
る
聖
賢
は
地
位
に
よ
っ
て
正
殿
に
祀
ら
れ
る
者
も
い
れ

ば
、
両
廡
に
祀
ら
れ
る
者
も
い
る
。

６
こ
れ
に
つ
い
て
は
黄
進
興
『
優
入
聖
域
：
権
力
信
仰
與
正
当
性
』（
中

華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）、
張
寿
安
「
打
破
道
統
・
重
建
学
統
―
―
清

代
学
術
思
想
史
的
一
個
新
観
察
」（『
中
国
文
化
』、
二
〇
一
〇
年
第
二

期
）、
高
明
士
「
隋
唐
廟
学
制
度
的
成
立
與
道
統
的
関
係
」（
中
国
唐

代
学
会
編
『
唐
代
研
究
論
集
』
第
一
輯
、
台
湾
：
新
文
豊
出
版
公
司
、

一
九
九
二
年
）、T

hom
as A

. W
ilson, “T

he ritual form
ation of 

Confucian orthodoxy and the descendants of the sage ” ,T
he 

Journal of A
sian Studies 55, no. 3, A

ugust 1996.

な
ど
の
研
究

が
あ
る
。

７
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
、

　

김
용
곤
「
高
麗
顯
宗
代
의
文
廟
從
祀
에
대
하
여: 

崔
致
遠
의 

경
우
를  

중
심
으
로
」（『
高
麗
史
의
諸
問
題
』、
변
태
연
편
、
서
울: 

삼
영
사
、

一
九
八
六
년
）
や　

이
희
권
「
鄭
夢
周
文
廟
從
祀
에 

관
한 

일 

고
찰
」

（『
전
북
대
인
문
논
총
』
제
一
〇
권
、
一
九
八
二
년
）
な
ど
が
あ
る
。

８
本
文
が
主
に
使
う
史
料
に
は
『
家
世
実
紀
』、『
日
新
館
志
』、『
新
編
会

津
風
土
記
』
が
あ
る
。『
家
世
実
紀
』
は
会
津
藩
に
関
す
る
編
年
体
の

記
録
で
、
一
六
三
一
年
か
ら
一
八
〇
六
年
ま
で
の
藩
の
行
財
政
か
ら
民

衆
の
生
活
に
至
る
ま
で
、
広
く
収
集
し
た
旧
記
類
を
も
と
に
記
述
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
一
八
一
五
年
成
立
。
首
巻
を
加
え
て
二
七
八
巻
。
本

文
は
丸
井
佳
寿
子
編
集
代
表
『
会
津
藩
家
世
実
紀
』（
吉
川
弘
文
館
）

に
拠
る
。
但
し
、
表
記
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。『
日
新
館
志
』

は
日
新
館
北
学
館
都
講
吉
村
寛
泰
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
頃
か
ら

稿
を
起
こ
し
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
藩
主
松
平
容
敬
に
献
上
し
た

全
三
〇
巻
（
現
存
二
五
巻
）
の
も
の
で
あ
る
。
日
新
館
の
構
造
、
学
制

を
中
心
に
会
津
藩
に
お
け
る
学
問
・
文
芸
・
神
道
・
歌
道
・
天
文
算
術
・

文
武
百
般
に
わ
た
る
沿
革
を
詳
述
し
た
。
本
文
が
引
用
す
る
の
は
吉
川

弘
文
館
『
会
津
史
料
大
系　

会
津
日
新
館
志
』（
福
島
大
学
付
属
図
書

館
本
使
用
）
で
あ
る
。『
新
編
会
津
風
土
記
』
は
会
津
藩
官
選
に
よ
る

会
津
藩
領
に
関
す
る
地
誌
で
あ
り
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
か
ら
文

化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
江
戸
幕
府
に
上
進
さ
れ
た

全
一
二
〇
巻
の
も
の
で
あ
る
。

９
当
時
古
屋
昔
陽
の
招
聘
に
つ
い
て
も
藩
主
以
下
反
対
の
意
見
が
出
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
古
屋
昔
陽
の
学
風
は
従
来
の
会
津
藩
の
学
問
伝
統

と
相
容
れ
ぬ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
藩
政

刷
新
と
人
材
抜
擢
の
時
期
に
お
い
て
他
藩
の
者
を
招
聘
す
る
に
は
自
藩

の
人
材
奨
励
に
は
不
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

10
天
明
八
年
四
月
十
八
日
、
古
註
書
の
不
足
に
よ
り
、
江
戸
常
詰
儒
者
三

宅
某
に
命
じ
て
、
江
戸
よ
り
書
籍
を
購
入
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
『
家
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世
実
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

11
以
上
は
小
川
渉
『
会
津
藩
教
育
考
』（
会
津
藩
教
育
考
発
行
会
、

一
九
三
一
年
）、
長
倉
保
「
寛
政
改
革
を
め
ぐ
る
教
学
統
制
の
問
題
―

―
会
津
藩
の
〈
異
学
の
禁
〉
へ
の
対
応
か
ら
―
―
」（『
歴
史
評
論
』 

五
〇
、一
九
五
三
年
）、
石
川
謙
『
近
世
教
育
に
お
け
る
近
代
化
的
傾
向

―
―
会
津
藩
教
育
を
例
と
し
て
―
―
』（
講
談
社
、
一
九
六
六
年
）、
間

島
勳
「
会
津
藩
に
お
け
る
徂
徠
学
派
の
消
長
」（『
会
津
若
松
市
史
研
究
』

五
、 

二
〇
〇
三
年
）、
ま
た
村
上
由
佳
「
会
津
藩
政
改
革
に
お
け
る
徂

徠
学
の
影
響
と
そ
の
実
践
」（『
会
津
若
松
市
史
研
究
』八
、二
〇
〇
六
年
）

を
参
照
。 

12
「
去
冬
假
置
聖
像
於
講
坐
之
中
、
然
諸
生
群
居
会
集
之
地
、
而
非
潔
清

之
所
、
或
失
恭
敬
之
儀
、
則
最
不
可
也
、
別
撰
地
新
造
小
堂
而
安
置
之
、

則
可
也
、
…
…
撰
地
於
講
堂
之
東
、
作
堂
室
之
小
図
、
而
達
江
府
、
待

太
守
之
決
也
、
六
月
条
曰
、
四
日
孔
子
堂
営
作
爰
始
、
…
…
十
五
日
官

府
遷
孔
子
像
於
新
小
室
矣
、
…
…
寛
泰
按
、
旧
記
元
禄
二
年
冬
十
一
月

条
曰
、
供
清
酒
生
鮭
菓
子
一
箱
、
而
以
今
月
望
日
遷
安
之
。」（『
日
新

館
志
』）。

13
『
朱
氏
舜
水
談
綺
』
の
中
の
大
成
殿
（
本
堂
）
図
を
参
照
。

14
『
日
新
館
志
』「
大
成
殿
図
」
に
お
け
る
原
文
を
み
る
と
、「
大
成
殿
傚

明
朱
舜
水
談
綺
図
式
、
両
楹
諸
柱
、
節
棁
橑
椽
、
櫸
材
髤
漆
、
美
澤
可

鑑
、
前
堂
後
室
、
室
高
一
級
、
…
…
前
有
東
西
両
階
、
後
則
側
階
、
各

為
五
級
、
諸
侯
之
制
也
。
左
右
開
戸
、
戸
外
架
橋
、
橋
形
穹
隆
、
東
通

大
学
、
西
通
礼
式
寮
、
門
外
戸
扇
悉
可
摺
之
、
縁
飾
以
玄
銅
、
葺
茨
以

銅
板
、銅
獣
相
対
、在
於
屋
上
両
端
、其
名
曰
鬼
犾
頭
、…
…
鋈
以
黄
金
、

赫
輝
空
中
、
又
有
銅
獣
、
相
背
蹲
踞
四
隅
簷
阿
之
上
、
其
名
曰
鬼
龍
子

…
…
曰
大
成
殿
、
楷
正
有
法
，
水
户
公
中
納
言
治
保
公
書
也
」
と
あ
る
。

15
『
新
編
会
津
風
土
記
』
巻
十
四
に
よ
る
（『
新
編
会
津
風
土
記
』
第
一
巻
、

歴
史
春
秋
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
九
年
、
一
九
九
頁
）。

16
泮
宮
の
東
西
門
以
南
に
め
ぐ
ら
し
た
池
の
こ
と
で
あ
る
。

17
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
江
戸
遊
学
を
命
じ
ら
れ
、
三
宅
稽
山
の
紹
介

で
古
屋
昔
陽
に
師
事
し
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
江
戸
邸
の
学
館

助
教
に
な
り
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
北
学
館
の
都
講
と
な
る
。

18
『
日
新
館
志
』
巻
之
二
（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、四
五
頁
）。

19
『
礼
書
』
に
お
け
る
「
魯
四
代
学
」
の
内
容
に
つ
い
て
、「
記
曰
、
小

学
在
公
宮
南
之
左
、
大
学
在
郊
、
又
曰
魯
人
将
有
事
於
上
帝
、
必
先
有

事
於
頖
宫
、
則
頖
宫
在
郊
、
大
学
也
、
虞
庠
在
公
宮
南
之
右
、
小
学
也
。

白
虎
通
曰
諸
侯
曰
頖
宫
、
半
者
、
象
璜
也
、
独
南
面
礼
儀
之
方
有
水
耳
、

其
説
是
也
、
鄭
康
成
曰
頖
、
班
也
、
非
是
」
と
あ
る
。

20
「
璜
」
は
礼
器
（
璧
、
琮
、
圭
、
璋
、
璜
、
琥
）
の
一
つ
で
、『
周
礼
・

春
官
・
大
宗
伯
』
に
よ
る
と
、「
以
玉
作
六
器
、
以
礼
天
地
四
方
。
以

苍
壁
礼
天
、
以
黄
琮
礼
地
、
以
青
圭
礼
東
方
、
以
赤
璋
礼
南
方
、
以
白

琥
礼
西
方
、
以
玄
璜
礼
北
方
、
皆
有
牲
幣
、
各
放
其
器
之
色
」
と
あ
り
、

「
玄
璜
」
は
「
北
方
」
を
祀
る
礼
器
で
あ
る
。

21
『
日
新
館
志
』
巻
二
「
小
学
図
」
に
よ
る
と
、「
小
学
初
曰
四
塾
、
夾

戟
門
列
於
左
右
、
左
曰
存
心
斎
（
初
曰
三
礼
塾
）、
折
北
曰
守
約
斎
（
初

曰
毛
詩
塾
）、…
…
右
曰
服
膺
斎
（
初
曰
尚
書
塾
）、折
北
曰
持
志
斎
（
初
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曰
二
経
塾
）」と
あ
る
よ
う
に
、後
で
名
前
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

22
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
五
十
七
（
寛
政
十
一
年
四
月
）。（『
会
津
藩

家
世
実
紀
』
第
十
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
五
三
二
頁
。

23 

「
釈
典
儀
註
叙
」『
日
新
館
志
』
巻
之
三
（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、

二
一
二
頁
）。

24
「
釈
典
儀
註
叙
」
同
前
。

25
『
日
新
館
志
』
に
は
「
先
是
安
部
井
鱗
草
創
之
、
古
屋
鬲
討
論
之
」
と

あ
る
。（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、二
一
二
頁
）。

26
『
日
新
館
志
』「
文
芸
」
志
に
よ
る
と
、「
先
是
古
屋
昔
陽
撰
学
律
一
篇
、

書
官
名
功
令
、
其
中
有
司
成
職
掌
、
是
以
称
正
為
大
司
成
、
称
副
為
小

司
成
、其
実
学
校
奉
行
及
添
役
也
」
と
あ
る
。（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、

二
九
三
頁
）。

27「
祭
器
陳
設
」『
日
新
館
志
』巻
之
三（『
会
津
日
新
館
志
』一
、二
一
四
頁
）。

28
「
釈
奠
雑
記
」『
日
新
館
志
』
巻
之
三
に
よ
る
。（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、

二
三
五
頁
）。

29
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
一
頁
）。

30
『
旧
唐
書
』
本
紀
第
三
太
宗
貞
観
二
十
一
、
列
伝
一
三
九
儒
学
上
、
ま

た
王
溥
『
唐
会
要
』
卷
三
十
五
に
よ
る
。

31
王
溥
『
唐
会
要
』
卷
三
十
五
（
京
都
：
中
文
出
版
社
、
一
九
七
八
年
、

六
三
六
頁
）。

32
李
之
藻
『
頖
宫
礼
楽
疏
』
巻
二
（
文
淵
閣
『
四
庫
全
書
』、
台
湾
商
務

印
書
館
、
三
頁
）。

33
貞
観
以
後
の
従
祀
制
を
見
て
み
る
と
、
唐
玄
宗
開
元
八
年
（ 

七
二
〇
）、

顏
回
な
ど
「
十
哲
」、「
孔
門
七
十
弟
子
」、「
二
十
二
賢
」
が
入
祀
さ
れ

る
。
そ
れ
以
後
も
変
遷
を
重
ね
、宋
咸
淳
年
間
以
後
、顔
曽
思
孟
の
「
四

配
」
が
設
置
さ
れ
、
元
皇
慶
年
間
以
後
、
周
敦
頤
、
朱
熹
な
ど
宋
の
儒

者
が
従
祀
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

34
新
井
白
石
「
聖
像
考
」、
浅
見
絅
斎
「
書
孔
子
封
王
辨
説
後
」
な
ど
に

見
え
る
。

35
『
明
世
宗
実
録
』、『
明
史
・
礼
志
』
ま
た
張
璁
『
諭
対
録
』（
万
暦

三
十
五
年
刊
）
に
よ
る
。

36
張
璁
『
諭
対
録
』
巻
二
十
二
、九
頁
～
一
〇
頁
。

37
「
然
其
所
行
亦
未
能
以
窺
聖
門
、
所
著
亦
未
能
以
発
聖
学
」
と
あ
る
。

張
璁
『
諭
対
録
』
巻
二
十
二
、一
〇
～
一
一
頁
。

38
「
拘
於
旧
注
疏
（
鄭
玄
）」、「
専
門
訓
詁
之
学
為
得
聖
道
之
伝
」
と
あ
る
。

張
璁
『
諭
対
録
』
巻
二
十
二
、九
頁
。

39
以
上
は
黄
進
興
「
学
術
與
信
仰
：
論
孔
廟
従
祀
制
與
儒
家
道
統
意
識
」

（『
優
入
聖
域
：
権
力
、
信
仰
與
正
当
性
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）

参
照
。

40
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
二
頁
。）

41
『
延
喜
式
』「
諸
国
釈
奠
式
」
に
は
「
釈
奠
二
座
、
先
聖
文
宣
王
、
先

師
顔
子
。
但
太
宰
府
者
、
先
聖
、
先
師
、
閔
子
騫
三
座
」
と
あ
る
。

42
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩

家
世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
二
～
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二
九
三
頁
。）

43
「
魏
斉
王
正
始
二
年
（
二
四
一
）
二
月
、
帝
講
『
論
語
』
通
。
五
年
五

月
、講
『
尚
書
』
通
。
七
年
十
二
月
、講
『
礼
記
』
通
。
並
使
太
常
釈
奠
、

以
太
牢
祠
孔
子
於
辟
雍
、
以
顔
回
配
。」（『
晋
書
』
巻
十
九
、
礼
志
上
）

ま
た
「（
正
始
）
二
年
春
二
月
、
帝
初
通
『
論
語
』、
使
太
常
以
太
牢
祭

孔
子
於
辟
雍
、
以
顔
回
配
。」（『
三
国
志
』
巻
四
、
魏
書
、
三
少
帝
紀
、

斉
王
芳
）
な
ど
に
み
え
る
。
ま
た
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
卷
一
一
七
な

ど
に
も
記
録
が
あ
る
。

44
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
三
頁
。）

45
『
日
新
館
志
』
巻
之
四
（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、二
八
九
頁
）。

46
「
古
今
学
変
」（
紙
本
墨
書
・
巻
子
装
、
熊
本
県
立
美
術
館
蔵
）。
以
下

引
用
同
。

47 

徂
徠
の
釈
奠
観
を
見
て
み
る
と
、徂
徠
は
「
孔
子
」
で
は
な
く
「
先
王
」

を
崇
拝
す
る
釈
奠
に
権
威
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
徂
徠
は
釈
奠
の
対

象
を
堯
・
舜
・
禹
・
湯
文
・
武
・
周
公
と
い
う
「
七
聖
人
」
に
し
て
い
る
。

学
校
に
お
い
て
君
子
が
学
ぶ
の
は
「
先
王
」
の
制
作
し
た
礼
楽
政
教
で

あ
る
た
め
、『
礼
記
』に「
先
聖
・
先
師
に
釈
奠
す
」と
い
う
の
は
、「
先
王
」

に
釈
奠
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
荻
生
徂
徠
、

松
平
定
信
と
寛
政
期
の
孔
子
崇
拝
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
四
十
五
号
、

二
〇
一
三
年
）
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
徂
徠
の
釈
奠
観
は
古
屋
昔
陽

の
そ
れ
と
は
違
う
こ
と
が
分
か
る
。

48
王
世
貞
『
弇
州
山
人
四
部
稿
』、
卷
一
一
五
、七
頁
上
。

49
嘉
靖
改
制
の
時
点（
一
五
三
〇
年
）で
は
ま
だ「
四
配
」と「
十
哲
」が「
先

賢
」
で
、
他
は
全
部
「
先
儒
」
で
あ
っ
た
。
明
で
は
朱
子
学
者
の
中
に

孔
子
廟
に
入
祀
さ
れ
る
も
の
に
は
：
朱
熹
、
周
敦
頤
、
程
顥
、
程
頤
、

張
載
、
邵
雍
、
楊
時
、
胡
安
国
、
李
侗
、
呂
祖
謙
、
薛
瑄
、
胡
居
仁
、

司
馬
光
、
張
栻
、
陸
九
淵
、
真
徳
秀
、
蔡
沈
、
許
衡
、
呉
澄
な
ど
が
あ
る
。

50
「
書
雖
合
於
聖
人
、
而
無
伝
注
之
功
、
不
当
祀
」
と
あ
る
。（「
嘉
靖
更

定
従
祀
」『
原
抄
本
顧
亭
林
日
知
録
』
巻
十
八
、四
三
一
頁
。）

51
「
嘉
靖
更
定
従
祀
」『
原
抄
本
顧
亭
林
日
知
録
』
巻
十
八
、四
三
一
～

四
三
二
頁
。

52
「
古
之
所
謂
理
学
、
経
学
也
」
と
あ
る
。『
顧
亭
林
詩
文
集
』
北
京
：

中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
。

53
張
寿
安
「
打
破
道
統
・
重
建
学
統
―
―
清
代
学
術
思
想
史
的
一
個
新
観

察
」（『
中
国
文
化
』、二
〇
一
〇
年
第
二
期
）参
照
。
閻
若
璩（
一
六
三
六

～
一
七
〇
四
）『
孔
廟
従
祀
末
議
』
で
は
、
秦
漢
学
者
の
経
典
に
対
す

る
保
存
の
功
績
を
肯
定
す
る
。
程
廷
祚
（
一
六
九
一
～
一
七
六
七
）『
聖

廟
崇
祀
議
』、全
祖
望
（
一
七
〇
五
～
一
七
五
五
）『
前
漢
経
師
従
祀
議
』

で
も
い
ず
れ
も
「
承
学
統
」
を
強
調
し
て
い
る
。

54
「
文
水
縣
卜
子
祠
堂
記
」『
曝
書
亭
集
』（
台
北
：
中
華
書
局
、
四
部
備

要
本
、
一
九
八
一
年
）
巻
六
五
、一
～
二
頁
。

55
そ
の
ほ
か
に
、
王
士
禎
（
一
六
三
四
～
一
七
一
一
）
が
国
子
祭
酒
を

担
任
す
る
間
に
『
請
増
従
祀
理
学
真
儒
疏
』
を
著
し
、「
鄭
康
成
注
経

百
餘
万
言
、
史
称
純
儒
、
宜
復
祀
」
と
上
疏
し
、
鄭
玄
の
復
祀
を
主

張
す
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
や
や
後
に
な
る
が
程
廷
祚
（
一
六
九
一
～
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一
七
六
七
）
が
『
聖
廟
崇
祀
議
』
で
秦
漢
伝
経
の
儒
者
十
三
人
の
入
祀

を
主
張
す
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。

56
黄
進
興
、
張
寿
安
前
掲
論
文
参
照
。

57『
日
新
館
志
』の「
遷
座
雑
儀
」で
は
、「
享
和
三
年
秋
九
月
司
業
等
啓
曰
、

遷
座
之
式
、
未
見
於
古
書
。
大
司
成
対
策
曰
、
遷
座
之
式
、
後
来
無
復

有
之
、
実
万
古
不
易
之
道
也
」
と
あ
り
、
大
成
殿
に
お
け
る
遷
座
式
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。

58
『
庚
戌
釈
菜
記
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

59
『
釈
菜
儀
節
考
議
』（『
明
遠
館
叢
書
』
二
十
二
、国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

60
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
〇
四
（
寛
政
三
年
正
月
廿
日
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
四
七
一
頁
。）

61
『
日
新
館
志
』「
文
芸
略
伝
目
録
」
で
は
昔
陽
が
「
賓
師
」
と
し
て
会

津
藩
に
礼
遇
さ
れ
る
様
子
に
つ
い
て
「
国
老
田
中
玄
宰
、
欣
慕
其
業
精

到
、
先
使
松
本
重
堅
従
学
之
、
益
信
其
学
、
終
躬
師
事
、
尋
薦
之
公
、

寛
政
二
年
冬
十
一
月
世
子
自
執
弟
子
礼
、
毎
月
三
次
、
聞
其
講
経
、
給

俸
五
十
口
、
三
年
春
二
月
召
来
会
津
、
館
諸
西
学
、
講
経
東
学
…
…
前

後
恩
賜
、
不
遑
枚
挙
」
と
記
し
て
い
る
。

62
犬
塚
印
南
『
昌
平
志
』、
巻
二
、
事
実
誌
、
九
六
頁
。（『
日
本
教
育
文

庫　

学
校
篇
』
同
文
館
、
一
九
一
一
年
）。

63
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
正
月
に
各
儒
官
に
示
さ
れ
た
書
類
の
第
一

の
項
目
に
は
、「
此
度
釈
奠
儀
注
ハ
、
全
ク
開
元
礼
延
喜
式
ニ
拠
リ
、

其
内
当
時
差
支
候
事
ハ
加
差
略
候
事
」
と
あ
る
（
内
閣
文
庫
蔵
『
釈
奠

私
議
』）。
ま
た
「
二
月
（
下
丁
）
始
釈
奠
、
改
定
儀
節
大
加
釐
正
、
其

礼
一
依
延
喜
式
、
揆
之
以
時
宜
、
凡
事
之
渉
於
虚
文
者
皆
罷
之
」
と
あ

る
（『
昌
平
志
』
事
実
誌
）。

64
須
藤
敏
夫
『
近
世
日
本
釈
奠
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
一
年
）、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
荻
生
徂
徠
、
松
平
定
信
と
寛
政
期
の
孔

子
崇
拝
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
四
十
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

65
例
え
ば
頼
春
水
「
学
統
論
」（
天
明
六
年
）
で
は
「
学
統
」
則
「
政
統
」

観
が
見
ら
れ
る
。
辻
本
雅
史「
寛
政
異
学
の
禁
を
め
ぐ
る
思
想
と
教
育
」

『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
―
―
日
本
に
お
け
る
「
公
教
育
」
思
想
の

源
流
―
―
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

66
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
三
頁
。）

67
例
え
ば
吉
村
寛
泰
は『
釈
典
儀
註
叙
』に
お
い
て
、日
本
の『
続
日
本
紀
』

に
関
す
る
釈
奠
の
記
述
に
触
れ
、
特
に
『
延
喜
式
』「
大
学
寮
」
の
釈

奠
式
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

68
天
明
五
年
十
月
名
古
屋
藩
明
倫
堂
総
裁
細
井
甚
三
郎
（
平
洲
）
の
建
議

「
天
明
五
巳
年
釈
菜
之
節
聖
門
諸
弟
子
従
祀
之
儀
奉
伺
候
事
」（『
日
本

教
育
史
資
料
』
四
）。

69
辻
本
雅
史
前
掲
論
文
参
照
。
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他
者
を
語
る
二
つ
の
道
（
隣
人
・
死
者
）

■
論
文
Ⅲ
■

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所
准
教
授
　
関
　
沢
　
和
　
泉

０
．
他
者
の
論

［
…
…
］
も
し
か
し
た
ら
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
「
他
者
論
」
は

ど
こ
か
つ
ま
ら
な
い
、
あ
る
い
は
「
一
般
的
な
他
者
」
論
は
つ
ま
ら

な
い
、
そ
う
し
た
所
に
出
発
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う

な
気
も
し
て
い
ま
す
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
確
か
に
、
主
体
の
同
一
性
を
打
ち
破
る
よ
う
な
他

者
に
出
会
う
こ
と
、
主
体
の
同
一
性
を
打
ち
破
る
よ
う
な
他
者
を
待

望
し
、
切
望
し
、
そ
の
到
来
の
傷
跡
の
ま
わ
り
に
主
体
を
形
作
る
こ

と
、
そ
う
し
た
同
一
性
の
破
れ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
同
一
性
を
語

る
言
葉
で
語
り
続
け
る
こ
と
は
、
結
局
の
所
「
わ
た
し
」
の
た
め
に

「
他
者
」
を
追
い
求
め
て
い
る
よ
う
で
、
ど
こ
か
矛
盾
し
た
、
滑
稽

な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
脈
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
絶
対

的
な
他
者
か
ら
啓
示
さ
れ
た
こ
と
ば
が
端
緒
に
位
置
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
の
に
、
そ
れ
な
し
に
、
し
か
し
そ
れ
と
同
じ
構
図
で
語
ろ
う

と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
対
話
の
相
手
が
い
な
い
対
話
」
の
よ
う

な
構
図
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
）。
だ
か
ら
／
し
か
し
、
た
と
え
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
な
ど
は
、
そ
う

し
た
一
般
的
な
言
葉
遣
い
を
し
な
が
ら
も
、
一
般
性
の
、
同
一
性
の

中
へ
と
消
え
て
い
く
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
具
体
的
な
、
労
働
し
、

疲
労
し
、
眠
気
に
苦
し
む
よ
う
な
場
所
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
（
熊
野
（
二
〇
一
二
［
一
九
九
九
］）、一
五
―
一
六
頁
）。

そ
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
、
時
に
名
詞
だ
け
が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
続
き
な
が

ら
、
突
如
き
わ
め
て
具
体
的
な
光
景
を
描
き
は
じ
め
る
文
章
に
落
ち

る
陰
翳
は
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
図
式
化
し
て
運
用
す
る

諸
論
考
の
多
く
と
は
違
っ
た
濁
り
を
至
る
所
に
抱
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
具
体
性
へ
と
焦
点
を
あ
て
た
描
写
の
運
び

か
ら
は
、
今
度
は
お
そ
ら
く
、
哲
学
的
な
言
語
の
一
般
性
に
は
な
か
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な
か
到
達
し
な
い
、
あ
る
い
は
到
達
し
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
な
、
具
体
性
に
付
き
従
い
過
ぎ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
何
か
が
産
ま
れ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
具

体
の
、
日
常
に
出
会
う
よ
う
な
光
景
の
（
し
か
し
ど
こ
か
ト
ラ
ウ
マ

め
い
た
）
記
述
の
中
で
、
こ
と
ば
は
ど
こ
か
文
学
的
な
色
彩
を
帯
び

て
く
る
。
実
際
、
多
く
の
他
者
論
、
と
り
わ
け
死
者
を
通
し
て
他
者

に
つ
い
て
語
る
書
物
は
、
図
書
館
や
書
店
の
分
類
の
上
で
は
学
術
書

の
棚
に
並
ん
で
い
て
も
、
し
ば
し
ば
著
者
自
身
の
具
体
的
な
死
者
の

記
憶
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
死
者
の
記
憶
に
つ
い
て
他
の
人
が
書
い

た
著
作
、
文
学
作
品
を
、
そ
の
導
き
の
糸
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
（
こ
こ
で
は
、
何
が
文
学
作
品
と
学
術
書
を
隔

て
る
の
か
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
）。

　

他
者
論
、
あ
る
い
は
他
者
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
こ

う
し
た
二
つ
の
極
―
―
主
体
の
同
一
性
を
破
る
何
か
／
誰
か
を
、
同

一
性
の
限
界
へ
と
至
る
こ
と
で
得
よ
う
と
す
る
極
、
そ
れ
は
、
し
か

し
、
下
手
を
す
る
と
ど
こ
か
滑
稽
で
功
利
主
義
的
な
響
き
も
含
ん
で

し
ま
う
よ
う
な
極
と
、
具
体
性
へ
と
定
位
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
を
描
い
て
い
る
誰
か
以
外
に
は
触
れ
が
た
い
何
か
を
抱

え
て
い
る
よ
う
な
極
―
―
そ
う
し
た
二
つ
の
極
の
間
を
揺
れ
る
よ
う

に
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ま
と
め
は
、
結
局
の
所
、

抽
象
と
具
体
の
対
比
に
帰
着
し
、「
抽
象
的
に
、
一
般
的
に
、
理
論

的
に
他
者
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
ア
ポ

リ
ア
に
た
ど
り
着
く
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
ア
ポ
リ
ア

に
お
い
て
思
考
し
、そ
こ
に
お
い
て
何
か
を
論
証
す
る
の
で
は
な
く
、

何
か
を
示
す
と
い
う
道
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ

う
で
は
な
く
、
も
う
少
し
別
の
観
点
か
ら
、
他
者
に
つ
い
て
の
語
り

の
幾
つ
か
の
筋
道
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
的

な
（
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
、
し
か
し
よ
り
厳
密
に
は
、
イ
タ
リ
ア

の
思
想
家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
再
解
釈
し
実
行
し
て
い
る

よ
う
な
形
で
の
）、
対
象
を
追
い
詰
め
、
可
能
性
を
切
り
詰
め
て
い

く
こ
と
で
、
そ
の
外
側
を
見
せ
る
よ
う
な
方
法
論
と
は
別
の
拡
が
り

を
予
備
的
に
描
く
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
他
者
を
語
る
際
の
様
々
な
歩
き
方
か
ら
、
隣
人
を
通
し
た

道
と
死
者
を
通
し
た
道
を
抽
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し

て
み
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
す
。「
他
者
」「
隣
人
」「
死
者
」
と
並

べ
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
結
論
が
見
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
方
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
私
の
役
目
は
何
か
新
し
い
こ
と

を
積
極
的
に
言
う
と
い
う
よ
り
も
、
参
加
さ
れ
て
い
る
方
々
の
討
論

の
た
め
の
ネ
タ
に
な
る
よ
う
な
提
題
を
準
備
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と

理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
ま
り
ま
と
ま
り
の
あ
る
話
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
少
し
ば
か
り
議
論
の
き
っ
か
け
を
提
供
で
き
れ
ば
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

＊



115

■論文
　

末
木
先
生
が
自
ら
の
哲
学
の
中
心
的
主
題
と
し
て
「
死
者
」
を
と

り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
随
分
と
経
っ
て
い
ま
す
。
一

方
に
日
本
仏
教
史
の
研
究
か
ら
抽
出
さ
れ
た
「
顕
」
と
「
冥
」
と
い

う
分
析
装
置
を
、
そ
し
て
他
方
で
「
死
者
」
と
共
に
暮
ら
す
と
い
う

現
在
的
で
も
あ
る
問
題
を
、
両
者
織
り
合
わ
せ
な
が
ら
練
り
上
げ
て

い
く
と
こ
ろ
に
今
の
末
木
先
生
の
哲
学
的
か
つ
思
想
史
的
な
作
業
の

一
つ
の
軸
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
輸
入
し
た
分
析
装
置
を
日
本
の
史
料

に
機
械
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
史
料
の
分
析
に
自
己
限

定
し
そ
れ
を
普
遍
化
し
概
念
を
導
き
出
す
こ
と
を
禁
ず
る
よ
う
な
禁

欲
主
義
的
な
―
―
時
に
あ
る
意
味
で
安
全
な
―
―
道
を
選
ぶ
の
で
も

な
く
、
両
者
が
交
差
す
る
場
に
お
い
て
思
考
す
る
興
味
深
い
展
開
を

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

顕
と
冥
に
つ
い
て
、
こ
の
場
で
改
め
て
要
約
を
し
よ
う
と
い
う
の

も
お
こ
が
ま
し
い
の
で
す
が
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
人
間

同
士
の
間
の
領
域
、《
光
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
理
性
の
光
に
よ
っ

て
》
了
解
可
能
な
「
顕
」
の
領
域
に
対
し
て
、
端
的
に
、
無
限
遠
の

超
越
、
人
間
の
理
性
《
の
光
》
を
完
全
に
超
え
た
何
か
を
対
峙
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
の
あ
わ
い
、
完
全
な
闇
で
は
な
い
が
、

光
で
も
な
い
冥
の
領
域
、
こ
こ
に
死
者
や
、（
日
本
の
）
神
、
仏
、

あ
る
い
は
生
き
て
い
る
他
者
と
い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
他
者
の
領

域
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
構
図
で
す
。
こ
う
し
た
冥
の
領

域
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
認
め
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
、
日
本
の
思
想
史
を
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス

ト
教
が
支
配
的
で
あ
っ
た
地
域
の
思
想
史
も
記
述
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
天
使
と
い
う
媒
介
者
が
「
存
在
」
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
た
時
代
か
ら
、
神
が
無
限
遠
に
遠
ざ
か
り
、
媒
介
者
が
ほ

と
ん
ど
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
へ
、と
い
う
転
換
で
す
。

―
―
た
だ
し
、
こ
こ
で
《　

》
内
に
お
ぎ
な
っ
た
表
現
は
、
西
洋
思

想
史
研
究
者
と
し
て
は
自
然
と
お
ぎ
な
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
表
現

と
し
て
、
筆
者
が
勝
手
に
補
足
し
た
表
現
で
す
。［
…
…
］
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
追
加
を
行
う
と
同
時
に
生
じ
て
く
る
問
題
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
西
の
方
で
は
、
認
識
は
し
ば
し
ば

光
の
比
喩
で
語
ら
れ
、
最
高
の
存
在
―
―
知
〔
性
〕
的
に
も
最
高
の

存
在
―
―
は
、
あ
る
種
の
光
の
充
溢
と
し
て
、
あ
る
い
は
光
そ
の
も

の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
冥
で
想
定
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
、
私
た
ち
の
光
で
は
見
ら
れ
な
い
世
界
と
い
う
も
の

と
は
、
少
な
く
と
も
比
喩
の
次
元
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
方
向
性
を

向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
た
と
え
、
そ
う
し
た
西
で
神
に
割
り

振
ら
れ
る
光
と
い
う
の
は
、
人
間
の
知
る
光
と
は
断
絶
し
た
光
で
、

そ
れ
を
直
視
す
る
こ
と
は
〔
現
世
の
／
通
常
の
〕
人
間
に
は
許
さ
れ

な
い
も
の
だ
と
さ
れ
る
と
し
て
も
〔
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
構
図
〕、
と
い

う
も
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
、
近
世
以
前
の

状
況
で
も
、
顕
と
冥
の
関
係
は
東
西
で
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
答
え
る
に
は
、
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存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
一
義
性
の
問
題
系
を
は
じ
め
と
し
て
、
西
洋

中
世
哲
学
史
上
の
根
本
的
な
問
題
に
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

今
後
、
時
間
を
か
け
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
課
題
で
は
あ
る
の
で

す
が
。
ま
た
、
そ
う
し
た
形
で
対
比
を
進
め
る
こ
と
で
、
な
ぜ
い
わ

ゆ
る
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
に
注
目
す
る
日
本
の
哲
学
者
が
多
か
っ
た
か

に
つ
い
て
、
別
の
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
の
説
明
も
可
能
と
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
「
顕
」
と
「
冥
」
の
概
念
対
が
明
確
に
示
さ
れ
た
『
近
世
の

仏
教
』（
二
〇
一
〇
年
）
や
『
哲
学
の
現
場
』（
二
〇
一
二
年
）
に
対

し
、
最
近
の
『
反
・
仏
教
学
』（
二
〇
一
三
年
）
で
は
、
他
者
論
の

練
り
上
げ
を
通
し
て
、
冥
を
階
層
的
な
構
造
と
し
て
把
握
す
る
と
い

う
視
点
が
入
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
顕
の
領
域
を
私
た
ち
の
意
識

の
及
ぶ
領
域
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
、
生
き
て
い
る
他
者
た
ち
に
よ

る
冥
の
第
一
層
、
死
せ
る
死
者
た
ち
の
冥
の
第
二
層
、
神
や
仏
の
い

る
冥
の
第
三
層
に
区
別
す
る
と
い
う
構
造
化
で
す
。
こ
の
構
造
的
な

区
別
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
い
る
も
の
た
ち
の
個
体
性
の
違

い
や
、
私
た
ち
と
の
関
係
が
ど
れ
だ
け
判
明
な
も
の
と
な
る
か
と
い

う
程
度
を
明
確
に
判
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冥
固
有
の
問
題
を
明
ら
か

に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
案
で
す
。

　

昨
年
、
僭
越
に
も
書
く
機
会
を
い
た
だ
い
た
書
評
（『
研
究　

東

洋
』
一
二
八
―
一
三
八
頁
）
で
す
が
、
こ
の
と
き
は
取
り
上
げ
た
本

が
『
現
代
仏
教
論
』
で
あ
り
、「
顕
」
と
「
冥
」
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
私
の
本
来
の
専
門
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た

た
め
、
中
心
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、

「
死
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
題
的
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
死
者
の
問
題
の
問
い
直
し
と
、「
顕
」
と
「
冥
」

の
構
図
に
よ
る
思
想
史
の
読
み
直
し
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
、
今
の

末
木
先
生
の
活
動
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
死
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
し
か
し
末
木
先
生
の

元
の
文
脈
に
完
全
に
即
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
少
し
別
の
角
度
か
ら

話
を
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
討
論
の
き
っ

か
け
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
他
者
を
論
じ
る
際
に
二
つ
の
モ
デ
ル
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
―
―
細
か
く
思
想
史
的
に
見
て
い
け
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
数

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
細
か
い
話
と
い
う
よ
り
も
、

大
き
く
何
か
刺
激
的
な
議
論
の
き
っ
か
け
を
と
い
う
こ
と
で
―
―
、

あ
る
対
比
と
な
る
モ
デ
ル
を
考
え
る
こ
と
で
、「
死
者
と
し
て
の
他

者
論
」
に
特
有
な
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た

提
案
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
手
の
極
め
て

単
純
化
さ
れ
た
対
比
は
、
社
会
学
化
し
た
批
評
が
お
得
意
の
も
の
で

あ
っ
て
、
本
来
、
多
く
の
要
素
、
概
念
の
絡
み
合
っ
た
織
物
と
し
て

あ
る
よ
う
な
個
々
の
哲
学
か
ら
、
そ
の
一
部
を
取
り
出
し
て
、
二
つ

並
べ
て
争
わ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
豊
か
さ
を
そ
ぎ
落
と
し
て
し
ま
う
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も
の
で
あ
り
、
哲
学
屋
と
し
て
は
、
決
し
て
誉
め
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
話
の
ネ
タ
と
し
て
お
許
し
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
わ
け
で
次
の
よ
う
に
単
純
化
す
る
こ
と
で
、
あ

た
か
も
両
者
が
き
れ
い
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
他
者
に
つ
い

て
語
る
た
め
の
道
を
、
あ
え
て
次
の
二
つ
に
代
表
さ
せ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

　

⑴ 

隣
人
と
し
て
の
他
者
論
（
隣
人
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）

　

⑵ 

死
者
と
し
て
の
他
者
論
（
死
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）

の
二
つ
に
で
す
。

　

今
日
は
、
絶
対
的
な
他
者
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
多
く
が
想
定
す

る
よ
う
な
他
者
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
分
析
を
試
み
る
の
は
と
り
あ

え
ず
置
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
隣
人
と
し
て
の
他
者
論
に
お
い

て
も
、そ
う
し
た
要
素
は
重
要
な
媒
介
項
と
し
て
介
入
し
て
き
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
末
木
先
生
の
、
他
者
論
と
し
て
の
死
者
論
の
特
異
性
、
死

者
を
通
し
て
他
者
論
を
築
く
こ
と
の
固
有
の
意
味
を
、
ほ
ん
の
少
し

ば
か
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

１
．
隣
人
と
し
て
の
他
者

　

隣
人
と
い
う
の
は
や
っ
か
い
な
も
の
で
す
。

　

隣
に
住
み
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
隣
同
士
に
な
っ
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
一
つ
に
は
否
応
な
し
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
隣
の

住
人
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、そ
う
し
た
隣
人
は
、日
々

顔
を
合
わ
せ
、
同
じ
地
区
、
場
合
に
よ
っ
て
は
建
物
の
住
人
で
あ
る

の
に
、
そ
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
否
応
な

し
に
関
わ
り
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
行
け
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
こ
に
は
共
通
の
―
―
し
か
し
必
ず
し
も
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
―
―
利
害
（
関
係
）
も
生
じ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た

隣
人
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
自
分
に
よ
く
似
て
い
る
。
だ
が
、
同
じ

で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、
そ
う

し
た
隣
人 prochain

（
近
く
に
い
る
も
の
）
は sem

blable

（
類

似
し
た
も
の
）
と
も
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
隣
人
と
し
て
の
他
者
を
論
じ
る
の
か
。

　

最
初
は
似
て
い
る
、
こ
と
ば
が
通
じ
る
、
同
じ
価
値
や
概
念
を
共

有
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
決
定
的
な
断

絶
に
至
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
他
者
、
そ
の
「
他
者
で
あ

る
こ
と
」、
他
者
の
他
者
性
と
い
わ
れ
る
も
の
が
浮
上
し
て
く
る
、

そ
し
て
同
時
に
そ
う
し
た
他
者
に
出
会
う
側
で
は
、
似
て
い
る
は
ず

の
相
手
と
の
間
に
了
解
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
自
身
が
想
定
し
て
い
た
了
解
の
可
能
性
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自
体
が
問
い
に
付
さ
れ
る
、
そ
れ
が
隣
人
と
し
て
の
他
者
論
の
構
図

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
三
段
階
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。

　

⑴ 

自
分
に
類
似
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
理
解
可
能
で
あ
る
（
は
ず

だ
）。

　

⑵ 

だ
が
、
実
際
に
は
（
完
全
に
は
）
理
解
で
き
な
い
。

　

⑶ 

で
は
、
最
初
の
時
点
で
想
定
し
て
い
た
理
解
可
能
性
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。

　

つ
ま
り
、
最
終
的
に
、
当
初
に
想
定
さ
れ
て
い
た
自
ら
の
同
一
性

を
超
え
た
場
所
で
、
そ
う
し
た
他
者
に
答
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
ま
た
答
え
て
い
く
も
の
と
し
て
、
柄
谷
行
人
の
言
葉
遣
い
を

す
る
な
ら
ば
、
倫
理
的
な
問
い
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

動
き
で
す
。
自
分
と
同
類
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
同
一
性
の
想
定

か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
破
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
隣
人
の
他
者
性
が
浮

上
し
、
そ
れ
に
答
え
る
／
応
答
す
る
―
―
つ
ま
り
責
任
を
持
っ
て
応

じ
る
―
―
と
こ
ろ
に
、
倫
理
的
／
道
徳
的
主
体
が
成
立
す
る
…
…
と

い
う
構
図
で
す
。
自
分
に
似
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
た
隣
人
が
、

見
慣
れ
ぬ
他
者
に
な
る
と
い
う
体
験
。
―
―
た
だ
し
こ
こ
で
「
異
邦

人
（
文
脈
に
よ
り
異
教
徒
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
）
に
な
る
」

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
良
い
の
か
ど
う
か
、
使
っ
た
場
合
ど
の
よ
う

な
含
意
・
掛
け
金
が
生
じ
る
の
か
は
、
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
脈
で
、
や
は
り
死
者
の
問
題
を
考
え
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
影

響
を
受
け
つ
つ
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
て
、
独
自
の
何
か
異
な
っ
た

倫
理
を
描
こ
う
と
し
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
末
木
先
生

も
幾
度
も
引
か
れ
て
い
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
異
教
徒
・
異
邦

人
」
の
モ
チ
ー
フ
の
分
析
を
通
じ
て
複
雑
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
（
馬
場
（
二
〇
一
二
））。

　

と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
「
隣
人
」
と
い
う
言
葉
が
、
と
く
に
西
洋
の

文
脈
で
連
想
さ
せ
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
旧
約
聖
書
「
レ
ビ
記
」（19:18

）「
汝

の
隣
人
を
愛
せ
」
等
に
由
来
し
、マ
タ
イ
（22:39

）
と
ル
カ
（10:25

）

等
で
繰
り
返
さ
れ
る
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
良
く
知
ら

れ
て
い
る
隣
人
概
念
を
め
ぐ
る
動
き
、
つ
ま
り
隣
人
（
だ
け
）
を
愛

す
る
べ
き
な
の
か
、
隣
人
以
外
（
異
邦
人
、
異
教
徒
、
敵
）
を
も
愛

す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
も
そ
も
隣
人
と
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
一
連

の
問
い
の
周
囲
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
解
釈
の
歴
史
で
す
。

　

一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
は
、
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
内
部
に

お
い
て
同
じ
土
地
に
住
む
異
邦
人
あ
る
い
は
異
教
徒
に
対
す
る
愛
も

説
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
つ
つ
も
（
た
と
え
ばN

T
D

の
マ

ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
同
箇
所
参
照
―
―
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
差
異
と
い
う
掘
り
起
こ
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
、
し
か
し
複
雑

な
問
題
に
立
ち
入
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
）、
ま
た
隣
人
へ
の
愛
の

対
象
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
信
仰
へ
の
敵
対
者
の
こ
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と
で
あ
る
、
と
い
っ
た
註
釈
が
加
え
ら
れ
つ
つ
も
、
大
き
く
、
次

の
様
な
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
旧
約
聖
書
で
言
わ
れ
て
い
る
「
隣
人
」
は
、（
少
な
く
と
も
ナ

ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
生
き
て
い
た
当
時
の
）
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
伝
統
的

に
、
あ
く
ま
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
の
同
胞
を
意
味
し
て
お
り
、
異
邦
人

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、（
新
約
聖
書
に
お
い
て
）
ナ
ザ
レ

の
イ
エ
ス
が
説
い
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
か
ど
う
か

は
関
係
な
く
、
困
っ
て
い
る
人
間
に
手
を
さ
し
の
べ
る
も
の
、
た

と
え
そ
れ
が
異
邦
人
、
異
教
徒
で
あ
っ
て
も
手
を
さ
し
の
べ
る
も

の
、
そ
れ
こ
そ
が
隣
人
―
―
近
く
に
い
る
も
の
―
―
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
（
た
と
え
ば
榊
原
（
二
〇
〇
六
）
を
参
照
）。
そ
こ
で

は
、
隣
人
と
異
邦
人
の
価
値
逆
転
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
向

性
は
、
必
ず
し
も
現
代
の
隣
人
と
し
て
の
他
者
論
と
全
面
的
に
一

致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
隣
人
と
異
邦
人
の
境
界
の
危

う
さ
、
あ
る
い
は
そ
の
二
重
性
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
他
者
論
の
背

景
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
―
―
た
だ

し
、
異
な
っ
た
意
味
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
す
る
複
数
の
異
な
っ
た
ヘ

ブ
ラ
イ
語
の
言
葉
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
隣
人
〔
近
く
に
あ
る

も
の
〕
を
示
す
一
語　
　
　
　
　
　

に
翻
訳
さ
れ
た
（Friedrich 

&
 Brom

iley

（
一
九
六
八
）、
三
一
一
―
三
一
八
頁
参
照
）
と
い
う

翻
訳
の
問
題
が
あ
る
上
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
内
部
で
も
隣
人
概
念
の

内
実
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
時
代
的
な
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
（
た
と
え
ば Centre Inform

atique et Bible 

（
一
九
八
七
）、
一
〇
五
〇
頁
〔
隣
人 prochain 

の
項
〕
参
照
）。

　

ま
た
、こ
う
し
た
、「
隣
人
」
と
他
者
論
の
関
係
に
つ
い
て
、ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
は
、『
死
を
与
え
る
』
の
中
で
、
長
い
分
析
を
行
っ
て

い
ま
す
（
デ
リ
ダ
（
一
九
九
九
＝
二
〇
〇
四
）、特
に
第
三
、第
四
章
）。

そ
こ
で
デ
リ
ダ
が
、
隣
人
と
し
て
の
他
者
を
強
調
す
る
一
つ
の
意
味

は
、
一
部
の
デ
リ
ダ
研
究
者
に
よ
り
次
の
点
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
伝

統
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
の
唯
一
の
神
に
対

し
、
す
ぐ
側
に
居
る
誰
か
（
隣
人
）
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
、
個
別
に

ま
っ
た
く
異
っ
た
他
者
と
し
て
、
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
、
理
解
し

が
た
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
、
と
（
廣
瀬
（
二
〇
〇
六
）、
一
九
四

―
一
九
八
頁
参
照
）。
つ
ま
り
「
隣
人
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
色
彩
を
帯
び
た
概
念
を
持
ち
出
す
と
、
実
の

と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
概
念
に
お
い
て
、
神
と
い
う
絶
対
的
な
他
者
の

前
で
、
個
別
の
近
く
に
い
る
他
者
た
ち
は
、
同
胞
と
し
て
相
対
的
に

理
解
可
能
な
姿
を
取
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
近
く

の
他
者
た
ち
も
ま
た
／
た
ち
こ
そ
が
、
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
理
解

し
が
た
い
他
者
な
の
だ
、
と
言
う
た
め
で
す
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
の

文
脈
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
以
上
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
問
題
構
成
と
切
り
離
し
が
た
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
「
す

π
λ

η
σ

àιι

ο
ν
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べ
て
の
他
者
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
の
は
、
も
し
本
当
に

あ
る
誰
か
の
た
め
に
行
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
す
べ
て
の

他
者
」
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な
普
遍
的
な
倫
理
を
裏
切
ら
ざ

る
を
得
な
い
、
と
い
っ
た
個
々
の
他
者
へ
の
倫
理
的
な
行
為
と
普
遍

的
な
倫
理
と
の
間
と
の
ア
ポ
リ
ア
的
構
成
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
文

脈
に
お
い
て
で
あ
り
、
以
上
の
ま
と
め
よ
り
も
複
雑
な
事
態
が
分
析

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

２
．
死
者
と
し
て
の
他
者

　

で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
死
者
」
の
場
合
は
ど
う
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

最
初
に
、
か
な
り
一
般
的
な
話
に
は
な
っ
て
し
ま
う
も
の
の
、
や

は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
的
な
文
脈
で
、
死
者
の
問
題
が
、
そ
れ

と
し
て
表
面
化
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
に
大
雑
把
な
答
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、

や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
公
式
見
解
と
し
て
、
死
後
も
続
く
、
個
別

の
、
個
々
の
霊
魂
の
不
死
が
一
つ
の
絶
対
的
な
命
題
と
し
て
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
世
で
の
功
績
の
蓄
積
が
結
び
つ

け
ら
れ
る
対
象
と
な
る
「
個
別
の
魂
」
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
点
で
す
。
も
ち
ろ
ん
時
代
的
な
変
遷
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
、
様
々
な
解
釈
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
十
三
世

紀
の
、
当
時
の
意
味
で
の
（
自
然
）
科
学
的
な
知
と
信
仰
の
関
係
が

問
題
に
な
っ
た
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
論
争
に
お
い
て
、
や
は
り

霊
魂
の
個
別
性
が
死
後
も
続
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
大
き
な
争

点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、十
五
世
紀
末
の
ピ
エ
ト
ロ
・
ポ
ン
ポ
ナ
ッ

ツ
ィ
に
お
け
る
霊
魂
の
可
死
性
の
議
論
な
ど
、
そ
の
問
題
に
触
れ
る

こ
と
自
体
が
異
端
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
強
く
排
除
さ
れ
て
き

た
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
側
面
は
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
で
し
ょ
う
―
―
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
（
当
時
の
）
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
死
者
の
死
後
の
存
続
の
形
態
は
、
非
物
質
的
な
か
た
ち
で

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
意
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
後

に
述
べ
る
よ
う
な
死
を
巡
る
言
葉
の
使
い
方
と
の
関
連
で
さ
ら
に
分

析
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

末
木
先
生
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
名
、
あ
る
い
は
内
田
樹
に
よ
る
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
解
な
ど
を
参
照
さ
れ
な
が
ら
も
、
人
と
人
の
間
の
了

解
可
能
性
を
超
え
た
形
で
吹
き
出
て
く
る
他
者
の
問
題
の
究
極
的
な

一
例
と
し
て
（『
日
本
仏
教
の
可
能
性
』
九
十
九
頁
）
死
者
の
問
題

を
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
は
や
な
く
、
顕
の
、
あ
ら
わ
れ
の
、
光

の
領
域
に
い
る
人
間
と
の
よ
う
に
は
対
話
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
何
か
を
語
り
か
け
て
く
る
（
こ
と
が
あ
る
）
も
の
と
し
て

の
死
者
た
ち
。
そ
う
し
た
死
者
た
ち
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
は
問

題
で
は
な
く
、
彼
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
け
る
か
が
重

要
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
す
。
ま
た
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
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る
「
葬
式
仏
教
」
と
い
う
、
し
ば
し
ば
否
定
的
に
だ
け
扱
わ
れ
る
よ

う
な
側
面
に
も
新
し
い
光
が
あ
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
他
者
と
し
て
の
死
者
」
論
に
つ

い
て
は
、
み
な
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
う
の
で
、
そ
れ
と
、「
隣
人

と
し
て
の
他
者
論
の
違
い
が
何
で
あ
る
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
末
木
先

生
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
隣
人
モ
デ
ル
か
ら
一
見
し
た
と
こ
ろ
死
者

モ
デ
ル
も
含
む
よ
う
な
形
に
移
行
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
時
期
の
柄

谷
行
人
の
次
の
一
文
が
含
む
問
題
で
す
。
な
お
、
柄
谷
行
人
は
、
そ

れ
以
前
の
、
少
な
く
と
も
『
探
究
』
の
段
階
で
は
、
対
話
の
非
対
称

性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
基
本
的
な
ラ
イ
ン
と
し
て
、
上
の
隣
人-

異

邦
人
他
者
モ
デ
ル
で
他
者
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ス
テ
ム
的
な
レ
ベ
ル
で
の
同
一
性
を

ど
う
開
く
か
と
い
う
問
題
が
一
貫
し
て
同
時
に
問
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
よ
う
に
ま
と
め
る
の
は
、
か
な
り
単
純
化
が
過
ぎ
る
と
い
う
留
保

を
付
け
た
上
で
で
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
戯
画
的
に
な
る
こ
と
を

承
知
の
上
で
隣
人
他
者
論
と
死
者
他
者
論
の
区
別
の
た
め
に
、
そ
の

要
素
は
ひ
と
ま
ず
後
に
置
い
て
お
き
、
末
木
先
生
が
言
及
さ
れ
て
い

る
個
所
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

死
者
や
未
来
の
人
間
と
の
関
係
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

理
論
に
お
い
て
基
礎
的
な
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
つ

ね
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
（
柄
谷
（
二
〇
〇
三
）、
一
二
二
頁
）。

　　

こ
こ
で
何
が
問
題
な
の
か
。
末
木
先
生
は
批
判
し
ま
す
。
具
体
的

な
他
者
と
し
て
の
死
者
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
具
体
的
な
名
前
を

持
っ
た
「
死
者
」
た
ち
と
、ま
だ
到
来
し
な
い
「
未
来
の
人
間
た
ち
」

を
同
一
視
し
て
い
な
い
か
。
つ
ま
り
、
柄
谷
は
、
具
体
的
な
他
者
に

つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
、
そ
れ
を
裏
切
る
結

論
を
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
隣
人
と

し
て
の
他
者
（
論
）
と
、
死
者
と
し
て
の
他
者
（
論
）
の
種
別
性
を
考

え
る
上
で
、非
常
に
大
切
な
論
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

隣
人
と
し
て
の
他
者
は
、
基
本
的
に
は
具
体
的
な
他
者
と
し
て
記

述
さ
れ
て
い
て
も
、
と
り
わ
け
先
に
ま
と
め
た
よ
う
な
隣
人
他
者
論

の
構
図
の
中
で
は
、
し
ば
し
ば
任
意
の
他
者
と
な
り
、
ど
こ
か
か
ら

今
後
隣
に
越
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
す
べ
て
の
他
者
と
な
り
ま

す
。
具
体
性
あ
る
い
は
自
己
の
同
一
性
を
壊
す
よ
う
な
例
外
性
を
強

調
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
一
般
的
な
命
題
と
し
て
の
、
命
法
と
し
て

の
色
が
ど
う
し
て
も
滲
ん
で
き
ま
す
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
も
し
も

隣
人
他
者
論
の
主
な
目
的
が
、
同
じ
で
あ
る
も
の
、
同
じ
で
あ
る
こ

と
へ
の
固
執
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
「
私
」
の
帝
国
を
打
ち
崩
す
よ
う

な
他
者
と
の
出
会
い
と
い
う
出
来
事
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

う
な
る
の
は
、
論
理
的
必
然
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
つ
ま
り
、
死
者
論
の
他
者
論

と
し
て
の
固
有
性
は
死
者
が
名
前
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
所
に
あ
る

の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
過
去
あ
る
い
は
完
了
の
形
で
あ
れ
、
や

は
り
あ
る
種
の
「
存
在
」
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
を
介
す
る
必
要
が
あ

る
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
今
は
も
う
、
い
な
い
。

　　

こ
こ
で
、
末
木
先
生
は
、
死
者
な
ど
す
で
に
い
な
い
で
は
な
い
か
、

と
い
う
自
然
科
学
的
な
反
論
を
恐
れ
て
か
、「
存
在
を
問
う
表
現
」

を
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
否
定
的
で
、
あ
く
ま
で
も
私
達
と
の
関
係
を

問
う
と
い
う
方
向
を
取
ら
れ
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
日
本
語
で
は
、「
も

は
や
存
在
し
な
い
」
と
い
う
表
現
よ
り
も
自
然
な
表
現
で
あ
る
だ
ろ

う
、
こ
の
「
か
つ
て
い
た
。
今
は
も
う
（
こ
こ
に
は
）
い
な
い
」
と

い
う
表
現
が
含
ん
で
い
る
動
き
・
移
行
は
、
死
者
の
個
別
性
を
確
保

す
る
た
め
に
も
重
要
な
契
機
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ

の
他
の
妖
怪
た
ち
で
も
良
い
の
で
す
が
、
私
た
ち
が
い
か
に
関
係
す

る
か
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
表
現
は
、
ど
う
し
て
も
私
た

ち
が
、
現
象
学
的
な
意
味
で
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
死
者
や

妖
怪
達
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
し
ま
う
。

そ
こ
に
は
、
意
図
に
反
し
て
、
彼
ら
の
存
在
を
表
象
へ
と
切
り
詰
め

て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ま
ず
は
高
橋
哲
哉
の
「
記
憶
」
へ
の
批
判

に
つ
い
て
少
し
だ
け
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
．
他
者
の
場
所

　

こ
こ
で
、
末
木
先
生
が
、
高
橋
哲
哉
の
立
論
を
批
判
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
思
い
だ
す
の
で
す
。

　

そ
の
後
も
、
学
会
の
席
な
ど
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ず
、
あ
く
ま
で
も
書
か
れ
た
物
を
通
し
て
の
理
解
で
す
が
、
要
約
す

る
と
、
高
橋
哲
哉
は
、
死
者
の
問
題
を
「
記
憶
」
の
問
題
に
還
元
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、そ
う
し
た
死
者
た
ち
の
存
在
・

非
存
在
を
問
う
こ
と
な
く
、
死
者
た
ち
と
の
関
係
こ
そ
が
大
切
で
あ

る
、
と
末
木
先
生
は
書
か
れ
ま
す
。
し
か
し
、
関
係
と
い
う
表
現
を

通
し
て
、
そ
こ
に
は
意
外
な
ほ
ど
共
通
し
た
問
題
意
識
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
す
。

　

自
分
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
高
橋
哲
哉
が
、
死
者
の
「
記
憶
」

に
こ
だ
わ
る
の
は
、
必
ず
し
も
近
代
科
学
的
な
地
平
に
留
ま
ろ
う
と

す
る
か
ら
ゆ
え
で
は
な
く
、
も
は
や
誰
も
記
憶
し
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
と
き
死
者
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
死
者
の
存
在

を
あ
ら
か
じ
め
、
す
で
に
な
い
も
の
と
し
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
近
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代
科
学
的
に
記
憶
の
問
題
へ
と
還
元
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
た

ち
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
生
き
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
私
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
る
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
死
者
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
―
―
あ
く
ま
で
も
他
者

論
と
し
て
の
と
い
う
こ
と
で
す
が
―
―
「
死
者
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

固
有
な
も
の
と
い
う
の
は
何
か
、
こ
う
し
た
視
点
と
の
違
い
が
何
で

あ
る
か
を
考
え
て
見
る
と
、
や
は
り
何
よ
り
も
、
彼
ら
が
既
に
あ
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
た
ち

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
抽
象
的
な
「
他
者
（
を

利
用
し
た
）
論
」
で
は
な
く
、「
具
体
的
な
他
者
の
論
」
た
り
得
る

と
言
う
こ
と
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
そ

し
て
、他
方
で
、「
隣
人
」
と
い
う
言
葉
は
、具
体
を
目
指
し
な
が
ら
、

任
意
の
隣
人
あ
る
い
は
す
べ
て
の
隣
人
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
抽
象

的
な
対
象
に
転
化
す
る
危
険
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
デ
リ

ダ
は
先
に
言
及
し
た
『
死
を
与
え
る
』
に
お
い
て
、tout autre 
と

い
う
言
葉
の
も
つ
二
重
の
意
味
「
す
べ
て
の
他
者
」
と
「
全
く
の
他

者
」の
二
つ
の
意
味
を
使
い
、あ
ら
ゆ
る
隣
人
と
絶
対
的
な
他
者（
性
）

と
の
間
の
揺
れ
動
き
を
、
そ
の
論
の
中
に
響
か
せ
て
い
ま
す
）。

　

こ
こ
で
少
し
視
点
を
拡
げ
る
た
め
に
、
木
村
敏
の
分
析
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

木
村
敏
が
、
精
神
疾
患
の
類
型
を
、
出
来
事
と
の
時
間
関
係
と
し

て
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
い
わ
ゆ
るante festum

（
祭

り
の
前
に
）、 intra festum

（
祭
り
の
只
中
で
）、 post festum

（
祭

り
の
後
で
＝
後
の
祭
り
）
で
す
。
鬱
病
者
が
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ

ム
的
（
あ
と
の
祭
り
、
と
り
か
え
し
が
つ
か
な
い
）
と
い
わ
れ
（
重

要
な
出
来
事
は
、
私
が
十
分
に
負
債
を
返
さ
な
い
う
ち
に
す
で
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
）、
つ
ま
り
す
べ
て
は
手
遅
れ
と
い
う
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、祭
り
の
た
だ
中
に
あ
る
こ
と
は
イ
ン
ト
ラ
・

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
し
て
、
癇
癪
（
発
作
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る

（
木
村
（
二
〇
〇
一
d
）
所
収
の
諸
論
文
）。
ま
た
、
統
合
失
調
症

は
ア
ン
テ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
と
言
わ
れ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
を
後
悔
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
具
体

的
な
過
去
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
、
常
に
早
す
ぎ
る
形
で
未
来
を
先

取
し
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
時
が
合
わ
な
く
な
る
と
い
う
形
で
分

析
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
木
村
は
さ
ら
に
分
析
を
進
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
多
く
の
言
語
で
、（
他
動
詞
的
な
動
詞
を
中
心
に
）have

の
系
列

の
表
現
で
過
去
が
表
さ
れ
る
（
歴
史
的
に
は
、
目
的
語
が
、
そ
の
行

為
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
、
主
語
が
出
来
事
の
全
体
を
持
つ
と
い

う
把
握
の
表
現
）の
に
対
し
、そ
う
し
た have 

が
成
立
し
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
結
果
、「
わ
た
し
」
す
ら
持
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

事
態
を
分
析
し
て
い
ま
す
（
木
村
（
二
〇
〇
一
a 

［
一
九
七
六
］））。
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こ
れ
を
、
私
と
他
者
が
分
離
し
、
自
己
が
成
立
す
る
と
い
う
出
来
事

が
到
来
し
な
か
っ
た
、
と
言
い
換
え
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

（
自
己
が
成
立
す
る
前
に
、
行
為
が
成
立
し
て
し
ま
う
た
め
、
ポ
ス

ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
な
様
相
も
帯
び
て
く
る
）。
こ
れ
が
不
可
能

に
な
る
状
態
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
引
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
自
己

が
存
在
者
と
し
て
「
あ
る
（il y a

）」
の
中
で
世
界
に
析
出
す
る
こ

と
の
不
全
と
し
て
、
統
合
失
調
症
が
語
ら
れ
、
境
界
例
は
「il y a

」

そ
れ
自
体
が
患
者
の
行
動
を
支
配
す
る
と
分
析
さ
れ
ま
す
（
木
村

（
二
〇
〇
一
b
［
一
九
九
一
］）、
六
八
―
七
二
頁
）、
結
果
と
し
て
、

自
己
と
自
己
で
な
い
も
の
が
分
け
ら
れ
な
く
な
る（
木
村（
二
〇
〇
一 

c
［
一
九
八
〇
］）、三
三
八
―
三
四
一
頁
）。
こ
こ
で
、ポ
ス
ト
・
フ
ェ

ス
ト
ゥ
ム
が
ル
カ
ー
チ
に
由
来
す
る
と
い
っ
た
政
治
・
社
会
的
文
脈

が
す
で
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
次
の
機
会
の
た
め
に
と
っ
て

お
き
、
他
者
と
自
己
と
の
区
別
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
こ
そ
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
状
態
こ
そ
、「
私
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
可
能
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
（
ち
な
み
に
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
木
村
は
、
自
己
の
中
に
他
者
の
顔
が
入
っ

て
き
て
し
ま
う
と
語
る
統
合
失
調
症
の
例
も
挙
げ
て
い
ま
す
）。

　

や
や
違
う
観
点
か
ら
、
ラ
カ
ン
も
、
恐
ら
く
同
じ
問
題
に
触
れ
て

い
ま
す
。

　

日
本
で
、
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
理
論
を
翻
訳
紹
介
す
る
だ
け
で
な

く
、
自
身
の
具
体
的
な
臨
床
経
験
と
結
び
つ
け
つ
つ
練
り
上
げ
て
き

た
小
出
浩
之
に
よ
れ
ば
、
子
供
の
向
か
う
他
者
と
い
う
の
は
、
基
本

的
に
両
親
や
先
生
、
友
達
と
い
う
具
体
的
な
他
者
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
、
大
人
の
行
為
は
他
者
一
般
（
具
体
的
に
は
世
間
や
人
倫
、
あ

る
い
は
宗
教
的
な
も
の
）
へ
と
向
か
う
。
し
か
し
、
こ
の
他
者
一
般

と
い
う
も
の
は
、
基
本
的
に
直
接
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
他
者
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
統
合
失
調
症
の
発
症
初
期
、
あ
る
い
は
発
症
前
の

前
駆
期
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
他
者
一
般
そ
の
も
の
に
患
者
は
出

会
っ
て
し
ま
う
と
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
（
小
出
（
一
九
八
六
）、二
四

―
二
六
頁
）。
そ
し
て
、
症
状
の
進
行
に
よ
り
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
身
近
な
他
者
（
他
人
）
た
ち
の

他
者
性
、
あ
る
い
は
存
在
感
は
消
失
し
、
す
べ
て
が
唯
一
の
絶
対
的

な
他
者
一
般
へ
と
崩
落
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
通
常
の
意
味
で
の

私
も
、
通
常
の
意
味
で
の
他
者
も
成
立
し
な
い
か
、
極
め
て
不
安
定

な
も
の
と
な
る
の
だ
と
結
論
し
ま
す
（
小
出
（
一
九
八
六
）、二
三
七

―
二
四
五
頁
）。

　

こ
れ
が
示
し
て
い
る
の
は
、
私
と
あ
な
た
が
鏡
の
よ
う
な
関
係
と

し
て
生
成
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、通
常
の
意
味
で
の
「
私
」

と
「
他
者
」
が
、
と
も
に
可
能
に
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
他
者

一
般
と
こ
こ
で
は
呼
ば
れ
て
い
る
場
が
存
在
す
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
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は
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
と
、
ば
ら
ば
ら
の
こ
と
ば
や
命
令
が
吹

き
荒
れ
る
場
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ

で
は
、「
私
」
と
（
通
常
の
意
味
で
の
具
体
的
な
）「
他
者
」
の
区
別

を
可
能
と
す
る
も
の
は
、（
個
別
の
他
者
と
は
別
の
意
味
で
の
）「
他

者
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
議
論
は
、
哲
学
史
的
記
述
に
関
し
た
あ
る
重
要
な
論
争
に
通

じ
る
要
素
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
と
フ
ー
コ
ー
の

間
で
、
デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
」
は
狂
気
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
争
で
す
。
デ

リ
ダ
に
従
い
非
常
に
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
、
デ
カ
ル

ト
は
「
理
性
」
の
側
か
ら
、
理
性
の
他
者
で
あ
る
「
狂
気
」
を
排
除

す
る
こ
と
で
、
理
性
の
体
制
を
作
り
上
げ
た
、
と
考
え
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
デ
リ
ダ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
綿
密
な
読
解
を
通

し
て
、
む
し
ろ
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
う
し
た
区
別
を
可
能
に
し
た
の
は
、

理
性
と
狂
気
の
区
別
の
手
前
、
あ
る
い
は
あ
る
意
味
で
は
狂
気
の
側

か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
す
（D

errida

（
一
九
六
七
）、
五
一
―
九
七
頁
、
廣
瀬
（
二
〇
〇
六
）、
六
六
―

八
一
頁
参
照
）。

　

こ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
図
式
が
、
歴
史
を
書
く
こ
と
の

問
題
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
と
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
問
わ
れ
論
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
、
ど
こ
か
で
自
己
（
理

性
と
し
て
の
）
が
先
に
確
立
さ
れ
て
い
る
（
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
は
理

性
の
側
か
ら
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
記
述
の
流
れ
が
フ
ー
コ
ー
に
は

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
）、
そ
し
て
、
そ
の
場
所
か
ら
そ
の
外
に
あ

る
非
理
性
と
の
関
係
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
、デ
リ
ダ
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
区
別
を
可
能
に
す
る
場
所
は
、む
し
ろ
（
狭
い
意
味
で
の
）

理
性
の
以
前
の
側
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
デ
カ
ル
ト
の

（
あ
る
意
味
で
「
狂
っ
た
」）
記
述
こ
そ
が
理
性
と
非
理
性
の
分
割

を
産
む
の
だ
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
一
般
化
す
る
と
、

何
ら
か
の
形
で
「
私
」
と
「
他
者
」
の
分
割
が
生
じ
る
と
い
う
議
論

の
構
成
を
行
っ
た
場
合
、そ
の
以
前
に
あ
る
も
の
を
む
し
ろ
「
他
者
」

と
考
え
る
の
か
「
私
」
と
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
っ
て
く
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
精
神
分
析
・
精
神
医
学
と
の
繋
が
り
が
出
て
き

ま
す
。

  

ま
た
先
ほ
ど
木
村
敏
の
三
概
念
が
、
成
立
の
背
景
に
社
会
的
・

政
治
的
次
元
と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た

が
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
連
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
問
題
が

あ
り
ま
す
。
既
に
確
立
し
た
も
の
を
開
く
よ
う
な
「
他
者
（
性
）
と

出・

・

・
会
う
」
と
い
う
出
来
事
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
あ
る
種
の
他
者

論
で
も
あ
り
、
平
行
し
た
議
論
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー

ル
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
の
哲
学
の
展
開
を
出
来
事
の
哲
学
の
発

展
と
し
て
記
述
す
る
あ
る
小
論
の
中
で
、
先
ほ
ど
の
木
村
敏
の
議
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論
と
通
じ
る
か
の
よ
う
に
、
出
来
事
の
前
に
お
い
て
考
え
る
哲
学
と

し
て
デ
リ
ダ
（
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
終
わ
り
な
き
対
話
）、
出
来
事

を
過
去
に
お
け
る
も
の
と
し
て
考
え
る
哲
学
と
し
て
、
た
と
え
ば
バ

デ
ィ
ウ
（
啓
示
―
―
顕
わ
に
さ
れ
た
も
の
―
―
に
つ
い
て
）、
あ
る

い
は
、
現
在
に
お
い
て
み
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
ド
ゥ
ル
ー
ズ

（
創
造
と
の
関
係
で
）
と
い
っ
た
区
別
を
行
っ
て
い
ま
す
（Balibar

（
二
〇
一
一
））。
も
ち
ろ
ん
細
部
に
お
い
て
は
異
論
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
た
と
え
ば
デ
リ
ダ
は
、
執
拗
に
、
出
来
事
と
は
、
救
世
主
の
到

来
と
し
て
待
ち
望
む
よ
う
な
も
の
で
も
な
く
、
す
で
に
起
き
た
も
の

と
し
て
確
実
に
把
握
で
き
る
何
か
で
あ
る
と
し
て
し
ま
う
べ
き
で
も

な
く
、
ま
た
そ
の
最
中
に
い
る
と
明
言
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
出
来
事
は
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
と
繰
り
返

し
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
到
来
す
る
も
のarrivant

」
と
し
て

描
か
れ
る
こ
と
で
、
や
は
り
ど
こ
か
で
到
来
が
待
ち
望
ま
れ
る
何

か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
な
の
で
す
が
（
一
時

期
流
行
し
た
「
歴
史
の
終
わ
り
」
と
い
う
議
論
と
の
デ
リ
ダ
の
関
係

に
つ
い
て
は
日
本
語
訳
の
監
修
者
富
山
太
佳
夫
の
解
説
も
含
め
シ
ム

（
一
九
九
九
＝
二
〇
〇
六
）
参
照
。
ま
た
、
廣
瀬
（
二
〇
〇
六
）
の

特
に
序
論
）。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
政
治
・
社
会

的
次
元
と
接
続
す
る
「
出
来
事
」
の
哲
学
と
他
者
論
の
平
行
関
係
に

つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

４
．�

生
・
死
と
「
存
在
論
」

　

三
章
で
、「
存
在
」
を
語
る
言
葉
と
し
て
自
然
科
学
的
な
そ
れ
を

想
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
簡
単
に
触
れ
ま

し
た
。
末
木
先
生
の
一
連
の
著
作
の
中
で
、
死
者
や
妖
怪
の
問
題
な

ど
を
論
じ
る
際
に
、
そ
の
現
実
的
な
存
在
を
吟
味
す
る
よ
う
な
存
在

論
の
語
彙
は
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
存
在
論
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
現
在
の
自
然
科
学
的
な
用

語
法
の
み
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
、
末
木
先
生
が
言
及
さ
れ
て
い
る
永
井
晋
『
現
象
学
の
展

開
』
に
お
い
て
、
井
上
円
了
と
柳
田
國
男
の
妖
怪
論
が
対
比
さ
れ
て

お
り
、
確
か
に
「
存
在
す
る
、
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
判
断
が
下
さ

れ
る
以
前
の
、
妖
怪
が
現
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
次
元
に
身
を
置
く

こ
と
」（
永
井
（
二
〇
〇
七
）、
二
二
八
頁
）
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
別
の
表
現
で

は
「
妖
怪
が
実
体
的
に
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
」（
同
所
。
強

調
は
私
た
ち
に
よ
る
）
で
あ
り
、
当
時
の
（
自
然
）
科
学
的
な
意
味

で
の
「
あ
る
か
、
な
い
か
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
哲
学

的
な
意
味
で
の
（
多
様
な
）「
存
在
」
と
「
非
存
在
」
と
は
一
致
し

な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
西
洋
に
お
い
て
も
、
そ
の

中
世
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
天
使
は
、
少
な
く
と
も
現
代
の
素
朴
な

実
感
と
し
て
の
意
味
で
の
物
質
的
（
質
料
的
）
な
存
在
は
有
し
て
い

な
い
と
さ
れ
、
本
来
は
純
粋
に
知
性
的
な
認
識
の
み
が
可
能
な
レ
ベ
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ル
で
の
存
在
だ
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。あ
る
い
は
、

現
実
に
存
在
す
る
こ
と
（esse existentiae

）
と
、
本
質
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
（esse essentiae

）
の
区
別
を
思
い
だ
し
て
も
良

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
存
在
は
多
様
に
語
ら
れ
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
西
洋
哲
学
史
の
問
題
よ
り
も
、
現

代
の
日
本
語
に
お
け
る
死
を
め
ぐ
る
表
現
は
、
果
た
し
て
狭
い
意
味

で
の
（
現
実
）
存
在
と
非
存
在
を
め
ぐ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
の
か

ど
う
か
を
少
し
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

分
析
哲
学
の
洗
礼
を
受
け
た
言
語
哲
学
を
出
発
点
と
し
、
西
洋
中

世
哲
学
か
ら
死
生
学
に
至
る
幅
広
い
活
動
を
行
っ
て
い
る
清
水
哲
郎

は
、
新
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
け
る
死
に
関
連
し
た
表
現
と
、

現
代
の
日
本
語
で
の
死
を
表
す
表
現
を
比
較
し
て
、
一
つ
の
興
味
深

い
結
論
を
出
し
て
い
ま
す
（
清
水
（
一
九
八
四
））。

　

彼
は
、
ま
ず
日
本
語
の
死
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
は
大
き
く
分
け
て

二
つ
の
基
本
的
用
法
が
あ
る
と
分
析
し
ま
す
。
そ
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
一
つ
目
の
用
法
が
指
し
示
す
の
は
、
身
体
的
な
死
―
―
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
の
物
理
的
・
身
体
的
な
活
動
を
停
止
す
る
と
い
う
意
味
―

―
で
あ
り
、
こ
れ
は
動
物
等
に
も
適
用
さ
れ
る
第
三
者
的
な
視
点
に

よ
る
死
を
語
る
言
葉
遣
い
で
あ
り
、「
壊
れ
る
」「
枯
れ
る
」「
眠
る
」

等
の
動
詞
と
同
類
と
言
え
る
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
二
つ
目

の
用
法
は
、
人
格
に
関
す
る
死
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち

ら
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
「
も
は
や
言
葉
を
交
わ
し
得
な
い
」
と

い
う
こ
と
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
去
り
、
い
な
く
な
っ
て
し

ま
う
（
し
ま
っ
た
）
相
手
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
は
、
名

前
を
呼
び
、
呼
び
か
け
、
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
分
析

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
「
死
ぬ
」
は
「
行
く
」「
い

な
く
な
る
」「
旅
立
つ
」
等
の
動
詞
と
同
類
で
あ
る
、
と
さ
れ
ま
す

（
両
者
の
区
別
は
、
こ
れ
だ
け
だ
と
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
が
発
話
時
点
よ
り
前
に
Ａ

に
生
じ
た
場
合
、
一
つ
目
の
身
体
的
な
意
味
で
は
「
Ａ
は
死
ん
で
い

る
」
と
な
り
、
二
つ
目
の
意
味
で
は
「
Ａ
は
死
ん
だ
」
な
い
し
「
Ａ

は
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
な
る
、
と
い
う
点
で
形
態
的
に
も
区
別
さ

れ
得
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
清
水
（
一
九
八
四
）
一
三
一
―

一
三
二
頁
）。

　

こ
の
分
析
が
、
何
よ
り
も
私
た
ち
の
文
脈
に
と
っ
て
興
味
深
い
の

は
、
日
本
語
に
お
け
る
第
二
の
用
法
に
つ
い
て
次
の
様
に
言
わ
れ
て

い
る
点
で
す
。

こ
の
理
解
〔
第
二
の
用
法
〕
に
伴
っ
て
は
、
生
き
て
い
る
者
に

と
っ
て
の
存
在
者
の
領
域
と
は
別
の
存
在
領
域
が
開
か
れ
る
こ

と
に
な
る
（
清
水
（
一
九
八
四
）、
一
三
四
頁
）。

　

つ
ま
り「
死
ぬ
」の
同
類
の「
い
な
く
な
る
」が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
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彼
ら
は
「
こ
こ
」
か
ら
立
ち
去
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
種

の
場
所
の
移
動
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
消
滅
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
、と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
結
論
は
、新
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ

語
と
現
代
日
本
語
の
比
較
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
さ
ら
に
一
般
的
な

結
論
を
出
す
に
は
、
西
洋
近
代
語
と
の
検
討
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま

す
（
た
と
え
ば
英
語
で
も departed 

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
）

が
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
方
向
性
は
示
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

冥
の
領
域
に
い
る
他
者
を
、「
存
在
す
る
『
存
在
者
』
と
は
限
ら
な

い
」（『
哲
学
の
現
場
』、
一
五
二
頁
）
と
表
現
す
る
こ
と
は
、「
存
在
」

と
「
存
在
者
」
の
概
念
を
、
あ
る
把
握
に
従
っ
て
、
あ
る
程
度
自
明

で
唯
一
の
も
の
と
し
て
措
定
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
存

在
（
者
）」
で
は
な
い
と
否
定
す
る
こ
と
で
す
。
特
に
、
こ
こ
で
は
、

西
洋
哲
学
の
歴
史
に
お
け
る
様
々
な
存
在
論
の
ど
れ
か
と
い
う
よ
り

も
、
今
日
、
自
然
科
学
的
な
知
識
を
学
ん
だ
人
間
が
通
常
有
し
て
い

る
よ
う
な
存
在
（
者
）
の
概
念
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
否
定
の
道
を
通
し
て
で
は
な
く
、

日
本
語
の
用
法
に
お
い
て
、
冥
の
領
域
に
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
「
い
る
」
の
か
、「
あ
る
」
の
か
を
通

し
て
―
―
か
れ
ら
が
「（
こ
こ
に
）
い
な
い
」
の
は
、ど
こ
か
に
「
い

る
」「
あ
る
」
場
所
が
あ
る
の
を
必
然
的
に
含
意
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
し
ょ
う
が
―
―
、そ
の
「
存
在
論
」（
あ

る
と
語
ら
れ
る
も
の
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
あ
る
と
語
ら

れ
て
い
る
か
―
―
こ
こ
で
「
あ
る
」
を
「
い
る
」
と
置
換
で
き
る
か

自
体
が
最
も
問
題
で
あ
る
も
の
の
―
―
）
を
再
構
成
す
る
道
を
通
し

て
、
彼
ら
に
つ
い
て
語
る
道
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実

の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
今
日
自
然
科
学
的
な
知
識
を
前
提

と
し
て
、
特
に
反
省
な
く
「
客
観
的
な
存
在
（
者
）（
の
意
味
）」
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
違
い
、
そ
も
そ
も
、
私
た
ち
と
他
の

も
の
た
ち
と
の
関
係
を
（
も
）
示
し
て
い
る
表
現
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
中
世
的

な
用
語
法
で
、
現
実
的
な
存
在
（esse existentiae

）
を
欠
い
た

本
質
存
在
（esse essentiae

）
と
い
っ
た
も
の
も
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、「
存
在
」
と
い
う
言
葉
を
、
今
日
日
常
的
に
理
解
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
現
実
の
、
実
際
の
存
在
と
い
う
意
味

に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
方
向
の
可
能

性
は
、さ
ら
に
探
究
を
進
め
た
場
合
、や
は
り
「『
存
在
』
論
（「
あ
る
」

に
つ
い
て
の
語
り
）」
で
は
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論

に
至
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
可
能
性
も
含
め
て
、
こ

う
し
た
探
究
に
一
つ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
分
析
哲
学
者
飯
田

隆
の
次
の
様
な
分
析
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

飯
田
隆
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
主
に
英
語
（
を
初
め

と
し
た
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
）
の
（
用
法
の
）
言
語
分
析
を

通
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
分
析
哲
学
の
道
具
立
て
を
日
本
語
の

分
析
に
応
用
し
、
結
果
と
し
て
、
そ
も
そ
も
「
日
本
語
の
『
あ
る
』



129

■論文

と
『
い
る
』
で
言
え
ば
、
ま
ず
、
そ
れ
が
常
に
存
在
を
表
す
か
ど
う

か
か
ら
し
て
怪
し
い
」（
飯
田（
二
〇
〇
二
a
）、三
九
〇
―
三
九
二
頁
、

飯
田
（
二
〇
〇
二
b
）
も
参
照
）
と
結
論
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
自
然
言
語
（
こ
こ
で
は
日
本
語
）
が
含
意
し
て
い
る
存

在
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
把
握
と
し
て
の
形
而
上
学
（
存
在
論
）
が
、

個
別
の
言
語
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
を
超
え
た
普
遍
的
な
存
在
論
が
要
請
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
（
分
析
哲
学
者
と
し
て
）
極
め
て
慎
重
に
踏
み
と
ど
ま
る
の

で
す
が
。し
か
し
、西
洋
の
文
脈
で
も
、過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
で
、

存
在
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
多
様
な
観
点
が
あ
り
、
決
し
て
一
つ
の

存
在
論
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
と
の
対
話
を

通
じ
て
、
他
者
の
存
在
論
が
構
築
さ
れ
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
、
木
村
敏
は
野
家
啓
一
と
の
対
談
の
中
で
、
離
人
症
患
者

に
は
、esse essentiae 

の
把
握
だ
け
が
あ
り
、esse existentiae

の
把
握
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
、と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り（
木

村
・
野
家
（
二
〇
一
三
）、
三
九
―
四
四
頁
）、
こ
れ
も
そ
う
し
た
方

向
へ
の
道
標
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
（
さ
ら
に
「
現
象
」
と
い
う
言

葉
が
、
語
源
的
な
文
脈
で
は
光
の
比
喩
―
―
光
の
中
に
現
れ
出
る
も

の
―
―
と
い
う
含
意
を
も
つ
こ
と
も
、
必
ず
し
も
「
現
象
」
と
い
う

言
葉
が
、「
存
在
」
と
い
う
言
葉
に
比
べ
て
中
立
的
だ
と
は
、
無
垢

だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
意
味
で
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
）。

５
．
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
隣
人
モ
デ
ル
の
他
者
論
と
死
者
モ
デ
ル
の
他
者
論
に

つ
い
て
、
死
者
モ
デ
ル
に
固
有
な
も
の
は
何
で
あ
り
う
る
か
と
い
う

方
向
で
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
両
者
は
必
ず

し
も
排
他
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
末
木
先
生
も

言
及
さ
れ
て
い
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
し
ば
し
ば
隣
人
と
し
て
の
他
者

を
語
り
な
が
ら
、
死
者
モ
デ
ル
的
な
側
面
も
あ
り
、「
自
分
は
収
容

所
の
中
で
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
」
後
に
、
い
か
に
死
ん
で
い
っ
た

も
の
た
ち
へ
と
繋
が
り
を
紡
ぐ
か
と
い
う
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
死

者
た
ち
を
死
に
追
い
や
っ
た
も
の
が
、
同
一
者
の
、
同
じ
も
の
の
織

り
な
す
帝
国
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
同
胞 

― 

異
邦

人
モ
デ
ル
が
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
純
粋
な

死
者
モ
デ
ル
と
は
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
単
純
に

は
割
り
切
れ
な
い
側
面
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
提
示
し

た
二
つ
の
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
探
究
の
中
に
含
ま
れ
て

い
る
様
々
な
方
向
性
を
、
少
し
ば
か
り
明
示
化
す
る
た
め
の
交
通
標

識
に
な
ら
な
い
か
、
そ
う
願
い
つ
つ
、
私
の
提
題
を
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

※　

以
上
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
二
日
に
東
日
本
国
際
大
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学
・
東
京
事
務
所
で
、
末
木
文
美
士
先
生
を
迎
え
行
わ
れ
た
研

究
会
に
お
い
て
筆
者
が
冒
頭
で
行
っ
た
提
題
を
、
当
日
読
ま
れ

な
か
っ
た
部
分
を
回
復
し
、
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
す
。
研
究

会
に
参
加
い
た
だ
い
た
末
木
文
美
士
先
生
（
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
）、
中
嶋
廣
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
社
長
、
谷
口
典
子

東
日
本
国
際
大
学
名
誉
教
授
、
佐
々
木
利
明
昌
平
黌
出
版
会
編

集
長
、
松
岡
幹
夫
東
洋
思
想
研
究
所
所
長
、
先
崎
彰
容
同
主
任

研
究
員
、
城
山
陽
宣
同
研
究
員
に
よ
る
、
理
論
的
そ
し
て
地
理

的
に
も
歴
史
的
に
も
広
範
囲
に
及
ぶ
討
論
は
長
時
間
に
わ
た
る

も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
参
加
者
の
方
々
の
発
表
・
発

言
と
そ
の
後
の
や
り
と
り
が
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
形
に
完
成

し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、こ
こ
で
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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め
て

Ａ
５
版
四
〇
〇
～
四
八
〇
頁
前
後
、定
価
六
、八
二
五
円（
税
込
）。

品
切
の
商
品
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
弘
文
堂
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。



132

研究　東洋

付
記
：【　

】
の
部
分
は
訳
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。

第
四
章　

臨
床
口
腔
医
学

�

第
一
節　

口
腔
内
科
学

　

口
腔
内
科
学
は
、
一
九
五
二
年
と
一
九
五
四
年
に
高
等
学
校
の
学

部
と
学
科
を
整
理
統
合
し
、
新
し
く
組
織
さ
れ
た
学
科
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
歯
牙
修
復
学
、
歯
内
治
療
学
、
歯
周
病
学
、
口
腔
粘
膜
病

学
、
口
腔
予
防
医
学
、
そ
し
て
小
児
歯
科
学
等
を
包
括
し
た
も
の
で

あ
る
。

１
．
う
蝕

　

う
蝕
は
口
腔
内
に
よ
く
見
ら
れ
る
疾
患
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
罹

患
率
は
高
い
。
一
九
四
九
年
以
前
に
調
査
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
多

■
翻
訳
■中

国
口
腔
医
学
発
展
史　
【
Ⅺ
】

　
　

The H
istory and D

evelopm
ent of O

ral M
edicine in C

hina

〔
Ⅺ
〕

訳
：
田
久
昌
次
郎
（
本
学
学
長
）

監
訳
：
田
村　

立
波
（
本
学
東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員
）

主
編　

鄭
麟
蕃　

呉
少
鵬　

李
輝
菶

北
京
医
科
大
学
・
中
国
協
和
医
科
大
学
連
合
出
版
社

く
は
大
都
市
部
の
小
中
学
生
に
限
ら
れ
て
い
た
。
50
年
以
降
、
多
く

の
地
区
で
相
次
い
で
う
蝕
調
査
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
中
国
国
土
の

広
大
さ
に
よ
り
各
地
区
の
自
然
条
件
な
ら
び
に
生
活
条
件
の
差
異
は

極
め
て
大
き
く
、う
蝕
罹
患
率
も
各
地
区
で
そ
の
差
が
顕
著
で
あ
る
。

一
般
的
に
云
え
ば
、
南
方
沿
海
一
帯
の
住
民
の
罹
患
率
は
比
較
的
高

く
、
山
間
部
お
よ
び
特
定
の
少
数
民
族
居
住
区
の
罹
患
率
は
比
較
的

低
い
。

　

一
九
八
三
年
、
中
華
口
腔
科
雑
誌
編
集
委
員
会
が
、
各
地
区
の
う

蝕
発
病
調
査
資
料
に
基
づ
き
、
中
国
の
う
蝕
罹
患
状
況
の
分
析
を
行

い
そ
の
結
果
を
発
表
し
て
い
る
。
学
齢
期
前
児
童
の
う
蝕
罹
患
率
は

41
・
88
～
86
・
63
％
、
平
均
罹
患
歯
数
は
１
・
52
～
６
・
56
歯
、
小

中
学
生
の
罹
患
率
は
39
・
78
～
84
・
17
％
、
成
人
の
罹
患
率
は
35
・

37
～
78
・
45
％
で
あ
っ
た
。
異
な
る
民
族
間
で
は
、
生
活
条
件
と
自
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然
環
境
の
違
い
に
よ
り
、
う
蝕
罹
患
率
も
異
な
る
。
例
え
ば
、
新
疆

和
田
地
区
の
果
樹
農
家
は
、
糖
分
を
含
ん
だ
新
鮮
な
果
実
類
を
食
す

る
割
合
が
24
％
と
高
く
、
う
蝕
罹
患
率
も
84
・
84
％
、
平
均
罹
患
歯

数
は
４
・
09
歯
で
あ
り
、
非
農
業
地
域
や
一
般
農
村
地
域
と
比
較
す

る
と
高
い
罹
患
状
況
に
あ
る
。

　

う
蝕
流
行
調
査
で
は
、
飲
料
水
フ
ッ
素
濃
度
と
う
蝕
歯
・
フ
ッ
素

性
斑
状
歯
の
関
連
性
が
調
査
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
資
料
は
、
フ
ッ

素
性
斑
状
歯
を
有
す
る
者
は
う
蝕
に
対
し
て
一
定
の
抵
抗
力
を
有

し
、
飲
料
水
中
の
フ
ッ
素
濃
度
と
う
蝕
罹
患
率
に
は
明
ら
か
な
相
関

性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
一
定
限
度
内

に
お
い
て
、
フ
ッ
素
濃
度
の
高
い
群
で
は
う
蝕
罹
患
率
は
低
く
な
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
口
腔
衛
生
状
態
、
栄
養
状
態
、
不

正
咬
合
・
奇
形
、
職
業
、
妊
娠
等
の
素
因
が
う
蝕
罹
患
率
と
密
接
に

関
連
す
る
こ
と
も
判
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
う
蝕
病
因
の
研
究
に
お

い
て
重
要
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。

　

う
蝕
予
防
分
野
で
は
、
上
海
市
歯
牙
疾
患
予
防
治
療
セ
ン
タ
ー
等

は
２
％
フ
ッ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
な
ら
び
に
75
％
フ
ッ
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
・
グ
リ
セ
リ
ン
糊
剤
を
応
用
し
、
児
童
の
臨
床
観
察
を
実
施
し
、

比
較
的
良
好
な
結
果
を
得
て
い
る
。

　

一
九
七
四
年
に
は
窩
溝
封
閉
剤
【
小
窩
裂
溝
填
塞
材
、
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
シ
ー
ラ
ン
ト
】
の
試
作
・
研
究
を
開
始
、
７
～
９
歳
の
児
童

の
永
久
歯
第
一
大
臼
歯
咬
合
面
に
お
け
る
封
閉
剤
の
三
年
経
過
完
全

保
留
率
の
臨
床
的
観
察
を
行
い
、
１
・
２
・
３
年
後
の
相
対
的
な
う
蝕

低
減
有
効
率
は
99
・
24
％
・
94
・
21
％
・
88
・
48
％
と
な
っ
た
。
封

閉
剤
塗
布
と
年
齢
の
間
に
は
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
年

齢
が
小
さ
い
ほ
ど
封
閉
剤
の
保
留
率
は
高
く
な
り
、
実
際
の
利
益
は

高
く
な
る
。
一
九
七
六
年
、
フ
ッ
素
含
有
封
閉
剤
に
お
け
る
う
蝕
予

防
効
果
の
実
験
的
研
究
な
ら
び
に
臨
床
的
研
究
が
行
わ
れ
た
。
封
閉

剤
と
エ
ナ
メ
ル
質
が
接
触
し
た
際
に
、
フ
ッ
化
物
の
放
出
と
エ
ナ
メ

ル
質
と
の
結
合
に
よ
り
一
定
の
う
蝕
抑
制
作
用
を
促
す
こ
と
明
ら
か

と
な
っ
た
。

　

一
九
七
八
年
、
Ｎ
ｄ
‐
Ｙ
Ａ
Ｇ
と
Ｃ
Ｏ
２
レ
ー
ザ
ー
照
射
器
を
用

い
た
ヒ
ト
抜
去
エ
ナ
メ
ル
質
に
対
す
る
レ
ー
ザ
ー
光
線
照
射
に
よ
る

う
蝕
予
防
研
究
を
開
始
し
、
エ
ナ
メ
ル
質
に
お
け
る
レ
ー
ザ
ー
照
射

の
初
歩
的
実
証
試
験
を
行
う
。
エ
ナ
メ
ル
質
に
は
、
明
ら
か
な
熔
融

現
象
が
み
ら
れ
、
表
面
の
紋
理
は
消
失
し
、
微
小
窩
は
顕
著
に
減
少

す
る
。
こ
の
実
験
結
果
か
ら
、
レ
ー
ザ
ー
照
射
に
よ
る
う
蝕
予
防
は

可
能
で
あ
り
、
新
技
術
で
あ
る
レ
ー
ザ
ー
照
射
の
採
用
は
う
蝕
予
防

研
究
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
を
切
り
拓
い
た
。

　

広
州
市
で
一
九
六
五
年
に
、
水
道
水
に
フ
ッ
化
物
を
加
え
た
う
蝕

予
防
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。
10
数
年
の
観
察
を
経
て
、
う
蝕
罹
患
率

は
半
減
し
、
単
に
罹
患
率
が
低
下
し
た
ば
か
り
で
な
く
重
症
度
の
高

い
う
蝕
を
も
低
減
さ
せ
た
。
経
験
不
足
に
よ
り
、
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
厳
格
で
は
な
く
、
フ
ッ
素
含
有
量
も
正
確
な
も
の
で
は
な
く
、
時
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と
し
て
フ
ッ
化
物
含
有
量
が
1.5 

ppm
を
上
回
っ
た
た
め
斑
状
歯
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
白
色
あ
る
い
は
黄
褐
色
の
斑
紋
が
現
れ
る
た

め
市
民
の
反
対
を
引
き
起
こ
し
た
。
一
九
八
三
年
一
〇
月
、
広
州
市

人
民
政
府
は
水
道
水
フ
ッ
化
物
添
加
の
停
止
を
決
定
し
た
。

　

口
腔
疾
患
、
特
に
う
蝕
に
対
し
、
北
京
・
上
海
・
天
津
・
成
都
・

瀋
陽
な
ど
の
口
腔
医
療
単
位
は
多
く
の
防
疫
治
療
業
務
を
実
施
し

た
。
か
つ
て
は
都
市
の
一
区
域
・
工
場
・
学
校
・
幼
稚
園
・
農
村
で

大
規
模
な
一
斉
検
診
と
一
斉
治
療
を
行
い
、
さ
ら
に
は
う
蝕
歯
の
早

期
充
填
を
実
施
し
、
歯
髄
疾
患
罹
患
率
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
た
。
こ

の
他
に
、
工
場
・
公
社
に
は
口
腔
医
務
担
当
者
を
配
置
し
、
労
働
者

や
農
民
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
口
腔
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
広

範
囲
に
口
腔
衛
生
知
識
の
啓
蒙
教
育
を
施
し
、
大
衆
に
口
腔
衛
生
保

健
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
た
。
大
衆
に
正
確
な
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
法
を

教
え
、
ま
た
歯
ブ
ラ
シ
の
構
造
を
改
善
し
、
口
腔
衛
生
保
健
の
要
求

に
合
致
す
る
よ
う
努
め
た
。
こ
れ
ら
各
種
施
策
に
よ
っ
て
、
国
民
の

口
腔
保
健
レ
ベ
ル
は
向
上
し
、
う
蝕
と
歯
周
病
罹
患
率
は
低
下
す
る

傾
向
に
あ
る
。

　

上
海
市
と
各
区
県
の
牙
病
予
防
治
療
所
は
、
一
九
五
八
年
よ
り
工

作
隊
を
結
成
し
、
幼
稚
園
・
小
学
校
の
う
蝕
予
防
啓
蒙
教
育
に
深
く

か
か
わ
り
、
口
腔
衛
生
展
覧
会
を
開
催
す
る
な
ど
う
蝕
予
防
知
識
の

普
及
と
必
要
な
治
療
措
置
に
よ
っ
て
比
較
的
良
好
な
実
績
を
収
め
て

い
る
。
一
九
七
七
年
、あ
る
小
学
校
で
実
施
さ
れ
た
調
査
結
果
で
は
、

う
蝕
処
置
率
は
47
・
1
％
に
上
昇
し
、
活
動
性
う
蝕
の
割
合
は
57
・

9
％
に
低
下
し
た
。

（
１
）
う
蝕
の
疫
学
的
調
査

　

一
九
五
五
年
、
鄒
海
帆
は
、
一
九
四
九
年
時
点
の
成
都
市
で
の

生
活
条
件
の
異
な
る
三
ヶ
所
の
小
学
校
全
学
年
の
口
腔
検
査
の
結

果
を
発
表
し
た
。
被
験
者
数
は
一
、一
七
二
名
で
、
う
蝕
罹
患
児
数

は
六
九
五
名
、
59
・
3
％
を
占
め
る
。
延
べ
う
蝕
有
病
歯
数
は
三
、

八
三
〇
歯
、
一
人
平
均
う
蝕
罹
患
歯
数
は
3
・
2
歯
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
、
劉
臣
恒
は
成
都
市
学
生
一
〇
、六
三
四
名
の
う
蝕

罹
患
率
調
査
（
大
学
生
一
、〇
九
二
名
を
含
ん
だ
中
学
生
四
、九
八
八

名
、
小
学
生
四
、五
五
四
名
）
を
発
表
し
た
。
そ
の
調
査
結
果
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

罹
患
率
：
一
〇
、六
三
四
名
中
、
罹
患
者
は
四
、二
七
二
名
、
う
蝕
罹

患
者
率
は
40
・
11
％

う
蝕
好
発
部
位
：
永
久
歯
列
の
場
合
、
下
顎
後
方
歯
の
罹
患
率
は
上

顎
後
方
歯
よ
り
も
高
く
、
上
顎
前
歯
部
の
罹
患
率
は
下
顎
前
歯
部
よ

り
も
高
い
。
永
久
歯
の
な
か
で
罹
患
率
の
最
も
高
い
歯
は
下
顎
右
側

第
一
大
臼
歯
で
あ
り
、
最
も
低
い
の
は
下
顎
中
切
歯
で
あ
る
。
う
蝕

に
最
も
侵
さ
れ
や
す
い
歯
面
は
咬
合
面
で
、
次
い
で
隣
接
面
、
頬
側

面
の
順
で
、
最
も
低
い
の
は
舌
側
面
で
あ
る
。

乳
歯
列
の
場
合
、
や
は
り
下
顎
後
方
歯
が
、
上
顎
後
方
歯
よ
り
も
罹
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患
率
が
高
く
、
上
顎
前
歯
部
は
下
顎
前
歯
部
よ
り
も
高
い
。
乳
歯
の

な
か
で
罹
患
率
の
高
い
歯
は
下
顎
右
側
第
二
乳
臼
歯
で
あ
る
。

　

一
九
五
六
年
、王
怡
然
、厳
啓
之
は
徐
州
市
の
代
表
的
小
学
校
七
ヶ

所
、
一
、八
四
八
名
の
児
童
の
う
蝕
調
査
結
果
を
発
表
す
る
。
一
、

八
四
八
名
中
、
う
蝕
罹
患
者
数
は
八
七
一
名
、
総
人
数
に
占
め
る
割

合
は
47
・
1
％
、
全
う
蝕
歯
数
は
二
、〇
一
四
歯
、
一
人
平
均
う
蝕

歯
数
は
1
・
2
歯
で
あ
る
。

　

一
九
五
七
年
、
胡
永
誠
、
杜
伝
詩
は
チ
ベ
ッ
ト
昌
都
地
区
の
チ

ベ
ッ
ト
族
う
蝕
罹
患
率
調
査
結
果
を
発
表
す
る
。
被
験
者
は
診
察
群

と
健
康
診
査
群
に
分
け
ら
れ
た
。診
察
群
に
分
け
ら
れ
た
被
験
者
一
、

三
三
四
名
中
、
う
蝕
罹
患
者
は
七
三
六
名
55
・
2
％
で
、
健
康
診
査

群
一
、三
七
一
名
中
、う
蝕
罹
患
者
数
は
三
四
一
名
24
・
9
％
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
は
指
摘
す
る
。
健
康
診
査
群
の
う
蝕
罹
患
率
24
・
9
％
は

比
較
的
正
確
で
あ
り
、
集
団
を
代
表
す
る
数
値
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト

族
の
う
蝕
罹
患
率
は
、
中
国
国
内
の
他
文
献
に
示
さ
れ
た
漢
民
族
の

数
値
よ
り
も
低
い
。
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
族
が
常
食
し
て
い
る
粗
造
な

飲
食
物
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

　

一
九
五
九
年
、
洪
法
廉
、
汪
一
鳴
は
中
国
国
内
九
地
区
八
、

九
七
四
名
の
小
学
生
う
蝕
罹
患
状
況
を
調
査
す
る
。
八
、九
七
四
名

中
、
う
蝕
罹
患
者
は
四
、七
七
九
名
、
罹
患
率
53
・
25
％
、
一
人
平

均
う
蝕
歯
数
は
1
・
65
歯
で
あ
る
。
う
蝕
破
壊
程
度
の
調
査
に
基
づ

き
、
筆
者
ら
は
指
摘
す
る
。
85
％
以
上
の
う
蝕
歯
は
修
復
治
療
が
可

能
で
あ
る
が
、
15
％
の
う
蝕
歯
は
歯
髄
ま
で
達
し
て
お
り
根
管
治
療

あ
る
い
は
抜
歯
を
必
要
と
し
て
い
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
上
海
第
二
医
学
院
口
腔
医
学
部
は
、
上
海
県
五
、

三
四
四
名
の
農
民
う
蝕
発
病
状
況
調
査
を
実
施
す
る
。
そ
の
結
果
、

五
、三
四
四
名
中
罹
患
者
は
三
、七
六
六
名
、
罹
患
率
70
・
5
％
を
占

め
、
一
人
平
均
う
蝕
歯
数
は
4
・
9
歯
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
烏
愛
菊
ら
は
、
上
海
市
盧
湾
区
の
主
婦
の
う
蝕

発
病
状
況
を
調
査
す
る
。
被
験
者
主
婦
総
数
は
四
九
、〇
八
六
名

で
、
う
ち
三
、九
四
二
名
に
は
詳
細
な
検
診
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

四
九
、〇
八
六
名
中
、う
蝕
罹
患
者
数
は
二
九
、八
六
二
名
に
の
ぼ
り
、

罹
患
率
は
60
・
84
％
に
達
す
る
。
紹
興
事
務
所
付
近
に
居
住
す
る

三
、九
四
二
名
で
は
、
う
蝕
罹
患
者
数
三
、二
二
六
名
、
罹
患
率
81
・

84
％
で
、
一
人
平
均
罹
患
歯
数
は
6
・
40
歯
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
四
川
医
学
院
口
腔
医
学
部
は
、
成
都
市
・
楽
山

県
・
峨
眉
県
・
峨
辺
県
・
夾
江
県
の
一
〇
万
八
、一
一
四
名
（
う

ち
、
イ
族
五
、七
〇
七
名
を
含
む
）
の
う
蝕
調
査
を
実
施
し
た
。
漢

族
一
〇
万
二
、四
〇
七
名
中
、
う
蝕
罹
患
者
数
は
五
四
、一
一
九
名
、

罹
患
率
52
・
85
％
で
、
一
人
平
均
う
蝕
歯
数
は
3
・
99
歯
で
あ
る
。

イ
族
五
、七
〇
七
名
で
は
、
う
蝕
罹
患
者
数
二
、八
五
九
名
、
罹
患
率

50
・
10
％
、
一
人
平
均
う
蝕
歯
数
4
・
27
歯
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
岳
松
齢
は
、
中
国
各
地
の
国
民
う
蝕
罹
患
状
況
調

査
資
料
全
一
八
五
件
四
五
六
万
二
、七
七
九
名
を
、
総
括
・
分
析
す
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る
。
う
蝕
罹
患
者
数
は
一
七
〇
万
一
七
五
名
、
平
均
う
蝕
罹
患
率
は

37
・
3
％
で
、
う
ち
最
も
高
い
罹
患
率
を
示
し
た
調
査
は
一
九
四
〇

年
広
東
の
十
五
歳
以
下
児
童
一
、〇
一
一
名
に
関
す
る
も
の
で
、
そ

の
罹
患
率
は
90
・
8
％
に
達
し
た
。
最
も
低
い
の
は
、
一
九
五
八
年

北
京
市
湯
山
の
学
生
・
住
民
に
対
す
る
永
久
歯
う
蝕
罹
患
率
調
査
で
、

4
・
3
％
で
あ
っ
た
。
本
調
査
の
98
％
は
都
市
住
民
を
対
象
と
し
た

調
査
で
、
農
村
住
民
を
対
象
に
し
た
調
査
は
総
数
の
2
％
に
過
ぎ
な

い
。

　

一
九
八
二
～
一
九
八
四
年
、
中
華
人
民
共
和
国
衛
生
部
は
、

一
三
万
一
、三
四
〇
名
を
対
象
に
全
国
規
模
で
、
小
学
生
の
う
蝕
進

行
に
お
け
る
流
行
病
的
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
。
そ
の
結

果
、
都
市
部
児
童
の
永
久
歯
う
蝕
罹
患
率
は
40
・
5
％
で
、
農
村
部

児
童
で
は
29
・
7
％
で
あ
っ
た
。

（
２
）
う
蝕
治
療

　

う
蝕
の
主
な
治
療
方
法
は
充
填
で
あ
る
。
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
は

後
方
歯
う
蝕
治
療
の
主
た
る
充
填
材
料
で
あ
る
。

　

一
九
六
四
年
、
洪
法
廉
ら
は
充
填
後
二
～
六
年
経
過
後
の
一
、

二
四
〇
例
の
永
久
歯
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
充
填
物
の
臨
床
的
リ
コ
ー

ル
検
査
の
結
果
を
報
告
す
る
。

　

一
、二
四
〇
例
中
、
Ⅰ
級
窩
洞
【G.V

.Black

に
よ
る
分
類
、
臼
歯

の
咬
合
面
、
頬
面
お
よ
び
前
歯
舌
面
な
ど
の
窩
洞
】
六
三
六
例
、
Ⅱ

級
窩
洞
【
同
、
臼
歯
の
隣
接
面
窩
洞
】
一
九
八
例
、
失
活
歯
Ⅰ
級
窩

洞
一
五
九
例
、
同
じ
く
Ⅱ
級
窩
洞
二
五
七
例
で
あ
る
【
合
計
数
が

一
致
し
な
い
が
原
文
ま
ま
】。
一
、二
四
〇
例
中
、
成
功
と
い
え
る

ケ
ー
ス
は
五
七
八
例
（
46
・
6
％
）、
欠
点
が
あ
る
も
の
三
五
七
例

（
28
・
8
％
）、
失
敗
例
は
三
〇
五
例
（
24
・
6
％
）
で
あ
る
。

　

Ⅰ
級
窩
洞
に
お
け
る
成
功
率
は
61
・
6
％
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、

頬
（
舌
）
側
面
部
の
窩
洞
が
成
功
率
78
・
8
％
と
最
も
高
く
、
次

い
で
咬
合
面
部
が
58
・
5
％
、
最
も
劣
る
の
は
頬
（
舌
）・
咬
合
面

部
窩
洞
【
複
雑
窩
洞
】
の
44
・
1
％
で
あ
る
。
Ⅱ
級
窩
洞
の
成
功
率

は
34
・
6
％
で
、
そ
の
う
ち
単
純
窩
洞
は
44
・
1
％
、
複
雑
窩
洞
は

33
・
6
％
の
成
功
率
で
あ
る
。

　

銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
充
填
の
欠
点
と
失
敗
原
因
は
次
の
通
り
：
二

次
的
う
蝕
、
歯
牙
破
折
、
充
填
物
辺
縁
破
折
、
充
填
物
咬
合
面
中
央

部
破
折
、
動
揺
と
脱
落
、
辺
縁
不
適
合
。

　

一
九
六
四
年
、
黄
明
華
は
、
国
産
充
填
材
料
：
歯
科
用
セ
メ
ン
ト

（
メ
ー
カ
ー
名
：
金
剛
）、ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
（
メ
ー
カ
ー
名
：

奇
異
）、
高
粘
度
可
塑
性
セ
メ
ン
ト
（
メ
ー
カ
ー
名
：
奇
異
）、
銀
ア

マ
ル
ガ
ム
合
金
（
メ
ー
カ
ー
名
：
光
輝
）、
歯
科
用
ス
ト
ッ
ピ
ン
グ

（
メ
ー
カ
ー
名
：
奇
異
）
の
5
種
類
を
用
い
て
、
4
～
60
℃
の
条
件

下
で
充
填
材
料
の
侵
入
漏
洩
防
止
効
果
を
実
験
的
に
確
か
め
る
。
そ

の
結
果
、
室
温
で
は
ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
お
よ
び
銀
ア
マ
ル
ガ

ム
合
金
は
良
好
な
侵
入
漏
洩
防
止
効
果
を
備
え
て
い
る
が
、
温
度
が
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変
化
す
る
と
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
だ
け
が
な
お
漏
洩
防
止
効
果
を
保

持
し
て
お
り
、
ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
で
は
不
確
実
と
な
る
。
そ

の
他
の
三
種
の
材
料
は
、
室
温
あ
る
い
は
温
度
変
化
時
に
お
い
て
、

等
し
く
不
確
実
で
論
外
で
あ
る
。

　

一
九
八
二
年
、
張
道
楔
ら
は
、
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
は
理
想
に
近
い

充
填
材
料
で
あ
る
が
、
一
方
で
水
銀
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

発
表
す
る
。
彼
ら
は
西
安
市
の
病
院
六
か
所
と
広
州
市
の
病
院
四
か

所
を
選
び
、
口
腔
科
治
療
室
の
床
面
・
壁
面
・
天
井
面
お
よ
び
室
内

空
気
の
水
銀
汚
染
に
つ
い
て
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
、
併
せ
て

勤
務
年
数
の
長
い
口
腔
医
療
従
事
者
の
調
査
を
実
施
し
た
。
結
果
は

明
ら
か
で
あ
る
。：
す
べ
て
の
診
療
室
は
程
度
こ
そ
異
な
る
が
水
銀

汚
染
を
被
り
、
室
内
空
気
中
の
水
銀
蒸
気
含
有
量
は
国
家
規
定
の
最

大
許
容
濃
度
（10µg/m

3

）【
日
本
に
お
け
る
作
業
環
境
の
水
銀
蒸

気
許
容
濃
度
は
、
日
本
産
業
衛
生
学
会
（
二
〇
〇
七
）
が0.025m

g/
m

3

と
勧
告
し
て
い
る
】
を
全
て
で
超
え
て
い
た
。
西
安
地
区
六
か

所
の
病
院
床
面
の
水
銀
濃
度
の
平
均
値
は1333.3µg/m

3

：
空
気
中

水
銀
濃
度
は9.71µg/m

3

：
広
州
地
区
四
か
所
の
病
院
床
面
平
均
水

銀
濃
度
は26.25µg/m

3

：
空
気
中
濃
度
は14.2µg/m

3

で
あ
っ
た
。

　

健
常
者
尿
中
水
銀
含
有
量
は10µg/ℓ

以
下
で
あ
り
、
標
準
的
な

尿
中
水
銀
量
の
最
大
許
容
量
は50µg/ℓ

で
あ
る
【
無
症
状
の
場
合

に
通
常
想
定
さ
れ
る
尿
中
水
銀
濃
度
は
、10µg/ℓ

未
満
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（Goldw

ater, 1972 ; A
T

SD
R, 1999

）】。
筆
者
は
、

西
安
口
腔
科
医
療
従
事
者
三
〇
名
の
検
診
で
最
大
許
容
量
を
超
過
し

た
八
例
を
報
告
し
、
発
現
率
は
27
％
に
達
す
る
。
広
州
口
腔
科
医
療

従
事
者
八
一
名
の
尿
中
水
銀
量
は
、
正
常
範
囲
を
超
え
た
者
は
二
一

例
、
26
％
で
あ
る
。
筆
者
は
指
摘
す
る
：
水
銀
汚
染
の
予
防
措
置
は

；

水
銀
合
金
調
整
時
は
必
ず
排
気
装
置
を
有
し
た
密
閉
箱
【
ド
ラ

フ
ト
】
中
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い；

操
作
時
は
ゴ
ム
手
袋
を

着
用
し
て
か
ら
箱
内
に
手
を
入
れ
る；

排
気
は
必
ず
浄
化
処
理
を

施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い；

操
作
用
テ
ー
ブ
ル
は
必
ず
滑
沢
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
う
蝕
治
療
と
高
速
切
削
の
応
用

　

五
〇
年
代
以
降
、
気
道
式
超
高
速
切
削
（
エ
ア
ー
タ
ー
ビ
ン
）
が

臨
床
で
広
範
囲
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
医
療
効
率
を
向
上
さ

せ
、
治
療
時
間
を
短
縮
し
、
患
者
の
苦
痛
の
軽
減
等
の
分
野
で
重
要

な
意
義
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
三
年
、
魏
剣
影
ら
は
エ
ア
ー
タ
ー
ビ
ン
に
お
け
る
歯
牙
切

削
時
の
圧
力
、
回
転
速
度
と
切
削
面
積
の
関
係
に
つ
い
て
実
験
を

行
っ
た
。
２
㎣
の
窩
洞
の
切
削
、＃

701

タ
ン
グ
ス
テ
ン
カ
ー
バ
イ

ト
バ
ー
、
毎
分
三
〇
万
回
転
の
超
高
速
切
削
、
タ
ー
ビ
ン
加
圧50g

で
切
削
時
間
13
秒
、
ま
た＃

701

タ
ン
グ
ス
テ
ン
カ
ー
バ
イ
ト
バ
ー
、

毎
分
六
、〇
〇
〇
回
転
の
一
般
的
回
転
速
度
で
切
削
、
加
圧1,000g

で
切
削
時
間
1
分
30
秒
を
要
し
、
普
通
切
削
は
超
高
速
切
削
の
二
〇
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倍
の
圧
力
が
必
要
で
、
時
間
的
に
は
超
高
速
切
削
の
七
倍
程
度
が
必

要
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

歯
牙
切
削
の
異
な
る
回
転
速
度
に
お
い
て
生
ず
る
振
動
の
影
響
は

次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
切
削
回
転
速
度
が
遅
け
れ
ば
遅
い
ほ
ど
、
周

波
数
は
小
さ
く
な
り
振
動
は
大
き
く
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
振
動
現
象

は
一
定
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
。
反
対
に
、
回
転
速
度
が
速
く
な
れ
ば

周
波
数
が
増
加
し
振
幅
波
は
小
さ
く
な
り
、
振
動
現
象
は
小
さ
く

な
っ
て
い
く
。
歯
牙
切
削
回
転
速
度
毎
分
六
、〇
〇
〇
回
転
で
、
毎

秒
あ
た
り
の
振
動
周
波
は
一
〇
〇
前
後
の
波
動
と
な
り
、
こ
の
周
波

は
人
体
が
最
も
感
じ
や
す
い
振
動
現
象
の
周
波
数
で
あ
る
。
歯
牙
切

削
速
度
が
毎
分
一
〇
万
回
転
以
上
に
増
加
す
れ
ば
、
毎
秒
あ
た
り
の

振
動
周
波
は
一
、六
〇
〇
前
後
の
波
動
と
な
り
、
こ
の
周
波
数
は
取

り
も
直
さ
ず
人
体
が
感
じ
に
く
い
振
動
現
象
と
な
る
。
歯
牙
切
削
の

回
転
速
度
を
上
げ
、
振
動
周
波
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
切

削
時
の
振
動
現
象
を
低
下
さ
せ
る
。
筆
者
は
三
〇
〇
名
の
患
者
を
詳

細
に
観
察
し
、
治
療
中
に
す
べ
て
の
患
者
が
超
高
速
切
削
時
に
許
容

で
き
る
振
動
感
覚
は
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
。

　

筆
者
は
、
こ
の
実
験
で
、
一
〇
歯
の
組
織
切
片
検
査
を
実
施
し
た
。

こ
れ
ら
の
歯
牙
は
矯
正
目
的
で
抜
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歯
髄
組

織
は
正
常
で
う
蝕
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
顕
微
鏡
観
察
に

よ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
例
で
歯
髄
充
血
が
認
め
ら
れ
、
血
管
の
拡
張

と
出
血
点
が
存
在
し
た
。
た
だ
し
急
性
炎
症
お
よ
び
化
膿
性
炎
症
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　

一
九
七
九
年
、
邱
瑞
玉
、
劉
璦
如
は
窩
洞
形
成
時
に
エ
ア
ー
タ
ー

ビ
ン
機
器
を
用
い
た
際
の
歯
髄
の
即
時
反
応
の
研
究
を
行
う
。
彼
ら

は
実
験
標
本
と
し
て
二
一
歯
を
用
い
、
そ
れ
は
不
正
咬
合
あ
る
い
は

矯
正
治
療
の
た
め
に
便
宜
的
に
抜
去
す
る
切
歯
・
犬
歯
・
小
臼
歯
・

大
臼
歯
で
、
毎
分
三
〇
万
回
転
の
速
度
と
20
～
30
ポ
ン
ド
圧
の
エ

ア
ー
タ
ー
ビ
ン
で
窩
洞
形
成
を
行
う
。＃

701

タ
ン
グ
ス
テ
ン
カ
ー

バ
イ
ト
バ
ー
を
使
用
し
断
続
的
な
注
水
下
で
、
前
歯
は
唇
側
１
／
３

を
、
臼
歯
は
咬
合
面
に
窩
洞
形
成
を
施
す
。
窩
洞
の
深
さ
は
エ
ナ
メ

ル
―
象
牙
境
下
約
１
㎜
ま
で
達
し
、
形
成
後
直
ち
に
局
麻
下
で
抜
歯

を
行
う
。

　

二
一
例
す
べ
て
で
、
窩
底
部
象
牙
細
胞
層
の
浮
腫
が
比
較
的
多
く

認
め
ら
れ
た
。
象
牙
細
胞
層
の
浮
腫
以
外
に
、
象
牙
前
質
あ
る
い
は

石
灰
化
象
牙
質
内
に
象
牙
細
胞
の
核
侵
入
を
認
め
る
。
七
例
で
は
窩

洞
底
部
の
歯
髄
多
細
胞
層
に
毛
細
血
管
の
充
血
を
認
め
る
。
そ
の
う

ち
の
四
例
は
限
局
性
の
出
血
を
伴
い
、
ま
た
あ
る
も
の
は
赤
血
球
が

象
牙
細
管
内
に
進
入
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
た
。
彼
ら
の
実
験
結

果
は
示
し
て
い
る；

歯
髄
の
各
種
反
応
は
、
浅
い
窩
洞
で
出
現
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
深
い
窩
洞
で
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
筆
者
ら
は
考
え
る；

歯
髄
反
応
と
窩
洞
の
深
さ
は
密

接
に
は
関
係
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
切
削
時
に
生
じ
る
熱
が
歯
髄
反

応
を
引
き
起
こ
す
原
因
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
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２
．
歯
牙
の
非
う
蝕
性
疾
患

（
１
）
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯

　

エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
は
地
域
性
を
伴
う
フ
ッ
化
物
中
毒
の
一
症
状
で

あ
る
。
主
な
原
因
は
飲
料
水
、
食
品
な
ら
び
に
空
気
中
の
フ
ッ
素
濃

度
過
高
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
五
四
年
、
漢
奉
岩
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
は

中
国
全
土
に
比
較
的
広
範
囲
に
認
め
ら
れ
、
華
南
・
華
西
・
西
南
に

散
在
的
に
認
め
ら
れ
る
が
、
但
し
主
な
流
行
地
域
は
西
北
の
陜
西
・

甘
粛
・
寧
夏
で
あ
る
。
陜
西
省
関
中
平
原
隴
海
線
沿
い
の
地
区
な
ら

び
に
陜
北
省
綏
徳
、
楡
林
、
米
脂
な
ど
で
最
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。

河
南
省
の
発
病
率
は
と
て
も
高
く
、
大
半
は
隴
海
線
沿
い
な
ら
び
に

黄
河
流
域
で
あ
る
。
山
西
省
に
お
け
る
分
布
状
況
は
、
比
較
す
れ
ば

平
均
的
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
三
年
冬
、
陜
西
省
西
安
第
一
中
学
・

陜
西
省
女
子
中
学
お
よ
び
西
安
石
油
学
校
学
生
二
、四
七
四
名
の
系

統
的
口
腔
診
査
を
実
施
し
た
。
二
、四
七
四
名
中
、
エ
ナ
メ
ル
斑
状

歯
を
有
す
る
者
は
八
七
七
名
（
35
・
4
％
）
を
数
え
る
。
八
七
七
名

の
う
ち
、
軽
度
斑
状
歯
（
口
腔
内
の
過
半
数
の
エ
ナ
メ
ル
質
上
に
散

在
性
の
セ
メ
ン
ト
質
様
の
斑
点
を
認
め
る
者
）
は
三
六
五
名
（
41
・

6
％
）
を
占
め
、
中
程
度
（
一
口
腔
あ
る
い
は
歯
冠
部
の
過
半
数
に

明
ら
か
な
セ
メ
ン
ト
質
様
大
斑
点
あ
る
い
は
帯
状
の
損
傷
を
認
め
る

者
）
は
三
九
〇
名
（
44
・
4
％
）
で
、
重
度
（
セ
メ
ン
ト
質
様
構
造

が
全
部
あ
る
い
は
大
多
数
の
歯
冠
部
に
認
め
ら
れ
、
歯
面
に
光
沢
は

な
く
、
非
常
に
多
く
の
浅
い
蜂
巣
様
欠
損
が
あ
り
、
上
下
前
歯
部
唇

側
面
で
は
黄
褐
色
の
条
紋
斑
あ
る
い
は
大
き
な
塊
状
の
粗
く
帯
状
の

深
い
褐
色
色
素
沈
着
を
認
め
る
者
）
は
一
二
二
名
（
14
・
0
％
）
を

占
め
る
。

　

一
九
六
三
年
、
姚
孟
彝
、
郭
泉
は
山
東
省
胶
東
半
島
に
お
け
る
蛍

石
鉱
物
の
あ
る
三
〇
㎞
圏
内
の
連
峰
地
区
六
、一
九
八
名
の
調
査
を

行
い
、
う
ち
一
、三
〇
二
名
、
罹
患
率
で
21
・
0
％
に
エ
ナ
メ
ル
斑

状
歯
の
患
者
を
認
め
る
。
Ⅰ
度
（
歯
面
が
白
亜
状
を
呈
し
た
も
の
）

八
五
七
例
、
65
・
8
％
で
、
Ⅱ
度
（
歯
面
が
黄
色
斑
の
塊
を
呈
す
る

も
の
）
三
四
八
例
、
26
・
7
％
、
Ⅲ
度
（
歯
面
が
褐
色
、
甚
だ
し
い

場
合
は
黒
色
を
呈
す
る
も
の
）
97
例
、
7
・
5
％
を
占
め
る
。

　

一
九
六
六
年
、
孫
才
均
、
劉
俊
は
河
南
省
封
丘
県
二
、〇
六
二
名

の
住
民
の
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
と
う
蝕
の
調
査
を
行
う
。
二
、〇
六
二

名
中
、
斑
状
歯
罹
患
者
は
六
八
三
名
、
33
・
2
％
で
、
う
蝕
罹
患
者

は
一
六
五
名
、
8
・
0
％
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
王
邦
康
ら
は
北
京
市
通
県
馬
駒
橋
地
区
住
民
八
、

六
〇
五
名
の
調
査
を
行
い
、
フ
ッ
素
性
歯
牙
症
の
発
病
率
は
74
・

44
％
と
報
告
す
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
李
振
鷺
は
湖
北
省
恩
施
県
沐
撫
郷
に
お
け
る
地
域

性
フ
ッ
化
物
中
毒
地
区
の
一
、九
八
八
名
を
調
査
す
る
。
当
地
に
生

ま
れ
育
っ
て
い
な
い
者
、
そ
し
て
乳
歯
列
者
を
対
象
か
ら
除
外
し
、
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実
際
の
調
査
対
象
者
は
一
、五
二
八
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
エ
ナ
メ

ル
斑
状
歯
患
者
は
一
、五
〇
〇
名
、
発
病
率
は
98
・
2
％
に
達
し
、

損
害
の
程
度
は
欠
損
型
が
中
心
で
、
次
ぎ
は
着
色
型
、
白
亜
型
は
比

較
的
珍
し
い
。

　

一
九
八
〇
年
、
胡
官
春
ら
は
黒
龍
江
省
安
達
県
任
民
・
中
本
両
郷

地
区
二
、三
二
五
名
の
調
査
を
行
い
、
う
ち
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
罹
患

率
は
89
・
15
％
で
あ
る
。

　

一
九
五
九
年
、
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
の
治
療
に
、
王
鑑
清
、
洪
法
廉

は
研
磨
法
、
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
過
酸
化
水
素
水
加
熱
脱
色
法
、
エ
チ

ル
エ
ー
テ
ル
過
酸
化
水
素
水
紫
外
線
照
射
脱
色
法
を
採
用
し
、
六
～

八
ヶ
月
経
過
後
に
四
〇
例
を
再
度
検
査
観
察
す
る
。
そ
の
結
果
、
治

療
効
果
は
確
実
で
あ
り
、
再
度
着
色
し
た
ケ
ー
ス
は
一
例
も
な
い
。

　

近
年
は
歯
面
を
被
覆
す
る
た
め
に
光
重
合
型
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
レ
ジ

ン
を
採
用
す
る
医
院
が
多
く
、
比
較
的
良
好
な
治
療
効
果
が
得
ら
れ

て
い
る
。

（
２
）
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
に
よ
る
着
色

　

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
に
よ
る
着
色
歯
は
治
療
が
困
難
な
疾
患
の
一

つ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
美
観
を
妨
げ
る
医
原
性
疾
患
で
あ
る
。
中
国

国
外
に
お
い
て
、
一
九
五
六
年
か
ら
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
が
使
用
さ

れ
る
と
す
ぐ
に
歯
牙
の
着
色
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
八
一
年
、
中
華
口
腔
科
雑
誌
編
集
委
員
会
は
上
海
市
、
柳
州

市
、
長
春
市
、
武
漢
市
、
青
海
省
楽
都
県
の
5
都
市
の
2
歳
6
ヶ
月

児
～
17
歳
ま
で
の
子
ど
も
八
、六
三
一
例
の
調
査
を
承
認
し
、
テ
ト

ラ
サ
イ
ク
リ
ン
変
色
歯
の
発
生
率
は
そ
れ
ぞ
れ
31
・
3
％
、22
・
3
％
、

75
・
6
％
、
16
・
7
％
、
4
・
9
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

骨
組
織
発
育
時
の
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
の
影
響
は
可
逆
的
で
、
服

薬
を
停
止
す
る
と
次
第
に
着
色
は
消
失
す
る
。
そ
れ
は
骨
組
織
の
比

較
的
活
発
な
ミ
ネ
ラ
ル
質
交
換
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ

ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
と
カ
ル
シ
ウ
ム
イ
オ
ン
が
結
合
す
る
と
安
定
化
テ

ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
複
合
物
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
物
質
は

歯
髄
細
胞
の
コ
ラ
ー
ゲ
ン
合
成
を
抑
制
し
、
不
可
逆
的
な
も
の
と
な

る
。

　

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
変
色
歯
の
治
療
に
は
30
％
過
酸
化
水
素
水
温

熱
漂
白
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
患
歯
表
面
に
粘

性
樹
脂
を
一
層
塗
布
し
セ
ラ
ミ
ッ
ク
製
被
覆
シ
ェ
ル
や
レ
ジ
ン
シ
ェ

ル
を
張
り
付
け
る
。

（
３
）
中
心
結
節

　

中
心
結
節
は
、
歯
牙
咬
合
面
の
頬
舌
２
咬
頭
頂
の
間
に
出
現
し
、

時
に
は
過
剰
歯
の
１
咬
頭
頂
の
三
角
隆
線
上
に
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
多
く
は
上
下
小
臼
歯
部
、
特
に
第
二
小
臼
歯
に
多
く
認
め
ら

れ
る
。

　

一
九
五
五
年
、
呉
公
洛
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
四
年
三
～
八

月
の
６
ヶ
月
間
、
初
診
患
者
一
、〇
五
四
名
の
う
ち
で
中
心
結
節
が

認
め
ら
れ
た
者
は
一
六
名
（
1
・
52
％
）
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
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一
〇
月
、
筆
者
の
別
な
場
所
で
の
調
査
で
は
、
一
、三
一
八
名
の
う

ち
で
中
心
結
節
は
一
九
名（
1
・
44
％
）に
み
ら
れ
る
。
中
心
結
節
は
、

一
般
的
に
は
、一
人
当
た
り
一
～
二
個
有
す
る
場
合
が
多
い
（
84
％
）

が
、
最
大
で
は
八
個
有
す
る
者
も
あ
る
。
そ
し
て
、
下
顎
第
二
小
臼

歯
に
最
も
認
め
ら
れ
る
。
筆
者
が
報
告
し
た
中
心
結
節
を
有
す
る

一
〇
二
歯
の
う
ち
、下
顎
第
二
小
臼
歯
は
六
〇
歯
（
58
％
）
で
あ
る
。

問
診
に
お
い
て
中
心
結
節
が
認
め
ら
れ
た
者
は
七
一
名
で
、
う
ち
根

尖
性
歯
周
炎
を
併
発
す
る
者
は
二
一
名
（
29
・
6
％
）
を
占
め
る
。

　

一
九
八
二
年
、
兪
兆
珠
は
奇
形
中
心
結
節
五
八
例
の
治
療
効
果
を

観
察
し
報
告
す
る
。
歯
髄
は
す
で
に
感
染
し
、
歯
根
は
い
ま
だ
未
完

成
で
、
重
症
例
で
は
歯
根
周
囲
に
病
変
が
あ
り
、
瘻
管
形
成
の
歯
牙

も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
歯
牙
に
筆
者
は
根
管
治
療
を
行
っ
て
い

る
。
数
年
の
観
察
期
間
を
経
て
、
大
多
数
の
歯
根
尖
は
石
灰
化
に
よ

る
閉
鎖
あ
る
い
は
歯
根
の
継
続
的
発
育
が
認
め
ら
れ
る
。
再
検
査
で

は
、
病
変
拡
大
に
よ
り
抜
歯
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
一
例
も
認
め
ら
れ

な
い
。

３
．
歯
髄
病
変
と
根
尖
性
歯
周
炎

　

歯
髄
病
変
と
根
尖
性
歯
周
炎
は
口
腔
科
臨
床
に
お
い
て
最
も
多
く

み
ら
れ
る
疾
患
で
あ
る
。
深
部
う
蝕
と
う
蝕
に
よ
る
露
髄
が
、
そ
れ

ら
疾
患
の
最
も
多
い
原
因
で
あ
る
。
奇
形
中
心
結
節
・
裂
隙
性
歯
牙

破
折
、
楔
状
欠
損
な
ど
で
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
種
の
疾
患
の
組
織
学
・
解
剖
学
的
特
殊
性
に
よ
り
、
診
断
と

治
療
に
は
相
当
な
困
難
を
伴
う
。
歯
髄
病
変
と
根
尖
性
歯
周
炎
は
口

腔
内
に
よ
く
見
ら
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
過
去
に
は
一
方
的
に
病
巣
感

染
学
説
【
限
局
性
の
慢
性
炎
症
の
存
在
（
一
次
病
変
・
原
発
巣
、
例

え
ば
慢
性
歯
髄
炎
・
慢
性
辺
縁
性
歯
周
炎
や
扁
桃
炎
な
ど
）
が
原
因

と
な
っ
て
、
そ
の
病
巣
か
ら
離
れ
た
遠
隔
臓
器
に
機
能
的
あ
る
い
は

器
質
的
障
害
（
二
次
病
変
・
病
巣
感
染
、
例
え
ば
細
菌
性
心
内
膜
炎
・

リ
ウ
マ
チ
性
疾
患
な
ど
）
を
認
め
る
】
と
理
解
さ
れ
歯
髄
炎
と
歯
髄

壊
疽
で
は
多
く
が
消
極
的
治
療
で
あ
る
抜
歯
措
置
の
対
象
と
な
り
、

多
く
の
天
然
歯
の
保
存
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

　

国
内
外
の
研
究
者
の
多
く
が
、
歯
牙
の
活
力
は
挽
回
救
済
す
る
こ

と
が
可
能
で
、
治
療
に
最
善
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
り
、
歯
牙
を
保
存

す
る
こ
と
で
天
然
歯
列
が
保
全
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
疾
病
の
段
階

に
応
じ
て
、
各
種
の
異
な
る
治
療
方
法
が
選
択
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
患
歯
保
存
の
適
応
症
が
拡
大
し
、
簡
略
化
さ
れ
た
操
作
方
法
と

治
療
期
間
の
短
縮
は
、
著
し
い
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
有

効
な
治
療
方
法
に
は
、
護
髄
【
歯
髄
保
存
療
法
】、
蓋
髄
【
覆
髄
法
】、

活
髄
切
断
術
【
生
活
歯
髄
切
断
法
】、乾
髄
術
【
失
活
歯
髄
切
断
法
】、

根
管
治
療
、
歯
髄
塑
化
【
根
管
充
填
】、
根
尖
手
術
【
根
尖
切
除
術
】

が
含
ま
れ
る
。
治
療
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
薬
物
応
用
以
外
に
、
さ

ら
に
各
種
新
薬
と
漢
方
薬
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
ガ
マ

の
油
の
鎮
痛
剤
、
黄
連
素
制
菌
剤
な
ど
が
あ
り
、
臨
床
治
験
で
は
ど
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れ
も
比
較
的
満
足
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
慢
性
根
尖
性
歯
周
炎
の

治
療
に
理
学
療
法
の
応
用
、
例
え
ば
ヨ
ー
ド
イ
オ
ン
透
入
法
【
イ
オ

ン
導
入
法
】、
酸
水
素
イ
オ
ン
透
入
法
な
ど
は
良
好
な
補
助
的
治
療

効
果
を
果
た
し
て
い
る
。

　

電
気
的
根
管
長
測
定
法
の
応
用
と
歯
根
尖
部
の
解
剖
研
究
の
進
展

に
よ
り
、各
歯
牙
の
根
尖
部
形
状
・
大
き
さ
・
位
置
な
ど
が
検
討
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
固
有
の
資
料
が
得
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
資
料
は

根
管
治
療
の
臨
床
に
お
い
て
一
定
の
参
考
価
値
を
具
有
し
て
い
る
。

　

歯
髄
と
歯
周
病
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
ま
た
研
究
が
行
わ
れ
、

そ
れ
に
伴
い
治
療
方
法
も
あ
る
程
度
は
発
展
し
、
患
歯
の
保
存
率
は

向
上
し
た
。
八
〇
年
代
初
頭
に
な
る
と
、
さ
ら
に
歯
髄
疾
患
お
よ
び

根
尖
性
周
囲
炎
の
免
疫
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
検
討
が
始
ま
る
。

（
１
）
歯
髄
疾
患
の
病
因

　

一
九
六
六
年
、
烏
愛
菊
ら
は
、
保
存
す
る
価
値
の
な
い
歯
牙
で
、

か
つ
各
種
原
因
に
よ
り
歯
髄
炎
と
臨
床
診
断
さ
れ
た
一
〇
〇
歯
を
選

び
、
臨
床
的
な
ら
び
に
病
理
組
織
学
的
観
察
を
行
う
。
一
〇
〇
例
の

う
ち
、
重
度
歯
周
炎
五
例
を
除
き
、
九
五
例
は
う
蝕
に
継
発
し
た
も

の
で
あ
る
。
九
五
例
の
う
蝕
歯
の
う
ち
露
髄
を
認
め
た
も
の
は
七
六

例
（
80
％
）
で
あ
る
。
光
顕
観
察
で
歯
髄
組
織
一
〇
〇
例
の
病
理
学

的
変
化
は
下
記
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。

１
．
慢
性
単
純
性
歯
髄
炎
：
７
例

２
．
慢
性
化
膿
性
歯
髄
炎
：
48
例

３
．
急
性
化
膿
性
歯
髄
炎
：
18
例

４
．
歯
髄
壊
死　
　
　
　

：
20
例

５
．
歯
髄
変
性　
　
　
　

：
7
例

　

一
〇
〇
例
の
経
過
を
み
る
と
、
一
週
間
以
内
の
者
一
八
例
、
一
ヶ

月
以
内
の
者
一
六
例
、
過
去
に
痛
み
の
既
往
が
あ
る
者
六
六
例
で
あ

る
。
臨
床
診
断
と
病
理
診
断
の
一
致
率
は
28
％
で
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
の
慢
性
歯
髄
炎
の
一
致
率
は
84
・
2
％
と
な
る
。
一
〇
〇
例
中
、

一
部
性
あ
る
い
は
全
部
性
漿
液
性
歯
髄
炎
と
臨
床
診
断
さ
れ
た
ケ
ー

ス
は
四
九
例
あ
る
が
、
病
理
組
織
診
断
で
漿
液
性
炎
症
を
認
め
た

ケ
ー
ス
は
一
例
も
な
い
。

（
２
）
歯
髄
疾
患
の
診
断

　

一
九
六
六
年
、
王
為
箴
ら
は
う
蝕
性
歯
髄
炎
六
〇
例
の
臨
床
診
断

と
病
理
学
検
査
を
相
対
比
さ
せ
た
。
臨
床
診
断
と
病
理
検
査
結
果
は

四
一
例
（
68
％
）
で
一
致
し
、一
九
例
（
32
％
）
が
不
一
致
で
あ
る
。

　

一
九
八
三
年
、
肖
明
振
は
五
四
一
例
の
歯
髄
疾
患
の
臨
床
診
断
と

病
理
診
断
の
統
計
的
分
析
を
報
告
す
る
。
五
四
一
例
中
、
臨
床
診

断
と
病
理
診
断
の
一
致
し
た
ケ
ー
ス
は
二
八
八
例
、
一
致
率
は
53
・

24
％
で
あ
る
。
筆
者
は
、
現
在
の
歯
髄
疾
患
分
類
は
い
ま
だ
不
統
一

で
あ
り
分
類
を
細
か
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
一
致
率
は
低
く
な
る
と
考

え
て
い
る
。
臨
床
に
よ
り
治
療
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
筆
者

の
意
見
は
、
急
性
と
慢
性
の
歯
髄
炎
・
歯
髄
壊
死
・
壊
疽
お
よ
び
歯

髄
退
行
性
変
性
を
そ
の
場
で
鑑
別
診
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
細
か
い
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璦
診
断
名
は
必
要
と
し
て
い
な
い
。

（
３
）
歯
髄
疾
患
と
根
尖
性
歯
周
疾
患
の
治
療

１
．
歯
髄
保
存
療
法

　

歯
髄
炎
の
歯
髄
保
存
療
法
は
生
物
学
的
療
法
の
一
つ
で
あ
る
。
歯

髄
組
織
に
お
け
る
比
較
的
高
い
生
物
学
的
反
応
を
ベ
ー
ス
に
、
病
原

と
な
る
刺
激
因
子
を
取
り
除
き
、
か
つ
ま
た
薬
物
的
効
用
の
助
け
に

よ
っ
て
、
歯
髄
炎
の
発
症
、
特
に
初
期
の
歯
髄
炎
で
は
回
復
が
可
能

で
、
ま
た
歯
髄
の
生
物
学
的
活
性
を
残
す
こ
と
の
で
き
る
価
値
あ
る

治
療
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　

一
九
五
九
年
、
胡
碧

は
、
抗
生
物
質
・
石
灰
と
チ
モ
ー
ル
の
三

種
の
薬
物
を
用
い
、
歯
髄
の
保
存
的
治
療
を
行
っ
た
六
一
症
例
を
報

告
す
る
。
三
つ
の
薬
物
の
う
ち
で
は
、
抗
生
物
質
の
効
果
が
最
も
高

く
70
％
以
上
の
成
績
を
示
す
、
次
い
で
石
灰
で
、
チ
モ
ー
ル
の
効
果

は
最
も
劣
っ
て
い
る
。
薬
効
が
最
も
高
い
症
例
は
歯
髄
充
血
の
場
合

で
75
％
、
そ
の
次
は
一
部
性
漿
液
性
歯
髄
炎
の
72
・
5
％
、
慢
性
歯

髄
炎
で
は
61
・
5
％
に
効
果
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　

一
九
五
七
年
、
史
俊
南
は
覆
髄
法
、
す
な
わ
ち
薬
物
あ
る
い
は
そ

の
他
の
材
料
を
用
い
て
健
康
か
つ
露
髄
し
た
歯
髄
を
覆
う
方
法
で
、

歯
髄
を
癒
合
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
歯
髄
を
保
存
す
る
完
璧
な
治
療
方

法
を
紹
介
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
歯
髄
に
炎
症
が
存
在
す
る
場
合
の

露
髄
で
は
効
果
が
な
い
。
筆
者
は
、
覆
髄
法
が
成
功
す
る
か
否
か
の

鍵
は
覆
髄
材
料
が
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

筆
者
は
二
一
九
症
例
の
う
ち
、
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス

八
五
例
、
充
填
物
が
脱
落
し
症
状
が
で
た
ケ
ー
ス
二
〇
例
、
以
前

か
ら
歯
髄
炎
症
状
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
八
例
の
一
三
三
例
は
除
外
し

八
六
例
を
報
告
す
る
。
観
察
期
間
は
六
ヶ
月
～
三
年
七
ヶ
月
（
平

均
一
五
ヶ
月
）
で
、
成
功
例
は
五
八
例
（
67
・
4
％
）、
失
敗
例
は

二
八
例
（
32
・
6
％
）
で
あ
る
。
こ
の
八
六
例
の
ほ
と
ん
ど
は
う
蝕

病
巣
除
去
時
に
【
偶
発
的
に
】
露
髄
し
た
も
の
で
あ
る
。
覆
髄
の
際

に
は
、
全
例
で
消
毒
（
メ
チ
ル
醋
脂
、
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
、
チ
モ
ー
ル

を
用
い
て
）
を
行
い
、
覆
髄
剤
と
し
て
大
半
の
症
例
で
石
灰
を
使
用

し
て
い
る
（
か
つ
て
は
象
牙
質
削
片
、10
％
ス
ル
フ
ァ
チ
ア
ゾ
ー
ル
、

チ
モ
ー
ル
結
晶
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
る
）。

　

一
九
六
三
年
、
陳
宗
基
は
歯
髄
炎
の
抗
生
物
質
に
よ
る
治
療
法
を

報
告
す
る
。
筆
者
が
用
い
た
抗
生
物
質
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
、
シ
ン
ト
マ

イ
シ
ン
、
ノ
ボ
ビ
オ
シ
ン
、
オ
ー
レ
オ
マ
イ
シ
ン
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
・

ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
合
剤
、
ノ
ボ
ビ
オ
シ
ン
・
シ
ン
ト
マ
イ
シ
ン

合
剤
で
あ
る
。
一
九
五
五
～
一
九
五
九
年
一
二
月
の
期
間
、
三
ヶ
月

以
上
の
経
過
観
察
を
行
っ
た
二
一
三
例
、
合
計
二
五
七
歯
の
報
告
で

あ
る
。
再
検
査
の
結
果
、
二
五
七
歯
中
、
有
効
一
七
九
歯
、
無
効
は

七
八
歯
で
平
均
治
癒
率
は
69
・
9
％
で
あ
る
。

　

一
九
六
四
年
、
王
鑑
清
ら
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
・
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ

シ
ン
・
酸
化
亜
鉛
セ
メ
ン
ト
で
覆
髄
剤
を
作
り
、
一
ヶ
月
～
五
年

間
三
二
例
の
臨
床
経
過
を
追
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
成
功
二
六
例
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（
81
％
）
と
報
告
し
て
い
る
。
ヒ
ト
歯
牙
と
動
物
実
験
の
結
果
に
よ

れ
ば
本
剤
の
覆
髄
剤
と
し
て
の
組
織
癒
合
状
況
は
、
石
灰
に
は
及
ば

な
い
が
、
多
く
の
癒
合
例
を
認
め
組
織
反
応
は
良
好
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
は
、
す
べ
て
の
深
い
う
蝕
で
、
感
染
象
牙
質
を
最
後
に
除

去
し
た
際
の
露
髄
で
、
露
髄
点
が
１
㎜
以
内
で
、
創
面
が
浅
く
、
出

血
が
少
な
く
、
新
鮮
血
で
、
露
髄
点
周
囲
の
象
牙
質
が
正
常
な
場
合
、

こ
の
術
式
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
年
齢
と
の
明
確
な
関
係
性

は
な
い
と
提
議
し
て
い
る
。

　

同
年
、
王
鑑
清
、
蔡
紹
恵
は
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
・
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ

シ
ン
合
剤
を
添
加
し
た
酸
化
亜
鉛
ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
を
用

い
、
急
性
一
部
性
漿
液
性
歯
髄
炎
と
慢
性
閉
鎖
性
歯
髄
炎
の
治
療
を

行
い
、
そ
の
成
功
率
を
76
・
5
％
と
報
告
し
て
い
る
。

２
．
髄
室
去
髄
術
（
生
活
歯
髄
切
断
術
）

　

髄
室
去
髄
術
は
、
そ
の
場
で
冠
部
歯
髄
を
切
断
し
、
根
部
歯
髄
を

保
存
す
る
手
術
で
あ
る
。

　

一
九
五
四
年
、
第
五
軍
医
大
学
口
腔
学
部
修
復
冠
橋
科
【
保
存
修

復
・
歯
冠
補
綴
科
】
研
究
室
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
一
年
を
起

点
に
髄
室
去
髄
術
の
施
行
を
行
い
、す
で
に
七
〇
〇
余
例
を
こ
な
し
、

そ
の
結
果
は
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
一
九
五
三
年
九
月

以
前
の
二
五
七
例
の
総
括
を
進
め
て
い
る
。
二
五
七
例
中
、
連
絡
が

取
れ
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
三
三
例
で
、
そ
の
他
が
二
二
四
例
で
あ

る
。
臨
床
症
状
、
Ｘ
線
診
断
、
定
期
的
検
診
、
そ
れ
と
一
部
で
は
電

気
的
歯
髄
生
活
反
応
検
査
を
含
む
経
過
観
察
を
三
ヶ
月
～
二
年
の
異

な
る
期
間
で
実
施
し
、
成
功
は
二
〇
一
例
、
約
90
％
を
占
め
、
失
敗

は
23
例
、
約
10
％
で
あ
る
。

　

一
九
五
八
年
、
史
俊
南
、
唐
文
傑
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
一

～
一
九
五
六
年
、
合
計
で
二
、〇
〇
三
例
の
髄
室
去
髄
術
を
実
施
し
、

九
六
一
例
で
再
検
査
を
行
っ
た
。
術
後
三
ヶ
月
～
三
年
余
の
期
間
で

の
成
功
は
六
六
六
例
で
あ
り
、
失
敗
例
は
六
ヶ
月
以
内
の
ケ
ー
ス
を

含
み
一
四
二
例
に
お
よ
ぶ
。
両
者
の
総
計
は
八
〇
八
例
で
、
成
功
率

は
82
・
4
％
、
失
敗
率
は
17
・
6
％
で
あ
る
。

　

歯
髄
切
断
後
、
大
部
分
は
創
面
に
生
食
水
を
注
い
で
洗
い
、
吸
引

乾
燥
後
、
す
ぐ
に
覆
髄
を
行
う
が
、
い
か
な
る
薬
剤
も
用
い
て
い
な

い
。
二
者
の
結
果
に
大
き
な
差
は
な
い
。
覆
髄
用
の
材
料
は
石
灰
で

あ
る
。
術
後
、大
半
の
症
例
は
い
か
な
る
症
状
も
現
れ
て
は
い
な
い
。

　

本
調
査
群
の
結
果
か
ら
、
髄
室
去
髄
術
の
適
応
症
は
深
い
う
蝕
が

歯
髄
ま
で
達
し
た
ケ
ー
ス
・
歯
髄
充
血
・
急
性
一
部
性
漿
液
性
歯
髄

炎
・
慢
性
歯
髄
炎
（
初
期
）・
急
性
一
部
性
化
膿
性
歯
髄
炎
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

髄
室
去
髄
術
後
は
、
乳
歯
の
脱
落
で
さ
え
影
響
を
受
け
る
こ
と
な

く
、乳
歯
歯
根
吸
収
は
元
ど
お
り
正
常
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

幼
若
永
久
歯
、
根
未
完
成
歯
の
完
成
ま
で
継
続
的
発
育
も
可
能
で
あ

る
。

　

筆
者
は
、
髄
室
去
髄
術
は
根
部
歯
髄
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
好
ま
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し
い
治
療
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

３
．
干
髄
法

　

干
髄
法
は
失
活
剤
を
応
用
し
歯
髄
組
織
死
滅
後
、
冠
部
歯
髄
組
織

を
切
除
、
残
留
す
る
根
部
歯
髄
表
面
を
乾
死
剤
で
覆
い
蓋
を
す
る
方

法
で
、
根
部
歯
髄
は
活
力
を
失
う
が
無
菌
的
状
態
で
保
存
さ
れ
る
。

こ
の
方
法
は
操
作
が
簡
便
で
、
臨
床
で
は
比
較
的
頻
繁
に
応
用
さ
れ

て
い
る
。

　

一
九
五
七
年
、
胡
郁
斌
は
乾
死
法
を
用
い
た
成
人
感
染
歯
髄

九
六
例
の
治
療
報
告
を
行
う
。
筆
者
は
、
一
九
五
五
年
一
一
月
～

一
九
五
六
年
六
月
ま
で
に
乾
死
剤
を
用
い
た
治
療
二
六
六
例
を
行

い
、
そ
の
う
ち
の
九
七
例
で
六
ヶ
月
後
の
再
検
査
を
実
施
す
る
。

九
七
例
中
、
一
〇
歳
児
童
の
ケ
ー
ス
一
例
を
除
き
、
治
療
対
象
は
す

べ
て
永
久
臼
歯
で
あ
り
、
九
六
例
中
六
〇
例
が
生
活
歯
、
三
六
例

が
失
活
歯
で
あ
る
。
治
療
後
六
ヶ
月
の
リ
コ
ー
ル
で
症
状
が
認
め
ら

れ
た
ケ
ー
ス
は
僅
か
に
八
例
で
あ
る
。
九
六
例
中
成
功
は
六
三
例

（
65
・
5
％
）
で
、
失
敗
は
三
三
例
（
34
・
5
％
）
で
あ
る
。
根
尖

性
病
変
が
元
々
な
か
っ
た
七
九
例
で
は
、成
功
五
八
例
（
74
・
6
％
）、

失
敗
二
一
例
（
25
・
4
％
）
で
あ
り
、
根
尖
性
病
変
が
元
々
存
在
し

た
一
七
例
で
は
、
失
敗
が
一
二
例
を
占
め
失
敗
率
は
70
・
6
％
に
及

ぶ
。
こ
の
こ
と
は
、
根
尖
性
病
変
の
有
無
は
乾
死
剤
を
用
い
た
治
療

の
成
否
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
国
内
外
の
文
献
報
告
と
自
身
の
臨
床
経
験
に
基
づ
き
、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
小
児
の
乳
歯
と
成
人
の
永
久
歯
に
お

け
る
乾
死
法
応
用
の
効
果
は
異
な
る
。
成
人
に
お
け
る
成
功
率
は
余

り
高
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
乾
死
法
が
実
用
価
値
を

持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
指
摘
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
乾
死
法
の
一
層
の
研
究
を
進
め
、
さ
ら
に
有
効

な
方
法
に
改
良
し
、
治
療
効
果
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
、
成
人
の
感
染
歯
髄
の
治
療
で
は
、
出
来
う
る
限
り
の

完
璧
さ
で
根
管
治
療
や
全
部
抜
髄
法
を
行
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

患
歯
の
保
存
が
求
め
ら
れ
、
し
か
も
根
管
治
療
を
施
す
こ
と
が
出
来

な
い
状
況
下
で
、
は
じ
め
て
乾
死
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。

　

一
九
五
九
年
、
方
連
珍
は
報
告
し
て
い
る
。
一
九
五
八
年
六
月
か

ら
、
歯
髄
失
活
剤
と
し
て
亜
ヒ
酸
を
用
い
、
か
つ
、
歯
髄
失
活
後
根

管
内
の
歯
髄
組
織
の
処
理
に
乾
死
法
を
用
い
て
い
る
。
方
氏
は
合
計

一
四
〇
歯
の
乳
歯
に
こ
の
方
法
を
応
用
し
、
一
例
を
除
き
、
等
し
く

成
功
を
み
た
。
一
四
〇
例
中
、一
〇
八
例
は
二
回
で
治
療
が
完
結
し
、

三
一
例
で
は
三
～
四
回
を
経
て
治
療
が
終
了
し
た
。
そ
の
う
ち
の
三

分
の
一
は
施
術
時
の
頻
繁
な
疼
痛
に
よ
り
、
パ
ラ
ホ
ル
ム
ク
レ
ゾ
ー

ル
を
用
い
た
継
続
的
な
失
活
操
作
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
、
劉
書
翰
ら
はEb Д

okhm
ob

が
報
告
し
た
レ
ゾ
ル

シ
ン
‐
ホ
ル
マ
リ
ン
【
レ
ゾ
ル
シ
ン
ホ
ル
マ
リ
ン
樹
脂
、
主
に
タ
イ
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ヤ
・
木
材
等
の
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
】
を
用
い
た
歯
髄

炎
治
療
の
た
め
の
干
髄
法
に
基
づ
き
、
一
九
五
七
年
～
一
九
六
四
年

の
期
間
に
歯
髄
炎
四
〇
〇
余
例
の
治
療
を
行
い
、
経
過
観
察
に
応
じ

た
者
は
一
〇
〇
例
に
上
る
。経
過
観
察
の
期
間
は
一
年
前
後
が
多
く
、

五
～
七
年
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
は
少
数
で
あ
る
。
治
療
効
果
は
成
功
九
五

例
（
95
％
）、
失
敗
五
例
（
5
％
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
歯

髄
炎
の
治
療
に
対
し
て
本
法
の
効
果
は
良
好
で
あ
る
が
、
し
か
し
な

が
ら
歯
髄
が
す
で
に
壊
死
し
、
根
尖
性
病
変
を
有
す
る
ケ
ー
ス
で
は

そ
の
効
果
は
充
分
で
は
な
い
。

【
未
完
】

　

論
語
素
読
教
室
の
ご
案
内

　

東
日
本
国
際
大
学
で
は
、
長
年
、
本
学
教
員
と
市

民
の
皆
様
と
と
も
に
『
論
語
素
読
教
室
』
を
開
講
し

て
参
り
ま
し
た
。
平
成
元
年
か
ら
は
じ
ま
る
恒
例
の

勉
強
会
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
は
城
山
講
師

に
加
え
、
学
外
の
先
生
も
お
招
き
し
、
原
則
月
三
回
、

本
学
明
倫
堂
を
会
場
に
論
語
を
読
む
会
を
行
っ
て
参

り
ま
し
た
。
新
し
く
完
成
し
た
新
一
号
館
の
明
倫
堂

へ
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ご
興
味
あ
る
皆
様
は
、
お
気
軽
に
左
記
研
究
所
事

務
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

論
語
素
読
教
室

　

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所

　

９
７
０
‐
８
０
２
３　

　

福
島
県
い
わ
き
市
平
鎌
田
字
寿
金
沢
２
２
‐
１

　

電
話　

０
２
４
６
‐
２
１
‐
１
６
６
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
事
務
担
当　

荒
川
）
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■
書
評
Ⅰ
■

松
岡
幹
夫
著
『
超
訳　
日
蓮
の
言
葉
』（
柏
書
房
）

　

仏
教
は
イ
ン
ド
で
発
祥
し
た
一
つ
の
宗
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

や
イ
ス
ラ
ム
教
に
比
べ
る
と
教
え
を
信
じ
る
人
の
数
も
少
な
く
、
一

般
に
穏
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
き
た
。
で
は
、
仏
教
徒
た
ち

は
、
そ
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
現
実
の
人
生
に
生
か
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

こ
の
た
び
松
岡
幹
夫
氏
が
上
梓
し
た
『
超
訳   
日
蓮
の
こ
と
ば
』

は
、
日
蓮
が
残
し
た
文
章
を
現
代
人
の
生
活
に
即
し
て
「
超
訳
」
し

た
一
冊
で
あ
る
。
超
訳
と
は
意
訳
よ
り
も
さ
ら
に
自
由
な
ス
タ
イ
ル

を
言
い
、
訳
文
の
正
確
さ
に
と
ら
わ
れ
ず
に
原
文
の
意
図
を
わ
か
り

や
す
く
伝
え
よ
う
と
す
る
翻
訳
手
法
で
あ
る
。
本
書
は
ま
さ
に
著
者

が
自
由
に
日
蓮
の
心
を
語
っ
た
も
の
だ
が
、
半
面
で
は
日
蓮
の
原
文

と
そ
の
現
代
語
訳
を
対
置
し
、
解
釈
に
一
定
の
制
限
を
設
け
て
い
る

と
こ
ろ
に
「
訳
」
と
称
す
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
日
蓮
に
関
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
過
激
な
イ

メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
本
当
は
ど
う
な
の
か
。
そ
れ
を
知

る
に
は
、
日
蓮
と
い
う
人
物
に
直
接
触
れ
る
か
、
そ
の
人
の
文
章
を

読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
人
た
ち
に
で
き
る
の
は
む

ろ
ん
後
者
だ
が
、
難
解
な
仏
教
知
識
や
中
世
の
古
文
体
が
大
き
な
障

害
と
な
っ
て
立
ち
は
だ
か
る
。
日
蓮
の
超
訳
本
は
、
そ
の
障
害
を
取

り
除
く
。
日
蓮
の
言
葉
で
現
代
人
と
対
話
す
る
ご
と
く
書
か
れ
た
本

書
は
、
仏
教
に
疎
い
人
で
も
、
従
来
の
風
聞
や
噂
を
排
し
て
日
蓮
そ

の
人
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
編
ま
れ
て
い
る
。

　

序
文
に
お
い
て
、
著
者
は
仏
教
に
興
味
を
持
つ
人
が
何
を
求
め
て

い
る
の
か
を
三
点
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は「
癒
し
」「
自
省
」

「
発
想
転
換
」
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
日
蓮
の
魅
力
は
こ
の
ど

れ
に
も
属
さ
な
い
「
活
力
」
に
あ
る
と
言
う
。

　

百
あ
る
超
訳
を
分
け
た
十
一
の
章
立
て
を
見
る
だ
け
で
も
、
そ
の

こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。「
人
は
変
わ
れ
る
」「
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー

現
代
中
国
研
究
者
　
伊
　
藤
　
一
　
城
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ル
す
る
」「
自
己
と
は
何
か
」
等
々
、
そ
こ
に
は
癒
し
と
い
っ
た
穏

や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
自
分
が
何
か
を
成
し
遂
げ
て
行
こ
う

と
い
う
積
極
的
な
意
志
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

日
蓮
自
身
の
一
生
も
闘
争
に
次
ぐ
闘
争
で
あ
り
、
お
よ
そ
安
穏
や

癒
し
と
は
無
縁
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
日
蓮
は
、
宗
教
と
は

何
か
、
政
治
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
ど
う
す
れ
ば
人
間
は
幸
せ
に

な
る
の
か
と
思
索
を
続
け
た
。「
本
当
の
宗
教
と
は
」
と
題
さ
れ
た

第
七
章
に
は
、
日
蓮
の
宗
教
観
が
よ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
章
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

　

立
ち
上
が
れ
な
い
ほ
ど
打
ち
の
め
さ
れ
た
人
に
『
頑
張
れ
』

と
し
か
い
わ
な
く
て
い
い
の
か
。
そ
れ
は
、
確
か
に
無
慈
悲
な

こ
と
だ
。
と
り
わ
け
宗
教
者
は
、
他
人
と
苦
し
み
を
分
か
ち
合

い
、『
癒
し
』
の
手
を
差
し
伸
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
同
苦
（
同
じ
苦
し
み
を
共
有
す
る
こ
と
）
と
癒
し

は
、
あ
く
ま
で
も
初
期
治
療
。
最
終
的
に
は
、
頑
張
れ
な
い
人

に
『
頑
張
る
力
』
を
与
え
る
の
が
、
真
の
信
仰
で
あ
る
。
ま
と

も
な
宗
教
は
、
人
に
命
の
底
か
ら
力
を
出
さ
せ
、
本
物
の
自
立

を
促
す
。

（
６
０
節
「『
癒
し
』
は
初
期
治
療
で
し
か
な
い
」）

　

現
代
の
世
俗
社
会
に
あ
っ
て
、
と
か
く
宗
教
に
は
「
お
す
が
り
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
だ
が
、
日
蓮
の
言
葉
に
何
か
に
頼
ろ

う
と
す
る
惰
弱
な
精
神
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
自
分
自
身
が
強

い
精
神
を
持
つ
た
め
に
信
仰
が
あ
る
の
だ
。
そ
う
彼
は
宣
言
し
て
い

る
。
日
蓮
の
時
代
は
自
然
災
害
と
飢
餓
の
連
続
だ
っ
た
。
彼
は
そ
こ

で
、
世
を
捨
て
宗
教
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
生
き
方
を
拒
否
し
た
。

民
の
苦
し
み
を
自
分
自
身
の
苦
し
み
と
捉
え
、
ど
う
す
れ
ば
皆
の
苦

し
み
を
克
服
で
き
る
の
か
を
考
え
抜
い
た
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
も
今
、
ポ
ス
ト
東
日
本
大
震
災
と
も
言
う
べ
き
多
難
な

日
々
を
送
っ
て
い
る
。
多
く
の
宗
教
者
が
、
被
災
者
の
病
ん
だ
心
を

癒
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
し
か
し
次
の
段
階
に

は
、
大
地
に
倒
れ
た
人
に
も
う
一
度
立
ち
あ
が
る
力
を
与
え
る
宗
教

が
あ
っ
て
も
よ
い
。
癒
し
が
初
期
治
療
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
の

だ
ろ
う
。

　

日
蓮
の
考
え
に
は
一
貫
し
た
軸
が
あ
る
。
人
生
の
主
体
者
は
ど
こ

ま
で
も
自
分
自
身
と
い
う
信
条
だ
。
第
五
章
「
運
命
を
切
り
開
く
」

を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
出
会
っ
た
。

　
「
自
分
は
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
苦
し
む
の
か
」「
私
だ
け
が
、
ど

う
し
て
不
幸
な
の
か
」
―
―
運
命
に
関
す
る
疑
問
に
、
古
の
宗

教
者
は
答
え
た
。「
一
切
は
神
の
み
ぞ
知
る
。
神
を
疑
っ
て
は

な
ら
な
い
」。
こ
の
時
代
、
運
命
へ
の
処
し
方
は
た
だ
祈
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
人
々
の
理
性
が
発
達
し
、
信
仰
よ
り
も
懐
疑
が

問
わ
れ
る
時
代
に
は
、
祈
り
の
処
方
箋
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な

い
。
今
度
は
哲
学
者
の
出
番
で
あ
る
。「
不
幸
は
、
自
然
に
よ

る
偶
然
な
の
だ
。
あ
な
た
自
身
に
罪
は
な
い
」
―
―
。
運
命
の

自
然
主
義
が
喝
采
を
浴
び
、
社
会
正
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
偶

然
と
い
う
自
然
の
暴
力
か
ら
弱
者
を
守
れ
！
」
に
な
る
。

　

仏
教
者
は
、
宗
教
者
と
も
哲
学
者
と
も
違
う
。
こ
の
人
は
考

え
る
。
宗
教
家
は
「
真
の
自
己
」
を
神
と
錯
覚
し
、
哲
学
者
は

「
自
己
の
劇
」
を
偶
然
の
産
物
と
誤
解
し
て
い
る
、
と
。
こ
の

人
は
い
う
。「
人
生
は
自
作
自
演
の
劇
で
あ
る
。
自
分
で
決
め

た
役
は
立
派
に
演
じ
切
れ
！
」
と
。

　

人
生
の
作
者
は
自
分
だ
っ
た
。
そ
う
気
づ
く
の
が
、
じ
つ
は

仏
の
悟
り
で
あ
る
。

（
４
５
節
「
人
生
を
作
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
」）

　

こ
の
日
蓮
的
な
問
い
か
け
と
呼
び
か
け
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝

自
身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。

「
自
分
で
決
め
た
役
」
と
あ
る
が
、
人
生
の
劇
は
自
分
で
決
め
て
演

じ
る
と
の
思
想
は
、
日
蓮
が
信
奉
し
た
『
法
華
経
』
の
菩
薩
像
に
起

因
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
地
よ
り
湧
き
出
た
菩
薩
―
―
地
涌
の
菩
薩

の
大
群
が
『
法
華
経
』
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
登
場
す
る
。
右
顧
左
眄
せ

ず
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
と
い
う
存
在
の
大
地
に
立
脚
し
、
ま
っ
す

ぐ
自
己
自
身
に
生
き
抜
く
。
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
大
地
を

割
っ
て
出
現
し
た
地
涌
の
菩
薩
の
姿
は
暗
示
す
る
か
に
み
え
る
。
真

の
自
己
を
確
立
す
る
に
は
、
我
が
人
生
に
お
い
て
自
ら
定
め
た
劇
を

演
じ
切
る
こ
と
だ
。
存
在
の
大
地
に
根
ざ
し
た
人
間
は
、
国
家
の
運

命
に
も
翻
弄
さ
れ
な
い
。
日
蓮
の
一
生
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
証
明

せ
ん
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
国
家
と
鋭
く
対
決
し
つ
つ
も
国
家

の
命
運
を
引
き
受
け
、
彼
は
終
生
、
微
動
だ
に
し
な
か
っ
た
。
第
九

章
「
政
治
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
日
蓮
の
強
靭

な
意
志
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
弱
者
の
宗
教
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ
る
も

の
が
な
く
、自
分
に
自
信
を
持
て
な
い
。
何
よ
り
も
死
が
怖
い
。

そ
ん
な
人
間
が
作
り
出
す
の
が
“
不
死
の
国
家
”
と
い
う
幻
想

で
あ
る
。
不
安
の
果
て
に
国
家
が
自
己
の
宗
教
と
な
る
。
だ
か

ら
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
っ
た
り
す
る
。

　

死
の
峰
を
超
え
た
信
仰
の
人
に
は
、
彼
ら
と
は
違
っ
た
愛
国

心
が
あ
る
。
信
仰
者
は
、
強
き
ゆ
え
に
国
家
を
見
下
ろ
す
。
慈

愛
の
ゆ
え
に
国
家
を
指
導
し
、
国
家
悪
と
戦
う
。
真
実
の
愛
国

心
は
、
恐
怖
に
か
ら
れ
た
弱
者
の
集
団
で
は
な
い
。
そ
れ
は
勇

者
の
連
帯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
８
２
節
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
弱
者
の
宗
教
で
あ
る
」）
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本
書
の
著
者
が
指
弾
す
る
「
弱
者
の
宗
教
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
、〈
神
〉
を
失
っ
た
人
間
が
国
家
と
い
う
集
団
力
に
依
存

す
る
よ
う
な
形
態
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
私
は
人
間
存

在
と
本
来
的
に
不
可
分
な
国
家
を
論
じ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
あ
る

と
考
え
る
。
右
の
超
訳
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
＝
愛
国
心
に
属
す
る
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
「
人
間
が
国
家
を

従
え
る
」
と
い
う
力
強
い
思
想
が
日
蓮
に
あ
っ
た
点
は
特
筆
に
値
し

よ
う
。
日
蓮
的
な
〈
超
人
〉
の
あ
り
様
を
、
著
者
は
超
訳
を
通
じ
て

世
に
知
ら
し
め
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
を
ひ
も
と
く
読
者
は
、
一
つ
の
新
た
な
生
き
方
を
目
に
す
る

こ
と
に
な
る
。
日
蓮
の
人
生
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
、
仏
教
的
な
自

律
の
生
き
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
洋
の
理
性
的
な
自
律
で
も
な
け
れ

ば
、
東
洋
の
没
我
的
な
献
身
で
も
な
い
。
存
在
の
大
地
に
屹
立
し
た

全
生
命
的
な
自
律
と
言
う
べ
き
も
の
を
、
日
蓮
は
語
り
、
教
え
、
実

践
に
移
そ
う
と
し
た
。
著
者
は
、
日
蓮
が
残
し
た
得
が
た
き
精
神
の

価
値
を
現
代
に
お
い
て
再
確
認
す
る
た
め
、
あ
え
て
超
訳
と
い
う
手

法
を
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
蓮
と
い
う
稀
有
な
人
格
が
紡

ぎ
出
し
、気
鋭
の
著
者
が
丹
精
を
凝
ら
し
た
本
書
の
言
葉
の
数
々
は
、

ま
さ
し
く
多
元
的
な
価
値
の
波
間
に
漂
う
現
代
人
に
向
け
ら
れ
て
い

よ
う
。

松
岡
幹
夫
先
生　
二
〇
一
三
年
御
著
作

『
超
訳
　
日
蓮
の
こ
と
ば
』

　
　
　
　（
柏
書
房
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
一
、六
八
〇
円
）

　

読
者
は
、
著
者
の
文
章
に
よ
っ
て
日
蓮
の
言
葉
の
現
代
的
意
義
を

学
ん
だ
上
で
、
日
蓮
の
言
葉
と
現
代
語
訳
を
読
み
ま
す
の
で
、
予
備

知
識
が
な
く
て
も
理
解
で
き
ま
す
。

　

日
蓮
の
一
一
〇
〇
の
言
葉
が
十
一
の
章
に
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

読
者
に
と
っ
て
は
読
み
や
す
く
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
①
人
は

変
わ
る
②
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
③
自
己
と
は
何
か
④
善
と
悪

に
つ
い
て
⑤
運
命
を
切
り
開
く
⑥
死
を
め
ぐ
っ
て
⑦
本
当
の
宗
教
と

は
⑧
真
理
を
求
め
る
に
は
⑨
政
治
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
⑩
自
由
に
な

る
⑪
平
和
の
た
め
に
―
―
で
す
。

　

日
蓮
は
日
本
の
宗
教
史
上
最
も
す
ぐ
れ
た
宗
教
者
で
あ
り
、
思
想

家
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
松
岡
幹
夫
教
授
は
「
超
訳
」
と

い
う
手
法
を
用
い
て
、
日
蓮
の
偉
大
な
宗
教
思
想
を
、
一
般
の
現
代

の
日
本
人
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
書
物
に
ま
と
め
て
く
れ
ま
し
た
。

読
者
の
一
人
と
し
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
森
田
実
氏
の
言
葉
よ
り
）

『
京
都
学
派
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
　
比
較
環
境
思
想
的
考
察
』

　
　
　
　
　（
論
創
社
、
二
〇
一
三
年
五
月
、
五
、〇
四
〇
円
）

　

二
十
世
紀
後
半
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ロ

ジ
ー
の
成
果
と
、
西
田
幾
多
郎
・
和
辻
哲
郎
の
思
想
の
比
較
検
証
を

通
し
て
、
仏
教
的
な
自
然
・
環
境
観
が
明
示
す
る
“
今
日
的
意
義
”

を
提
起
し
た
労
作
。
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■書評Ⅱ

■
書
評
Ⅱ
■

先
崎
彰
容
著　
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
』（
ち
く
ま
新
書
）

「
こ
の
ご
ろ
日
本
が
騒
が
し
い
」
そ
ん
な
言
葉
か
ら
は
じ
ま
る
本
著

は
、
近
代
日
本
思
想
研
究
の
騎
手
、
先
崎
彰
容
に
よ
っ
て
二
〇
一
三

年
に
書
か
れ
た
新
書
で
あ
る
。
昨
今
、
筆
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
巡
る
議
論
は
あ
る
種
の
流
行
の
よ
う
に
論
壇
で
持

て
は
や
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
近
代
社
会
、
ま
た
一
部
過
激
化

す
る
在
日
外
国
人
へ
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
・
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
問
題

な
ど
、
日
本
国
内
で
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
に
至
る
ま
で
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
議
題
設
定
さ
れ
る
種
々
の
時
事
問
題
を
分
析
す

る
上
で
の
共
通
し
た
言
葉
の
定
規
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、我
々
は
ど
こ
ま
で
精
査
し
て
こ
の「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

何
を
も
っ
て
し
て
そ
れ
が
「
復
権
」
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
深
く
思
考
せ
ず
、
眼
前
に
去
来
す

る
様
々
な
社
会
問
題
を
た
だ
こ
な
し
て
い
る
と
い
う
今
の
状
況
に
対

し
て
、
自
ら
を
ひ
ね
く
れ
者
と
自
称
す
る
筆
者
は
あ
え
て
立
ち
止
ま

り
、
過
去
と
向
き
合
い
な
が
ら
こ
の
所
謂
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
と
格
闘
し
て
い
る
。
そ
の
問
い
は
深
く
人
の
死
と
結

び
つ
き
、
実
存
的
な
次
元
に
ま
で
根
差
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
本
著

を
読
む
者
に
は
学
術
書
を
読
む
時
に
必
要
な
客
観
性
だ
け
で
な
く
、

ま
る
で
文
学
に
身
を
投
じ
た
時
の
よ
う
な
主
観
性
ま
で
も
が
要
請
さ

れ
る
。
そ
れ
は
筆
者
が
思
想
と
文
学
の
力
を
信
じ
、
本
著
を
単
な
る

学
術
新
書
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
文
学
作
品
と
し
て
世
に
提
起
し

よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　　

本
著
に
登
場
す
る
思
想
家
や
学
者
を
ざ
っ
と
列
挙
す
る
と
、
西
洋

か
ら
は
古
く
は
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
カ
ー
に
は
じ
ま
り
、
辺
境
に
移

住
し
た
人
々
の
実
存
の
揺
ら
ぎ
か
ら
人
種
主
義
が
誕
生
す
る
萌
芽
を

明
ら
か
に
し
た
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
産
業
主
義
社
会
に
生
き
る

北
海
道
大
学
大
学
院　
　
　
　

　

東
洋
思
想
研
究
所
客
員
研
究
員
　
三
　
浦
　
健
　
一
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我
々
に
も
ア
ー
レ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
な
鋭
い
視
線
を
向
け
た
ア
ー
ネ

ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
な
ど
が
登
場
す
る
。
ま
た
東
洋
か
ら
は
、
戦
前
か

ら
戦
後
に
か
け
て
の
社
会
の
混
沌
か
ら
共
同
幻
想
の
思
想
を
打
ち
立

て
た
吉
本
隆
明
、
同
じ
く
戦
争
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
幾
百
万
の

若
者
達
が
問
い
か
け
た
生
と
死
、そ
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
個
人
、

家
、共
同
体
に
お
け
る
ト
ポ
ス
の
あ
り
様
を
説
い
た
柳
田
国
男
な
ど
、

洋
の
東
西
を
超
え
た
様
々
な
思
想
家
を
筆
者
は
縦
横
無
尽
に
横
断
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
通
底
す
る
、
人
類
が
抱
え
る
普
遍
的
な
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
へ
の
不
安
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
比
較
と
承
認
と
い

う
視
座
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
。
我
々
は
そ
の
反
動
形
成
と
し
て
、
疑

似
宗
教
と
し
て
の
全
体
主
義
や
帝
国
主
義
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
い

う
の
が
前
述
し
た
様
々
な
思
想
家
の
共
通
項
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
も
ま
た
、
そ
う
し
た
実
存
的
な
問
い
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
す

る
の
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。

　

以
上
の
論
点
を
、
筆
者
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
三
つ

の
誤
解
を
紐
解
く
こ
と
で
逆
説
的
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

そ
の
三
つ
の
誤
解
と
は 

⑴
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
全
体
主
義
で
あ
り
、

⑵
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
宗
教
で
あ
り
、
⑶
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
民
主

主
義
で
あ
る
と
い
う
誤
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
様
々

な
思
想
家
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
、「
運
動
や
移
住
よ
り
も
土
地
に

刻
ん
で
き
た
歴
史
、
先
祖
の
営
ん
で
き
た
労
働
を
受
け
継
ぐ
こ
と
、

こ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。」（
七
二
頁
）
と
言
及
し
て

い
る
。
こ
の
定
義
に
依
れ
ば
、
全
体
主
義
は
そ
の
逆
に
運
動
や
移
住

を
根
本
と
し
て
お
り
、
そ
の
帰
着
と
し
て
拡
大
を
至
上
命
題
と
す
る

帝
国
主
義
を
育
ん
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
筆
者
は
疑

似
宗
教
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
も
、
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
へ

の
根
本
的
な
不
安
、
そ
れ
が
過
剰
な
収
縮
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
た

場
合
に
疑
似
宗
教
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
り
、
民
主
主
義
も
ま
た
、

歴
史
と
そ
れ
に
連
な
る
死
者
へ
の
ま
な
ざ
し
が
欠
如
し
た
瞬
間
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
堕
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
隔
た
る
と
結
論
し
て

い
る
。

　

そ
し
て
復
権
と
は
筆
者
に
よ
る
と
「
震
災
を
経
た
後
の
こ
の
国
で

『
戦
後
』
を
の
り
こ
え
死
者
を
ど
う
取
り
戻
す
か
、
価
値
の
体
系
を

守
る
の
か
、
―
―
こ
れ
が
本
書
の
現
時
点
で
言
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
『
復
権
』
で
あ
る
。」（
二
二
四
頁
）
と
あ
る
。
価
値
の
体
系
と

は
高
坂
正
堯
が
掲
げ
た
「
力
の
体
系
」「
利
益
の
体
系
」「
価
値
の
体

系
」
と
い
う
国
家
を
構
成
す
る
三
つ
の
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
筆
者

は
そ
の
う
ち
今
の
日
本
は
価
値
の
体
系
を
置
き
去
り
に
し
て
来
て
し

ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

筆
者
の
定
義
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
ト
ポ
ス
と
し
て
の
郷

土
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
歴
史
や
労
働
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
終
戦
や
震
災
に
よ
る
無
数
の
死
者
と
共
に
生
き

て
い
こ
う
と
い
う
試
み
が
、
日
本
が
失
い
つ
つ
あ
る
価
値
の
体
系
を

取
り
戻
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
主
張
も
頷
け
る
も
の
で
あ
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■書評Ⅱ

る
。

　

筆
者
は
全
体
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
義
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
問
い
直
さ
れ
る
日
本
社

会
の
あ
り
方
や
生
と
死
の
問
題
に
対
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権

を
む
し
ろ
願
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
前
述

し
て
来
た
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
誤
解
を
紐
解

く
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
言
え
、
筆
者
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
い
う
言
葉
を
肯
定
的
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ

う
。
更
に
筆
者
は
、
そ
の
こ
と
を
直
接
的
に
言
及
し
な
い
よ
う
に
避

け
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
様
々
な
思
想
家
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
自

身
の
意
見
を
表
明
し
て
は
い
る
が
、
自
ら
の
言
葉
で
は
っ
き
り
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
肯
定
し
て
い
る
と
言
明
し
て
い
る
箇
所
は
少
な
く

と
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
読
者
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
、
そ
れ

に
対
す
る
批
判
と
い
う
文
脈
を
予
想
し
て
本
著
を
手
に
取
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
著
は
明
確
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
に
対

す
る
肯
定
的
な
文
脈
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
言
明
さ
れ

な
い
ま
ま
展
開
さ
れ
て
い
く
た
め
、
読
者
は
徐
々
に
予
想
を
覆
さ
れ

な
が
ら
本
著
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
立
場
が
も

う
少
し
最
初
か
ら
明
確
化
し
て
い
る
方
が
、
読
者
に
対
し
て
も
親
切

で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
根
本
的
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
筆
者

の
主
張
す
る
も
の
で
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
決

し
て
筆
者
の
主
張
や
本
著
の
内
容
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
帰
着
と
し
て
そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言

葉
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
る
。
我
々
が
一

般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
意
識
す
る
の
は
、
例
え
ば
外

国
人
へ
の
排
斥
運
動
な
ど
が
世
間
を
賑
わ
せ
て
い
る
時
で
あ
る
。
し

か
し
、
筆
者
の
肯
定
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
従
え
ば
、
こ

れ
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
誤
用
や
誤
解
か
ら
生
ま
れ
た
問
題
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
論
脈
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
曲
解
を
招
き
易
く
、
ニ
ー
チ
ェ
思
想
が
ナ
チ
ス
に
利
用
さ
れ

た
よ
う
に
、
筆
者
の
定
義
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
人
々
に

何
が
し
か
の
形
で
お
墨
付
き
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
を
私
は
危
惧
す

る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
に
依
ら
ず
、

例
え
ば
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
（patriotism

）
な
ど
の
別
な
タ
ー
ム

を
提
示
し
た
方
が
よ
り
適
切
に
筆
者
の
主
張
を
表
現
出
来
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
宗
教
で
は
な
い
と
筆
者
は
主
張
す
る
。

し
か
し
、
筆
者
が
主
張
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
最
終
的
な
定
義
に

基
づ
け
ば
、
そ
れ
は
宗
教
の
持
つ
重
要
な
機
能
と
過
分
に
重
な
る
部

分
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
疑
似
宗
教
と
宗
教
の
違
い
も
含
め
て
、
も

う
少
し
深
い
論
究
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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と
は
い
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
底
に
あ
る
不
可
視
な
何
か
を

捉
え
、
そ
こ
か
ら
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
斬
新
な
展
開
に
満

ち
て
い
る
。
全
編
を
通
し
て
日
本
社
会
の
過
去
と
の
断
絶
を
憂
い
、

北
樹
出
版

　『
叢
書
・
新
文
明
学
』
シ
リ
ー
ズ
刊
行
開
始

『
刊
行
に
あ
た
っ
て
』�

　
佐
伯
啓
思
　
京
都
大
学
教
授
・
藤
井
聡
　
京
都
大
学
教
授

　

今
日
ほ
ど
「
思
想
」
が
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
は
な
い
。

と
同
時
に
、
今
日
ほ
ど
「
思
想
の
力
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
時

代
も
な
い
。

　
「
思
想
」
と
は
、
時
代
を
生
き
る
た
め
の
実
践
の
指
針
で
あ
り
、

現
実
を
見
据
え
る
た
め
の
座
標
軸
で
あ
る
。
ま
た
「
思
想
」
に
関

わ
る
と
は
、
で
き
る
だ
け
物
事
を
深
く
根
源
的
に
考
え
る
こ
と
で

あ
り
、
出
来
事
を
総
合
的
に
解
釈
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
生
の
実

践
に
身
を
浸
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
思
想
」
が
今
日
見

え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
「
大
き
な
物
語
」
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
が
唱
え
ら
れ
て
以

来
、
社
会
や
人
間
に
つ
い
て
の
言
説
は
、
一
方
で
著
し
く
専
門
化

し
て
権
威
主
義
的
と
な
り
、
他
方
で
は
不
必
要
に
論
争
的
で
乱
暴

な
物
言
い
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
「
思
想
」
を
見
失
わ

せ
る
と
同
時
に
、
実
践
の
卑
俗
化
と
生
の
俗
悪
化
を
導
い
て
い

る
。 

現
代
ほ
ど
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
浸
食
さ
れ
た
時
代
は
な
い
。
と

同
時
に
、
現
代
ほ
ど
そ
の
克
服
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
も
な
い
。

　

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
価
値
の
崩
壊
で
あ
り
、
生
の
衰
弱
で
あ
る
。

ゆ
え
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
戦
い
に
お
い
て
は
、「
思
想
の
復
権
」

は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き

て
い
る
こ
の
社
会
を
、総
合
的
に
、価
値
的
に
、つ
ま
り
「
思
想
的
」

に
把
握
す
る
試
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
試
み
を
わ
れ
わ

れ
は
「
新
文
明
学
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

　

今
日
、
西
欧
近
代
に
始
ま
る
近
代
文
明
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、

技
術
主
義
、
大
衆
民
主
主
義
な
ど
を
伴
っ
て
世
界
化
し
て
い
る
。

こ
の
途
方
も
な
い
、
そ
し
て
次
々
を
押
し
寄
せ
て
く
る
巨
大
な
う

ね
り
の
な
か
で
、
生
を
救
い
だ
し
、
精
神
の
平
衡
を
保
つ
た
め
に

は
、
こ
の
時
代
を
力
強
く
把
握
す
る
た
め
の
骨
太
な
知
的
営
み
こ

そ
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
叢
書
「
新
文
明
学
」
は
、
そ
の
た

め
の
試
行
で
あ
り
挑
戦
な
の
で
あ
る
。

第
一
巻　

藤
井
聡
・
羽
鳥
剛
史
著
『
大
衆
社
会
の
処
方
箋
』

第
三
巻　

 

先
崎
彰
容
・
浜
崎
洋
介
著

　
　
　
　
『
ア
フ
タ
ー
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
―
―
近
代
日
本
の
思
想
家
』

以
下
、
続
々
刊
行
予
定
。

現
代
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
す
る
筆
者
の
気
概
が
烈
々
と
伝
わ
っ
て

来
る
意
欲
作
で
あ
ろ
う
。
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■活動報告
　

平
成
二
五
年
の
東
洋
思
想
研
究
所
、
な
ら
び
に
儒
学
文
化
研
究
所

の
主
な
活
動
は
、
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。

一
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

二
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

三
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

四
月　

湯
島
聖
堂
孔
子
祭
出
席

　
　
　

論
語
素
読
教
室
開
講

　
　
　

 

東
洋
思
想
研
究
所
第
一
回
例
会
・
昌
平
黌
出
版
会
編
集
会
議

開
催

五
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

第
二
回
孔
子
祭
実
行
委
員
会

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
第
二
回
例
会
開
催

六
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

 

学
校
法
人
昌
平
黌
創
立
一
一
〇
周
年
記
念
学
術
活
動
・
第
五  

回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の

東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」
の
開
催
（
孔
子
祭
挙
行
を
含
む
学
術

活
動
）

【
活
動
報
告
】

七
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
三
回
例
会
開
催

八
月　

夏
季
休
暇

　
　
　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

九
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

 

東
洋
思
想
研
究
所
第
四
回
例
会
・
昌
平
黌
出
版
会
編
集
会
議

開
催

十
月　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
五
回
例
会
開
催

　
　
　

第
一
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

十
一
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
六
回
例
会
開
催

　
　
　

第
二
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

十
二
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

第
三
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催



156

研究　東洋

　
　

研
究
紀
要
『
研
究　
東
洋
』
投
稿
規
定

１ 

．投
稿
者
は
、原
則
と
し
て
本
学
教
員（
非
常
勤
講
師
を
含
む
）

に
限
る
。
た
だ
し
、
本
学
教
員
が
主
に
な
っ
て
い
る
共
同
執

筆
及
び
編
集
委
員
会
か
ら
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
学
外
者
が

加
わ
っ
て
も
差
支
え
な
い
。

２ 

．
投
稿
は
、
原
則
未
発
表
の
も
の
に
限
り
、
原
稿
の
内
容
は

時
代
を
問
わ
ず
東
洋
思
想
全
般
（
特
に
儒
学
・
仏
教
・
日
本

思
想
関
連
を
歓
迎
す
る
）に
関
連
し
た
幅
広
い
も
の
と
す
る
。

３ 

．
年
１
回
（
原
則
１
月
第
一
週
締
切
）
投
稿
の
申
込
み
を
受

け
る
。
申
込
み
者
が
多
い
場
合
に
は
、
次
号
廻
し
と
な
る
こ

と
が
あ
る
。

４ 

．
投
稿
原
稿
は
、
論
文
（
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
換
算
五
〇

枚
前
後
）、
研
究
ノ
ー
ト
（
三
五
枚
前
後
）、
資
・
史
料
紹
介

（
五
〇
枚
前
後
）、
書
評
、
報
告
（
一
〇
枚
前
後
）
等
に
区
分

す
る
。
区
分
は
原
則
と
し
て
投
稿
者
の
申
出
に
よ
る
が
、
編

集
委
員
会
が
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
（
一
回
の
投
稿
原

稿
は
１
人
論
文
を
含
め
二
本
＋
共
同
執
筆
一
本
ま
で
と
す

る
）。

５ 

．
投
稿
原
稿
は
『
研
究　

東
洋
』
編
集
委
員
会
あ
て
に
提
出

す
る
も
の
と
し
、
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
原
稿
に
つ
い
て

は
、
査
読
を
行
う
。
校
正
等
は
全
て
紀
要
編
集
委
員
会
を
経

由
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
違
反
し
た
者
は
引
き
と
り
を
求

め
る
こ
と
が
あ
る
。
査
読
の
結
果
、
原
稿
の
修
正
、
再
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

６ 

．
論
文
以
外
の
原
稿
に
つ
い
て
も
、編
集
委
員
会
の
判
断
で
、

修
正
、
再
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

７ 

．
投
稿
原
稿
は
、
別
に
定
め
る
執
筆
要
項
に
従
い
、
期
日
ま

で
に
完
成
原
稿
と
し
て
編
集
委
員
会
に
提
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
22
年
12
月
９
日
改
訂
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【講演論文原文】

人性与和平——墨子和平思想的当代价值

山东大学哲学与社会发展学院暨山东大学中国诠释学研究中心　傅永军

　摘要 : 先秦诸子学说中，墨子学说是与儒家学说并立而行的两大时代显学。我们

今天仍不断地从墨子的思想中发现东方古老的和平智慧。墨子的和平思想与他的人

性理论密切相关。墨子用人性恶解释国与国之间的战争的必然性，而将人性善看作

是和平的伦理学基础。人的善良本性唤起人的良知良能，使得人们之间“兼相爱，

交相利”，遵行和平共处、友爱共利的行为规范，在一个国家内部建立友爱的人际

关系和社会秩序，在国与国之间建立一种尊重和互利的关系，实现永久和平。可见，

墨子是从“所染”、 “兼爱”、“非攻”、“天志”等篇所阐述的道德哲学角度，演绎出

以“兼相爱，交相利”为核心的国际交往伦理规范，与康德所奠定的国与国之间实

现永久和平的法治规范相映生辉，同为人类实现永久和平理想的普遍理性基础。

  关键词 :　兼爱；非攻；人性；和平；交往伦理

　东亚传统思想中有着丰富的和平思想。这些思想可以远远地追溯至雅斯贝尔斯所

说的人类核心文明发端的所谓“轴心时代”。在东亚，“轴心时代”大约相当于古代

中国的春秋战国时期。那个时代是中国学术大繁荣大发展的时期。自周王室东迁以

后，中国的学术中心转移至民间，继孔子、老子之后，涌现了一大批伟大的思想家，

如墨子、孟子、庄子、荀子、韩非子等。这批被称为“先秦诸子”的思想伟人皆能

著书立说，成一家之言。而他们的学说与思想在中国乃至东亚地区思想史上占据着

后世无法比拟的崇高地位，可谓后世诸思想学派的源发地。了解中国乃至东亚思想

何以有今日之面貌，就不能不时常回溯先秦诸子的原创性思想。

　先秦诸子学说中，墨子学说是与儒家学说并立而行的两大时代显学。我们今天仍

不断地从墨子（公元前 468 —公元前 376）的思想中发现东方古老的和平智慧。墨

子的和平思想涉猎方面颇为广泛，既可以从“天志”、“明鬼”等篇所阐述的形而上

学角度，分析墨子述说的“天之爱天下之百姓”，从而“兼而明之”1 的大道，为

不同政治共同体的和平共处提供哲学论证；又可以从“亲士”、“尚贤”、“尚同”等
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篇所阐述的社会政治哲学角度，析取出由德才兼备的干才治理国家，实行王道政治，

消除恃强凌弱之霸道政治的具体举措，更可以立足于“所染”、“兼爱”、“非攻”等

篇所阐述的道德哲学，从墨子 “兼相爱，交相利”思想演绎出国际交往的伦理规范，

为世界的永久和平寻求普遍的理性根基。在这篇论文中，我无意全面阐述墨子的和

平思想，我的目的仅仅在于，从人性与和平关系的角度，对墨子的和平思想进行道

德哲学分析，发掘墨子和平思想的当代价值，以一斑窥全豹，同时就教于方家。

一、墨子对人性的解释

　在人性论问题上，墨子坚持人性后天塑成说。在墨子看来，人性无所谓善或者恶，

因为人性并不能被看作是人天生的自然“倾向”或者原初禀赋。必须超越人性本善

和人性本恶这样一种单级思维的限制，也必须超越人性善恶两元并立这样一种二元

思维的限制，把人性理解为人之后天自我造成的性状，而人之获得善或者恶的性状，

关键取决于人在与环境诸因素的相互作用过程中的自我选择。根据《墨子・所染》篇，

墨子将人性的养成与染丝相比较，明确地表明，人性为素丝，本无善恶，其善恶全

在所染 2，取决于后天之所与。这就是说，人的本性是人自身与所处环境相互作用

的结果，受善的环境诸因素（主要包括人与事）影响则养成善的本性，受恶的环境

诸因素影响则养成恶的本性。墨子说：

　　 　染于苍则苍，染于黄则黄，所入者变，其色亦变，五入必，而已则为五色矣！

故染不可不慎也！3 

　《墨子・七患》具体描述了人性善恶如何为环境所染成，墨子的论证如下：

　　 　今有负其子而汲者，队其子于井中，其母必从而道之。今岁凶、民饥、道饿，

重其子此疚于队，其可无察邪？故时年岁善，则民仁且良；时年岁凶，则民吝

且恶。夫民何常此之有？ 4

　《墨子・所染》篇还举例说明，人所交朋友对人的本性品质养成的影响，墨子举

出正反两个方面的例子，他指出：

　　 　舜染于许由、伯阳，禹染于皋陶、伯益，汤染于伊尹、仲虺，武王染于太公、

周公。此四王者所染当，故王天下，立为天下，功名蔽天地。举天下之仁义显
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人，必称此四王者。夏桀染于干辛、推哆，殷纣染于崇侯、恶来，厉王染于厉

公长父、荣夷终，幽王染于傅公夷、蔡公穀。此四王者所染不当，故国残身死，

为天下僇。举天下不义辱人，必称此四王者。5

　由此可见，人性塑成如丝之染色，必须十分谨慎（“必择所堪，必谨所堪”）。唯

有以善良的本性（兼相爱）影响人，促使人们相互友爱而不相互加害（交相利而非

交相害），才能远离造成恶的本性的环境和因素，培养出健全而善良的人性，生自

爱爱人之心，求互惠公正之利，积极而主动地张扬人的价值与尊严。

　然而，现实社会复杂诡秘，人在世上的生活难以预测，德性并不是总能抗衡物欲，

因此，将墨子的人性塑成说具体落实到人的现实本性生成上，就不得不承认世界上

既存在造成人性善的环境及因素，也存在造成人性恶的环境及因素。人性趋于善与

人性趋于恶，具有同样的理性根据。由此可以推定，墨子人性塑成说既承认了人性

本恶的必然性，也承认了人性本善的必然性。墨子实际上是将人的本性理解成一种

可以变化的品性，可以根据影响它的环境诸因素的不同做出与被影响因素直接关联

的解释。教化不足，人性处于“自然状态”，人就会“染成”恶的本性。若有充足

的人文德性教化，人脱离人性的自然状态而体现出人之为人应必须具备的德性表征，

人就会被“染成”善的本性。明确地说，按照墨子的说法，若人受自私自利之心的

蒙蔽，就会萌生恶的本性。若人以兼爱为本，涵养本心，就能将自私自利之小爱转

化为兼善天下之大爱，达到“视人之国若视其国，视人之家若视其家，视人之身

若视其身”6 之崇高境界，善的人性熠熠发光。至于如何协调自然状态意义上理解

的人的本性与理性化道德意义上理解的人的本性，墨子并没有给出解释而任由两者

相对独立存在。墨子没有历史目的论思想，亦未提出历史进步主义主张，因此，他

并没有将人的历史从理性角度理解为一个从自然状态走向自由状态及道德状态的历

史，从而从理性角度将人的历史描述为善克服恶而走向至善的过程。就此而言，墨

子只是把人性或善或恶看做是一个有经验依据的感性事实，分别对应利他的友爱伦

理观和利己的自爱伦理观。两种不同的伦理态度具体落实到人与人之间关系和国与

国之间关系的处理上，就会造成两种不同的结果。接受利己的自爱伦理观容易造成

人之恶的本性，接受利他的友爱伦理观有利于养成人之善的本性，前者导致人人“相

贼相害”的混乱世界，后者导致“友爱互利”的太平天下。由此可见，墨子的人性

论是他治乱和平思想的伦理学基础。
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二、和平的人性基础

　墨子从人性角度解释天下大乱和天下大治两种现象的思想，主要见诸他的《非攻》

篇和《兼爱》篇。按照我对《非攻》篇和《兼爱》篇的解读，它们之间存在一种直

接相关的问题意识。《非攻》篇抨击不正义的战争，其理论诉求是消极的。而《兼

爱》篇则积极倡导友爱伦理学，探究实现人类和平状态的可能性。我们可以从“兼

爱”中直接推出“非攻”7，但不能从“非攻”中直接引申出调整人与人之间社会

关系和国与国之间交往关系的“兼爱”原则，因为出于“自私自利”（最明显的就是，

交战双方通过计算战争所造成自己收益与损失的比例，就可以决定是战还是和）的

原因，人们也会做出在当下看来是最佳利益获取的选择。“兼爱”显然是超出利益

计算的一种更高价值，而为人性自身的光辉所笼罩，人类只有受这种超出利益本能

的社会性价值的支配，以“类”（或者社会学意义上的“种”） 的视野彼此善意对待，

才能造就基于人类社会亲情的友爱互利、和平共处。这种友爱互利、和平相处若超

越个体意义而进入共同体层面，特别是进入政治共同体层面，就会造就人类社会的

永久和平。可见，《非攻》篇对战争的谴责不是墨子友爱伦理学的最终目标追求，《兼

爱》篇所追求的“相亲相利”、天下太平目标才是墨子友爱伦理学能够产生出来的

积极的理论后果。就此而言，“非攻”谴责战争的不仁不义，分析造成战争的原因（主

要是伦理的角度），可以看作是“兼爱” 的前提。而“兼爱”则把“兼相爱、交相利”

理解为结束战乱的根由，是在人与人、国与国之间实现永久和平的理性保障，因而

可以看作是“非攻”的根据。“非攻”和“兼爱”之间所存在的这样一种相互论证

的循环诠释关系，为墨子从人性角度解释他的和平思想开辟了两条不同的路径：批

判的路径和建构的路径。

　批判的路径主要是从否定的角度为和平理想清扫地基。也就是说，《非攻》篇并

没有直接阐述墨子的和平思想，而是通过对战争危害的现象描述，探寻战争发生的

原因，指引出实现和平的道路。首先要指出的是，墨子对战争采取一种辩证的态度，

他以自己强调友爱精神的伦理思想为尺度，将战争分为“诛无道”的正义征伐（如

禹攻三苗、商汤伐桀、武王伐纣）和“攻无罪”的侵略行为。正义的战争上中（符

合）天之利、中中鬼之利、下中人之利，因而有天命指示，有鬼神的帮助，是消弭

祸乱的善举。而非正义的战争，则是大攻小，强凌弱，众暴寡，富欺贫，兼恶天下

百姓，背仁负义，实为天下之大害。墨子所反对的就是这类背离人类相爱共利原则

的战争。对于这类战争，墨子痛陈其有三不利（危害）。《非攻》下篇是这样论述的：

　　 　夫无兼国覆军，贼虐万民，以乱圣人之绪。意将以为利天乎？夫取天之人，
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以攻天之邑，此刺杀天民，剥振神之位，倾覆社稷，攘杀其牺牲，则此上不中

天之利矣。意将以为利鬼乎？夫杀之人，灭鬼神之主，废灭先王，贼虐万民，

百姓离散，则此中不中鬼之利矣。意将以为利人乎？夫杀之人，力利人也博矣！

又计其费，此为周生之本，竭天下百姓之财用，不可胜数也，则此下不中人之

利矣。8

　除此之外，在《非攻》中篇，墨子还特别指出了战争对黎民百姓的伤害，他说：

　　 　今师徒唯毋兴起，冬行恐寒，夏行恐暑，此不以冬夏为者也，春则废民耕稼

树艺，秋则废民获敛。今唯毋废一时，则百姓饥寒冻馁而死者，不可胜数。9

　战争对人民和国家造成的伤害不言而喻。既然如此，为什么世间仍战乱频发呢？

墨子主要从伦理角度给出了解释。在他看来，天下之乱的根源就在于本恶的人性。

那些掌握权势的王公大人，那些野心勃勃的诸侯列强私心固而失去善的本性，好利

益而喜劫掠，兼相利而忘仁义，所以才动辄坚甲利兵，征伐劫掠，“攻伐无罪之国，

入其国家边境，芟刈其禾稼，斩其树木，堕其城郭，以湮其沟池，攘杀其牲牷，燔

溃其祖庙，劲杀其万民，覆其老弱，迁其重器”10。结果，在人与人、国与国之间

建立一种不仁不义的“恶的关系”。在这种“恶的关系”笼罩下，“大夫各爱其家，

不爱异家，故乱异家以利其家。诸侯各爱其国，不爱异国，故攻异国以利其国。天

下之乱物，具此而已矣。”11 由此也可以反证，如若想消除战乱，“国家务夺侵凌，

即语兼爱、非攻。”12 故此，墨子强调指出：

　　 　今天下之士君子，忠实欲天下之富而恶其贫，欲天下之治而恶其乱，当兼相

爱、交相利。此圣王之法，天下之治道也，不可不务为也。13

　然而，《非攻》阐述的“天下之治道”是消除战乱之道，这是进入更高的和平之

天道的前奏，之后才是华彩的乐章——更为积极的人类生存的伦理状态即“兼相爱、

交相利“的和平时代。这种更高的“治道”是由《兼爱》篇来诠证的。但不可否认

的是，《非攻》篇为《兼爱》篇的诠证奠下了良好的基础。直白点说，当墨子将战

争的根源联系于人性之恶时，在他那里，人性善与和平状态的联系就成为一个自明

性的前提。墨子是把人性善当作自己的友爱伦理学以及伦理地实现人类永久和平的

奠基性理念 14。由此，墨子对友爱和平理想的论证进入了建构的路径。

　建构的路径旨在直接从墨子友爱伦理学的基本伦理理念出发，直接阐明实现人类
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和平的理性基础。承接前论，墨子是把人性善当作人类理性地实现人类永久和平的

奠基性伦理理念，具有自明性特征。为了强化这个自明性前提的正当性和权威性，

墨子在《天志》篇中为这种自明性理念提供了一个哲学的形而上学基础 15。墨子说：

　　 　然则天亦何欲何恶？天欲义而恶不义。然则率天下之百姓以从事于义，则我

乃为天之所欲也。我为天之所欲，天亦为我所欲。16

　这就是说，循“兼相爱”而追求“兼相利”以实现天下大治是“天道” 的要求，

天要求人们“爱人利人”，人们只有“顺天之意”，才能得到天的奖赏。天是有意志

的，“上将以度天下之王公大人为刑政也，下将以量天下之万民为文学、出言谈也。

观其行，顺天之意，谓之善意行；反天之意，谓之不善意行。观其言谈，顺天之

意，谓之善言谈；反天之意，谓之不善言谈。观其刑政，顺天之意，谓之善刑政；

反天之意，谓之不善刑政。故置此以为法，立此以为仪，将以量度天下之王公大人、

卿、大夫之仁与不仁，譬之犹分墨白也。”17 可见，性本善的个体，接受天道的主

宰，必须践行“兼爱”这种伦理法则。只有做到了友爱互利，人才能摆脱自然状态，

成为理性的社会人。作为理性的社会人，“兼爱”唤起人的良知良能。善良的本性

使得人们行事如“仁者”，“必兴天下之利，除去天下之害”18。这样，“圣王之道”

可望成为现实。这将是一个万民欢愉、天下太平的温暖人间。这是墨子的理想，他

本人做了如下描述：

　　 　故兼者圣王之道也，王公大人之所以安也，万民衣食之所以足也，故君子莫

若审兼而务行之。为人君必惠，为人臣必忠；为人父必慈，为人子必孝；为人

兄必友，为人弟必悌。故君子莫若欲为惠君、忠臣、慈父、孝子、友兄、悌弟，

当若兼之不可不行也。此圣王之道，而万民之大利也。19

　　 　是故诸侯相爱，则不野战；家主相爱，则不相篡；人与人相爱，则不相贼；

君臣相爱，则惠忠；父子相爱，则慈孝；兄弟相爱，则和调。天下之人皆相爱，

强不执弱，众不劫寡，富不侮贫，贵不敖贱，诈不欺愚。凡天下祸篡怨恨，可

使毋起者，以相爱生也。是以仁者誉之。20

　不能简单地将墨子的这种基于伦理道德的和平主张看作是一种乌托邦式的政治理

念。墨子实际上是把“人性善”所体现出来的“兼爱”原则当作实现人类和平理想

的普遍伦理基础和行为规范，它上合天道，下是天恩泽万物公正不偏私的实际表现。
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在他看来，如果一个国家内部能够建立友爱的人际关系和社会秩序，那么国与国之

间只要本着同样的伦理精神也就能够建立起一种尊重和关爱的关系，用“兼相爱、

交相利”方式解决国与国之间可能出现的分歧与争执，就能够成为一种可供选择的

实现和平共处的伦理路径。这显然是一种用伦理教化的方式达成政治上目标的问题

解决方式，据此，我们可以把墨子根据友爱伦理学之“人性善”原则建构的人类和

平状态称之为和平理想的伦理学模式，它的作用是为人世间的和平共处、友爱关怀

提供一种伦理交往规则。

三、返本开新：国际交往伦理的建构

　墨子以“兼爱”、“非攻”思想为主体所建构的和平思想，经过现代的新诠释，可

以成为构筑当代世界和平的国际秩序的基本理论。

　我们知道，国与国之间的和平共处，互惠互利，共赢发展，是近现代经历了两次

残酷的世界大战之后，各国人民之间用血的代价所形成的基本共识，它实际上也是

世界各国关心人类生存状况的哲学家们所共同拥有的一个政治理想。从古到今，东

西方有许多哲学家都在自己的哲学活动中，探讨了人类和平问题，既提供出许多充

满真知灼见的理论智慧，也提出了许多具有实际可操作性的实践智慧。远的不说，

影响世界的近代德国哲学家康德，就曾以自己不凡的智慧致力于人类永久和平理想

的理论探索。1795 年，年事已高的康德写作了《论永久和平——一个哲学策划》，

表达了他渴望人类永远友爱共存的渴望。在这篇充满哲学家济世情怀的长文中，康

德基于自己关于历史是人的本性由恶走向善的历史目的论思想，从主权国家角度探

讨了人类实现永久和平的途径 21。十分巧合的是，康德也是基于人性的观点阐发永

久和平的可能性，与墨子不同的是，康德是从人性恶的角度，阐述自己的和平思想。

由于康德对人性采取一种悲观主义态度，而人的道德本性的实现基本上不可能在现

实世界完成，人性由恶迁善是在人类完成自己的历史进程中作为历史的最终目的得

以实现的，因此一个道德自觉的世界事实上是一个可能的世界。有鉴于此，康德认

为，永久和平的基础不是德性的，而是法治的。尽管对于建立永久和平的国际秩序，

道德力量不可缺少，但人类的永久和平只能法治地实现。换句话说，人类的永久和

平是国与国之间订立并遵守普遍的国际法规范的结果 22，因而总体上应该是在近代

所形成的国际法格局下，以权利为基础的国际和平关系的法治表现，它指向一种国

家和平关系的法治实现模式。23

　对应于康德，墨子将和平建筑在人性善基础上。依据墨子的见解，人类的和平状

态取决于人类能否改变对待生存世界和人的历史的功利态度，特别是国与国之间的
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关系更不能从属于功利之目的。人与人、国与国之间应该道德地相互对待，而人与人、

国与国之间的这种道德化的伦理关系的建立依赖于人的道德自觉。由此决定了墨子

把人类和平的可能性建筑在伦理规范之上，诉求于一种国与国之间道德化交往的普

遍伦理规范。因此，与康德不同，墨子所描绘的人类和平状态是以友爱（“兼相爱”）

概念为基础所形成的国际和平关系的伦理表现，目的是建构规范国际关系的一种伦

理实现模式 24。

　人类永久和平的实现既需要一种权利尊重的法治之基础，也需要一种友爱关怀的

伦理基础，两者缺一不可。康德提供了永久和平的法治基础，而墨子的和平思想经

由现代性转换，必能成为现代世界和平的伦理资源。就此而言，墨子和平思想的现

代价值就在于，它为现代国际秩序下的国与国之间的和平共处提供了一种睿智的交

往伦理思想。

１参见《墨子・天志上》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 219 页。
２ 冯友兰指出：“墨子以人性为素丝，其善恶全在‘所染’。吾人固应以兼爱之道染人，使
交相利而不交相害；然普通人民，所见甚近，不易使其皆有见于兼爱之利，‘交别’之害。”
见冯友兰：《中国哲学史》，上海：华东师范大学出版社，2000，第 79 页。

３《墨子・所染》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 13 页。
４《墨子・七患》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 29-30 页。
５《墨子・所染》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 14 页。
６《墨子・兼爱中》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 126 页。
７ 劳思光先生就坚持这种观点。劳先生指出，“盖人既应兼相爱，交相利，则自不能互为
攻伐。” 见劳思光：《新编中国哲学史》，一卷，桂林：广西师范大学出版社，2005，第
227 页。

８《墨子・非攻中》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 169 页。
９《墨子・非攻中》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 157 页。
10 参见《墨子・非攻下》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 168-169 页。
11《墨子・兼爱上》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 120-121 页。
12《墨子・鲁问》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 459 页。
13《墨子・兼爱中》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 133 页。
14 　人性如何驱恶成善是墨子诠证自己和平理想的关键一步。在《所染》篇中，墨子也曾
认真思考过这个问题。可惜的是，墨子对人性善的教化问题既没有给出一种形而上学证
明，也没有从人类学角度给出一种经验证明，他只是提供了一种示例性说明：“非独染
丝然也，国亦有染。舜染于许由、伯阳，禹染于皋陶、伯益，汤染于伊尹、仲虺，武王
染于太公、周公。此四王者所染当，故王天下，立为天下，功名蔽天地。举天下之仁义
显人，必称此四王者。夏桀染于干辛、推哆，殷纣染于崇侯、恶来，厉王染于厉公长父、
荣夷终，幽王染于傅公夷、蔡公穀。此四王者所染不当，故国残身死，为天下僇。举天
下不义辱人，必称此四王者。”（见《墨子・所染》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，
第 14 页）显然，从哲学角度看，墨子的论证缺乏足够的说服力，但对于说明问题依然
具有一定的效力。本文的目标不是处理这个问题，因此对此问题就存而不论，有待专文
论述。

15 　我把墨子的人性善理念理解为他的友爱伦理学中的一个自明性概念，主要是因为这个
被我橙子味“形而上学的阐明”。在这个关于天及天道仁义的直接说明中，墨子的论证
基于“天” 的绝对性。按照墨子的思维，作为绝对本身的天是不能也无需进行理性的质
疑与讨论的。作为源始性的本体，以它为基础直接建立的原则、原则和规范具有自明性
质，并因为这种自明性而获得使用的合法性。在笛卡尔“普遍怀疑”原则和康德“批判
哲学”不为中国入学者所熟悉的时代，虽然这种又独断意味的思维方式缺乏反思性，但
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并不缺少直接使用的自然合理性。某种意义上，这是东方传统思想重直观体悟特征之运
思传统的一个典型表现。

16《墨子・天志上》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 215 页。
17《墨子・天志中》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 234 页。
18《墨子・兼爱下》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 134 页。
19《墨子・兼爱下》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 150 页。
20《墨子・兼爱中》，方勇校注，北京：中华书局，2011 年，第 126 页。
21 　康德在《论永久和平——一个哲学策划》一文中，提出了国与国之间永久和平的六
条“临时条款”和三条“确定条款”。六条“临时条款”分别是：① “任何和约的缔结，
如果是以为了一场未来的战争而秘密地保留物资来进行的，均不应当被视为和约的缔
结。”②“任何独立自存的国家（大或小，在此都一样）均不能应当能够通过继承，交
换，购买或者馈赠而被获取。”③“常备军应该逐渐地完全废除。”④“任何国家国债均
不应当在涉及外部纠纷时举债。”⑤“任何国 家均不应当武力干涉另一个国家的宪政和
政府。”⑥“任何国家在与另一个国家作战时，均不应当容许自己采取必然使得未来和
平时的相互信任成为不可能的那些敌对行为，诸如雇佣刺客和放毒者，撕毁条约，在
敌国煽动叛乱等。”三条“确定条款”分别是：①“每个国家的公民宪法应当是共和制
的。”②“国际法权应当建立在自由国家的一种联盟制度制上。”③“世界公民法权应当
被限制在普遍友善的条件上。”这些条款表明康德在实践理性的政治运用方面，强调“一
切政治必须臣服于法权”。参见中文版《康德全集》第八卷，李秋零主编，北京：中国
人民大学出版社，2010，第 348-366 页。

22 　康德指出：“大自然是通过战争……来推动人们进行起初并不完美的种种尝试，最
终达到理性即使没有那么多痛苦经历也会告诉人们的东西，那就是：摆脱野蛮人的那
种无法则的状态进入一种各民族的联盟里，每个国家，哪怕是最小的国家，都不必靠
自己的力量活自己的法令，而只需靠联合的力量和联合意志的合法决议，就可以指
望自己的安全和权利了。”见康德：《Was ist Aufklärung?: Aufsätze zur Geschichte 
und Philosophie ( 什么是启蒙？——历史与哲学文集 )》，Jürgen Zehbe 编辑出版，
Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen,1994,P.47.

23 　在完成这篇论文之后，我在《江苏行政学院学报》读到了黄裕生教授论述康德永久和
平思想的文章，该文清晰而细致地分析了康德如何从法治角度，基于权利意识和契约意
识论证人类永久和平理想的实现。读者若是有兴趣，可以读一读这篇文章。

24 　中国哲学家冯友兰先生主张墨子致力于建立一种普遍的社会公共道德以实现普遍的社
会关怀，他指出，“墨子不仅为有主义的打仗专家，且亦进而讲治国之道，侠士之团队
中自有道德，墨子不仅实行其道德，且将此道德系统化、理论化，并欲使之普遍化，以
为一般社会之公共的道德。”见冯友兰：《原儒墨》，载《三松堂学术文集》，北京：北京
大学出版社，1981，第 325 页。
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孔子的生命主体性自觉

山东大学哲学与社会发展学院　王新春

　摘要：儒家有其独特价值视域下的生命主体性自觉。这一自觉奠定于孔子而弘阐

于后儒。仁学是孔子思想的核心，它在人的发现的时代主题下，首次以其独到的价

值视域，开显了人的生命内在价值，进而以生命主体性自觉和自我的担当，高标对

于此一价值的守护，及基于此对于人、物作为在者之在的深挚善待。孔子接续了三

代的礼乐文化大传统，这一传统的着眼点，是立足于王的角色意识之自觉，以德以

契天为价值根基，以感通天人、实现整体天下的平治为终极诉求。在此诉求下，礼

乐显用的面向是整体性的。其所面向的整体，就是天人宇宙之整体与家国天下之整

体。其所显用的基本表征，就是礼乐制度的确立；就是每一个体人生皆纳而统摄于

这一制度之下，受其规范，由其引领，陶铸、会通出一有上有下，尊卑森严，各有

其位的社会秩序，达成一各安其位，井然有致的秩序化有机社会。在上述显用的过

程中，礼乐所彰显的第一序的意涵，显然就是在构建人文化的社会制度与秩序之域

的政道与治道意涵，第二序的才是在直接关乎人的生命存在本身之存在上的人之生

活样式、生活态度、生命存在方式与气象意涵。第二序意涵为第一序意涵所统摄，

所派生。孔子的杰出贡献，首先表现在，以其鲜明的扣紧人的生命存在本身之存在

的视域和现实人生关切，将礼乐所彰显的第一序与第二序意涵作了一番序次的重大

重整，令礼乐显用的面向始于个体性而通向整体性，以整体性涵摄个体性而借个体

性稳步达成整体性。于是，礼乐所指向的首先是个体的安身立命之道，然后才是治

国平天下的政道与治道。进而孔子融旧铸新，继往开来，提出仁理合一思想系统，

指明人人皆具生命内在价值，正视自己的生命、发现、善待自己生命的内在价值的

同时，人也应进而以生命主体意识、生命主体间意识之自觉，正视并善待他人生命

的内在价值，善待他人之生命。孔子的生命主体意识，显然与文化主体意识、使命

承当意识、深挚人文情怀通而为一。这一切，皆深值我们立足于当今全球世界各民

族多元文化并存发展的格局和当代社会文化的大语境，予以积极的创造性转化，以

最大限度地开显其现代价值与未来意义。

　关键词：礼乐文化；人的发现；仁；生命主体性自觉；生命内在价值；文化主体

意识；人文情怀
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　儒家有其独特价值视域下的生命主体性自觉。这一切奠定于孔子而弘阐于后儒。

本文谨就孔子（前 551 年 - 前 479 年）的生命主体性自觉作一番粗浅的探讨。

一

　儒家的独特价值视域，及基于此的生命主体性自觉，源于先秦时期人的发现的时

代主题，奠定于孔子所作出的划时代意义的杰出贡献。

　人的发现，是西周以来的时代主题，孔子首先是这一主题的契接者。

　中华文明源远流长，积淀下了丰赡、深湛而厚重的历史文化底蕴。在此文明的早期，

夏商周三代所取得的显赫成就，已是有目共睹。而文明与文化的创造，各种成就的

取得，都与人的努力直接相关，其所或直接或间接展现抑或生动诠释着的，其中就

是人的价值和意义。但是，此等展现或诠释，与人对此的觉悟和自觉，并非同时发

生的，后者远要晚于前者。放眼中华文明之长河，后者的初步发生，已在西周初叶。

　西周取代殷商，在王朝更迭的背后，所涵蕴着的，乃是思想文化之域所发生的更

具根本性意义和深远历史影响力的重大转型。这一转型的核心，就是神学信仰的人

文化与伴随此人文化而来的具有划时代意义的人的发现的鲜明主题的初步开显。

　际此历史境遇，主要当系滥觞于祭拜神灵的巫术宗教活动的礼乐，历夏商之后，

在人的发现的时代主题下，转化为时代思想文化的基本形态，最终出现了此一形态

下的整体思想文化价值系统，成功奠定了中华作为一礼乐之邦的根基。上述系统一

反以往礼乐的基本巫术宗教神学品格，而豁然高标人文之精神。它贯通天人，立足

于天人之整体和家国天下之整体的宏大视域，以天人之沟通契合与家国天下之平治

而秩序化、和谐化为其终极核心诉求。它透过祭祀礼乐的具体仪式、活动，一则表

达了人对于天的敬畏与感恩，再则实现了天与人的感通，三则营造起独特的神圣庄

严氛围而熏染、震撼人的心灵，激发出人之来自于生命深处的对于超越性存在即天

的强烈而深沉的敬畏与感恩之情愫，进入通体纯然的敬畏与感恩的生命状态或境界。

它透过祭祀礼乐的具体仪式、活动，也表达了人们对于以德配天而创立、传承人生

德业的先王、先祖的敬畏与感恩，并借此彰显出先王、先祖所表征的人的价值以及

人们对此价值的高度自觉与肯定。而透过在世者各种场域下繁缛不紊、有章可循的

种种交往礼乐仪式、活动有节有度的具体实施，它又彰显出对于各种社会角色和充

任这些角色之人的正视，以及在此正视所许可的限域内对于充任相关角色之人的善

待；彰显出对于通体洋溢着人文精神的礼乐制度、社会秩序的敬畏与善待；彰显出

人道与天道同样的神圣与庄严。在它的有效甄陶下，天人息息相通，天地人物相连

一体，构成人的整个生活的世界。这一世界，逐步迈向礼乐化的富含人文价值意义



xiii

研究　東洋

的世界。置身于其中的人，也成为礼乐化了的人。礼乐既获得了超越性之天的根源

性意义，又获得了直接性的生命存在本身之存在上的究竟意义，化而为人上以通天、

下以贯人的基本生活样式，生活态度，生命存在方式与气象。

　对于上述历经三代乃至更为久远的历史而所建构、完善起的礼乐形态的整体思想

文化价值系统，以及由此所积淀起的礼乐文化传统，生活于春秋末页的孔子，给予

了高度评价。

　依孔子之见，礼乐是三代的时代文化心灵之所在，它大发其皇于周而跻隆盛之境：

“周监于二代，郁郁乎文哉！吾从周。”（《论语・八佾》）他以契接西周所完备起的

礼乐之统以引领现实及未来之人生，作为自己之神圣祈愿和舍我其谁般的庄严担当：

“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也。天之未丧斯

文也，匡人其如予何？”（《论语・子罕》）此所昭示的，无疑是一种鲜明的文化自觉，

彰显出孔子深挚的文化认同意识，传统认同意识。两种认同意识二而一，实则归于

一种价值认同意识。这种契接，显然不是单纯知识化的知解意义上的契接，而是一

种真切直接性的生命存在本身之存在意义上的契接。契接的落实，是面向在世之人，

切入而与人所置身于其中的整个生活的世界接通，引领、转化、提升之，并因此而

使礼乐之统获得鲜活盎然的时代生命力。这就意味着，礼乐之统不是抽象而超绝的

恒常不变之物，而是与在世之人的生存、生命，与感性鲜活的生活的世界，息息相

关的。因此相关，而令其具备了生命性和绵延力，并由此既在不同时代得以彰显一

以贯之的人文精神之常，又使其相应于不同时代获得了各呈精采的独特时代新意。

获得圆满的时代新意，意味着礼乐之统的全副新生，这才是真正意义上的契接。由

此，时的精神，成了礼乐之统的真精神。礼乐以时为贵，以契时为至。这就更进一

步透显出礼乐深厚的在生命存在本身之存在上的究竟意蕴。正是在这个意义上，孔

子称：“殷因于夏礼，所损益，可知也；周因于殷礼，所损益，可知也。其或继周者，

虽百世，可知也。”（《论语・为政》）也正是由于体认到了孔子所点醒的礼乐的这一

真精神，后儒方提炼出“礼，时为大”（《礼记・礼器》）这一经典性论断。

　上述契接，在孔子看来，关系重大，意义深远。依他之见，礼乐文化的大传统，

由先圣先王创构传承而来，已是先于后人的既定历史性存在。它在天人关系之应然，

社会人生之应然，个体生命存在方式与安身立命之应然，以及何以达成这些应然诸

方面，皆有详明而正大之开示。后人无需再从起步阶段进行一步步的艰难摸索探究，

只需将其与自己置身的时代接通，会通出时代新意，即可在上述诸方面确立价值明

觉，相当便利地落实一切，推展一切。因之，面对上述传统，后人的精神向度，自

当归于自觉认同与感恩、敬畏一途。感恩、敬畏传统，感恩、敬畏创构传承上述传

统的先圣先王，感恩、敬畏先圣先王借传统所高标的崇高、神圣价值。基于是而有
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此契接，才会在文化自觉下与先圣先王所创构传承下来的礼乐文化的大传统接通，

与以往的历史接通，并在接通的基础上，承先启后，转化礼崩乐坏之乱局，理顺现

实人生，开启整个生活的世界理想之未来。敬畏传统，重视历史，珍视传统对于现

实的范导价值，看重历史对于现实的借鉴意义，确立宏大历史长河之视域，豁显人

文历史理性意识，进而正定承先启后的历史担当，由此也成为孔子以来儒家所直接

影响塑造的中华悠久传统中的优良传统之一。这对中华文化与文明强劲坚韧生命力、

绵延力的铸就，自也发挥了重大内在作用。

二

　孔子不惟有上述的契接，而且更有深远里程碑意义上的历史性转进。

　首先，孔子着力突显了礼乐在生命存在本身之存在上的究竟意义，直面现实人生，

着眼现实生活的世界，令礼乐真切化而为人的生活样式、生活态度、生命存在方式。

　西周时期的礼乐，较之于以往的礼乐，已发生了带有质的根本性转化：以往的礼

乐，在巫术宗教的浓郁信仰氛围下，主要为鬼神而设；转化后，在人文精神的主导

下，礼乐则主要为人、为属于人的整个生活的世界而设。而前一种设，也随之化而

为后一种设所涵摄下的一个有机环节。这是礼乐精神的重大转型。基于这一转型而

所完备起的西周礼乐形态的整体思想文化价值系统，有了全副显豁的人的整个生活

的世界的面向。孔子则以自己独特的方式，强化、推进了这一面向。

　为孔子所心仪的上述西周礼乐形态的整体思想文化价值系统，如前所及，系在冷

静而深度反思、总结三代王朝更迭经验教训基础上完善而成。其着眼点，是立足于

王的角色意识之自觉，以德以契天为价值根基，以感通天人、实现整体天下的平治

为终极诉求。在此诉求下，礼乐显用的面向是整体性的。其所面向的整体，就是天

人宇宙之整体与家国天下之整体。其所显用的基本表征，就是礼乐制度的确立；就

是每一个体人生皆纳而统摄于这一制度之下，受其规范，由其引领，陶铸、会通出

一有上有下，尊卑森严，各有其位的社会秩序，达成一各安其位，井然有致的秩序

化有机社会。在上述显用的过程中，礼乐所彰显的第一序的意涵，显然就是在构建

人文化的社会制度与秩序之域的政道与治道意涵，第二序的才是在直接关乎人的生

命存在本身之存在上的人之生活样式、生活态度、生命存在方式与气象意涵。第二

序意涵为第一序意涵所统摄，所派生。孔子的杰出贡献，首先表现在，以其鲜明的

扣紧人的生命存在本身之存在的视域和现实人生关切，将礼乐所彰显的第一序与第

二序意涵作了一番序次的重大重整，令礼乐显用的面向始于个体性而通向整体性，

以整体性涵摄个体性而借个体性稳步达成整体性。于是，礼乐所指向的首先是个体
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的安身立命之道，然后才是治国平天下的政道与治道。在孔子的视域下，礼乐首先

应当化而为个体生命存在的基本方式，个体的正大安身立命之道；此一方式，此一

道，直接就关联着治国平天下之道。因此，当齐景公问政于孔子时，孔子回答：“君

君，臣臣，父父，子子。”景公听后感叹道：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，

子不子，虽有粟，吾得而食诸？”（《论语・颜渊》）依孔子之见，个体立足于各自

的礼乐化的社会人文分位，依照礼乐所内涵的人文精神对于相应分位下的角色之所

以为该角色的基本要求，正定自己的分位与角色，确立自觉的角色意识，为其所当

为，礼乐即化而为个体的安身立命之道，化而为个体现实生命的存在方式，而治国

平天下之道即内涵于、落实于其中矣。为此，孔子着力强调的，是个体基于自己礼

乐化的社会人文分位的角色意识之自觉，以及在此自觉基础上的为其所当为；他所

深恶痛绝的，则是不能正视自己的分位与角色的为其所不当为，亦即形形色色的犯

分乱礼之举。

　举凡针对于天、山川、祖先、鬼神的各种祭祀活动，举凡社会人生中的各种事务，

其承办者的资格，其承办者所宜采用的礼乐形式，皆由相应的分位与角色而得以正

定。严格据此正定而为，则个体的生存踏得实地，其生命得到终极安顿，其人生得

以在礼乐化的生存方式下，在礼乐化的人生践履过程中，顺利推展和实现。人人如

此，则个体在实现自我的同时，因每一个体皆有其特定的分位与角色，而使得这种

实现本身直接就涵具着指向于整体家国天下、整体生活的世界的人文秩序化、和谐

化的价值与意义。于是，这种实现，最终即可会通为整体家国天下、整体生活的世

界的人文秩序化、和谐化，以此而营造出礼乐尽显其用的有道之世。

　其次，孔子更进一步，高度原创性地将礼乐、礼乐之统与人的感性生命接通，为

前者寻得了人之生命内在所涵具的价值根基与资源，即仁。

　西周礼乐形态的整体思想文化价值系统，系在天命转移观念促动下，最终构建完

备所成。它的价值根基是德。而这一德，被视为皇天上帝对于人、尤其是对于王的

生命品质之应然的要求。确立此德，其终极根据，显然是外在的。孔子则在这一外

在性终极根据之外，为上述系统自人的现实生命存在本身那里找到了其内在性的根

基，从而实现了价值根据、根基由外在向内在的重大转换，以此也开启了儒家心性

论之先河。

　孔子称：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”（《论语・阳货》）又称：

“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”（《论语・八佾》）

　礼乐之为礼乐有其形式，但礼乐本身之所是却绝非单纯在于其形式，更在于透过

一定形式所符示、表达的内容。后者才是前者的灵魂之所在。偏离了后者，前者也

就丧失了它的原本之所是。而就后者言之，此所言内容指的就是人文精神，就是浸
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润人文精神的人之生命存在方式和作为整体的社会制度与秩序；更深入一层，指的

则是内在于每个人生命存在本身之中的仁。只有此仁，才是礼乐最直接、最具生命

根源性的价值根基。有此根基，礼乐才会由对于人的外在规约转而为人的生命内在

的自觉价值要求；由与人的生命存在本身有隔而相互外在，转而与人的生命存在通

为一体，进而成为人的生命内在自然而又必然的展现。如此，礼乐不仅与人的现实

生命存在本身结成了相即不离的密切关系，而且更成为人的现实生命存在的直接内

在的价值展现，直接生发物。于是面对礼乐之统，人不再是被动的接受者，而成为

直接承当者；不仅是直接承当者，而且因其涵具前者的价值根基而成为相对于前者

的主体性存在。换言之，人由此豁显出了他的礼乐文化上的生命主体性。

　再次，礼乐以仁为其内在于人的生命存在本身之中的价值根基与资源，昭示出仁

之为礼乐的真切可靠的强有力的价值支撑，进而更深入一层，成为礼乐所内涵、所

表征的核心人文价值，核心人文精神，展现于人的现实生命存在、现实生活的世界。

由此，人之生活样式、生活态度、生命存在方式与气象的礼乐化，以及整体社会制度、

社会秩序与人的整个生活的世界的礼乐化，成为第二序的化。第一序的化，则是仁

之化而为礼乐之化。仁成为问题的核心之所在。不难看出，仁这一核心人文价值与

人文精神的彰显，标志着孔子更具根本性意义的杰出贡献，那就是，人彰显为具有

内在生命价值因而本身即具有内在价值的存在，从而令西周以来人的发现的时代主

题，获得了全新的深刻内涵，跨出了具有里程碑意义的实质性大步。基于此一大步

的跨出，孔子指出，人当正视自己的生命，发现自己生命本身所固有的价值，善待

自己生命的内在价值，善待自己的生命。这种善待，引出了孔子为己之学的价值理念。

　尤有进者，依孔子之见，既然人人皆具生命内在价值，正视自己的生命、发现自

己生命本身所固有的内在价值、善待自己生命的内在价值、善待自己的生命的同时，

也应进而正视并善待他人生命的内在价值，善待他人之生命。

　不难发现，在孔子的价值视域下，自我非孤立性存在，自我之在，上以通天，下

以接所有的天地人物。自我即是如此地与天地人物相连一体，以此而在，以此而实

现着人生的一切。

三

　孔子之后，具有强烈家国天下之情怀与整体天人之关切的儒家，自先秦时代起，

就在一种有别于其他家派的生命与文化的哲学诠释学进路下，渐次确立起自身涵纳

天人、贯通古今、放眼未来的哲学天人之学。这一天人之学，成了儒家整体哲学文

化价值系统终始一贯的超越性终极学理根基，由此随着历史长河的演进，置身不同
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历史文化语境下的儒家，接续彰显着其日新不已的生命主体性自觉。

　孔子及后世儒者，充分彰显了人乃至物本身的内在价值。他们以生命主体性自觉

和自我的担当，高标对于此一价值的守护，及基于此对于人物作为在者之在的深挚

善待。为后儒程度不同地弘扬的孔子的生命主体意识，显然与文化主体意识、使命

承当意识、深挚人文情怀通而为一。这一切，皆深值我们立足于当今全球世界各民

族多元文化并存发展的格局和当代社会文化的大语境，予以积极的创造性转化，以

最大限度地开显其现代价值与未来意义。
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佛教和平思想与可持续发展

山东大学犹太教与跨宗教研究中心 山东大学哲学与社会发展学院　牛建科

　摘要 : 崇尚和平是人类一直追求的目标，也是佛教的终极诉求，在当今语境下，

也是我们人类社会获得可持续发展的内在要求。我们认为，可持续发展的本质内涵

至少应该包含人与人之间（当代人之间以及当代人与后代人之间）的和平共处以及

人与自然之间的和谐统一两个逻辑层次。佛教的“护生”概念涉及到了人与人的关系，

人与自然的关系，在本质上是对生命的尊重和珍爱，是对任何形式暴力的拒斥和反

对。因此，从护生的维度解读佛教和平思想与可持续发展的关系无疑是一个切合实

际的选择。在佛教的和平思想中，“护生”与“戒杀”构成了一种善行的两个方面“戒

杀是方便，护生始为究竟也。”“护生”概念所体现的和平思想既是对人类生命的尊

重，又是对动植物生命的尊重，甚至对构成世界基础的“四大”——地水火风也表

现出尊重、敬畏的心态。这种和平思想与当代和平学所主张的“积极和平”具有相

通之处，甚至具有更深刻的形上意义，无疑可以构成我们保护生态环境的精神价值

基础。我们应当将佛教昭示给我们的和平思想看作一种生活的技术或者智慧，从而

与我们的物质生活紧密的结合在一起，成为我们物质生活的重要支撑，成为我们应

对可持续发展问题的一个重要的价值坐标。

　关键词 : 佛教；和平；护生；戒杀；可持续发展

一、和平与可持续发展

　崇尚和平是人类一直追求的目标，也是佛教的终极诉求，在当今语境下，也是我

们人类社会获得可持续发展的内在要求。正如世界环境与发展委员会在《我们共同

的未来》报告中所指出的，“可持续发展是既满足当代人的需要，又不对后代人满

足其需要的能力构成危害的发展。”①

　我们认为，可持续发展的本质内涵至少应该具有以下两个逻辑层次。

　（一）人与人之间：和平共处

　根据《我们共同的未来》对“可持续发展”的定义，我们认为，在满足人的“需

要”的层面上，既要关注“当代人”的利益，又不能忽视“后代人”的权利，只有

在“当代人”与“后代人”的需求上形成良性关系，人类才能“可持续发展”。这
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种良性关系应该是人与人之间（当代人之间以及当代人与后代人之间）的和平共处，

这种和平共处应该体现在两个方面：一方面体现的是公平性原则，这里所谓的公平

性指的是机会选择的平等性。从横向来说，是指当代人之间的公平（所谓“代内公

平”，即在公平基础上的和平共处）；从纵向来说，是指当代人与后代人之间的公平（所

谓“代际公平”，即在公平基础上的和平相约）。这种“和平相约”是当代人对后代

人的庄严承诺，当代人要承认，未来各代人与当代人一样，具有提出他们对资源与

环境需求的神圣权利，各代人都应有同样选择的机会空间。另一方面，和平共处体

现在对冲突、战争（尤其是核战争）的反对上：“在所有威胁人类环境的危险因素中，

核战争的可能性或规模小于核战争但使用大规模毁灭性武器的军事冲突，无疑是最

严重的。和平和安全问题的某些方面与可持续发展的概念是直接有关的。实际上，

它们是可持续发展的核心。”②只有远离冲突和战争，才能谈得上人类的和平共处。

到目前为止，局部性的冲突和战争还时有发生，但人类要想可持续发展，和平和安

全就应成为我们首要的需求。

　（二）人与自然之间：和谐统一

　《我们共同的未来》报告指出：“从广义来说，可持续发展战略旨在促进人类之间

以及人类与自然之间的和谐。”③ 1992 年联合国环境与发展大会通过的《里约宣言》

指出：“人类处于普受关注的可持续发展问题的中心。他们应享有以与自然相和谐

的方式过健康的而富有生产成果的生活的权利。”④因此，人与自然之间的和谐统一，

乃是可持续发展的题中应有之义，人类只有与自然之间保持一种互惠共生的关系，

才能实现可持续发展。

　总之，和平与安全问题实际上是可持续发展的核心。当代人之间的和平共处，当

代人与后代人之间的和平相约以及人与自然的和谐统一，是保证我们人类社会获得

可持续发展的前提和基础，甚至可以说，没有和平就没有发展，没有和谐就没有发

展！而和平、和谐环境的产生和维护，除了政治制度、法律法规的保障外，还需要

精神价值的支撑。佛教的和平思想可以为当今和平、和谐社会的构建提供重要的精

神支撑，同时也可以成为可持续发展重要的精神价值支撑。

二、佛教的和平思想

　（一）关于“和平”概念的理解

　事实上，不同文化对“和平”概念的理解有着种种细微的差别，如在拉丁语中，

Pax 是指一个协定 , 其中暗含有契约的因素 ；阿拉伯语中，Sala’m 则表示与正义 /

秩序 / 遵循真主正确指引相连的和平 ；希伯来语中，Shalom 则有统一、完整、和
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谐的涵义——合而不同。除了消除战争外还包括所有具有创造性的人类力量不断增

长的观念；梵文中，Shanti 则指的是从容镇静 ,无念 ,梵我不二 ,无相 ,自我修行；

中文里，Heping 则是内外和谐，稳定有序的意思。⑤而英语中的 peace（和平）一

词则是来源于拉丁语的Pax或 Pacem，peace含有安静的意思，这与梵文的Shanti（或

sannti）意思相通。被国际学术界称为“和平学之父”的挪威政治学家和社会学家

约翰・加尔通（Johan Galtung）则认为，和平 =积极和平 +结构和平 +文化和平，

从更加广阔的视野提醒了人们对和平内涵的认知。早期的和平学者认为，和平就是

战争的不在场，将战争看作和平的对立概念，约翰・加尔通将“暴力”引入和平研

究领域，将暴力也看作与和平对立的概念，并且认为，和平就是“所有形式的暴力

的缺失或减少”。⑥他把没有战争、没有暴力，建立在平等、公正基础上相互理解

与合作的状态视为积极和平，而把传统的无战争状态视为消极和平。这就意味着“除

了战争的缺失外，和平还应该包括积极的生活价值和平等、公正的社会结构的确立。

或者说，是人们的生存权利和自我实现的机会能得到充分保障的状态。”⑦ 

　总之，“和平”应该是一个广义的概念，且因地域或文化的不同而有着细微的区

别。但是，不管是传统上对和平概念的理解，还是当代和平学对和平概念的重新诠

释，“我们可以发现在对和平概念的不同阐释中所包含的一些核心要素 ：战争和身

体暴力的消除；人类潜能实现和我们创造性力量增长的必要条件；人类和谐的必要

条件；与万物和谐统一内心平静的必要条件。”⑧和平概念所包含的这些核心要素，

是我们运用和阐释和平概念的基本标准。

　（二）“护生”与和平

　在佛教的教义和戒律中，包含有丰富的和平思想。限于篇幅，本文不拟对其展开

全面的阐述，只打算从“护生”的维度，在揭示佛教和平思想本质的同时，阐释佛

教和平思想与可持续发展的关系。

　受画家丰子恺《护生画集》（共 6册，1927-1973）和中国政法大学出版社“护生文丛”

（共 8册）之启迪，笔者欲从“护生”的角度来探讨佛教和平思想与可持续发展的关系。

“护生文丛”之“总序”指出，“护生文丛”有三层含义：其一，“护生”二字表明

了爱护动物、尊重生命这一伟大传统的深厚与久远。其二，护生“是一种伟大的情

怀，一种责任意识和超越个体乃至物种之私的善”。其三，护生“二字首先让人想

到佛教的教义，想到佛陀的慈悲胸怀。”⑨丰子恺在《护生画集》“第三集序”中指出：

“护生者，护心也。”⑩另外，学者们或认为“保护各种动物而不使被害，即是护生。” 

⑪或认为护生就是“尊重生命。……因此，伤害或剥夺生命的任何思想与行为，应

予制止或应被谴责。”⑫

　从上可以看出，“护生”概念涉及到了人与人的关系，人与自然的关系，在本
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质上是对生命的尊重和珍爱，是对任何形式暴力的拒斥和反对。正如有人所指出

的 ,“‘护生即护心’思想，更让人得以重新审观一番人与自然的关系。”⑬ “盖所

谓护生者，即护心也；亦即维护人生之趋向于和平安宁之大道，纠正其偏向于恶

性之发展及暴力恣意之纵横也。”⑭从我们对可持续发展内涵的逻辑分析也可得知，

处理好人与人之间的关系（代内和代际）以及人与自然的关系，是我们人类获得可

持续发展的基本保证。因此，从护生的维度解读佛教和平思想与可持续发展的关系

无疑是一个切合实际的选择。

　正如有的学者所指出的：“和平是生命的和平。和平无论意味着战争的停息、冲

突的融合、寰宇的协调，还是内在的安稳、精神的和悦与身体的安康，生命始终是

主题，对生命的尊重，是和平的核心内涵。”⑮尊重生命、珍爱生命几乎是所有古

老宗教的价值追求。在佛教的和平思想中，“护生”与“戒杀”构成了一种善行的

两个方面“戒杀是方便，护生始为究竟也。”⑯在佛教的戒律中，无论是五戒、十戒，

还是比丘二百五十戒、菩萨戒，都是以不杀为首戒。《佛说十善戒经》说：“当行大

慈心，奉持不杀戒”；《大般涅槃经》说：“迦叶！我从今日制诸弟子，不得复食一

切肉也。迦叶！其食肉者，若行、若住、若坐、若卧，一切众生闻其肉气，悉生恐

怖。譬如有人近师子（即狮子——引注）已，众人见之闻师子臭，亦生恐怖。……

一切现肉⑰悉不应食，食者得罪。我今唱是断肉之制。”龙树《大智度论》说：“于

一切众生慈心等视，乃至蚁子亦不夺命，何况杀人！”佛教强调戒杀，实际上隐含

着大慈大悲的佛法，慈悲是我们理解佛教戒律的基石。同时，佛教戒杀生，强调护生、

放生，除却当初印度具体的社会背景的因素外，还与其缘起观有着密切关系。正如

佛陀经常运用的偈颂“此生故彼生，此灭故彼灭，此有故彼有，此无故彼无”所表

达的一样，佛教的缘起观本质上是一种普遍联系的思想，也就是说，宇宙万有的产

生都是由各种不同关系结合而成的，离开了各种相互联系的关系，事物将不能产生，

且亦不复存在。这就是所谓的“诸法因缘生”。这从本体上表达了人与人、人与万

物的一致性、平等性和共生性，也就是说，我们人类的存在既是一种你我他的共同

存在，更离不开人之外万物的存在，暗含了人与人、人与自然之间的和谐统一。同时，

佛教强调戒杀也与其轮回观有关，正如《梵网经菩萨戒本》（或称《梵网菩萨戒经》）

所说：“以慈心故，行放生业。一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从

之受生；故六道众生皆是我父母。而杀而食者，即杀我父母，亦杀我故身。一切地

水是我先身，一切火风是我本体；故常行放生。生生受生，常住之法，教人放生。” 

因此，佛教的缘起观和轮回观所表达的和平思想也蕴含着生态保护的思想因素，因

此对当下的生态及环境保护无疑有积极的促进作用。

　佛教文献中不仅表达了人与自然的相互依存关系，而且也有因意识到某些物种即
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将灭绝而带来的对地球的惋惜。南传《大藏经》中说道：“回来吧，哦，老虎！回

到树林中来吧，让森林不要被夷为平地。若没有你，斧头会将它削平。若没有了树

林，我们将永远无家可归！”⑱这些都体现了佛教对生命的珍视，对自然的保护理念。

　总之，佛教是戒杀之教，是尊重生命、注重和平之教。正如“护生”概念所体现

的和平思想既是对人类生命的尊重，又是对动植物生命的尊重，甚至对构成世界基

础的“四大”——地水火风也表现出尊重、敬畏的心态。这种和平思想与当代和平

学所主张的“积极和平”具有相通之处，甚至具有更深刻的形上意义，无疑可以构

成我们保护生态环境的精神价值基础。

三、小结

　可持续发展所面临的最大难题是生态危机问题，而生态危机问题不仅仅是环境

保护、动物保护问题，本质上是我们人类的生存方式问题，这就涉及到了我们的

世界观和价值观问题，正如有的学者所指出的，“如果近代启蒙心态所导致的人类

中心主义的世界观无法获得根本的扭转，人类的生存方式和相处之道不能由‘客

体的集合’（a collection of objects）转化为‘主体的团聚’（a communion of 

subjects），那么，生态危机的问题就势必无法获得根本性的解决。”⑲依笔者的理解，

人类的生存方式和相处之道由“客体的集合”（a collection of objects）向“主

体的团聚”（a communion of subjects）转化的关键，除了当代人之间外，还要考

虑到“代际”的主体性团聚，这就是上文所提到的当代人与后代人的“和平相约”，

再就是基于自身所具有的内在价值的人与自然之间的和谐统一。正如我们通过对“护

生”概念的分析所要揭示的那样，人与人之间的疏离，人与自然之间的分离，总之，

人类物质生活与精神生活之间的失衡，是造成我们所面临的生存困境的重要原因之

一。在当今之语境下，在面临可持续发展问题时，我们应当重新审视传统宗教的有

益资源，不是“将宗教从生活的技术方面隔离开来”⑳，而是应当将宗教，尤其是

将佛教昭示给我们的和平思想看作一种生活的技术或者智慧，从而与我们的物质生

活紧密的结合在一起，成为我们物质生活的重要支撑，成为我们应对可持续发展问

题的一个重要的价值坐标。只有这样，我们才能悟解“护生即是护心”所蕴含的深

刻道理，才能在解决可持续发展问题上获得良多启示并有所成效。而这正是笔者所

殷切期盼的！
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《哀王孙》“朔方健儿”的学术史考察

　　　　　　　　　山东大学儒学高等研究院教授　宋开玉

　　　　　　　　　　　　　河北大学文学院教授　孙微

　摘要 : 爆发于唐玄宗天宝十四载（755）十二月的安史之乱，经玄宗、肃宗、代

宗三朝，至唐代宗广德元年（763）二月结束，历时 8年。它给人民带来了沉重的灾难，

也是大唐帝国由盛而衰的转折点。诗人杜甫身经这次战争的整个过程，他的人生命

运与安史之乱息息相关。战争初期，他身陷被叛军占据的长安城中，亲眼见证了安

史叛军攻陷京师长安，烧杀掳掠的罪恶行径，写下《哀江头》、《哀王孙》等诗作。《哀

王孙》一诗是对安史叛军暴行的真实记载，让我们可以从中看到战争的残酷与血腥。

　而对《哀王孙》诗“朔方健儿好身手，昔何勇锐今何愚”句中的“朔方健儿”所指，

旧注一般认为是指哥舒翰所领导的朔方军，而“昔何勇锐今何愚”则被认为是指哥

舒翰所率唐军在潼关战败之事。实际上哥舒翰从未作过朔方军首领，潼关之战中的

唐军主力亦非朔方军。清代金圣叹、何焯等认为“朔方健儿”是针对安史叛军而言，“昔

何勇锐今何愚”是说叛军专务劫掠，勇锐已尽。其说近是。熟稔唐史的陈寅恪先生

则进一步考知“朔方健儿”乃是原来隶属于朔方军的同罗部落，其部众为安禄山袭

取，后附逆参与了安史之乱，因此杜诗此句的原意是慨叹同罗部落叛唐从逆之短视

与愚蠢。

　关键词：杜甫；《哀王孙》；朔方健儿；同罗；金圣叹；何焯；陈寅恪

　战争是人类发动的非人道的行为，它所能带给人类的只有杀戮和社会灾难。

　爆发于唐玄宗天宝十四载（755）十二月的安史之乱，经玄宗、肃宗、代宗三朝，

至唐代宗广德元年（763）二月结束，历时 8年。安史之乱给人民带来了沉重的灾难，

也是大唐帝国由盛而衰的转折点。

　诗人杜甫身经这次战争的整个过程，可以说，他的人生命运与安史之乱息息相关。

战争初期，他身陷被叛军占据的长安城中，亲眼见证了安史叛军烧杀掳掠的凶恶行

径，写下《哀江头》、《哀王孙》等诗作，都是历来为人们所传诵的名篇。其《哀王

孙》诗曰：

　　 　长安城头头白乌，夜飞延秋门上呼。又向人家啄大屋，屋底达官走避胡。金

鞭折断九马死。骨肉不得同驰驱。腰下宝玦青珊瑚，可怜王孙泣路隅。问之不
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肯道姓名，但道困苦乞为奴。已经百日窜荆棘，身上无有完肌肤。高帝子孙尽

隆准，龙种自与常人殊。豺狼在邑龙在野，王孙善保千金躯。不敢长语临交衢，

且为王孙立斯须。昨夜东风吹血腥，东来橐驼满旧都。朔方健儿好身手，昔何

勇锐今何愚。窃闻天子已传位，圣德北服南单于。花门剺面请雪耻，慎勿出口

他人狙。哀哉王孙慎勿疏，五陵佳气无时无。

这是战争的真实写照。据《资治通鉴》卷二百一十八《唐肃宗至德元年》载，天宝

十五载（是年七月肃宗即位，改元至德）六月九日，安史叛军攻破潼关，京师长安

大骇，玄宗谋奔蜀。十二日凌晨，唐玄宗独与杨贵妃姊妹、皇子、妃、公主、皇孙、

杨国忠及亲近宦官、宫人逃出延秋门，其诸亲王、妃、公主、皇孙之在宫外者，皆

被弃留长安。长安沦陷后，七月十五日，安禄山令叛将孙孝哲杀害霍国公主及王妃、

驸马等八十余人，又杀害皇孙及郡、县主二十余人，皇亲国戚荼毒殆尽。王侯将相

随从玄宗逃往蜀郡者，其遗留在长安的亲属，即使尚幼在婴孩襁褓之中，也不免于

刑戮。被刑者挖心剔首析肢，流血满街衢，手段极其残忍。时杜甫身陷贼中，亲见

安史叛军杀伐之肆无忌惮，也得见幸存王孙苟且偷生之惨状，有感而作此诗。

　这么一首控诉战争罪恶的诗篇，在某些诗句的理解上，历来存在着分歧，诗中“昨

夜东风吹血腥，东来橐驼满旧都。朔方健儿好身手，昔何勇锐今何愚”几句所指究

竟为何，历代注家的解释就颇存疑问。

一、旧注对“东来橐驼满旧都”的解释

　关于诗中“昨夜东风吹血腥，东来橐驼满旧都”二句所指，旧注或以为是指安禄

山派出的运送长安珍宝至其老巢范阳的驼队，或者认为是安史叛军攻陷东都洛阳后，

劫掠东都珍宝，橐驼盛载，运来西京长安，故曰“东来橐驼满旧都”。宋郭知达《九

家集注杜诗》卷二载王洙引师古曰：“《史思明传》：禄山陷两京，以驼运御府珍宝

于范阳，不知纪极。”同引宋鲍彪曰：“东来橐驼，谓贼自东都进也。旧都谓长安。” ①

宋代注本大多尚能两存其说，如佚名《分门集注杜工部诗》卷九、黄鹤《黄氏补千

家集注杜工部诗史》卷二、徐居仁《集千家注分类杜工部诗》卷八，但后代的注本

如元佚名《集千家注杜工部诗集》卷三、清仇兆鳌《杜诗详注》卷四、杨伦《杜诗

镜铨》卷三等大多只存师古之说。今人则皆用师古之说，如冯至等《杜甫诗选》云：“当

时胡人在长安劫掠财宝，用橐驼载往范阳，络绎不绝。”②张忠纲等《新译杜甫诗选》

云：“安禄山陷两京，常以骆驼运御府珍宝至范阳老巢。范阳在长安以东，故云‘东

来橐驼’。”③
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二、旧注对“朔方健儿”的解释

　本诗中，对“朔方健儿”如何理解是读懂本诗的关键点之一。佚名《分门集注杜

工部诗》卷九引师曰：“哥舒翰领朔方兵，守潼关，一日为贼所败，如入无人之境。

昔御吐蕃称精兵，今何败北，皆归于贼，故云云。”④黄鹤《黄氏补千家集注杜工

部诗史》卷二、元佚名《集千家注杜工部诗集》卷三皆承其说，直至明清注家如钱

谦益、仇兆鳌等皆如此，钱谦益曰：“哥舒翰将河陇朔方兵及蕃兵共二十万拒贼，

败绩于潼关。”⑤可见师氏等旧注均认为“朔方健儿”是指哥舒翰的朔方军，故而“昔

何勇锐今何愚”也就被相应地理解为哥舒翰的潼关之败。那么关于“朔方健儿”与

上面“东风吹血”之间是什么关系，旧注却并未予以说明。若按照师氏等旧注这种

解释，这四句诗就变得忽而说叛军，忽而又说哥舒翰，语序颇为突兀跳跃，不禁让

人会产生这样的疑问：诗人在安慰王孙之时怎么会突然提及哥舒翰的潼关之败呢？

况且若将“朔方健儿”理解成哥舒翰的朔方军，则“昔何勇锐今何愚”一句就变成

了哀叹，这与诗人安慰王孙的本意不就矛盾了吗？然而由于师氏等旧注的巨大影响

力，宋代以来说诗者多承其说，如宋张戒《岁寒堂诗话》卷下云：“朔方健儿非不

好身手，而昔何勇锐今何愚，不能抗贼，使宗室子孙，狼狈至此极也？”⑥此后朱

鹤龄、仇兆鳌、吴瞻泰、浦起龙、杨伦等注家均未加考辨地沿袭了这种说法。如仇

兆鳌曰：“‘昨夜’四句，禄山猖獗，而恨哥舒之失计。”⑦浦起龙《读杜心解》曰：

“‘东风’、‘橐驼’，惕以贼形也。‘健儿’、‘何愚’，追慨失守也。”⑧

　师氏等旧注不仅影响了后代的杜诗注者，也影响了后代的文学家对于唐代这段史

实的认识。元杨维桢《花门行》记其事，有“跳梁河陇翻九土，惊呼夜半呼延秋。

朔方健儿袖双手，战马伤春舞杨柳。当时天骄不借兵，渭阙黄旗仆来久”⑨之语，

明梅鼎祚《玉合记》传奇第二十二曲《西幸》也说：“长安与东都，只隔潼关。有

哥舒翰领着朔方健儿，料他没事么。……朔方兵马镇潼关。一夜胡笳吹散。闪将河

陇旌旗遍。”⑩可见这些文学作品也是把“朔方健儿”看成哥舒翰统领的朔方军。

　但是杜甫安慰落难王孙时为什么要与他先说敌人正在运送皇都珍宝以及去年哥舒

翰兵败之事呢？这些事显然并不能给这个落难王孙以任何国家复兴、皇族重振的希

望和安慰。对此，明末王嗣奭的《杜臆》这样分析道：“不敢长语，又立斯须，所

欲语者，太子传位，北虏报效事，而先插入‘东风吹血’等语，盖以足‘善保金躯’

之意。而文势迂回，不致浅促，此局阵之妙。‘慎勿出口’，又致丁宁，盖因贼势方

盛，根‘吹血腥’来。”又曰：“通篇哀痛顾惜，潦倒淋漓，似乱似整，断而复续。”⑪

可见，王嗣奭也已经注意到“东风吹血”等四句诗的突兀难解，他于是从章法布
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局和文势的角度试图进行解释，但是既然“贼势方盛”，又如何能教王孙“善保金

躯”？这二者之间到底有何关联呢？遗憾的是王嗣奭并未能真正圆满地解释这种矛

盾，故其说仍难以令人信服。当代杜诗学界的多数学者对“昨夜东风”以下四句的

突兀性仍然习焉不察，其注释大都延续着师氏以来传统的解释，甚至未加任何怀疑。

如陈贻焮先生《杜甫评传》中指出，“朔方健儿”二句表明“他批评了哥舒翰将河

陇朔方兵拒贼败绩于潼关”。⑫张忠纲等《新译杜甫诗选》云：“朔方健儿，指哥舒

翰军。禄山反，玄宗命哥舒翰为太子先锋兵马元帅，领河、陇、朔方、奴剌等十二

部兵二十万守潼关，一日为贼所败，翰亦被执而降贼。昔翰率军御吐蕃号称天下精

兵，今却一败涂地，全军覆没，故曰‘昔何勇锐今何愚’。”⑬应该说这种认识和理

解对诗意的连贯性方面是麻木的，这都是由于轻信旧注、受到旧注的蒙蔽所致。更

有甚者，吕思勉先生则将此诗“朔方健儿”所指又从哥舒翰转移到了朔方军将领郭

子仪、李光弼身上，他说：“然则朔方之兵力，实非范阳之敌，所以然者，侈为之也。

……杜陵之诗曰 ：‘朔方健儿好身手，昔何勇锐今何愚’，岂无故哉？”⑭这种解释

虽能避免旧注所持哥舒翰说存在的问题，但将“朔方健儿”坐实为郭、李，万难切

合诗中的情境。试想当此性命攸关、间不容发之际，诗人怎么能向落难王孙絮絮叨

叨地说起朔方军将领们生活奢侈这样毫不相干的事呢？由此可见，厘清诗中“朔方

健儿”与“朔方军”之间的关系，已经成为正确理解诗意的关键问题。

三、“昔何勇锐今何愚”说的不是哥舒翰的潼关之败

　其实以师氏为代表的注家，将“朔方健儿”说成是哥舒翰领导的朔方军是一种想

当然。考史实，哥舒翰在安史之乱前身兼河西、陇右节度使，长期统兵河陇，虽在

某些战役中（如石堡城之战）时曾指挥过增援的朔方军一部，但却从未做过朔方军

节度使。斯时的朔方节度使是安思顺，安思顺与安禄山为堂兄弟，与哥舒翰素不相

能。天宝十五载二月，哥舒翰诬指安思顺潜通安禄山，安思顺遂被玄宗赐死，制造

了一桩冤案，其事详见《旧唐书・王思礼传》。同样，杜诗注家们将“昔何勇锐今

何愚”理解成哥舒翰的潼关之败，也违背了基本史实。安史乱初起之时，玄宗命哥

舒翰抱病出守潼关。对于当时潼关守军的组成，《旧唐书・哥舒翰传》曰：“河、陇、

朔方及蕃兵与高仙芝旧卒，共二十万，拒贼于潼关。”⑮《安禄山事迹》曰：“以河

西、陇右节度使、平西王哥舒翰为副元帅，领河、陇诸蕃部落奴剌、颉、跌、朱耶、

契苾、浑、蹛林、奚结、沙陀、蓬子、处蛮、吐谷浑、思结等一十三部落，督蕃汉

兵二十一万八千人，镇于潼关。”⑯在以上两种文献中，《旧唐书・哥舒翰传》中提

到了哥舒翰的潼关守军中确有朔方军，而《安禄山事迹》中没有提及。又据《旧唐
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书・高仙芝传》：“（天宝十四载十一月）仙芝领飞骑、彍骑及朔方、河西、陇右应

赴京兵马，并召募关辅五万人，继封常清出潼关进讨。”⑰可见包括朔方军在内的

诸镇兵马，当时都曾分兵赴京讨逆。在封常清、高仙芝退守潼关被杀以后，这支赴

京的朔方军转由哥舒翰指挥。因此出现在潼关的所谓朔方军，只是朔方军之一部。

据史料可知，守卫潼关的主力乃是河、陇镇兵及其所属诸蕃部落，多为哥舒翰之旧

部。而当时郭子仪、李光弼统率之朔方军主力，已经深入河北，正与叛军鏖战于井

陉、常山一带。⑱据《旧唐书・玄宗本纪下》载： “（天宝十五载）二月丙戌，李光弼、

郭子仪将兵东出井陉，与贼将史思明战，大破之，进取郡县十余。”“（六月）庚寅，

哥舒翰将兵八万与贼将崔乾佑战于灵宝西原，官军大败，死者十六七。其日，李光

弼与贼将史思明战于常山东嘉山，大破之，斩获数万计。”⑲所以旧注将“朔方健儿”

想当然地理解成“朔方军”，并由朔方军又进一步联及哥舒翰和潼关之败，实属大谬，

是注释者望文生义、不求甚解的产物。即使退一步来讲，哥舒翰军在潼关的失败也

不能说成是由于将士的愚蠢造成的。潼关之战失败的主要原因乃是由于不扼守险要、

仓促出师所导致的。关于这一点，杜甫《潼关吏》所云“胡来但自守，岂复忧西都”，

说的已经很清楚了。虽然他在诗中不敢直接指斥玄宗的昏庸促战，只是笼统地说“慎

勿学哥舒”，但杜甫非常清楚这场战役失败的主要原因在于高层决策者的失误，特

别是由于玄宗昏庸，听信了杨国忠的谗言，不断督促哥舒翰出战而致败。杜甫显然

不认为哥舒翰所属的部下是愚蠢的，也万不会将潼关之败的责任归之于守卫潼关的

将士，且不管这些守关将士是否属于朔方军。师氏认为“昔何勇锐今何愚”是说潼

关守军“昔御吐蕃称精兵，今何败北，皆归于贼，故云云”，而杜甫《潼关吏》云：

“潼关百万师，残害为异物”，既然杜甫认为潼关守军都已经战死，又怎么谈得上还

存在一个由“勇锐”到“愚”的转变过程呢？所以《哀王孙》中“朔方健儿好身手，

昔何勇锐今何愚”说的并不是哥舒翰潼关战败之事，这种谬见最早是由宋人师氏提

出的，此后历代的杜诗注释者对此说均未能详查，乃对其说沿袭株守，致使谬种流

传，遗误至今。

四、清初金圣叹、何焯曾另出新解，认为“朔方健儿”系指安史叛军

　清初的金圣叹（1608—1661）已经注意到旧注所释“东风吹血”数句在语意上的

不畅，于是他在《杜诗解》中作出了新的解释：“此一解说贼无大志也。唱乱健儿，

久闻好手，乘势席卷，猝亦难制。今却有绝好消息：昨夜风吹血腥，却是橐驼东来，

驮载所劫珍宝。志既在此，勇锐尽矣！此一快闻也。”⑳金圣叹认为诗中所谓“东

来橐驼”之事，是说敌人忙着运送所劫珍宝之事，从中可以看出敌人并无大志，即
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将溃败，杜甫的目的是以此来安慰王孙，让他继续忍耐和等待。应该说金圣叹的解

释虽是在师氏旧注的基础上进行的，但对于“朔方健儿好身手”二句的解释却已经

突破了旧注所持之哥舒翰说，对诗意的把握比师氏等更为深入细致。因为金圣叹此

说巧妙地解决了“昨夜东风吹血腥”二句安插在这里的必要性问题，也切合杜甫《哀

王孙》安慰王孙的语意，但是他并未解释如何将“朔方健儿”理解为安史叛军的原

委。大概金圣叹只是出于解诗的直觉，且在串解中无暇详细申说，故其论仍显单薄。

比如将“昔何勇锐今何愚”理解为“勇锐尽矣”，金圣叹就只是阐释了“勇锐”，却

完全忽略了对“愚”字内涵的解读，人们不禁要追问，勇锐尽失的叛军应该以“怯懦”

称之，诗人为何要冠以“愚”字？他们究竟“愚”在何处呢？然而不管怎样，应该

说金圣叹这种解释毕竟使得诗歌上下文之间的语意贯畅，是《哀王孙》诗意解读史

上的一个突破。

　与金圣叹一样对旧注关于“朔方健儿”的解释提出异议的是何焯（1661—1722），

何氏生于金氏之后，我们不知他是否受到金圣叹的影响，他所作的《义门读书记》

卷五十一至卷五十六专论杜甫诗，卷五十一云：“朔方健儿好身手，此朔方谓幽燕，

非朔方军也。”㉑何焯也是把“朔方健儿”看成安史叛军的一部分。可惜的是，何

氏也没有详细的论述，更可惜的是，后人对金氏、何氏的此番用心一直未能充分地

理解和体察。

五、陈寅恪先生提出“朔方健儿”应指同罗部落士兵

　1953 年，陈寅恪先生对《哀王孙》中“朔方健儿”所指提出了质疑，其《书杜

少陵哀王孙诗后》云 ：“杜少陵《哀王孙》诗为世人所习诵，自来笺释之者众且详

矣，何待今日不学无术、老而健忘者之饶舌耶？ 然于家塾教稚女诵此诗，至‘朔

方健儿好身手，昔何勇锐今何愚’之句，则瞠目结舌，不能下一语，而思别求一新

解。”陈寅恪先生在家中教稚女读杜诗时发现，“朔方健儿”数句在解释上存在的问题，

于是想寻求更为通达之解。凭借他对唐史的熟稔，他考出诗中的“朔方健儿”应是

指同罗部落而言，其曰：“然则‘朔方健儿’一词，果何所指耶？鄙意实指同罗部

落而言也。何以得知‘朔方健儿’之名乃指同罗部落者？因同罗部落本属于朔方军，

安禄山诱害其酋长阿布思，袭取其兵卒，而此种兵卒，后遂成为禄山所统军队之主

力者也。”㉒又曰 ：“同罗、仆骨及回纥种类甚相近，其勇健善斗，为中国当时东方

及北方诸外族所最畏惮者。此三种族所居之地，或直隶于朔方军，或与朔方军政区

相邻近，概可称为与朔方军关系密切之外族也。安禄山虽久蓄异谋，然不得同罗部

落为其军队主力，恐亦未敢遽发大难。盖禄山当日所最畏忌者，为朔方军。同罗部
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落乃朔方军武力之重要部分，既得袭取此部落以为己用，更可为所欲为矣。……鄙

意‘昨夜东风吹血腥，东来橐驼满旧都’二句，与‘朔方健儿好身手，昔何勇锐今

何愚’二句，应是同咏一事，不可分为两截。盖同罗部落，其初入长安时，必与骆

驼队群偕来，故少陵牵连及之。同罗昔日本是朔方军劲旅，今则反复变叛，自取败

亡，诚可谓大愚者也。”㉓陈寅恪指出，同罗部落原属朔方军，安禄山诱害其首领

阿布思后，收取其兵卒，作为其精锐部队“曳落河”之一部。此后同罗士兵遂屡为

安史之徒摧锋陷阵，充当鹰犬。而安史之乱前，同罗在阿布思统率下隶属于朔方军，

一直是唐军的一支生力军。故杜诗“昔何勇锐今何愚”之语，是针对这支胡族军事

力量前后顺逆变化发出的慨叹。如果我们再连同金圣叹“志既在此，勇锐尽矣，此

一快闻”的解释，就可以体会出诗人一方面是将敌人无心恋战的消息传递给落难王

孙以安慰之，另一方面对同罗这个贪婪部族附逆叛唐的短视行为也同时表示了不解

和愤慨。这样一来，“昨夜东风吹血腥，东来橐驼满旧都。朔方健儿好身手，昔何

勇锐今何愚”四句说的都是同罗叛军，诗人看见同罗部族以大批橐驼携其所劫财物

调防长安，在讽其贪婪的同时，又进一步断言，此辈必无心久战，安慰王孙忍死以

待其变，这种解释比之旧注将“朔方健儿”解作哥舒翰军之说无疑更为贯畅和贴切。

陈寅恪先生又进一步申述曰：“此四句应与下文‘窃闻天子已传位，圣德北服南单于。

花门剺面请雪耻，慎勿出口他人狙’四句，一气连读，不可隔断。少陵之意，盖谓

同罗部落夙畏回纥，既已叛去，不复为安氏守长安矣。今唐兵又将引回纥部众以收

西京，长安精锐守兵，唯馀甚畏回纥之奚部落，回纥一至，奚必奔溃也。综合八句，

其文理连贯，逻辑明晰，非仅善于咏事，亦更善于说理也。”㉔可见，如果我们将“朔

方健儿”解作附逆之同罗部落，再联系“窃闻”以下八句，就会发现不仅文意颇为

通顺，条理亦颇为清晰连贯，也就根本就不再有王嗣奭所云“似乱似整，断而复续”

的问题了。

　宋佚名《分门集注杜工部诗》卷十四《黄河二首》注引王洙曰：“禄山之反，皆

渔阳突骑及所养同罗、降奚、契丹、曳落河，并诱置诸蕃，皆胡骑也。”㉕此亦可

以作为“朔方健儿”为安史叛军同罗部落的佐证。

　对“朔方健儿”的正确理解，也可以帮助我们正确认识“昨夜东风吹血腥，东来

橐驼满旧都”的含义，中国古代华夷之分至清，中国之人视夷狄外族茹毛饮血，故

以腥膻之族视之。如唐刘商《胡笳十八拍》第二拍：“戎羯腥膻岂是人？豺狼喜怒

难姑息。”㉖杜牧《郡斋独坐》诗：“弦歌教燕赵，兰芷浴河湟。腥膻一扫洒，凶狠

皆披攘。”㉗同罗部族本为汉代匈奴别种，安史之乱时，他们附逆叛唐，烧杀国民，

所到之处，血腥遍地，其随安史大军劫掠东都洛阳财物后，携带珍宝，西进长安，

自然是“东风吹血腥”、“东来橐驼满旧都”，如果把本句理解为 “安禄山陷两京，
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常以骆驼运御府珍宝至范阳老巢。范阳在长安以东，故云‘东来橐驼’”，就于诗意

扞格难通了。

　另外，同罗、回纥（即花门）本皆东汉匈奴别种，唐玄宗时隶属朔方节度使，是

朔方军主力，安史之乱后，同罗部依附叛军，而回纥归附朝廷，参与了平定安史之

乱的战争，这在杜甫的《留花门》诗中也可以看出，所以《哀王孙》诗称“圣德北

服南单于”、“花门剺面请雪耻”即是说明此事。以同罗与回纥两部落在安史之乱时

截然不同的取向而言，坚信朝廷必胜的杜甫，自然认为同罗朔方军旧部为“今何愚”，

在怒斥其附逆叛国的愚蠢行为的同时，也满含着对这支昔日唐王朝忠勇善战的军队

走向即将灭亡的惋惜。

结论

　杜甫撰写《哀王孙》之时，正身陷长安，因未受羁押，尚能各处走动，因而他格

外留意观察叛军内部的各种动向，对刚刚调防长安的安史叛军中的同罗部族军的情

形也颇为了解，甚至还从其他渠道打听到了玄宗已经正式传位给肃宗、唐军已向回

纥借兵等消息，这从杜甫日后能于叛军防守严密的长安脱身西走凤翔的举动中都可

以得到验证。那么杜甫此诗是从同罗部落志在劫掠财物的举动上，判断出敌人胸无

大志、即将溃逃的种种端倪，从而对这位窜伏草间的落难王孙予以宽慰。从中可我

们以悬揣当日之诗人对于同罗部落原本名隶朔方军的事实是非常清楚的，只是由于

时代久远，这一事实才逐渐为人所淡忘，使得后人对杜诗此句的注释和理解出现了

偏差。而从常理来看，处于那么危机四伏的情况中，诗人与王孙之间的对话应颇为

简短，故当时根本无暇顾及去慨叹两年前哥舒翰在潼关的那场军事失败。因此杜诗

“朔方健儿”二句的原意是慨叹同罗部族叛唐从逆之短视与愚蠢。但是由于对历史

真相的隔膜，由宋迄清乃至当代，注家多辗转沿袭宋人师氏望文生义之说而未察其

误。虽然清代金圣叹、何焯曾破除成说，另出新解，然未暇申论，其说一直隐而不

彰。直到陈寅恪先生最终窥破玄机，对诗中“朔方健儿”的解读才终于回到正确的

轨道上来。然而杜诗学界的主流对陈寅恪的解释却似乎仍然置若罔闻，多数注本中

仍然延续着钱注的错误说法。所以《哀王孙》“朔方健儿”的解读史，正好可以作

为杜诗注释史上一个由误到正的标本。而陈寅恪先生《书杜少陵哀王孙诗后》中所

使用的“以史证诗”研究方法以及对文本反复研读的细致精神，都特别值得引起当

今学界的重视和反思。从中可见，只有做到对史实深入细致的了解，最大限度地还

原诗人当时的创作情境，才不会在使用“以史证诗”研究方法时掉进肤浅联系和牵

强比附的泥沼中，也只有这样，才真正能够做到正确地解读诗歌的本意，而不是望
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文生义地随意附会或肆意歪曲。此外还有，就是对诗句之间的相互关联和前后逻辑

要格外细心体察，应保持对诗意的敏感和独立思考能力，这样才不会为旧注的成说

所误导而对诗意的顺畅和连贯性麻木不仁。

① 郭知达《新刊校订集注杜诗》卷二，中华书局 1981 年影宋本，第二册第六十二页。佚名《分
门集注杜工部诗》卷九引作“师曰”。

②冯至《杜甫诗选》，作家出版社 1957 年，43 页。
③张忠纲等《新译杜甫诗选》，台北三民书局 2009 年，100 页。
④佚名《分门集注杜工部诗》卷九，《四部丛刊初编》本，商务印书馆 1929 年，160 页。
⑤钱谦益《钱注杜诗》卷一，上海古籍出版社 1979 年，44 页。
⑥张戒《岁寒堂诗话》卷下，中华书局 1981 年《历代诗话续编》本，467 页。
⑦仇兆鳌《杜诗详注》卷四，中华书局 1979 年，312 页。
⑧浦起龙《读杜心解》卷二之一，中华书局 1961 年，247 页。
⑨《元诗选》初集卷五十五杨维桢《铁崖集》，文渊阁四库全书本。
⑩《六十种曲》，中华书局 1982 年，第十册第 73 页。
⑪王嗣奭《杜臆》卷一，上海古籍出版社 1983 年，42 页。
⑫陈贻焮《杜甫评传》，北京大学出版社 2003 年，286 页。
⑬张忠纲等《新译杜甫诗选》，台北三民书局 2009 年，100 页。
⑭吕思勉《吕思勉读史札记》丁帙，上海古籍出版社 1982 年，996 页。
⑮刘昫《旧唐书・哥舒翰传》，中华书局 1975 年，3213—3214 页。
⑯姚汝能《安禄山事迹》卷中，中华书局 2006 年，97 页。
⑰刘昫《旧唐书・高仙芝传》，中华书局 1975 年，3206 页。
⑱ 对于当时潼关守军中是否有朔方军的问题，艾尚连先生在《从“朔方健儿”说到阿布
思之死——杜诗〈哀王孙〉“朔方健儿”句史实释证》（载《实事求是》1987 年第 1 期）
一文中说：“哥舒翰所统镇守潼关的二十万军队实不包括朔方士兵在内”，未能详考史实，
其说显误。

⑲刘昫《旧唐书・玄宗本纪下》，中华书局 1975 年，231—232 页。
⑳金圣叹《杜诗解》卷一，上海古籍出版社 1984 年，43 页。
㉑何焯《义门读书记》卷五十一，文渊阁四库全书本。
㉒陈寅恪《金明馆丛稿二编》，三联出版社 2001 年，61 页。
㉓同上，63—64 页。
㉔陈寅恪《金明馆丛稿二编》，三联出版社 2001 年，61 页。
㉕佚名《分门集注杜工部诗》卷九，《四部丛刊初编》本，商务印书馆 1929 年，230 页。
㉖《全唐诗》卷二十三，中华书局 1960 年，300 页。
㉗同上，5939 页。
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城邦、人与正义：亚里士多德与荀子之间的对话 *

山东大学哲学与社会发展学院暨山东大学中国诠释学研究中心　陈治国 **

　摘要：

　正义（δικαιοσύνη）虽然在亚里士多德的实践哲学中似乎并没有像在柏拉图的《国

家篇》中那样成为十分显赫的主题，但是仍然被看作是保障公民个体幸福、促进城

邦繁荣发展的两种支柱性力量之一（另一者被称作“友爱”），并且广泛意义上的正

义先后被规定为“守法”和“与他人相关的德性之总体”。值得关注的是，在先秦

时期的荀子儒学中，“礼义”也被认为是保障个人享有值得向往之生活的必由之路，

同时它必须置于城邦或国家的范围内来予以考虑。不过，荀子以“礼义”为中心的

伦理—政治性儒学由于其“人性恶”的基本预设以及在阐明“礼义”之源泉等问题

上的诸多困难，常常招致儒学内外的种种责难和批评。基于这样一种情形，围绕正

义问题，本项研究拟通过亚里士多德与荀子之间的某种适当对话，一方面力求更加

清晰地重构荀子对于城邦范围内社会正义问题的创造性思索，另一方面也尝试进一

步展现中西古典社会正义论之间互诠的空间与方式。为此，本文将通过三个步骤依

次展开。

　第一部分，通过对亚里士多德和荀子相关基本文献的系统性分析和考察，我们努

力展示两位哲学家在城邦的自然性、正义的城邦以及它们与人的自然本性之间关系

等问题上的基本思路。具体来说，

　（1）亚里士多德和荀子都明确地认识到，城邦这种政治社会共同体作为后天逐

步形成和发展起来的人类组织形式，是人为建构的结果，但是他们也都深知这种

建构绝非任意的、偶然的，而是源于人类自然秉性（natural endowment 或 inborn 

feature）中深潜着的社会性因素。在亚里士多德那里，在人类三种生而具有的自

然禀赋——即满足生活必需品和繁殖后代的欲望，运用语言和理性（λόγος）的能力，

天然的道德直觉和自然德性等——中就内蕴着过一种政治社会生活的潜在需要，或

者说，所以，城邦这种历史地形成的最大政治共同体也是“自然的产物”。换言之，

城邦的建立和发展的动力恰恰就在于真正促进人的自然秉性的实现和完善。在荀子

那里，他虽然也认识到城邦的创立是不可避免的过程，并且城邦的功能主要在于调

节和引导人类欲望的自然实现方式（所谓“人性恶”），但是仍然声称它完全是一种

“伪”。
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　（2）荀子坚持城邦乃“伪”这一基本立场部分地与他对“义”的双重性理解有关。

一方面，荀子确实像亚里士多德一样，在人类的天生自然秉性中发现了具有特定语

境中展开恰当计划、辨别和选择的理性推理能力，即“义”，另一方面，荀子也对

作为实践推理能力的“义”之优秀发挥在普罗众生那里的自觉实现缺乏信心，进而

将它的优秀发挥或展现归之于少数“圣贤”，也就是说，同“礼”一起维护着城邦

社会之优秀秩序的“义”乃是“圣人”之“伪”。正是这些少数圣贤能以无论何种

原因所获得的完美、完善之“义”施与众生，从而促进每一个体的生活与城邦国家

的繁荣。

　（3）城邦政治共同体作为促进个体生命完善的重要方式，它的繁荣和发展都必须

依据某种类似的原理或力量，这种原理或力量在亚里士多德那里是“正义”，在荀

子儒学中被称作“礼义”。

　第二部分，我们努力论证，亚里士多德对广泛意义上“正义”的两种规定——即

正义就是“守法”和“与他人相关的德性之总体”——很大程度上也有助于刻画在

荀子儒学中具有核心地位的“礼义”这一基本观念。具体来说，

　（1）在亚里士多德那里，“正义”作为促进个体幸福、维持城邦繁荣的基本原理，

首要含义就是要求一切公民个体“守法”，这里的“法”（νόμοι）不仅包括成文的

法律条例和代表性判例，而且包含诸多良好的社会风俗习惯。在荀子那里，对于个

体的健全生活与城邦国家的和谐秩序具有决定性意义的力量被称作“礼义”，这种

被归于圣人之“伪”的“礼义”主要内容也是一些被儒家高度推崇的社会礼仪与风

俗习惯。理由有三。其一，虽然从表面上看，圣人或先王构成了“礼义”的源泉，

但是从实际内容上看，“礼义”仍然主要是指周代以来儒家所推崇的优良社会礼仪

和风俗习惯，所谓“君君、臣臣、父父、子子、兄兄、弟弟”，“农农、士士、工工、

商商”等。其二，从礼义的现实功能来看，它主要通过对每一个体或阶层的社会角

色与身份的划分，全方位地来调节和规范他们在政治社会生活中的行为方式，不仅

由此促进其德性（如恭、敬、忠、信、端、悌、逊、敏等）的增长和发展，而且充

分保障个体之间、个体与社会之间的和谐关系。其三，从礼义的实现方式来看，“礼义”

之有效性的核心在于“遵礼”或“从礼”，但是这种过程也不完全是被动的、机械

地遵照一般性的外在规范性要求，而是要求道德主体要逐渐自觉地、恰当地根据具

体情境来进行选择和行动。

　另外，在亚里士多德和荀子那里，虽然对于社会礼仪和风俗习惯意义上的“法”

或“礼”的遵守和服从，都需要城邦共同体成员不断努力地自觉根据具体语境来恰

当理解和行动，不过，就狭窄意义上的“法律”而言，由于亚里士多德更加强调其
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正面鼓励和指导公民德性的作用，荀子更关注其强制惩戒和处罚之功能，所以，那

种以肉体强制为手段的刑罚规则——宽泛地说，即“法”或“法度”——常常被荀

子置于“礼义”之后、之外。

　（2）亚里士多德认为，“正义”乃是“与他人有关的德性之总体”，贯穿于一切同

他人相关的德性之中。同样，在荀子那里，起始着眼于调节和改善人类源始欲望的

自然实现方式之“礼义”隐含于各种具体的伦理德性之中。理由有二。其一，就礼

义之形成的基本动力来说，它最初出自于调节人们原始欲望的自然实现方式。原始

欲望的自然实现方式不仅可能损害一个人自身的利益，而且可能会挑战他人的利益。

所以，承担着调节和改善人类自然欲望实现方式的“礼义”必然要渗透于或隐含于

一切具体德性之中。其二，就礼义所要培养的各种德性的具体形成过程和活动方式

而言，它们也普遍地涉及到个体同他人、社会之间的密切关联：每一伦理德性或道

德德性的形成不是自然而然的过程，而是深刻地受到来自于个体已经生活于其中的

社会风俗和礼仪的塑造和影响；道德主体形成道德德性虽然并不总是完全被动的过

程，而是有其自身的理智自觉，但是这种理智能力的发挥方式仍然需要不断的提升

和改善，并且这种改善和提升同样需要学习和模仿圣人与典范人物计划、选择和思

虑的经验与模式；礼义所培养的各种德性虽然起初主要定位于更恰当地调节和满足

个体的一般性原始欲望，但是在这种培养过程中也会逐步形成的新的、更加积极和

高尚的欲望趣味以及相应的情感方式，进而形成指向他人之善的某些德性。

　简言之，无论两位哲学家在人性论的基本预设方面有何交叉或分野，他们都坚信，

人类个体健全生活的展开与实现都需要诸多伦理德性来维系，并且这些德性或多或

少都涉及到个体与他人、社会的紧密关系，或者更明确地说，涉及他人之善、社会

之善。

　第三部分，通过对亚里士多德的“正义”观念和荀子儒学中“礼义”观念背后的

形而上学基础或预设的考察，我们尝试进一步促动对伦理—政治性的实践哲学与形

而上学之间适当关系的思考。具体来说，

　（1）亚里士多德的正义观念具有十分明确的形而上学基础，这种基础对于建立和

发展他的正义理论不可或缺，但是并没有能够充分完备地论证其正义理论内部各种

观念之间的一致性或协调性，尤其是当他在作为“守法”和“与他人相关的德性之

总体”的正义观念之外设定了现实城邦正义中可变的“自然的正义”以及“神的世

界”中不变的“自然的正义”之际，这种形而上学基础就被严重地动摇了。原因在

于，城邦社会内的正义所涉及的主要是实践理性（practical reason）及其优秀发

挥即实践智慧（practical wisdom），后者针对的主要是可变的人类行为，而对“自



xxxvi

■講演・発表論文原文

然的东西”和“神性的东西”的把握乃是理论理性的责任，理论理性所获得是普遍

性的知识，并且作为理论智慧（theoretical wisdom）或智慧（σοφία）本身，“神”

根本无关乎伦理—政治性的正义问题。

　（2）在荀子儒学中，我们很难发现亚里士多德那样浓厚而明确的形而上学兴趣以

及相应清晰的理论探索，但是在荀子的礼义观念背后也隐含着诸多形而上学的预设。

譬如，就“礼义”仍然包含着欲望的因素而不是摧毁或消解欲望而言，“礼义”与“天”

之间具有不容否认的重要关联；就“礼义”的形成需要圣人“参天地”而不“愿其

所参”来说，礼义没有超越的规范性源泉。不过这些预设之间也并不能总是协调一

致的。譬如，圣人制定礼义的经验性、建构性与普遍礼义之邦的可能性各自所预设

的形而上学观念之间的冲突：前者预设了天人之分和天道与人道的别异性、独立性，

后者则预设了人道或礼义在天道或“天行”中的深刻基础以及“知天”的可能性。

　（3）亚里士多德的正义观念和荀子的礼义观念与其形而上学的理论基础或理论预

设之间的这些困境是否昭示我们对伦理性—政治性的实践哲学的探究或筹划可以或

应该摆脱形而上学的奠基？我们的基本立场是，一方面，没有形而上学基础或预设

的伦理学或政治学将大大阻碍具有不同伦理和政治语境的人们对于异域伦理学或政

治学的理解与接受；另一方面，一种富有成效的、有意义的伦理—政治上的交往必

将引导我们走向对各自伦理—政治观念背后或多或少、或明或暗的形而上学基础或

预设的考察和检省，并且在此基础上才可能调整我们各自的形而上学基础或预设以

及相应的伦理—政治观念。

　关键词：亚里士多德；荀子；正义；礼义；形而上学

　正义（δικαιοσύνη）虽然在亚里士多德的实践哲学中似乎并没有像在柏拉图的《国

家篇》中那样成为十分显赫的主题，但是仍然被看作是保障个体幸福、促进城邦繁

荣的两种支柱性力量之一（另一者被称作“友爱”），并且广泛意义上的正义先后被

规定为“守法”和“与他人相关的德性之总体”。值得关注的是，在先秦时期的荀

子儒学中，“礼义”也被认为是保障个人享有值得向往之生活的必由之路，同时它

必须置于城邦或国家的范围内来予以考虑。不过，荀子以“礼义”为中心的伦理—

政治性儒学由于其“人性恶”的基本预设以及在阐明“礼义”之源泉等问题上的诸

多困难，常常招致儒学内外的种种责难和批评。基于这样一种情形，围绕正义问题，

本项研究拟通过亚里士多德与荀子之间的某种适当对话，１一方面力求更加清晰地

重构荀子对于城邦范围内社会正义问题的创造性思索，另一方面也尝试进一步展现

中西古典社会正义论之间互诠的空间与方式。
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　为此，本文将通过三个步骤依次展开。第一部分，通过对亚里士多德和荀子相关

基本文献的系统性分析和考察，努力展示两位哲学家在城邦的自然性、正义的城邦

以及它们与人的自然本性之间关系等问题上的基本思路。第二部分，我们将努力论

证，亚里士多德对广泛意义上“正义”的两种规定——即正义就是“守法”和“与

他人相关的德性之总体”——很大程度上也有助于刻画在荀子儒学中具有核心地位

的“礼义”这一基本观念。第三部分，通过对亚里士多德的“正义”观念和荀子儒

学中“礼义”观念背后的形而上学基础或预设的考察，我们尝试进一步促动对伦理—

政治性的实践哲学与形而上学之间适当关系的思考。

一、城邦的自然性与正义的城邦

　在近现代西方政治哲学中，城邦或国家这种政治共同体作为社会契约的产物，往

往被看作是纯粹建构性的。不过，在古希腊哲学中，尤其是在亚里士多德的实践哲

学中，城邦作为一种典型的政治共同体虽然也具有一种逐步发展和形成的过程，但

是也被明确地看作“自然的产物”２，所谓“城邦的自然性”。而在先秦时期的荀

子儒学中，城邦或国家虽然也被理解一种人为的建构，即“伪”，不过，我们会看到，

如果亚里士多德关于城邦的自然性的论证是站得住脚的，那么荀子也将可能认同“城

邦的自然性”，因为，总体而言，荀子和亚里士多德都深信，城邦的创立是不可避

免的过程，并且这种不可避免性在根本上源于人类内在自然冲动中的诸多社会性因

素。

　就亚里士多德而言，他着重考察了三种人类自然禀赋（natural endowment）中

的社会性因素。第一，满足生活必需品和繁殖后代的欲望。按照亚里士多德的观点，

满足这些一般的生理欲望促使单个的男人和女人结对组合为家庭，因为在家庭这种

组织形式中男人和女人的不同功能相互补充和协调，从而使得生理欲望的满足比较

容易和稳定。进一步，家庭逐渐组合为村落以及更大、更复杂的政治共同体即城邦。

在城邦这种更大、更复杂的政治共同体中，人类的生存及其欲望的实现得到更好的

保障。所以，亚里士多德讲道：

　　 　如果早期的社会形式是自然的，那么城邦也是自然的。因为这就是它们的目

的，事物的自然就是它的目的。每一个事物是什么，只有当其充分发展出来，

我们才能说出它的自然，无论我们谈论人的、马的还是家庭的自然。一个事物

的终极因和目的因是至善，自足便是目的和至善。由此可见，城邦显然是自然

的产物，人自然是一种政治动物。３
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根据这种解释，城邦之所以是“自然的产物”，理由恰恰在于，作为最为自足的政

治共同体，城邦乃是人类的生理欲望得以实现的最佳方式，或者说城邦是这些内在

的生理冲动所必然要求导向的最终阶段。

　第二，人类具有语言（λόγος）天赋。在亚里士多德那里，具有群居的或政治的

（πολιτικόν）能力的物种并非仅仅局限于人类，蜜蜂、蚂蚁等非人类的物种也可以

过一种群居的或政治的生活，但是人类比其他群居物种“更是一种政治动物”４并

且因而能够建立“城邦”（πόλις），其中一个重要理由就在于，其他一些群居动物

虽然也能使用可以传递信息和表达情感的声音，但是只有人类才拥有独一无二的“语

言”，后者能够“表达利和弊以及诸如正义和不正义等”５。这就是说，语言天赋

这种自然秉性使得人类可以就利益、道德等问题公开表达自己的主张和观点，并且

在一种引申的意义上可以不仅仅限于暴力来解决利益和道德上的可能分歧与冲突，

而是可以通过理性——λόγος 的另一含义就是“理性”。

　第三，自然的道德直觉或道德感。亚里士多德写道：“人的独特之处就在于，他

独自具有善与恶、正义和不正义以及诸如此类的感觉；拥有这种感觉的生命物的

结合产生了家庭和城邦。”６因此，这意味着，在自然状态中，人类已经具备某种

自然德性以及某种形式的实践理性——同上述第二种因素即 λόγος 这种禀赋结合起

来，我们可以说这是一种可以计算、辨识和计划的理性能力。更重要的是，这些自

然能力或特性都必须在城邦共同体来进一步训练和改善。

　　 　对人而言，一旦趋于完善就是最优秀的动物，而一旦脱离了法律和正义，就

会成为最恶劣的动物；不正义地被武装起来就会造成更大的风险，人一出生便

装备有武器，这就是理智和德性（excellence），人们为达到最邪恶的目的有

可能使用这些武器。这就是为什么要说，一旦他毫无德性，那么他就会成为最

邪恶残暴的动物，就会充满无尽的淫欲和贪婪。７

　综上所述，正是由于在人类的三种生而具有的自然禀赋中就内蕴着过一种政治

社会生活的潜在需要，城邦这种历史地形成的最大政治共同体也是“自然的产物”。

换言之，城邦的建立和发展的动力恰恰就在于真正促进人的自然秉性的实现和完善。

在这个意义上，“不能在社会中生存的东西或因为自足而无此需要的东西，它要么

只是禽兽，要么是个神，而不是城邦的一部分。一切人在本性上就注入了社会本能，

最先缔造城邦的人乃是给人们最大恩泽的人”８。更重要的是，能够真正促进人的

自然秉性之充分完善和实现的城邦，必须是正义的城邦，恰恰是正义构成了一种优
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秀城邦秩序的基础。亚里士多德在《政治学》第 1 卷第 2 章写道：“正义是城邦中

众人的纽带，因为实施正义——确定什么是正义的——是政治社会中秩序的原理。”９

在《尼各马可伦理学》里，他再次将正义看作保障公民个体幸福、促进城邦社会繁

荣的主要力量之一，并且作为“最权威的科学”10，政治学就是要考察“高尚与正

义的行为”11。

　现在我们转入对荀子儒学的考察。在荀子那里，广为人知而又极富争议的一个哲

学命题就是“人性恶”。按照荀子的观点，“生之所以然者谓之性。性之和所生，精

合感应，不事而自然谓之性。”12 依据这种定义，人类生而具有并且无需奋身追求

就已经获取的东西及其趋向都可以涵括于“性”的范围之内。不过，当荀子提出“性

恶论”的命题之际，他似乎仅仅把“人性”定位于“欲望”：“人之性恶，其善者伪

也……今人之性，生而有好利焉……生而有疾恶焉……生而有耳目之欲，有好声色

焉。”13 正是各种形式的生理欲望和对财物等的欲求以及与之伴随的各种情感构成

了人的“本性”。直接将荀子这里所说的原始“欲望”本身判断为“性恶”之实指，

向来构成了荀子之后诸多评论的主流观点。14 譬如，朱熹就是这种解读路向的著名

代表之一，并且由此在《战国汉唐诸子》中强烈质疑荀子的儒家资格 ：“荀卿则全

是申韩，观《成相》一篇可见……然其要，卒归于明法制、执赏罚而已。他那做处

粗，如何望得王通”15 不过，综合分析荀子的人性论和礼义论，我们将会发现，与

其说荀子把“人欲”看作恶，不如说他实质上把“人欲”的自然实现方式看作恶之

源泉，并且由此证成了礼义与城邦政治的必要性。

　荀子的“人性恶”命题无疑是对前辈儒家孟子“人性善”立场的一种反动和批判，

并且在这种批判中，明确显示了荀子对“人性”的一个基本特征即“恒定性”或“持

久性”的确认。在他看来，

　　 　孟子曰：“今人之性善，将皆失丧其性故也。”曰：若是，则过矣。今人之性，

生而离其朴，离其资，必失而丧之。用此观之，然则人之性恶明矣。所谓性善

者，不离其朴而美之，不离其资而利之也。使夫资朴之于美、心意之于善，若

夫可以见之明不离目，可以听之聪不离耳，故曰目明而耳聪也。16

按照这里的批判逻辑，如果人性的确是善的，那么这种善性应该很难轻易丧失，现

在既然孟子要求“返性”“归本”，那么人性必然并非为“善”。这种推论的一个重

要预设就是人性乃是恒常的、持久的。如果人性是恒常的、持久的，那么作为人性

的欲望就是不容革新或改变的。进一步，如果人性即“人欲”是不容革新或改变的，

并且这种“人欲”本恶，那么如何解释圣人品格中的“欲望”？按照荀子的一贯主
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张，即使在圣人那里仍然保持着这种“欲望”之“性”：“故圣人之所以同于众，其

不异于众者，性也。”17 所以，“欲望”本身很难说就是“恶”。

　“养欲”说也进一步表明了“欲望”本身不是恶，尽管它的某些方面可能是成问题的。

荀子在《礼论篇》第 1 章写道 ：“人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度

量分界，则不能不争；争则乱，乱则穷。先王恶其乱也，故制礼义以分之，以养人

之欲，给人之求。使欲必不穷于物，物必不屈于欲，两者相持而长，是礼之所起也。”

从这里我们至少可以看到两点。

　其一，即使自然性的“欲望”是成问题的，解决其问题的主要出路在于“养欲”。

何为“养欲”？学术界对此多有争论。一种代表性解释是“克制”（restraint）说，

即欲望为恶，“化性起伪”必然就要求尽可能地采取一切手段压制之、消除之。另

外一种代表性解释是“满足”（satisfaction）说。18 对于第一种解释方案，我们认为，

这与荀子那里“人性”的恒常性与持久性这一基本观点严重冲突；而第二种解释方

案也不足够准确。“满足”欲望或者说“恰当地”“满足”欲望，过于宽泛而笼统。《荀子》

一书多次写道：“人伦并处，同求而异道，同欲而异知”，“欲恶同物，欲多而物寡，

寡则必争矣”19；“然则从人之性，顺人之情，必出于争夺，合于犯分乱理而归于暴”20。

从这些论断可以看出，在前社会状态中，人类欲望的自然实现方式很容易引发冲突

和纷争，所以解决问题的关键在于调整和改善人类欲望的实现方式。亦即，欠缺——

需求——满足这种人类欲望本身的活动机制是无法改变的，21 所能够改变的是满足

欲望的形式、欲望所指向的对象种类、不同欲望类型之间的关系结构等等。在这个

意义上，“养欲”应该更准确地理解为调节（moderate）或疏导（channel）欲望从

而完善之，而不是彻底地压制或消除欲望，或者简单地满足欲望，所谓“古者圣王

以人之性恶，以为偏险而不正，悖乱而不治，是以为之起礼义，制法度，以矫饰人

之情性而正之，以扰化人之情性而导之也。”22

　其二，解决容易引发纷争和冲突的人类欲望自然实现方式的出路在于“养欲”，

而“养欲”的途径在于“大一统”条件下的“分”。《王制篇》曰

　　 　力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？曰：人能群，彼不能群也。人

何以能群？曰：分。分何以能行？曰：义。故义以分则和，和则一，一则多力，

多力则强，强则胜物，故宫室可得而具也……故人生不能无群，群而无分则争，

争则乱，乱则离，离则弱，弱则不能胜物，故宫室不可得而具也，不可少顷舍

礼义之谓也。23

　按照荀子的思路，人类之所以能够区别于非人类的动物而过一种群居的生活，要
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义在于“分”，即能够确立不同的社会身份和地位并由之行动，24 而“分”的原则

或基础在于“义”或“礼义”。换言之，“养欲”的展开必须在某种具有良好秩序的

政治社会共同体中进行，而一个优秀、稳定的政治共同体是由具有不同社会身份和

地位的个体、阶层构成的，更重要的是，这些个体或阶层的不同社会身份或地位以

及他们的活动方式是根据“礼义”来确定的。从另一角度，我们也可以说，当自然

状态中的人类认识到他们必须组成一个政治共同体以及在共同体中的适当位置，满

足于同这种位置相伴随的——包括责任、报酬、行为方式等在内的——诸多安排，

并且获得一种被承认的可能成就，城邦政治或者社会秩序就得以产生。正是在这个

意义上，荀子经常把“礼义”在这种政治共同体中的角色看作社会秩序的端始，甚

至直接等同于秩序性社会本身，所谓“礼义者，治之始也”25，“礼义之谓治，非

礼义之谓乱也”26。

　至此，我们可以综合性地重新审视亚里士多德和荀子在城邦的自然性、正义的城

邦以及它们与人的自然本性之间关系等问题上的思路。第一，亚里士多德和荀子都

明确地认识到，城邦这种政治社会共同体作为后天逐步形成和发展起来的人类组织

形式，是人为建构的结果，但是他们也都深知这种建构绝非任意的、偶然的，而是

源于人类自然秉性中深潜着的社会性因素。在这个意义上，亚里士多德把城邦看作

“自然的产物”，尽管荀子仍然声称它完全是一种“伪”。

　第二，荀子坚持城邦乃“伪”这一基本立场部分地与他对“义”的双重性理解有关。

在亚里士多德那里，人类的天然能力或属性包括生理欲望和繁殖后代、运用语言和

理性以及道德直觉等三种因素。但是，真正构成人性的东西（the characteristic 

feature of being human）被看作是“理性”，所谓人的“功能”（ἔργον），即只

有人类具有并且能够发挥得好的那种东西。27 并且，他还深信，只要具备适当的

条件，人类的这种功能性活动都可以充分实现出来，从而获得属于人自身的幸福

（εὐδαιμονία）。而在荀子那里，人类的天生禀赋也包括诸多要素，即感官知觉、生

理欲望、对财物的渴求和占有以及某种形式的理性能力。这里特别需要澄清的是“某

种形式的理性能力”，即“义”。

　如上所述，荀子在《性恶篇》中看起来把人之“性”主要定位于“欲望”，或者

严格来说，定位于“欲望”的自然实现方式，而“欲望”乃是人类与非人类的动物

皆具的东西，但是，在《王制篇》中，他又讲道 ：“水火有气而无生，草木有生而

无知，禽兽有知而无义；人有气、有生、有知、亦且有义，故最为天下贵也。”从

这里看以看到，恰恰是“义”构成了人类与非人类生命的本质性区分，是人类所专

属的东西，并且它应是前社会状态的“人”已经具备的东西。这种能够在特定语境

中进行计划、辨别和选择的“思虑”之“义”实际上也被称作人“心”的一种自然
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能力，所谓“性之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情。情然而心为之择谓之虑。心虑

而能为之动谓之伪”28。也许在这个意义上，荀子才断然认为：“今使涂之人者以

其可以知之质、可以能之具，本夫礼义之可知之理、可能之具，然则其可以为禹明

矣。今使涂之人伏术为学，专心一志，思索孰察，加日县久，积善而不息，则通于

神明、参与天地矣。”29 不过，另一方面，荀子又明确将“义”看作是一种后天的“伪”：

“感而自然，不待事而后生之者也。夫感而不能然，必且待事而后然者，谓之生于伪。

是性、伪之所生，其不同之征也。故圣人化性而起伪，伪起而生礼义，礼义生而制

法度。”30 这就是说，同“礼”一起维护着城邦社会之优秀秩序的“义”乃是“圣人”

之“伪”。

　如何理解“义”在荀子儒学中的二重性规定？我们认为，一方面，荀子确实像亚

里士多德一样，在人类的天生自然秉性中发现了具有特定语境中展开恰当计划、辨

别和选择的理性推理能力，另一方面，荀子也对作为实践推理能力的“义”之优秀

发挥在普罗众生那里的自觉实现缺乏信心，进而将它的优秀发挥或展现归之于少数

“圣贤”。正是这些少数圣贤能以无论何种原因所获得的完美、完善之“义”施与众

生，从而促进每一个体的生活与城邦国家的繁荣。

　　 　故圣人者，人之所积而致也。曰：‘圣可积而致，然而皆不可积，何也？’曰：

可以而不可使也。故小人可以为君子而不肯为君子，君子可以为小人而不肯为

小人。小人、君子者，未尝不可以相为也，然而不相为者，可以而不可使也。

故涂之人可以为禹则然；涂之人能为禹，未必然也。31 

　第三，基于人类的自然能力与属性中的社会性因素而形成的城邦政治共同体是促

进个体生命完善的重要方式，而这种共同体本身的繁荣和发展都必须依据某种类似

的原理或力量。这种主导性的原理或力量在亚里士多德那里是“正义”，在荀子儒

学中则被称作“礼义”。

二、城邦正义的两种规定：法 \礼与关系化德性

　如上所述，在亚里士多德与荀子那里，作为政治社会共同体的城邦在一种根本的

意义上都是部分地基于人类的自然能力或属性中的社会性因素而形成的。换言之，

城邦政治共同体的使命在于促进个体生命的发展与完善，而造就并支配着一种优秀、

稳定的城邦秩序的主导性原理或力量分别被称作“正义”或“礼义”。那么，这种

原理或力量的内涵及其具体形成的方式和发挥功能的方式就是我们接下来要着重考
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察的问题。

　对于亚里士多德而言，“正义”这一概念是在两种意义上来使用的 ：广泛意义上

的正义和狭窄的或特殊意义上的正义即作为平等的正义。基于这里的言说语境，我

们主要考察前一种正义，即广泛的正义。就广泛的正义而言，亚里士多德给出了两

种规定：正义即“守法”；正义就是“与他人相关的德性的总体”32。先看第一种规定。

亚里士多德在《尼各马可伦理学》第五卷第 1 章写道 ：“由于不守法的人被看作不

正义的，而守法的人是正义的，很显然，所有合法的行为在某种意义上都是正义的

行为。由立法技艺所确定的行为都是合法的，而且我们说它们每一个都是正义的。” 33

为什么“守法”就是正义？这涉及到古希腊人对“法”的特殊理解。正如学者所考

察的那样，“法”（νόμοι）是从 νόμος 演变而来，而 νόμος 在古希腊就意味着“约定

俗成的”、“具有规范性的”等，所以，“法”在某种意义上就是一个社群或社会所认同、

所信奉、所遵循的东西，不仅包含成文的条例法规和法庭的判决裁定，而且包含一

般意义上的社会约定与风俗习惯。34 更重要的是，对亚里士多德而言，这种意义上

的“法”具有两种基本功能。其一，法鼓励和褒扬德性，惩罚和禁止邪恶行为。35

（1130b24）换言之，法要求我们努力成为勇敢的、节制的、友善的人，禁止我们做

怯懦的、挥霍的、敌意的行为。其二，只有充分遵循法的行为，尤其是那些关注和

促进社会公共利益与福祉的法的行为，才能够促动德性的产生和完善。

　如果“守法”就是正义，那么很容易引发的一个争论就是，“法”是否全善以及

是否有必要遵守“恶法”？按照亚里士多德的观点，作为最权威的、最高的科学，

政治学的基本功能之一就是关注社会风俗与立法，而立法作为一种系统的活动，必

须对人类的幸福以及现实的政治生活有着充分的理解和系统研究。不过，由于政治

学所运用的实践理性自身的特性以及人类伦理—政治行为的相对不确定性，所以现

实社会中的法律并非尽善尽美，换言之，“恶法”有其存在的可能性。但是，即使

对于这种“恶法”，也有遵守的必要性。理由有二。其一，法总是作为一个系统发

挥作用的，并且一般说来，大多数法律系统都能在某种程度上产生和保存某一政治

共同体的繁荣与发展，36 所以某一具体的法律款项即使是糟糕的，也不能因此就完

全废除法律系统本身。这多少意味着，“由法而治”的社会整体上总是胜过于“无

法的”或“非法的”社会状态。其二，法虽然在理论上应该致力于促进每一个体的

正当利益，但是它更关注共同体成员的公共性利益。所以，一个愿意追求自身幸福

的人需要尽可能地根据自身的特殊境况通过实践理性或实践智慧做出灵活调整以便

适应一般性的法律要求。

　再看亚里士多德对正义的第二种规定，即正义就是同他人相关的德性之总体。我

们知道，在柏拉图那里，正义就已经被看作是德性的总体。不过，作为“德性的总
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体”，正义并不是指各种具体德性的组合或总和，而是说正义贯穿于其他德性之中。37

当我们说一个城邦是正义的，这就意味着其中的统治者要具有智慧的德性，保卫者

要具有勇敢的德性，生产者要具有节制的德性。亚里士多德虽然在德性的形成问题

上，相对于柏拉图，更加重视不同个体之间或个体与社会之间的紧密联系，但是，

他也认为，正义乃是贯穿于所有具体德性尤其是与他人相关的德性之中的东西。在

亚里士多德那里，按照道德德性所涉及的领域，欲望和情感范围内的德性包括勇敢

和节制等，外在善事务范围内的德性包括慷慨、大方、大气等，社会生活内的德性

包括温和、诚实、机智、友善等，并且大略看来，勇敢、节制、慷慨等主要属于一

种自向性的（self-regarded）德性，而温和、诚实、友善等似乎主要属于他向性

的（other-regarded）德性，即涉及到他人之善。实际上，根据亚里士多德的观点，

那些出于勇敢、节制和慷慨等德性的行为，只要它们的应用指向或涉及他人之善、

社会之善，那么它们就不仅仅是一种自向性德性，而且也是正义的行为。正是在这

个意义上，他说，“它们 [ 德性与正义 ] 是一样的，可是它们的‘是什么’（being 

them）又不相同；就德性这种状态与他人相关而言，是正义；而同一种状态，如不

加限制，便是德性”38。例如，一个善于游泳并且克服了对湍急水流之恐惧而将他

人救至岸上的人，就他与自身的关系而言，他是勇敢的人；同时，就这种行为涉及

到他人而言，他也是一个正义的人。

　那么，亚里士多德对促进个体幸福、维护城邦秩序之“正义”的两种上述规定是

否有助于澄清或更好理解荀子儒学中“礼义”概念呢？回到《荀子》一书，我们在

多个地方可以读到：

　　　礼义者，圣人之所生也，人之所学而能、所事而成者也。39

　　 　无君子则天地不理，礼义无统，上无君师，下无父子，夫是之谓至乱。君臣、

父子、兄弟、夫妇，始则终，终则始，与天地同理，与万世同久，夫是之谓大本。”40

　　 　凡用血气、志意、知虑，由礼则治通，不由礼则勃乱提僈；食饮、衣服、居

处、动静，由礼则和节，不由礼则触陷生疾；容貌、态度、进退、趋行，由礼

则雅，不由礼则夷固僻违，庸众而野。故人无礼则不生，事无礼则不成，国家

无礼则不宁。41

从这些诸多论述，我们可以说：（1）虽然从表面上看，圣人或先王构成了“礼义”

的源泉，但是从实际内容上看，“礼义”仍然主要是指周代以来儒家所推崇的优良

社会礼仪和风俗习惯，所谓“君君、臣臣、父父、子子、兄兄、弟弟”，“农农、士

士、工工、商商”等。（2）从礼义的现实功能来看，它主要通过对每一个体或阶层
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的社会角色与身份的划分，全方位地来调节和规范他们在政治社会生活中的行为方

式，不仅由此促进其德性（如恭、敬、忠、信、端、悌、逊、敏等 42）的增长和发

展，而且充分保障个体之间、个体与社会之间的和谐关系。正如《天论篇》所云：“礼

义不修，内外无别，男女淫乱，则父子相疑，上下乖离，寇难并至，夫是之谓人袄。”

（3）从礼义的实现方式来看，“礼义”之有效性的核心在于“遵礼”或“从礼”，但

是这种过程也不完全是被动的、机械地遵照一般性的外在规范性要求，而是要求道

德主体要逐渐自觉地、恰当地根据具体情境来进行选择和行动。《王霸篇》曰：“君

臣上下，贵贱长幼，至于庶人，莫不以是为隆正。然后皆内自省以谨于分，是百王

之所以同也，而礼法之枢要也。”

　“礼义”的实行不仅需要城邦社会共同体的每一个体或阶层逐步自觉地、恰当地

在社会生活交往中合乎德性地行动，而且在一定意义上，礼义也可以说是同他人有

关的德性的总体，或者说，贯穿于一切与他人相关的德性之中。

　首先，就礼义之形成的基本动力来说，它最初出自于调节人们原始欲望的自然实

现方式。原始欲望的自然实现方式不仅可能损害一个人自身的利益，而且可能会挑

战他人的利益。譬如，个体内部不同欲望之间的冲突以及欲望实现过程中所伴随的

不恰当的情感（如丧葬事务中的过度悲伤和忧郁），个体占有和使用财物过程中的

无度或贪婪，都可能既损伤个体的健全与福祉，也可能引发个体或群体之间的分歧

和斗争。“故人苟生之为见，若者必死；苟利之为见，若者必害；苟怠惰偷懦之为

安，若者必危；苟情说之为乐，若者必灭。故人一之于礼义，则两得之矣；一之于

情性，则两丧之矣。”43 所以，承担着调节和改善人类自然欲望实现方式的“礼义”

必然要渗透于或隐含于一切具体德性之中。所谓“礼义不行，教化不成”44。

　其次，就礼义所要培养的各种德性的具体形成过程而言，它们也普遍地涉及到个体

同他人、社会之间的密切关联。（1）每一伦理德性或道德德性的形成不是自然而然的

过程，而是深刻地受到来自于个体已经生活于其中的社会风俗和礼仪的塑造和影响。

　　　故木受绳则直，金就砺则利，君子博学而日参省乎己，则知明而行无过矣。45

　　　凡治气养心之术，莫径由礼，莫要得师，莫神一好。46

　　 　礼者，所以正身也；师者，所以正礼也……礼然而然，则是情安礼也；师云而云，

则是知若师也。情安礼，知若师，则是圣人也……不是师法而好自用，譬之是

犹以盲辨色、以聋辨声也，舍乱妄无为也。故学也者，礼法也。夫师，以身为

正仪而贵自安者也。47

一个人“养欲”、修身和成己的过程就是要在衣食住行各个领域反复学习和不断践
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行典籍记载的、尤其是伟大圣贤和典范人物所教导与体现的优秀社会礼仪和风俗习

惯，并且努力把这种社会礼仪和风俗习惯所承载的道德价值内化于自身。在此意义

上，荀子才说：“彼学者，行之，曰士也；敦慕焉，君子也。”48

　（2）道德主体形成道德德性虽然并不总是完全被动的过程，而是有其自身的理智

自觉，49 但是这种理智能力的发挥方式仍然需要不断的提升和改善，并且这种改善

和提升同样需要学习和模仿圣人与典范人物计划、选择和思虑的经验与模式。如

前所述，“义”作为人类天生具有的一种计划、辨别和选择的理性推理能力——按

照亚里士多德的术语，可以称作“实践理性”（practical reason），它在自然状

态中的发挥方式是有限的，甚至是有害的，而要达到一种优秀、正确的发挥——

实践理性的优秀活动在亚里士多德那里被称作“实践智慧”（practical wisdom，

φρόνησις），需要社会共同体条件下各种具体境况中的不断训练和磨砺。而这种磨

砺和训练的主要方式就是学习和参照圣贤或典范人物考虑、谋划和决断社会实践

事务的那些方式及其特征。按照荀子的一贯主张，“礼义”源于圣贤之“伪”，这种

“伪”既要“习伪故”，亦要“积思虑”。“积思虑”的一项重要内容就是创造性地编纂、

评估和解释典籍文献与社会习俗，有如《解蔽篇》所言：“孔子仁知且不蔽，故学

乱术，足以为先王者也。一家得周道，举而用之，不蔽于成积也。故德与周公齐，

名与三王并，此不蔽之福也。”换句话说，圣人之所以为圣人的一个重要路径就在

于“思虑”之义的充分发挥，并且因此能够在一切具体境况中恰如其分地施展于具

体事务的解决上。进一步，圣人或“至人”的形象才被刻画为：“夫微者，至人也”50；“恢

恢广广，孰知其极！睾睾广广，孰知其德！涫涫纷纷，孰知其形！明参日月，大满

八极，夫是谓之大人”51。在这个意义上，勉力“修己”、“成己”的个体不能局限

于单纯机械地模仿或遵守圣人所认同或确立的抽象行为标准，而是也要逐步自觉地

参照或借鉴圣人这些典范人物对典籍文献与社会习俗和标准的创造性解释，从而在

不同语境中能够自如地采取应对方式。52 正如荀子在描述君子的一般标准时一再强

调的那样：“德操然后能定，能定然后能应，能定能应，夫是之谓成人。天见其明，

地见其光，君子贵其全也”53（《荀子 • 劝学篇》，第 19 页），“以义应变，知当曲

直故也”54，“诚心行义则理，理则明，明则能变矣”55。

　（3）礼义所培养的各种德性虽然起初主要定位于更恰当地调节和满足个体的一般

性原始欲望，但是在这种培养过程中也会逐步形成的新的、更加积极和高尚的欲望

趣味以及相应的情感方式，进而形成指向他人之善的某些德性。56 譬如，自然状态

下的人可能会为了“事利”、“货财”“果敢而振”，勇于进取，但在思虑之“义”的

良好指导下，可能会发展出对“荣誉”的全新欲求和愉悦感受，从而勇于赴死而成“盛

名”：“为事利，争货财，无辞让，果敢而振，猛贪而戾，恈恈然唯利之见，是贾盗
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之勇也。轻死而暴，是小人之勇也。义之所在，不倾于权，不顾其利，举国而与之

不为改视，重死、持义而不桡，是士君子之勇也。”57

　基于上述论证，我们有理由认为，亚里士多德对“正义”的两种规定很大程度上

也有助于刻画在荀子儒学中具有核心地位的“礼义”这一基本观念，具体来说：（1）

在亚里士多德那里，“正义”作为促进个体幸福、维持城邦繁荣的基本原理，首要

含义就是要求一切公民个体“守法”，这里的“法”不仅包括成文的法律条例和代

表性判例，而且包含诸多良好的社会风俗习惯。在荀子那里，对于个体的健全生活

与城邦国家的和谐秩序具有决定性意义的力量被称作“礼义”，这种被归于圣人之

“伪”的“礼义”主要内容也是一些被儒家高度推崇的社会礼仪与风俗习惯。并且，

对于“法”或“礼”的遵守和服从，都需要城邦共同体成员不断努力地自觉根据具

体语境来恰当理解和行动。不过，就狭窄意义上的“法律”而言，由于亚里士多德

更加强调其正面鼓励和指导公民德性的作用，荀子更关注其强制惩戒和处罚之功能，

所以，那种以肉体强制为手段的刑罚规则——宽泛地说，即“法”或“法度”——

常常被荀子置于“礼义”之后、之外。所谓“尚法而无法”58，“故有君子则法虽省，

足以遍也；无君子法虽具，足以乱矣”59。（2）亚里士多德认为，“正义”乃是“与

他人有关的德性之总体”，贯穿于一切同他人相关的德性之中。同样，在荀子那里，

起始着眼于调节和改善人类源始欲望的自然实现方式之“礼义”隐含于各种具体的

伦理德性之中。换言之，无论两位哲学家在人性论的基本预设方面有何交叉或分野，

他们都坚信，人类个体健全生活的展开与实现都需要诸多伦理德性来维系，并且这

些德性或多或少都涉及到个体与他人、社会的紧密关系，或者更明确地说，涉及他

人之善、社会之善。

三、正义 \礼义的形而上学基础

　尽管关于伦理学——或者更宽泛地说，实践哲学——与形而上学之间关系的当代

一般争论十分激烈，然而对于亚里士多德和荀子这样的古代哲学家而言，他们的“正

义”或“礼义”观念是否渗透着某种形而上学基础？这种基础是统一而可靠的吗？

这是我们接下来要考察的一个难题。

　在亚里士多德那里，西方哲学历史上首次出现了一种明确的人类知识体系的学科

划分。按照这种划分，数学、物理学（自然学）和形而上学（神学）属于理论科学，

伦理学、政治学和家政学（经济学）属于实践科学或实践哲学，诗歌、艺术、建筑、

机械等属于创制科学。乍看之下，由于实践哲学主要关注人的行为（具有某种不确

定性）而非自然或神，因而有可能独立于理论科学或形而上学之外。不过，毋庸置
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疑，形而上学在亚里士多德的正义理论中具有奠基性的地位。

　形而上学的核心主题是“存在”（ὄν，being）问题。亚里士多德在《形而上学》、

《物理学》等理论科学著述中主要探究了两类意义上的“存在”：一者是形式 \质料

意义上的存在，一者是潜能 \现实意义上的存在。更重要的是，关于“存在”的这

两种探究在其伦理—政治性的实践哲学中都有不同程度的应用。按照亚里士多德的

基本观点，人是“理性的动物”。这意味着，“理性”而不是情感或欲望等被看作人

的“形式”（form），因为“形式”使得一个事物成其为自身并区分于他物，即“形

式”规定着任一事物的“是什么”。在此意义上，尽管人类的自然禀赋（natural 

endowment）或天生特性（inborn feature）包含着多种要素，如生理欲望、运用

语言或理性的能力以及道德感等，但是只有“理性”或“理性的活动”才真正构成

了一个人的“是什么”或“形式”，即人性（humanity）。这种“人性”在《尼各马

可伦理学》中也被称作人的“功能”（ἔργον）：

　　 　那么这种 [人的功能 ]是什么？生命看起来也为植物所共有，但是我们寻求

的是专属于人的东西。因此，让我们把营养和生长的生命活动放到一边。下一

个是感知的生命活动，但是这似乎也为马、牛和每一动物所共有。那么，剩下

的就是具有理性原理的那部分的生命活动。60

　作为人的功能或形式的“理性”虽然构成了人的本性，但是，从动态的角度来看，

对于任一正常个体而言，它最初是以“潜能”的方式存在于人那里，它的充分发挥

并真正使得一个人成其为自身，必须经历一个从“潜能”到“现实”的运动过程。

而这种运动过程必须在一个城邦政治共同体中才能有效展开。在这个意义上，亚里

士多德才明确断言：“人本性上就是一种政治动物。在本性上而非偶然地脱离城邦

的人，他要么是一个鄙夫，要么是一位超人。”61

　不过，进一步的分析将会导致两个疑难。第一，人的理性被亚里士多德区分为两

个部分，一者是理论理性（ἐπιστημονικόν），主要用来思辨或沉思那些生成和运动

的源泉与始基（ἀρχή）在其自身中的东西，或者说它主要关注不变的、必然性的东

西。一者是实践理性（λογιστικόν），主要探究可以变动的东西，即人的行为。前者

的优秀活动被称作理论智慧（σοφία），后者的充发发挥被称作实践智慧（φρόνησις）。

这样一来，在人类的伦理政治活动领域，主要起作用的部分就是实践理性以及它的

优秀活动即实践智慧。换言之，在攸关个体现实幸福和城邦繁荣秩序的正义问题上，

都将涉及的是实践理性和实践智慧的活动。而这种活动的一个主要特性就是具有某

种不确定性或者说相对的确定性。关于这一点，亚里士多德在《尼各马可伦理学》
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第一卷第 3章讨论政治学的性质之际，就明确讲道：

　　 　政治学考察高尚的、正义的行为，这些行为表现出很多变动性与不确定性，

所以，人们就认为它们只是出于约定而不是出于本性的。善事物也同样表现出

不确定性……那么，当谈论这类题材并且从如此不确定的前提出发来谈论它们

时，我们就只能大致地、粗略地说明为真；当我们的题材与前提基本为真时，

我们就只能得出基本为真的结论。因此，本真同样的精神，每一个陈述也应当

这样地来接受。因为一个有教养人的特点，就是在每种事物中只寻求那种题材

的本性所容有的确切性。62 

　尽管如此，令人困惑的是，亚里士多德在谈论正义的类型之际，又区分了自然的

正义和法律的正义。所谓自然的正义，“在任何时候都有同样效力，不管人们的思

想是这样还是那样”63。而法律的正义出于人们的约定，是可变动的。譬如，献祭

的时候究竟是要献一只山羊还是两只绵羊，就可能出于某种社会风俗习惯或或者较

早时候的共同约定。当然，这种约定的正义“最初 [如何确定 ]并不重要，但一旦

定下就变得十分重要了”64。这种基于约定或社会风俗习惯而形成的“法律的正义”

显然基本上就属于我们在前面所讨论的那种一般意义上的正义，即维护着现实城邦

的安定秩序并促进个体幸福之实现的那种社会正义或者政治正义。问题在于，亚里

士多德现在又提出一种“自然的正义”，并要求把自然的正义纳入这种支配着现实

城邦的“正义”范畴中来。他说：“在我们这个世界，所有的正义都是可变的，尽

管其中有自然的正义。”65 让我们明确展示一下这里的“冲突”。一方面，自然的正

义具有普遍的效力，另一方面，在在我们现实世界的城邦正义中，仍然具有自然的

正义，并且后者是“可变的”。亚里士多德随后给出的一个事例是，一般来说，右

手比左手更有力，但也有可能两只手同样有力。66 对于这一“例证”，我们认为并

不十分“有力”。一方面，一般来说，“两只手同样有力”这种情形更多是后天训练

的结果，而不是出自于“自然”；另一方面，即使这种情形出自于“自然”，它也具

有严重的偶然性，而“偶性意义上的存在”尽管也被亚里士多德看作事物的存在方

式之一，但不是形而上学甚至也不是政治学或伦理学所着意考察的题材。

　第二，亚里士多德在区分自然的正义和法律的正义之同一章节，提到了永恒不变

的自然的正义，并将之归于“神的世界”。他说：“正义是变化的这个说法在某种意

义上是真实的，并非无条件地真实。毋宁说，在神的世界这个说法也许就完全不对。”67

什么是神？按照亚里士多德对潜能 \现实意义上的存在之探究，每一个体自然物都

内在地追求从潜能到现实的运动，而最高的、最终的现实（ἐνέργεια）或实现活动
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（ἐντελέχεια）就是“神”。神是完全的现实或纯粹的形式，没有任何欠缺，它是一

切有生命的个体物所欲求的最终目的（τέλος），所谓“不动的动者”68。这种“神”

也被看作思辨活动本身，它不以别的东西为思考对象，而是以自身为思考对象，并

且它也构成了一切有生命的个体物所思考的对象。在这个意义上，“欲求的首要对

象和思考的首要对象是同样的事物”69。更重要的是，就人这种特殊的存在物而言，

我们身上也具有这种神性的东西，即努斯（νοῦς）或理论理性，并且这个部分虽小，

却极其重要。亚里士多德说：

　　 　如果努斯是与人的东西不同的神性的东西，这种生活就是与人的生活不同的

神性的生活。但是，我们不要理会有人说，作为人就要想人的事情，有死的存

在物就要想有死的存在物的事情。应当全力以赴追求不朽，竭力过一种与我们

身上最好的部分相适合的生活。因为这个部分虽然很小，它的能力与荣耀却远

超过身体的其他部分。这个部分也似乎就是人自身。因为它是人身上主宰的、较

好的部分。70

　前面我们已经讲过，根据亚里士多德对人类理智能力的区分，理论理性主要思考

原因或本原在其自身之内的不变事物，获得的知识具有普遍性和高度确定性，实践

理性主要关注变动不居的人类事务。所以说，无论人身上的努斯或理论理性的发挥

能否达到神的状态，或者说，能否完全拥有理论智慧（σοφία），这都无关乎人类的

实践事务，并且神本身也与人类的实践事务没有多少干系，与正义问题没有直接关

联。正如亚里士多德所言：

　　 　我们认为神是最为享有福祉的、幸福的。但是，我们可以把哪种行为归于他

们呢？正义的行为？但是，如果众神也相互交易、还钱等等岂不荒唐？勇敢

的——为高尚而经受危险和冒险的行为？慷慨的行为？那么是对谁慷慨呢？如

果他们真的有货币或其他之类的东西，也就太可笑了。他们的节制的行为又是

什么样呢？称赞神没有坏的欲望岂不是多此一举？如果我们一条一条地看，就

可以看到，所有的行为状况都失之琐细、不值一提。71

　由此，我们可以看出，亚里士多德的正义观念明显地具有其根深蒂固的形而上学

基础，但是，当他在作为“守法”和“与他人相关的德性之总体”的正义观念之外

设定了现实城邦正义中可变的“自然的正义”以及“神的世界”中不变的“自然的

正义”之际，这种形而上学基础就被严重地动摇了。72 换言之，我们在亚里士多德
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的正义理论背后所发现的并不是一个足够充分、全备而坚实的形而上学基础。那么

荀子的“礼义”观念背后是否存在一种统一而可靠的形而上学基础？

　关于《荀子》文本中本身是否存在一种形而上学的兴趣及其探索，素来是争执不

息的一个难题，并且已经涌现了一些代表性的观点。举其要者，（1）追问形而上学

原理是全盛期稷下学宫理智活动的主要特征之一，作为稷下学宫的成员，荀子也必

须处理形而上学的关切，并且荀子的“天”和“道”这样一些概念都体现了一种形

而上学的向度，尽管这种向度服从于他对社会秩序的兴趣。73（2）荀子儒学中的“天”

这一概念具有二重性的含义，一方面多少意指没有目的和价值的自然之天，因而可

看作一种原初科学的（proto-scientific）自然观，另一方面，它也是具有伦理意

涵的“自然”，后者为人类心理学的规范性成分中的“礼”提供了基础，并且是必

须效仿的一种规定性模式。原因在于，对于创造价值以及名为“天官”的“人心”

（heart-mind）的描述，意味着“天”正在作为一种规范性的术语来使用。但是，

无论是描述的、自然的，还是规定性的和形而上学的，“天”都不是关键点，因为《荀

子》文本“主要关切的不是表述一贯的形而上学理论之哲学任务”74。（3）荀子根

本没有图示宇宙的任何兴趣，而是运用了那个时代的一些惯例性宇宙论思考以服务

于他的伦理目的，并且荀子专注于一种“价值的形而上学”，后者在协调“价值秩

序的保证者之天与世俗之人的混乱生活”75 方面具有更重要的意义。（4）荀子那里

没有任何神秘的道德形而上学，他的儒学不过是对有德之人如何能够从纯粹自私的、

自然性的、富有特色的人类欲望出发而协同发展的常识性说明。76 鉴于上述种种争

论，我们拟采取的探究策略是，无论荀子那里是否存在着某种形式的形而上学，在

其“礼义”概念为核心的伦理—政治性儒学背后必然具有某种不可避免的形而上学

预设，问题在于，这些预设是否是一贯的以及能否完全支撑他的“礼义”观念？我

们大致可以从四个方面来予以考察。

　第一，就“礼义”仍然包含着欲望的因素而不是摧毁或消解欲望而言，“礼义”与“天”

之间具有不容否认的重要关联。正如《天论篇》一开始就表明的那种坚定立场，“天

行有常，不为尧存，不为桀亡”，荀子儒学中的“天”这一概念的基本特性就是时

间上的永恒性和道德上的中立性。与此相一致，由“天”而“生”之人性，即欲望

本身，也是不可改变的，所能够改变的乃是欲望的那种自然实现方式，后者恰恰是

“礼义”的基本功能之一。

　第二，就“礼义”的形成需要圣人“参天地”而不“愿其所参”来说，礼义没有

超越的规范性源泉。在《礼论篇》中，荀子清楚地给出了“礼”或“礼义”的三重

根源，“礼有三本：天地者，生之本也 ；先祖者，类之本也；君师者，治之本也。

无天地恶生？无先祖恶出？无君师恶治？三者偏亡焉，无安人。故礼上事天，下事
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地，尊先祖而隆君师，是礼之三本也”。“天地”或者说“天”是“礼”或“礼义”

的“生之本”，这不过再一次表明了“天”与“礼义”之间那种有限的关系，即“天”

仅仅为礼义活动的展开提供了一种先天性的材质，所谓中立性的“欲望”——也许

应该附加上作为尚未获得提升和充分发展意义上的计划、辨识和思虑之能力的“义”。

换言之，“天”并不为人类欲望的具体实现方式和人类事务的具体构划提供有意义

的标准和源泉。“礼义”形成的关键在于“先祖”和“君师”，或者更简单地说，“圣

贤”。圣贤根据什么标准制定“礼义”？（1）“天”本身并不为“礼义”的制定提

供有意义的标准和源泉，但是为了人类生命的保存和伦理政治的发展，“礼义”之

兴部分地需要研究和利用“天”的规则特性。“天有其时，地有其财，人有其治，

夫是之谓能参。”77 不过，这丝毫不意味着“天”为“礼义”提供了有意义的秩序

模式，也不意味着人类可以达到“天”的状态，所谓“舍其所以参，而愿其所参，

则惑矣” 78。在这种情形下，我们也可以说，荀子对于“天”的主要关切之焦点在于，

基于人类实践事务目标如何有效利用“天”的功效或后果，而不是“天”本身的存

在方式。正如荀子所声称的那样：“不见其事而见其功，夫是之谓神。皆知其所以

成， 莫知其无形，夫是之谓天。”79“先王之道，仁之隆也，比中而行之。曷谓中？

曰：礼义是也。道者，非天之道，非地之道，人之所以道也，君子之所道也。”80（2）

圣人制定“礼义”的主要途径在于自觉地努力培养和发挥自己那种能够计划、辨识

和思虑的“义”之能力，并在对典籍文献的创造性解释和应用中归类事物、制定规

范，以及持续不断地亲身积累、表率和示范。荀子在多个地方不断强调说：“圣人

积思虑，习伪故，以生礼义而起法度”81，“其义则始乎为士，终乎为圣人”82，“故

多言而类，圣人也”83，“圣人何以不欺？曰：圣人者，以己度者也”84，“彼学者：

行之，曰士也；敦慕焉，君子也；知之，圣人也”85，“彼求之而后得，为之而后成，

积之而后高，尽之而后圣。故圣人也者，人之所积也”86。

　第三，就“礼义”主要出于圣贤的不断解释和建构来说，对普遍的“礼义之邦”

的设定是可疑的。如前所述，在荀子那里，“礼义”的主要内涵乃是儒家所推崇之

周代以来的庆典、仪式、乡俗、朝制、情绪举止的分寸与模式等社会礼仪与风俗习

惯，“礼义”的主要源泉在于圣贤对于记载这些礼仪与规范的典籍文献的不断整理、

解释和调整。不同圣贤的这种整理、解释和调整固然具有一定的连续性和传承性，

但是也有其自身的内心体验以及对新环境、新问题的创造性回应。正如荀子所言：

　　 　礼莫大于圣王。圣王有百，吾孰法焉？故曰：文久而息，节族久而绝，守法

数之有司极礼而褫。故曰：欲观圣王之迹，则于其粲然者矣，后王是也。彼后

王者，天下之君也；舍后王而道上古，譬之是犹舍己之君而事人之君也。87
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　　宗原应变，曲得其宜，然后圣人也。88

　不过，令人困惑的是，荀子在《礼论篇》似乎又设定了一种超越这种经验建构的

普遍的“礼义之邦”，并且这种礼义秩序与其说出自于圣人的“发展”和“建构”，

不如说主要是圣人的“发现”和“揭示”。他写道：“天地以合，日月以明，四时以

序，星辰以行，江河以流， 万物以昌，好恶以节，喜怒以当。以为下则顺，以为上

则明，万物变而不乱。礼岂不至矣哉！”89 对于这种明显突兀之说，有评论者甚至

认为，关于圣人所制礼义，

　　 　当我们说“圣人制造了它”或“形成了它”的时候就会发现，他们实际上所做

的只是使得符合这一目的——即使得个人有机体中出现的离心趋势保持相互的和

谐——的全部样式明白显现出来。它也许并不是个体中与生俱来的东西，但似乎潜

存于宇宙的客观秩序之中……在使得社会秩序得以生成的时候，古代圣人们所做的

不是“发明”一套主观的“礼”的体系，而是通过艰巨的反思过程来“发现”它。90

　第四，基于“天”与“人”不同的存在方式，圣人“知天”的设定是不合理的。

根据早些时候的探究，荀子在《天论篇》中已经厘定了“天”与“人”在存在方式

上的根本区分。简单地重述一下就是，“天”是永恒持存并且道德上中立的，“人”

的“欲望”出自于“天”，“欲望”亦是不可改变的，但是欲望的自然实现方式是可

以完善的，完善的途径在于“义”的发挥以及圣人基于超群绝伦的个人之“义”所

制定的“礼”。但是，必须指出的是，无论是凡夫俗子之“义”还是圣人之“义”，

都是针对特定语境而进行的计划、辨识和思虑之能力——如果按照亚里士多德的术

语，这种“实践理性”的主要对象是变动不居的人类实践活动，并且这种理智能力

需要艰苦卓绝的不断训练和发挥，才可能达到一种优秀的状态。荀子自己在多个地

方也都表达了这一基本立场。不过，他在《解蔽篇》也曾经构想了一种了然顿悟的

“知天”状态：“虚一而静，谓之大清明。万物莫形而不见，莫见而不论，莫论而失位。

坐于室而见四海，处于今而论久远，疏观万物而知其情，参稽治乱而通其度，经纬

天地而材官万物，制割大理，而宇宙里矣。”91

　至此，我们可以总结说，（1）亚里士多德的正义观念具有十分明确的形而上学基

础，这种基础对于建立和发展他的正义理论不可或缺，但是并没有能够充分完备地

论证其正义理论内部各种观念之间的一致性或协调性，尤其是当他在作为“守法”

和“与他人相关的德性之总体”的正义观念之外设定了现实城邦正义中可变的“自

然的正义”以及“神的世界”中不变的“自然的正义”之际，这种形而上学基础就
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被严重地动摇了。（2）在荀子儒学中，我们很难发现亚里士多德那样浓厚而明确的

形而上学兴趣以及相应清晰的理论探索，但是在荀子的礼义观念背后也隐含着诸多

形而上学的预设。不过这些预设之间也并不能总是协调一致的，譬如圣人制定礼义

的经验性、建构性与普遍礼义之邦的可能性各自所预设的形而上学观念之间的冲突：

前者预设了天人之分和天道与人道的别异性、独立性，后者则预设了人道或礼义在

天道或“天行”中的深刻基础以及“知天”的可能性。（3）亚里士多德的正义观念

和荀子的礼义观念与其形而上学的理论基础或理论预设之间的这些困境是否昭示我

们对伦理性—政治性的实践哲学的探究或筹划可以或应该摆脱形而上学的奠基？基

于篇幅所限，我们的基本立场是，一方面，没有形而上学基础或预设的伦理学或政

治学将大大阻碍具有不同伦理和政治语境的人们对于异域伦理学或政治学的理解与

接受；92 另一方面，一种富有成效的、有意义的伦理—政治上的交往必将引导我们

走向对各自伦理—政治观念背后或多或少、或明或暗的形而上学基础或预设的考察

和检省，并且在此基础上才可能调整我们各自的形而上学基础或预设以及相应的伦

理—政治观念。

City, Man and Justice: A Dialogue between Aristotle and Xunzi

Chen Zhi-guo

Abstract: Focusing on the issue of justice, and rebuilding an appropriate dialogue 

between Aristotle and Xunzi, this essay reveals the basic train of thought of two thinkers 

about some questions, such as the naturalness of city-state, the justice in city-state and 

their relations with human nature, and shows that, the two Aristotelian definitions on 

justice in broad sense, which are “lawfulness” and “the whole of virtues with relation to 

others”, to a large extent also help describe the core conception in Xunzi’s Confucianism, 

which is called “social rites and appropriateness”(liyi). Besides, although there are some 

tension and conflict between Aristotle’s concept of “justice”, Xunzi’s idea of “social rites 

and appropriateness” and their metaphysically theoretical basis or presupposition, this 

does not mean that, we could or should explore ethical-politically practical philosophy 

without the foundation of metaphysics.

Key words: Aristotle; Xunzi; Justice; Social rites and appropriateness (liyi); Metaphysics
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依天道 弘人道１ 

——古代中国的人-道思想及其现实意义

山东大学儒学高等研究院　蔡祥元

　摘要 : 战争是人类社会的一个痼疾。在全球化的今天，如何化解干戈、寻求和平，

依然是我们需要面对的一个重大挑战。当今西方国家理论背后奉行的是一种达尔文

主义思想，它把物尽天择、弱肉强食的自然法则用于人类社会，并因此把军事实力

作为国家完全和利益的保障。当今社会的和平是不同力量之间平衡之后的产物。但

是，这种力量平衡造成的只能是相对的、暂时的和平，一旦力量的天平出现失衡，

战争随时可能发生。更为严峻的是，能源危机是现代文明社会发展的动力和保证，

一旦能源危机威胁国家的发展，那么，不同国家之间为了争夺最后的能源必将展开

战争，将给人类社会带来一场史无前例的浩劫。化解此危机的关键是认识到达尔文

主义的危害，并提出新的人性思想与国家理论。中国古代的人 -道思想则有可能成

为克服此危机的一种可能的选择。这种思想将道作为宇宙的根本，并将人性归本于

天道，从而克服那种纯粹从动物性出发来思考人性的达尔文主义的偏见。由于道或

天道有生民、生物的本性，因此，源出于天道的人性自然以仁爱作为自己的为人之

本，由此而引申出的国家理论必然包含着对其他民族与文化的包容与敬重。“依天道，

弘人道”的中国古代人 -道思想以及相关的国家理论不仅对于中国、对于东亚、乃

至对于整个当今国际社会都是一个极为重要的思想资源。如何让此古老的人 -道思

想重新进入人们的视野，以及在何种程度上让它能够重新成为人们生活、国家行为

的指引，对于如何有效化解当前全球化时代的文明冲突、民族矛盾甚至潜在的战争

危机无疑具有重要意义。

一、战争的危害

　战争是人类社会一个痼疾。人类社会的文明史很大一部分就是战争史。虽然战争

与动乱会成就一些英雄，就像“乱世出英雄”这句中国古话说的那样，但是，对于

平民百姓而言，战争绝对是灾难性的。多少生命会因此而损落，多少幸福的家庭会

因此而破碎。有什么理由可以牺牲平民百姓的生命来成就某些那些战争狂人与政治

野心家的个人野心呢？在全球化的今天，如何化解干戈、寻求和平，依然是我们需

要面对的一个重大挑战。
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二、西方当代国家理论背后的思想框架及其局限性

　虽然自由、民主、平等、博爱为当今国际社会多数国家所倡导，呼吁国家之间进

行平等对话与交流合作也成为一种社会趋势。但是，在这些漂亮的口号背后，大家

真正奉行的是一种达尔文主义的国家理论，都知道军事力量才是自己在这个国际社

会立足以及拥有话语权的保障。

　达尔文主义表达的是一种物竞天择、弱肉强食的自然法则或丛林法则。近代 300

多年的殖民战争以及一战、二战则是达尔文主义的充分佐证。强国去侵略甚至消灭

落后的、弱小国家的时候，是不需要理由的。正是这段残酷的人类文明史，让大家

认识到落后就要挨打，因此不同国家都不竭余力的发展军事力量。由于战争的危害

极大，因此今天的国际关系相对来说还是比较和平的，至少表面上如此。但是，这

种和平是一种力量制衡所带来的，是因为发动战争付出的代价可能比获得的利益更

大。如果一个国家可以确保发动战争带来的利益远远大于它可能付出的代价，那么

这个国家发动战争的可能性就非常大。

　力量制衡可以达成暂时的和平的话，但是，只要达尔文主义的国家理论依然暗中

占支配地位，那么，全球范围内的重大冲突的可能性将是非常大的。此冲突的一个

潜在的重大诱因就是能源危机。现代国家的整个运作都是靠能源来驱动的，能源是

国家的心脏和动脉，而它的总量是有限的。如果国家就像达尔文主义所设想的那样

是一种“怪兽”，那么，当全球的能源危机到来的时候，当一头怪兽在自己的动脉

要被切断的时候，它会做什么呢？这个不难设想。尤其是随着科学技术的进一步发

展，军事力量也将获得巨大的发展，到那时候，有能力毁灭地球文明的国家就不会

只有一两个国家了。因此，能源危机将对现代文明提出一个重大的挑战，处理不好，

到时面对的将是人类文明史上从未有过的浩劫。

　化解或缓解此危机的一个重要出路是发现新的可替代能源。但是，只要此能源是

有限的，那么，此危机将总是存在。而化解此危机的另一个出路是放弃大部分国家

暗中遵守奉行的达尔文主义的国家思想。只要放弃这种弱肉强食的思维方式，即使

遇到能源危机，不同的国家及其人民会携手共度难关，共同寻找低能源处境下的生

存之道，而不是通过战争的方式来抢占最后的能源。

　但是，达尔文主义思想可能被放弃吗？达尔文的进化论思想不是一种科学吗？动

物为了生存去捕食其他动物是天经地义的事，为了生存甚至可以残杀同类，只有这

样，它自己的生命才能得到保存，并且，通过自然选择而留存下来的物种都是生命

力的，因此残酷的自然选择还能促进自然物种的进化。人又是动物的一种，国家乃
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是放大的人或人的聚合体，因此，国家为了自己本民族的生存而发动战争不同样天

经地义的吗？

　如果人仅仅动物，而动物在本性上必然遵循物竞天择的丛林法则的话，那么人类

文明的浩劫将是不可避免的。但是，人仅仅是动物吗？古代中国有关人性以及国家

的思想，或许能给我们提供某种克服此危机的思想可能性。

三、古代中国的人 -道思想

　人是动物，这是没有疑问的，但人又不仅仅是动物，人之为人还在于他有超出动

物的地方。对于人超出动物的地方，不同的文明有不同的解读，比如西方哲学主要

把它解读为理性。与西方不同，古代中国把人与动物的区别解读为仁爱的天性，并

且此仁爱之性出自道。

　道或天道乃是中国古人心目中天地万物的本源。儒家、道家心目中的人性最后

都本诸道、出自道。“道德”的根源在“道”，有“道”才有德。“一阴一阳之谓道。

继之者善也，成之者性也。”（《周易・系词上》）《礼记》讲人与万物不同在于它秉

承了“天地之德”（《礼记・礼运》）老子讲天地之间有四大，而人居其一。此道的

根本特性就是化生、化育万物。朱子讲“天地以生物为心”。易之道的本性就是生

生不已，“生生之谓易”（《周易・系词上》）。老子同样明确提出，道乃是万物“万

物恃之以生”的东西（《老子・34 章》）。

　人是万物的一种，也受惠于天道的化育。但是与万物不同，人在受育过程中得天

地之灵，它不仅受育于天地之道，还能参与到天地之道的化育过程之中，让自己的

生命潜能得到最大程度的实现。比如老子讲：“人法地、地法天、天法道、道法自然”。

《中庸》讲 ：“惟天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，

则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之性，则可以与天

地参矣。” 

　天道化育万物的本性在人这里就进一步体现为人的仁义之性。在孔子感叹孔子在

感叹仁义难以施行的（子曰：“谁能出不由户？何莫由斯道也？” 《论语・雍也》）时候，

暗示仁义乃是为人之道。孟子讲人与禽兽的关键区别在于他以仁义为为人之本。 “人

之所以异于禽兽者几希；庶民去之，君子存之。舜明于庶物，察于人伦，由仁义行，

非行仁义也。” （《孟子・离娄下》）荀子同样指出，人高于禽兽的地方在于义，“人

有气有生有知亦有义，故为天下贵也。” （《荀子・王制》）

　道家表面看起来是反仁义的，比如老子讲：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不

仁，以百姓为刍狗”（《老子・5 章》 “绝仁弃义”（19 章）。庄子更是直接批判儒家
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的仁义道德是对生命的戕害：“夫尧既以黥汝以仁义，而鼻汝以是非矣！”（《庄子・
大宗师》）但是，老子不也讲“慈”吗？“我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，

三曰不敢为天下先。”（《老子・第六十七章》）也讲“善”，并且是能够利万物的“上善”，

甚至也讲“仁”与“义”，是真正能惠泽百姓的“善仁”（“与善仁”，《老子・第 8章》）

或“上仁”、“上义”（“上仁为之而无以为 ；上义为之而有以为。”38 章）因此，老

子反对的是“假仁假义”，或者那些空洞的、教条化的道德说教，而不是反对“真仁、

真义”。老子 “绝仁弃义”的目的是让人们回归自然朴素的情感，“民复孝慈”（《老子・
19 章》）。而“孝慈”不正是儒家仁爱思想之根源吗？庄子也一样，他反对的是“假

仁假义”，倡导的是能够“齑万物”、“泽及万世”的“大仁”，“大仁不仁”“齑万物

而不为义，泽及万世而不为仁”（《庄子・大宗师》）。

　能够参天地之化育，让自己的生命通乎大道的人，就是完人、圣人、至人、真人。

因此，中国古人心目中的人道思想的根基在道，是一种人-道相依的人性论。人之

为——作为——人，就在于得此道；人之为——成为——人，就在于弘此道。“人

能弘道，非道弘人”。（《论语・卫灵公》）“大哉圣人之道！洋洋乎发育万物，峻极

于天。”（中庸）

四、基于人-道思想的和平理论

　《孙子兵法》是一本兵书，也就是一本教人打仗的书，但是，它里面也体现了很

深的中国古代人-道思想。它在开篇就指出，用兵是一件关乎“死生存亡”的大事，

因此，必须要慎重对待。用兵的五个重要因素（道、天、地、将、法），其中第一

条就是道。道就是要让你的百姓、你的士兵可以与你共生死，简言之，就是得民心。

“道者，令民与上同意也，故可以与之死，可以与之生，而不畏危也。”如何能得民

心？只有仁爱惠及百姓者才能得百姓之心。因此，“仁”也是为将的五个重要品格

之一。在《用间篇》，孙子更是直接指出，只有仁义的将帅才能用间。“非圣智不能

用间，非仁义不能使间”（用间篇）。当然， 这里提到的仁义或人-道主要是对待自

己的士兵与子民，但是，对于敌方呢？《孙子兵法》作为兵书，当然要提供战胜敌

人的谋略。但是，在孙子心目中，当国家之间发生冲突的时候，用兵是最后的、不

得已的选择。最高明的战术是通过谋略与外交，做到“不战而屈人之兵”。“故上兵

伐谋，其次伐交，其下攻城。”（谋攻篇）这一战术指导思想背后有很深的人 -道思

想，包含着对敌方的生命的敬重。

　老子更是直接将兵称之为不祥的东西。“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道

者不处。” （《老子 31 章》）在他的“理想国”中，是无需有军队存在的。“虽有甲兵，
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无所陈之”，人民要做的是“甘其食，美其服，安其居，乐其俗”（80 章）大国与

小国的相处之道与恃强凌弱的达尔文主义思想不同，大国反而要让自己处于谦卑的

位置，而不是对人家颐指气使。“大邦者下流，天下之牝，天下之交也。”（《老子

61 章》）因为中国古人深深地领会道，武力胁迫并不能带来真正的和平，往往带来

更大范围的对抗，并且，一旦播下仇恨的种子，任何武力胁迫都会变得没有意义。“民

不畏死，奈何以死惧之？”当对方可以化身为人肉炸弹的时候，你还有什么武力可

以逼对方就范呢？以武力让人屈服，它带来的只是表面的和平和安定，只有依天道，

弘人道，在不同的民族与文化之间建立起真正互相信任的合作与共存关系，才有真

正的和平可言。“以力服人者，非心服也，力不赡也。以德服人者，中心悦而诚服也。”

（孟子，公孙丑上）

　《季氏篇》篇开头孔子与冉有、季路有关讨伐颛臾的一段对话值得我们深思。在

这篇对话中，冉有、季路告知孔子，季氏将讨伐颛臾，理由是颛臾日渐强大，可能

威胁到季氏本邦的安全。从达尔文主义的思想立场出发，这种讨伐是合情合理的，

弱肉强食本是国家的生存之道，趁对方还没强大到能够威胁自己的时候先动手消灭

对方，不是一个很明智的决定吗？美国发动的伊拉克战争完全就是按这个逻辑来思

考的。但是，这种做法在孔子看来肯定是无道的。在孔子眼里，治国之道，首先是

让自己的百姓安居乐业，对于远方存在的潜在危险，则通过修养德性，来达到相互

交好的目的，最后达到两国人民和谐相处，视同一家。“夫如是，故远人不服，则

修文德以来之。既来之，则安之。”（《论语季氏》）

　弘扬人-道，修养德行，就可以化解危机吗？这个确实不容易，在这里也无法给

出操作的条目，就像孙子所言，“兵者，诡道也”，它需要很深的谋略与智慧。但是，

思想上而言，并非不可能。《庄子》有个故事可以帮助我们领略其中的奥秘。庄子在《人

间世》中记载了这样一件事，颜阖受命去教育一个“其德天杀”的太子，这个太子

残忍至极，但又聪明至极，“其知适足以知人之过，而不知其所以过”（《人间世》）

要教育这样一个太子是危险的，作为臣子，这种使命又不能逃避。该如何与这样一

个太子相处呢？你不能有任何与他相对立的“机心”或“成心”，不然就会被“天

杀”的太子有“机”可乘，“与之为有方，则危吾身”，从而陷入危险的境地。只有

化去“机心”，与他共为一体，形就而心和，“彼且为婴儿，亦与之为婴儿；彼且为

无町畦，亦与之为无町畦；彼且为无崖，亦与之为无崖”（《人间世》），让他“不可

得而亲，不可得而疏；不可得而利，不可得而害”（《老子・五十六章》），才能化去

危险，“达之，入于无疵”。

　颜阖这里的避免危害的主要方法是化去机心，与残忍的太子进入共为一体的状态

之中，从而让对方无法伤害到自己。用到国家之间，这种方法就可以解读为：在不
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同的国家相互交往时，不要只认识到自己文化的优越性，只以自己的文化制度作为

真理的唯一标准，而是充分承认其他文化本身存在的合理性、历史性，在相互交往

的时候首先认可对方、尊重对方，首先迁就彼此的不同，然后在深入交往的过程中

达到互相影响、互相转化，从而化解暴力对抗的危机。

五、中国古代“人-道”思想的现实意义

　还以伊拉克战争为例看中国古代人 -道思想的现实意义。今年是伊拉克战争十周

年。这场战争导致美国 4500 多名美国士兵的死亡以及 2 万亿美元的经济损失，给

伊拉克造成军民总共造成数十万军民的死亡，经济损失更是不计其数。但是，试想

一下，如果美国感受到伊拉克不够友好的时候，能够主动打开国门，不抱任何意识

形态的成见，并且，能够把用来发动战争的费用用于伊拉克人民和政府的人道主义

援助，这时候即便伊拉克拥有大规模杀伤性武器，无论如何也不会用到美国身上。

你想想看，2 万亿美元，伊拉克也就 2000 多万人口，算下来，差不多每个伊拉克

人可以得到 20 万美元的无偿援助，对于这的援助，伊拉克政府可能拒绝吗？伊拉

克人们会答应他们的政府与这样的美国作对吗？但现实是，奉行达尔文主义的国家，

宁可用军费去杀人，去从肉体上消灭敌人，而不是用它去援助对方，让对方成为你

的朋友。

　这一做法，即通过帮助有敌意的国家来化解国家之间的冲突，今天看来可能是非

常幼稚的想法。但它在历史上确实出现过。

　我们知道，郑和与哥伦布一样，都是航海名家。郑和的船队的规模与实力那个时

代任何亚洲、欧洲国家所无法比拟的。英国的李约瑟博士在分析了这一时期的世界

历史之后指出，“明代海军在历史上可能比任何亚洲国家都出色，甚至同时代的任

何欧洲国家，以致所有欧洲国家联合起来，可以说都无法与明代海军匹敌。”郑和

船队于 1405-1433 年先后七次，穿越马六甲海峡，横渡印度洋，远到达非洲东海岸

和红海沿岸，途经爪哇等三十多个国家。前英国皇家海军潜水艇指挥官加文・孟席

斯在《1421 年：中国发现世界》一书中提出，郑和船队的分队曾经实现了环球航行，

并先于哥伦布发现美洲和大洋洲。

　但是，与哥伦布不一样的是，郑和船队发现“新大陆”之后，并没有对当地进行

殖民与杀戮，也没有贩卖黑奴，不是去抢劫当地的金银财宝，相反，而是满载自己

的金银财宝与当地的弱小国家进行贸易交换。这种贸易不仅不是掠夺或欺骗式的贸

易，虽然当时的中国完全有这个实力，相反，是一种恩惠式地交换。它给南洋、东

洋各国带去了经济实惠，促进了当地经济的发展，并促成了中国与南洋诸国建立友
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好关系。

　这种差别当然不是哥伦布与郑和本人的善恶所造成的。它的根源在于两种不同的

立国思想 ：一种是弱肉强食的达尔文主义，一种是“人能弘道”的人-道思想。由

此我们也可以看到，孔子讲的“远人不服，修文德以来之”并非是一句空话，它完

全可能在现实中实现出来。

　一个好的政府，应该让她的百姓“安其居，乐其俗”（老子 80 章），能够以“老

者安之，朋友信之，少者安之”的方式来尽其人伦之乐，而不是让他们活在政府的

空洞理念之中，更不是用他们的生命去满足政治野心家的野心。国家内部事务乃至

国家之间纠纷的处理，都应以天下百姓——而不只是一国的百姓——福祉为皈依，

以此为目标来寻求最佳的处理方式。“天下是百姓的天下”，她不只是某一个人的、

甚至不是某一个国家的天下

１ 本文受山东大学自主创新团队项目“经典诠释与哲学创新”之子课题“先秦诸子之‘道’
的诠释学 -现象学解读”经费资助。
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对于实现“仁”的社会的美好想象

成均馆大学儒学院　助教授　高在锡

　虽然不是经常 , 但一定听说过“不懂事”“不谙世事”类似的话。这些话是对那

些不能够预测新的变化、固守既存并已熟悉了的方式的人说的。在变化马上要发生

的时候更是如此。征兆隐微，所以不容易察觉。错误的判断还会招来不可挽回的结

果。Kodak 公司开发了便携式数码相机，并将在月球上拍摄的第一张照片传送给全

世界，对人们的日常生活产生了极大的影响。它虽然开发了世界上最早的数码相机，

但是错误地预测了迅速发展的数码化，结果丧失了享有 130 年的“胶片名家”的称

号，并沦为消失于历史中的命运。

　20 世纪以后的东亚将西方近代的理性、合理、自由、科学等作为核心价值，贬

低自己的思想文化，并把“西方话即是乌托邦”这一坚固的信念付诸实践。但是

2013 年，我们生活的世界到了一个必须从根本上改正我们既存的观念和价值标准，

并且必须梦想一个全新的乌托邦的时期。以新自由主义为武装的资本主义由于自私

主义和无限竞争造成了连自己的邻居是谁都不知道的相互断绝了的人际关系，科学

技术文明与开发，以及意识形态造成了无法自我治愈的问题，重新进行规定势在必

行。如果思维方式不进行革命性转换将必然走向破灭，到处传来这种迫切的自发性

的声音。

　当然思维的根本性转换并不是抹杀多元化的价值，仅仅将其引导向一种方式，而

是应该以既存在不同又和谐的和平方式讨论。就这点而言，数千年间，儒学作为东

亚的思维主干，能够提出给我们带来不同的舒适的“东亚理想”。

　孔子认为理想社会并不在遥远的天上，而就在我们两脚踩着的现实中。他通过将

天内在化的能动性方式，主动地与天进行对话，采用任何人只要下了决心就可以知

道上天的意志的方式而不是自己一个人独占的形式。因此他梦想着的理想社会不仅

仅是一次都没有显现出来或者死后才能够经历的遥远的梦，而是在过去已经实现，

现实中一定能够实现，以后能继续延续下去的理想。

　孔子将人类内在的德性规定为“仁”，常常根据弟子的特性、资质以及学问水平

的不同，采取不同的方式说明其意义。“克己复礼”“爱人”“己所不欲，勿施于人”。

就像肚子里的孩子通过脐带同妈妈连在一起一样，仅看肉体，人虽然看起来好像是

各自独立的存在，但是通过“仁”有机联系起来的统一体才是其本质。

　孔子所说的“七十岁而从心所欲，不逾矩”也是说不是享受摆脱他人的束缚或者
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制约的肉体自由，而是享受一起考虑与作为人类生活重要领域的社会性相符合的社

会规范、人们的价值判断的自由。西方社会只要不给别人带来麻烦，我的问题就不

会受到任何人的干涉与压迫，有自己决定的权利，强烈拥护个人权利，这与向各种

压制个人权利的多种形态的集团主义提出挑战并表达不信任有明显的差别。

　儒学认为从社会中分离出来的个人绝对自由和自律性只不过是一种虚构。其理想

为回归“仁”，并自然地与他们实现和谐共存。当然与他人的和谐并不是强求个人

的牺牲。孔子所说的“和而不同”提出了和谐的理想方向。舍弃自己的差别性，根

据利益和形势的不同，最大限度的实现“和”即是“同”。就像花圃里的花都有自

己的颜色和香味，并且其他花共同生存一样，不丢掉自己的个性，依据“仁”与自

己以外的存在和谐相处是很自然、很美丽的。

　因此，在儒学中，实践“仁”并实现人的本性成为生活的目标。值得注意的是这

种爱的实践与墨家普遍的爱是不同的。这种爱是像珍惜自己一样珍惜别人，而不是

忽略自己身边的所有事情去爱别人，把对自己的父母和子女的爱放到一边，先去爱

别人的父母和子女。明确的区分本本末和先后，时时刻刻虔敬的洞察自己的心，按

照本心去爱自己的父母和子女，并且推及此心去爱自己的邻居以及其他所有的人，

这就是差别性爱的实质。当然“仁”的渐进性扩大并不是说爱的程度也要有差距。

即使区分了先后本末，也要根据不同的情况考虑全局来设定爱的程度，所以没有轻

重的差异。

　进一步说，儒学中“仁”的最终实现范围不仅仅在我与共同体，而在于实现人与

自然的和谐。根据孔子“廐焚 , 子退朝曰 : ‘伤人乎 ?’ 不问马”的记录，有些人

评价说：“儒学与被指认为环境破坏主犯的人类中心主义大同小异。但是，在实践

由近到远的有差别的爱的过程中，只是首先关注对同类的爱，而并不是不关注马这

样的动物。孔子说的“钓而不纲 , 弋不射宿”告诉我们：人与自然相互影响，所

以利用自然是不可避免的，但并不是人类任意的开发和蹂躏，而是应该根据“仁”

这一内在的价值，切忌盲目的牺牲，履行生命的重要性，利用自然环境。

　相反，孔子断言和谐社会的实现仅仅依靠法律和制度是不可能的。 “道之以政 , 

齐之以刑, 民免而无耻. 道之以德, 齐之以礼, 有耻且格 道之以政, 齐之以刑, 

民免而无耻 . 道之以德 , 齐之以礼 , 有耻且格。”即首先要做的是每个人要确立

自己的善的本性。如果否认按照本心，通过自律进行思考和行动，只是利用刑法和

制度来统治百姓的话，即使犯了错误百姓也不感到羞耻。与此相反，如果信任百姓，

用“德”引导百姓，并且适时用“礼”管理百姓的话，就会对自己的错误感到羞耻

并自觉的改正错误。

　这儿提出了教育的重要性。孔子去魏国时，惊讶于其人口之多，弟子冉有问：“如
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果人口这幺多，其次需要什幺？”孔子回答说“富之”。冉有又问：“‘富之’之后，

什幺更重要？”，孔子说：“教之”。人口的兴旺和经济的富裕是走向理想社会的重

要要素，但是更应该重视的是教育。这是因为任何人都有确立内在的本来价值，并

且根据这一内在的本来价值实现理想社会的权利。因此，孔子认为教育应该有教无

类，通过教育，任何人都能够完成实现“仁”的社会。

　“梦”在很多时候仅仅局限于自己的想想中。但是如果以切实的实践为根基，就

会马上现实化并成为改变世界的力量。在就连西方社会也废弃自己所追求的近代价

值，开始试图进行多样的认识转换的当今，曾经对于信赖内在的明澈的人性、信念

与常识相通的社会，以及人与自然和谐相处的世界抱有理想的儒学的理想分明又以

其他的方式给了我们想象的空间。试图想象一下，由于朱子、陽明、退溪、栗谷、

伊藤仁齋、荻生徂徠这些大儒的出现，最终有一天儒学的理想社会在东亚社会中得

以完全实现，成为了文化创造的中心。真是一个甜美的梦。
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‘인仁’이 실현되는 사회에 대한 달콤한 상상

고재석 ( 성균관대학교 유학대학 조교수 )

　자주는 아니지만 ‘철없다’ · ‘철부지’ 와 같은 말을 들어 본 경험이 있을 것이다. 

새로운 변화를 예측하지 못하고 익숙해진 기존의 방식을 고수하는 사람에게 하

는 말이다 . 변화가 막 시작되는 시점이면 더욱 그렇다. 조짐이 은미하니 그것을 

알아차리기란 쉽지 않다. 잘못된 판단은 돌이킬 수 없는 결과를 초래하기도 한다. 

휴대용 카메라를 개발하고 달에서 촬영한 첫 사진을 전 세계에 전달하며 일상생

활에 지대한 영향을 미쳤던 코닥사는 세계최초로 디지털 카메라를 개발했음에도 

빠르게 진행되는 디지털화를 잘못 예측하여 130 년간 누렸던 필름명가의 명예를 

내려놓고 역사의 뒤안길로 사라질 운명에 처해있다 .

　20 세기 이후의 동아시아는 서구근대의 이성 · 합리 · 자유 · 과학 등을 핵심가

치로 여기고, 스스로의 사상문화를 폄하하며 ‘서구화가 곧 유토피아’ 라는 굳건한 

믿음을 실천해 왔다. 그런데 2013 년, 우리가 살고 있는 세상은 기존의 개념과 가

치기준을 근본적으로 수정하여 새로운 유토피아를 꿈꾸지 않으면 안 되는 시점에 

와 있다. 신자유주의로 무장한 자본주의는 이기주의와 무한경쟁으로 이웃에 누가 

사는지조차 모르는 단절된 인간관계를 낳고 있고, 과학기술 문명과 개발 및 성장

이데올로기는 자생적으로 치유할 수 없을 만큼의 문제점을 드러내어 재규정이 불

가피해졌다. 사유방식의 혁명적 전환이 없다면 파멸로 치달을 수밖에 없다는 절

박한 자각의 목소리가 곳곳에서 들려온다. 

　물론 사유의 근본적 전환은 다원화된 가치가 말살되고 오로지 하나의 방식으

로 주도되는 것이 아니라, 다름이 존중되면서도 조화를 이루는 평화적 방식으로 

논의되어야 한다. 이런 점에서, 수천 년간 동아시아 사유의 근간으로 작동해 왔던 

유학은 우리에게 또 다른 편안함을 줄 수 있는 동아시아적 이상을 제시해 줄 수 

있다.

　공자는 이상사회가 아득히 먼 저 하늘에 있었던 것이 아니라, 지금 바로 여기 

우리가 두 발 딛고 있는 현실에 있다고 보았다. 그는 ‘천天’ 의 내재화라는 능동적 

방식을 통해, 주체적으로 하늘과 소통하였고, 혼자만 독점하는 형식이 아니라 모

든 사람이 맘만 먹으면 누구나 하늘의 뜻을 알 수 있는 방식을 선택하였다. 그렇

기에 그가 꿈꾼 이상사회는 한 번도 있어보지 않았거나 , 죽음 이후에 비로소 경

험할 수 있는 아득히 먼 꿈만이 아니라, 과거에 이미 실현되었었고, 현실에서 반
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드시 실현가능하며 후대에도 지속되어야 할 이상이다.

　공자는 인간에 내재된 덕성을 ‘인仁’ 으로 규정하였고, 제자들의 특성이나 자

질, 학문수준 등에 따라 각기 다른 방식으로 의미를 설명하곤 하였다. “사사로운 

욕심을 이겨내고 때에 맞는 예를 실천하는 것이다.（克己復禮）”, “사람을 사랑하

는 것이다.（愛人）”, “내가 하고 싶지 않은 일을 남에게 시키지 않는 것이다.（己

所不欲, 勿施於人）” 마치 뱃속의 아이와 엄마가 탯줄로 연결된 하나의 몸인 것처

럼 , 사람은 비록 육체만 보면 개별적이고 독립적인 존재 같지만 인으로 인해 유

기적으로 연결된 일체라는 것이 본질이다 .

　그가 “일흔 살에 마음이 하고자 하는데로 하여도 법도를 어기지 않았다.（七十

而從心所欲, 不踰矩” 고 말한 것도, 남의 구속이나 제약에서 벗어나는 육체적 자

유를 누린 것이 아니라, 인간 삶의 중요한 영역인 ‘사회성 sociality’ 에 해당하는 

사회적 규범이나 사람들의 가치판단을 함께 고려하는 자유를 누렸다는 것을 말

한다. 서구사회가 남에게 해를 끼치지 않는 한, 나의 문제는 누구의 간섭이나 억

압을 받지 않고 내가 스스로 결정할 권리가 있으며, 개인의 권리를 강하게 옹호하

고, 종종 개인의 권리를 억압해온 다양한 형태의 집단주의에 도전과 불신을 표현

해 왔던 것과 분명 차이가 난다.

　유학은 사회로부터 분리된 원자화된 개인의 절대적 자유나 자율성은 허구에 불

과하다고 본다. 인을 회복하고 자연스럽게 타인과의 조화로운 공존을 이루는 것

이 이상이다. 물론 타인과의 조화가 개인의 희생을 강요하는 것은 아니다. 공자가 

말한 ‘화이부동和而不同’ 은 조화의 이상적인 방향을 제시한다. 자기만의 차별성

을 버려 둔 채, 이익과 형세에 따라 화를 가장함이 동同이다. 꽃밭의 꽃이 나름대

로의 색과 향을 지니고 공존하는 것처럼, 자기의 개성을 잃지 않고 나 이외의 존

재자와 인에 의해 조화하는 것이 자연스럽고 아름답다.

　그러니 유학에서는 인을 실천하여 사람다움의 본질을 완성하는 것이 삶의 목적

이 된다. 주목할 만한 것은 이러한 사랑의 실천이 묵가의 보편적 사랑 ‘겸애兼愛’

와 다르다는 것이다. 남을 나처럼 아끼고 사랑하는 것이라 해서, 내 가까이에 있

는 모든 일을 소홀히 하고 남을 사랑하며, 나의 부모나 자식에 대한 사랑을 제쳐

두고 먼저 남의 부모와 자식을 사랑하는 것은 아니다. 본말本末과 선후先後를 명

확히 구분하고, 매 순간 경건하게 자신의 마음을 살펴 본심대로 자신의 부모와 자

식을 사랑하고, 이 마음을 미루어 이웃과 모든 사람들을 사랑하는 것이 차별적 사

랑의 실제이다. 물론 인의 점진적 확대가 사랑의 정도까지 차이나야 함을 말하는 

것은 아니다. 선후본말의 구분은 있을지라도, 상황에 맞게 전체를 고려한 입장에

서 사랑의 정도가 설정되므로 경중의 차이는 없다. 
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　나아가 유학은 인의 궁극적 실현 범위를 나와 공동체뿐만 아니라 인간과 자연

의 조화로운 관계완성에 두고 있다. 혹자는 공자가 “마구간에 불이나자 사람이 

다쳤는지를 묻고, 말에 대해 묻지 않았다.（廐焚 , 子退朝曰 : “傷人乎 ?” 不問馬）”

는 기록을 토대로, 유학이 환경파괴의 주범으로 지목된 인간중심주의와 맥을 같

이 한다고 평하기도 하였다. 하지만 이는 가까운 곳에서 먼 곳으로의 차등적 사

랑을 실천하는 과정에서, 우선적으로 동류에 대한 사람에 대해 관심을 둔 것이지, 

말과 같은 동물에 대해 관심이 없었던 것은 아니다. 공자가 “낚시질은 하시되 그

물질하지 않았으며, 주살질은 하시되 잠자는 새는 잡지 않았다.（釣而不綱, 弋不

射宿）” 는 것은 인간과 자연이 서로 영향을 주고받아야 하기에 자연을 이용하는 

것은 불가피하지만, 인간 마음대로 개발하고 유린하는 것이 아니라 내재적 가치 

인에 의해 무분별한 희생을 금기하고 생명의 중요성을 실천하며 자연환경을 이용

하였음을 보여준다.

　반면 , 공자는 조화로운 사회의 완성을 법과 제도에만 의지하여 이룬다는 것은 

불가능하다고 단언하였다. “정령으로 인도하고 형벌로 가지런히 하면 백성이 면

하려고만 하고 부끄러워하지 않는다. 덕으로 인도하고 예로 가지런히 하면 부끄

러워하고 또한 저절로 바르게 될 것이다.（道之以政, 齊之以刑, 民免而無耻. 道之

以德, 齊之以禮, 有耻且格）” 우선되어야 할 것은 개개인이 자신의 선한 본성을 확

립하는 것이다. 본심에 의해 자율적으로 사고하고 행동하는 것을 부인하고, 그저 

형벌과 제도로만 사람들을 이끌려 한다면, 잘못을 하더라도 부끄러움이 없게 된

다. 반대로 사람을 신뢰하고 덕으로 이끌며 상황에 맞는 예로 다스리면, 자신의 

잘못에 수치심을 느끼고 스스로 자신의 잘못을 고친다고 본 것이다.

　여기서 ‘교육’ 의 중요성이 제시된다 . 공자가 위나라에 갔을 때 인구가 많은 것

에 놀라자, 제자 염유는 인구가 이렇게 많다면 다음에 필요한 것이 무엇인지를 물

었다. 공자는 “부유하게 하는 것이다.（富之）” 라고 대답하였다 . 염유가 또 부유

하게 한 다음에 무엇이 더 필요한지 묻자, 공자는 “사람들을 가르쳐야 한다.（敎

之）” 고 말하였다. 인구의 번성과 경제적 풍요는 이상사회로 나아가는데 중요한 

요소이기는 하나, 보다 중시되어야 할 것은 바로 교육이다. 사람이면 누구나 내면

에 내재된 본래 가치를 확립하고, 그것에 따라 이상사회를 실현할 권리가 있기 때

문이다. 이에 공자는 교육을 함에 특정한 부류를 정해놓고 가르치지 않았고, 누구

나 교육을 통해 인이 실현되는 사회를 완성할 수 있다고 보았다.

　‘꿈’ 은 대부분 혼자만의 상상에 그칠 때가 많다. 하지만 강력한 실천이 뒷받침

되면 곧 현실화 되어 나와 세상을 바꾸는 힘이 되기도 한다. 서구사회조차 자신들

이 추구했던 근대적 가치를 폐기하고 다양한 인식의 전환을 시도하고 있는 지금, 



lxxi

研究　東洋

내면의 맑은 인성을 신뢰하고, 믿음과 상식이 통하는 사회, 인간과 자연이 조화롭

게 어우러지는 세상에 대한 이상을 품었던 유학의 이상은 분명 또 다른 방식으로 

우리에게 상상의 기회를 준다. 주자 · 양명 · 퇴계 · 율곡 · 이토오진사이 · 오규소라

이 같은 대유大儒의 등장으로 유학적 이상사회가 동아시아사회에 온전히 실현되

어 문화창조의 중심이 되는 날을 상상해 본다 . 달콤한 꿈이다 .
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儒學에서의 人間다운 삶과 聖賢 닮기

朴惠榮 （韓國 , 成均館大學校 博士過程修了）

< 論文要約 >

　‘聖學’ 이란 聖人, 賢人을 닮기를 目標로 하는 希聖의 學問 體系이다. 다시 말하

면 聖賢이 天下를 다스리는 王 노릇하기 위한 學問으로서, 이른바 內聖과 外王의 

理想을 兼備하여 實現하는 體系의 學問이다.

  ‘聖’ 에 倫理的 意味 乃至 理想的인 人間 德性의 意味가 附與 된 것은 確實하게

는 孔子 以後부터이며, 聖學에서 使用되는 聖의 槪念은 孟子에 의하여 比較的 明

確하게 規定되었다고 할 수 있다. 孟子는 浩生不害와의 問答에서 사람의 品格을 

善人, 信人, 美人, 大人, 聖人, 神人 等의 6 段階로 나누어 說明 하였다.

  즉 聖人이란 道가 內面에서 쌓이고 充實해져서 外面으로 光輝가 드러나는 大人

의 段階를 넘어 人格의 質的 變化를 이룬 사람이라는 것이다.

　또 『中庸』에서는 “誠實한 者는 힘쓰지 않아도 道에 맞으며, 생각하지 않아도 

알아서 자연스럽게 道에 맞으니 聖人이요 ...” 라고 하여 , 聖人의 道와 誠者의 天

道 境地가 같다고 解釋하고 있다. 宋代의 周濂溪는 “聖人은 하늘을 바라고, 賢人

은 聖人을 바라며, 선비는 賢人을 바란다” 라는 말로써 儒學의 인간다움을 배우

는 學問 精神을 說明하고 있다.

　이러한 內容을 縱觀해보면 儒學에서 말하는 聖人이란 道德의 修養을 通하여 人

格의 質的 變化를 이루어 天人合一의 삶을 사는 者를 말한다. 또 聖人은 人間自身 

속에 內在 된 誠實한 主體性과 普遍性을 바르게 認識하고 體得하여 修養함으로써 

人間다움의 理想을 實踐하는 最高의 人格體라고 定義할 수 있다.

  聖學에서의 學의 槪念은 倫理的 理論 知識의 意味보다는 修養的 實踐 態度의 意

味가 더 크다.

　聖學의 方法은 心 ・ 性・ 情의 側面에서는 居敬 ・ 窮理 ・ 存養・ 省察하는 것이

며 學問的 側面에서는 居敬함으로써 自我의 人間다움을 體驗하여 認識하고 現實

的으로 實踐하는 것이다 . 敬의 態度를 維持하는 것에 對하여는 이미 『書經』에서 

基本 心法으로 提示되고 있고, 孔子도 自己 心性을 修養하는 方法으로 ‘修己以敬’

을 말하였다. 

　특히 宋代에 이르러 儒學의 倫理的 實踐 方法으로 持敬을 强調하고, 그 具體的 

內容을 多樣하게 說明하였다 . 朝鮮의 退溪도 이 敬으로 人慾을 克復하여 人間의 
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主體性을 確立하여야 참된 人間의 本性이 實現될 수 있다고 본 것이다. 栗谷 또한 

修己工夫에는 知識을 넓히는 明善과 行하는 誠身이 있는데 居敬과 窮理, 力行을 

벗어나지 않는다고 하였다. 敬을 바탕으로 하여 心法을 通한 修養과, 學問을 通한 

窮理와 實踐을 쌓아감으로써 眞理가 쌓이고 實踐의 努力이 익숙하게 되면 自身도 

모르는 사이에 聖人의 領域으로 들어가게 된다는 것이다. 

　즉 聖學은 自己 完成의 삶인 ‘爲己之學’ 이며, 自身의 人間다움을 길러내는 ‘爲

己之學’ 은 모든 사람들에게 通用될 수 있는 學問이다. 이때의 學問은 科學的 學

問과는 問題 意識과 工夫 方法에서 相當한 差異가 있는 人道學이다. 

  聖學은 思辨的 學問도 아니요 , 對象 分析的 學問도 아니지만 居敬을 바탕으로 

窮理 ・ 實踐 ・ 體認의 方法에 立脚하여 眞理를 探究하고 實踐하며 體得하여 眞理

와 合一되는 功效를 이룬다. 聖學은 人間에 대한 無限한 信賴에 基礎하여 學問이 

成立되며, 人間에 대한 無限의 信賴를 學問과 實踐的 삶을 通하여 確認하고 擴大

한 다음 그 힘을 社會로 擴大시켜 나간다. 世俗的인 風俗을 禮俗으로, 聖俗으로 

發展시켜 짐승과 같이 野蠻的으로 살아가는 것이 아니라 가장 文化的인 世上, 人

間다운 世上으로 이끌어 가려는 것이다. 敬을 通하여 마음이 主人 됨을 回復하고, 

마음이 回復되어 마음 속 하늘의 命令인 本性이 온전하게 되면 사람과 하늘이 하

나가 되어 人間다운 삶을 살 수 있다는 것이 옛 聖賢들의 가르침이다.

　核心語 : 聖學, 持敬, 修養, 聖人
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1. 緖  言

　오늘날 現代 文明社會는 人間 疎外現象, 道德性의 沒落, 非行 靑少年,  老人 問

題, 世代 階層 間의 葛藤 및 分裂 等 갖가지 社會 病理 現象이 점점 더 頻繁하게 

일어나고 있다. 이는 近・現代 以後 科學과 産業文明의 發達로 모든 文化는 相對

的인 것이 되고, 科學的 知識만이 眞理로 받아들여지게 된 것과 깊은 關聯이 있

다.

　對象的 知識만이 重視되기 始作하면서 普遍的인 眞理나 普遍的인 人間性이 存

在한다는 믿음을 喪失한 흐트러진 人間의 마음을 바로 잡아 人間답게 살아가게 

하려면 어떤 方法이 있을까 ? 그 方法은 여러 곳에서 찾을 수 있겠지만, 筆者는 天

理에 따라 人慾을 節制하고, 人間의 內面的 道德性을 回復시킬 수 있는 修己에 있

다고 보는 것이다. 오늘날 儒學을 眞理에 대한 認識과 實踐의 學問으로 여기는 사

람은 극히 드물다. 따라서 이 글의 目的은 21 世紀를 살아가는 오늘날의 우리들

에게 儒學에서의 聖賢들의 삶을 通하여 荒廢 해 가는 人性을 바로 세울 수 있는 

端初를 찾고자 함에 있다.

2. 聖學과 인간다움

　‘聖學’ 이란 聖人, 賢人을 닮기를 目標로 하는 希聖의 學問 體系이다. 다시 말하

면 聖賢이 天下를 다스리는 王 노릇하기 위한 學問으로서, 이른바 內聖과 外王의 

理想을 兼備하여 實現하는 體系의 學問이다. 

　‘聖’ 字의 意味를 살펴보면 『詩經』「邶風」「凱風」에서 “어머니는 지혜롭고 善

하신데 （母氏聖善）” 에 대하여 , 『毛詩傳』은 “聖은 智慧이다 . （聖 叡也）” 라고 

註解하고 있으며, 『周禮』「大司徒」에서 “첫째, 여섯 가지 德이니 智慧 ・ 仁・ 聖 

・ 義 ・ 忠 ・ 和 이다. （一曰 六德 知・仁・聖・義・忠・和）” 에 대해 鄭玄은 “聖

은 通하여 미리 아는 것” 이라고 註解하고 있다. 또 『書經』「洪範」에 “叡智가 聖

을 이룬다. （睿作聖）” 는 句節에 대해 孔安國은 “일에 대하여 通達하지 않음이 없

는 것을 聖이라고 한다. （於事無不通, 謂之聖）” 라고 註解하고 있다. 『說文解字』

에도 “聖은 通達이다. （聖 通也）” 라고 하여, 즉 ‘聖’의 語源的 意味는 ‘밝음（睿）’, 

‘통달（通）’ 等인 것이다. １

　程敏政의 『心經附註』에서 西山眞氏의 註를 보면 聖學이 담고 있는 聖人의 道

는 堯舜에서 淵源２하고 있음을 알 수 있다. 그러나 聖에 倫理的 意味 乃至 理想的

인 人間 德性의 意味가 附與된 것은 確實하게는 孔子 以後부터이다 . 例를 들면 

孔子는 “어찌 仁을 일삼는 데 그치겠는가 , 반드시 聖人일 것이다.”３ 또한 “聖과 

仁으로 말하면 내 어찌 감히 自處하겠는가”４ 라고 하여 , 聖과 仁을 同列的 槪念
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으로 보거나 聖을 仁보다 優位 槪念으로 使用하여, 聖의 解釋을 널리 백성에게 베

풀어 大衆을 濟度하는 仁의 極致로서 말하였다. ５

　孔子에게는 ‘仁’ 이 倫理 意識을 包括하는 槪念이라고 한다면,  ‘聖’ 은 仁의 最

大 實現의 境地를 意味하다고 할 수 있다. 또 孔子는 道와 德을 바탕으로 하여 仁

과 禮를 行하는 것이라고 『論語』에서 “道에 뜻을 두며 德에 根據하며 仁에 依支

하며 禮에 노닐어야 한다” ６ 고 하였다 . 이로써 미루어 보면 道德에 自身의 行

爲 根據를 두어 결국 仁을 實踐하는 데 있다는 것이다.  또 “사람이 능히 道를 넓

히는 것이지 道가 사람을 넓히는 것은 아니다”７ 라고 한 것에서는 人間 中心的인 

思想으로 道가 사람을 通하여 發揮한다는 것을 알 수 있다.

　孟子는 ‘聖’ 을 人倫의 窮極的 境地이며 , 또한 人間의 德性이 極大化되어 他人

에게 感化를 주는 境地８로서 풀이하여, 聖學에서 使用되는 聖의 槪念은 孟子에 

의하여 比較的 明確하게 規定되었다고 할 수 있다.

　孟子는 浩生不害와의 問答에서 사람의 品格을 善人, 信人, 美人, 大人, 聖人, 神

人 等의 6 段階로 나누어 說明을 하였다.

　　 누구나 좋아하고 따를 만한 사람을 善人이라고 말하고, 善을 자기 몸에 갖고 

있는 사람을 信人이라고 말하고, 充實한 사람을 美人이라고 말하고, 充實하

여 빛나는 사람을 大人이라 말하고, 커서 變化시키는 사람을 聖人이라 말하

고, 성스러워서 예측할 수 없는 사람을 神人이라고 말하니 .... ９

　다시 말하면 聖人이란 道가 內面에서 쌓이고 充實해져서 外面으로 光輝가 드

러나는 大人의 段階를 넘어 人格의 質的 變化를 이룬 사람이라는 것이다. 또한 孟

子는 人間다운 삶을 살아야하는 根據로서 人間의 마음속에는 누구나 仁・ 義 ・ 禮 

・ 智의 端緖인 四端之心의 善한 本性을 지니고 있다.10 고 하였다 . 孟子에 의하면 

人間의 本性은 天으로부터 稟賦되었기 때문에 根本的으로 착하며 無限한 價値를 

가지고 있다는 것이다. 人間은 心과 身의 構造로 되어 있는데 自身의 本性을 中心

으로 發顯하면 누구나 聖人이 될 수 있다. 그러나 聖人에 이르기 위해서는 自身

의 慾望과 社會的 環境 등에서 비롯되는 여러 가지 어려움들을 克復해 나가야 可

能한 것이라 하겠다. 한편,『中庸』에서는 “誠實한 者는 힘쓰지 않아도 道에 맞

으며 생각하지 않아도 알아서 자연스럽게 道에 맞으니 聖人이요 ...” 11 라고 하여, 

聖人의 道와  誠者의 天道 境地가 같다고 解釋하고 있다. 즉 天道와 人道는 誠과 

關聯되어 있다고 볼 수 있다. 道를 實踐하는 方法은 眞實無妄한 天理의 本然인 誠

을 본받아 誠之하는 것이다 . 또한 宋代의 周濂溪는 “聖人은 하늘을 바라고, 賢人
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은 聖人을 바라며, 선비는 賢人을 바란다”12 라는 말로써 儒學의 人間다움을 배우

는 學問 精神을 說明하고 있다. 이러한 內容을 縱觀 해 보면, 儒學에서 말하는 聖

人이란 道德의 修養을 通하여 人格의 質的 變化를 이루어 天人合一의 삶을 사는 

者를 말한다. 또 人間 自身 속에 內在한 誠實한 主體性과 普遍性을 바르게 認識하

고 體得하여 修養함으로써 人間다움의 理想을 實踐하는 最高의 人格體라고 定義 

할 수 있다.

3. 聖學의 持敬 方法

　聖學에서의 學의 槪念은 倫理的 理論 知識의 意味보다는 修養的 實踐 態度의 

意味가 더 크다. 孔子가 “顔淵의 好學을 말하면서 노여움을 남에게 옮기지 않으

며 잘못을 두 번 다시 저지르지 않는다” 13 라고 하였는데 , 이것은 理論的 知識의 

側面보다 道德的 實踐 態度의 意味를 갖는 것이다.14 

　즉 聖學의 方法은 心 ・性・ 情의  에서는 居敬・ 窮理・ 存養 ・ 省察하는 것이며, 

學問的 側面에서는 居敬함으로써 自我의 人間다움을 體驗하여 認識하고 現實的

으로 實踐하는 것이다. 옛 聖賢들은 聖學을 이루기 위한 具體的 方法으로 私慾으

로 他人에게 함부로 對하지 않는 持敬의 態度를 强調하였다. 

　人間 關係나 事物을 處理함에 있어서 敬의 態度를 維持하는 것에 대하여는 이

미『書經』에서 基本 心法으로 提示되고 있고, 孔子도 自己 心性을 修養하는 具

體的 方法으로 ‘修己以敬’15 을 强調하였다. 

  특히 宋代에 이르러 人間의 倫理的 實踐 方法으로 敬을 重要時하여 持敬을 强調

하고, 敬의 具體的 內容을 多樣하게 說明하였다.  周濂溪는 『通書』에서 聖學의 

可能性을 認定하고 具體的인 方法으로 無欲을 提示 16 하였는데 慾心이 없다는 것

은 敬이란 글자와 같다.17 고 註解하고 있다. 또한  程伊川은 ‘主一無適’ 과 ‘整齊

嚴肅’ 으로, 그의 門人인 謝良佐는 ‘常惺惺法’ 으로, 尹暾은 ‘其心을 收斂하는 것’ 

等으로 補完하여 說明하였고, 朱子는 이를 綜合하여 敬은 한 마음의 主宰이며, 萬

事의 根本으로서 ‘聖學의 終始’18 라고 하였다. 즉 敬을 바탕으로 하여 心法을 通

한 修養과, 學問을 通한 窮理와 實踐을 쌓아감으로써 眞理가 쌓이고 實踐의 努力

이 익숙하게 되면 自身도 모르는 사이에 聖人의 領域으로 들어가게 된다는 것이

다.

　이러한 宋代의 居敬과 窮理의 思想은 朝鮮의 退溪 (1501~1570) 와 栗谷

(1536~1584) 에게도 큰 影響을 미쳤다. 退溪의 『聖學十圖』와 栗谷의 『聖學輯

要』라는 著述이 그 代表的인 例라 하겠다.  

　退溪도 ‘敬의 態度를 항상 維持하는 것（持敬）은 생각과 배움을 兼하고 動과 
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靜을 一貫하며, 안과 밖을 合致시키며 드러난 곳과 隱微한 곳을 하나로 하는 道理

이다.’ 라고 하여 어느 때  어느 경우라도 持敬의 姿勢로 臨해야 할 것을 强調하였

던 것이다.19 退溪는 이 敬으로 人慾을 克復하여 人間의 主體性을 確立하여야 참

된 人間의 本性이 實現될 수 있다고 본 것이다.20

　栗谷은 修己之學은 聖人이 되고자 하는 目的을 가지고 있으며, 修己工夫에는 

知識을 넓히는 明善과 行하는 誠身이 있는데 居敬과 窮理, 力行을 벗어나지 않고, 

修己之學은 學의 對象을 自身으로 삼고 自己 個人의 內面에 內在해 있는 自己 本

來性을 認識하는 學問으로서 義理學이라고 하겠다.  

　人間만이 聖學을 할 수 있으며 人間이 聖學을 할 수 있는 根據는 人間은 天으로

부터 本性을 附與받았을 뿐 아니라, 自身의 本性을 自覺할 수 있는 能力을 지녔기 

때문이다. 

　聖學은 自己 完成의 삶인  ‘爲己之學’ 이며 , 自身의 人間다움을 길러내는 ‘爲己

之學’ 은 모든 사람들에게 適用될 수 있는 學問이다. 이 때의 學問은 科學的 學問

과는 問題 意識과 工夫 方法에서 相當한 差異가 있는 ‘人道學’ 을 말하는 것이다. 

4. 聖人은 完人이다.

　聖學의 功效는 人間다움을 完成시키는 聖人의 學問이요, 完人의 修養에 있다. 

聖學은 性善說의 基盤 위에서 人間의 本性이 올바르게 具顯됨을 指向한다. 一貫

되게 人間에게는 固有하게 內在하는 善이 있고 그것을 擴充하는 것이 人格 發展

의 最高 目標라고 認識한다. 그러한 最高의 人格이 바로 聖이다. 內聖과 外王 가

운데 方法上 根本이 되는 것은 內聖 , 즉 修身의 側面인데, 聖人은 內聖外王의 道

를 말하면서 內聖으로부터 外王으로 나아가려고 한다.21 

　『論語』의 “몸을 닦아서 사람을 便安하게 하고, 몸을 닦아서 백성을 便安하게 

하는 것”22 이라는 孔子의 말과, 『孟子』의 “사람에게 차마 하지 못하는 마음으로 

사람에게 차마 하지 못하는 政事를 行한다면”23 이라고 한 孟子의 말이 이것을 證

明한다. 잠시 동안의 努力이 아니라 삶과 함께 持續的인 努力을 하여 眞理가 많

이 쌓이고, 實踐의  努力이 오래되면 저절로 眞理와 마음이 하나가 되어, 自身도 

모르는 사이에 眞理와 融合되어 貫通하게 되고 便安하게 眞理를 實踐하는 段階

에 到達하게 된다는 것이다. 便安하게 道를 實踐하는 삶의 境地에 到達하면 聖學

은 그 目的을 成就하였다고 할 수 있을 것이다 . 즉 眞理를 認識하는 것에 머무르

지 않고 體得할 수 있는 道의 實現에 뜻을 두고 있어 得道와 行道가 中心 課題라

는 것이다.

　孔子는 “君子는 義에 깨닫고 小人은 利益에 깨닫는다”24 라고 하여 어떤 것을 
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마땅히 해야 하고 하지 말아야 하는가의 人間的인 道德的 標準으로서 의로움을 

重視한다.25 孟子가 “規矩는 方形과 圓形의 至極함이요 聖人은 人倫의 至極함이

다”26 라고 한 것은 聖人이란 人倫을 다하고 修養이 最高의 境地에 到達한 完人으

로 생각한 것이다. 

　聖學은 思辨的 學問도 아니요 , 對象 分析的 學問도 아니지만, 居敬을 바탕으로 

窮理・ 實踐 ・ 體認의 方法에 立脚하여 眞理를 探究하고 實踐하며 體得하여 眞理

와 合一되는 功效를 이룬다. 思辨的 學問이 存在와 接合함이 없어 空虛하고, 對象 

分析的 學問이 存在를 現象的으로만 認識하여 客體와 主體가 分離된다면, 聖學은 

實踐的 方法을 通하여 存在를 內面에서부터 體認하여 窮極的으로는 全體 存在인 

自然과의 合一을 이룬다고 하겠다.27

　聖學은 人間에 대한 無限한 信賴에 基礎하여 學問이 成立되며, 人間에 대한 無

限의 信賴를 學問과 實踐的 삶을 通하여 確認하고 擴大한 다음, 그 힘을 社會로 

擴大시켜 나간다. 敬을 通하여 마음이 主人 됨을 回復하고, 마음이 回復되어 마음 

속 하늘의 명령인 本性이 온전하게 되면 사람과 하늘이 하나가 되는 人間다운 삶

을 살 수 있다는 것이 옛 聖賢들의 가르침이다.

5. 結  語

　以上에서 살펴본 바와 같이 儒學의 論理는 修己에서 始作하여 自然의 調和를 

돕는 데에 이르러 理論과 實踐의 極致를 이루는 知行合一임을 알 수 있다. 즉 天

理에 따라 聖人과 같은 人性을 回復시킬 수 있는 端初는 바로 個人의 修養이라는 

것이다. 다시 말해 儒學의 聖學 思想은 항상 窮極的 指向이 治人에 있고, 治人이 

實現될 수 있는 前提 條件이 修己인 것이다. 즉 儒家 思想의 基本 方向은 修己治

人으로 要約된다. 바로 修己를 通해 德을 쌓아서, 內聖外王의 境地에 이르는 理想

的 人格者인 聖人이 되는 것이다. 人間다운 삶이 어떠한 삶인가를 指導하는 것이 

儒學의 地上 目標인 것이다. 

　世俗的인 風俗을 禮俗으로, 聖俗으로 發展시켜 , 짐승과 같이 野蠻的으로 살아

가는 것이 아니라 가장 文化的인 世上, 人間다운 世上으로 이끌어 가려는 것이다. 

우리 모두가 仁義의 大道를 바탕으로 하여 제대로 修己를 한다면 모든 存在가 至

極한 善에 머무는（止於至善） 世上이며, 그 누구도 疏外되지 않고 제 役割을 하

며 사람답게 살 수 있는, 우리 모두가 바라는 신명나는 世上이 될 것이다. 

　즉 老人은 便安히 지낼 수 있고, 親舊를 믿음으로 사귀며, 어린이를 恩惠로 保

護할 수 있으며 人類의 平和的 共存을 目標로 한 孔子의 大同 世界를 이루어 갈 

수 있을 것이다.
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제목 : 『論語』의 融合的 指導者像 考察

金 景 美 （大韓民國 成均館大 博士課程）

< 論文要約 >

　本 論文은 普遍的 價値와 規範이 녹아 있는 論語를 土臺로 眞（眞理 : 總體的 

調和의 和諧美）・善（倫理 - 自己修養의 人格美）・美（價値- 關契完成의 相生美）

즉 眞・善・美를 融合하여 참다운 指導者像에 대하여 考察해 보고자한다 . 現代

社會는 純粹한 知性文化의 精神的 價値보다는 物質的 價値의 選好와 視覺的으로 

보여 지는 外貌至上主義에 偏重되어 있다 . 

  디지털 時代에 自身을 表現하는 個性으로 演出하는 것은 不正할 수는 없지만, 

外貌에 執着하여 지나친 다이어트로 健康美를 喪失하고, 그로 因한 精神的 스트

레스는 外貌 執着과 外貌重視의 病的인 弊端을 불러일으키고 있다 . 이러한 弊端

을 克復하기 위해 切實하게 要請되는 代案으로 內的 素養과 外的 專門性을 고루 

兼備한 온전한 人格体, 즉 이른바 “文質이 彬彬” 한 眞善美의 融合的 指導者像이 

必要하다고 하겠다． 

　儒敎思想은 個人的으로는 道德的 人格을 涵養하면서（修己）, 社會的으로는 올

바른 人間關係를 갖도록（治人） 하는 것이다. 이 때문에 leader 또는 指導者는 

자신  뿐만 아니라 他人까지도 感化시킬 수 있어야 한다. 修己治人은 ‘스스로를 

가다듬어 다른 사람들을 이끈다 .’ 는 의미이다. 참다운 指導者는 修己를 통해 自

己省察과 自己正立을 한 다음에 治人또는  安人의 境地에 서게 되는 것이다.

　모든 物件에는 값어치가 있고 나름대로의 德이 있듯이. 人間 역시 人格과 德性

을 갖추고자, 배우고 익혀 自身만의 專門性・信賴性 그리고 人格과 能力을 兼備

하여 , 自身만의 브랜드（Brand）價値를 創出해 내고자 한다.

　人格美는 높은 地位나 財力・權力에서 나오는 것이 아니다. 自己修養을 通하여 

마음에 조금도 티가 없는 爽快感이랄까 ? 즉 굳이 漢字로 表現하자면 맑을 소（瀟） 

깨끗할 쇄（灑） ‘瀟灑’ 에 符合된다고 할 수 있다. 즉 知・仁・勇을 兼備한 지극

히 人間다움의 人格美를 지닌 指導者像으로 合當하다고 할 수 있다. 

　自我開發은 self leader, 즉 修己를 통하여 德性修養과 自我經營의 힘을 기르게 

된다 . 關係領域의 leader（治人）는 自身의 德性을 德行으로 미루어 가는 즉 남

의 입장에서 생각하는 易地思之의 마음으로 擴大 시킬 수 있다. 이처럼 自身의 마

음을 미루어 남을 생각하는 리더십을 『大學』에서는 “絜矩之道” 라고 한다. 
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　論者의 見解는, 人格美는 忠으로 德性의 씨앗을 일구고 相生美는 恕로써 他人

에게 行動으로 보여주는 德行의 마땅한 올바름을 具顯하고 和諧美는 絜矩之道로

써 남을 나처럼 아끼고 사랑하여 나와 같은 마음 즉 普遍的 原理인 德化를 具顯할 

수 있다고 여긴다.

　이처럼, 指導者像의 資質은 自身의 素養과 남을 配慮하는 마음이 總體的으로 

잘 彫花를 이룰 때 指導者가 지니고 있는 能力을 無限히 發揮하며, 많은 사람들과 

共生・共存 하며 거듭 成長해 나갈 수 있는 것이다. 

　主題語 : 眞善美・人格美・相生美・忠恕・絜矩之道・文質彬彬・和諧美

I. 序論

　글로벌시대의 知識經濟社會를 접하면서 우리사회는 急成長・急變化의 速度와 

함께 현대는 生活的 豊饒와 便利한 점은 있지만 無限競爭이라는 對決 構圖 속에 

埋沒되어 있다. 이러한 社會의 內面에는 人間과 人間사이의 競爭・葛藤・不信感・
心性이 疲弊하였고 外面으로는 離婚率・底出産・自殺率이 急上등의 問題가 대두 

되고 있다.

　現代社會에서 外貌에 執着하는 外貌至上主義를 루키즘（lookism）現象이라고 

하며, 이웃이나 社會에 被害가 가더라도 自身에게 被害나 損害가 되지 않는 일에

는 無關心하거나 （님비증후군） 集團 利己主義의 風潮를 노비즘（nobyism） 現狀 

이라고 한다.

　이러한 現實的인 矛盾이 發生된 弊害의 原因은 여러 가지가 있겠지만 첫째는  

지나친 出世主義와 物質的 價値 選好 둘째는 純粹한 知性文化 外面 등과 같은 精

神的 價値의 崩壞로 因한 混亂에서 發露된 것이라고 말할 수 있다. 現代人들의 모

든 關心事는 外部的 價値에 몰입되어 있다. 自身의 問題點도 外部에 탓으로 돌리

고 삶의 幸・不幸도 出世도 能力도 모두 外部的 條件에서 解決하려고 한다.

　그리고 家庭・學校・企業・社會・國家 등의 모두가 經濟問題・利潤創出에만 

主를 삼고 있다. 이러한 점을 着眼하여 論者는 病廢的 狀況에서 眞正한 指導者의 

役割은 무엇일까 ? 指導者의 良識的 基本 軸은 무엇일까 ? 苦悶해 보고자 한다. 

　이러한 脈絡에서 指導者의 資質에 要求되는 各自의 業務・職種에 따라 많은 條

件과 能力이 다르고 特性이 있겠지만, 무엇보다도 인간다운 道理를 지키며 社會

風土를 아름답게 敎化하고 精神과 物質의 調和・人格과 能力・經濟와 道德을 兼

備한 指導者像에 대하여 硏究하고자 한다. 

　硏究는 普遍的 價値와 規範이 녹아 있는『論語』를 土臺로 眞（眞理 : 總體的 
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調和의 和諧美）・善（倫理 : 自己修養의 人格美）・美（價値 : 關契完成의 相生美）

즉 眞・善・美가 融合된 참다운 指導者像에 대해서 考察해 보고자 한다.

II. 自己修養의 人格美 

　孔子는 道德과 人格敎育을 基本으로 삼아 누구든지 勞力하여 自己修養을 쌓고 

學行과 德行이 높은 君子와 같은 最高의 人格者가 되기를 念願하였다. 

　『論語』에서 말하는 君子에 대해서 言及하자면 , 爲政者 眞理를 求하는 사람・
德이 있는 사람・순수한 사람・學文을 하는 사람을 뜻하지만 주로 학문을 하는 

사람으로 쓰일 때가 많다. 이처럼 孔子는 個人의 身分보다는 道德的 人格과 品性

을 지닌 자로 學德을 닦으며 人間으로서 價値觀을 갖춘 자, 즉 人品과 才德이 어

우러진 사람을 君子라고 指稱하였다. 오늘날 現代社會에서 要請되는 指導者의 像

이라 할 수 있다.

　人格이란 人間에게 있어서는 곧 한 사람의 品格을 말하고 同時代 社會에 있어

서는 그 行動의 標準이 되는 것이다. １ 스스로 修養을 닦아 자기의 人格을 涵養하

게 되면 個人的으로는 家庭이 和睦하고, 社會나 國家的 次元에서는 天下를 平和

롭게 할 수 있다. 그래서 孔子는 箇箇人의 人品을 完成하는 것에 根本的인 課題로 

認識하고, “자기 몸의 處身이 바르면 命令하지 않아도 行해지고, 자기 몸의 處身

이 바르지 않으면, 비록 命令한다 하더라도 따르지 않는다.”２ 고 하였다. 이처럼 

人格의 完成은 자기 몸의 處身부터 바르게 團束하는 것으로부터 시작됨을 알 수 

있다.

　論者는 指導者像으로 知・仁・勇이 구비된 人格美를 갖춘 指導者像에 대하여 

살펴보고자 한다. （『論語』「憲問」 : 子曰 君子道者三, 我無能焉, 仁者, 不憂, 知者, 

不惑, 勇者, 不懼.） 즉 君子의 必修 德目으로 人格美를 三達德의 德行에서 찾고자 

한 것이다.

　“知者는 배워서 事理를 잘 分別하여 通達하므로 天과 命을 認識하고 收容하여 

惑됨이 없는 사람이며, 仁者는 私慾을 버리고 남과 더불어 살고자 하므로 相對를 

지나치게 競爭하여 미워하는 마음이 없는 사람이며, 勇者는 義를 따라 判斷하여 

行動하므로 두려울 것이 없는 사람이라고 본 것이다.” 이러한 맥락에서 論者는 

知者・仁者・勇者의 덕목인 知・仁・勇에 대해서 차례로 살펴보자한다.

　1. 事理를 분별하는 知

　『論語』에 나오는 공자의 知는 知識에만 偏重되어 있는 것이 아니라 篤行・力

行  등 道德性과 實踐性의 의미를 包含하고 있다. 즉 篤實하게 行하고 힘써 行하
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지 않는 知는 올바른 知이라 할 수 없는 것이다. 

　知라는 말은 그 범위가 비교적 複雜한데, 대체로 知覺의 意味까지도 包含한다. 

知覺이란 事物의 實體를 理解하는 것으로서 認識能力과 認識作用을 가리킨다.３  

따라서 知識이란 事物의 條理나 法則에 대한 認識이다 . 道德意識의 知는 是非와 

善과 不善에 대한 認識이다. ４ 또한 知는 人間의 認識作用・認識過程 및 그것에 

의해 獲得 되어진 認識의 內容・認識의 結果 등을 統稱하는 것으로 認識・知覺・
知識・知性 등의 의미를 포함한다 . 특히 儒家에서는 知를 仁義禮와 함께 인간에

게 先驗的으로 具備되어 있는 固有한 德性 [ 四德 ] 으로 規定하고 있다. ５

　樊遲가 知에 대해서 물었을 때 공자는 훌륭한 人才를 알아보는 知을 말하였다.

　　 　“사람을 아는 것이다.” 樊遲가 깨닫지 못하자, 공자가 말하였다 “곧은 사

람을 들어서 굽은 사람 위에 놓으면, 굽은 사람으로 하여금 곧게 할 수 있는 

것이다.”６ 

　여기에서 ‘知’ 는 사람을 알아보는 것이며, 훌륭한 人才를 찾아 등용하는 것이

다. 政事를 다스리는데 正直한 사람이 위에 있으면 아랫사람은 龜鑑을 받을 것이

다. 

　君子가 반드시 알아야 할 知의 요지로써 孔子는 ‘命을 알지 못하면 君子가 될 

수 없다’ 고 말한다.７ 사람이 태어날 때부터 정해져 있어서 바꿀 수 없는 것이 命

이다. 命을 알면 便安하게 吉凶・禍福의 命을 받아들여 君子가 될 수 있다. 따라

서 天命을 알고 실천하는 삶이 바로 君子의 삶이되는 것이다.

　知의 窮極的인 目的은 무엇인가 ? 이에 관해 孔子는 當時의 世態를 批判하며 

“옛날의 學者들은 자신을 위한 學文을 하였는데, 지금의 학자들은 남을 위한 학

문을 한다.”８ 라고 말한다 . 공자가 말하는 知의 追求는 本質的으로 인간다워지는 

道를 아는데 있다 . 이것이 바로 爲己의 학문이다. 따라서 자신의 人格陶冶를 하

기위한 것이다. 공자는 知의 목적을 爲人에 두지 않고 爲己에 두어 自身의 修養을 

쌓아 인격을 完成해야 함을 강조 하였다.

　2. 인간다워지는 仁

　공자는 교육의 중요성을 人格修養에 두었고 人格을 完成하기 위해 仁을 바탕으

로 理想的인 仁人즉 인격을 완성할 수 있다고 하였다. 仁은 孔子의 學說의 核心이

다. 그러나 공자의 ‘仁’ 을 한 마디로 정의하기는 쉽지 않다. 仁이란 基本的으로 

사람을 가리킨다. 즉 仁이란 ‘너’ 와 ‘나’ 의 關係를 表現하고 있다. 또한 ‘仁’ 은 
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사람답게 한다.’ 는 의미도 含蓄하고 있다. ９ 따라서 孔子는 사람을 사람답게 하는 

것은 ‘仁’ 의 德이요. ‘仁’ 에 到達하기 위해서는 작은 나의 限界를 넘어 큰 ‘우리’, 

즉 社會的 自我로 되돌아가야 한다고 主張하고 있다.10

　仁의 개념은 크게 두 가지로 說明할 수 있다. 첫째, 仁은 ‘타인에 대한 사랑 [ 愛

人] ’ 을 뜻한다. 둘째, 全人 또는 成人으로서 ‘完成된 人格’ 혹은 사람을 뜻한다. 

따라서 공자는 仁에 관한 樊遲의 質問에 우선적으로 “사람을 사랑하는 것이다.” 11

라고 말하고 있다. 이러한 人間에 대한 사랑은 마굿간에 불이 났을 때, 먼저 “사

람이 다쳤는가 ?” 라고 물은 것에서 더욱 잘 나타나고 있다.12

　子張의 仁에 대한 물음에는 “恭遜함 , 너그러움, 미더움, 敏捷함, 恩惠로움이니, 

恭遜하면 업신여김을 받지 않고, 너그러우면 뭇사람들의 마음을 얻게 되고, 信賴

가 있으면 남들이 任務를 다하게 되고, 敏捷하면 功이 있게 되고, 恩惠로우면 充

分히 남들을 부릴 수 있게 된다 .”13 라고 말하였다. 이처럼 仁이 쉽지 않은 것은 

사실이지만 孔子는 恭遜・寬大・信義・敏捷・恩惠를 갖추면 仁이라고 말할 수 

있음을 가르치고 있다. 즉 恭・寬・信・敏・惠 이 5 가지는 仁의 作用으로서 나

누어 말하면 다섯이요. 合하여 말하면 오직 仁 하나인 것이다.14 또한 仁은 이미 

人類가 共有한 人情이 自然的으로 흘러나오는 것이기 때문이다. 孔子가 말하기를 

“仁이 멀리 있는가 ! 내가 仁하려고 하면 仁에 이르는 것이다.15 孔子는 人間이면 

스스로 仁에 힘써야 할 것을 다음과 같이 주장하였다.

　　 　공자 또 말하기를 “하루라도 능히 仁에 힘쓴 사람이 있는가 ? 나는 그렇게 

하는 데 힘이 부족한 사람을 아직 보지 못하였다 . 그런 사람이 있는데 내가 

아직 보지 못하였는가 보다.”16 

　仁은 멀리 있는 것이 아니라, 이미 하늘이 내게 부여한 것으로서 모든 사람들의 

마음속에 普遍的으로 存在하는 것이기 때문에 仁에 뜻을 두기만 하면 바로 仁을 

行할 수 있는 것이다. 다만 人間이면 누구나 仁을 행할 수 있는데 仁을 行하고자 

하는데 힘을 쓰지 않는 것이 큰 病廢인 것이다. 仁한 자는 仁을 편안히 여기고 智

慧로운 자는 仁을 이롭게 여긴다.”17 라고 하였다. 그러므로 “뜻있는 선비와 어진 

사람은 살기 위하여 仁을 해치는 일이 없고 自身의 목숨을 버려서라도 仁을 이룸

이 있다.”18  라고 말할 수 있는 것이다.

　仁이란 남을 나처럼 사랑하는 마음이다. 즉 危急한 狀況에 直面하게 되었을 때, 

仁人 “殺身成仁” 의 마음이다. 자기 한 몸을 바쳐 다른 사람의 목숨을 求하려는 

것이다. 이처럼 人類社會를 위해 자신의 목숨을 바치는 것은 인간에 대한 至極한 
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사랑이다. 이처럼 仁을 實踐하는 크고 작은 마음들이 擴張되어 나가면 결국 의로

움 앞에서 죽음도 마다하지 않는 “舍生取義” 의 마음을 이루게 된다. 마지막으로 

이 모든 것을 行하였는데도 “남이 알아주지 않는다 해도 성내지 않는 마음” 이 

바로 仁이다.19 爲己之學의 仁이다. 仁이란 知識的인 認識으로 이해하는 개념이 

아니라 몸소 實踐하는 것에 意味가 있다.

　仁의 實現은 자신을 完成할 뿐만 아니라, 他人의 完成까지도 可能케 할 수 있는 

즉 너와 내가 한마음의 상태를 이루게 하는 것이다. 이것이 곧 人格의 完成이자, 

人間의 完成을 의미하는 것이다.

 

　3. 義와 부합된 진정한 勇

　仁을 구현하고 올바른 知를 얻기 위해서는 반드시 勇이 필요하다. 仁과 不仁을 

구별할 수 있는 知와 仁을 완성하는 일에 勇이 없다면 調和를 이루기는 더욱 어려

울 것이다. 이렇게 볼 때, 勇氣란 의로움을 보고 행할 수 있는 內面的인 강한 힘이

다. 그러므로 孔子는 “의로운 일을 보고도 하지 않는 것은 勇氣가 없는 것이다.”20

라고 하였다. 여기에서 勇은 반드시 옳은 일을 보고 감히 實踐에 옮기는 적극적인 

勇氣를 의미하고 있다. 孔子의 弟子 중 勇氣가 特出한 弟子가 있다면 子路이다. 

子路는 野性的이고 勇猛을 좋아하여 孔子에게는 듬직한 弟子라고 할 수 있는데 , 

어느 날 子路의 질문에 대하여 공자는 義를 바탕으로 한 勇氣의 重要性을 다음과 

같이 言及하였다.

　　 　“君子는 용기를 중시합니까 ?” 공자가 말하길 “군자는 義를 최상으로 삼는

다 . 군자가 용기가 있고 義가 없으면 亂을 일으키고, 小人이 용기가 있고 義

가 없으면 도적질을 할 것이다.” 21

　이처럼 공자는 眞正한 勇氣란 늘 義와 符合되어야 한다는 것이다. 즉 個人的인 

私慾과 血氣로 噴出되는 勇氣는 세상을 어지럽히고 不善을 先動할 뿐 , 個人的 또

는 社會的으로 아무런 도움이 되지 않는 것이다. 그러므로 孔子는 勇猛을 좋아하

는 子路에게 진정한 勇猛의 의미를 가르쳤던 것이다. 또 공자는 “義를 보고 行하

지 않는 것은 勇氣가 없는 것이다.” 라고 하였다.22 合當한 處事에 임하여서 義를 

외면하는 것은 용기가 없는 것이다.『孟子』에서 北宮黝의 勇氣를 기른 것을 보

면 萬乘의 天子에게도 侮辱을 當하지 않으며, 조금이라도 자신을 辱하는 소리가 

들리거나 남에게 지면 報復하는 勇氣23 는 小勇에 불과할 뿐이다 . 참다운 勇氣는 

道德的 信念으로 길러져 義와 짝을 이루며, 大道를 향하는 勇일 것이다. 지도자상
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으로 갖추어야 할 人格美로 知・仁・勇의 三德에 대해서 살펴보았다. 知는 事理

와 物理에 밝아 是非를 分別하는 基準이 되어서 미혹됨 없이 去就의 方向이 서게 

된다. 

　仁은 자기를 이겨내어 지극한 德의 調和를 이루며 自身과 他人．自然과 萬物까

지도 하나의 有機體로 連結하여 너와 나・宇宙와 一切感을 인식하게 된다. 勇은 

義를 보고 나아가 大道의 길에 先頭役割을 하게 된다. 仁은 普遍的 原理요, 義는 

마땅함이다. 處所에 맞게 바르게 處理하고 處身하는 것이다. 勇은 義에 나아가는 

能力이자, 勇氣이다. 이처럼 知・仁・勇은 仁으로써 몸을 세우고, 知로써 分別의 

條理를 밝히고, 勇으로써 義를 實踐하게 되는, 指導者로써 갖추어야 最高의 人格

美를 갖추는 것이다. 

III. 관계완성의 相生美 

　現代社會에서도 煩雜한 文彩만을 模倣하고, 지나친 外貌 가꾸기에 많은 時間과 

勞力을 하면서도 인간다운 道理는 멀리 한다. 요즘 현대인은 누구나 자신만의 域

內에서 나름대로 지도자의 役割을 擔當하고 있다. 하지만 指導者의 基本姿勢를 

兼備하는 條件들은 外部的 能力에 偏重되어 있다. 가장 중요한 것은 마음안의 本

質 問題이다. 他人을 대하는 마음과 處事에 임하는 ‘眞正性’ 이다. 즉 참되고 바른 

信賴性이다. 그래서 指導者의 姿勢에 대해서 孔子는 다음과 같이 言及 하였다. 

　孔子는 “말 잘하고 表情을 아름답게 꾸미는 사람은 仁과 멀다”24 라고 하였다. 

仁과 멀다는 意味는 不仁에 아주 가깝다는 의미일 것이다. 그래서 孔子는 말재주 

있는 자를 미워하셨다.25 마음에서 우러나온 實心 實踐이 결어 된 表裝된 言語이

다. 그래서 “君子는 義로써 본질을 삼고 禮로써 行하며, 謙遜으로써 나타내고 信

으로써 이루는 것이니, 이것이 君子26 라고 하셨다. 君子는 남과의 일처리 할 때도 

義에 부합을 우선으로 삼고, 禮를 實踐할 때도 공손한 마음가짐으로 정성스럽게 

禮를 행하고 믿음으로 일을 마름질하는 原則이 있다면, 즉 훌륭한 指導者가 되는 

것이다. 

　1. 關係性과 相生

　孔子는 올바른 삶의 관계를 維持하고 相生하기 위해서 무엇보다도 私慾은 없애

고 公心을 키우는 德目으로 克己復禮를 要約하였는데 『論語』에서 孔子와 顔淵

과의 對話를 通해 仔細히 살펴보고자 한다.

　　 　顔淵이 仁에 대해서 묻자, 공자가 말하였다. “자기의 私慾을 이겨 禮에 돌
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아가는 것이 仁을 行하는 것이니, 하루 동안이라도 자기의 私慾을 이겨 禮에 

돌아가면 天下가 仁을 인정할 것이다.”27

　여기에서 ‘克’ 이란 ‘이긴다.’ 혹은 ‘克復한다.’ 는 의미이며, ‘己’ 는 ‘나’ 혹은 ‘나

의 慾心’ 을 뜻한다. 또한 ‘禮’ 는 天理에 根據한 인간 行動의 바람직한 原則 및 

秩序를 의미한다. 이것을 綜合해 보면, 克己復禮란 ‘자기의 私慾을 이기고 올바른 

禮를 回復하는 것’ 이라고 말할 수 있다.

　克己復禮의 ‘復’ 은 ‘돌아온다.’ 혹은 ‘回復한다.’ 는 뜻으로서 本來 自己가 가지

고 있던 것을 잃었다가 다시 찾아 회복하는 것을 의미한다. 즉 孟子가 말한 ‘求其

放心’28　을 통해 自己를 完成한다는 뜻으로 理解할 수 있다. ‘放’ 의 意味를 살펴

보면 마음은 본래 善한 것인데 不善한 곳으로 흘러간 것이며,29　달아난 것뿐만이 

아니라 어두워지고 懶怠해지는 것,30　利己心에 誘惑되어 慾心에 빠진 것 31　등으

로 理解할 수 있다. 그러므로 放心은 ‘흩어진 마음’, ‘어둡고 나태한 마음’, ‘慾心’ 

등을 包括한다고 할 수 있다.32　이러한 脈絡에서 克己와 復禮의 關係를 살펴보면, 

먼저 克己하지 않으면 復禮할 수 없기 때문에 克己는 곧 復禮의 바탕이 되며, 復

禮는 그 바탕 위에서 다시 모든 일을 이치대로 實踐하는 것을 意味한다. 

　정리하자면 克己復禮는 私心・私慾・私利 빠진 利己的인 마음을（利己）漸次

的으로（克己・爲己・成己）로 확장시켜 나아가는 端初가 된다. 이처럼 克己復

禮는 자신으로부터 始作하여 外部의 世界로 擴張시켜 나아가는 것을 의미한다고 

볼 수 있다.

　2. 易地思之의 恕

　多樣한 人間關係가 形成되고 있는 現代社會의 人間關係속에서 가장 必要한 德

目으로 易地思之의 恕이다. 나만의 利益을 追求하고 남을 配慮하지 않는 利己的

인 삶은 人倫의 道가 아니다. 易地思之의 恕는 마음 안에서 相對를 어떻게 接近하

느냐에 따라서 相生關係 혹은 敵對關係가 이루어 질 수 있다. 易地思之는 相對에

게 寬容의 마음으로 입장을 바꿔 생각해 본다는 의미를 지니고 있지만 생각이 行

動으로 바뀔 수 있는 것이 진정한 易地思之의 恕라고 할 수 있겠다. 요즘처럼 多

樣한 關係를 맺고 個性이 强한 時代에서의 對人關係는 더불어 살아가면서 敵對感

을 이루지 않고 相對方의 마음을 더 깊이 헤아리고 더 나아가 서로 配慮하고 사랑

하면서 사는 方法으로 恕의 덕목을 살펴보고자 한다.

　　 　子貢이 “한 말씀으로 終身토록 行할만한 것이 있습니까 ?” 라고 묻자, 공
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자께서 “그것은 恕이다. 자기가 원하지 않는 바를 남에게 베풀지 말 것이다”

라고 말하였다.33

　恕는 ‘내 마음과 같이 한다’ 는 의미에서 出發하여 ‘내 마음을 미루어 남에게 너

그럽게 대한다.’ ‘나를 미루어 남에게 미친다.’ 혹은 ‘處地를 바꾸어 생각한다.’ 의 

뜻을 포함하고 있듯이 “내가 하고자 않는 바를 남에게 베풀지 않는 것이다.” 34 이

것이 바로 ‘恕’ 의 핵심이다. 恕는 具體的이며 積極的인 行動 指針에서 나오는 것

이다. 恕는『說文解字』에는 仁이라고 하였다. 따라서 내 마음으로 남을 헤아린

다면 ‘恕’ 는 저절로 實行된다. 즉 恕는 自身과 他人을 同一 선상에 놓고 상대의 

마음을 헤아리는 것으로 인하여 他人과 有機的・力動的으로 相對를 配慮하고 相

對方의 處地를 바꾸어 생각하는 易地思之의 姿勢를 말한다. 

　이로 인해 社會全體는 한층 成熟되고 여유롭고 평화롭게 될 수 있을 것이다. 따

라서 恕는 사람됨의 基礎로서 自身의 內面을 가다듬고 個人에서 他人에게로 內部

로부터 外部로 通하는 길이라 할 수 있다 이처럼 恕는 상대를 내 마음과 같은 同

等한 位置에서 他人의 長點은 서로 본받고, 같은 점은 사랑하며, 短點은 忠心으로 

補完해주고 이끌어 주며 다른 점은 尊重하며 共存・共榮・共生하는 相生的 아름

다운 美德을 發揮하게 된다. 恕를 實踐한다면 個人의 幸福을 具顯하는 것뿐만 아

니라 他人의 幸福까지 實現할 수 있게 되는 것이다. 

　3. Win Win 하는 相生的 關係

　人間이란 남과의 關係를 어떻게 하면 다투지 않고 올바른 社會를 이뤄갈 것인

가는 全 人類의 苦悶이자 오늘날 現代人에게도 注目되어지는 話頭이기도 하다.

　現代社會는 오로지 競爭에 이겨야만 살 수 있다고 여기며 남의 事情과 人情 봐 

주지 않고 나 혼자만 잘 먹고 잘살면 된다는 極端的인 利己主義가 澎湃하고 있다. 

道德과 倫理는 사라지고 相互 信賴는 崩壞 되고 學校・職場 어디서든 지나친 경

쟁의식으로 상대방에게 적대감을 갖고 , 疲困하게 緊張하며 不安과 不滿 속에 살

아가고 있다. 精神的 幸福 指數를 높이는 길은 바로 人間이 人間으로써 바르게 살

아 갈 수 있도록 가르치고 더불어 살아가는 相生的 方向으로 敎育・政治・社會가 

바로 선, 올바른 風土를 造成해 나가야 한다. 우선 각 個人이 모여 社會를 이루듯

이 한 사람・한 사람의 바른 마음과 따뜻한 善行이 切實히 要請 된다고 여겨진다. 

孔子는 남에게 人情을 베풀며 相生하는 덕목을 다음과 같이 제시 하였다.

　“내가 서고자 하면 남도 서게 하고 내가 이루고자 하면 남도 이루게 한다.”35　
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는 恕의 마음이 擴張된 仁의 마음이다. 힘들고 어려울 때 누군가에게 도움을 받게 

되면 平生 잊지 않는 恩惠를 입는 것이다. 남을 도와주고 物質이든・精神的 힘이

든 따뜻한 말 한마디는 相對에게 큰 힘이 된다. 누군가에게 善德을 베풀 수 있다

는 것은 또한 큰 祝福이 된다.

　『中庸』에서 “萬物이 길러져도 서로 해치지 않고, 道가 같이 行하여져도 서로 

어긋나지 않는다.”36 라고 하였다. “不相害 不相悖” 는 서로 해치지 않고, 서로 어

긋나지 않는 것이다. 人道의 基本原則은 仁이다. 서로 돕고 사랑할 때 우리는 비

로소 함께 잘 지낼 수 있고 잘 살아 갈 수 있게 된다. 金剛山의 일 만 이천봉의 아

름다운 山景을 詩로써 읊을 수 없는 詩境이 금강산이요, 붓으로 그릴 수 없는 그

림이 金剛山이지만, “金剛山을 읊은 詩를 다 한자리에 모을 수 있다면 圖書館을 

하나 채울 수 있을 것이다.” 라고 崔南善37 은 말했다. 金剛山을 그린 그림 또한 

한자리에 모을 수 있다면 美術館이 몇 개 될 정도로 많다.38 고 하였다. 금강산에 

있는 奇巖怪石이 萬物의 形象을 자아내며 봉탑（峰塔）을 이루고, 아름다운 산봉

우리와 곳곳의 깊은 溪谷이 雄壯하고 莊嚴하게 기세에 찬 山嶽美를 보여주는 것 

또한 일만 이천 봉 봉우리가 하나하나 모여 금강산의 아름다운 絶景을 만들었다. 

이처럼 우리 인간도 개인 한 사람・한 사람 모두 일 만이천봉의 봉우리처럼 서로 

엉겨 있고 붙어 있어도 서로를 밀어내지 않고 “不相害 不相悖” 하듯 서로 相生美

를 발휘할 수 있는데 지나친 競爭과 慾心過多로 調和된 人間美가 埋沒되어 있을 

뿐이다. “不相害 不相悖” 의 덕목은 相互排他的인 人間關係를 相互補完的 關係, 

즉 對待的關係로 轉換 시킬 수 있어서 現代人에게 중요한 示唆點을 주며 冷情한 

사회에 따뜻한 人間愛를 느끼게 하는 덕목이라고 느껴진다. 정리하자면, 天地萬

物의 調和를 보면 그 속에 仁道가 內在되어 있다 “萬物이 길러져도 서로 해치지 

않으며 서로 어긋나지 않는” 普遍的 原理는 하늘의 이치이며, 하늘의 이치는 人

間에게 適用하면 人間의 道이다. 人道는 곧 人倫의 道가 되며, 萬物에게는 物理의 

이치를 담고 있기 때문이다. 서로 돕고 베풀고 배려하는 相生美는 天道이자 人道

이며 人倫이다.

Ⅳ . 總體的調和의 和諧美 

　1. 疏通의 一切感 絜矩之道

　忠으로 나의 德性을 쌓고 德性의 밀알이 德行（恕）를 키워 德化의 꽃을 피운 

絜矩之道의 덕목을 살펴보고자 한다.

　自身과 他人의 關係를 올바르게 設定해 주는 仁義禮智의 道로 “絜矩之道” 를 

들 수 있다. 즉 자신의 마음을 미루어 남을 생각하는 리더십을『大學』에서는 ‘絜



xc

■講演・発表論文原文

矩之道’ 라고 한다.（『大學』 10 章 : 所惡於上 毋以使下, 所惡於下 毋以事上, 所

惡於前 毋以先後, 所惡於後 毋以從前, 所惡於右 毋以交於左, 所惡於左 毋以交於

右, 此之謂絜矩之道也.） ‘絜矩’ 란 直角자로써 헤아린다는 것이다 . 즉 上下四方을 

恕의 觀念으로 헤아림은 모두가 사람과 사람 사이의 關係이자 交際이다. 家庭에 

들어가면 父母兄弟가 있고 , 居住하는 곳에는 이웃이 있으며, 社會에 나가면 벗과 

스승 職場의 先後輩 상사의 關契가 있다. 

　이러한 關係는 中이라는 槪念에서 縱橫의 關係를 이루고 圓方을 裁는 規矩라는 

尺度를 가지고 서로를 理解하고 判斷하여 行爲를 아우르는 것이다.39 즉 ‘絜矩之

道’는 自身을 尺度로 삼아 나와 남의 一致點（本質）을 찾아 남에게 베푸는 것이다. 

　이러한 絜矩之道를 통해 利己的으로 자신만 알아 獨善的으로 흐르기 쉬운 인간

관계를 對立的 關係를 改善하고 서로 어울려 總體的 調和의 和解美를 發揮할 수 

있는 것이다 . 絜矩之道는 內面의 德性과 外面의 德行이 調和를 이루어 德化의 꽃

을 피워낸 結晶體라고 할 수 있다.

　絜矩之道는 他人과 내가 하나의 調和된 關契를 糾明하기 위한 仁을 根本으로 

擴大되어 家庭과 社會・國家가 疏通하는 一切로 나아가는 것이다. 따라서 絜矩之

道는 治國・平天下를 이루는 根本的인 力量으로 重要한 根據가 되며 內外合一의 

共生 共存할 수는 乘勝的관계로 자리매김 할 수 있는 것이다.

　2.  本分의 調和

　孔子는 “사람이 道를 넓히는 것이지 道가 사람을 넓이는 것이 아니라고”40 하

였고 人格과 才能이 融合하여 個人의 修養을 쌓고 거듭 發展하여 人類를 便安하

게 하고 큰 道가 行해지게 하는 것도 “自己 自身에서 求해지는 것임을”41 알 수 있

다. 

　『中庸』 에 “中和를 이루면 하늘과 땅이 제자리를 잡고 萬物이 제 몫을 다하게 

된다.”42 고 하였듯이 孔子의 理想的 治人의 指導者像은 人倫을 바르게 하는 것으

로부터 始作하였다.

　　 　齊 景公이 공자에게 정치에 대해 묻자, 공자께서 대답하셨다. “임금은 임

금답고, 신하는 신하다우며, 아버지는 아버지답고, 자식은 자식다운 것입니

다.” 公이 말하였다. “좋습니다. 진실로 만일 임금이 임금답지 못하고, 신하

가 신하답지 못하며, 아버지가 아버지답지 못하고, 자식이 자식답지 못하다

면, 비록 곡식이 있더라도 내가 그것을 먹을 수 있겠습니까 ?”43 
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　正名의 ‘名’ 은 바로잡는다는 의미로 倫理的 槪念이다. 바로 人倫이 바로서는 

政治는 바로잡아서 ‘다워야한다.’ 로 출발한다 . 正名思想은 각자의 位置와 狀況

에서 名分에 對應하는 德이 德行으로 실현되어 ‘다워야할 像’ 을 부각 시킨 것이

다. 

　現在 있는 君・臣・父・子에서 더욱 소망하는 君・臣・父・子像을 自律的으로 

開發할여 人倫의 道를 實踐하는 것이다. 

　‘다워야할像’ ‘있어야할 像’ 즉 ‘當爲像’ ‘所望像’ ‘理想的 人間像’ 은 각자의 勞

力과 誠實과 眞實性으로 開發되어질 創造的 人間像이다.44  政治의 目的은 個人의 

生活과 사람사이의 相互關係 속에서 모두가 잘 살 수 있는 질서 있고 , 調和로운 

社會를 創建하는데 있다. 正名의 當爲性은 社會的・政治的 混亂을 解決할 뿐만 

아니라 指導者像에서도 꼭 志向해야 할 덕목이다. 名分을 바르게 하는 것은 하나

의 義를 밝히는 데 목적을 두었고 올바른 사회를 구성하는데 意義가 있다. 名者가 

自身의 地位와 職責에 忠實하고 全體의 善을45  中心軸으로 삼으려 하였기 때문에 

무엇보다도 均衡과 調和의 和諧美를 이룩할 수 있는 것이다.

　각 個人의 役割이 認識과 行動의 一致가 充實히 修行하여 즉 인간다움을 追求

하는 最高의 지도자상의 모습이라 할 수 있다. 

　3. 내외가 조화를 이루는 指導者償

　『論語』에서 말하는 君子는 學德을 고루 갖춘 人格者이다. 性向으로 보자면 偏

狹性 없는 調和된 “周而不比” 의 人間關係와 才能으로 보자면 “君子不器” 의 稟

德과 才德을 고루 갖춘 즉 人格美와 專門的 才能까지 兼備한 指導者像 이라 할 수 

있겠다. 이처럼 孔子는 個人의 身分보다는 道德的 人格과 品性을 지닌 者로 學問

과 學德을 닦으며 人間으로서 價値觀을 갖춘 者를 君子라고 指稱하였다.

　“君子는 調和를 이루고 뇌동하지 않으며, 小人은 雷同하고 調和를 이루지 못한

다.” 46 다만 “和만을 알아서 和하려고만 하고 禮로써 節制하지 않으면 行할 수 없

고.”47 “禮를 행하는데 和가 귀하다”48 고 하여 調和만을 일삼는데 뜻을 둔다면 다

면 放蕩으로 變質될 可能性이 있는 것이다. 

　和가 매우 중요하지만 準則에 딱 들어맞는 中節이 되어야 中和의 和가 成立되

어 至善에 到達하는 것이다. 禮를 사용하는 사람이 調和로써 根本을 삼고, 禮로써 

節制한다면, 天下의 道에 合當한 것이다. 이 또한 天理에 合當한 人道를 벗어나지 

않는 人和를 구현하는 것이다. 공자는 또 內外가 合一된 資質과 人格을 갖춘 指導

者像을 다음과 같이 제시하였다.

　“바탕이 꾸밈을 이기면 거칠고, 꾸밈이 바탕을 이기면 호화로우니 꾸밈과 바탕
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이 어우러진 다음에야 君子이다.”49 文이란 밖으로 드러난 모습을 의미한다. 여기

서 文은 形式・꾸밈・修飾을 뜻한다. 表面的으로 보이기 위한 어떠한 條件들 즉, 

才能 또는 專門性을 의미할 수 있다. 質은 바탕・倫理・道德的 素養 즉 人格을 의

미한다. 요즘 현대인들은 상대방의 外形的 好感을 익히고, 專門的 스킬을 습득하

려고 많은 時間과 돈을 투자하여 스펙을 쌓아가지만, 內面的 人格을 다듬는 것에

는 소홀히 한다. 內面的 人格과 外形的 文彩가 치우침 없이 總體的으로 調和를 이

루어 彬彬할 때 비로소 君子이자, 진정한 指導者라고 孔子는 論하고 있다. 

V. 結論

　論語의 融合的 指導者像에 대해서 살펴보았다 .  論語의 融合的 指導者像의 形

態을 집에 비유하여 설명한다면, 人格美는 집의 대들보를 상징하고 相生美는 建

物構造를 裝飾하고 꾸미는 것에 比喩할 수 있다. 和諧美는 멋진 庭園에서 여러 사

람들과 어울리며 饗宴을 즐기고 있는 모습에 견줄 수 있겠다. 『大學』의 三綱領

을 眞・善・美에 對入하면 眞은 至善과 대입하여 和諧美에 해당된다. 善은 明德

과 대입하여 人格美와 짝이 된다. 美는 新民과 대입하여 , 相生美에 該當된다고 

할 수 있다. 

　君子를 指導者에 對入하여 보면 즉 自己修養의 人格美를 쌓아 먼저 修己로 自

己省察과 自己正立이 되어 있는 인간이다. 이러한 君子가 바로 現代 社會에서 要

求하는 分別力 있는 知慧와 人間다운 仁情을 具現하고 義理와 調和를 이루는 果

斷性 있는 勇氣를 두루 兼備한 指導者像이라 할 수 있다

　指導者像의 內容的인 部分을 整理하여 要約 하자면 1. 人格美로 知・仁・勇을 

兼備한 指導者像을 살펴보았다. 仁으로써 몸을 세우고 , 知로써 分別의 條理를 밝

히고, 勇으로써 義를 實踐하게 되는, 指導者로써 갖추어야 最上의 人格美라고 稱

할 수 있겠다. 

　2. 相生美는 萬物의 이치와 通한다. 天地萬物의 調和를 보면 그 속에 人道가 內

在되어 있다 “萬物이 길러져도 서로 해치지 않고, 도가 행하여져도 서로 어긋나

지 않는” 것이다. 이러한 普遍的 原理는 하늘의 이치이며, 하늘의 이치는 人間에

게 適用하면 人間의 道이다. 

　人道는 곧 人倫의 道가 되며, 萬物에게는 物理의 이치를 담고 있기 때문이다.

　“不相害 不相悖” 의 덕목은 서로를 밀어내지 않으며, 相互排他的인 人間關係

를 相互補完的 關係, 로 전환한다. 즉 서로 對待的 關係를 이루어 간다. 相生美는 

天道이자 人道이며 人倫의 道이다.

　3. 和諧美는 내면적 가치와 외면적 가치가 총체적으로 조화를 이룰 때 이룰 수 
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있다고 하겠다. 인간은 사회적 동물이다. 自己省察과 自己正立을 통해 올바른 삶

의 道理와 인격을 쌓고, 자신만 챙기는 利己的 삶에서 벗어나 人間 共同體에서 더

불어 살아가는 삶을 살아야한다. 對人關係에서는 他人과 내가 하나의 調和된 關

契를 糾明하기 위한 仁을 根本으로 擴大되어 家庭．社會．國家가 疏通하는 一切

로 나아가는 絜矩之道의 道를 갖춰야 한다.  

　絜矩之道는 內面의 德性 外面의 德行이 調和를 이루어 德化의 꽃을 피워낸 結

晶體라고 할 수 있다.

　本分의 調和로 正名思想을 살펴보았다. 지도자가 갖춰야할 덕목들은 많지만 治

人과 關聯하여 人倫을 바르게 하는 道를 구현하는 德目이 있다면 正名思想이다. 

　『中庸』 에서 “中和를 이루면 하늘과 땅이 제자리를 잡고 萬物이 제 몫을 다하

게 된다.” 고 하였듯이 정명사상은 狀況과 處所에 따라서 ‘답게’ 處身하고 각자의 

位置와 狀況에서 名分에 對應하는 指導者像이다. 지도자의 目的은 個人의 生活과 

사람사이의 相互關係 속에서 모두가 잘 살 수 있는 秩序 있고 調和로운 社會를 創

建하는데 있다. 

　끝으로 內外合一의 調和를 이룬 文質 彬彬한 君子像을 살펴보았다.  論者는 自

身의 人格美가 인간사회에서 관계를 맺을 때 자신의 德性이 德行으로 드러난 人

格美와 相生美 그리고 全體的 調和를 이루어 內外合一된 至善의 和諧美의 指導者

像을 考察하였다.

　外形的 스펙에 치우치기 보다는 內面的 人格과 외형적 文彩가 치우침 없이 總

體的으로 조화를 이루어 彬彬할 때 비로소 君子이자, 진정한 指導者라고 할 수다.

　오늘날 現代社會에서 우리가 진정으로 잘 살기 위한 結果物이 무엇인지를 苦悶

해야 한다 . 또한 오늘날 人爲的으로 가공된 매너와 劃一的 美를 탈피하여 人間的 

삶과 진정한 아름다움의 價値는 무엇인지를 探究해야 한다. 그리하여 現代社會의 

物質的 利潤을 위한 商業的 서비스와 비즈니스의 創出만을 위한 指導者像에서 脫

皮하여 참다운 指導者像의 本質을 摸索하는 것이 매우 重要한 일이라고 본다. 

　이러한 問題들을 解決하기 위한 여러 方法 중의 하나로 眞（참된 것）・善（착

한 것・제대로 된 것）・美（아름다운 것）가 指導者의 役割에 알맞게 融合하여 

21 세기에 필요한 指導者像의 아우라 [ Aura ] 를 만들어 내는지 그 통로를 儒家

의 孔子思想에서 찾아보는 것은 매우 중요한 意味를 갖는다고 본다.



xciv

■講演・発表論文原文

< 參考文獻 >

金澈運 , 『忠孝禮와 人格』, 충효예교육출판사, 2000.

김태길 , 『孔子思想과 現代社會』, 철학과 현실사 , 1998.

徐坰遙 , 『韓國儒敎知性論』, 成均館大學校 出版部 , 2003. 

宋鍾沄 , 『儒學과 民主主義의 相乘論』, 學民社 , 1995

吳錫源 , 『韓國道學派의 義理思想』, 成均館大學校 出版部 , 2005. 

李基東 , 『論語講說』, 成均館大學校 出版部 , 2007.

조남욱 외 , 『現代인의 儒敎읽기』, 아세아 문화사 , 2005.

陳大齊 , 『孔子의 學說』, 이론과 실천 , 1996.

蔡仁厚 , 『孔子의 哲學』, 예문서원 , 2005. 

黃義東 , 『儒敎와 現代의 對話』, 예문서원 , 2005.

１李渪 , 「공자의 인격교육」, 성신연구논문집 제16집, 1982,  p.23.
２『論語』「子路」 : 子曰其身正, 不令而行, 其身不正, 雖令不從.
３ 『說文解字』에 따르면 ‘知’ 는 ‘깨닫는다’ 는 뜻이며, ‘矢’ 와 ‘口’ 의 결합으로 풀이

하고 있다. ‘矢’ 은 向함이 있음을 뜻하고, ‘口’ 는 언어로 나타내는 것을 뜻한다. 자세
한 내용은 금장태, 『유학사상의 이해』, 집문당, 1996,  p.107 참조.

４方立天 著, 김학재 옮김, 『중국철학과 지행의 문제』, 예문서원, 1998,  p.21.
５이상호, 『유교의 극복이론에 관한 연구』, 경원대학교 박사학위논문, 2003,  p.50.
６ 『論語』「顔淵」: 樊遲問仁, 子曰 愛人, 問知曰 知人, 樊遲未達, 子曰 擧直錯諸枉, 能

使枉者直.
７『論語』「堯曰」 : 子曰 不知命, 無以爲君子也. 
８『論語』「憲問」: 子曰 古之學者爲己, 今之學者爲人.
９『孟子』「盡心 上」: 孟子曰 仁也者 人也, 合而言之, 道也.
10 김태길, 『공자사상과 현대사회』, 철학과 현실사, 1998,  p.68.
11『論語』「顔淵」: 樊遲問仁, 子曰 愛人. 
12『論語』「鄕黨」: 廐焚, 子退朝曰 傷人乎, 不問馬.
13 『論語』「陽貨」: 子張問仁於孔子, 孔子曰 能行五者於天下, 爲仁矣. 請問之, 曰恭寬

信敏惠, 恭則不侮, 寬則得衆, 信則人任焉, 敏則有功, 惠則足以使人.
14 張其昀, 『孔子學說의 現代的意義』, 형설출판사, 1981,  p.560.
15『論語』「術而」: 子曰 仁遠乎哉, 我欲仁, 斯仁至矣.
16『論語』「里仁」: 有能一日, 用其力於仁矣乎, 我未見力不足者, 蓋有之矣, 我未之見也.
17『論語』「里仁」: 子曰不仁者, 不可以久處約, 不可以長處樂. 仁者, 安仁, 知者, 利仁.
18『論語』「衛靈公」: 子曰 志士仁人, 無求生以害人, 有殺身以成仁.
19『論語』「學而」: 子曰  人不知而不慍, 不亦君子乎.
20『論語』「爲政」: 見義不爲, 無勇也.  
21 『論語』「陽貨」: 子路曰 君子尙勇乎. 子曰 君子義以爲上, 君子有勇而無義, 爲亂. 小

人有勇而無, 爲盜.
22『論語』「爲政」 : 見義不爲無勇也.
23 『孟子』「公孫丑上」 北宮黝之養勇也 不膚撓 不目逃 思以一毫挫於人 若撻之於市朝 

不受於褐寬博 亦不受於萬乘之君 視刺萬乘之君 若刺褐夫 無嚴諸侯 惡聲至 必反之.
24『論語』「學而」: 子曰 巧言令色, 鮮矣仁.
25『論語』「先進」 : 子曰 是故 惡夫佞者.



xcv

研究　東洋

26『論語』「衛靈公」 : 子曰 君子 義以爲質 禮以行之 孫以出之 信以成之 君子哉.
27 『論語』「顔淵」 : 顔淵問仁, 子曰 克己復禮爲仁, 一日克己復禮, 天下歸仁焉, 爲仁由己

而由人乎哉.
28『孟子』「告子 上」: 求其放心而已矣.
29『心經附註』「仁人心章」 : 程子曰 心本善而流於不善, 所謂放也.
30『心經附註』「仁人心章」 : 嘗謂林恪曰 放心, 不獨是走作, 喚做放, 纔昏睡去, 也卽是放.
31『心經附註』「仁人心章」 : 西山眞氏曰 欲沮之則放, 利誘之則放.
32 오석원, 『한국도학파의 의리사상』, 성균관대학교 동아시아학술원, 2005,  p.144.
33 『論語』「衛靈公」: 子貢問曰, 有一言而可以終身行之者乎, 子曰 其恕乎. 己所不欲, 

勿施於人 .
34『論語』「顔淵」: 己所不欲, 勿施於人.
35『論語』「雍也」: 己欲立而立人, 己欲達而達人, 能近取譬, 可謂仁之方也已.
36『中庸』萬物並育而不相害, 道並行而不相悖.
37 崔南善 : 출생 - 사망 1890.4.26 ~ 1957.10.10 한국의 사학자・문인. 잡지《소년》

을 창간,〈해에게서 소년에게〉를 발표했다. 한국 근대문학의 선구자 중 하나이다. 
1890( 고종 27) ∼ 1957. 문화운동가・작가・사학자. ( 두산백과 ) 

38 금강산 [ 金剛山 ] ( 한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원 )
39 서경요 , 『한국유교지성론』, 성균관대학교 출판부, 2003,  p.45.
40『論語』「衛靈公」 : 28. 子曰 人能弘道 非道弘人
41『論語』「衛靈公」 : 20. 子曰 君子 求諸己 小人 求諸人
42『中庸』: 致中和 天地位焉 萬物育焉
43 『論語』「顔淵」:  齊景公問政於孔子, 孔子對曰 君君臣臣父父子子. 公曰善哉. 信如君

不君, 臣不臣, 父不父, 子不子, 雖有粟, 吾得而食諸.
44 안종운, 『儒學과 民主主義의 相乘論』, 學民社,  p.239.
45 張其昀, 『孔子學說의 現代的 意義』, 螢雪출판사,  p.209.
46『論語』「子路」 : 子曰 君子 和而不同 小人 同而不和
47『論語』「學而」 : 知和而和 不以禮節之 亦不可行也
48『論語』「學而」 : 有子曰 禮之用 和爲貴 
49『論語』「雍也」 : 子曰 質勝文則野, 文勝質則史, 文質 彬彬然後, 君子.



xcvi

■論文外国語要旨

重新探讨董仲舒对策

－以第一和第三篇对策文书的史料性质为中心－

城　山　阳　宣

【論文外国語要旨】

　董仲舒对策，又被称为天人三策或贤良对策，是包含种种问题的文章，不仅在中国，

在日本也再三引起议论。因此，近代以后，有不少篇论文探讨其相关问题。继平井

正士先生一九四一年所题出的论文之后，福井重雅先生一九九五年发表了一篇「前

汉对策文书再探」，而一九九七年又发表了一篇「董仲舒对策的基础性研究」，从这

些论文可见，福井先生批评了董仲舒对策的史料价值，亦可说，对其史料性质提出

了根本性疑义。但是，关于他得出来的结论，笔者认为尚需严谨的讨论。本文试图

验证福井先生的董仲舒研究。

　首先在第一章，为进行下一章之后的讨论，整理了福井先生的董仲舒研究之要点，

并且显示出了他的研究中需要验证的问题。

　其次，在第二章和第三章，分析了董仲舒对策第一及第三篇的段落的对应的问题。

在验证董仲舒对策第一及第三篇过程中，因为它在具有客观视点的第三者的位置，

随时参照浅野裕一先生的论文「董仲舒・天人对策的再次讨论」，而一切列出福井

先生﹑浅野先生与笔者之间的段落对应关系，对次问题进行了讨论。

　再者，在第四章，验证了福井先生所提倡的对策文书学中的「今」「臣谨案」等

术语的问题。

　从以上的讨论，笔者发现福井先生的研究方法中有相当恣意并异质的部分，并且

还发现上述诏策与对策的段落对应关系中从意义上以及从对策文书学的观点上皆可

说有问题的。

　与以上所述同样，在福井先生从文献学的角度对董仲舒对策提出的批判中也存在

着基础的错误，因此以此为基础地得出来的结论也必然难以成立。总之，福井先生

通过董仲舒对策研究所做出来的一些说法，即后人假托说﹑后世附会说等等，亦可

说根本难以成立。他对《汉书・董仲舒传》所收录的对策文书的史料性质所提出的

批判如此这般大概被解除了。以后需要注意如何分析这般资料。
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会津藩日新馆的释奠礼

——“学统”的后退与“公论”的登场

李　　　月　珊

　祭祀以孔子为代表的先圣先师的释奠礼见于东亚诸国的历史。日本江户时代的幕

府学问所及各地藩校都频繁举行释奠礼。会津藩藩校日新馆（1803 年建成）就是

其中一例。本文一方面考察日新馆释奠整备的过程，明确大成殿及环状泮水建造时

所依据的礼学经典；另一方面考察释奠整备时的重要人物——儒者古屋昔阳的学问

观，并通过其对释奠从祀制的议论，探索当时日本儒学所处的学问环境和社会环境。

具体来说，日新馆建造之前，会津藩的学风经历了从程朱理学向古学的转变，古学

者古屋昔阳在此情况下成为会津藩顾问。古屋重视《诗》《书》《礼》三部经典，主

张从祀汉唐传注之儒十二人，尤其强调毛公、孔安国、郑玄三人的入祀。这与中国

明末清初学者对孔庙从祀的主张相类似，体现了古屋重视古注、反对程朱理学的立

场。然而古屋的从祀主张遭到了来自藩内的质疑，一是因为其中体现的古学学统与

幕府的宽政异学禁令存在冲突，二是因为古屋的意见被看作囿于一家学派之私言，

“难成公论”。宽政期以后，“官学”的重新树立要求幕府学问所的释奠不能仅仅是

某一学统的代表。为了赋予其权威性，幕府学问所依照古代法典《延喜式》中记载

的释奠礼方式进行了改革。在此背景下，日新馆最终采纳了以颜子配祀的方式，可

以说顺应了幕府倡导的恢复“皇朝之古礼”的潮流。总之，日新馆的释奠礼及其整

备过程中发生的议论与冲突不仅代表了一藩内部的情况，亦体现了宽政期以后整个

日本释奠礼发展的重要特色。
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■論文外国語要旨

Two Ways of Encountering (the) Other(s)
: the neighbours / the departed

SEKIZAWA Izumi

　We distinguish two models of describing an encounter with the Other/
others:　⑴ the Other/others as neighbours；⑵ the Other/others as departed.
In this article, we try to make a clearer picture of the second model, on which 
SUEKI Fumihiko is patiently working, as a historian of thought/philosopher.
⑴ The Other/others as neighbours
　This type of description is a very popular one on the contemporary 
philosophical scene, with an ethical tone: to avoid the realm of the same, we 
have to encounter the Other/others breaking our presupposition that they 
are akin to us. This picture, however, implies some utilitarian resonance, 
paradoxically: we seek the Other/others in order to change ourselves.
⑵ The Other/others as departed
　SUEKI Fumihiko insists that a successful description of the dead should 
be based on the relational terms (terms depicting relations–we probably can 
reformulate it by using intentional ones in the scholastico-phenomenological 
sense), so as to avoid the existential questions (“do really the dead exist?”).
　According to the comparative analysis, however, between the expressions 
describing the dead in Ancient Greek and those in (contemporary) Japanese 
led by SHIMIZU Tetsuro, some of the Japanese expressions imply a kind of 
passage from this world to another one. It means that the notion of death, in 
Japanese at least, does not necessarily connote a perfect annihilation of our 
existence, as the English expression “departed” also suggests it to a certain 
extent. Besides, given that the contemporary Japanese language has at least 
two verbs to describe the existence of objects – “aru” and “iru” –, the problem 
might not be knowing how to avoid the existential (ontological) terms, but 
how to construct a new ontology based on the conception incarnated in these 
linguistic expressions.
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